
283

283

１
０
２

9

１
０
２

9

２０１9

2019

2019

283

１
０
２

9

１
０
２

9

328

２０２3

2023

2023

328

283

2
０
２

3

2
０
２

3

２０１9

2019

2019

科学技術予測･政策基盤調査研究センター
文部科学省 科学技術･学術政策研究所



283

283

１
０
２

9

１
０
２

9

２０１9

2019

2019

283

１
０
２

9

１
０
２

9

283

２０１9

2019

2019

 
     

  [ ] 
 

     
  4 4.1  
 

     
   
 

     
   
 

     
  [ ] 
 

Contributors  
KANDA Yumiko Research Associate, Center for S&T Foresight and Indicators, 

National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP), MEXT 
 
NISHIKAWA Kai Research Fellow, Center for S&T Foresight and Indicators, 

National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP), MEXT 
 
OKAMURA Asako Senior Research Fellow, Center for S&T Foresight and Indicators, 

National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP), MEXT 
 
MURAKAMI Akiyoshi Senior Research Fellow, Center for S&T Foresight and Indicators, 
 National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP), MEXT 
 
IGAMI Masatsura Director, Center for S&T Foresight and Indicators,  

National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP), MEXT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Please specify reference as the following example when citing this NISTEP RESEARCH MATERIAL. 

2023 NISTEP RESEARCH MATERIAL No.328  
DOI: https://doi.org/10.15108/rm328 
“Japanese Science and Technology Indicators 2023”, NISTEP RESEARCH MATERIAL, No.328, National Institute of 
Science and Technology Policy, Tokyo. 
DOI: https://doi.org/10.15108/rm328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-328 
 

2023 
 

2023 8  
 

  
 

 
100-0013 3-2-2 7  16  

TEL: 03-6733-4910 
 

Japanese Science and Technology Indicators 2023 
 

August 2023 
 
 

Center for S&T Foresight and Indicators 
National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP) 

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Japan 
 

https://doi.org/10.15108/rm328 



科学技術指標2023 

文部科学省 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)  科学技術予測・政策基盤調査研究センター 

要旨 

「科学技術指標」は、日本の科学技術活動を客観的・定量的データに基づき、体系的に把握す

るための基礎資料である。科学技術活動を「研究開発費」、「研究開発人材」、「高等教育と科学

技術人材」、「研究開発のアウトプット」、「科学技術とイノベーション」の 5 つのカテゴリーに分類し、

約 170の指標で日本の状況を表している。本報告書は毎年公表しており、論文及び特許の指標に

ついては、NISTEP 独自の調査分析結果の最新値が掲載されている。 

今回の「科学技術指標 2023」では新たな指標として「企業における産業分類別女性研究者の

日独比較」等や、コラムとして「35 技術分類を用いたパテントファミリー分析」、「貿易額と輸入相手

先国・地域」、「米国博士号保持者の業務活動状況」、「デジタル化の進展と格差」等を紹介した。 

主要な指標から日本の状況を見ると、日本の産学官を合わせた研究開発費、研究者数は主要

国(日米独仏英中韓の 7 か国)中第 3 位、論文数（分数カウント法）は世界第 5 位である。注目度の

高い論文を見ると Top10％・Top1％補正論文数で第 13 位・第 12 位である。日本のパテントファミ

リー(2か国以上への特許出願)数では世界第 1位である。ミディアムハイテクノロジー産業貿易収支

比においても、日本は主要国の中で第 1 位である。 

日本の大学と民間企業との共同研究実施件数及び受入額は長期的に増加している。また、直

接経費に対する間接経費の比率も伸びている。 

Japanese Science and Technology Indicators 2023  
Center for S&T Foresight and Indicators  
National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP), MEXT 
ABSTRACT 

“Science and Technology Indicators” is a fundamental resource for understanding Japanese 
science and technology activities based on objective and quantitative data. It classifies science and 
technology activities into five categories such as R&D Expenditure; R&D Personnel; Higher 
Education and S&T personnel; Output of R&D; and Science, Technology, and Innovation, and 
shows the state of Japanese science and technology activities with approximately 170 indicators. 
The report is published annually and offers the latest results of the analyses of scientific 
publications and patent applications conducted by the NISTEP. 

This edition of “Science and Technology Indicators 2023” includes new indicators such as 
“Comparison of female researchers by industry classification in Japan and Germany,” “Patent 
family analysis using 35 technology classifications,” “Trade volume and import partner 
countries/regions,” “Employed doctoral scientists and engineers by primary work activity,” and 
“Progress and disparities in digitalization.” 

Overviewing the latest Japan’s situation from “Science and Technology Indicators 2023,” the 
R&D expenditure and the number of researchers in Japan are the third-largest in major countries 
(Japan, U.S., Germany, France, U.K., China, and Korea). The rank of Japan in the number of 
scientific publications (fractional counting method) is the 5th in the world. The rank of Japan in the 
number of top 10% and top 1% highly cited publications is 13th and 12th. Japan is the world’s first 
place in the patent family (patent applications to more than two countries). Japan also maintains the 
number one position among major countries in terms of the trade balance ratio in medium-high R&D 



intensive industries. The number of joint research projects and the amount of research funds 
received by Japanese universities with private firms have been increasing over time. The ratio of 
indirect costs to direct costs is also growing. 
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概概  要要 

 

「科学技術指標」は、我が国の科学技術活動を客観的・定量的データに基づき、体系的に把握するた

めの基礎資料であり、科学技術活動を「研究開発費」、「研究開発人材」、「高等教育と科学技術人材」、

「研究開発のアウトプット」、「科学技術とイノベーション」の 5 つのカテゴリーに分類し、約 170 の指標で

日本及び主要国の状況を表している。本概要では「科学技術指標 2023」の注目すべき指標を紹介する。 

 

１１．．主主要要なな指指標標ににおおけけるる日日本本のの動動向向  

主要な指標における日本の動向は、以下の通りである。おおむね科学技術指標 2022 と同様の順位

であるが、大学、公的機関の研究者数、注目度の高い論文数において順位を下げた。日本は多くの指

標で、米国や中国、英国やドイツに続く第 3 位もしくは第 4 位に位置しているが、伸びでは他の主要国と

比べて小さいものが多い。英国と中国については研究開発費及び研究開発人材データの見直しが生じ

た。その結果として、英国は企業や大学の研究開発費が増加し、中国は近年のデータの OECD による

公表が控えられている。また、米国は 20 年近く値が示されていなかった大学、公的機関の研究者数が

OECD で公表された。日本の研究者数の順位変動はこの影響によるものである。 
 

【【概概要要図図表表 11】】  主主要要なな指指標標ににおおけけるる日日本本のの動動向向  

指指標標  
日日本本のの順順位位
のの変変化化  

日日本本のの数数値値  備備  考考  

研研究究開開発発費費※※  3 位→3 位 18.1 兆円 1 位：米国、2 位：中国 

企業 3 位→3 位 14.2 兆円 1 位：米国、2 位：中国 

大学 4 位→4 位 2.1 兆円 1 位：米国、2 位：中国、3 位：ドイツ 

公的機関 4 位→4 位 1.5 兆円 1 位：中国、2 位：米国、3 位：ドイツ 

研研究究者者  3 位→3 位 70.5 万人 1 位：中国、2 位：米国 

企業 3 位→3 位 52.9 万人 1 位：中国、2 位：米国 

大学 3 位→4 位 13.7 万人 1 位：中国、2 位：米国、3 位：英国 

公的機関 3 位→4 位 3.0 万人 1 位：中国、2 位：ドイツ、3 位：米国 

論論文文数数((分分数数カカウウンントト))  5 位→5 位 7.1 万件 1 位：中国、2 位：米国、3 位：インド、4 位：ドイツ 

TToopp1100％％補補正正論論文文数数  
((分分数数カカウウンントト)) 

12 位→ 
 13 位 

3.8 千件 
1 位：中国、2 位：米国、3 位：英国、4 位：ドイツ、5 位：イタ

リア、6 位：インド、7 位：オーストラリア、8 位：カナダ、9 位：

フランス、10 位：韓国、11 位：スペイン、12 位：イラン 

TToopp11％％補補正正論論文文数数  
((分分数数カカウウンントト))  

10 位→ 
 12 位 

3.2 百件 
1 位：中国、2 位：米国、3 位：英国、4 位：ドイツ、5 位：オー

ストラリア、6 位：イタリア、7 位：カナダ、8 位：インド、9 位：

フランス、10 位：スペイン、11 位：韓国  

特特許許((パパテテンントトフファァミミリリーー))数数  1 位→1 位 6.6 万件  

ハハイイテテククノノロロジジーー  
産産業業貿貿易易収収支支比比  

6 位→6 位 0.7 
1 位：韓国、2 位：中国、3 位：ドイツ、4 位：フランス、
5 位：英国 

ミミデディィアアムムハハイイテテククノノロロジジーー  
産産業業貿貿易易収収支支比比  

1 位→1 位 2.6  

居居住住国国以以外外へへのの商商標標出出願願数数  
((ククララスス数数))  

5 位→6 位 12.1 万件 
1位：中国、2位：米国、3位：ドイツ、4位：英国、5位：
フランス 

 
注： 
※：研究開発費とは、ある機関で研究開発業務を行う際に使用した経費であり、科学技術予算とは異なる。予算については本編参照。 
1) 日本の順位の変化は、昨年との比較である。数値は最新年の値である。 
2) 論文数、Top1％・Top10％補正論文数、特許数以外は、日本、米国、ドイツ、フランス、英国、中国、韓国の主要国における順位である。 



- 1 - 

概概  要要 

 

「科学技術指標」は、我が国の科学技術活動を客観的・定量的データに基づき、体系的に把握するた

めの基礎資料であり、科学技術活動を「研究開発費」、「研究開発人材」、「高等教育と科学技術人材」、

「研究開発のアウトプット」、「科学技術とイノベーション」の 5 つのカテゴリーに分類し、約 170 の指標で

日本及び主要国の状況を表している。本概要では「科学技術指標 2023」の注目すべき指標を紹介する。 

 

１１．．主主要要なな指指標標ににおおけけるる日日本本のの動動向向  

主要な指標における日本の動向は、以下の通りである。おおむね科学技術指標 2022 と同様の順位

であるが、大学、公的機関の研究者数、注目度の高い論文数において順位を下げた。日本は多くの指

標で、米国や中国、英国やドイツに続く第 3 位もしくは第 4 位に位置しているが、伸びでは他の主要国と

比べて小さいものが多い。英国と中国については研究開発費及び研究開発人材データの見直しが生じ

た。その結果として、英国は企業や大学の研究開発費が増加し、中国は近年のデータの OECD による

公表が控えられている。また、米国は 20 年近く値が示されていなかった大学、公的機関の研究者数が

OECD で公表された。日本の研究者数の順位変動はこの影響によるものである。 
 

【【概概要要図図表表 11】】  主主要要なな指指標標ににおおけけるる日日本本のの動動向向  

指指標標  
日日本本のの順順位位
のの変変化化  

日日本本のの数数値値  備備  考考  

研研究究開開発発費費※※  3 位→3 位 18.1 兆円 1 位：米国、2 位：中国 

企業 3 位→3 位 14.2 兆円 1 位：米国、2 位：中国 

大学 4 位→4 位 2.1 兆円 1 位：米国、2 位：中国、3 位：ドイツ 

公的機関 4 位→4 位 1.5 兆円 1 位：中国、2 位：米国、3 位：ドイツ 

研研究究者者  3 位→3 位 70.5 万人 1 位：中国、2 位：米国 

企業 3 位→3 位 52.9 万人 1 位：中国、2 位：米国 

大学 3 位→4 位 13.7 万人 1 位：中国、2 位：米国、3 位：英国 

公的機関 3 位→4 位 3.0 万人 1 位：中国、2 位：ドイツ、3 位：米国 

論論文文数数((分分数数カカウウンントト))  5 位→5 位 7.1 万件 1 位：中国、2 位：米国、3 位：インド、4 位：ドイツ 

TToopp1100％％補補正正論論文文数数  
((分分数数カカウウンントト)) 

12 位→ 
 13 位 

3.8 千件 
1 位：中国、2 位：米国、3 位：英国、4 位：ドイツ、5 位：イタ

リア、6 位：インド、7 位：オーストラリア、8 位：カナダ、9 位：

フランス、10 位：韓国、11 位：スペイン、12 位：イラン 

TToopp11％％補補正正論論文文数数  
((分分数数カカウウンントト))  

10 位→ 
 12 位 

3.2 百件 
1 位：中国、2 位：米国、3 位：英国、4 位：ドイツ、5 位：オー

ストラリア、6 位：イタリア、7 位：カナダ、8 位：インド、9 位：

フランス、10 位：スペイン、11 位：韓国  

特特許許((パパテテンントトフファァミミリリーー))数数  1 位→1 位 6.6 万件  

ハハイイテテククノノロロジジーー  
産産業業貿貿易易収収支支比比  

6 位→6 位 0.7 
1 位：韓国、2 位：中国、3 位：ドイツ、4 位：フランス、
5 位：英国 

ミミデディィアアムムハハイイテテククノノロロジジーー  
産産業業貿貿易易収収支支比比  

1 位→1 位 2.6  

居居住住国国以以外外へへのの商商標標出出願願数数  
((ククララスス数数))  

5 位→6 位 12.1 万件 
1位：中国、2位：米国、3位：ドイツ、4位：英国、5位：
フランス 

 
注： 
※：研究開発費とは、ある機関で研究開発業務を行う際に使用した経費であり、科学技術予算とは異なる。予算については本編参照。 
1) 日本の順位の変化は、昨年との比較である。数値は最新年の値である。 
2) 論文数、Top1％・Top10％補正論文数、特許数以外は、日本、米国、ドイツ、フランス、英国、中国、韓国の主要国における順位である。 
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((11)) 日日本本のの大大学学部部門門やや企企業業部部門門のの研研究究開開発発費費及及びび研研究究者者のの伸伸びびはは他他のの主主要要国国とと比比べべてて小小ささいい。。  

企業及び大学部門の研究開発費は、米国が主要国中 1 番の規模である。両部門ともに 2010 年代に

入って伸びが大きくなった。中国も研究開発費を伸ばしている。日本は企業部門では主要国で 3 番目

の規模であるが、他の主要国と比べて伸びは緩やかである。大学部門では、日本は 2000 年代に入って

から、ほぼ横ばいに推移しており、中国、ドイツが日本を上回っている。 

【【概概要要図図表表 22】】  企企業業部部門門とと大大学学部部門門のの研研究究開開発発費費名名目目額額((OOEECCDD 購購買買力力平平価価換換算算))  

((AA))企企業業  

 
参照：科学技術指標 2023 図表 1-3-3(A) 

((BB))大大学学  

 
 参照：科学技術指標 2023 図表 1-3-13(A) 

注： 
研究開発費について、中国の企業は 2019 年、大学は 2018 年が最新値。英国の大学は 2018 年から 2020 年まで掲載。科学技術指標 2022 以前の報告
書で示した値とは異なることに留意されたい。 
 

 

企業及び大学部門の研究者数は、中国が主要国中 1 番の規模である。企業部門では、米国と中国

が拮抗しつつ、両国ともに急速な伸びを見せている。日本の企業部門の研究者数は 2000 年代後半か

らほぼ横ばいに推移していたが、2017 年以降は微増している。また、韓国の企業部門の研究者数は長

期的に増加している。大学部門では、ドイツは 2000 年代中頃から研究者数が増加している。日本の伸

びは緩やかであり、最近は横ばい傾向である。 
 

【【概概要要図図表表 33】】  企企業業部部門門とと大大学学部部門門のの研研究究者者数数のの推推移移  

((AA))企企業業  

 
参照：科学技術指標 2023 図表 2-2-4 

((BB))大大学学  

 
参照：科学技術指標 2023 図表 2-2-11 

 
注： 
研究者について、中国の企業は 2019 年、大学は 2018 年が最新値。英国の企業は 2015～2017 年を改訂、2017 年が最新値である。米国の大学のデータ
が掲載されてない期間は点線で示した。最新値は 2021 年である。科学技術指標 2022 以前の報告書で示した値とは異なることに留意されたい。 
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((22)) 日日本本のの研研究究者者にに占占めめるる女女性性割割合合はは、、いいずずれれのの部部門門ににおおいいててもも他他国国とと比比較較すするるとと低低いいがが、、日日本本

のの研研究究者者のの新新規規採採用用にに占占めめるる女女性性割割合合はは全全ててのの部部門門でで長長期期的的にに増増加加ししてていいるる。。  

研究者に占める女性割合は、主要国のいずれでも企業において低い傾向にある。また、日本の女性

研究者割合は、いずれの部門においても他国と比較すると低い。ただし、日本の新規採用研究者に占

める女性割合は長期的に増加しており、いずれの部門でも新規採用研究者における女性の割合は、各

部門の女性研究者割合よりも高い傾向にある。 

【【概概要要図図表表 44】】  主主要要国国のの女女性性研研究究者者数数のの部部門門ごご

ととのの割割合合  

 
参照：科学技術指標 2023 図表 2-1-11 

【【概概要要図図表表 55】】  日日本本のの男男女女別別新新規規採採用用研研究究者者  

 
 
参照：科学技術指標 2023 図表 2-1-17(A) 
 

((33)) 最最新新年年のの企企業業ににおおけけるる女女性性研研究究者者はは日日本本はは「「食食品品製製造造業業」」、、ドドイイツツはは「「専専門門的的、、科科学学的的、、技技術術

的的ササーービビスス業業」」でで最最もも多多いい。。  

企業における女性研究者数を見ると、2022 年の日本では製造業が 5.4 万人、非製造業が 1.5 万人で

あり、ともに継続して増加している。2022 年の内訳を見ると、製造業では「食品製造業」が最も多く、次い

で「化学工業」が多い。ドイツについては 2019 年の製造業では 3.2 万人、非製造業は 1.4 万人であり、

ともに継続して増加している。2019 年の内訳を見ると、製造業では「自動車および自動車部品製造業」

が最も多く、非製造業では「専門的、科学的、技術的サービス業」が多い。 
 

【【概概要要図図表表 66】】  企企業業ににおおけけるる産産業業分分類類別別女女性性研研究究者者のの日日独独比比較較  

((AA))日日本本  ((BB))ドドイイツツ  

 
注： 
HC（実数）研究者である。日本は該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
参照：科学技術指標 2023 図表 2-2-10 
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(2) 日本の研究者に占める女性割合は、いずれの部門においても他国と比較すると低いが、日本

の研究者の新規採用に占める女性割合は全ての部門で長期的に増加している。

研究者に占める女性割合は、主要国のいずれでも企業において低い傾向にある。また、日本の女性

研究者割合は、いずれの部門においても他国と比較すると低い。ただし、日本の新規採用研究者に占

める女性割合は長期的に増加しており、いずれの部門でも新規採用研究者における女性の割合は、各

部門の女性研究者割合よりも高い傾向にある。 

【概要図表 4】 主要国の女性研究者数の部門ご

との割合 

参照：科学技術指標 2023 図表 2-1-11 

【概要図表 5】 日本の男女別新規採用研究者 

参照：科学技術指標 2023 図表 2-1-17(A) 

(3) 最新年の企業における女性研究者について、日本は「食品製造業」、ドイツは「専門的、科学

的、技術的サービス業」で最も多い。

企業における女性研究者数を見ると、2022 年の日本では製造業が 5.4 万人、非製造業が 1.5 万人で

あり、ともに継続して増加している。2022 年の内訳を見ると、製造業では「食品製造業」が最も多く、次い

で「化学工業」が多い。ドイツについては 2019 年の製造業では 3.2 万人、非製造業は 1.4 万人であり、

ともに継続して増加している。2019 年の内訳を見ると、製造業では「自動車および自動車部品製造業」

が最も多く、非製造業では「専門的、科学的、技術的サービス業」が多い。 

【概要図表 6】 企業における産業分類別女性研究者の日独比較 

(A)日本 (B)ドイツ

注： 
HC（実数）研究者である。日本は該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
参照：科学技術指標 2023 図表 2-2-10 
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22．．高高等等教教育育とと科科学学技技術術人人材材かからら見見るる日日本本とと米米国国のの状状況況 

((11)) 日日本本のの大大学学院院博博士士課課程程のの入入学学者者数数はは 22000033 年年度度ををピピーーククにに、、長長期期的的にに減減少少傾傾向向ににああるる。。  

日本の大学院修士課程の入学者数は 2010 年度をピークに一時的な増加はあるが減少に転じた。

2020年度を境に増加しており、2022 年度は対前年度比 1.9％増の 7.6 万人となった。また、社会人修士

課程入学者数は全体の約 10％で推移していたが、2019 年度から微減している。 

大学院博士課程の入学者数は、2003 年度をピークに長期的には減少傾向にあり、2022 年度は 1.4

万人となった。うち社会人博士課程入学者数は増加傾向にあったが、2018 年度を境に減少している。

2022 年度では全体に占める割合は 41.7％である。専攻別の構成について見ると、修士・博士課程とも

に「その他」の入学者数が長期的に増えている。 
 

【【概概要要図図表表 77】】  大大学学院院（（修修士士課課程程））入入学学者者数数  
 

((AA))専専攻攻別別入入学学者者数数のの推推移移（（修修士士課課程程））  ((BB))社社会会人人入入学学者者数数のの推推移移（（修修士士課課程程））  

 
参照：科学技術指標 2023 図表 3-2-2 
 

【【概概要要図図表表 88】】  大大学学院院（（博博士士課課程程））入入学学者者数数  
 

((AA))専専攻攻別別入入学学者者数数のの推推移移（（博博士士課課程程））  ((BB))社社会会人人入入学学者者数数のの推推移移（（博博士士課課程程））  

 
参照：科学技術指標 2023 図表 3-2-3 
 
注： 
修士及び博士課程の専攻の「その他」は、「教育」、「芸術」、「商船」、「家政」、「その他」である。そのうちの「その他」とは「学校基本調査」の「学科系統分
類表」のうちのその他であり、専攻名を構成する単語には「環境」、「人間」、「情報」、「国際」等が多くみられる。    
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((22)) 大大学学院院修修士士課課程程修修了了者者のの進進学学率率はは減減少少傾傾向向がが続続いいたたがが 22001199 年年度度をを境境にに微微増増ししてておおりり 22002222

年年度度はは 99..99％％ででああるる。。  

修士課程修了者の進学率（全分野）を見ると、1981 年度では 18.7％、その後は長期的に減少傾向に

あったが、2019 年度を境に微増しており 2022 年度は 9.9％である。分野別に見ると、どの分野で見ても

長期的には減少していたが、2010 年度代後半に入ると、横ばいや微増に転じる分野も出てきた。継続し

て減少傾向にあるのは「社会科学」である。 

【【概概要要図図表表 99】】  修修士士課課程程修修了了者者のの進進学学率率  

注： 
修士課程修了者の進学率とは各年の 3 月時点の修士課程修了者のうち、大学院等に進学した者の割合。専修学校・外国の学校等へ入学した者は除く。 
参照：科学技術指標 2023 図表 3-2-4 

  

((33)) 米米国国のの企企業業ににおおけけるる博博士士号号保保持持者者数数はは過過去去 1100 年年でで 11..44 倍倍ににななっったた。。「「研研究究活活動動」」をを主主要要業業務務

ととすするる者者がが多多いいがが、、「「経経営営、、営営業業ももししくくはは管管理理職職」」やや「「専専門門ササーービビスス」」にに従従事事ししてていいるる者者もも一一定定数数

存存在在すするる。。  

米国の博士号保持者は大学等や企業に同程度の規模で所属している。また、企業の博士号保持者

数は過去 10 年で 1.4 倍になった。主要業務別で見ると、企業、政府、非営利団体では、「研究活動」を

主要業務としている博士号保持者が最も多い。大学等では「教育」が最も多く、これに「研究活動」が続く。

企業では「経営、営業もしくは管理職」や「専門サービス」を主要業務としている博士号保持者も多い。
 

【【概概要要図図表表 1100】】  米米国国のの雇雇用用部部門門別別博博士士号号保保持持者者数数  

 
参照：科学技術指標 2023 図表 3-6-1 

【【概概要要図図表表 1111】】  米米国国のの雇雇用用部部門門別別博博士士号号保保持持者者

数数（（主主要要業業務務活活動動別別））：：22002211 年年  

 
参照：科学技術指標 2023 図表 3-6-3

注： 
1) 米国の学術機関で Science, Engineering, and Health (SEH) research doctorate を取得し米国在住の博士号保持者のうち就職している者を対象。 
2) 主要業務活動（primary work activity）とは典型的な週の労働時間の少なくとも 10％を占めている仕事のうち通常週に最も多くの時間を費やしたもの。 
3) 研究活動は、基礎研究（主にそれ自体のために科学的知識を得ることを目的とした研究）、応用研究（認識されたニーズを満たすために科学的知識を

得ることを目的とした研究）、開発（材料、デバイスの製造のための研究から得られた知識の使用）を対象としている。コンピュータアプリケーションとは
コンピュータプログラミング、システムまたはアプリケーション開発である。専門サービスとは、例えば、医療、カウンセリング、金融サービス、法律サー
ビスなどである。 
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22．．高高等等教教育育とと科科学学技技術術人人材材かからら見見るる日日本本とと米米国国のの状状況況

((11)) 日日本本のの大大学学院院博博士士課課程程のの入入学学者者数数はは 22000033 年年度度ををピピーーククにに、、長長期期的的にに減減少少傾傾向向ににああるる。。

日本の大学院修士課程の入学者数は 2010 年度をピークに一時的な増加はあるが減少に転じた。

2020年度を境に増加しており、2022 年度は対前年度比 1.9％増の 7.6 万人となった。また、社会人修士

課程入学者数は全体の約 10％で推移していたが、2019 年度から微減している。

大学院博士課程の入学者数は、2003 年度をピークに長期的には減少傾向にあり、2022 年度は 1.4

万人となった。うち社会人博士課程入学者数は増加傾向にあったが、2018 年度を境に減少している。

2022 年度では全体に占める割合は 41.7％である。専攻別の構成について見ると、修士・博士課程とも

に「その他」の入学者数が長期的に増えている。

【【概概要要図図表表 77】】 大大学学院院（（修修士士課課程程））入入学学者者数数

((AA))専専攻攻別別入入学学者者数数のの推推移移（（修修士士課課程程）） ((BB))社社会会人人入入学学者者数数のの推推移移（（修修士士課課程程））

参照：科学技術指標 2023 図表 3-2-2

【【概概要要図図表表 88】】 大大学学院院（（博博士士課課程程））入入学学者者数数

((AA))専専攻攻別別入入学学者者数数のの推推移移（（博博士士課課程程）） ((BB))社社会会人人入入学学者者数数のの推推移移（（博博士士課課程程））

参照：科学技術指標 2023 図表 3-2-3

注：
修士及び博士課程の専攻の「その他」は、「教育」、「芸術」、「商船」、「家政」、「その他」である。そのうちの「その他」とは「学校基本調査」の「学科系統分
類表」のうちのその他であり、専攻名を構成する単語には「環境」、「人間」、「情報」、「国際」等が多くみられる。
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((22)) 大大学学院院修修士士課課程程修修了了者者のの進進学学率率はは減減少少傾傾向向がが続続いいたたがが 22001199 年年度度をを境境にに微微増増ししてておおりり 22002222

年年度度はは 99..99％％ででああるる。。

修士課程修了者の進学率（全分野）を見ると、1981 年度では 18.7％、その後は長期的に減少傾向に

あったが、2019 年度を境に微増しており 2022 年度は 9.9％である。分野別に見ると、どの分野で見ても

長期的には減少していたが、2010 年度代後半に入ると、横ばいや微増に転じる分野も出てきた。継続し

て減少傾向にあるのは「社会科学」である。 

【【概概要要図図表表 99】】  修修士士課課程程修修了了者者のの進進学学率率  

注： 
修士課程修了者の進学率とは各年の 3 月時点の修士課程修了者のうち、大学院等に進学した者の割合。専修学校・外国の学校等へ入学した者は除く。 
参照：科学技術指標 2023 図表 3-2-4 

((33)) 米米国国のの企企業業ににおおけけるる博博士士号号保保持持者者数数はは過過去去 1100 年年でで 11..44 倍倍ににななっったた。。「「研研究究活活動動」」をを主主要要業業務務

ととすするる者者がが多多いいがが、、「「経経営営、、営営業業ももししくくはは管管理理職職」」やや「「専専門門ササーービビスス」」にに従従事事ししてていいるる者者もも一一定定数数

存存在在すするる。。

米国の博士号保持者は大学等や企業に同程度の規模で所属している。また、企業の博士号保持者

数は過去 10 年で 1.4 倍になった。主要業務別で見ると、企業、政府、非営利団体では、「研究活動」を

主要業務としている博士号保持者が最も多い。大学等では「教育」が最も多く、これに「研究活動」が続く。

企業では「経営、営業もしくは管理職」や「専門サービス」を主要業務としている博士号保持者も多い。

【【概概要要図図表表 1100】】  米米国国のの雇雇用用部部門門別別博博士士号号保保持持者者数数  

参照：科学技術指標 2023 図表 3-6-1 

【【概概要要図図表表 1111】】  米米国国のの雇雇用用部部門門別別博博士士号号保保持持者者

数数（（主主要要業業務務活活動動別別））：：22002211 年年  

参照：科学技術指標 2023 図表 3-6-3

注： 
1) 米国の学術機関で Science, Engineering, and Health (SEH) research doctorate を取得し米国在住の博士号保持者のうち就職している者を対象。
2) 主要業務活動（primary work activity）とは典型的な週の労働時間の少なくとも 10％を占めている仕事のうち通常週に最も多くの時間を費やしたもの。
3) 研究活動は、基礎研究（主にそれ自体のために科学的知識を得ることを目的とした研究）、応用研究（認識されたニーズを満たすために科学的知識を

得ることを目的とした研究）、開発（材料、デバイスの製造のための研究から得られた知識の使用）を対象としている。コンピュータアプリケーションとは
コンピュータプログラミング、システムまたはアプリケーション開発である。専門サービスとは、例えば、医療、カウンセリング、金融サービス、法律サー
ビスなどである。
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33．．主主要要国国ににおおけけるる研研究究開開発発ののアアウウトトププッットトとと科科学学技技術術・・イイノノベベーーシショョンンのの状状況況  

((11)) 日日本本のの論論文文数数（（分分数数カカウウンントト法法））はは世世界界第第 55 位位、、注注目目度度のの高高いい論論文文をを見見るるとと TToopp1100％％・・TToopp11％％

補補正正論論文文数数でで第第 1133 位位・・第第 1122 位位ででああるる。。中中国国はは全全ててのの論論文文種種別別でで世世界界第第 11 位位ででああるる。。  

論文の生産への貢献度を見る分数カウント法では、日本の論文数(2019-2021 年の平均)は、中、米、

印、独に次ぐ第 5 位である。注目度の高い論文を見ると Top10％補正論文数で第 13 位であるが、12 位

との差は 3 件程度である。Top1％補正論文数は第 12 位である。中国は論文数、Top10％、Top1％補正

論文数において世界第 1 位である。 

Top10％補正論文数シェアの分野バランスを見ると、日本は「物理学」、「臨床医学」、「化学」のシェア

が他分野と比べて高い。米国は「臨床医学」、「基礎生命科学」、「物理学」のシェアが高い。中国は「材

料科学」、「化学」、「工学」のシェアが相対的に高い。 
 

【【概概要要図図表表 1122】】  国国・・地地域域別別論論文文数数、、TToopp1100％％及及びび TToopp11％％補補正正論論文文数数：：上上位位 2255 かか国国・・地地域域  

((自自然然科科学学系系、、分分数数カカウウンントト法) 

 
参照：科学技術指標 2023 図表 4-1-6(B) 
 

【【概概要要図図表表 1133】】  主主要要国国のの分分野野毎毎のの論論文文数数シシェェアアとと TToopp1100％％補補正正論論文文数数シシェェアアのの比比較較  

((％％、、22001199--22002211 年年((PPYY))、、分分数数カカウウンントト法法))  

参照：科学技術指標 2023 図表 4-1-10 
 
注： 
分析対象は、Article, Review である。年の集計は出版年（Publication year, PY）を用いた。被引用数は、2022 年末の値を用いている。  
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論文世界シェア Top10%補正論文世界シェア

論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位
中国 464,077 24.6 1 中国 54,405 28.9 1 中国 5,516 29.3 1
米国 302,466 16.1 2 米国 36,208 19.2 2 米国 4,265 22.6 2
インド 75,825 4.0 3 英国 8,878 4.7 3 英国 1,033 5.5 3
ドイツ 73,371 3.9 4 ドイツ 7,234 3.8 4 ドイツ 715 3.8 4
日本 70,775 3.8 5 イタリア 6,723 3.6 5 オーストラリア 564 3.0 5
英国 67,905 3.6 6 インド 6,031 3.2 6 イタリア 540 2.9 6
イタリア 57,579 3.1 7 オーストラリア 5,186 2.8 7 カナダ 481 2.6 7
韓国 57,070 3.0 8 カナダ 4,632 2.5 8 インド 464 2.5 8
フランス 46,588 2.5 9 フランス 4,210 2.2 9 フランス 399 2.1 9
カナダ 45,350 2.4 10 韓国 4,100 2.2 10 スペイン 341 1.8 10
ブラジル 44,983 2.4 11 スペイン 3,987 2.1 11 韓国 331 1.8 11
スペイン 44,625 2.4 12 イラン 3,770 2.0 12 日本 319 1.7 12
オーストラリア 41,886 2.2 13 日本 3,767 2.0 13 オランダ 296 1.6 13
イラン 37,777 2.0 14 オランダ 2,866 1.5 14 イラン 277 1.5 14
ロシア 33,026 1.8 15 ブラジル 2,177 1.2 15 スイス 229 1.2 15
トルコ 30,117 1.6 16 スイス 2,125 1.1 16 シンガポール 211 1.1 16
ポーランド 26,720 1.4 17 トルコ 1,726 0.9 17 サウジアラビア 157 0.8 17
オランダ 22,848 1.2 18 サウジアラビア 1,672 0.9 18 トルコ 152 0.8 18
台湾 21,937 1.2 19 スウェーデン 1,560 0.8 19 ブラジル 148 0.8 19
スイス 16,458 0.9 20 シンガポール 1,495 0.8 20 スウェーデン 147 0.8 20
スウェーデン 15,301 0.8 21 エジプト 1,454 0.8 21 パキスタン 133 0.7 21
メキシコ 13,676 0.7 22 パキスタン 1,425 0.8 22 ベルギー 131 0.7 22
サウジアラビア 12,648 0.7 23 台湾 1,413 0.7 23 デンマーク 120 0.6 23
エジプト 12,310 0.7 24 ポーランド 1,360 0.7 24 台湾 115 0.6 24
パキスタン 11,887 0.6 25 ベルギー 1,351 0.7 25 エジプト 104 0.6 25

分数カウント

全分野
2019 － 2021年 (PY) (平均)

全分野
2019 － 2021年 (PY) (平均)

全分野
2019 － 2021年 (PY) (平均)

論文数 Top10％補正論文数 Top1％補正論文数

国・地域名
分数カウント

国・地域名
分数カウント

国・地域名
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((22)) 日日本本ははパパテテンントトフファァミミリリーー((22 かか国国以以上上へへのの特特許許出出願願))数数ににおおいいてて、、世世界界第第 11 位位をを保保っってていいるる。。3355

技技術術分分類類ででみみるるとと、、「「織織物物おおよよびび抄抄紙紙機機」」、、「「光光学学」」ののシシェェアアがが高高いい。。被被引引用用数数がが高高いいパパテテンントトフフ

ァァミミリリーーでではは米米国国がが多多数数のの技技術術分分類類ででシシェェアアがが世世界界第第 11 位位でであありり、、そそれれにに日日本本がが続続くく。。  

特許出願に着目し、各国・地域から生み出される発明の数を国際比較可能な形で計測したパテントフ

ァミリー数を見ると、1996-1998年は米国が世界第1位、日本が第2位であったが、2006-2008年、2016-

2018 年では日本が世界第 1 位、米国が第 2 位となっている。ただし、日本の世界シェアは 2000 年代半

ばから低下傾向にある。中国は 2016-2018 年で世界第 3 位であり、着実にその数を増やしている。 

日本のパテントファミリーを 35 技術分類で見ると、「織物および抄紙機」、「光学」、「表面技術、コーテ

ィング」のシェアが高い。被引用数が高いパテントファミリーでは米国が多数の技術分類でシェアが世界

第 1 位であり、それに日本が続いている。 

  

【【概概要要図図表表 1144】】  主主要要国国・・地地域域別別パパテテンントトフファァミミリリーー数数：：上上位位 1100 かか国国・・地地域域  
 

 
 
参照：科学技術指標 2023 図表 4-2-5(B) 

  

【【概概要要図図表表 1155】】  3355 技技術術分分類類をを用用いいたたパパテテンントトフファァミミリリーー分分析析：：22001177 年年((22001166--22001188 年年平平均均))  
 

((AA))パパテテンントトフファァミミリリーー数数世世界界シシェェアア ((BB))TToopp1100％％パパテテンントトフファァミミリリーー数数世世界界シシェェアア

 
注： 
Top10％パテントファミリーとは、他のパテントファミリーからの被引用数が上位 10％に入る注目度が高いパテントファミリー。 
参照：科学技術指標 2023 図表 4-2-14   

数 シェア 順位 数 シェア 順位 数 シェア 順位

米国 32,777 27.9 1 日本 60,902 29.8 1 日本 65,870 26.0 1

日本 31,954 27.2 2 米国 46,456 22.7 2 米国 55,730 22.0 2

ドイツ 20,427 17.4 3 ドイツ 28,150 13.8 3 中国 30,942 12.2 3

フランス 7,378 6.3 4 韓国 18,152 8.9 4 ドイツ 28,196 11.1 4

英国 6,319 5.4 5 フランス 10,582 5.2 5 韓国 22,005 8.7 5

韓国 4,937 4.2 6 台湾 9,523 4.7 6 フランス 11,094 4.4 6

イタリア 3,342 2.8 7 中国 9,219 4.5 7 台湾 10,597 4.2 7

オランダ 2,776 2.4 8 英国 8,425 4.1 8 英国 8,561 3.4 8

スイス 2,666 2.3 9 カナダ 5,300 2.6 9 イタリア 5,628 2.2 9

カナダ 2,602 2.2 10 イタリア 5,206 2.5 10 カナダ 5,187 2.0 10

パテントファミリー数（整数カウント） パテントファミリー数（整数カウント） パテントファミリー数（整数カウント）

1996年 - 1998年(平均) 2006年 - 2008年(平均) 2016年 - 2018年(平均)

国・地域名 国・地域名 国・地域名
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33．．主主要要国国ににおおけけるる研研究究開開発発ののアアウウトトププッットトとと科科学学技技術術・・イイノノベベーーシショョンンのの状状況況  

((11)) 日日本本のの論論文文数数（（分分数数カカウウンントト法法））はは世世界界第第 55 位位、、注注目目度度のの高高いい論論文文をを見見るるとと TToopp1100％％・・TToopp11％％

補補正正論論文文数数でで第第 1133 位位・・第第 1122 位位ででああるる。。中中国国はは全全ててのの論論文文種種別別でで世世界界第第 11 位位ででああるる。。  

論文の生産への貢献度を見る分数カウント法では、日本の論文数(2019-2021 年の平均)は、中、米、

印、独に次ぐ第 5 位である。注目度の高い論文を見ると Top10％補正論文数で第 13 位であるが、12 位

との差は 3 件程度である。Top1％補正論文数は第 12 位である。中国は論文数、Top10％、Top1％補正

論文数において世界第 1 位である。 

Top10％補正論文数シェアの分野バランスを見ると、日本は「物理学」、「臨床医学」、「化学」のシェア

が他分野と比べて高い。米国は「臨床医学」、「基礎生命科学」、「物理学」のシェアが高い。中国は「材

料科学」、「化学」、「工学」のシェアが相対的に高い。 
 

【【概概要要図図表表 1122】】  国国・・地地域域別別論論文文数数、、TToopp1100％％及及びび TToopp11％％補補正正論論文文数数：：上上位位 2255 かか国国・・地地域域  

((自自然然科科学学系系、、分分数数カカウウンントト法) 

 
参照：科学技術指標 2023 図表 4-1-6(B) 
 

【【概概要要図図表表 1133】】  主主要要国国のの分分野野毎毎のの論論文文数数シシェェアアとと TToopp1100％％補補正正論論文文数数シシェェアアのの比比較較  

((％％、、22001199--22002211 年年((PPYY))、、分分数数カカウウンントト法法))  

参照：科学技術指標 2023 図表 4-1-10 
 
注： 
分析対象は、Article, Review である。年の集計は出版年（Publication year, PY）を用いた。被引用数は、2022 年末の値を用いている。  
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論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位
中国 464,077 24.6 1 中国 54,405 28.9 1 中国 5,516 29.3 1
米国 302,466 16.1 2 米国 36,208 19.2 2 米国 4,265 22.6 2
インド 75,825 4.0 3 英国 8,878 4.7 3 英国 1,033 5.5 3
ドイツ 73,371 3.9 4 ドイツ 7,234 3.8 4 ドイツ 715 3.8 4
日本 70,775 3.8 5 イタリア 6,723 3.6 5 オーストラリア 564 3.0 5
英国 67,905 3.6 6 インド 6,031 3.2 6 イタリア 540 2.9 6
イタリア 57,579 3.1 7 オーストラリア 5,186 2.8 7 カナダ 481 2.6 7
韓国 57,070 3.0 8 カナダ 4,632 2.5 8 インド 464 2.5 8
フランス 46,588 2.5 9 フランス 4,210 2.2 9 フランス 399 2.1 9
カナダ 45,350 2.4 10 韓国 4,100 2.2 10 スペイン 341 1.8 10
ブラジル 44,983 2.4 11 スペイン 3,987 2.1 11 韓国 331 1.8 11
スペイン 44,625 2.4 12 イラン 3,770 2.0 12 日本 319 1.7 12
オーストラリア 41,886 2.2 13 日本 3,767 2.0 13 オランダ 296 1.6 13
イラン 37,777 2.0 14 オランダ 2,866 1.5 14 イラン 277 1.5 14
ロシア 33,026 1.8 15 ブラジル 2,177 1.2 15 スイス 229 1.2 15
トルコ 30,117 1.6 16 スイス 2,125 1.1 16 シンガポール 211 1.1 16
ポーランド 26,720 1.4 17 トルコ 1,726 0.9 17 サウジアラビア 157 0.8 17
オランダ 22,848 1.2 18 サウジアラビア 1,672 0.9 18 トルコ 152 0.8 18
台湾 21,937 1.2 19 スウェーデン 1,560 0.8 19 ブラジル 148 0.8 19
スイス 16,458 0.9 20 シンガポール 1,495 0.8 20 スウェーデン 147 0.8 20
スウェーデン 15,301 0.8 21 エジプト 1,454 0.8 21 パキスタン 133 0.7 21
メキシコ 13,676 0.7 22 パキスタン 1,425 0.8 22 ベルギー 131 0.7 22
サウジアラビア 12,648 0.7 23 台湾 1,413 0.7 23 デンマーク 120 0.6 23
エジプト 12,310 0.7 24 ポーランド 1,360 0.7 24 台湾 115 0.6 24
パキスタン 11,887 0.6 25 ベルギー 1,351 0.7 25 エジプト 104 0.6 25
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全分野
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((22)) 日日本本ははパパテテンントトフファァミミリリーー((22 かか国国以以上上へへのの特特許許出出願願))数数ににおおいいてて、、世世界界第第 11 位位をを保保っってていいるる。。3355

技技術術分分類類ででみみるるとと、、「「織織物物おおよよびび抄抄紙紙機機」」、、「「光光学学」」ののシシェェアアがが高高いい。。被被引引用用数数がが高高いいパパテテンントトフフ

ァァミミリリーーでではは米米国国がが多多数数のの技技術術分分類類ででシシェェアアがが世世界界第第 11 位位でであありり、、そそれれにに日日本本がが続続くく。。  

特許出願に着目し、各国・地域から生み出される発明の数を国際比較可能な形で計測したパテントフ

ァミリー数を見ると、1996-1998年は米国が世界第1位、日本が第2位であったが、2006-2008年、2016-

2018 年では日本が世界第 1 位、米国が第 2 位となっている。ただし、日本の世界シェアは 2000 年代半

ばから低下傾向にある。中国は 2016-2018 年で世界第 3 位であり、着実にその数を増やしている。 

日本のパテントファミリーを 35 技術分類で見ると、「織物および抄紙機」、「光学」、「表面技術、コーテ

ィング」のシェアが高い。被引用数が高いパテントファミリーでは米国が多数の技術分類でシェアが世界

第 1 位であり、それに日本が続いている。 

  

【【概概要要図図表表 1144】】  主主要要国国・・地地域域別別パパテテンントトフファァミミリリーー数数：：上上位位 1100 かか国国・・地地域域  
 

 
 
参照：科学技術指標 2023 図表 4-2-5(B) 

  

【【概概要要図図表表 1155】】  3355 技技術術分分類類をを用用いいたたパパテテンントトフファァミミリリーー分分析析：：22001177 年年((22001166--22001188 年年平平均均))  
 

((AA))パパテテンントトフファァミミリリーー数数世世界界シシェェアア ((BB))TToopp1100％％パパテテンントトフファァミミリリーー数数世世界界シシェェアア

 
注： 
Top10％パテントファミリーとは、他のパテントファミリーからの被引用数が上位 10％に入る注目度が高いパテントファミリー。 
参照：科学技術指標 2023 図表 4-2-14   

数 シェア 順位 数 シェア 順位 数 シェア 順位

米国 32,777 27.9 1 日本 60,902 29.8 1 日本 65,870 26.0 1

日本 31,954 27.2 2 米国 46,456 22.7 2 米国 55,730 22.0 2

ドイツ 20,427 17.4 3 ドイツ 28,150 13.8 3 中国 30,942 12.2 3

フランス 7,378 6.3 4 韓国 18,152 8.9 4 ドイツ 28,196 11.1 4

英国 6,319 5.4 5 フランス 10,582 5.2 5 韓国 22,005 8.7 5

韓国 4,937 4.2 6 台湾 9,523 4.7 6 フランス 11,094 4.4 6

イタリア 3,342 2.8 7 中国 9,219 4.5 7 台湾 10,597 4.2 7

オランダ 2,776 2.4 8 英国 8,425 4.1 8 英国 8,561 3.4 8

スイス 2,666 2.3 9 カナダ 5,300 2.6 9 イタリア 5,628 2.2 9

カナダ 2,602 2.2 10 イタリア 5,206 2.5 10 カナダ 5,187 2.0 10

パテントファミリー数（整数カウント） パテントファミリー数（整数カウント） パテントファミリー数（整数カウント）

1996年 - 1998年(平均) 2006年 - 2008年(平均) 2016年 - 2018年(平均)

国・地域名 国・地域名 国・地域名
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((33)) 産産業業別別ののププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現企企業業割割合合をを比比較較すするるとと、、産産業業分分類類にによよっっててそそのの割割合合がが

異異ななるる。。日日本本はは産産業業分分類類にによよるる差差異異がが他他国国よよりり小小ささいい傾傾向向がが見見らられれるる。。  

OECD 加盟国を中心とした 40 か国を対象として、産業分類ごとのプロダクト・イノベーション実現企業

割合(国全体の平均からの差分)を見ると、「コンピュータ・電子製品・光学製品製造業」、「コークス・精製

石油製品・化学製品製造業」などで、国全体より 20～30％ポイント高く、これらの産業では新しい製品・

サービスの導入が相対的に多くなされている。日本については産業分類による差異が他国より小さい傾

向が見られた。 

【【概概要要図図表表 1166】】  産産業業分分類類ごごととののププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現企企業業割割合合  

注： 
OECD 加盟国を中心に 40 か国を対象に産業分類ごとのプロダクト・イノベーション実現企業割合(国全体の平均からの差分)の分布を箱ひげ図で示してい
る。箱の底・上辺は第 1・3 四分位値、赤色の線は中央値、ひげの上・下端は最大・最小値（外れ値を除く）、赤色マーカは日本の値を示している。 
参照：科学技術指標 2023 図表 5-4-7 

 
 

((44)) 日日本本ののハハイイテテククノノロロジジーー産産業業貿貿易易収収支支比比はは、、主主要要国国のの中中ででもも低低いい数数値値ででああるる。。他他方方、、ミミデディィアア

ムムハハイイテテククノノロロジジーー産産業業ににおおいいててはは、、日日本本はは主主要要国国のの中中でで第第 11 位位をを維維持持ししてていいるる。。  

日本のハイテクノロジー産業貿易収支比は、最新年で 0.72(入超)である。ミディアムハイテクノロジー

産業貿易収支比について、最新年の日本は 2.58(出超)であり主要国中第 1 位である。中国は増加傾向

が続いており、最新年は 1.76 となり日本に次ぐ値となった。 
 

【【概概要要図図表表 1177】】  主主要要国国ににおおけけるるハハイイテテククノノロロジジーー

産産業業のの貿貿易易収収支支比比のの推推移移  

 
注： 
ハイテクノロジー産業とは「医薬品」、「電子機器」、「航空・宇宙」を指す。 
参照：科学技術指標 2023 図表 5-2-4 

【【概概要要図図表表 1188】】  主主要要国国ににおおけけるるミミデディィアアムムハハイイテテククノノ

ロロジジーー産産業業のの貿貿易易収収支支比比のの推推移移  

 
注： 
ミディアムハイテクノロジー産業とは、「化学品と化学製品」、「電気機
器」、「機械器具」、「自動車」、「その他輸送」、「その他」を指す。 
参照：科学技術指標 2023 図表 5-2-6  
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((55)) 日日本本のの貿貿易易ににおおいいてて、、「「自自動動車車」」はは他他のの概概況況品品とと比比較較ししててももそそのの輸輸出出のの強強ささがが顕顕著著ででああるる。。

財務省の貿易統計を用いて概況品の貿易収支比を見ると、「自動車」、「半導体等製造装置」、「繊維

機械」などは、依然として強い輸出を維持している。特に「自動車」は全期間を通じて大きな出超を維持

し続けている。他方、「音響・映像機器（含部品）」や「通信機」などは輸出が減少し、入超に転じている。

また、「医薬品」については、全期間を通じて入超の状態が続いている。 

【【概概要要図図表表 1199】】  概概況況品品毎毎のの貿貿易易収収支支比比  

注： 
概況品とは財務省貿易統計において、いくつかの統計品目をまとめて、一般的な名称を付したもの。 
参照：科学技術指標 2023 図表 5-2-8 

((66)) 日日本本のの貿貿易易ににおおいいてて、、「「通通信信機機」」、、「「音音響響・・映映像像機機器器（（含含部部品品））」」ににつついいててはは、、中中国国へへのの依依存存度度がが

大大ききいい。。

2022年時点で入超である概況品に注目すると「通信機」、「音響・映像機器（含部品）」については、中

国への依存度が大きな状況にある。輸入については、グローバル企業の生産体制とも関係しているが、

中国は「AV 機器」、「電気通信」、「デジタル通信」において Top10％パテントファミリー数シェアを増して

いることから（本編図表 4-2-14(B)参照）、中国の技術力の向上も影響していると考えられる。 

【【概概要要図図表表 2200】】  輸輸入入相相手手先先国国・・地地域域  

注： 
輸入額は 2020～2022 年の 3 年間の平均。 
参照：科学技術指標 2023 図表 5-2-9  
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((33)) 産産業業別別ののププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現企企業業割割合合をを比比較較すするるとと、、産産業業分分類類にによよっっててそそのの割割合合がが

異異ななるる。。日日本本はは産産業業分分類類にによよるる差差異異がが他他国国よよりり小小ささいい傾傾向向がが見見らられれるる。。  

OECD 加盟国を中心とした 40 か国を対象として、産業分類ごとのプロダクト・イノベーション実現企業

割合(国全体の平均からの差分)を見ると、「コンピュータ・電子製品・光学製品製造業」、「コークス・精製

石油製品・化学製品製造業」などで、国全体より 20～30％ポイント高く、これらの産業では新しい製品・

サービスの導入が相対的に多くなされている。日本については産業分類による差異が他国より小さい傾

向が見られた。 

【【概概要要図図表表 1166】】  産産業業分分類類ごごととののププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現企企業業割割合合  

注： 
OECD 加盟国を中心に 40 か国を対象に産業分類ごとのプロダクト・イノベーション実現企業割合(国全体の平均からの差分)の分布を箱ひげ図で示してい
る。箱の底・上辺は第 1・3 四分位値、赤色の線は中央値、ひげの上・下端は最大・最小値（外れ値を除く）、赤色マーカは日本の値を示している。 
参照：科学技術指標 2023 図表 5-4-7 

 
 

((44)) 日日本本ののハハイイテテククノノロロジジーー産産業業貿貿易易収収支支比比はは、、主主要要国国のの中中ででもも低低いい数数値値ででああるる。。他他方方、、ミミデディィアア

ムムハハイイテテククノノロロジジーー産産業業ににおおいいててはは、、日日本本はは主主要要国国のの中中でで第第 11 位位をを維維持持ししてていいるる。。  

日本のハイテクノロジー産業貿易収支比は、最新年で 0.72(入超)である。ミディアムハイテクノロジー

産業貿易収支比について、最新年の日本は 2.58(出超)であり主要国中第 1 位である。中国は増加傾向

が続いており、最新年は 1.76 となり日本に次ぐ値となった。 
 

【【概概要要図図表表 1177】】  主主要要国国ににおおけけるるハハイイテテククノノロロジジーー

産産業業のの貿貿易易収収支支比比のの推推移移  

 
注： 
ハイテクノロジー産業とは「医薬品」、「電子機器」、「航空・宇宙」を指す。 
参照：科学技術指標 2023 図表 5-2-4 

【【概概要要図図表表 1188】】  主主要要国国ににおおけけるるミミデディィアアムムハハイイテテククノノ

ロロジジーー産産業業のの貿貿易易収収支支比比のの推推移移  

 
注： 
ミディアムハイテクノロジー産業とは、「化学品と化学製品」、「電気機
器」、「機械器具」、「自動車」、「その他輸送」、「その他」を指す。 
参照：科学技術指標 2023 図表 5-2-6  
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((55)) 日日本本のの貿貿易易ににおおいいてて、、「「自自動動車車」」はは他他のの概概況況品品とと比比較較ししててももそそのの輸輸出出のの強強ささがが顕顕著著ででああるる。。

財務省の貿易統計を用いて概況品の貿易収支比を見ると、「自動車」、「半導体等製造装置」、「繊維

機械」などは、依然として強い輸出を維持している。特に「自動車」は全期間を通じて大きな出超を維持

し続けている。他方、「音響・映像機器（含部品）」や「通信機」などは輸出が減少し、入超に転じている。

また、「医薬品」については、全期間を通じて入超の状態が続いている。 

【【概概要要図図表表 1199】】  概概況況品品毎毎のの貿貿易易収収支支比比  

注： 
概況品とは財務省貿易統計において、いくつかの統計品目をまとめて、一般的な名称を付したもの。 
参照：科学技術指標 2023 図表 5-2-8 

((66)) 日日本本のの貿貿易易ににおおいいてて、、「「通通信信機機」」、、「「音音響響・・映映像像機機器器（（含含部部品品））」」ににつついいててはは、、中中国国へへのの依依存存度度がが

大大ききいい。。

2022年時点で入超である概況品に注目すると「通信機」、「音響・映像機器（含部品）」については、中

国への依存度が大きな状況にある。輸入については、グローバル企業の生産体制とも関係しているが、

中国は「AV 機器」、「電気通信」、「デジタル通信」において Top10％パテントファミリー数シェアを増して

いることから（本編図表 4-2-14(B)参照）、中国の技術力の向上も影響していると考えられる。 

【【概概要要図図表表 2200】】  輸輸入入相相手手先先国国・・地地域域  

注： 
輸入額は 2020～2022 年の 3 年間の平均。 
参照：科学技術指標 2023 図表 5-2-9  
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((77)) 日日本本のの大大学学とと民民間間企企業業ととのの共共同同研研究究実実施施件件数数及及びび研研究究費費受受入入額額はは長長期期的的にに増増加加ししてていいるる。。  

民間企業等との共同研究等にかかる受入額と実施件数を見ると受入額が最も多いのは「共同研究」

であり 2021 年度で 924 億円、実施件数は 3.0 万件である。大企業からの受入が多く、同年度で 711 億

円である。なお、「共同研究」および「受託研究」について、「直接経費に対する間接経費の比率」は、順

調に伸びている。2006 年度と 2021 年度を比較すると、共同研究では 8.5％から 22.8％（172 億円）へ、

受託研究では 10.1％から 19.1％（23 億円）と大きく増加した。 

  

【【概概要要図図表表 2211】】日日本本のの大大学学等等のの民民間間企企業業等等ととのの共共同同研研究究等等のの状状況況  
 

((AA))受受入入額額((内内訳訳))とと実実施施件件数数のの推推移移  

 

((BB))間間接接経経費費のの状状況況

((aa))共共同同研研究究  ((bb))受受託託研研究究  

 
注： 
1) 共同研究：機関と民間企業等とが共同で研究開発することであり、相手側が経費を負担しているもの。受入額及び件数は、2008 年度まで中小企業、

小規模企業、大企業に分類されていた。 
2) 受託研究：大学等が民間企業等からの委託により、主として大学等が研究開発を行い、そのための経費が民間企業等から支弁されているもの。 
3) 治験等：大学等が外部からの委託により、主として大学等のみが医薬品及び医療機器等の臨床研究を行い、これに要する経費が委託者から支弁され

ているもの、病理組織検査、それらに類似する試験・調査。 
4) 寄附講座・寄附研究部門：2016 年度まで国立大学のみの値。2017 年度から公立、私立大学の値が計測されるようになった。寄附講座・寄附研究部門

の「実施件数」は「講座・部門数」である。 
5) 国内企業の内訳については 2006 年時点では大企業、中小企業、小規模企業とあったが、小規模企業は 2008 年度まで、外資系企業は 2019、2020

年度のみデータが提供されている。 
6) 直接経費とは当該共同研究に直接的に必要となる経費、間接経費とは産学連携の推進を図るための経費や直接経費以外に必要となる経費及び管理

的経費等といった名目の経費である。 
参照：科学技術指標 2023 図表 5-4-9(A)(B) 
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((88)) 日日本本のの大大学学ににおおけけるる知知的的財財産産権権収収入入はは長長期期的的にに見見るるとと増増加加傾傾向向ににあありり、、過過去去約約 1155 年年でで、、約約

77 倍倍ととななっってていいるる。。  

日本の大学における知的財産権収入は長期的に見ると増加傾向にあり、2021 年度では 61 億円である。

2005 年度と比較すると約 7 倍となっている。英国の知的財産権収入は、長期的に増加傾向であるが、最新年

では減少し、295 億円となった。米国は、日本、英国と比較すると、桁違いに大きく、2021 年度では 2,739 億

円である。長期的には、2008 年度での一時的な増加を除けば、3,000 億円程度で推移している。 
 

【【概概要要図図表表 2222】】  日日米米英英のの知知的的財財産産権権収収入入のの推推移移  

注： 
1) 日本の知的財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、その他知的財産（育成者権、回路配置利用権等）、ノウハウ等、有体物（マテ

リアル等）を含む。 
2) 米国の知的財産権とは、ランニングロイヤリティ、ライセンス収入、ライセンス発行手数料、オプションに基づく支払い、ソフトウェア及び生物学的物質の

エンドユーザーライセンス(100 万ドル以上)等である。 
3) 英国の知的財産権とは、特許権、著作権、意匠、商標等を含む。 
参照：科学技術指標 2023 図表 5-4-11 
 
  

((99)) 日日本本のの大大学学発発ベベンンチチャャーー企企業業のの従従業業員員にに占占めめるる博博士士号号保保持持者者のの割割合合はは大大ききいい。。  

日本の大学発ベンチャー企業数は順調に増加しており、2022 年度では 3,782 社である。ベンチャー

の定義別の内訳では「研究成果ベンチャー」が全体の 50.6％と半数を占めている。また、大学発ベンチ

ャー企業全体での従業員に占める博士号保持者の割合は 20％であり、一般企業の研究者のうちの博

士号保持者の割合（4％）と比較しても、博士号保持者の割合は大きい。 
 

【【概概要要図図表表 2233】】  大大学学発発ベベンンチチャャーー企企業業のの状状況況  
 

((AA))企企業業数数のの推推移移  ((BB))ベベンンチチャャーーのの定定義義別別従従業業員員数数にに占占めめるる  

博博士士号号保保持持者者のの割割合合（（22002222 年年度度））  

注： 
概要図表 23（B）は、「大学発ベンチャー設立状況調査（2023）」で把握された大学発ベンチャー企業のうち連絡先が把握できた企業の実態を調査した結果
である（「大学発ベンチャーの実態に関する調査（2023）」、回収数は 569/3,779 件、回収率 15.1％）。（）内の数値は従業員数、「一般企業の研究者」につい
ては研究者数である。技術移転ベンチャーは従業員数が少ないので掲載していない。 
参照：科学技術指標 2023 図表 5-4-12(A)、14(A)  
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((77)) 日日本本のの大大学学とと民民間間企企業業ととのの共共同同研研究究実実施施件件数数及及びび研研究究費費受受入入額額はは長長期期的的にに増増加加ししてていいるる。。  

民間企業等との共同研究等にかかる受入額と実施件数を見ると受入額が最も多いのは「共同研究」

であり 2021 年度で 924 億円、実施件数は 3.0 万件である。大企業からの受入が多く、同年度で 711 億

円である。なお、「共同研究」および「受託研究」について、「直接経費に対する間接経費の比率」は、順

調に伸びている。2006 年度と 2021 年度を比較すると、共同研究では 8.5％から 22.8％（172 億円）へ、

受託研究では 10.1％から 19.1％（23 億円）と大きく増加した。 

  

【【概概要要図図表表 2211】】日日本本のの大大学学等等のの民民間間企企業業等等ととのの共共同同研研究究等等のの状状況況  
 

((AA))受受入入額額((内内訳訳))とと実実施施件件数数のの推推移移  

 

((BB))間間接接経経費費のの状状況況

((aa))共共同同研研究究  ((bb))受受託託研研究究  

 
注： 
1) 共同研究：機関と民間企業等とが共同で研究開発することであり、相手側が経費を負担しているもの。受入額及び件数は、2008 年度まで中小企業、

小規模企業、大企業に分類されていた。 
2) 受託研究：大学等が民間企業等からの委託により、主として大学等が研究開発を行い、そのための経費が民間企業等から支弁されているもの。 
3) 治験等：大学等が外部からの委託により、主として大学等のみが医薬品及び医療機器等の臨床研究を行い、これに要する経費が委託者から支弁され

ているもの、病理組織検査、それらに類似する試験・調査。 
4) 寄附講座・寄附研究部門：2016 年度まで国立大学のみの値。2017 年度から公立、私立大学の値が計測されるようになった。寄附講座・寄附研究部門

の「実施件数」は「講座・部門数」である。 
5) 国内企業の内訳については 2006 年時点では大企業、中小企業、小規模企業とあったが、小規模企業は 2008 年度まで、外資系企業は 2019、2020

年度のみデータが提供されている。 
6) 直接経費とは当該共同研究に直接的に必要となる経費、間接経費とは産学連携の推進を図るための経費や直接経費以外に必要となる経費及び管理

的経費等といった名目の経費である。 
参照：科学技術指標 2023 図表 5-4-9(A)(B) 
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((88)) 日日本本のの大大学学ににおおけけるる知知的的財財産産権権収収入入はは長長期期的的にに見見るるとと増増加加傾傾向向ににあありり、、過過去去約約 1155 年年でで、、約約

77 倍倍ととななっってていいるる。。  

日本の大学における知的財産権収入は長期的に見ると増加傾向にあり、2021 年度では 61 億円である。

2005 年度と比較すると約 7 倍となっている。英国の知的財産権収入は、長期的に増加傾向であるが、最新年

では減少し、295 億円となった。米国は、日本、英国と比較すると、桁違いに大きく、2021 年度では 2,739 億

円である。長期的には、2008 年度での一時的な増加を除けば、3,000 億円程度で推移している。 
 

【【概概要要図図表表 2222】】  日日米米英英のの知知的的財財産産権権収収入入のの推推移移  

注： 
1) 日本の知的財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、その他知的財産（育成者権、回路配置利用権等）、ノウハウ等、有体物（マテ

リアル等）を含む。 
2) 米国の知的財産権とは、ランニングロイヤリティ、ライセンス収入、ライセンス発行手数料、オプションに基づく支払い、ソフトウェア及び生物学的物質の

エンドユーザーライセンス(100 万ドル以上)等である。 
3) 英国の知的財産権とは、特許権、著作権、意匠、商標等を含む。 
参照：科学技術指標 2023 図表 5-4-11 
 
  

((99)) 日日本本のの大大学学発発ベベンンチチャャーー企企業業のの従従業業員員にに占占めめるる博博士士号号保保持持者者のの割割合合はは大大ききいい。。  

日本の大学発ベンチャー企業数は順調に増加しており、2022 年度では 3,782 社である。ベンチャー

の定義別の内訳では「研究成果ベンチャー」が全体の 50.6％と半数を占めている。また、大学発ベンチ

ャー企業全体での従業員に占める博士号保持者の割合は 20％であり、一般企業の研究者のうちの博

士号保持者の割合（4％）と比較しても、博士号保持者の割合は大きい。 
 

【【概概要要図図表表 2233】】  大大学学発発ベベンンチチャャーー企企業業のの状状況況  
 

((AA))企企業業数数のの推推移移  ((BB))ベベンンチチャャーーのの定定義義別別従従業業員員数数にに占占めめるる  

博博士士号号保保持持者者のの割割合合（（22002222 年年度度））  

注： 
概要図表 23（B）は、「大学発ベンチャー設立状況調査（2023）」で把握された大学発ベンチャー企業のうち連絡先が把握できた企業の実態を調査した結果
である（「大学発ベンチャーの実態に関する調査（2023）」、回収数は 569/3,779 件、回収率 15.1％）。（）内の数値は従業員数、「一般企業の研究者」につい
ては研究者数である。技術移転ベンチャーは従業員数が少ないので掲載していない。 
参照：科学技術指標 2023 図表 5-4-12(A)、14(A)  
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科科学学技技術術指指標標のの特特徴徴  

 

科学技術指標は、毎年刊行しており、その時点での最新値を紹介している。原則として毎年データ更

新され、時系列の比較あるいは主要国間の比較が可能な項目を収集している。 

 

論文・特許データベースについて当研究所独自の分析の実施 

論文データについては、クラリベイト社 Web of Science XML の書誌データを用いて、当研究所で独自

の集計をし、分析している。また、集計方法も詳細に記載し、説明している。 

特許関連の指標のうち、パテントファミリーのデータについては、PATSTAT(欧州特許庁の特許データ

ベース)の書誌データを用いて、当研究所で独自の集計をし、分析している。また、集計方法も詳細に記

載し、説明している。 

 

国際比較や時系列比較の注意喚起マークの添付 

必要に応じ、グラフに「国際比較注意」       「時系列注意」      という注意喚起マークを添

付してある。各国のデータは基本的には OECD のマニュアル等に準拠したものであるが、実際にはデー

タの収集方法、対象範囲等の違いがあり、比較に注意しなければならない場合がある。このような場合、

「国際比較注意」マークがついている。また、時系列についても、統計の基準が変わるなどにより、同じ条

件で継続してデータが取られておらず、増減傾向などの判断に注意する必要があると考えられる場合に

は「時系列注意」というマークがついている。なお、具体的な注意点は図表の注記に記述してあるので参

照されたい。 

 

統計集(本報告書に掲載したグラフの数値データ)のダウンロード 

本報告書に掲載したグラフの数値データは、以下の URL 又は 2 次元バーコードからダウンロードでき

る。 

https://www.nistep.go.jp/research/indicators 

本編中の図表の下に示している参照とは、統計集における表番号を示している。 

国際比較

注意
 

時系列

注意
 

  

  

  

  

  

本本  編編  
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第第 11 章章  研研究究開開発発費費  
研究開発活動の基本的な指標である研究開発費について、日本及び主要国(米独仏英中韓)の状況を概

観する。研究開発費とは、ある機関で研究開発業務を行う際に使用した経費であり、研究開発活動のインプ

ットに関する定量データとして広く用いられている。本章では、各国の研究開発費の総額や部門別、性格別

などの内訳、研究開発費の負担構造など、様々な角度から研究開発費のデータを見ていく。また、政府の科

学技術予算についても一部記載している。 

11..11 各各国国のの研研究究開開発発費費のの国国際際比比較較  

ポポイインントト  

○英国と中国については研究開発費データの大幅な見直しが行われた。英国については企業や大学

の研究開発費が増加し、中国については近年のデータの OECD による公表が控えられている。

○日本（OECD 推計）の研究開発費総額は、2021 年（令和 3 年）において 18.1 兆円であり、対前年比は

2.7％増である（日本：19.7 兆円、対前年比 2.6％増）。

○日本（OECD 推計)の研究開発費総額の対 GDP 比率は 2008 年までは長期的に増加していたが、その

後、増減を繰り返し、2021 年では 3.29％となっている(日本では 3.59％）。主要国中、第 1 位である韓国

では、経済規模が拡大すると同時に研究開発費総額の対 GDP 比率も大きく上昇している（2021 年：

4.93％）。米国についても 2015 年から 2021 年にかけて、約 0.7 ポイントの増加が見られる（2021 年：

3.46％）。

○各国の負担部門から使用部門への研究開発費の流れを見ると、いずれの国でも「企業」の負担割合

が大きく、ほとんどは同部門の「企業」に流れている。ただし、ドイツ、英国、中国、韓国については、「大

学」への研究開発費の流れが他国と比較すると大きい。

○「政府」からは、「公的機関」及び「大学」に研究開発費が流れている国が多く、「大学」に最も多く流れて

いる国は、日本、ドイツ、フランス、英国である。「政府」から「企業」への流れはほとんどの国でそれほど大

きくはないが、米国、フランス、韓国では「政府」の約 2 割、英国では約 3 割が企業に流れている。

11..11..11 各各国国のの研研究究開開発発費費のの動動向向  

はじめに、主要国の研究開発の規模とその傾

向を概観するために、各国の研究開発費の総額

をとりあげる。研究開発費の調査方法については、

国ごとに差異があり、厳密な比較は困難であるが、

国ごとの経年的変化は各国の動向を表していると

考えられる。なお、各国の研究開発費を比較する

ためには通貨の換算が必要である。しかし、その

換算によって、その国の経済状況の影響を受ける

ことは避けられない。ここでは、原則的に、各国の

研究開発費の規模を国際比較するときは換算値

を使用し、各国の研究開発費の経年変化を見ると

1 経済協力開発機構(OECD)は、民主主義と市場経済を支持する諸国

が①経済成長、②開発途上国援助、③多角的な自由貿易の拡大のた

きは各国通貨を使用した。 

日本の研究開発費については 2 つの値を示し

た。ひとつは総務省「科学技術研究調査」から発

表されている値、もうひとつは OECD1から発表さ

れている値である。両者で異なる点は大学部門の

人件費の取扱いである。大学部門の経費は研究

と教育について厳密に分けることが困難であると

いう背景があり、「科学技術研究調査」における大

学部門の研究開発費は、大学の教員の人件費部

分に研究以外の業務（教育等）分を含んだ値とな

っている。他方、OECD は日本の大学部門の人件

費部分を研究専従換算にした研究開発費の総額

めに活動を行っている機関。現在 38 か国が加盟。国際比較可能な統

計、経済・社会データを収集し、予測、分析をしている。 
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めに活動を行っている機関。現在 38 か国が加盟。国際比較可能な統
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を提供している（詳細は 1.3.3 節、大学部門の研

究開発費を参照のこと）。 

この節では OECD が発表しているデータ(図表

では｢日本(OECD 推計)｣と示す)も使用し、各国の

研究開発費の状況を見る。 

主要国データの出典として多く参照している

OECDの“Main Science and Technology Indicators”

（MSTI）の今般のデータでは、以前の版と比較し

て中国と英国についてデータの見直し等が行わ

れたので以下に記す。 

中国について、OECD は 2019 年、2020 年、

2021 年に関する研究開発指標のデータを再検討

し、研究開発費や研究者数等のデータの一貫性

に関する多くの疑問が解決されるまで、これらの

年のいくつかの主要な指標の公表を控えるとの決

定を行った。このため、今般の科学技術指標 2023

では、中国の研究開発費に関して、科学技術指

標 2022 よりも以前の値が最新値となっていること

に留意されたい。 

英国は、以前の MSTI と比較して大幅かつ暫定

的に値が修正されている。これは、英国国家統計

院(ONS)が 2022 年 11 月に発表した研究開発統

計において、「企業」部門の研究開発費と研究者

数、「大学」部門の研究開発費の推計値が大幅に

上方修正されたことによる。これらの変更は、研究

開発を実施する企業のサンプリングが不十分であ

ること 2を考慮した数値の再調整と、高等教育機関

への支出に関するより包括的な管理データの採

用 3を反映している。これらの変更のため、英国の

研究開発費については、科学技術指標 2022 以

前の数値とは異なることに留意されたい（改訂され

た数値については、企業は 2014～2020 年、大学

は 2018～2020 年が掲載されている）。 

主要国における研究開発費の名目額を見ると

（図表 1-1-1(A)）、日本（OECD 推計）の研究開発

費総額は、2021 年（令和 3 年）において 18.1 兆

2 英国の企業の研究開発統計である ONS, “Business enterprise

research and development survey” では、これまで小規模の企業の捕

捉率が小さかったとされている。 
3 英国 ONS の資料によると、これまでの英国の大学部門の研究開発費

のデータには、大学の内部で実施かつ資金提供されている研究開発

や、研究開発にかかる一部の間接経費が含まれておらず、それらをデ

円である。長期的には増加傾向にあり、対前年比

は 2.7％増である（日本：19.7 兆円、対前年比

2.6％増）。 

米国は世界第 1 位の規模を保っている。長期

的に増加傾向が続いており、2021 年では 82.5 兆

円であり、対前年比は 10.0％増である。 

中国は 2000 年代に入ると急激な伸びを見せた。

2019 年では 48.5 兆円である。 

ドイツは長期的に増加傾向が続いている。2020

年に一旦減少したものの 2021 年は 15.7 兆円、対

前年比は 3.9％増である。 

英国は先に述べた理由から 2014年以降の値を

示している。2020 年は 9.2 兆円、2015 年以降、フ

ランスを上回っている。

フランスは漸増傾向である。2021 年では 7.9 兆

円、対前年比は 2.4％増である。 

韓国は長期的に大きく増加している。2021 年で

は 12.2 兆円、対前年比は 7.3％増である。 

物価水準の変化を考慮した研究開発費を見る

事のできる実質額 4で見ても（図表 1-1-1(B)）、主

要国の順位や時系列変化に大きな変動は見られ

ない。 

次に、2000 年からの研究開発費の変化に注目

する。2000 年を 1 とした場合の各国通貨による研

究開発費の名目額と実質額を指数で示し、各国

の研究開発に対する投資の伸びを見る(図表 1-

1-1（C）)。

名目額での各国最新年を見ると、日本(OECD

推計)及び日本では 1.2 であり、他国と比べて伸び

は小さい。他国を見るとフランスは 1.8、ドイツは

2.2、米国は 3.0 の伸びを示している。中国は 22.0、

韓国は 7.4 と大きな伸びを示している。 

実質額での各国最新年を見ると、日本(OECD

推計)及び日本は 1.3 と名目額よりも大きな伸びを

示している。フランスは 1.3 と、日本と同程度の伸

びを示している。ドイツは 1.6、米国は 2.0 である。

ータに含めるようにしたとされている。これらの分析には、Office for 

Students が提供する Transparent Approach to Costing（TRAC）システ

ムが使用されている。
4 図表 1-1-1(B)の場合、他国と共通の通貨価値で、物価水準の変化を

考慮して研究開発費を見る事ができる。物価水準の基準年は 2015 年

であり、OECD 購買力平価換算値は 2015 年値を使用している。
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中国、韓国については、物価補正を考慮した場合

であっても、それぞれ 11.7、4.9 と大きな伸びを示

している。 

【【図図表表 11--11--11】】  主主要要国国ににおおけけるる研研究究開開発発費費総総額額のの推推移移  

((AA))名名目目額額((OOEECCDD 購購買買力力平平価価換換算算))

((BB))実実質質額額（（22001155  年年基基準準；；OOEECCDD  購購買買力力平平価価換換算算））

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1981 85 89 93 97 01 05 09 13 17 2021

研
究
開
発
費
（
実
質
額
）

年

日本

日本(OECD推計)

米国

ドイツ

フランス

英国

中国

韓国

EU-27

兆円

国際比較

注意

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1981 85 89 93 97 01 05 09 13 17 2021

研
究
開
発
費
（
名
目
額
）

年

日本

日本(OECD推計)

米国

ドイツ

フランス

英国

中国

韓国

EU-27

兆円

第
１
章　

　

研
究
開
発
費

16



第 1 章 研究開発費 

- 14 -
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（MSTI）の今般のデータでは、以前の版と比較し

て中国と英国についてデータの見直し等が行わ

れたので以下に記す。 

中国について、OECD は 2019 年、2020 年、

2021 年に関する研究開発指標のデータを再検討

し、研究開発費や研究者数等のデータの一貫性

に関する多くの疑問が解決されるまで、これらの

年のいくつかの主要な指標の公表を控えるとの決

定を行った。このため、今般の科学技術指標 2023

では、中国の研究開発費に関して、科学技術指

標 2022 よりも以前の値が最新値となっていること

に留意されたい。 

英国は、以前の MSTI と比較して大幅かつ暫定

的に値が修正されている。これは、英国国家統計

院(ONS)が 2022 年 11 月に発表した研究開発統

計において、「企業」部門の研究開発費と研究者

数、「大学」部門の研究開発費の推計値が大幅に

上方修正されたことによる。これらの変更は、研究

開発を実施する企業のサンプリングが不十分であ

ること 2を考慮した数値の再調整と、高等教育機関

への支出に関するより包括的な管理データの採

用 3を反映している。これらの変更のため、英国の

研究開発費については、科学技術指標 2022 以

前の数値とは異なることに留意されたい（改訂され

た数値については、企業は 2014～2020 年、大学

は 2018～2020 年が掲載されている）。 

主要国における研究開発費の名目額を見ると
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2 英国の企業の研究開発統計である ONS, “Business enterprise

research and development survey” では、これまで小規模の企業の捕

捉率が小さかったとされている。 
3 英国 ONS の資料によると、これまでの英国の大学部門の研究開発費

のデータには、大学の内部で実施かつ資金提供されている研究開発

や、研究開発にかかる一部の間接経費が含まれておらず、それらをデ

円である。長期的には増加傾向にあり、対前年比

は 2.7％増である（日本：19.7 兆円、対前年比
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米国は世界第 1 位の規模を保っている。長期

的に増加傾向が続いており、2021 年では 82.5 兆

円であり、対前年比は 10.0％増である。 

中国は 2000 年代に入ると急激な伸びを見せた。

2019 年では 48.5 兆円である。 

ドイツは長期的に増加傾向が続いている。2020

年に一旦減少したものの 2021 年は 15.7 兆円、対

前年比は 3.9％増である。 

英国は先に述べた理由から 2014年以降の値を

示している。2020 年は 9.2 兆円、2015 年以降、フ

ランスを上回っている。

フランスは漸増傾向である。2021 年では 7.9 兆

円、対前年比は 2.4％増である。 

韓国は長期的に大きく増加している。2021 年で

は 12.2 兆円、対前年比は 7.3％増である。 

物価水準の変化を考慮した研究開発費を見る

事のできる実質額 4で見ても（図表 1-1-1(B)）、主

要国の順位や時系列変化に大きな変動は見られ

ない。 

次に、2000 年からの研究開発費の変化に注目

する。2000 年を 1 とした場合の各国通貨による研

究開発費の名目額と実質額を指数で示し、各国

の研究開発に対する投資の伸びを見る(図表 1-

1-1（C）)。

名目額での各国最新年を見ると、日本(OECD

推計)及び日本では 1.2 であり、他国と比べて伸び

は小さい。他国を見るとフランスは 1.8、ドイツは

2.2、米国は 3.0 の伸びを示している。中国は 22.0、

韓国は 7.4 と大きな伸びを示している。 

実質額での各国最新年を見ると、日本(OECD

推計)及び日本は 1.3 と名目額よりも大きな伸びを

示している。フランスは 1.3 と、日本と同程度の伸

びを示している。ドイツは 1.6、米国は 2.0 である。

ータに含めるようにしたとされている。これらの分析には、Office for 

Students が提供する Transparent Approach to Costing（TRAC）システ

ムが使用されている。
4 図表 1-1-1(B)の場合、他国と共通の通貨価値で、物価水準の変化を

考慮して研究開発費を見る事ができる。物価水準の基準年は 2015 年

であり、OECD 購買力平価換算値は 2015 年値を使用している。
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中国、韓国については、物価補正を考慮した場合

であっても、それぞれ 11.7、4.9 と大きな伸びを示

している。 

【【図図表表 11--11--11】】  主主要要国国ににおおけけるる研研究究開開発発費費総総額額のの推推移移  
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((CC))22000000 年年をを 11 ととししたた各各国国通通貨貨にによよるる研研究究開開発発費費のの指指数数  

 
注： 
1) 研究開発費総額は各部門の合計値であり、国により部門の定義が異なる場合があるため、国際比較の際には注意が必要である。各国の部門の定義

については図表 1-1-4 参照のこと。 
2) 研究開発費は人文・社会科学を含む（韓国は 2006 年まで自然科学のみ）。 
3) 1990 年までは西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。 
4) 購買力平価換算は参考統計 E を使用した。 
5) 実質額の計算は GDP デフレータによる（参考統計 D を使用）。 
6) 日本は年度の値を示している。 
7) 日本(OECD 推計)は 1995 年まで OECD 基準に合うように、当該国の値を OECD 事務局が調整。大学部門については、研究開発費のうち人件費を研

究換算にした総研究開発費である（「1.3.3 大学部門の研究開発費」を参照のこと）。1996、2008、2013、2018 年において時系列の連続性は失われてい
る。 

8) 米国は定義が異なる。1998、2003、2015、2016 年において時系列の連続性は失われている。2021 年は暫定値。 
9) ドイツの 1982、1984、1986、1988、1990、1992、1996、1998 年は見積り値である。1993、1994 年値は定義が異なる。2020 年は見積り値、2021 年は暫定

値である。 
10) フランスは 1997、2000、2004、2010、2014 年においては時系列の連続性は失われている。 
11) 英国は 2018 年においては時系列の連続性は失われている。2014～2018 年は見積り値、2014～2020 年は暫定値である。 
12) 中国は 1991～1999 年までは過小評価されるか、過小評価されたデータに基づく。2000、2009 年においては時系列の連続性は失われている。 
13) EU-27 は見積り値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
日本（OECD 推計）、米国、ドイツ、フランス、英国、EU-27：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
中国：1990 年まで中華人民共和国科学技術部、中国科技統計数値 2013(web サイト)、1991 年以降は OECD，“Main Science and Technology Indicators 
March 2023” 
韓国：1990 年まで科学技術情報通信部、KISTEP、「研究開発活動調査報告書」、1991 年以降は OECD，“Main Science and Technology Indicators March 
2023” 
参照：表 1-1-1 
 

名名　　目目　　額額 実実　　質質　　額額（（22001155年年基基準準））
年

日本
日本

(OECD推計)
米国 ドイツ フランス 中国 韓国 日本

日本
(OECD推計)

米国 ドイツ フランス 中国 韓国

2000 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2001 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1
2002 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.4 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.4 1.2
2003 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.7 1.4 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.6 1.2
2004 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 2.2 1.6 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.9 1.4
2005 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 2.7 1.7 1.2 1.2 1.1 1.0 1.1 2.3 1.5
2006 1.1 1.1 1.3 1.2 1.2 3.4 2.0 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 2.8 1.7
2007 1.2 1.2 1.4 1.2 1.3 4.1 2.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 3.2 1.9
2008 1.2 1.1 1.5 1.3 1.3 5.2 2.5 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 3.6 2.1
2009 1.1 1.0 1.5 1.3 1.4 6.5 2.7 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 4.6 2.2
2010 1.1 1.0 1.5 1.4 1.4 7.9 3.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 5.2 2.5
2011 1.1 1.0 1.6 1.5 1.5 9.7 3.6 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2 6.0 2.8
2012 1.1 1.0 1.6 1.6 1.5 11.5 4.0 1.2 1.2 1.3 1.4 1.2 6.9 3.0
2013 1.1 1.1 1.7 1.6 1.5 13.2 4.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 7.8 3.2
2014 1.2 1.1 1.8 1.7 1.6 14.5 4.6 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 8.4 3.4
2015 1.2 1.1 1.9 1.7 1.6 15.8 4.8 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 9.2 3.4
2016 1.1 1.1 2.0 1.8 1.6 17.5 5.0 1.3 1.2 1.5 1.5 1.3 10.0 3.5
2017 1.2 1.1 2.1 2.0 1.6 19.7 5.7 1.3 1.3 1.5 1.6 1.3 10.8 3.9
2018 1.2 1.2 2.3 2.1 1.7 22.0 6.2 1.3 1.3 1.6 1.6 1.3 11.7 4.3
2019 1.2 1.2 2.5 2.2 1.7 - 6.4 1.3 1.3 1.8 1.7 1.3 - 4.5
2020 1.2 1.2 2.7 2.1 1.7 - 6.7 1.3 1.3 1.9 1.6 1.3 - 4.6
2021 1.2 1.2 3.0 2.2 1.8 - 7.4 1.3 1.3 2.0 1.6 1.3 - 4.9
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次に、各国・地域の経済規模の違いを考慮して

研究開発費を比較するために、「研究開発費総額

の対 GDP 比率」（国内総生産に対する研究開発費

の割合）を示す（図表 1-1-2）。 

2021 年における日本の研究開発費総額の対

GDP 比率は、世界の中で見ると、比較的高い水準

にあるといえる。最も高い国はイスラエル、次いで韓

国であり、両国ともに 4％を超えている。 

【【図図表表  11--11--22】】  各各国国・・地地域域のの研研究究開開発発費費総総額額のの対対

GGDDPP  比比率率((22002211  年年))  

注： 
1) 中国は 2018 年値、スイス、オーストラリアは 2019 年値、英国、シンガ

ポールは 2020 年値、その他の国・地域は 2021 年値。日本は年度の
値。

2) イスラエル、EU-27、オーストラリアは見積り値。
3) 米国、イスラエルは定義が異なる。
4) 米国、ベルギー、オーストリア、ドイツ、英国、デンマーク、オランダ、ス

ロベニア、チェコ、ノルウェー、エストニアは暫定値。
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他の国・地域：OECD，“Main Science and Technology Indicators 
March 2023” 
参照：表 1-1-2 

また、研究開発費総額の対 GDP 比率の経年変

化により、各国の研究開発への投資水準がどのよう

に推移してきたかを見る（図表 1-1-3）。 

日本（OECD 推計)は 2008 年までは長期的に増

加していたが、その後、増減を繰り返し、2021 年で

は 3.29％となっている。また、日本の値についても

同様の傾向にあり、2021 年では 3.59％である。主要

国の中でも高い水準を保っている。 

韓国は主要国中第 1 位である。2000 年代に入る

と急速に増加した。2021 年では 4.93％である。 

米国は 2010 年代に入って、ほぼ横ばいに推移し

ていたが、2015 年を過ぎると増加傾向となった。

2021 年は 3.46％である。 

ドイツは、1990 年代中盤にかけて一旦減少した

後、増加し続けていたが、近年は頭打ち傾向である。

2021 年は 3.13％である。 

フランスは 1990 年代後半から、ほぼ横ばいに推

移している。2021 年では 2.21％である。 

英国の 2020 年は 2.93％であり、数値を掲載して

いる 2014 年以降、増加傾向にある。 

中国は、1996 年を境に増加が続いている。2018

年では 2.14％である。 

2000 年以降の日本の GDP は一時的な減少も含

め、微増に推移している一方で、他国の GDP は増

加傾向にある(参考統計 C 参照のこと)。特に、韓国

では、経済規模が拡大すると同時に研究開発費総

額の対 GDP 比率も上昇している。米国についても

2015 年から 2021 年にかけて、約 0.7 ポイントの増

加が見られる。 

【【図図表表 11--11--33】】    主主要要国国のの研研究究開開発発費費総総額額のの対対

GGDDPP 比比率率のの推推移移  

注： 
国際比較注意及び研究開発費については図表 1-1-1 と同じ。GDP は参
考統計 C と同じ。なお、日本の GDP は 1993 年まで 1993SNA に基づいた
数値であり、1994 年以降は 2008SNA に基づいているため、時系列比較
をする際は注意が必要である。 
資料： 
研究開発費は図表 1-1-1 と同じ。GDP は参考統計 C と同じ。  
参照：表 1-1-3 
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((CC))22000000 年年をを 11 ととししたた各各国国通通貨貨にによよるる研研究究開開発発費費のの指指数数  

 
注： 
1) 研究開発費総額は各部門の合計値であり、国により部門の定義が異なる場合があるため、国際比較の際には注意が必要である。各国の部門の定義

については図表 1-1-4 参照のこと。 
2) 研究開発費は人文・社会科学を含む（韓国は 2006 年まで自然科学のみ）。 
3) 1990 年までは西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。 
4) 購買力平価換算は参考統計 E を使用した。 
5) 実質額の計算は GDP デフレータによる（参考統計 D を使用）。 
6) 日本は年度の値を示している。 
7) 日本(OECD 推計)は 1995 年まで OECD 基準に合うように、当該国の値を OECD 事務局が調整。大学部門については、研究開発費のうち人件費を研

究換算にした総研究開発費である（「1.3.3 大学部門の研究開発費」を参照のこと）。1996、2008、2013、2018 年において時系列の連続性は失われてい
る。 

8) 米国は定義が異なる。1998、2003、2015、2016 年において時系列の連続性は失われている。2021 年は暫定値。 
9) ドイツの 1982、1984、1986、1988、1990、1992、1996、1998 年は見積り値である。1993、1994 年値は定義が異なる。2020 年は見積り値、2021 年は暫定

値である。 
10) フランスは 1997、2000、2004、2010、2014 年においては時系列の連続性は失われている。 
11) 英国は 2018 年においては時系列の連続性は失われている。2014～2018 年は見積り値、2014～2020 年は暫定値である。 
12) 中国は 1991～1999 年までは過小評価されるか、過小評価されたデータに基づく。2000、2009 年においては時系列の連続性は失われている。 
13) EU-27 は見積り値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
日本（OECD 推計）、米国、ドイツ、フランス、英国、EU-27：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
中国：1990 年まで中華人民共和国科学技術部、中国科技統計数値 2013(web サイト)、1991 年以降は OECD，“Main Science and Technology Indicators 
March 2023” 
韓国：1990 年まで科学技術情報通信部、KISTEP、「研究開発活動調査報告書」、1991 年以降は OECD，“Main Science and Technology Indicators March 
2023” 
参照：表 1-1-1 
 

名名　　目目　　額額 実実　　質質　　額額（（22001155年年基基準準））
年

日本
日本

(OECD推計)
米国 ドイツ フランス 中国 韓国 日本

日本
(OECD推計)

米国 ドイツ フランス 中国 韓国

2000 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2001 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1
2002 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.4 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.4 1.2
2003 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.7 1.4 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.6 1.2
2004 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 2.2 1.6 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.9 1.4
2005 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 2.7 1.7 1.2 1.2 1.1 1.0 1.1 2.3 1.5
2006 1.1 1.1 1.3 1.2 1.2 3.4 2.0 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 2.8 1.7
2007 1.2 1.2 1.4 1.2 1.3 4.1 2.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 3.2 1.9
2008 1.2 1.1 1.5 1.3 1.3 5.2 2.5 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 3.6 2.1
2009 1.1 1.0 1.5 1.3 1.4 6.5 2.7 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 4.6 2.2
2010 1.1 1.0 1.5 1.4 1.4 7.9 3.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 5.2 2.5
2011 1.1 1.0 1.6 1.5 1.5 9.7 3.6 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2 6.0 2.8
2012 1.1 1.0 1.6 1.6 1.5 11.5 4.0 1.2 1.2 1.3 1.4 1.2 6.9 3.0
2013 1.1 1.1 1.7 1.6 1.5 13.2 4.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 7.8 3.2
2014 1.2 1.1 1.8 1.7 1.6 14.5 4.6 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 8.4 3.4
2015 1.2 1.1 1.9 1.7 1.6 15.8 4.8 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 9.2 3.4
2016 1.1 1.1 2.0 1.8 1.6 17.5 5.0 1.3 1.2 1.5 1.5 1.3 10.0 3.5
2017 1.2 1.1 2.1 2.0 1.6 19.7 5.7 1.3 1.3 1.5 1.6 1.3 10.8 3.9
2018 1.2 1.2 2.3 2.1 1.7 22.0 6.2 1.3 1.3 1.6 1.6 1.3 11.7 4.3
2019 1.2 1.2 2.5 2.2 1.7 - 6.4 1.3 1.3 1.8 1.7 1.3 - 4.5
2020 1.2 1.2 2.7 2.1 1.7 - 6.7 1.3 1.3 1.9 1.6 1.3 - 4.6
2021 1.2 1.2 3.0 2.2 1.8 - 7.4 1.3 1.3 2.0 1.6 1.3 - 4.9
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次に、各国・地域の経済規模の違いを考慮して

研究開発費を比較するために、「研究開発費総額

の対 GDP 比率」（国内総生産に対する研究開発費

の割合）を示す（図表 1-1-2）。 

2021 年における日本の研究開発費総額の対

GDP 比率は、世界の中で見ると、比較的高い水準

にあるといえる。最も高い国はイスラエル、次いで韓

国であり、両国ともに 4％を超えている。 

【【図図表表  11--11--22】】  各各国国・・地地域域のの研研究究開開発発費費総総額額のの対対

GGDDPP  比比率率((22002211  年年))  

注： 
1) 中国は 2018 年値、スイス、オーストラリアは 2019 年値、英国、シンガ

ポールは 2020 年値、その他の国・地域は 2021 年値。日本は年度の
値。

2) イスラエル、EU-27、オーストラリアは見積り値。
3) 米国、イスラエルは定義が異なる。
4) 米国、ベルギー、オーストリア、ドイツ、英国、デンマーク、オランダ、ス

ロベニア、チェコ、ノルウェー、エストニアは暫定値。
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他の国・地域：OECD，“Main Science and Technology Indicators 
March 2023” 
参照：表 1-1-2 

また、研究開発費総額の対 GDP 比率の経年変

化により、各国の研究開発への投資水準がどのよう

に推移してきたかを見る（図表 1-1-3）。 

日本（OECD 推計)は 2008 年までは長期的に増

加していたが、その後、増減を繰り返し、2021 年で

は 3.29％となっている。また、日本の値についても

同様の傾向にあり、2021 年では 3.59％である。主要

国の中でも高い水準を保っている。 

韓国は主要国中第 1 位である。2000 年代に入る

と急速に増加した。2021 年では 4.93％である。 

米国は 2010 年代に入って、ほぼ横ばいに推移し

ていたが、2015 年を過ぎると増加傾向となった。

2021 年は 3.46％である。 

ドイツは、1990 年代中盤にかけて一旦減少した

後、増加し続けていたが、近年は頭打ち傾向である。

2021 年は 3.13％である。 

フランスは 1990 年代後半から、ほぼ横ばいに推

移している。2021 年では 2.21％である。 

英国の 2020 年は 2.93％であり、数値を掲載して

いる 2014 年以降、増加傾向にある。 

中国は、1996 年を境に増加が続いている。2018

年では 2.14％である。 

2000 年以降の日本の GDP は一時的な減少も含

め、微増に推移している一方で、他国の GDP は増

加傾向にある(参考統計 C 参照のこと)。特に、韓国

では、経済規模が拡大すると同時に研究開発費総

額の対 GDP 比率も上昇している。米国についても

2015 年から 2021 年にかけて、約 0.7 ポイントの増

加が見られる。 

【【図図表表 11--11--33】】    主主要要国国のの研研究究開開発発費費総総額額のの対対

GGDDPP 比比率率のの推推移移  

注： 
国際比較注意及び研究開発費については図表 1-1-1 と同じ。GDP は参
考統計 C と同じ。なお、日本の GDP は 1993 年まで 1993SNA に基づいた
数値であり、1994 年以降は 2008SNA に基づいているため、時系列比較
をする際は注意が必要である。 
資料： 
研究開発費は図表 1-1-1 と同じ。GDP は参考統計 C と同じ。  
参照：表 1-1-3 
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11..11..22 各各国国のの部部門門別別研研究究開開発発費費のの動動向向  

国全体の研究開発のシステムを理解するために

は、各国の研究開発活動の状況を部門別で見るこ

とも必要である。 

ただし、各国の部門分類については、研究開発

活動を国際比較する際に、国の制度や調査方法、

又は対象機関の範囲に違いが生じるという問題点

がある。よって各国の差を踏まえた上での比較をす

べきである。 

この節では、研究開発活動を実施している機関

を部門分類し、各国の違いを踏まえて研究開発費

の構造を見る。 

(1)研究開発費の負担部門と使用部門の定義 

図表 1-1-4 は、研究開発活動を実施している機

関を、OECD「フラスカティ・マニュアル 5」に基づい

た部門に分類し、研究開発費の負担部門（5 部門）

及び使用部門（4 部門）に対応する各国の具体的な

内訳（機関）が何であるかを簡単に示したものである。

表中には、各国の研究開発統計及び OECD の資

料等で使用されている名称を用いているが、表題の

部門名は日本の研究開発統計である総務省「科学

技術研究調査」で使用されている部門名を用いて

いる。

 
5 研究開発統計の調査方法についての国際的標準を提示している。1963

年、イタリアのフラスカティに於いて、OECD 加盟諸国の専門家による研

究・実験開発(R&D)の調査に関しての会合が行われた。その成果としてま

とめられたのがフラスカティ・マニュアル-研究・実験開発調査のための標

準実施方式案である。現在は第 7 版（2015）が発行されており、各国の研

究開発統計調査はこのマニュアルに準じて行われていることが多い。 

【【図図表表 11--11--44】】  主主要要国国ににおおけけるる研研究究開開発発費費のの負負担担部部門門とと使使用用部部門門のの定定義義  

  

((AA))負負担担部部門門  

国 企業 大学 政府 非営利団体 外国

日本
（2010年
度まで）

・会社
・特殊法人・独立行政法人（営利を伴
う）

・私立大学（短期大学・大学附置研究
所等を含む）

・国、地方公共団体
・国営、公営及び特殊法人・独立行政法人（営利を伴
わない）の研究機関(JSPS、JST、NEDO等を含む)
・国立及び公立大学（短期大学・高等専門学校・大学
附置研究所等を含む）

・他の区分に含まれない法人、
団体、個人

外国の組織

日本
（2011年
度から）

・会社
・私立大学（短期大学・大学附置研究
所等を含む）

・国、地方公共団体
・国営、公営及び特殊法人・独立行政法人※の研究
機関(JSPS、JST、AMED[2015年度から]、NEDO等を
含む)
・国立及び公立大学（短期大学・高等専門学校・大学
附置研究所等を含む）
　※国立研究開発法人を含む。

・他の区分に含まれない法人、
団体、個人

外国の組織

日本
（OECD
推計）

・会社

・国、公、私立大学（短期大学・大学
附置研究所等を含む）
・ただし、大学が使用部門の際は国
立及び公立大学の自己資金を除く。

・国、地方公共団体
・国営、公営及び特殊法人・独立行政法人※の研究
機関(JSPS、JST、AMED[2015年度から]、NEDO等を
含む)
　※国立研究開発法人を含む。
・ただし、大学が使用部門の際は国立及び公立大学
の自己資金を含む。

・他の区分に含まれない法人、
団体、個人

外国の組織
**

米国 ・会社、他
・Universities & Colleges
(年間15万ドル以上の研究開発を行っ
ている機関)

・連邦政府及び州政府 ・その他非営利団体 外国の組織
**

ドイツ
・企業
・産業共同研究機関（IfG）

＊＊負負担担源源ととししてて想想定定さされれてていいなないい ・政府(連邦、州、地方公共団体）
・大学や私的NPO（非営利団体）
など、経済セクターに入らない国
内組織

外国の組織
**

フランス ・企業

・国立科学研究センター（CNRS）
・高等教育・研究・イノベーション省
(MESRI)所管の大学及び高等教育研
究機関
・大学病院(CHU)とがんセンター
(Centre Anti-Cancéreux)

・省庁、公的研究機関
・地方公共団体

・非営利団体 外国の組織
**

英国 ・企業 ・大学

・中央政府（U.K.）
・分権化された政府（Scotland等）
・英国研究・イノベーション機構(UKRI）
・Higher Education Funding Councils(Research
Englandを含む)
＊＊地地方方政政府府分分ににつついいててはは不不明明

・非営利団体 外国の組織
**

中国

・販売のための物品及びサービスの生
産を主たる活動とする全ての企業、会
社及び団体 (国家及び民間の双方が
所有するものを含む)

＊＊負負担担源源ととししてて想想定定さされれてていいなないい
・政府
＊＊地地方方政政府府分分ににつついいててはは不不明明

・OECDや中国の研究開発統計
において、該当する部門の数値
は示されていない。

外国の組織

韓国

・企業
・政府投資機関（法人の運営に必要な
経費の一部、または全部を政府で投資
した機関：農業基盤公社、大韓工業振
興公社等）

・国・公立大学
・私立大学

・政府(国・公立試験研究所、地方自治体)
・政府出捐研究機関（法人の運営に必要な経費の一
部または全部を政府で出資した機関：韓国科学技術
研究院、韓国原子力研究院等）

・その他非営利団体 外国の組織
**
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((BB))使使用用部部門門  

 
注： 
1) 本表については適時更新しているが、各国の最新の情報ではない可能性がある。 
2) EU については各国の合計であるため、ここには記載しない。 
3) 負担部門の外国のうち、「外国の組織**」については OECD，“Research & Development Statistics”の“Rest of the world (ROW)”を外国の組織とした。 
4) 米国の FFRDCs とは Federally funded research and development center(連邦出資研究開発センター)である。 
5) ドイツの負担部門に「大学」はない。IfG とは Institutions for co-operative industrial research and experimental development である。 
6) 中国の負担部門に「大学」はない。 
資料： 
科学技術政策研究所、「主要国における研究開発関連統計の実態：測定方法についての基礎調査」（調査資料-143）(2007 年 10 月) 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
NSF, “National Patterns of R&D Resources” 
OECD, “R&D Sources and Methods Database” 
MESR, “Higher education & research in France, facts and figures” 
科学技術情報通信部・KISTEP、「研究開発活動調査報告書」 
 
 
 

(2)主要国の研究開発費の負担部門と使用部

門 

この節では、各国の研究開発費について、負担

部門から使用部門へ、どのように配分されているか、

また、どの部門でどの程度、研究開発費が使用され

ているのかを見る。図表 1-1-5 は各国の研究開発

費を部門別の割合にし、その流れを見たものである。

負担部門、使用部門の内容については前述の図表

1-1-4 を参照されたい。負担部門、使用部門ともに、

各国の制度や調査方法、対象機関の範囲に差異

があるため、比較には注意が必要である。 

各国の負担部門から使用部門への研究開発費

の流れを見ると、いずれの国でも「企業」の負担割

合が大きく、ほとんどは使用部門の「企業」に流れて

国 企業 大学 公的機関 非営利団体

日本
（2010年
度まで）

・会社
・特殊法人・独立行政法人
（営利を伴う）

・大学の学部（大学院研究科、大学病院等を含む）
・短期大学
・高等専門学校
・大学附置研究所
・大学共同利用機関等

・国営研究機関
・特殊法人・独立行政法人
（営利を伴わない）
・公営研究機関

・非営利団体

日本
（2011年
度から）

・会社

・大学の学部（大学院研究科、大学病院等を含む）
・短期大学
・高等専門学校
・大学附置研究所
・大学共同利用機関等

・国営研究機関
・特殊法人・独立行政法人
・公営研究機関

・非営利団体

日本
（OECD
推計）

・会社

・大学の学部（大学院研究科、大学病院等を含む）
・短期大学
・高等専門学校
・大学附置研究所
・大学共同利用機関等

・国営研究機関
・特殊法人・独立行政法人
・公営研究機関

・非営利団体

米国
・会社
・民間の営利病院・クリニック（臨床検査所、歯
科技工所を含む）が含まれる。

・Universities & Colleges (年間15万ドル以上の研
究開発を行っている機関)
・主に学位授与プログラムを実施している研究機
関又は大学と学位プログラムを共有している機関
が含まれる。
・大学の病院・クリニック又は大学の財務諸表があ
る病院・クリニックを含む。

・連邦政府及び非連邦政府
・連邦出資研究開発センター(FFRDCs)
・退役軍人病院、 疾病対策予防センターが含ま
れる。

・民間の非営利団体
・大学部門で報告されていない
大学附属病院及びその他の非
営利病院が含まれる。

ドイツ

・民間、公的及び半公的商業企業（農業を含
む）、協同組合研究機関及び産業連盟・財団。
輸送、郵便、電気通信、エネルギー及び水管理
サービスの公営企業も含まれる。

・Universities & Colleges
・中等後教育機関(職業ではなく学問に主眼をおく
もの)
・大学病院を含む。
・大学が運営しておらず、大学予算から独立して
いる研究機関（AN-Institute）は含まれていない。

フランス

・民間及び公共セクターの企業、研究会社 (契
約の下で研究を行うものを含む) 、研究センター
及び民間企業のために活動する非営利の工業
技術センターが含まれる。

・国立科学研究センター（CNRS）
・高等教育・研究・イノベーション省(MESRI)所管の
大学及び高等教育研究機関
・大学病院(CHU)とがんセンター(Centre Anti-
Cancéreux)

・科学技術的性格公施設法人(EPST)
（CNRSは除く）
・商工業的性格公施設法人(EPIC)
・省庁及びその他の公的研究機関
＊＊地地方方政政府府分分ににつついいててはは不不明明

・非営利団体（1901年法で規定）
及び財団

英国 ・企業（公営企業や研究団体、商工企業も含む）
・全大学とイングランドの高等教育カレッジ及び高
等教育機関を通じて資金提供されている関連組
織を含む。

・政府部局及び政府外公共機関（NDPB）、地方政
府及び中央政府、国防省、民生部局及びリサーチ
カウンシルが含まれる。
・英国研究・イノベーション機構(UKRI）

・非営利団体(研究慈善団体や
産業を含む)（推計値）

中国
・販売のための物品及びサービスの生産を主た
る活動とする全ての企業、会社及び団体 (国家
及び民間の双方が所有するものを含む)

・大学
・政府研究機関
＊＊地地方方政政府府分分ににつついいててはは不不明明

・OECDや中国の研究開発統計
において、該当する部門の数値
は示されていない。

韓国

・企業
・政府投資機関（法人の運営に必要な経費の一
部、または全部を政府で投資した機関：農業基
盤公社、大韓工業振興公社等)

・大学のすべての学科（分校及び地方キャンパス
を含む）
・附属研究機関
・大学附属病院（医科大学と会計が統合している
場合のみ）

・中央政府と地方政府
・国・公立研究機関
・政府出捐研究機関（法人の運営に必要な経費の
一部または全部を政府で出資した機関：韓国科学
技術研究院、韓国原子力研究院等）
・国・公立病院

・私立病院
・その他非営利法人研究機関

・連邦、地方（連邦州）及び地方自治体の研究機関、例えばマックスプランク、フラウ
ンホーファー協会、ブルーリスト機関、科学博物館及び図書館
・非営利団体（16万ユーロ以上の公的資金を得ている機関）
・法的に独立した大学の附属の研究所
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・高等教育・研究・イノベーション省
(MESRI)所管の大学及び高等教育研
究機関
・大学病院(CHU)とがんセンター
(Centre Anti-Cancéreux)

・省庁、公的研究機関
・地方公共団体

・非営利団体 外国の組織
**

英国 ・企業 ・大学

・中央政府（U.K.）
・分権化された政府（Scotland等）
・英国研究・イノベーション機構(UKRI）
・Higher Education Funding Councils(Research
Englandを含む)
＊＊地地方方政政府府分分ににつついいててはは不不明明

・非営利団体 外国の組織
**

中国

・販売のための物品及びサービスの生
産を主たる活動とする全ての企業、会
社及び団体 (国家及び民間の双方が
所有するものを含む)

＊＊負負担担源源ととししてて想想定定さされれてていいなないい
・政府
＊＊地地方方政政府府分分ににつついいててはは不不明明

・OECDや中国の研究開発統計
において、該当する部門の数値
は示されていない。

外国の組織

韓国

・企業
・政府投資機関（法人の運営に必要な
経費の一部、または全部を政府で投資
した機関：農業基盤公社、大韓工業振
興公社等）

・国・公立大学
・私立大学

・政府(国・公立試験研究所、地方自治体)
・政府出捐研究機関（法人の運営に必要な経費の一
部または全部を政府で出資した機関：韓国科学技術
研究院、韓国原子力研究院等）

・その他非営利団体 外国の組織
**

 第 1 章 研究開発費 

 

- 19 - 

((BB))使使用用部部門門  

 
注： 
1) 本表については適時更新しているが、各国の最新の情報ではない可能性がある。 
2) EU については各国の合計であるため、ここには記載しない。 
3) 負担部門の外国のうち、「外国の組織**」については OECD，“Research & Development Statistics”の“Rest of the world (ROW)”を外国の組織とした。 
4) 米国の FFRDCs とは Federally funded research and development center(連邦出資研究開発センター)である。 
5) ドイツの負担部門に「大学」はない。IfG とは Institutions for co-operative industrial research and experimental development である。 
6) 中国の負担部門に「大学」はない。 
資料： 
科学技術政策研究所、「主要国における研究開発関連統計の実態：測定方法についての基礎調査」（調査資料-143）(2007 年 10 月) 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
NSF, “National Patterns of R&D Resources” 
OECD, “R&D Sources and Methods Database” 
MESR, “Higher education & research in France, facts and figures” 
科学技術情報通信部・KISTEP、「研究開発活動調査報告書」 
 
 
 

(2)主要国の研究開発費の負担部門と使用部

門 

この節では、各国の研究開発費について、負担

部門から使用部門へ、どのように配分されているか、

また、どの部門でどの程度、研究開発費が使用され

ているのかを見る。図表 1-1-5 は各国の研究開発

費を部門別の割合にし、その流れを見たものである。

負担部門、使用部門の内容については前述の図表

1-1-4 を参照されたい。負担部門、使用部門ともに、

各国の制度や調査方法、対象機関の範囲に差異

があるため、比較には注意が必要である。 

各国の負担部門から使用部門への研究開発費

の流れを見ると、いずれの国でも「企業」の負担割

合が大きく、ほとんどは使用部門の「企業」に流れて

国 企業 大学 公的機関 非営利団体

日本
（2010年
度まで）

・会社
・特殊法人・独立行政法人
（営利を伴う）

・大学の学部（大学院研究科、大学病院等を含む）
・短期大学
・高等専門学校
・大学附置研究所
・大学共同利用機関等

・国営研究機関
・特殊法人・独立行政法人
（営利を伴わない）
・公営研究機関

・非営利団体

日本
（2011年
度から）

・会社

・大学の学部（大学院研究科、大学病院等を含む）
・短期大学
・高等専門学校
・大学附置研究所
・大学共同利用機関等

・国営研究機関
・特殊法人・独立行政法人
・公営研究機関

・非営利団体

日本
（OECD
推計）

・会社

・大学の学部（大学院研究科、大学病院等を含む）
・短期大学
・高等専門学校
・大学附置研究所
・大学共同利用機関等

・国営研究機関
・特殊法人・独立行政法人
・公営研究機関

・非営利団体

米国
・会社
・民間の営利病院・クリニック（臨床検査所、歯
科技工所を含む）が含まれる。

・Universities & Colleges (年間15万ドル以上の研
究開発を行っている機関)
・主に学位授与プログラムを実施している研究機
関又は大学と学位プログラムを共有している機関
が含まれる。
・大学の病院・クリニック又は大学の財務諸表があ
る病院・クリニックを含む。

・連邦政府及び非連邦政府
・連邦出資研究開発センター(FFRDCs)
・退役軍人病院、 疾病対策予防センターが含ま
れる。

・民間の非営利団体
・大学部門で報告されていない
大学附属病院及びその他の非
営利病院が含まれる。

ドイツ

・民間、公的及び半公的商業企業（農業を含
む）、協同組合研究機関及び産業連盟・財団。
輸送、郵便、電気通信、エネルギー及び水管理
サービスの公営企業も含まれる。

・Universities & Colleges
・中等後教育機関(職業ではなく学問に主眼をおく
もの)
・大学病院を含む。
・大学が運営しておらず、大学予算から独立して
いる研究機関（AN-Institute）は含まれていない。

フランス

・民間及び公共セクターの企業、研究会社 (契
約の下で研究を行うものを含む) 、研究センター
及び民間企業のために活動する非営利の工業
技術センターが含まれる。

・国立科学研究センター（CNRS）
・高等教育・研究・イノベーション省(MESRI)所管の
大学及び高等教育研究機関
・大学病院(CHU)とがんセンター(Centre Anti-
Cancéreux)

・科学技術的性格公施設法人(EPST)
（CNRSは除く）
・商工業的性格公施設法人(EPIC)
・省庁及びその他の公的研究機関
＊＊地地方方政政府府分分ににつついいててはは不不明明

・非営利団体（1901年法で規定）
及び財団

英国 ・企業（公営企業や研究団体、商工企業も含む）
・全大学とイングランドの高等教育カレッジ及び高
等教育機関を通じて資金提供されている関連組
織を含む。

・政府部局及び政府外公共機関（NDPB）、地方政
府及び中央政府、国防省、民生部局及びリサーチ
カウンシルが含まれる。
・英国研究・イノベーション機構(UKRI）

・非営利団体(研究慈善団体や
産業を含む)（推計値）

中国
・販売のための物品及びサービスの生産を主た
る活動とする全ての企業、会社及び団体 (国家
及び民間の双方が所有するものを含む)

・大学
・政府研究機関
＊＊地地方方政政府府分分ににつついいててはは不不明明

・OECDや中国の研究開発統計
において、該当する部門の数値
は示されていない。

韓国

・企業
・政府投資機関（法人の運営に必要な経費の一
部、または全部を政府で投資した機関：農業基
盤公社、大韓工業振興公社等)

・大学のすべての学科（分校及び地方キャンパス
を含む）
・附属研究機関
・大学附属病院（医科大学と会計が統合している
場合のみ）

・中央政府と地方政府
・国・公立研究機関
・政府出捐研究機関（法人の運営に必要な経費の
一部または全部を政府で出資した機関：韓国科学
技術研究院、韓国原子力研究院等）
・国・公立病院

・私立病院
・その他非営利法人研究機関

・連邦、地方（連邦州）及び地方自治体の研究機関、例えばマックスプランク、フラウ
ンホーファー協会、ブルーリスト機関、科学博物館及び図書館
・非営利団体（16万ユーロ以上の公的資金を得ている機関）
・法的に独立した大学の附属の研究所
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いる。ただし、ドイツ、英国、中国、韓国については、

「大学」への研究開発費の流れが他国と比較すると

大きい。 

「政府」については、「公的機関」及び「大学」に

流れている国が多い。「政府」から「企業」への流れ

は、ほとんどの国でそれほど大きくはないが、米国、

フランス、韓国では「政府」の約 2 割、英国では約 3

割が企業に流れている。 

「大学」は、負担部門としての大きさはわずかであ

る。特に、ドイツ、中国については負担部門に「大学」

は想定されてない。また、日本の場合、負担部門と

しての「大学」は私立大学のみである。 

「非営利団体」はいずれの国でも、その負担の割

合は小さい。 

「外国」の負担割合は、日本、中国、韓国で小さく、

欧米で大きい。 

国ごとに見ると、日本については、「企業」から「企

業」への研究開発費の流れが大きく、その他の部門

にはほとんど流れていない。「政府」は「大学」への

流れが大きいが、「公的機関」への流れも大きい。

日本は、「大学」の負担割合が他国と比較すると大

きい。なお、負担部門の「大学」は、私立大学が対

象であり、そのほとんどは使用部門の「大学」に流れ

ている。この流れは、ほぼ私立大学の研究開発費

の自己負担分である。 

日本(OECD 推計)では、「企業」間での研究開発

費の流れが大きい。日本では「政府」に分類されて

いる「国・公立大学」は、日本（OECD 推計）では大

学部門に入っている。ただし、大学が使用する研究

開発費のうち国・公立大学の自己資金は負担部門

の「政府」に含まれる。「政府」からの研究開発費は

「公的機関」への流れが最も大きい。 

米国では、「企業」から「企業」への研究開発費の

流れが大きい。「政府」から「公的機関」や「大学」へ

の流れが 3/4 程度を占めるが、「企業」への流れも

比較的大きい。また、「外国」からの流れはそのほと

んどは「企業」へ向かっている。 

ドイツでは、「企業」間の流れが主流を占めている

のは他国と同様であるが、他国と比較すると、「企業」

から「大学」や「公的機関・非営利団体」への研究開

発費の流れが大きい。特に「企業」からの流れに占

める「大学」の割合は、主要国の中でも大きい(使用

側で見た「企業」の負担割合は 12.9％)。 

フランスでは、負担部門のうち「企業」の割合が

56.8％と、他国と比較すると最も小さい。その一方で

「政府」の負担割合は 31.5％であり、他国と比較して

最も大きいことが特徴である。また、「外国」の負担

割合が比較的大きく、そのほとんどは「企業」へ多く

流れている。 

英国は「企業」と「大学」の研究開発費使用額が

改訂（1.1.1 節参照）されたのに伴い、負担額につい

ても変更されている。このため科学技術指標 2022

以前とは大きく傾向が異なることに留意されたい。こ

れまでと比べると負担部門の「大学」の割合が 8.1％

（前年は 0.2％）と大きく増加し、使用部門の「大学」

に占める負担部門としての「大学」の割合が 35.2％

と全体の 4 割近くを占めるようになった。その他の特

徴を見ると、英国は負担部門のうち「企業」の割合が

57.5％と、他国と比較すると小さい傾向にある。また、

「非営利団体」の割合は 3.0％と他国と比較すると最

も大きい。また、英国では「外国」の割合が 11.9％と、

他国と比較すると最も大きい。「外国」の研究開発費

は、多くが「企業」に行っているが、「大学」にも他国

と比べると多く流れている。 

中国については、OECD が公表を控えたため

（1.1.1節参照）、科学技術指標 2022よりも以前の値

（2018 年値）が掲載されていることに留意されたい。

中国では「企業」の負担割合が大きく、そのほとんど

が「企業」へ流れている。また、「大学」への流れも大

きく、「大学」が使用する研究開発費の 26.6％を負

担している。「政府」負担の研究開発費は「公的機

関」に最も多く流れている。使用部門としての「大学」

と「公的機関」を比較すると、後者の割合が顕著に

高い。 

韓国では、「企業」の負担割合が大きく、そのほと

んどが「企業」へ流れている。次いで「政府」の負担

割合が大きく、その約 4 割は「公的機関」に流れて

いる。また、「大学」への「政府」の負担割合も大きく、

「大学」が使用する研究開発費の約 8割を「政府」が

負担している。 
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【【図図表表 11--11--55】】  主主要要国国のの負負担担部部門門かからら使使用用部部門門へへのの研研究究開開発発費費のの流流れれ  
 

((AA))日日本本（（22002211 年年））  

  

((BB))日日本本（（OOEECCDD 推推計計））((22002211 年年））  

  

国際比較

注意
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いる。ただし、ドイツ、英国、中国、韓国については、

「大学」への研究開発費の流れが他国と比較すると

大きい。 

「政府」については、「公的機関」及び「大学」に

流れている国が多い。「政府」から「企業」への流れ

は、ほとんどの国でそれほど大きくはないが、米国、

フランス、韓国では「政府」の約 2 割、英国では約 3

割が企業に流れている。 

「大学」は、負担部門としての大きさはわずかであ

る。特に、ドイツ、中国については負担部門に「大学」

は想定されてない。また、日本の場合、負担部門と

しての「大学」は私立大学のみである。 

「非営利団体」はいずれの国でも、その負担の割

合は小さい。 

「外国」の負担割合は、日本、中国、韓国で小さく、

欧米で大きい。 

国ごとに見ると、日本については、「企業」から「企

業」への研究開発費の流れが大きく、その他の部門

にはほとんど流れていない。「政府」は「大学」への

流れが大きいが、「公的機関」への流れも大きい。

日本は、「大学」の負担割合が他国と比較すると大

きい。なお、負担部門の「大学」は、私立大学が対

象であり、そのほとんどは使用部門の「大学」に流れ

ている。この流れは、ほぼ私立大学の研究開発費

の自己負担分である。 

日本(OECD 推計)では、「企業」間での研究開発

費の流れが大きい。日本では「政府」に分類されて

いる「国・公立大学」は、日本（OECD 推計）では大

学部門に入っている。ただし、大学が使用する研究

開発費のうち国・公立大学の自己資金は負担部門

の「政府」に含まれる。「政府」からの研究開発費は

「公的機関」への流れが最も大きい。 

米国では、「企業」から「企業」への研究開発費の

流れが大きい。「政府」から「公的機関」や「大学」へ

の流れが 3/4 程度を占めるが、「企業」への流れも

比較的大きい。また、「外国」からの流れはそのほと

んどは「企業」へ向かっている。 

ドイツでは、「企業」間の流れが主流を占めている

のは他国と同様であるが、他国と比較すると、「企業」

から「大学」や「公的機関・非営利団体」への研究開

発費の流れが大きい。特に「企業」からの流れに占

める「大学」の割合は、主要国の中でも大きい(使用

側で見た「企業」の負担割合は 12.9％)。 

フランスでは、負担部門のうち「企業」の割合が

56.8％と、他国と比較すると最も小さい。その一方で

「政府」の負担割合は 31.5％であり、他国と比較して

最も大きいことが特徴である。また、「外国」の負担

割合が比較的大きく、そのほとんどは「企業」へ多く

流れている。 

英国は「企業」と「大学」の研究開発費使用額が

改訂（1.1.1 節参照）されたのに伴い、負担額につい

ても変更されている。このため科学技術指標 2022

以前とは大きく傾向が異なることに留意されたい。こ

れまでと比べると負担部門の「大学」の割合が 8.1％

（前年は 0.2％）と大きく増加し、使用部門の「大学」

に占める負担部門としての「大学」の割合が 35.2％

と全体の 4 割近くを占めるようになった。その他の特

徴を見ると、英国は負担部門のうち「企業」の割合が

57.5％と、他国と比較すると小さい傾向にある。また、

「非営利団体」の割合は 3.0％と他国と比較すると最

も大きい。また、英国では「外国」の割合が 11.9％と、

他国と比較すると最も大きい。「外国」の研究開発費

は、多くが「企業」に行っているが、「大学」にも他国

と比べると多く流れている。 

中国については、OECD が公表を控えたため

（1.1.1節参照）、科学技術指標 2022よりも以前の値

（2018 年値）が掲載されていることに留意されたい。

中国では「企業」の負担割合が大きく、そのほとんど

が「企業」へ流れている。また、「大学」への流れも大

きく、「大学」が使用する研究開発費の 26.6％を負

担している。「政府」負担の研究開発費は「公的機

関」に最も多く流れている。使用部門としての「大学」

と「公的機関」を比較すると、後者の割合が顕著に

高い。 

韓国では、「企業」の負担割合が大きく、そのほと

んどが「企業」へ流れている。次いで「政府」の負担

割合が大きく、その約 4 割は「公的機関」に流れて

いる。また、「大学」への「政府」の負担割合も大きく、

「大学」が使用する研究開発費の約 8割を「政府」が

負担している。 
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【【図図表表 11--11--55】】  主主要要国国のの負負担担部部門門かからら使使用用部部門門へへのの研研究究開開発発費費のの流流れれ  
 

((AA))日日本本（（22002211 年年））  

  

((BB))日日本本（（OOEECCDD 推推計計））((22002211 年年））  

  

国際比較

注意
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((CC))米米国国（（22002211 年年））  

 
((DD））ドドイイツツ（（22002200 年年））  
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((EE))フフラランンスス（（22002200 年年））  

  

((FF))英英国国（（22002200 年年））  
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((CC))米米国国（（22002211 年年））  

 
((DD））ドドイイツツ（（22002200 年年））  
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((EE))フフラランンスス（（22002200 年年））  

  

((FF))英英国国（（22002200 年年））  
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((GG))中中国国（（22001188 年年））  

  

((HH))韓韓国国（（22002211 年年））  

 
注： 
1) 負担・使用部門については図表 1-1-4 を参照のこと。 
2) 日本の負担側の政府には、国公立大学を含む。負担側の大学は私立大学である。日本(OECD 推計)の負担側の政府、大学は見積り値である。負担側

の大学は国公私立大学である。ただし、政府から大学への負担は、国・公立大学の自己資金を含む。 
3) 米国は定義が異なる。非営利団体は見積り値であり、別のカテゴリーのデータを含む。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」  
その他の国：OECD，“Research & Development Statistics” 
参照：表 1-1-5 
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(3)主要国の使用部門における研究開発費

の推移 

図表1-1-6は主要国の総研究開発費の使用額

を部門別に分類し、その割合の推移を示したもの

である。 

各国とも「企業」部門が一番大きな割合を示して

いる。最新年の使用割合は、日本、ドイツ、フラン

ス、英国は約 7 割、日本（OECD 推計)、米国、韓

国は約 8 割を占めている。また、中国の「企業」部

門の割合は 1990 年はじめ、4 割程度であったが、

近年では約 8 割を占めるほど増加している。 

日本の場合、長期的には「企業」部門の割合が

増加傾向にある一方で、その他の部門は減少し

つつある。ただし、2010 年代半ばからは部門間の

バランスに大きな変化はない。 

日本(OECD 推計)は、「大学」部門の人件費分

を研究専従換算した研究開発費を使用している

ため、「大学」部門の割合が日本のデータと比較

すると小さくなっている。なお、新規の FTE調査結

果が反映された場合、その都度データが変化す

ることに留意が必要である。前述した日本と、他の

部門の推移については同様の傾向である。 

米国については、「企業」部門の割合は増減が

ありながらも長期的に見れば横ばいに推移してい

たが、2010 年代に入って増加している。「大学」部

門は、2005 年頃までは漸増し、その後は横ばい、

2010 年代に入って漸減している。「公的機関」部

門は、2000 年代前半や後半に増加した時期もあ

るが、長期的に減少している。また、「非営利団体」

部門は、小さいものの長期的に漸増傾向であった

が、2000 年代に入ると、ほぼ横ばいに推移し、近

年は漸減している。 

ドイツについては「公的機関」部門及び「非営利

団体」部門の区分がされてないため一緒になって

いる。1990 年代に入ると、「企業」部門の割合の減

少、その他の部門の増加が見られたが、その後、

「企業」部門が増加し、それに伴い、他の部門は

減少した。2000 年代に入ってからは、各部門とも

ほぼ横ばいに推移している。 

フランスは、「公的機関」部門の割合が比較的

大きな国であったが、その割合には長期的な減少

傾向が見られる。「企業」、「大学」部門の割合は

長期的に増加傾向にあった。しかし、「大学」につ

いては近年横ばいに推移している。 

英国は「企業」と「大学」の研究開発費使用額が

上方に改訂されている(1.1.1 節参照)。このため科

学技術指標 2022 以前の数値とは異なることに留

意されたい。英国の研究開発費は「企業」部門と

「大学」部門で全体の 90％以上を占めている。 

中国は OECD が公表を控えたため(1.1.1 節参

照)、科学技術指標 2022 よりも以前の値（2018 年

値）が最新値となっていることに留意されたい。中

国は、1990 年代初めには、「公的機関」部門が 4

～5割を占めていたが、1999年以降、減少傾向に

ある。これに代わって「企業」部門が増加しており、

近年では約 8 割を占めている。また、「大学」部門

より「公的機関」部門の使用割合が大きい。 

韓国は、長期的に見ると、「企業」の増加、「大

学」や「公的機関」の減少が見える。 

EU-27 については、「公的機関」部門の割合が

長期的に減少傾向にある。2010 年頃まで、「大学」

部門は微増、「企業」部門はほぼ横ばいに推移し

ていた。その後、「大学」部門は微減、「企業」部門

は微増している。 
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((GG))中中国国（（22001188 年年））  

  

((HH))韓韓国国（（22002211 年年））  

 
注： 
1) 負担・使用部門については図表 1-1-4 を参照のこと。 
2) 日本の負担側の政府には、国公立大学を含む。負担側の大学は私立大学である。日本(OECD 推計)の負担側の政府、大学は見積り値である。負担側

の大学は国公私立大学である。ただし、政府から大学への負担は、国・公立大学の自己資金を含む。 
3) 米国は定義が異なる。非営利団体は見積り値であり、別のカテゴリーのデータを含む。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」  
その他の国：OECD，“Research & Development Statistics” 
参照：表 1-1-5 
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(3)主要国の使用部門における研究開発費

の推移 

図表1-1-6は主要国の総研究開発費の使用額

を部門別に分類し、その割合の推移を示したもの

である。 

各国とも「企業」部門が一番大きな割合を示して

いる。最新年の使用割合は、日本、ドイツ、フラン

ス、英国は約 7 割、日本（OECD 推計)、米国、韓

国は約 8 割を占めている。また、中国の「企業」部

門の割合は 1990 年はじめ、4 割程度であったが、

近年では約 8 割を占めるほど増加している。 

日本の場合、長期的には「企業」部門の割合が

増加傾向にある一方で、その他の部門は減少し

つつある。ただし、2010 年代半ばからは部門間の

バランスに大きな変化はない。 

日本(OECD 推計)は、「大学」部門の人件費分

を研究専従換算した研究開発費を使用している

ため、「大学」部門の割合が日本のデータと比較

すると小さくなっている。なお、新規の FTE調査結

果が反映された場合、その都度データが変化す

ることに留意が必要である。前述した日本と、他の

部門の推移については同様の傾向である。 

米国については、「企業」部門の割合は増減が

ありながらも長期的に見れば横ばいに推移してい

たが、2010 年代に入って増加している。「大学」部

門は、2005 年頃までは漸増し、その後は横ばい、

2010 年代に入って漸減している。「公的機関」部

門は、2000 年代前半や後半に増加した時期もあ

るが、長期的に減少している。また、「非営利団体」

部門は、小さいものの長期的に漸増傾向であった

が、2000 年代に入ると、ほぼ横ばいに推移し、近

年は漸減している。 

ドイツについては「公的機関」部門及び「非営利

団体」部門の区分がされてないため一緒になって

いる。1990 年代に入ると、「企業」部門の割合の減

少、その他の部門の増加が見られたが、その後、

「企業」部門が増加し、それに伴い、他の部門は

減少した。2000 年代に入ってからは、各部門とも

ほぼ横ばいに推移している。 

フランスは、「公的機関」部門の割合が比較的

大きな国であったが、その割合には長期的な減少

傾向が見られる。「企業」、「大学」部門の割合は

長期的に増加傾向にあった。しかし、「大学」につ

いては近年横ばいに推移している。 

英国は「企業」と「大学」の研究開発費使用額が

上方に改訂されている(1.1.1 節参照)。このため科

学技術指標 2022 以前の数値とは異なることに留

意されたい。英国の研究開発費は「企業」部門と

「大学」部門で全体の 90％以上を占めている。 

中国は OECD が公表を控えたため(1.1.1 節参

照)、科学技術指標 2022 よりも以前の値（2018 年

値）が最新値となっていることに留意されたい。中

国は、1990 年代初めには、「公的機関」部門が 4

～5割を占めていたが、1999年以降、減少傾向に

ある。これに代わって「企業」部門が増加しており、

近年では約 8 割を占めている。また、「大学」部門

より「公的機関」部門の使用割合が大きい。 

韓国は、長期的に見ると、「企業」の増加、「大

学」や「公的機関」の減少が見える。 

EU-27 については、「公的機関」部門の割合が

長期的に減少傾向にある。2010 年頃まで、「大学」

部門は微増、「企業」部門はほぼ横ばいに推移し

ていた。その後、「大学」部門は微減、「企業」部門

は微増している。 
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【【図図表表 11--11--66】】  主主要要国国ににおおけけるる部部門門別別のの研研究究開開発発費費のの割割合合

((AA))日日本本  

（（CC））米米国国  

((EE))フフラランンスス  

((GG))中中国国  

（（BB））日日本本((OOEECCDD 推推計計))  

((DD))ドドイイツツ  

((FF))英英国国  

((HH))韓韓国国  

時系列

注意
 

時系列

注意
 

国際比較

注意
 

0%
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80%
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1981 85 89 93 97 01 05 09 13 17 2021
年

企業 非営利団体 公的機関 大学
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1981 85 89 93 97 01 05 09 13 17 2021
年

企業 非営利団体 公的機関 大学
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1981 85 89 93 97 01 05 09 13 17 2021
年

企業 非営利団体 公的機関 大学
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1981 85 89 93 97 01 05 09 13 17 2021
年

企業 公的機関および非営利団体 大学

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1981 85 89 93 97 01 05 09 13 17 2021
年

企業 その他 公的機関 大学
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1981 85 89 93 97 01 05 09 13 17 2021
年

企業 非営利団体 公的機関 大学

時系列
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企業 非営利団体 公的機関 大学
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企業 非営利団体 公的機関 大学
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((II))EEUU--2277  

注： 
1) 研究開発費総額は各部門の合計値であり、国により部門の定義が異なる場合があるため、国際比較の際には注意が必要である。各国の部門の定義

については図表 1-1-4 参照のこと。 
2) 研究開発費は人文・社会科学を含む（韓国は 2006 年まで自然科学のみ）。 
3) 日本以外の国の非営利団体（中国は「その他」）は合計から企業、大学、公的機関を除いたもの。 
4) 日本は年度の値を示している。 
5) 日本、日本(OECD 推計)は、2001 年に、非営利団体の一部は企業部門になった。 
6) 日本(OECD 推計)は、1995 年まで OECD 基準に合うように、当該国の値を OECD 事務局が調整。大学部門については、研究開発費のうち人件費を

FTE にした総研究開発費である。企業の 1996 年、大学の 1996、2008、2013、2018 年は時系列の連続性は失われている。 
7) 米国の企業の 2014 年以前、大学、公的機関は定義が異なる。企業の 2015、2016 年、大学の 1998、2003 年、公的機関の 2006 年において時系列の

連続性は失われている。2021 年は暫定値。 
8) ドイツは、1990年までは旧西ドイツ、1991年以降は統一ドイツ。全ての部門の 1982、1984、1986、1988、1990年、企業の 1992、1994、1996、1998、2020

年、大学の 1992 年は見積り値である。企業、大学の 1993 年、公的機関及び非営利団体の 1991 年以降は定義が異なる。全ての部門の 1991 年、大
学の 2016 年、公的機関及び非営利団体の 1992 年において時系列の連続性は失われている。全ての部門の 2021 年は暫定値である。 

9) フランスは、企業の 1992、1997、2001、2004、2006 年、大学の 1997、2000、2004、2014 年、公的機関の 1992、1997、2000、2010 年において時系列の
連続性は失われている。 

10) 英国は、大学の 2018 年において時系列の連続性は失われている。企業の 2014 年以降は暫定値である。 
11) 中国は、企業の 1991～1999 年までは過小評価されるか、過小評価されたデータに基づく。 企業の 2000、2009 年、公的機関の 2009 年において時系

列の連続性は失われている。 
12) EU-27 は見積り値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他の国：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 1-1-6  
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【【図図表表 11--11--66】】  主主要要国国ににおおけけるる部部門門別別のの研研究究開開発発費費のの割割合合

((AA))日日本本  

（（CC））米米国国  

((EE))フフラランンスス  

((GG))中中国国  

（（BB））日日本本((OOEECCDD 推推計計))  

((DD))ドドイイツツ  

((FF))英英国国  

((HH))韓韓国国  

時系列

注意
 

時系列

注意
 

国際比較

注意
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((II))EEUU--2277  

注： 
1) 研究開発費総額は各部門の合計値であり、国により部門の定義が異なる場合があるため、国際比較の際には注意が必要である。各国の部門の定義

については図表 1-1-4 参照のこと。 
2) 研究開発費は人文・社会科学を含む（韓国は 2006 年まで自然科学のみ）。 
3) 日本以外の国の非営利団体（中国は「その他」）は合計から企業、大学、公的機関を除いたもの。 
4) 日本は年度の値を示している。 
5) 日本、日本(OECD 推計)は、2001 年に、非営利団体の一部は企業部門になった。 
6) 日本(OECD 推計)は、1995 年まで OECD 基準に合うように、当該国の値を OECD 事務局が調整。大学部門については、研究開発費のうち人件費を

FTE にした総研究開発費である。企業の 1996 年、大学の 1996、2008、2013、2018 年は時系列の連続性は失われている。 
7) 米国の企業の 2014 年以前、大学、公的機関は定義が異なる。企業の 2015、2016 年、大学の 1998、2003 年、公的機関の 2006 年において時系列の

連続性は失われている。2021 年は暫定値。 
8) ドイツは、1990年までは旧西ドイツ、1991年以降は統一ドイツ。全ての部門の 1982、1984、1986、1988、1990年、企業の 1992、1994、1996、1998、2020

年、大学の 1992 年は見積り値である。企業、大学の 1993 年、公的機関及び非営利団体の 1991 年以降は定義が異なる。全ての部門の 1991 年、大
学の 2016 年、公的機関及び非営利団体の 1992 年において時系列の連続性は失われている。全ての部門の 2021 年は暫定値である。 

9) フランスは、企業の 1992、1997、2001、2004、2006 年、大学の 1997、2000、2004、2014 年、公的機関の 1992、1997、2000、2010 年において時系列の
連続性は失われている。 

10) 英国は、大学の 2018 年において時系列の連続性は失われている。企業の 2014 年以降は暫定値である。 
11) 中国は、企業の 1991～1999 年までは過小評価されるか、過小評価されたデータに基づく。 企業の 2000、2009 年、公的機関の 2009 年において時系

列の連続性は失われている。 
12) EU-27 は見積り値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他の国：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 1-1-6  
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11..22 政政府府のの予予算算  

 
ポポイインントト  

○2022 年の日本の科学技術予算（補正予算と地域の当初予算も含めた額）は 9.4 兆円である。他国の最

新年の値を見ると、中国は 26.3 兆円、米国は 16.2 兆円である。ドイツは 2000 年代後半から増加し、5.7

兆円となっている。 

〇科学技術予算の対GDP比率をみると、日本（地域を含む最終予算）は、2016年以降増加している。2021

年は 1.49％であり、主要国中第 1 位の規模である。第 2 位は韓国（2022 年：1.37％）、第 3 位はドイツ

（2022 年：1.11％）である。 

○科学技術関係予算（当初予算と補正予算の合計値）を府省別の割合で見ると、2022 年度では経済産業

省が 39.1％、文部科学省が 36.0％であり、国土交通省が 5.7％と続く。2016 年度と比較すると、文部科

学省は 19 ポイント減少し、経済産業省は 20 ポイント増加した。科学技術関係予算における府省のバラ

ンスは変化している。 

 
ここでは、政府の科学技術予算について述べる。 

日本については、「科学技術関係予算」を科学技

術予算としている。日本の科学技術関係予算は、①

科学技術振興費（一般会計予算のうち主として歳出

の目的が科学技術の振興にある経費）、②一般会

計中のその他の研究関係費、③特別会計中の科学

技術関係費の合計から成る。 

日本の科学技術関係予算の集計業務について

は、2014年度に文部科学省から内閣府に業務が移

管され、2018 年度より、科学技術関係予算の集計

方法が変更された 6。また、第 5 期科学技術基本計

画の初年度である 2016 年度まで遡って、新方法に

よる再集計がされている。本報告書には新方法によ

る集計結果を示している。内閣府による科学技術関

係予算の集計は、『「行政事業レビューシートが作

成されている事業のうち科学技術予算に該当すると

判定した事業」及び「行政事業レビューシートの作

成を要しない事業のうち、各省から申告された内容

 
6 行政事業レビューシート（政府が実施している約 5,000 の各事業につい

て、各府省において、事業の執行状況や資金の流れ等を統一した様式に

記載するもの。内閣官房行政改革推進本部事務局ホームページより）の

記載内容に基づき、予算事業を詳細に分類し、その分類内容に基づく統

一的な基準で科学技術関係予算の判定を行う方法により算出したもので

ある。 
7 https://www8.cao.go.jp/cstp/budget/kekkaichiran.pdf (内閣府の Web

より 2019/5/24 アクセス) 
8 他国では、日本と同様の科学技術関係予算のデータが無いため、

OECD の政府研究開発予算配分額(GBARD：Government Budget 

Allocations for R&D）を使用している。なお、OECD，“Main Science and 

Technology Indicators March 2023”での GBARD のデータには、日本の

値も計上されており、日本政府が発表してきた科学技術関係予算と同じ数

値（地域を含む最終予算）ではあるが、「Definition differs」（定義が異なる）

に基づき科学技術予算に該当すると判定した事業」

から構成されている』7とある。 

中国以外の主要国については OECD の政府研

究開発予算配分額(GBARD：Government Budget 

Allocations for R&D）の値を用いている 8。中国につ

いては、国家統計局による公表値等を参照した。 

米国については、米国行政管理予算局(OMB)に

よる連邦政府の予算編成・提出・執行についての政

府通達である OMB Circular A-11(Preparation, 

Submission and Execution of the Budget)において、

2016 年度に研究開発の分類(Basic research, Ap-

plied research, Development)の「Development」が

「Experimental development」に変更された 9, 10。これ

は、NSF の研究開発統計や国際的な標準とより整

合的になることを意図したものとされている 11。この

変更に伴って、米国の研究開発予算の集計方法も

2018 年から変更され、OECD に報告される値も

2000 年までさかのぼって変更されている。具体的に

という注記が付与されている。国ごとの詳細の日本の欄には「GBARD data 

represent the budget for S&T」（GBARD は科学技術予算を示している）と

の注記がある。本報告書での日本の 2016～2023 年の値は 2023 年 3 月

時点の数値であるため、OECD の値とは異なる年がある。 
9 Circular No. A-11, Executive Office of the President, Office of 

Management and Budget, 2015 年 6 月, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/a1

1_current_year/a11_2015.pdf (2019/6/10 アクセス) 
10 Circular No. A-11, Executive Office of the President, Office of 

Management and Budget, 2016 年 7 月, 

https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/assets/a11

_current_year/a11_2016.pdf (2019/6/10 アクセス) 
11 https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/budget/ 

fy2018/ap_18_research.pdf (2019/6/10 アクセス) 
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は、「防衛（2000 年から）」、「宇宙の探査と活用

(2017 年から)」の予算から「Preproduction develop-

ment（生産前開発）」に対応する部分が除外されて

いる。 

 

11..22..11 各各国国のの科科学学技技術術予予算算  

主要国政府の科学技術予算(OECD 購買力平価

換算)を見ると（図表 1-2-1(A)）、2022 年 12の日本の

地域も含めた最終予算 13は 9.4 兆円である。日本の

地域も含めた最終予算の推移を見ると、2010 年代

半ばまでは大規模な補正予算が組まれた年以外は、

横ばいに推移していた。2016 年以降は当初予算も

増加傾向にあり、2020 年以降は大規模な補正予算

が 3 年連続で組まれたことから、地域も含めた最終

予算は 8～９兆円となっている。 

中国は 2000 年代に入ると大きく増加し、2021 年

は 26.3 兆円であり、世界トップの規模である。なお、

中国の科学技術予算は中華人民共和国国家統計

局「全国科技経費投入統計広報」等の公表数値に

よる。他の主要国の出典となっている OECD の

“Main Science and Technology Indicators”には掲載

されていない。 

米国については、2009年にARRA（American Re-

covery and Reinvestment Act of 2009）による特別な

予算が措置された以降は減少が続いていた。その

後、2013 年を境に増加傾向であったが、2021 年以

降は減少し 2022 年では 16.2 兆円となった 

ドイツは 2000 年代後半から増加し、2022 年では

5.7 兆円となっている。 

韓国は一貫して増加傾向である。2022 年は 3.5

兆円であり、フランス、英国を上回っている。 

フランスは 2010 年代に入ってから漸減していた

が、2016年以降、増加傾向にあり、2021年は 2.5兆

円となった。 

英国は、2010 年代に入ると増加傾向となり 2020

年は 2.1 兆円となった。 

また、科学技術予算を国防関係の経費（国防用）

（日本の場合は防衛省の科学技術関係予算）とそ

れ以外の経費（民生用）に分類してみる（図表 1-2-

1(B)）。各国最新年では、日本（当初予算）は 96％

が民生用科学技術予算で占めている。米国につい

ては、国防用科学技術予算の割合が他国と比較す

ると大きく 46.7％である。韓国では、国防用科学技

術予算の割合は民生用と比較して少ないが、日本

やドイツと比較すると大きい割合である。また、米国

以外の国では、2001 年に比べて国防用の割合が

低下しており、特にフランス、英国の減少が著しい。

  

【【図図表表 11--22--11】】  主主要要国国政政府府のの科科学学技技術術予予算算のの推推移移  

 
((AA))科科学学技技術術予予算算総総額額((OOEECCDD 購購買買力力平平価価換換算算))のの推推移移  

 
12 この節の日本は、国際比較の際には「年」を用いている。本来は「年度」

である。日本のみを記述している節では「年度」を用いている。 
13 日本の地域も含めた最終予算とは、①国の当初予算、②国の補正予算

等、③都道府県と政令指定都市の最終予算の合計値である。なお、2021

年以降については、③の最終予算がないため、当初予算を使用してい

る。 
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11..22 政政府府のの予予算算  

 
ポポイインントト  

○2022 年の日本の科学技術予算（補正予算と地域の当初予算も含めた額）は 9.4 兆円である。他国の最

新年の値を見ると、中国は 26.3 兆円、米国は 16.2 兆円である。ドイツは 2000 年代後半から増加し、5.7

兆円となっている。 

〇科学技術予算の対GDP比率をみると、日本（地域を含む最終予算）は、2016年以降増加している。2021

年は 1.49％であり、主要国中第 1 位の規模である。第 2 位は韓国（2022 年：1.37％）、第 3 位はドイツ

（2022 年：1.11％）である。 

○科学技術関係予算（当初予算と補正予算の合計値）を府省別の割合で見ると、2022 年度では経済産業

省が 39.1％、文部科学省が 36.0％であり、国土交通省が 5.7％と続く。2016 年度と比較すると、文部科

学省は 19 ポイント減少し、経済産業省は 20 ポイント増加した。科学技術関係予算における府省のバラ

ンスは変化している。 

 
ここでは、政府の科学技術予算について述べる。 

日本については、「科学技術関係予算」を科学技

術予算としている。日本の科学技術関係予算は、①

科学技術振興費（一般会計予算のうち主として歳出

の目的が科学技術の振興にある経費）、②一般会

計中のその他の研究関係費、③特別会計中の科学

技術関係費の合計から成る。 

日本の科学技術関係予算の集計業務について

は、2014年度に文部科学省から内閣府に業務が移

管され、2018 年度より、科学技術関係予算の集計

方法が変更された 6。また、第 5 期科学技術基本計

画の初年度である 2016 年度まで遡って、新方法に

よる再集計がされている。本報告書には新方法によ

る集計結果を示している。内閣府による科学技術関

係予算の集計は、『「行政事業レビューシートが作

成されている事業のうち科学技術予算に該当すると

判定した事業」及び「行政事業レビューシートの作

成を要しない事業のうち、各省から申告された内容

 
6 行政事業レビューシート（政府が実施している約 5,000 の各事業につい

て、各府省において、事業の執行状況や資金の流れ等を統一した様式に

記載するもの。内閣官房行政改革推進本部事務局ホームページより）の

記載内容に基づき、予算事業を詳細に分類し、その分類内容に基づく統

一的な基準で科学技術関係予算の判定を行う方法により算出したもので

ある。 
7 https://www8.cao.go.jp/cstp/budget/kekkaichiran.pdf (内閣府の Web

より 2019/5/24 アクセス) 
8 他国では、日本と同様の科学技術関係予算のデータが無いため、

OECD の政府研究開発予算配分額(GBARD：Government Budget 

Allocations for R&D）を使用している。なお、OECD，“Main Science and 

Technology Indicators March 2023”での GBARD のデータには、日本の

値も計上されており、日本政府が発表してきた科学技術関係予算と同じ数

値（地域を含む最終予算）ではあるが、「Definition differs」（定義が異なる）

に基づき科学技術予算に該当すると判定した事業」

から構成されている』7とある。 

中国以外の主要国については OECD の政府研

究開発予算配分額(GBARD：Government Budget 

Allocations for R&D）の値を用いている 8。中国につ

いては、国家統計局による公表値等を参照した。 

米国については、米国行政管理予算局(OMB)に

よる連邦政府の予算編成・提出・執行についての政

府通達である OMB Circular A-11(Preparation, 

Submission and Execution of the Budget)において、

2016 年度に研究開発の分類(Basic research, Ap-

plied research, Development)の「Development」が

「Experimental development」に変更された 9, 10。これ

は、NSF の研究開発統計や国際的な標準とより整

合的になることを意図したものとされている 11。この

変更に伴って、米国の研究開発予算の集計方法も

2018 年から変更され、OECD に報告される値も

2000 年までさかのぼって変更されている。具体的に

という注記が付与されている。国ごとの詳細の日本の欄には「GBARD data 

represent the budget for S&T」（GBARD は科学技術予算を示している）と

の注記がある。本報告書での日本の 2016～2023 年の値は 2023 年 3 月

時点の数値であるため、OECD の値とは異なる年がある。 
9 Circular No. A-11, Executive Office of the President, Office of 

Management and Budget, 2015 年 6 月, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/a1

1_current_year/a11_2015.pdf (2019/6/10 アクセス) 
10 Circular No. A-11, Executive Office of the President, Office of 

Management and Budget, 2016 年 7 月, 

https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/assets/a11

_current_year/a11_2016.pdf (2019/6/10 アクセス) 
11 https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/budget/ 

fy2018/ap_18_research.pdf (2019/6/10 アクセス) 
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は、「防衛（2000 年から）」、「宇宙の探査と活用

(2017 年から)」の予算から「Preproduction develop-

ment（生産前開発）」に対応する部分が除外されて

いる。 

 

11..22..11 各各国国のの科科学学技技術術予予算算  

主要国政府の科学技術予算(OECD 購買力平価

換算)を見ると（図表 1-2-1(A)）、2022 年 12の日本の

地域も含めた最終予算 13は 9.4 兆円である。日本の

地域も含めた最終予算の推移を見ると、2010 年代

半ばまでは大規模な補正予算が組まれた年以外は、

横ばいに推移していた。2016 年以降は当初予算も

増加傾向にあり、2020 年以降は大規模な補正予算

が 3 年連続で組まれたことから、地域も含めた最終

予算は 8～９兆円となっている。 

中国は 2000 年代に入ると大きく増加し、2021 年

は 26.3 兆円であり、世界トップの規模である。なお、

中国の科学技術予算は中華人民共和国国家統計

局「全国科技経費投入統計広報」等の公表数値に

よる。他の主要国の出典となっている OECD の

“Main Science and Technology Indicators”には掲載

されていない。 

米国については、2009年にARRA（American Re-

covery and Reinvestment Act of 2009）による特別な

予算が措置された以降は減少が続いていた。その

後、2013 年を境に増加傾向であったが、2021 年以

降は減少し 2022 年では 16.2 兆円となった 

ドイツは 2000 年代後半から増加し、2022 年では

5.7 兆円となっている。 

韓国は一貫して増加傾向である。2022 年は 3.5

兆円であり、フランス、英国を上回っている。 

フランスは 2010 年代に入ってから漸減していた

が、2016年以降、増加傾向にあり、2021年は 2.5兆

円となった。 

英国は、2010 年代に入ると増加傾向となり 2020

年は 2.1 兆円となった。 

また、科学技術予算を国防関係の経費（国防用）

（日本の場合は防衛省の科学技術関係予算）とそ

れ以外の経費（民生用）に分類してみる（図表 1-2-

1(B)）。各国最新年では、日本（当初予算）は 96％

が民生用科学技術予算で占めている。米国につい

ては、国防用科学技術予算の割合が他国と比較す

ると大きく 46.7％である。韓国では、国防用科学技

術予算の割合は民生用と比較して少ないが、日本

やドイツと比較すると大きい割合である。また、米国

以外の国では、2001 年に比べて国防用の割合が

低下しており、特にフランス、英国の減少が著しい。

  

【【図図表表 11--22--11】】  主主要要国国政政府府のの科科学学技技術術予予算算のの推推移移  

 
((AA))科科学学技技術術予予算算総総額額((OOEECCDD 購購買買力力平平価価換換算算))のの推推移移  

 
12 この節の日本は、国際比較の際には「年」を用いている。本来は「年度」

である。日本のみを記述している節では「年度」を用いている。 
13 日本の地域も含めた最終予算とは、①国の当初予算、②国の補正予算

等、③都道府県と政令指定都市の最終予算の合計値である。なお、2021

年以降については、③の最終予算がないため、当初予算を使用してい

る。 

0

5

10

15

20

25

30

1983 87 91 95 99 03 07 11 15 19 2023

兆円

年

日本(当初予算)

日本（地域を含む

最終予算）

米国

ドイツ（連邦及び州

政府）

フランス

英国

中国（中央政府及び地

方政府）

韓国

国際比較

注意

時系列

注意
 

第
１
章　

　

研
究
開
発
費

31



第 1 章 研究開発費  

 

- 30 - 

((BB))民民生生用用とと国国防防用用のの科科学学技技術術予予算算のの割割合合((33 年年平平均均)) 次に、2000年を 1とした場合の各国通貨による科学

技術予算の名目額と実質額の指数を示した(図表

1-2-1（C）)。名目額での最新年を見ると、日本は地

域を含む最終予算の場合 2.2（当初予算は 1.3）で

ある。米国は 2.3、ドイツは 2.7、英国は 2.1 である。

フランス(1.3)は最も伸びが低い。中国は 18.7 であり、

韓国の 7.9 とともに大きな伸びを示している。 

実質額を見ると、日本以外の国は名目額より低い

数値となっている。最新年を見ると、日本は地域を

含む最終予算の場合 2.4（当初予算は 1.4）である。

米国は 1.4、ドイツは 1.8、英国は 1.3 である。中国

は 9.4、韓国は 5.2 と順調な伸びを見せている。主

要国の中では、フランスが 1.0 と最も低い。 

 
((CC))22000000 年年をを 11 ととししたた各各国国通通貨貨にによよるる科科学学技技術術予予算算のの指指数数  

 
注： 
1) 購買力平価換算には参考統計 E を用いた。 
2) 図表 1-2-1(B)は 3 年平均である。たとえば 2022 年であれば、2021、2022、2023 年の平均値。日本については当初予算である。 
3) 実質額の計算は GDP デフレータによる（参考統計 D を使用）。 
4) 日本は年度である。日本（当初予算）とは国の科学技術関係予算である。日本（地域を含む最終予算）とは、①国の当初予算、②国の補正予算等、③

都道府県と政令指定都市の最終予算の合計値である。なお、2021 年以降の日本（地域を含む最終予算）については、③について最終予算ではなく、
当初予算を使用している。 

5) 日本について、2016 年度以降の当初予算は、行政事業レビューシートの記載内容に基づき予算事業を詳細に分類し、その分類内容に基づく統一的な
基準で科学技術関係経費の判定を行う方法に変更されている。図表 1-2-1(B)は当初予算額である。2020 年度補正予算には第 3 次補正で措置された
「グリーンイノベーション基金事業（2 兆円）」及び「10 兆円規模の大学ファンド（0.5 兆円）」を含む。 

6) 米国は連邦政府のみ。2000 年以降、Preproduction development（生産前開発）が除かれた。2009 年の値には ARRA：American Recovery and 
Reinvestment Act of 2009 によって特別に措置された予算を含む。2023 年は暫定値である。 

7) ドイツは 1983、1984、1985、1987、1991、1997 年において時系列の連続性は失われている。1992 年は見積り値、2022 年は暫定値である。 
8) フランスは 1983、1984、1986、1992、1997、2006 年において時系列の連続性は失われている。2006、2007、2021 年は見積り値である。 
9) 英国は 1985、2001 年において時系列の連続性は失われている。 
10) 韓国は 2006 年まで定義が異なる。2005 年において時系列の連続性は失われている。2022、2023 年は暫定値。 
資料： 
日本：国の科学技術関係予算（当初予算及び補正予算）については 2013 年までは文部科学省調べ及び文部科学省「科学技術要覧(各年版)」。2014 年か
らは内閣府調べ（2016～2023 年の値は 2023 年 3 月時点の数値である）。地域（都道府県と政令指定都市）の科学技術関係予算については、2000 年は
（公財）全日本科学技術協会(JAREC)から提供された「地域の科学技術振興状況の総合的調査研究」のデータを元に、科学技術・学術政策研究所が集計
した。2001、2002 年は（公財）全日本科学技術協会(JAREC)から提供された「地域の科学技術振興状況の総合的調査研究」の集計値、2003 年以降は文
部科学省「都道府県等における科学技術に関連する予算調査」調査報告書の集計値を使用した。 
米国、ドイツ、フランス、英国、韓国：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
中国：科学技術統計センター、中国科学技術統計(web サイト)、2015 年以降は中華人民共和国国家統計局、「全国科技経費投入統計広報」の各年版 
参照：表 1-2-1 
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日本 米国 ドイツ(連邦

政府及び

州政府）

フランス 英国 韓国

国防用 民生用

名名　　目目　　額額 実実　　質質　　額額（（22001155年年基基準準））

年

2000 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2001 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 1.2 1.2
2002 1.1 1.0 1.2 1.0 1.1 1.2 1.4 1.4 1.1 1.1 1.2 1.0 1.1 1.1 1.4 1.3
2003 1.1 1.0 1.4 1.1 1.1 1.2 1.6 1.5 1.1 1.0 1.3 1.0 1.1 1.1 1.6 1.3
2004 1.1 1.0 1.5 1.0 1.1 1.3 1.9 1.6 1.2 1.0 1.3 1.0 1.1 1.2 1.7 1.4
2005 1.1 1.0 1.5 1.1 1.2 1.3 2.3 2.1 1.2 1.0 1.4 1.0 1.1 1.1 2.0 1.8
2006 1.1 1.0 1.6 1.1 1.1 1.3 2.9 2.4 1.2 1.0 1.4 1.0 0.9 1.2 2.4 2.1
2007 1.1 1.0 1.6 1.2 1.0 1.4 3.7 2.6 1.2 1.0 1.4 1.1 0.9 1.2 2.8 2.2
2008 1.1 1.0 1.6 1.2 1.2 1.4 4.5 3.0 1.2 1.1 1.3 1.1 1.0 1.1 3.2 2.4
2009 1.1 1.2 1.9 1.3 1.3 1.4 5.7 3.4 1.2 1.3 1.5 1.2 1.1 1.1 4.0 2.7
2010 1.1 1.0 1.6 1.4 1.2 1.4 7.3 3.7 1.2 1.1 1.3 1.3 1.0 1.1 4.8 2.8
2011 1.1 1.1 1.6 1.5 1.2 1.4 8.3 4.0 1.3 1.3 1.2 1.3 1.0 1.1 5.1 3.1
2012 1.1 1.2 1.6 1.5 1.1 1.4 9.7 4.3 1.3 1.4 1.3 1.3 0.9 1.0 5.8 3.2
2013 1.1 1.1 1.5 1.6 1.1 1.5 10.7 4.6 1.3 1.2 1.2 1.3 0.9 1.1 6.3 3.4
2014 1.1 1.0 1.5 1.6 1.1 1.5 11.2 4.7 1.3 1.2 1.2 1.3 0.9 1.1 6.5 3.5
2015 1.1 1.0 1.6 1.6 1.0 1.5 12.2 5.0 1.2 1.1 1.2 1.3 0.8 1.1 7.1 3.6
2016 1.1 1.0 1.7 1.7 1.0 1.5 13.5 5.1 1.2 1.2 1.3 1.4 0.8 1.1 7.7 3.6
2017 1.1 1.0 1.8 1.9 1.1 1.6 14.6 5.2 1.2 1.2 1.3 1.5 0.8 1.2 8.0 3.6
2018 1.2 1.1 2.0 2.0 1.1 1.8 16.5 5.3 1.3 1.2 1.4 1.5 0.9 1.2 8.8 3.6
2019 1.3 1.4 2.1 2.1 1.2 1.8 18.6 5.6 1.4 1.5 1.4 1.6 0.9 1.2 9.8 3.9
2020 1.3 2.2 2.3 2.3 1.2 2.1 17.5 6.5 1.5 2.4 1.6 1.7 0.9 1.3 9.2 4.4
2021 1.3 1.9 2.2 2.5 1.3 - 18.7 7.3 1.4 2.1 1.5 1.8 1.0 - 9.4 4.9
2022 1.3 2.2 2.3 2.7 - - - 7.9 1.4 2.4 1.4 1.8 - - - 5.2

日本（地
域を含む

最終予算）

日本（地
域を含む

最終予算）
米国

ドイツ
（連邦及び
州政府）

フランス 英国
中国（中央
政府及び
地方政府）

中国（中央
政府及び
地方政府）

韓国韓国
日本(当
初予算)

米国
ドイツ

（連邦及び
州政府）

フランス 英国
日本(当
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次に、国による経済規模の違いを考慮して比較

するために、科学技術予算の対 GDP 比率をみる

（図表 1-2-2）。 

日本（地域を含む最終予算）は、大規模な補正

予算の影響で 2009 年、2012 年に大きく増加した。

2019 年～2021 年にかけては 1％を超えており、

2020 年は 1.71％であった。2021 年は減少し 1.49％

となったが、主要国中第 1 位の規模である。当初予

算で見ると、日本（当初予算）は 1990 年代に入って

上昇し、2000 年代は横ばいに推移していた。2000

年代後半に微増した後、2012 年を境に減少傾向に

あったが、2016 年以降増加傾向にある。2021 年で

は減少し、0.75％となった。 

米国は 2000 年～2004 年にかけて急激に増加し

た後は、2009年を除いて 2015年まで減少傾向にあ

った。その後は再び増加していたが、2020年を境に

減少し 2022 年は 0.67％となった。 

ドイツは 2000 年代後半まで、減少傾向が続いた

後、2009 年に急増した。その後しばらくは、ほぼ横

ばいに推移していたが、2010 年代半ば頃から増加

傾向にある。2022 年は 1.11％となった。 

フランスは2005年まで主要国中、最も大きな値で

あった。長期的に減少傾向にあったが、近年は増

加傾向にある。2021 年は 0.71％となった。 

英国は長期的に見ると、継続して減少傾向にあ

った。ただし、近年では増加し、2020 年では 0.66％

となったが、主要国の中で最も低い値である。 

中国、韓国ともに 2000 年代に入ってからの伸び

が著しいが、中国は 2010 年代に入るとほぼ横ばい

に推移した後、2019 年を境に減少し、2021 年は

0.94％となった。韓国については 2010 年代半ばま

で増加した後はいったん減少し、再び大きく増加し

た。2022 年の韓国は 1.37％であり、主要国中第 2

位となっている。 

なお、韓国、中国を除いた主要国の GDP は、

2019 年から 2020 年にかけて減少した後に増加して

いる。それに伴い、同時期の科学技術予算の対

GDP 比は上昇した後、減少している国が多い。これ

らの動きは新型コロナウイルス感染症のパンデミック

に伴う GDP の変動の影響も反映したものと考えられ

る。 

  

【【図図表表 11--22--22】】  主主要要国国政政府府のの科科学学技技術術予予算算のの対対

GGDDPP 比比率率のの推推移移  

 
注及び資料： 
科学技術予算は図表 1-2-1 と同じ。GDP は参考統計 C と同じ。 
参照：表 1-2-2 

  

  

11..22..22 各各国国政政府府のの研研究究開開発発費費負負担担割割合合  

研究開発に対する政府の投入資金を調査する方

法には、①研究開発費の使用部門において調査を

行い、政府負担分を計上する方法、②政府の歳出

の中から研究開発に関する支出（科学技術予算を

調べる方法（1.2.1 節参照））の二つがある。 

これら二つの方法のうち、①使用側において調

査する方法は、研究開発費が複雑な流れを経た場

合でも、調査対象が国全体を網羅している限り一国

の研究開発費の総額を把握することができるが、資

金の負担源を必ずしも正確に捉えることができない。

これに対して、②支出源（科学技術予算）側の調査

では、実際に研究開発費として使用されたかどうか

不明の部分があるため、研究開発費を正確に把握

することが困難になる。 

この節では①使用側のデータを用いて政府の研

究開発費負担の状況を示すこととする。すなわち、

各国の研究開発費総額のうち政府が負担した研究

開発費が占める割合を見る。ここでいう政府とは、主

に中央政府であるが、国によって違いがある。各国

の政府が何を指すかを簡単に図表 1-2-3 に示した。 
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((BB))民民生生用用とと国国防防用用のの科科学学技技術術予予算算のの割割合合((33 年年平平均均)) 次に、2000年を 1とした場合の各国通貨による科学

技術予算の名目額と実質額の指数を示した(図表

1-2-1（C）)。名目額での最新年を見ると、日本は地

域を含む最終予算の場合 2.2（当初予算は 1.3）で

ある。米国は 2.3、ドイツは 2.7、英国は 2.1 である。

フランス(1.3)は最も伸びが低い。中国は 18.7 であり、

韓国の 7.9 とともに大きな伸びを示している。 

実質額を見ると、日本以外の国は名目額より低い

数値となっている。最新年を見ると、日本は地域を

含む最終予算の場合 2.4（当初予算は 1.4）である。

米国は 1.4、ドイツは 1.8、英国は 1.3 である。中国

は 9.4、韓国は 5.2 と順調な伸びを見せている。主

要国の中では、フランスが 1.0 と最も低い。 

 
((CC))22000000 年年をを 11 ととししたた各各国国通通貨貨にによよるる科科学学技技術術予予算算のの指指数数  

 
注： 
1) 購買力平価換算には参考統計 E を用いた。 
2) 図表 1-2-1(B)は 3 年平均である。たとえば 2022 年であれば、2021、2022、2023 年の平均値。日本については当初予算である。 
3) 実質額の計算は GDP デフレータによる（参考統計 D を使用）。 
4) 日本は年度である。日本（当初予算）とは国の科学技術関係予算である。日本（地域を含む最終予算）とは、①国の当初予算、②国の補正予算等、③

都道府県と政令指定都市の最終予算の合計値である。なお、2021 年以降の日本（地域を含む最終予算）については、③について最終予算ではなく、
当初予算を使用している。 

5) 日本について、2016 年度以降の当初予算は、行政事業レビューシートの記載内容に基づき予算事業を詳細に分類し、その分類内容に基づく統一的な
基準で科学技術関係経費の判定を行う方法に変更されている。図表 1-2-1(B)は当初予算額である。2020 年度補正予算には第 3 次補正で措置された
「グリーンイノベーション基金事業（2 兆円）」及び「10 兆円規模の大学ファンド（0.5 兆円）」を含む。 

6) 米国は連邦政府のみ。2000 年以降、Preproduction development（生産前開発）が除かれた。2009 年の値には ARRA：American Recovery and 
Reinvestment Act of 2009 によって特別に措置された予算を含む。2023 年は暫定値である。 

7) ドイツは 1983、1984、1985、1987、1991、1997 年において時系列の連続性は失われている。1992 年は見積り値、2022 年は暫定値である。 
8) フランスは 1983、1984、1986、1992、1997、2006 年において時系列の連続性は失われている。2006、2007、2021 年は見積り値である。 
9) 英国は 1985、2001 年において時系列の連続性は失われている。 
10) 韓国は 2006 年まで定義が異なる。2005 年において時系列の連続性は失われている。2022、2023 年は暫定値。 
資料： 
日本：国の科学技術関係予算（当初予算及び補正予算）については 2013 年までは文部科学省調べ及び文部科学省「科学技術要覧(各年版)」。2014 年か
らは内閣府調べ（2016～2023 年の値は 2023 年 3 月時点の数値である）。地域（都道府県と政令指定都市）の科学技術関係予算については、2000 年は
（公財）全日本科学技術協会(JAREC)から提供された「地域の科学技術振興状況の総合的調査研究」のデータを元に、科学技術・学術政策研究所が集計
した。2001、2002 年は（公財）全日本科学技術協会(JAREC)から提供された「地域の科学技術振興状況の総合的調査研究」の集計値、2003 年以降は文
部科学省「都道府県等における科学技術に関連する予算調査」調査報告書の集計値を使用した。 
米国、ドイツ、フランス、英国、韓国：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
中国：科学技術統計センター、中国科学技術統計(web サイト)、2015 年以降は中華人民共和国国家統計局、「全国科技経費投入統計広報」の各年版 
参照：表 1-2-1 
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日本 米国 ドイツ(連邦

政府及び

州政府）

フランス 英国 韓国

国防用 民生用

名名　　目目　　額額 実実　　質質　　額額（（22001155年年基基準準））

年

2000 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2001 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 1.2 1.2
2002 1.1 1.0 1.2 1.0 1.1 1.2 1.4 1.4 1.1 1.1 1.2 1.0 1.1 1.1 1.4 1.3
2003 1.1 1.0 1.4 1.1 1.1 1.2 1.6 1.5 1.1 1.0 1.3 1.0 1.1 1.1 1.6 1.3
2004 1.1 1.0 1.5 1.0 1.1 1.3 1.9 1.6 1.2 1.0 1.3 1.0 1.1 1.2 1.7 1.4
2005 1.1 1.0 1.5 1.1 1.2 1.3 2.3 2.1 1.2 1.0 1.4 1.0 1.1 1.1 2.0 1.8
2006 1.1 1.0 1.6 1.1 1.1 1.3 2.9 2.4 1.2 1.0 1.4 1.0 0.9 1.2 2.4 2.1
2007 1.1 1.0 1.6 1.2 1.0 1.4 3.7 2.6 1.2 1.0 1.4 1.1 0.9 1.2 2.8 2.2
2008 1.1 1.0 1.6 1.2 1.2 1.4 4.5 3.0 1.2 1.1 1.3 1.1 1.0 1.1 3.2 2.4
2009 1.1 1.2 1.9 1.3 1.3 1.4 5.7 3.4 1.2 1.3 1.5 1.2 1.1 1.1 4.0 2.7
2010 1.1 1.0 1.6 1.4 1.2 1.4 7.3 3.7 1.2 1.1 1.3 1.3 1.0 1.1 4.8 2.8
2011 1.1 1.1 1.6 1.5 1.2 1.4 8.3 4.0 1.3 1.3 1.2 1.3 1.0 1.1 5.1 3.1
2012 1.1 1.2 1.6 1.5 1.1 1.4 9.7 4.3 1.3 1.4 1.3 1.3 0.9 1.0 5.8 3.2
2013 1.1 1.1 1.5 1.6 1.1 1.5 10.7 4.6 1.3 1.2 1.2 1.3 0.9 1.1 6.3 3.4
2014 1.1 1.0 1.5 1.6 1.1 1.5 11.2 4.7 1.3 1.2 1.2 1.3 0.9 1.1 6.5 3.5
2015 1.1 1.0 1.6 1.6 1.0 1.5 12.2 5.0 1.2 1.1 1.2 1.3 0.8 1.1 7.1 3.6
2016 1.1 1.0 1.7 1.7 1.0 1.5 13.5 5.1 1.2 1.2 1.3 1.4 0.8 1.1 7.7 3.6
2017 1.1 1.0 1.8 1.9 1.1 1.6 14.6 5.2 1.2 1.2 1.3 1.5 0.8 1.2 8.0 3.6
2018 1.2 1.1 2.0 2.0 1.1 1.8 16.5 5.3 1.3 1.2 1.4 1.5 0.9 1.2 8.8 3.6
2019 1.3 1.4 2.1 2.1 1.2 1.8 18.6 5.6 1.4 1.5 1.4 1.6 0.9 1.2 9.8 3.9
2020 1.3 2.2 2.3 2.3 1.2 2.1 17.5 6.5 1.5 2.4 1.6 1.7 0.9 1.3 9.2 4.4
2021 1.3 1.9 2.2 2.5 1.3 - 18.7 7.3 1.4 2.1 1.5 1.8 1.0 - 9.4 4.9
2022 1.3 2.2 2.3 2.7 - - - 7.9 1.4 2.4 1.4 1.8 - - - 5.2

日本（地
域を含む

最終予算）

日本（地
域を含む

最終予算）
米国

ドイツ
（連邦及び
州政府）

フランス 英国
中国（中央
政府及び
地方政府）

中国（中央
政府及び
地方政府）

韓国韓国
日本(当
初予算)

米国
ドイツ

（連邦及び
州政府）

フランス 英国
日本(当
初予算)
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次に、国による経済規模の違いを考慮して比較

するために、科学技術予算の対 GDP 比率をみる

（図表 1-2-2）。 

日本（地域を含む最終予算）は、大規模な補正

予算の影響で 2009 年、2012 年に大きく増加した。

2019 年～2021 年にかけては 1％を超えており、

2020 年は 1.71％であった。2021 年は減少し 1.49％

となったが、主要国中第 1 位の規模である。当初予

算で見ると、日本（当初予算）は 1990 年代に入って

上昇し、2000 年代は横ばいに推移していた。2000

年代後半に微増した後、2012 年を境に減少傾向に

あったが、2016 年以降増加傾向にある。2021 年で

は減少し、0.75％となった。 

米国は 2000 年～2004 年にかけて急激に増加し

た後は、2009年を除いて 2015年まで減少傾向にあ

った。その後は再び増加していたが、2020年を境に

減少し 2022 年は 0.67％となった。 

ドイツは 2000 年代後半まで、減少傾向が続いた

後、2009 年に急増した。その後しばらくは、ほぼ横

ばいに推移していたが、2010 年代半ば頃から増加

傾向にある。2022 年は 1.11％となった。 

フランスは2005年まで主要国中、最も大きな値で

あった。長期的に減少傾向にあったが、近年は増

加傾向にある。2021 年は 0.71％となった。 

英国は長期的に見ると、継続して減少傾向にあ

った。ただし、近年では増加し、2020 年では 0.66％

となったが、主要国の中で最も低い値である。 

中国、韓国ともに 2000 年代に入ってからの伸び

が著しいが、中国は 2010 年代に入るとほぼ横ばい

に推移した後、2019 年を境に減少し、2021 年は

0.94％となった。韓国については 2010 年代半ばま

で増加した後はいったん減少し、再び大きく増加し

た。2022 年の韓国は 1.37％であり、主要国中第 2

位となっている。 

なお、韓国、中国を除いた主要国の GDP は、

2019 年から 2020 年にかけて減少した後に増加して

いる。それに伴い、同時期の科学技術予算の対

GDP 比は上昇した後、減少している国が多い。これ

らの動きは新型コロナウイルス感染症のパンデミック

に伴う GDP の変動の影響も反映したものと考えられ

る。 

  

【【図図表表 11--22--22】】  主主要要国国政政府府のの科科学学技技術術予予算算のの対対

GGDDPP 比比率率のの推推移移  

 
注及び資料： 
科学技術予算は図表 1-2-1 と同じ。GDP は参考統計 C と同じ。 
参照：表 1-2-2 

  

  

11..22..22 各各国国政政府府のの研研究究開開発発費費負負担担割割合合  

研究開発に対する政府の投入資金を調査する方

法には、①研究開発費の使用部門において調査を

行い、政府負担分を計上する方法、②政府の歳出

の中から研究開発に関する支出（科学技術予算を

調べる方法（1.2.1 節参照））の二つがある。 

これら二つの方法のうち、①使用側において調

査する方法は、研究開発費が複雑な流れを経た場

合でも、調査対象が国全体を網羅している限り一国

の研究開発費の総額を把握することができるが、資

金の負担源を必ずしも正確に捉えることができない。

これに対して、②支出源（科学技術予算）側の調査

では、実際に研究開発費として使用されたかどうか

不明の部分があるため、研究開発費を正確に把握

することが困難になる。 

この節では①使用側のデータを用いて政府の研

究開発費負担の状況を示すこととする。すなわち、

各国の研究開発費総額のうち政府が負担した研究

開発費が占める割合を見る。ここでいう政府とは、主

に中央政府であるが、国によって違いがある。各国

の政府が何を指すかを簡単に図表 1-2-3 に示した。 
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【【図図表表 11--22--33】】  主主要要国国のの負負担担源源ととししててのの政政府府  

 
注及び資料： 
図表 1-1-4(B)と同じ。 

 

主要国における政府の研究開発費負担割合を

見ると（図表 1-2-4）、最新年において最も大きい国

はフランスであり 31.5％である。これに次いで、ドイ

ツが 29.7％、韓国が 22.8％、米国が 19.9％である。

フランス、ドイツ、米国ともに 2000 年頃まで減少傾

向にあり、2010 年頃まで横ばいに推移していた。そ

の後、米国は大きく減少したのに対し、フランス、ド

イツの減少は緩やかである。また、韓国は 2018 年を

境に増加している。 

中国については、OECD が公表を控えたため

（1.1.1節参照）、科学技術指標 2022よりも以前の値

が最新値となっていることに留意されたい。中国の

最新年は 2018 年、20.2％を示している。 

英国については、「企業」と「大学」の研究開発費

使用額が上方に改訂され（1.1.1 節参照）、それに

伴い政府負担額についても変更されている。このた

め科学技術指標 2022 以前の数値とは異なることに

留意されたい。英国の 2020 年では、政府負担割合

は 19.5％であり、これは科学技術指標 2022 におけ

る最新値 27.1％（2019 年）と比べて、約 8 ポイント小

さい。 

日本（OECD 推計）は全期間で 7 か国中、最も低

い割合となっており、2021 年の政府負担割合は

15.5％（日本の場合 17.8％）である。これは、日本

（OECD 推計）の研究開発費の負担割合を見ると

（図表 1-1-5(B)）、企業 (78.1％ )に加えて、大学

(5.2％)の負担割合が他国と比較して高いためであ

る。中国、韓国についても企業が多くを占めており、

同様の日本と同様の傾向にある。 

 

【【図図表表 11--22--44】】  主主要要国国ににおおけけるる政政府府のの研研究究開開発発費費

負負担担割割合合のの推推移移  

 
注： 
1) 使用部門側から見た政府の研究開発費負担分は国により中央政府

のみの場合と地方政府を含む場合があるため国際比較の際には注
意が必要である。各国の政府については図表 1-2-3 を参照のこと。 

2) 研究開発費は人文・社会科学を含む（韓国は 2006 年まで自然科学の
み）。 

3) 日本は年度の値を示している。 
4) 日本（OECD 推計）は見積り値である。1981～1995 年は過大評価され

たか、過大評価されたデータに基づいており、日本の数値とほぼ同様
のため割愛している。1996、2008、2013、2018 年において時系列の連
続性は失われている。  

5) 米国は定義が異なる。1998、2003 年において時系列の連続性は失わ
れている。2021 年は暫定値である。 

6) ドイツは 1991、2020 年を除いて定義が異なる。1991 年において時系
列の連続性は失われている。2020 年は見積り値である。 

7) フランスは 1981、1992、1997、2000、2004、2010 年において時系列の
連続性は失われている。 

8) 英国の 2018 年は見積り値。2018 年以降は暫定値。 
9) 中国は 2009 年において時系列の連続性は失われている。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」  
その他の国：OECD，“Research & Development Statistics” 
参照：表 1-2-4 

 

次に、政府が負担する研究開発費の支出先別の

内訳、すなわち政府の資金がどの部門で使用され

ているかについて見る（図表 1-2-5）。 

日本は、「大学」部門と「公的機関」部門が大きな

割合を占めており、「大学」部門への支出は約半数

である。また、他の国と比較して「企業」部門への支

出割合が少ない点が日本の特徴である。2000 年頃

から、「大学」部門への支出割合は微増していたが、

2011 年頃からほぼ横ばいに推移している。 

日本（OECD 推計）では、「大学」部門の人件費

分を研究専従換算した研究開発費を使用している
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研
究
開
発
費
負
担
割
合

国際比較

注意
 

国 政府

日本

・国、地方公共団体
・国営、公営及び特殊法人・独立行政法人※（2010年までは営利を伴わない）
の研究機関(JSPS、JST、AMED[2015年度から]、NEDO等を含む)
・国立及び公立大学（短期大学・大学附置研究所等を含む）
　※国立研究開発法人を含む。

日本
(OECD)

・国、地方公共団体
・国営、公営及び特殊法人・独立行政法人※（2010年までは営利を伴わな
い）の研究機関(JSPS、JST、AMED[2015年度から]、NEDO等を含む)
　※国立研究開発法人を含む。
・ただし、政府から大学への負担には、国・公立大学の自己資金を含む。

米国 ・連邦政府及び州政府

ドイツ ・政府(連邦、州、地方公共団体）

フランス
・省庁・公的研究機関
・地方自治体

英国

・中央政府（U.K.）
・分権化された政府（Scotland等）
・英国研究・イノベーション機構(UKRI）
・Higher Education Funding Councils(Research Englandを含む)
＊＊地地方方政政府府分分ににつついいててはは不不明明

中国
・政府
＊＊地地方方政政府府分分ににつついいててはは不不明明

韓国
・政府(国・公立試験研究所、地方自治体)
・政府出捐研究機関（法人の運営に必要な経費の一部または全部を政府で
出資した機関：韓国科学技術研究院、韓国原子力研究院等）
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ため、新規の FTE 調査結果が反映された場合、そ

の都度データが変化している。1996年以降は「公的

機関」の割合が一番大きい。 

米国では、過去は「企業」部門への研究開発費

の支出割合が高かったが、1980 年代後半以降、そ

の割合が大幅に減少する一方で、「大学」部門の割

合が増加した。2002 年以降、「企業」部門への支出

割合は増加傾向にあったが、2009 年を境に減少し

ている。これに代わって増加したのは「公的機関」部

門である。2010 年代に入ってから「大学」部門はほ

ぼ横ばいに推移している。近年は「企業」部門の割

合の増加、「公的機関」部門の割合の低下が見られ

る。 

ドイツは、1980 年代から継続して「企業」部門へ

の支出割合が減少する一方で、「大学」部門と「公

的機関及び非営利団体」部門への支出割合が増

加している。「大学」部門の割合は継続して増加す

る一方で、「公的機関」部門の割合は 2000 年代に

入ってからおおむね横ばいである。 

フランスでは、1980 年代は「公的機関」部門への

支出割合の方が、「大学」部門と比べて大きかった。

1990 年代に入り「大学」部門への支出割合は増加

する一方で、「公的機関」部門と「企業」部門の割合

は減少した。2010 年頃からは「大学」部門は微減、

「企業」部門は微増、「公的機関」部門は横ばいで

推移している。 

英国では「企業」と「大学」の研究開発費使用額

が上方に改訂されたことにより（1.1.1 節参照）、科学

技術指標 2022 以前の数値とは異なることに留意さ

れたい。2020 年の支出先を見ると、「大学」部門が

約 5 割、「企業」部門は約 3 割、「公的機関」部門は

約 2 割となっている。 

中国については、OECD が公表を控えたため

（1.1.1 節参照）、図表 1-1-5(G)は科学技術指標

2022 よりも以前の値が最新値となっていることに留

意されたい。中国では「公的機関」部門への支出割

合が最も大きい。「公的機関」部門は 2000年代初め

から減少傾向、2010 年代に入ってから横ばいに推

移している。「企業」部門への支出割合は増加の後、

2013 年を境に減少している。「大学」部門への支出

割合は約 2 割で推移しているが、2014 年を境に増

加している。 

韓国でも 1990 年代半ばには「公的機関」部門へ

の研究開発費の支出割合が大きかったが、2000 年

代半ばにかけて減少した。それと並行して、「大学」

部門への支出割合が増加した。2010 年代に入ると、

各部門の割合は横ばいに推移していたが、2015 年

を過ぎると、「企業」、「非営利団体」部門の増加、

「公的機関」部門の減少が見られる。 

  

【【図図表表 11--22--55】】  主主要要国国ににおおけけるる政政府府負負担担研研究究開開発発

費費のの支支出出先先のの内内訳訳のの推推移移  

  

((AA))日日本本  

  

((BB))日日本本((OOEECCDD 推推計計))  
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【【図図表表 11--22--33】】  主主要要国国のの負負担担源源ととししててのの政政府府  

 
注及び資料： 
図表 1-1-4(B)と同じ。 

 

主要国における政府の研究開発費負担割合を

見ると（図表 1-2-4）、最新年において最も大きい国

はフランスであり 31.5％である。これに次いで、ドイ

ツが 29.7％、韓国が 22.8％、米国が 19.9％である。

フランス、ドイツ、米国ともに 2000 年頃まで減少傾

向にあり、2010 年頃まで横ばいに推移していた。そ

の後、米国は大きく減少したのに対し、フランス、ド

イツの減少は緩やかである。また、韓国は 2018 年を

境に増加している。 

中国については、OECD が公表を控えたため

（1.1.1節参照）、科学技術指標 2022よりも以前の値

が最新値となっていることに留意されたい。中国の

最新年は 2018 年、20.2％を示している。 

英国については、「企業」と「大学」の研究開発費

使用額が上方に改訂され（1.1.1 節参照）、それに

伴い政府負担額についても変更されている。このた

め科学技術指標 2022 以前の数値とは異なることに

留意されたい。英国の 2020 年では、政府負担割合

は 19.5％であり、これは科学技術指標 2022 におけ

る最新値 27.1％（2019 年）と比べて、約 8 ポイント小

さい。 

日本（OECD 推計）は全期間で 7 か国中、最も低

い割合となっており、2021 年の政府負担割合は

15.5％（日本の場合 17.8％）である。これは、日本

（OECD 推計）の研究開発費の負担割合を見ると

（図表 1-1-5(B)）、企業 (78.1％ )に加えて、大学

(5.2％)の負担割合が他国と比較して高いためであ

る。中国、韓国についても企業が多くを占めており、

同様の日本と同様の傾向にある。 

 

【【図図表表 11--22--44】】  主主要要国国ににおおけけるる政政府府のの研研究究開開発発費費

負負担担割割合合のの推推移移  

 
注： 
1) 使用部門側から見た政府の研究開発費負担分は国により中央政府

のみの場合と地方政府を含む場合があるため国際比較の際には注
意が必要である。各国の政府については図表 1-2-3 を参照のこと。 

2) 研究開発費は人文・社会科学を含む（韓国は 2006 年まで自然科学の
み）。 

3) 日本は年度の値を示している。 
4) 日本（OECD 推計）は見積り値である。1981～1995 年は過大評価され

たか、過大評価されたデータに基づいており、日本の数値とほぼ同様
のため割愛している。1996、2008、2013、2018 年において時系列の連
続性は失われている。  

5) 米国は定義が異なる。1998、2003 年において時系列の連続性は失わ
れている。2021 年は暫定値である。 

6) ドイツは 1991、2020 年を除いて定義が異なる。1991 年において時系
列の連続性は失われている。2020 年は見積り値である。 

7) フランスは 1981、1992、1997、2000、2004、2010 年において時系列の
連続性は失われている。 

8) 英国の 2018 年は見積り値。2018 年以降は暫定値。 
9) 中国は 2009 年において時系列の連続性は失われている。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」  
その他の国：OECD，“Research & Development Statistics” 
参照：表 1-2-4 

 

次に、政府が負担する研究開発費の支出先別の

内訳、すなわち政府の資金がどの部門で使用され

ているかについて見る（図表 1-2-5）。 

日本は、「大学」部門と「公的機関」部門が大きな

割合を占めており、「大学」部門への支出は約半数

である。また、他の国と比較して「企業」部門への支

出割合が少ない点が日本の特徴である。2000 年頃

から、「大学」部門への支出割合は微増していたが、

2011 年頃からほぼ横ばいに推移している。 

日本（OECD 推計）では、「大学」部門の人件費

分を研究専従換算した研究開発費を使用している
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国 政府

日本

・国、地方公共団体
・国営、公営及び特殊法人・独立行政法人※（2010年までは営利を伴わない）
の研究機関(JSPS、JST、AMED[2015年度から]、NEDO等を含む)
・国立及び公立大学（短期大学・大学附置研究所等を含む）
　※国立研究開発法人を含む。

日本
(OECD)

・国、地方公共団体
・国営、公営及び特殊法人・独立行政法人※（2010年までは営利を伴わな
い）の研究機関(JSPS、JST、AMED[2015年度から]、NEDO等を含む)
　※国立研究開発法人を含む。
・ただし、政府から大学への負担には、国・公立大学の自己資金を含む。

米国 ・連邦政府及び州政府

ドイツ ・政府(連邦、州、地方公共団体）

フランス
・省庁・公的研究機関
・地方自治体

英国

・中央政府（U.K.）
・分権化された政府（Scotland等）
・英国研究・イノベーション機構(UKRI）
・Higher Education Funding Councils(Research Englandを含む)
＊＊地地方方政政府府分分ににつついいててはは不不明明

中国
・政府
＊＊地地方方政政府府分分ににつついいててはは不不明明

韓国
・政府(国・公立試験研究所、地方自治体)
・政府出捐研究機関（法人の運営に必要な経費の一部または全部を政府で
出資した機関：韓国科学技術研究院、韓国原子力研究院等）
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ため、新規の FTE 調査結果が反映された場合、そ

の都度データが変化している。1996年以降は「公的

機関」の割合が一番大きい。 

米国では、過去は「企業」部門への研究開発費

の支出割合が高かったが、1980 年代後半以降、そ

の割合が大幅に減少する一方で、「大学」部門の割

合が増加した。2002 年以降、「企業」部門への支出

割合は増加傾向にあったが、2009 年を境に減少し

ている。これに代わって増加したのは「公的機関」部

門である。2010 年代に入ってから「大学」部門はほ

ぼ横ばいに推移している。近年は「企業」部門の割

合の増加、「公的機関」部門の割合の低下が見られ

る。 

ドイツは、1980 年代から継続して「企業」部門へ

の支出割合が減少する一方で、「大学」部門と「公

的機関及び非営利団体」部門への支出割合が増

加している。「大学」部門の割合は継続して増加す

る一方で、「公的機関」部門の割合は 2000 年代に

入ってからおおむね横ばいである。 

フランスでは、1980 年代は「公的機関」部門への

支出割合の方が、「大学」部門と比べて大きかった。

1990 年代に入り「大学」部門への支出割合は増加

する一方で、「公的機関」部門と「企業」部門の割合

は減少した。2010 年頃からは「大学」部門は微減、

「企業」部門は微増、「公的機関」部門は横ばいで

推移している。 

英国では「企業」と「大学」の研究開発費使用額

が上方に改訂されたことにより（1.1.1 節参照）、科学

技術指標 2022 以前の数値とは異なることに留意さ

れたい。2020 年の支出先を見ると、「大学」部門が

約 5 割、「企業」部門は約 3 割、「公的機関」部門は

約 2 割となっている。 

中国については、OECD が公表を控えたため

（1.1.1 節参照）、図表 1-1-5(G)は科学技術指標

2022 よりも以前の値が最新値となっていることに留

意されたい。中国では「公的機関」部門への支出割

合が最も大きい。「公的機関」部門は 2000年代初め

から減少傾向、2010 年代に入ってから横ばいに推

移している。「企業」部門への支出割合は増加の後、

2013 年を境に減少している。「大学」部門への支出

割合は約 2 割で推移しているが、2014 年を境に増

加している。 

韓国でも 1990 年代半ばには「公的機関」部門へ

の研究開発費の支出割合が大きかったが、2000 年

代半ばにかけて減少した。それと並行して、「大学」

部門への支出割合が増加した。2010 年代に入ると、

各部門の割合は横ばいに推移していたが、2015 年

を過ぎると、「企業」、「非営利団体」部門の増加、

「公的機関」部門の減少が見られる。 

  

【【図図表表 11--22--55】】  主主要要国国ににおおけけるる政政府府負負担担研研究究開開発発

費費のの支支出出先先のの内内訳訳のの推推移移  

  

((AA))日日本本  

  

((BB))日日本本((OOEECCDD 推推計計))  
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((CC))米米国国  

  

((EE))フフラランンスス  

  

((GG))中中国国  

((DD))ドドイイツツ  

  

((FF))英英国国  

  

((HH))韓韓国国  

 
注： 
1) 使用部門側から見た政府の研究開発費負担分は国により中央政府のみの場合と地方政府を含む場合があるため国際比較の際には注意が必要であ

る。各国の政府については図表 1-2-3 を参照のこと。 
2) 研究開発費は人文・社会科学を含む（韓国は 2006 年まで自然科学のみ）。 
3) 日本（OECD 推計)は 1996 年から OECD が補正し、推計した値（大学部門の研究開発費のうち人件費を FTE にした研究開発費）を使用しているため、

時系列変化を見る際には注意が必要である。 大学は見積り値であり、1981～1995 年値は過大評価されたか、過大評価されたデータに基づく。また、
1990、1996、2008、2013、2018 年において、時系列の連続性は失われている。企業の 1996 年値、非営利団体の 2001 年において、時系列の連続性は
失われている。 

4) 米国は、企業の 2015 年以降を除いて定義が異なる。企業の 2008、2016 年、公的機関の 2006 年、大学の 1998、2003 年において時系列の連続性は
失われている。企業、公的機関、大学の 2021 年、非営利団体の 2019 年は暫定値。非営利団体の 1995 年以前、2021 年は見積り値。 

5) ドイツは、1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。1982～1990 年までの偶数年（大学を除く全部門）、企業の 1991～2010、2012、2014、
2016、2018、2020 年は見積り値。大学は定義が異なる。企業の 1991、1992、1994、1998 年、公的機関及び非営利団体の 1991、1992 年、大学の 2016
年において時系列の連続性は失われている。 

6) フランスは、企業の 1992、1997、2001、2004、2006 年、公的機関の 1992、1997、2000、2001、2010 年、大学の 2000、2004 年、非営利団体の 1992 年
において時系列の連続性は失われている。 

7) 英国の企業は暫定値、非営利団体の 2018 年は見積り値。 
8) 中国は企業と公的機関の 2009 年において時系列の連続性は失われている。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他の国：OECD，“Research & Development Statistics” 
参照：表 1-2-5
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11..22..33 日日本本のの科科学学技技術術予予算算（（科科学学技技術術関関係係予予

算算））  

(1)基本計画のもとでの科学技術関係予算 

日本の科学技術・イノベーション行政は「科学技

術・イノベーション基本法」に基づき、政府が 5 年ご

とに策定する科学技術・イノベーション基本計画（以

下、基本計画という）にのっとり推進されている 14。こ

こでは、各期の基本計画における科学技術関係予

算の推移をみる（図表 1-2-6）。 

第 1 期基本計画(1996～2000 年度)の 5 年間の

予算額を合計すると、当初予算で 15.3 兆円、補正

予算等を含めると 17.6 兆円である。5 年間の推移を

見ると、当初予算は増加傾向にあり、補正予算等も

多く組まれた。 

第 2 期基本計画(2001～2005 年度)の 5 年間の

予算額を合計すると、当初予算で 17.8 兆円、補正

予算等を含めると 18.8 兆円、地域の最終予算も含

めると 21.1 兆円である。 

第 3 期基本計画（2006～2010 年度）の 5 年間の

予算額を合計すると、当初予算では 17.8 兆円、補

正予算等を含めると 19.6 兆円、地域の最終予算も

含めると 21.7 兆円である。5 年間の推移をみると、

当初予算については横ばいであるが、2009 年度は

約 1 兆円の補正予算等が組まれ、補正予算等が 5

年間の合計予算額に寄与している。  

第 4 期基本計画（2011～2015 年度）の 5 年間の

当初予算額の合計は 18.1兆円である。補正予算等

を合わせると 20.6 兆円、地域の最終予算も含めると、

22.9 兆円となる。5 年間の推移を見ると、当初予算

額はほぼ横ばいに推移し、2015 年度では減少して

いる。補正予算は 2012 年度に多く組まれ、同年に

は経済危機対応・地域活性化予備費もついている。 

第 5 期基本計画（2016～2020 年度）の 5 年間の

推移をみると、当初予算は継続して増加しており、

補正予算等も多く組まれた。2020 年度補正予算に

は、第 3 次補正で措置された「グリーンイノベーショ

ン基金事業（2 兆円）」及び「10 兆円規模の大学ファ

ンド（0.5 兆円）」を含んでいる。5 年間の当初予算額

の合計は 19.6 兆円、補正予算等を含めると 23.7 兆

円(先で述べた 2.5 兆円を含めて 26.2 兆円)、地域

の最終予算も含めると 26.1 兆円(先で述べた 2.5 兆

円を含めて 28.6 兆円)である。 

2021 年度から第 6 期基本計画が始まった。2022

年度の当初予算は 4.3 兆円、補正予算と地域の当

初予算も含めた額は 9.4 兆円である。 

 

【【図図表表 11--22--66】】  基基本本計計画画ののももととででのの科科学学技技術術関関係係予予算算のの推推移移  

 
注： 
1) 国の予算とは政府の科学技術関係予算である。地域の予算とは都道府県と政令指定都市の科学技術関係予算である。 
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1.2.3 日本の科学技術予算（科学技術関係予

算） 

(1)基本計画のもとでの科学技術関係予算 

日本の科学技術・イノベーション行政は「科学技

術・イノベーション基本法」に基づき、政府が 5 年ご

とに策定する科学技術・イノベーション基本計画（以

下、基本計画という）にのっとり推進されている 14。こ

こでは、各期の基本計画における科学技術関係予

算の推移をみる（図表 1-2-6）。 

第 1 期基本計画(1996～2000 年度)の 5 年間の

予算額を合計すると、当初予算で 15.3 兆円、補正

予算等を含めると 17.6 兆円である。5 年間の推移を

見ると、当初予算は増加傾向にあり、補正予算等も

多く組まれた。 

第 2 期基本計画(2001～2005 年度)の 5 年間の

予算額を合計すると、当初予算で 17.8 兆円、補正

予算等を含めると 18.8 兆円、地域の最終予算も含

めると 21.1 兆円である。 

第 3 期基本計画（2006～2010 年度）の 5 年間の

予算額を合計すると、当初予算では 17.8 兆円、補

正予算等を含めると 19.6 兆円、地域の最終予算も

含めると 21.7 兆円である。5 年間の推移をみると、

当初予算については横ばいであるが、2009 年度は

約 1 兆円の補正予算等が組まれ、補正予算等が 5

年間の合計予算額に寄与している。  

第 4 期基本計画（2011～2015 年度）の 5 年間の

当初予算額の合計は 18.1兆円である。補正予算等

を合わせると 20.6 兆円、地域の最終予算も含めると、

22.9 兆円となる。5 年間の推移を見ると、当初予算

額はほぼ横ばいに推移し、2015 年度では減少して

いる。補正予算は 2012 年度に多く組まれ、同年に

は経済危機対応・地域活性化予備費もついている。 

第 5 期基本計画（2016～2020 年度）の 5 年間の

推移をみると、当初予算は継続して増加しており、

補正予算等も多く組まれた。2020 年度補正予算に

は、第 3 次補正で措置された「グリーンイノベーショ

ン基金事業（2 兆円）」及び「10 兆円規模の大学ファ

ンド（0.5 兆円）」を含んでいる。5 年間の当初予算額

の合計は 19.6 兆円、補正予算等を含めると 23.7 兆

円(先で述べた 2.5 兆円を含めて 26.2 兆円)、地域

の最終予算も含めると 26.1 兆円(先で述べた 2.5 兆

円を含めて 28.6 兆円)である。 

2021 年度から第 6 期基本計画が始まった。2022

年度の当初予算は 4.3 兆円、補正予算と地域の当

初予算も含めた額は 9.4 兆円である。 

 

【図表 1-2-6】 基本計画のもとでの科学技術関係予算の推移 

 
注： 
1) 国の予算とは政府の科学技術関係予算である。地域の予算とは都道府県と政令指定都市の科学技術関係予算である。 

 
14 第 1 期～第 5 期までは科学技術基本計画。 
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2) 第 1 期については、地域の値は掲載していない。 
3) 科学技術基本計画（第 1 期～第 4 期）の策定に伴い、1996 年度、2001 年度、2006 年度及び 2011 年度に対象経費の範囲が見直されている。 
4) 科学技術関係予算の 2016 年度以降の当初予算は、行政事業レビューシートの記載内容に基づき予算事業を詳細に分類し、その分類内容に基づく統

一的な基準で科学技術関係予算の判定を行う方法に変更されている。2018 年度に変更が行われ 2016 年度までさかのぼって再集計がなされた。  
資料： 
国の科学技術関係予算（当初予算及び補正予算）については 2013 年までは文部科学省調べ及び文部科学省「科学技術要覧(各年版)」。2014 年からは
内閣府調べ（2016～2023 年の値は 2023 年 3 月時点の数値である）。地域（都道府県と政令指定都市）の科学技術関係予算については、2000 年は（公
財）全日本科学技術協会(JAREC)から提供された「地域の科学技術振興状況の総合的調査研究」のデータを元に、科学技術・学術政策研究所が集計し
た。2001、2002 年は（公財）全日本科学技術協会(JAREC)から提供された「地域の科学技術振興状況の総合的調査研究」の集計値、2003 年以降は文部
科学省「都道府県等における科学技術に関連する予算調査」調査報告書の集計値を使用した。 
参照：表 1-2-6 
 
 

(2)科学技術関係予算の内訳 

政府の科学技術関係予算についての基本的な

指標をいくつか示す。 

2022 年度の科学技術関係予算（当初予算と補正

予算の合計値）は、一般会計分が 89.7％、特別会

計分が 10.3％となっている（図表 1-2-7）。一般会計

分は、「科学技術振興費」 (47.0％ )とそれ以外

(42.7％)からなる。それ以外の中には、国立大学法

人運営費交付金等が含まれる(9.6％)。特別会計分

は、エネルギー対策（電源開発促進勘定）等が含ま

れる（図表 1-2-7）。 

  

【【図図表表 11--22--77】】  科科学学技技術術関関係係予予算算のの内内訳訳（（22002222年年

度度））((当当初初予予算算とと補補正正予予算算))  

 
注： 
1) 当初予算と補正予算の合計値である。 
2) 国立大学法人等については、自己収入（病院収入、授業料、受託事

業等）を含まない算定方法である。 
3) 国立大学法人運営費交付金等とは、国立大学法人運営費交付金及

び国立高等専門学校機構運営費交付金の合計。 
4) 行政事業レビューシートの記載内容に基づき予算事業を詳細に分類

し、その分類内容に基づく統一的な基準で科学技術関係予算の判定
を行う方法により算出したものである。 

資料： 
内閣府調べ（2023 年 3 月時点の数値である）。 
参照：表 1-2-7 
 
 

 
15 都道府県及び政令指定都市の施策（国からの補助金関連及び自治体

の単独事業の両方を含む。）のうち、①公設試験研究機関等に係る予算、

②高等教育機関や医療機関における研究の推進に係る予算、③研究・技

術開発に関する補助金、交付金及び委託費その他研究・技術開発に関

(3)府省庁別の科学技術関係予算 

科学技術関係予算を府省別の割合で見た。なお、

2016 年度からは当初予算と補正予算等の合計値も

示している（図表 1-2-8）。2022 年度の当初予算と

補正予算等の合計値を見ると、経済産業省が

39.1％、文部科学省が 36.0％であり、国土交通省

が 5.7％と続く。2016 年度と比較すると、文部科学

省は 19 ポイント減少し、経済産業省は 20 ポイント

増加した。科学技術関係予算における府省のバラ

ンスは変化している。 

  

【【図図表表 11--22--88】】  府府省省別別のの科科学学技技術術関関係係予予算算のの  

  割割合合のの推推移移  

注： 
1) 2016 年度以降は、行政事業レビューシートの記載内容に基づき予算

事業を詳細に分類し、その分類内容に基づく統一的な基準で科学技
術関係予算の判定を行う方法に変更されている。 

2) 2020 年度補正予算には第 3 次補正で措置された「グリーンイノベーシ
ョン基金事業（2 兆円）」及び「10 兆円規模の大学ファンド（0.5 兆円）」
を含む。 

資料： 
2013 年までは文部科学省調べ及び文部科学省「科学技術要覧(各年
版)」。2014 年度からは内閣府調べ（2016～2023 年度の値は 2023 年 3
月時点の数値である）。 
参照：表 1-2-8 

 
 
(4)地域の科学技術関係予算 

図表 1-2-9 は、地域の科学技術関係予算 15

（2020 年度まで最終予算、2021 年度から当初予算）

する行政に係る予算、④科学技術行政を専門的に行う課（室）あるいは係

（担当グループ）の人件費等である。ここでいう予算には、人件費（共済等

福利厚生のための費用も含む）、謝金、旅費、試験研究費、庁費、設備

費、施設費、委託費、補助金、出資金等の全てが含まれる。 
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を示したものである。2021 年度における地域の科学

技術関係予算は 4,975 億円である。推移を見ると、

都道府県等の科学技術関係予算は 2009 年度まで

減少傾向にあったが、その後は増加し、2017 年度

以降は横ばいに推移している。 

  

【【図図表表 11--22--99】】  地地域域のの科科学学技技術術関関係係予予算算のの推推移移  

 
注： 
1) 2020 年度まで最終予算、2021 年度から当初予算である。 
2) 47都道府県及び政令指定都市（数は、2002年度が 12、2003、2004年

度が 13、2005 年度が 14、2006 年度が 15、2007、2008 年度が 17、
2009 年度が 18、2010、2011 年度が 19、2012 年度以降が 20）を対象
としている。 

資料： 
2000 年度は（公財）全日本科学技術協会(JAREC)から提供された「地域
の科学技術振興状況の総合的調査研究」のデータを元に、科学技術・学
術政策研究所が集計した。2001、2002 年度は（公財）全日本科学技術協
会(JAREC)から提供された「地域の科学技術振興状況の総合的調査研
究」の集計値、2003 年度以降は文部科学省「都道府県等における科学
技術に関連する予算調査」調査報告書の集計値を使用した。 
参照：表 1-2-9 
 

地域の科学技術関係予算を性格別に分類して

みると（図表 1-2-10）、「公設試験研究機関」に係る

予算の割合が最も大きい。2021 年度で見ると、全体

の 33.6％に当たる。次に「企業支援（同 18.7％）」、

「高等教育機関（18.3％）」と続く。推移を見ると「公

設試験研究機関」の割合は長期的には減少してい

るが最新年では増加した。「企業支援」は増加して

いたが、2016 年度を境に減少傾向にある。「高等教

育機関」については年による変動があり、2005 年度

を境に微減傾向にあったが、最新年では増加した。 

次に、性格別の科学技術関係予算を地域区分で

分類して見た（図表1-2-11）。「公設試験研究機関」

の割合が最も大きいのは北海道、次いで沖縄、九

州であり、約半数を占めている。多くの地域で、「公

設試験研究機関」の占める割合が大きい。「企業支

援」の割合が最も大きいのは北関東・甲信であり、

全体の半数を占める。次いで、中国、東北、南関東、

が全体の約 3 割を占める。「高等教育機関」の割合

が最も大きいのは近畿であり、約4割を占めている。

このように地域区分により、地域の科学技術関係予

算の内容に差異が見られる。 

 

【【図図表表 11--22--1100】】  地地域域のの科科学学技技術術関関係係予予算算のの内内訳訳

のの推推移移  

 
注： 
1) 「その他」とは、「総合推進」、「医療機関」、「研究交流」、「情報整備」、

「人材育成」、「国際交流」、「その他」である。 
2) 1)以外の注は図表 1-2-9 と同じ。 
資料： 
図表 1-2-9 と同じ。 
参照：表 1-2-10 

  

【【図図表表 11--22--1111】】  地地域域別別予予算算項項目目別別科科学学技技術術関関係係

予予算算  
 

((AA))22001199～～22002211 年年度度平平均均  

 

((BB))地地域域区区分分  

 
注： 
図表 1-2-10 と同じ。 
資料： 
文部科学省、「都道府県等における科学技術に関連する予算調査」調査
報告書 
参照：表 1-2-11  
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を示したものである。2022 年度における地域の科学

技術関係予算は 4,975 億円である。推移を見ると、

都道府県等の科学技術関係予算は 2009 年度まで

減少傾向にあったが、その後は増加し、2017 年度

以降は横ばいに推移している。 

 

【図表 1-2-9】 地域の科学技術関係予算の推移 

 
注： 
1) 2020 年度まで最終予算、2021 年度から当初予算である。 
2) 47 都道府県及び政令指定都市（数は、2002 年度が 12、2003、2004 年

度が 13、2005 年度が 14、2006 年度が 15、2007、2008 年度が 17、
2009 年度が 18、2010、2011 年度が 19、2012 年度以降が 20）を対象
としている。 

資料： 
2000 年度は（公財）全日本科学技術協会(JAREC)から提供された「地域
の科学技術振興状況の総合的調査研究」のデータを元に、科学技術・学
術政策研究所が集計した。2001、2002 年度は（公財）全日本科学技術協
会(JAREC)から提供された「地域の科学技術振興状況の総合的調査研
究」の集計値、2003 年度以降は文部科学省「都道府県等における科学
技術に関連する予算調査」調査報告書の集計値を使用した。 
参照：表 1-2-9 
 

地域の科学技術関係予算を性格別に分類して

みると（図表 1-2-10）、「公設試験研究機関」に係る

予算の割合が最も大きい。2022 年度で見ると、全体

の 33.6％に当たる。次に「企業支援（同 18.7％）」、

「高等教育機関（18.3％）」と続く。推移を見ると「公

設試験研究機関」の割合は長期的には減少してい

るが最新年では増加した。「企業支援」は増加して

いたが、2016 年度を境に減少傾向にある。「高等教

育機関」については年による変動があり、2005 年度

を境に微減傾向にあったが、最新年では増加した。 

次に、性格別の科学技術関係予算を地域区分で

分類して見た（図表1-2-11）。「公設試験研究機関」

の割合が最も大きいのは北海道、次いで九州、沖

縄であり、約半数を占めている。多くの地域で、「公

設試験研究機関」の占める割合が大きい。「企業支

援」の割合が最も大きいのは北関東・甲信であり、

全体の半数を占める。次いで、中国、東北、南関東、

が全体の約 3 割を占める。「高等教育機関」の割合

が最も大きいのは近畿であり、約4割を占めている。

このように地域区分により、地域の科学技術関係予

算の内容に差異が見られる。 

 

【図表 1-2-10】 地域の科学技術関係予算の内訳

の推移 

 
注： 
1) 「その他」とは、「総合推進」、「医療機関」、「研究交流」、「情報整備」、

「人材育成」、「国際交流」、「その他」である。 
2) 1)以外の注は図表 1-2-9 と同じ。 
資料： 
図表 1-2-9 と同じ。 
参照：表 1-2-10 

 

【図表 1-2-11】 地域別予算項目別科学技術関係

予算 
 

(A)2020～2022 年度平均 

 

(B)地域区分 

 
注： 
図表 1-2-10 と同じ。 
資料： 
文部科学省、「都道府県等における科学技術に関連する予算調査」調査
報告書 
参照：表 1-2-11  
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11..33 部部門門別別のの研研究究開開発発費費  

 
11..33..11 公公的的機機関関部部門門のの研研究究開開発発費費  

ポポイインントト 

○日本の公的機関部門の研究開発費は、2021 年で 1.5 兆円である。中国は 1990 年代中ごろから急速に

増加しはじめ、2014 年に米国を上回り、2019 年では 8.5 兆円と主要国の中で 1 番の規模となっている。

米国の 2021 年の値は 6.8 兆円である。ドイツは 2000 年代中ごろから増加傾向にあり、2010 年以降日本

を上回り、2021 年では 2.4 兆円である。 

○2000 年を 1 とした場合の各国通貨による研究開発費の指数(名目額)を見ると、最新値では日本は 1.0 と

横ばいである。米国は 2.3、ドイツは 2.5 である。中国は 12.2 であり、韓国の 5.4 とともに大きな伸びを示

している。実質額での伸びを見ると、日本は 1.1 と名目額とほぼ同様である。米国が 1.5，ドイツが 1.8 で

あり、中国は 6.4、韓国は 3.6 と大きく伸びている。フランス、英国は 0.9 とマイナス成長である。 

 
(1)各国公的機関部門の研究開発費 

本節では公的機関部門について述べる。ここで

対象としている各国の公的機関には以下のような研

究機関が含まれる（図表 1-1-4(B)参照）。日本は

「国営」(国立試験研究機関等)、「公営」(公設試験

研究機関等)、「特殊法人・独立行政法人」（国立研

究開発法人等）といった公的研究機関である。 

米国については連邦政府の研究機関(NIH 等)と

FFRDCs(政府が出資し、企業・大学･非営利団体部

門が研究開発を実施)の研究機関であり、退役軍人

病院、疾病対策予防センター等が含まれる。 

ドイツでは連邦、地方（連邦州）及び地方自治体

の研究機関、例えばマックスプランク、フラウンホー

ファー協会、ブルーリスト機関、科学博物館及び図

書館、非営利団体（16 万ユーロ以上の公的資金を

得ている機関）などが含まれる。ドイツについては、

「公的機関」部門と「非営利団体」部門が分離されて

いないことに注意が必要である。 

フランスは、科学技術的性格公施設法人(EPST)

（ただし、CNRS を除く）や商工業的性格公施設法

人(EPIC)等といった設立形態の研究機関である。 

英国は、英国研究・イノベーション機構(UKRI）、

政府部局および政府外公共機関（NDPB）、地方政

府および中央政府、国防省、民生部局及びリサー

チカウンシルが含まれる。 

 
16 この節の日本は、国際比較の際には「年」を用いている。本来は「年度」

である。日本のみを記述している節では「年度」を用いている。 

中国は政府研究機関、韓国は国・公立研究機関、

政府出捐研究機関及び国・公立病院である。 

図表 1-3-1(A)に主要国における公的機関部門

の研究開発費(OECD 購買力平価換算)の推移を示

した。日本の公的機関部門の研究開発費は、2021

年 16で 1.5 兆円である。2000 年までは増加傾向で

あった。その後は増減を繰り返しながら、長期的に

は減少傾向にあったが、2016 年を境に増加してい

る。 

中国の「公的機関」部門の研究開発費について

は、OECD が公表を控えたため（1.1.1 節参照）、科

学技術指標 2022 よりも以前の値が最新値（2019 年

値）となっていることに留意されたい。中国は 1990

年代中ごろから急速に増加しはじめ、2014 年に米

国を上回り、2019 年では 8.5 兆円と、主要国の中で

1 番の規模である。 

米国は長期的に増加傾向にあったが、2010 年を

境に減少に転じた。その後は増減しながら横ばいに

推移していたが、近年は増加しており 2021 年では

6.8 兆円となっている。 

ドイツ、韓国は 2000 年代中ごろから増加傾向に

あり、特にドイツは、2010 年以降日本を上回り、増

加し続けている。2021 年のドイツは 2.4 兆円、韓国

は 1.2 兆円である。 

フランスは 2010 年代に入ると微増しており、2021
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年で 1.0 兆円である。英国は長期的に見ると漸減傾

向であるが、近年は増加しており、2020 年では 0.5

兆円となっている。 

図表 1-3-1（B）に、2000 年を 1 とした場合の各国

通貨による研究開発費の名目額と実質額の指数を

示した。2021 年の名目額を見ると、日本は 1.0 と横

ばいである。フランスは 1.3、英国は 1.4、米国は 2.3、

ドイツは 2.5 である。中国は 12.2 であり、韓国の 5.4

とともに大きな伸びを示している。 

実質額での伸びを見ると、日本以外の国では名

目額より実質額の方が低い。日本は1.1、米国が1.5、

ドイツが 1.8 である。中国は実質値でも 6.4、韓国は

3.6 と大きく伸びている。フランス、英国はマイナス成

長であり、0.9 である。 

  

【【図図表表 11--33--11】】  主主要要国国ににおおけけるる公公的的機機関関部部門門のの研研究究開開発発費費のの推推移移  
 

((AA))名名目目額額((OOEECCDD 購購買買力力平平価価換換算算))  

 

((BB))22000000 年年をを 11 ととししたた各各国国通通貨貨にによよるる公公的的機機関関部部門門のの研研究究開開発発費費のの指指数数  

 
注： 
1) 公的機関部門の定義には国によって違いがあるため、国際比較の際には注意が必要である。各国の部門の定義については、図表 1-1-4 参照のこと。 
2) 研究開発費は人文・社会科学を含む（韓国は 2006 年まで自然科学のみ）。  
3) 購買力平価は、参考統計 E と同じ。  
4) 実質額の計算は GDP デフレータによる（参考統計 D を使用）。 
5) 日本は 2011 年度から営利を伴う特殊法人・独立行政法人を含む。 
6) 米国は定義が異なる。2006 年において時系列の連続性は失われている。2021 年は暫定値。 
7) ドイツは 1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。1982、1984、1986、1988、1990 年は見積り値である。1991 年以降は定義が異なる。1991、

1992 年において時系列の連続性は失われている。2021 年は暫定値である。 
8) フランスは 1992、1997、2000、2010 年において時系列の連続性は失われている。 
9) 英国は 1986、1991、2001 年において時系列の連続性は失われている。 

国際比較

注意
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1981 85 89 93 97 01 05 09 13 17 2021

公
的
機
関
の
研
究
開
発
費

年

日本

米国

ドイツ

フランス

英国
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EU-27

兆円

名名　　目目　　額額 実実　　質質　　額額（（22001155年年基基準準））
年 日本 米国 ドイツ フランス 英国 中国 韓国 日本 米国 ドイツ フランス 英国 中国 韓国

2000 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2001 1.0 1.1 1.0 1.0 0.8 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.8 1.1 1.0
2002 1.0 1.2 1.1 1.1 0.8 1.3 1.3 1.0 1.2 1.0 1.0 0.8 1.3 1.2
2003 1.0 1.3 1.1 1.1 0.9 1.5 1.3 1.0 1.2 1.0 1.0 0.9 1.4 1.2
2004 1.0 1.3 1.1 1.1 1.0 1.6 1.5 1.0 1.2 1.0 1.0 0.9 1.4 1.3
2005 0.9 1.4 1.1 1.2 1.0 1.9 1.6 1.0 1.2 1.1 1.1 0.9 1.6 1.4
2006 0.9 1.5 1.2 1.2 1.0 2.1 1.7 1.0 1.3 1.1 1.0 0.9 1.7 1.5
2007 0.9 1.6 1.2 1.2 1.0 2.5 2.0 1.0 1.3 1.2 1.0 0.9 1.9 1.7
2008 1.0 1.6 1.4 1.2 1.0 3.0 2.3 1.0 1.3 1.2 1.0 0.9 2.1 1.9
2009 1.0 1.7 1.4 1.3 1.1 3.9 2.7 1.1 1.4 1.3 1.1 0.8 2.7 2.1
2010 0.9 1.8 1.5 1.1 1.1 4.5 3.0 1.0 1.5 1.3 1.0 0.9 3.0 2.3
2011 0.9 1.9 1.6 1.2 1.0 5.0 3.2 1.0 1.5 1.4 1.0 0.8 3.1 2.4
2012 0.9 1.8 1.7 1.1 1.0 5.9 3.4 1.0 1.4 1.4 0.9 0.7 3.6 2.6
2013 1.0 1.8 1.7 1.2 1.0 6.8 3.5 1.2 1.4 1.5 0.9 0.8 4.0 2.6
2014 1.0 1.9 1.8 1.2 1.0 7.3 3.9 1.1 1.4 1.5 0.9 0.7 4.2 2.9
2015 0.9 1.9 1.8 1.2 0.9 8.1 4.2 1.0 1.4 1.5 0.9 0.7 4.7 3.0
2016 0.8 1.8 1.9 1.2 1.0 8.7 4.3 0.9 1.3 1.5 0.9 0.7 5.0 3.1
2017 0.9 1.9 2.0 1.2 1.0 9.5 4.6 1.0 1.3 1.6 0.9 0.7 5.2 3.2
2018 0.9 2.1 2.1 1.2 1.2 10.6 4.7 1.0 1.5 1.6 0.9 0.8 5.6 3.2
2019 0.9 2.2 2.2 1.2 1.2 12.2 4.8 1.0 1.5 1.7 1.0 0.8 6.4 3.4
2020 1.0 2.3 2.3 1.2 1.4 - 5.1 1.0 1.6 1.7 0.9 0.9 - 3.5
2021 1.0 2.3 2.5 1.3 - - 5.4 1.1 1.5 1.8 0.9 - - 3.6
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11..33 部部門門別別のの研研究究開開発発費費  

 
11..33..11 公公的的機機関関部部門門のの研研究究開開発発費費  

ポポイインントト 

○日本の公的機関部門の研究開発費は、2021 年で 1.5 兆円である。中国は 1990 年代中ごろから急速に

増加しはじめ、2014 年に米国を上回り、2019 年では 8.5 兆円と主要国の中で 1 番の規模となっている。

米国の 2021 年の値は 6.8 兆円である。ドイツは 2000 年代中ごろから増加傾向にあり、2010 年以降日本

を上回り、2021 年では 2.4 兆円である。 

○2000 年を 1 とした場合の各国通貨による研究開発費の指数(名目額)を見ると、最新値では日本は 1.0 と

横ばいである。米国は 2.3、ドイツは 2.5 である。中国は 12.2 であり、韓国の 5.4 とともに大きな伸びを示

している。実質額での伸びを見ると、日本は 1.1 と名目額とほぼ同様である。米国が 1.5，ドイツが 1.8 で

あり、中国は 6.4、韓国は 3.6 と大きく伸びている。フランス、英国は 0.9 とマイナス成長である。 

 
(1)各国公的機関部門の研究開発費 

本節では公的機関部門について述べる。ここで

対象としている各国の公的機関には以下のような研

究機関が含まれる（図表 1-1-4(B)参照）。日本は

「国営」(国立試験研究機関等)、「公営」(公設試験

研究機関等)、「特殊法人・独立行政法人」（国立研

究開発法人等）といった公的研究機関である。 

米国については連邦政府の研究機関(NIH 等)と

FFRDCs(政府が出資し、企業・大学･非営利団体部

門が研究開発を実施)の研究機関であり、退役軍人

病院、疾病対策予防センター等が含まれる。 

ドイツでは連邦、地方（連邦州）及び地方自治体

の研究機関、例えばマックスプランク、フラウンホー

ファー協会、ブルーリスト機関、科学博物館及び図

書館、非営利団体（16 万ユーロ以上の公的資金を

得ている機関）などが含まれる。ドイツについては、

「公的機関」部門と「非営利団体」部門が分離されて

いないことに注意が必要である。 

フランスは、科学技術的性格公施設法人(EPST)

（ただし、CNRS を除く）や商工業的性格公施設法

人(EPIC)等といった設立形態の研究機関である。 

英国は、英国研究・イノベーション機構(UKRI）、

政府部局および政府外公共機関（NDPB）、地方政

府および中央政府、国防省、民生部局及びリサー

チカウンシルが含まれる。 

 
16 この節の日本は、国際比較の際には「年」を用いている。本来は「年度」

である。日本のみを記述している節では「年度」を用いている。 

中国は政府研究機関、韓国は国・公立研究機関、

政府出捐研究機関及び国・公立病院である。 

図表 1-3-1(A)に主要国における公的機関部門

の研究開発費(OECD 購買力平価換算)の推移を示

した。日本の公的機関部門の研究開発費は、2021

年 16で 1.5 兆円である。2000 年までは増加傾向で

あった。その後は増減を繰り返しながら、長期的に

は減少傾向にあったが、2016 年を境に増加してい

る。 

中国の「公的機関」部門の研究開発費について

は、OECD が公表を控えたため（1.1.1 節参照）、科

学技術指標 2022 よりも以前の値が最新値（2019 年

値）となっていることに留意されたい。中国は 1990

年代中ごろから急速に増加しはじめ、2014 年に米

国を上回り、2019 年では 8.5 兆円と、主要国の中で

1 番の規模である。 

米国は長期的に増加傾向にあったが、2010 年を

境に減少に転じた。その後は増減しながら横ばいに

推移していたが、近年は増加しており 2021 年では

6.8 兆円となっている。 

ドイツ、韓国は 2000 年代中ごろから増加傾向に

あり、特にドイツは、2010 年以降日本を上回り、増

加し続けている。2021 年のドイツは 2.4 兆円、韓国

は 1.2 兆円である。 

フランスは 2010 年代に入ると微増しており、2021
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年で 1.0 兆円である。英国は長期的に見ると漸減傾

向であるが、近年は増加しており、2020 年では 0.5

兆円となっている。 

図表 1-3-1（B）に、2000 年を 1 とした場合の各国

通貨による研究開発費の名目額と実質額の指数を

示した。2021 年の名目額を見ると、日本は 1.0 と横

ばいである。フランスは 1.3、英国は 1.4、米国は 2.3、

ドイツは 2.5 である。中国は 12.2 であり、韓国の 5.4

とともに大きな伸びを示している。 

実質額での伸びを見ると、日本以外の国では名

目額より実質額の方が低い。日本は1.1、米国が1.5、

ドイツが 1.8 である。中国は実質値でも 6.4、韓国は

3.6 と大きく伸びている。フランス、英国はマイナス成

長であり、0.9 である。 

  

【【図図表表 11--33--11】】  主主要要国国ににおおけけるる公公的的機機関関部部門門のの研研究究開開発発費費のの推推移移  
 

((AA))名名目目額額((OOEECCDD 購購買買力力平平価価換換算算))  

 

((BB))22000000 年年をを 11 ととししたた各各国国通通貨貨にによよるる公公的的機機関関部部門門のの研研究究開開発発費費のの指指数数  

 
注： 
1) 公的機関部門の定義には国によって違いがあるため、国際比較の際には注意が必要である。各国の部門の定義については、図表 1-1-4 参照のこと。 
2) 研究開発費は人文・社会科学を含む（韓国は 2006 年まで自然科学のみ）。  
3) 購買力平価は、参考統計 E と同じ。  
4) 実質額の計算は GDP デフレータによる（参考統計 D を使用）。 
5) 日本は 2011 年度から営利を伴う特殊法人・独立行政法人を含む。 
6) 米国は定義が異なる。2006 年において時系列の連続性は失われている。2021 年は暫定値。 
7) ドイツは 1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。1982、1984、1986、1988、1990 年は見積り値である。1991 年以降は定義が異なる。1991、

1992 年において時系列の連続性は失われている。2021 年は暫定値である。 
8) フランスは 1992、1997、2000、2010 年において時系列の連続性は失われている。 
9) 英国は 1986、1991、2001 年において時系列の連続性は失われている。 

国際比較
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名名　　目目　　額額 実実　　質質　　額額（（22001155年年基基準準））
年 日本 米国 ドイツ フランス 英国 中国 韓国 日本 米国 ドイツ フランス 英国 中国 韓国

2000 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2001 1.0 1.1 1.0 1.0 0.8 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.8 1.1 1.0
2002 1.0 1.2 1.1 1.1 0.8 1.3 1.3 1.0 1.2 1.0 1.0 0.8 1.3 1.2
2003 1.0 1.3 1.1 1.1 0.9 1.5 1.3 1.0 1.2 1.0 1.0 0.9 1.4 1.2
2004 1.0 1.3 1.1 1.1 1.0 1.6 1.5 1.0 1.2 1.0 1.0 0.9 1.4 1.3
2005 0.9 1.4 1.1 1.2 1.0 1.9 1.6 1.0 1.2 1.1 1.1 0.9 1.6 1.4
2006 0.9 1.5 1.2 1.2 1.0 2.1 1.7 1.0 1.3 1.1 1.0 0.9 1.7 1.5
2007 0.9 1.6 1.2 1.2 1.0 2.5 2.0 1.0 1.3 1.2 1.0 0.9 1.9 1.7
2008 1.0 1.6 1.4 1.2 1.0 3.0 2.3 1.0 1.3 1.2 1.0 0.9 2.1 1.9
2009 1.0 1.7 1.4 1.3 1.1 3.9 2.7 1.1 1.4 1.3 1.1 0.8 2.7 2.1
2010 0.9 1.8 1.5 1.1 1.1 4.5 3.0 1.0 1.5 1.3 1.0 0.9 3.0 2.3
2011 0.9 1.9 1.6 1.2 1.0 5.0 3.2 1.0 1.5 1.4 1.0 0.8 3.1 2.4
2012 0.9 1.8 1.7 1.1 1.0 5.9 3.4 1.0 1.4 1.4 0.9 0.7 3.6 2.6
2013 1.0 1.8 1.7 1.2 1.0 6.8 3.5 1.2 1.4 1.5 0.9 0.8 4.0 2.6
2014 1.0 1.9 1.8 1.2 1.0 7.3 3.9 1.1 1.4 1.5 0.9 0.7 4.2 2.9
2015 0.9 1.9 1.8 1.2 0.9 8.1 4.2 1.0 1.4 1.5 0.9 0.7 4.7 3.0
2016 0.8 1.8 1.9 1.2 1.0 8.7 4.3 0.9 1.3 1.5 0.9 0.7 5.0 3.1
2017 0.9 1.9 2.0 1.2 1.0 9.5 4.6 1.0 1.3 1.6 0.9 0.7 5.2 3.2
2018 0.9 2.1 2.1 1.2 1.2 10.6 4.7 1.0 1.5 1.6 0.9 0.8 5.6 3.2
2019 0.9 2.2 2.2 1.2 1.2 12.2 4.8 1.0 1.5 1.7 1.0 0.8 6.4 3.4
2020 1.0 2.3 2.3 1.2 1.4 - 5.1 1.0 1.6 1.7 0.9 0.9 - 3.5
2021 1.0 2.3 2.5 1.3 - - 5.4 1.1 1.5 1.8 0.9 - - 3.6
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10) 中国は 2009 年において時系列の連続性は失われている。 
11) EU-27 は見積り値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他の国：“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 1-3-1 

 

(2)日本の公的機関の研究開発費 

図表 1-3-2に日本の公的機関部門における研究

開発費の推移を機関の種類別に示す。 

国営研究機関と特殊法人の独立行政法人化に

より、2001 年度以降は、「国営」と「特殊法人･独立

行政法人」のデータの連続性が失われている。また、

2011 年度から「特殊法人・独立行政法人」には営利

を伴う機関も含まれている。 

公的機関全体としてみると、2000 年度までは、増

加傾向にあった。その後は増減を繰り返しながら、

長期的には減少傾向にあったが、2017 年度以降は

増加している。 

これらのなかでは、「特殊法人・独立行政法人」の

金額が最も大きく、最新年度で 1 兆 1,366 億円であ

る。そのうち、多くを占めるのが「国立研究開発法人」

であり 1 兆 128 億円、公的機関全体の約 7 割を占

める。国営研究機関は 2,178 億円、公営研究機関

は 1,586 億円である。 

「国営」と「特殊法人・独立行政法人」は 2000 年

度、「公営」は 1990 年代初め頃までは、増加傾向に

あった。2000 年代に入ると「国営」と「特殊法人・独

立行政法人」は増減を繰り返している。長期的には

「国営」は微減、「特殊法人・独立行政法人」は横ば

いに推移していたが、2017 年度以降は増加してい

る。「公営」については 1990 年代半ばから長期的に

減少していたが、2010 年代に入って以降横ばいに

推移している。 

 

【【図図表表 11--33--22】】  日日本本のの公公的的機機関関のの研研究究開開発発費費  

  のの推推移移  

  
 
注： 
1) 2001 年度に、国営の研究機関の一部が独立行政法人となっているの

で時系列変化を見る際には注意が必要である。 
2) 2000年度までは「特殊法人・独立行政法人」は「特殊法人」のみの値。  
3) 2011 年度から特殊法人・独立行政法人には営利を伴う機関も含まれ

ている。  
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 1-3-2  
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11..33..22 企企業業部部門門のの研研究究開開発発費費  

ポポイインントト  

○日本の企業部門の 2021 年の研究開発費は 14.2 兆円である。2009 年に落ち込んだ後は漸増傾向にあ

る。対前年比は 2.6％増である。米国は 2010 年頃から増加し続けており、2021 年では 64.0 兆円となっ

た。対前年比は 12.4％増、主要国中第 1 位の規模を示している。 

○主要国における企業部門の研究開発費の対 GDP 比率を見ると、日本の 2021 年の対 GDP 比率は

2.58％である。韓国は 2010 年から日本を上回り、2021 年の 3.90％は、主要国の中では著しく大きい値と

なっている。米国とドイツは、2010 年頃から同程度の規模で推移していたが、米国は伸び続け 2.68％に

なったのに対し、近年のドイツは減少して 2.09％となっている。 

○企業部門の研究開発費のうち、製造業の割合は日本、ドイツ、中国、韓国では約 9 割である。米国では

製造業の割合が約 6 割であり、上述した国と比較すると、非製造業の割合が大きい傾向にある。フランス

の製造業の割合は 50.2％であり、非製造業の重みが最も大きい。 

○最新年の企業部門の研究開発費を産業分類別で見ると、米国は「情報通信業」、日本、ドイツは「輸送

用機器製造業」、フランスは「専門・科学・技術サービス業」、中国、韓国は「コンピュータ、電子・光学製

品製造業」が大きな規模を持っている。 

○日本の企業部門において、研究開発費が最も大きいのは「輸送用機械器具製造業」であり、売上高に占

める研究開発費の割合が最も大きいのは「医薬品製造業」である。また、企業規模で見た場合、研究開

発費に占める大企業の割合が大きい。研究開発の集約度は大企業で大きい傾向にある。 

○企業の研究開発に対する政府による直接的支援を従業員規模別で見ると、米国、日本では大規模企業

に政府からの支援が集中しているが、ドイツや韓国では中小規模企業への支援に重みが置かれている。 

〇日本の企業の外部支出研究開発費を、国内と海外で比較してみると、国内への外部支出研究開発費は

2014 年以降減少傾向にあるが、海外への外部支出研究開発費は増加傾向が続いている。 

 
(1)各国企業部門の研究開発費 

企業部門の研究開発費は各国の研究開発費総

額の大部分を占める。従って企業部門での値の増

減が、国の研究開発費総額に及ぼす影響は大きい。

図表 1-3-3(A)を見ると、日本の 2021 年 17の研究開

発費は 14.2 兆円である。2009 年に落ち込んだ後は

漸増傾向にある。対前年比は 2.6％増である。 

米国は 2010 年頃から増加し続けており、2021 年

では 64.0 兆円となっている。対前年比は 12.4％増

であり、主要国中第 1 位の規模を示している。 

中国の企業部門の研究開発費については、

OECDが公表を控えたため（1.1.1節参照）、科学技

術指標 2022 よりも以前の値（2019 年値）が最新値と

なっていることに留意されたい。中国は 2000 年代に

 
17 この節の日本は、国際比較の際には「年」を用いている。本来は「年度」

である。日本のみを記述している節では「年度」を用いている。 

入ってから増加が著しい。2019 年では 41.9 兆円、

対前年比は 11.7％増である。 

ドイツは長期的に増加している。2010 年代半ば

から増加の度合いが大きくなったが、近年、ほぼ横

ばいに推移している。2021 年では 10.4 兆円、対前

年比は 3.9％増である。 

韓国は継続して増加しており、フランス、英国を

上回り、2021 年では 9.7 兆円となった。対前年比は

7.3％増である。 

フランスは長期的には漸増している。2021 年では

5.2 兆円、対前年比は 1.7％増である。 

英国は、研究開発を実施する企業のサンプリング

が不十分であることを考慮した数値の再調整により、

値が上方修正されている（1.1.1 節参照）。そのため、
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10) 中国は 2009 年において時系列の連続性は失われている。 
11) EU-27 は見積り値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他の国：“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 1-3-1 

 

(2)日本の公的機関の研究開発費 

図表 1-3-2に日本の公的機関部門における研究

開発費の推移を機関の種類別に示す。 

国営研究機関と特殊法人の独立行政法人化に

より、2001 年度以降は、「国営」と「特殊法人･独立

行政法人」のデータの連続性が失われている。また、

2011 年度から「特殊法人・独立行政法人」には営利

を伴う機関も含まれている。 

公的機関全体としてみると、2000 年度までは、増

加傾向にあった。その後は増減を繰り返しながら、

長期的には減少傾向にあったが、2017 年度以降は

増加している。 

これらのなかでは、「特殊法人・独立行政法人」の

金額が最も大きく、最新年度で 1 兆 1,366 億円であ

る。そのうち、多くを占めるのが「国立研究開発法人」

であり 1 兆 128 億円、公的機関全体の約 7 割を占

める。国営研究機関は 2,178 億円、公営研究機関

は 1,586 億円である。 

「国営」と「特殊法人・独立行政法人」は 2000 年

度、「公営」は 1990 年代初め頃までは、増加傾向に

あった。2000 年代に入ると「国営」と「特殊法人・独

立行政法人」は増減を繰り返している。長期的には

「国営」は微減、「特殊法人・独立行政法人」は横ば

いに推移していたが、2017 年度以降は増加してい

る。「公営」については 1990 年代半ばから長期的に

減少していたが、2010 年代に入って以降横ばいに

推移している。 

 

【【図図表表 11--33--22】】  日日本本のの公公的的機機関関のの研研究究開開発発費費  

  のの推推移移  

  
 
注： 
1) 2001 年度に、国営の研究機関の一部が独立行政法人となっているの

で時系列変化を見る際には注意が必要である。 
2) 2000年度までは「特殊法人・独立行政法人」は「特殊法人」のみの値。  
3) 2011 年度から特殊法人・独立行政法人には営利を伴う機関も含まれ

ている。  
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 1-3-2  
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11..33..22 企企業業部部門門のの研研究究開開発発費費  

ポポイインントト  

○日本の企業部門の 2021 年の研究開発費は 14.2 兆円である。2009 年に落ち込んだ後は漸増傾向にあ

る。対前年比は 2.6％増である。米国は 2010 年頃から増加し続けており、2021 年では 64.0 兆円となっ

た。対前年比は 12.4％増、主要国中第 1 位の規模を示している。 

○主要国における企業部門の研究開発費の対 GDP 比率を見ると、日本の 2021 年の対 GDP 比率は

2.58％である。韓国は 2010 年から日本を上回り、2021 年の 3.90％は、主要国の中では著しく大きい値と

なっている。米国とドイツは、2010 年頃から同程度の規模で推移していたが、米国は伸び続け 2.68％に

なったのに対し、近年のドイツは減少して 2.09％となっている。 

○企業部門の研究開発費のうち、製造業の割合は日本、ドイツ、中国、韓国では約 9 割である。米国では

製造業の割合が約 6 割であり、上述した国と比較すると、非製造業の割合が大きい傾向にある。フランス

の製造業の割合は 50.2％であり、非製造業の重みが最も大きい。 

○最新年の企業部門の研究開発費を産業分類別で見ると、米国は「情報通信業」、日本、ドイツは「輸送

用機器製造業」、フランスは「専門・科学・技術サービス業」、中国、韓国は「コンピュータ、電子・光学製

品製造業」が大きな規模を持っている。 

○日本の企業部門において、研究開発費が最も大きいのは「輸送用機械器具製造業」であり、売上高に占

める研究開発費の割合が最も大きいのは「医薬品製造業」である。また、企業規模で見た場合、研究開

発費に占める大企業の割合が大きい。研究開発の集約度は大企業で大きい傾向にある。 

○企業の研究開発に対する政府による直接的支援を従業員規模別で見ると、米国、日本では大規模企業

に政府からの支援が集中しているが、ドイツや韓国では中小規模企業への支援に重みが置かれている。 

〇日本の企業の外部支出研究開発費を、国内と海外で比較してみると、国内への外部支出研究開発費は

2014 年以降減少傾向にあるが、海外への外部支出研究開発費は増加傾向が続いている。 

 
(1)各国企業部門の研究開発費 

企業部門の研究開発費は各国の研究開発費総

額の大部分を占める。従って企業部門での値の増

減が、国の研究開発費総額に及ぼす影響は大きい。

図表 1-3-3(A)を見ると、日本の 2021 年 17の研究開

発費は 14.2 兆円である。2009 年に落ち込んだ後は

漸増傾向にある。対前年比は 2.6％増である。 

米国は 2010 年頃から増加し続けており、2021 年

では 64.0 兆円となっている。対前年比は 12.4％増

であり、主要国中第 1 位の規模を示している。 

中国の企業部門の研究開発費については、

OECDが公表を控えたため（1.1.1節参照）、科学技

術指標 2022 よりも以前の値（2019 年値）が最新値と

なっていることに留意されたい。中国は 2000 年代に

 
17 この節の日本は、国際比較の際には「年」を用いている。本来は「年度」

である。日本のみを記述している節では「年度」を用いている。 

入ってから増加が著しい。2019 年では 41.9 兆円、

対前年比は 11.7％増である。 

ドイツは長期的に増加している。2010 年代半ば

から増加の度合いが大きくなったが、近年、ほぼ横

ばいに推移している。2021 年では 10.4 兆円、対前

年比は 3.9％増である。 

韓国は継続して増加しており、フランス、英国を

上回り、2021 年では 9.7 兆円となった。対前年比は

7.3％増である。 

フランスは長期的には漸増している。2021 年では

5.2 兆円、対前年比は 1.7％増である。 

英国は、研究開発を実施する企業のサンプリング

が不十分であることを考慮した数値の再調整により、

値が上方修正されている（1.1.1 節参照）。そのため、
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科学技術指標 2022 以前の数値とは異なることに留

意されたい（2020 年の値（ポンドベース）を比較する

と約 6割の増加が見られている）。英国は 2014年以

降増加しており、2021 年では 7.1 兆円となった。対

前年比は 7.6％増である。 

次に、2000年を 1とした場合の各国通貨による研

究開発費の名目額と実質額の指数を示し、2000 年

からの伸びを見る(図表 1-3-3（B）)。名目額で見ると、

日本の最新年の値は 1.3 であり、その伸びは他国と

比較すると小さい。フランスが 1.9、ドイツが 2.1 であ

り、米国が 3.1の伸びを示しているのに対して、中国

は 31.5、韓国は 7.9 と急激な伸びを示している。 

実質額の最新年値を見ると、日本、フランスは 1.4、

ドイツは 1.6、米国は 2.1 である。中国、韓国は名目

額よりは少ないが、それぞれ 16.6、5.3 と他国と比較

すると際だって大きな伸びを示している。 

【【図図表表 11--33--33】】  主主要要国国ににおおけけるる企企業業部部門門のの研研究究開開発発費費  

((AA))名名目目額額（（OOEECCDD 購購買買力力平平価価換換算算））

((BB))22000000 年年をを 11 ととししたた各各国国通通貨貨にによよるる企企業業部部門門のの研研究究開開発発費費のの指指数数

注： 
1) 各国企業部門の定義は図表 1-1-4 を参照のこと。
2) 研究開発費は人文・社会科学を含む（韓国は 2006 年まで自然科学のみ）。
3) 購買力平価は、参考統計 E と同じ。
4) 実質額の計算は GDP デフレータによる（参考統計 D を使用）。
5) 日本は年度の値を示している。
6) 米国の 2014 年以前は定義が異なる。企業の 2015、2016 年において時系列の連続性は失われている。2021 年は暫定値。
7) ドイツは 1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。1982、1984、1986、1988、1990、1992、1994、1996、1998、2020 年は見積り値である。 

1993 年値は定義が異なる。2021 年は暫定値である。
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名名　　目目　　額額 実実　　質質　　額額（（22001155年年基基準準））
年 日本 米国 ドイツ フランス 中国 韓国 日本 米国 ドイツ フランス 中国 韓国

2000 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2001 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2
2002 1.1 1.0 1.0 1.1 1.5 1.3 1.1 0.9 1.0 1.1 1.4 1.2
2003 1.1 1.0 1.1 1.1 1.8 1.4 1.1 0.9 1.0 1.1 1.7 1.3
2004 1.1 1.0 1.1 1.2 2.4 1.7 1.2 1.0 1.0 1.1 2.2 1.5
2005 1.2 1.1 1.1 1.2 3.1 1.8 1.3 1.0 1.0 1.1 2.7 1.6
2006 1.2 1.2 1.2 1.2 4.0 2.1 1.3 1.1 1.1 1.1 3.3 1.8
2007 1.3 1.3 1.2 1.3 5.0 2.3 1.4 1.1 1.1 1.1 3.8 2.0
2008 1.3 1.5 1.3 1.3 6.3 2.5 1.4 1.2 1.2 1.1 4.5 2.1
2009 1.1 1.4 1.3 1.4 7.9 2.7 1.2 1.2 1.1 1.2 5.6 2.2
2010 1.1 1.4 1.3 1.4 9.7 3.2 1.2 1.1 1.2 1.2 6.4 2.5
2011 1.1 1.5 1.4 1.5 12.3 3.7 1.3 1.2 1.3 1.2 7.5 2.9
2012 1.1 1.5 1.5 1.6 14.6 4.2 1.3 1.2 1.3 1.3 8.8 3.2
2013 1.2 1.6 1.5 1.6 16.9 4.5 1.3 1.2 1.3 1.3 9.9 3.4
2014 1.3 1.7 1.6 1.6 18.7 4.9 1.4 1.3 1.3 1.3 10.9 3.6
2015 1.3 1.8 1.7 1.6 20.3 5.0 1.4 1.4 1.4 1.3 11.8 3.6
2016 1.2 2.0 1.8 1.7 22.6 5.3 1.4 1.4 1.4 1.3 13.0 3.7
2017 1.3 2.1 1.9 1.7 25.4 6.1 1.4 1.5 1.6 1.4 14.0 4.2
2018 1.3 2.3 2.0 1.8 28.4 6.7 1.4 1.6 1.6 1.4 15.1 4.6
2019 1.3 2.5 2.1 1.8 31.5 7.0 1.4 1.8 1.6 1.4 16.6 4.8
2020 1.3 2.8 2.0 1.8 - 7.2 1.4 1.9 1.5 1.4 - 4.9
2021 1.3 3.1 2.1 1.9 - 7.9 1.4 2.1 1.6 1.4 - 5.3
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8) フランスは 1992、1997、2001、2004、2006 年において時系列の連続性は失われている。 
9) 英国の 2014 年以降は暫定値である。 
10) 中国は 1991～1999 年は過小評価されるか、過小評価されたデータに基づく。2000、2009 年において時系列の連続性は失われている。 
11) EU-27 は見積り値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他の国：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 1-3-3 

各国の経済規模の違いを考慮して研究開発費を

比較するために、企業部門における研究開発費の

対 GDP 比率を見る（図表 1-3-4）。 

日本の 2021 年の対 GDP 比率は 2.58％である。

1989 年以降、主要国第 1 位であったが、2010 年か

らは韓国が日本を上回った。 

韓国の 2021 年は 3.90％であり、主要国の中では

著しく大きい値となっている。 

米国は 2013 年以降 GDP 比率が継続して増加し

ている。ドイツは 1990 年代の中頃から増加し続けて

いる。2010年頃から両国とも同程度の規模で推移し

ていたが、米国は伸び続け 2.68％になったのに対

し、近年のドイツは減少して 2.09％となっている。 

英国については、企業部門の研究開発費が上方

修正されたことにより（1.1.1 節参照）、対 GDP 比率

も大きく上昇した。2021 年では 2.07％を示している。

科学技術指標 2022 以前の数値とは異なることに留

意されたい。 

中国の値は急激に上昇し、EU-27、フランスの値

を超えており、2019 年では 1.72％である。なお、中

国の企業部門の研究開発費については、OECD が

公表を控えたため（1.1.1 節参照のこと）、科学技術

指標 2022 における最新値より以前の値となってい

ることに留意されたい。 

2010 年代に入って、フランスはほぼ横ばいに推

移している。2021 年は 1.45％である。 

  

【【図図表表 11--33--44】】  主主要要国国ににおおけけるる企企業業部部門門のの研研究究開開

発発費費のの対対 GGDDPP 比比率率のの推推移移  

 
注及び資料： 
研究開発費は図表 1-3-3 と同じ。GDP は参考統計 C と同じ。  
参照：表 1-3-4 
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科学技術指標 2022 以前の数値とは異なることに留

意されたい（2020 年の値（ポンドベース）を比較する

と約 6割の増加が見られている）。英国は 2014年以

降増加しており、2021 年では 7.1 兆円となった。対

前年比は 7.6％増である。 

次に、2000年を 1とした場合の各国通貨による研

究開発費の名目額と実質額の指数を示し、2000 年

からの伸びを見る(図表 1-3-3（B）)。名目額で見ると、

日本の最新年の値は 1.3 であり、その伸びは他国と

比較すると小さい。フランスが 1.9、ドイツが 2.1 であ

り、米国が 3.1の伸びを示しているのに対して、中国

は 31.5、韓国は 7.9 と急激な伸びを示している。 

実質額の最新年値を見ると、日本、フランスは 1.4、

ドイツは 1.6、米国は 2.1 である。中国、韓国は名目

額よりは少ないが、それぞれ 16.6、5.3 と他国と比較

すると際だって大きな伸びを示している。 

【【図図表表 11--33--33】】  主主要要国国ににおおけけるる企企業業部部門門のの研研究究開開発発費費  

((AA))名名目目額額（（OOEECCDD 購購買買力力平平価価換換算算））

((BB))22000000 年年をを 11 ととししたた各各国国通通貨貨にによよるる企企業業部部門門のの研研究究開開発発費費のの指指数数

注： 
1) 各国企業部門の定義は図表 1-1-4 を参照のこと。
2) 研究開発費は人文・社会科学を含む（韓国は 2006 年まで自然科学のみ）。
3) 購買力平価は、参考統計 E と同じ。
4) 実質額の計算は GDP デフレータによる（参考統計 D を使用）。
5) 日本は年度の値を示している。
6) 米国の 2014 年以前は定義が異なる。企業の 2015、2016 年において時系列の連続性は失われている。2021 年は暫定値。
7) ドイツは 1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。1982、1984、1986、1988、1990、1992、1994、1996、1998、2020 年は見積り値である。 

1993 年値は定義が異なる。2021 年は暫定値である。
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名名　　目目　　額額 実実　　質質　　額額（（22001155年年基基準準））
年 日本 米国 ドイツ フランス 中国 韓国 日本 米国 ドイツ フランス 中国 韓国

2000 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2001 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2
2002 1.1 1.0 1.0 1.1 1.5 1.3 1.1 0.9 1.0 1.1 1.4 1.2
2003 1.1 1.0 1.1 1.1 1.8 1.4 1.1 0.9 1.0 1.1 1.7 1.3
2004 1.1 1.0 1.1 1.2 2.4 1.7 1.2 1.0 1.0 1.1 2.2 1.5
2005 1.2 1.1 1.1 1.2 3.1 1.8 1.3 1.0 1.0 1.1 2.7 1.6
2006 1.2 1.2 1.2 1.2 4.0 2.1 1.3 1.1 1.1 1.1 3.3 1.8
2007 1.3 1.3 1.2 1.3 5.0 2.3 1.4 1.1 1.1 1.1 3.8 2.0
2008 1.3 1.5 1.3 1.3 6.3 2.5 1.4 1.2 1.2 1.1 4.5 2.1
2009 1.1 1.4 1.3 1.4 7.9 2.7 1.2 1.2 1.1 1.2 5.6 2.2
2010 1.1 1.4 1.3 1.4 9.7 3.2 1.2 1.1 1.2 1.2 6.4 2.5
2011 1.1 1.5 1.4 1.5 12.3 3.7 1.3 1.2 1.3 1.2 7.5 2.9
2012 1.1 1.5 1.5 1.6 14.6 4.2 1.3 1.2 1.3 1.3 8.8 3.2
2013 1.2 1.6 1.5 1.6 16.9 4.5 1.3 1.2 1.3 1.3 9.9 3.4
2014 1.3 1.7 1.6 1.6 18.7 4.9 1.4 1.3 1.3 1.3 10.9 3.6
2015 1.3 1.8 1.7 1.6 20.3 5.0 1.4 1.4 1.4 1.3 11.8 3.6
2016 1.2 2.0 1.8 1.7 22.6 5.3 1.4 1.4 1.4 1.3 13.0 3.7
2017 1.3 2.1 1.9 1.7 25.4 6.1 1.4 1.5 1.6 1.4 14.0 4.2
2018 1.3 2.3 2.0 1.8 28.4 6.7 1.4 1.6 1.6 1.4 15.1 4.6
2019 1.3 2.5 2.1 1.8 31.5 7.0 1.4 1.8 1.6 1.4 16.6 4.8
2020 1.3 2.8 2.0 1.8 - 7.2 1.4 1.9 1.5 1.4 - 4.9
2021 1.3 3.1 2.1 1.9 - 7.9 1.4 2.1 1.6 1.4 - 5.3
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8) フランスは 1992、1997、2001、2004、2006 年において時系列の連続性は失われている。 
9) 英国の 2014 年以降は暫定値である。 
10) 中国は 1991～1999 年は過小評価されるか、過小評価されたデータに基づく。2000、2009 年において時系列の連続性は失われている。 
11) EU-27 は見積り値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他の国：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 1-3-3 

各国の経済規模の違いを考慮して研究開発費を

比較するために、企業部門における研究開発費の

対 GDP 比率を見る（図表 1-3-4）。 

日本の 2021 年の対 GDP 比率は 2.58％である。

1989 年以降、主要国第 1 位であったが、2010 年か

らは韓国が日本を上回った。 

韓国の 2021 年は 3.90％であり、主要国の中では

著しく大きい値となっている。 

米国は 2013 年以降 GDP 比率が継続して増加し

ている。ドイツは 1990 年代の中頃から増加し続けて

いる。2010年頃から両国とも同程度の規模で推移し

ていたが、米国は伸び続け 2.68％になったのに対

し、近年のドイツは減少して 2.09％となっている。 

英国については、企業部門の研究開発費が上方

修正されたことにより（1.1.1 節参照）、対 GDP 比率

も大きく上昇した。2021 年では 2.07％を示している。

科学技術指標 2022 以前の数値とは異なることに留

意されたい。 

中国の値は急激に上昇し、EU-27、フランスの値

を超えており、2019 年では 1.72％である。なお、中

国の企業部門の研究開発費については、OECD が

公表を控えたため（1.1.1 節参照のこと）、科学技術

指標 2022 における最新値より以前の値となってい

ることに留意されたい。 

2010 年代に入って、フランスはほぼ横ばいに推

移している。2021 年は 1.45％である。 

  

【【図図表表 11--33--44】】  主主要要国国ににおおけけるる企企業業部部門門のの研研究究開開

発発費費のの対対 GGDDPP 比比率率のの推推移移  

 
注及び資料： 
研究開発費は図表 1-3-3 と同じ。GDP は参考統計 C と同じ。  
参照：表 1-3-4 
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(2)主要国における産業分類別 18の研究開発

費 

主要国における企業部門の製造業と非製造業の

研究開発費について、各国最新年からの 3 年平均

で見ると（図表 1-3-5）、製造業の割合は日本、ドイ

ツ、中国、韓国では約 9 割であり、製造業の重みが

大きい。米国では製造業の割合が約 6 割であり、上

述した国と比較すると、非製造業の割合が大きい傾

向にある。フランスの製造業の割合は 50.2％であり、

非製造業の重みが最も大きい。2008年～2010年（3

年平均）と比較すると、ほとんどの国でバランスに変

化が見えないが、米国では非製造業が 3 割から 4

割に増加している。 

  

【【図図表表 11--33--55】】  主主要要国国ににおおけけるる企企業業部部門門のの製製造造業業

とと非非製製造造業業のの研研究究開開発発費費のの割割合合  

 
注： 
1) 国際標準産業分類第 4 次改定版（ISIC Rev.4）に準拠しているため、

各国の産業分類とは異なる。 
2) 各国とも研究開発を行う企業の主な経済活動(Main economic activity)

に応じて分類している。 
3) 米国では、「Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting」及び「Public 

Administration」は除かれている。よって、他国の非製造業と異なって
いるため、国際比較する際は注意が必要である。 

資料： 
OECD, “Structural Analysis (STAN) Databases” 
参照：表 1-3-5 

 
18 企業部門の産業分類の方法には、主な経済活動（Main economic 

activity）によるものと、産業方向性別区分（Industry orientation）によるも

のがある（OECD フラスカティ・マニュアル 2015 [7.48-7.50]）。前者は企

業の経済的アウトプットの重みが最も大きい産業分類に基づく分類であ

り、後者は研究開発活動を報告する際に、最も適当であると思われる産業

分類に分類する方法である。 
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さらに詳細な産業分類別での研究開発費を見る

と（図表 1-3-6)、米国は 2008 年時点では、「コンピ 

ュータ、電子・光学製品製造業」が最も多かったが、

非製造業である「情報通信業」が増加し続け、2014

年以降は最も研究開発費の多い産業となった

（2019 年で 13.9 兆円）。 

中国は製造業の伸びが著しい。特に、「コンピュ 

ータ、電子・光学製品製造業」が大きく伸びている

（2019 年で 6.6 兆円）。非製造業についての内訳は

なく、製造業と比較すると規模も小さいが、長期的

に見ると増加傾向にある。 

日本の製造業は、2008 年時点では、「コンピュー

タ、電子・光学製品製造業」が最も多かったが、その

後は減少している。これに代わって「輸送用機器製

造業」は増加し続けており、2013 年以降は最も多く

なっている（2020 年で 4.2 兆円）。また、「医薬品等

製造業」は漸増していたが、近年は微減している。

非製造業では、「専門・科学・技術サービス業」が最

も多く、次いで「情報通信業」が多い。2020 年の「専

門・科学・技術サービス業」は大きく減少した。 

ドイツは、継続して「輸送用機器製造業」が最も多

く、増加し続けている（2019 年で 4.3 兆円）。次いで

多いのは「コンピュータ、電子・光学製品製造業」で

ある（2019 年で 1.2 兆円）。非製造業では「専門・科

学・技術サービス業」が多くかつ増加傾向にある。 

フランスは非製造業である「専門・科学・技術サー

ビス業」が最も多く、2017 年で 1.2 兆円である。非製

造業で次いで多いのは「情報通信業」の 0.6 兆円で

ある。製造業では「輸送用機器製造業」が多い(0.7

兆円)。

韓国は「コンピュータ、電子・光学製品製造業」が

最も多くかつ増加の度合も大きい。2020 年では 4.5

兆円である。非製造業では「情報通信業」が最も多

い。 

2010 年から最新年にかけての製造業、非製造業

の研究開発費の伸びに注目すると、中国は非製造

業と比べて製造業、米国は製造業と比べて非製造

業の伸びが顕著に大きい。 

【【図図表表 11--33--66】】  主主要要国国ににおおけけるる企企業業部部門門のの産産業業分分類類別別研研究究開開発発費費  

注： 
1) 国際標準産業分類第 4 次改定版（ISIC Rev.4）に準拠しているため、各国の産業分類とは異なる。
2) 各国とも研究開発を行う企業の主な経済活動(Main economic activity)に応じて分類している。
3) 米国では、「Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting」及び「Public Administration」は除かれている。よって、他国の非製造業と異なっているため、国

際比較する際は注意が必要である。
資料： 
OECD, “Structural Analysis (STAN) Databases”
参照：表 1-3-6 
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(2)主要国における産業分類別 18の研究開発

費 

主要国における企業部門の製造業と非製造業の

研究開発費について、各国最新年からの 3 年平均

で見ると（図表 1-3-5）、製造業の割合は日本、ドイ

ツ、中国、韓国では約 9 割であり、製造業の重みが

大きい。米国では製造業の割合が約 6 割であり、上

述した国と比較すると、非製造業の割合が大きい傾

向にある。フランスの製造業の割合は 50.2％であり、

非製造業の重みが最も大きい。2008年～2010年（3

年平均）と比較すると、ほとんどの国でバランスに変

化が見えないが、米国では非製造業が 3 割から 4

割に増加している。 

  

【【図図表表 11--33--55】】  主主要要国国ににおおけけるる企企業業部部門門のの製製造造業業

とと非非製製造造業業のの研研究究開開発発費費のの割割合合  

 
注： 
1) 国際標準産業分類第 4 次改定版（ISIC Rev.4）に準拠しているため、

各国の産業分類とは異なる。 
2) 各国とも研究開発を行う企業の主な経済活動(Main economic activity)

に応じて分類している。 
3) 米国では、「Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting」及び「Public 

Administration」は除かれている。よって、他国の非製造業と異なって
いるため、国際比較する際は注意が必要である。 

資料： 
OECD, “Structural Analysis (STAN) Databases” 
参照：表 1-3-5 

 
18 企業部門の産業分類の方法には、主な経済活動（Main economic 

activity）によるものと、産業方向性別区分（Industry orientation）によるも

のがある（OECD フラスカティ・マニュアル 2015 [7.48-7.50]）。前者は企

業の経済的アウトプットの重みが最も大きい産業分類に基づく分類であ

り、後者は研究開発活動を報告する際に、最も適当であると思われる産業

分類に分類する方法である。 
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さらに詳細な産業分類別での研究開発費を見る

と（図表 1-3-6)、米国は 2008 年時点では、「コンピ 

ュータ、電子・光学製品製造業」が最も多かったが、

非製造業である「情報通信業」が増加し続け、2014

年以降は最も研究開発費の多い産業となった

（2019 年で 13.9 兆円）。 

中国は製造業の伸びが著しい。特に、「コンピュ 

ータ、電子・光学製品製造業」が大きく伸びている

（2019 年で 6.6 兆円）。非製造業についての内訳は

なく、製造業と比較すると規模も小さいが、長期的

に見ると増加傾向にある。 

日本の製造業は、2008 年時点では、「コンピュー

タ、電子・光学製品製造業」が最も多かったが、その

後は減少している。これに代わって「輸送用機器製

造業」は増加し続けており、2013 年以降は最も多く

なっている（2020 年で 4.2 兆円）。また、「医薬品等

製造業」は漸増していたが、近年は微減している。

非製造業では、「専門・科学・技術サービス業」が最

も多く、次いで「情報通信業」が多い。2020 年の「専

門・科学・技術サービス業」は大きく減少した。 

ドイツは、継続して「輸送用機器製造業」が最も多

く、増加し続けている（2019 年で 4.3 兆円）。次いで

多いのは「コンピュータ、電子・光学製品製造業」で

ある（2019 年で 1.2 兆円）。非製造業では「専門・科

学・技術サービス業」が多くかつ増加傾向にある。 

フランスは非製造業である「専門・科学・技術サー

ビス業」が最も多く、2017 年で 1.2 兆円である。非製

造業で次いで多いのは「情報通信業」の 0.6 兆円で

ある。製造業では「輸送用機器製造業」が多い(0.7

兆円)。

韓国は「コンピュータ、電子・光学製品製造業」が

最も多くかつ増加の度合も大きい。2020 年では 4.5

兆円である。非製造業では「情報通信業」が最も多

い。 

2010 年から最新年にかけての製造業、非製造業

の研究開発費の伸びに注目すると、中国は非製造

業と比べて製造業、米国は製造業と比べて非製造

業の伸びが顕著に大きい。 

【【図図表表 11--33--66】】  主主要要国国ににおおけけるる企企業業部部門門のの産産業業分分類類別別研研究究開開発発費費  

注： 
1) 国際標準産業分類第 4 次改定版（ISIC Rev.4）に準拠しているため、各国の産業分類とは異なる。
2) 各国とも研究開発を行う企業の主な経済活動(Main economic activity)に応じて分類している。
3) 米国では、「Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting」及び「Public Administration」は除かれている。よって、他国の非製造業と異なっているため、国

際比較する際は注意が必要である。
資料： 
OECD, “Structural Analysis (STAN) Databases”
参照：表 1-3-6 
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(3)日本の産業分類別研究開発費

日本の研究開発は、どの業種において、より多く

実施されているのかを見るために、売上高に占める

研究開発費の割合（研究開発の集約度）を産業分

類別に見た（図表 1-3-7）。 

まず、製造業と非製造業を比較すると、前者が

2.8％であるのに対して、後者は 0.3％となっており、

売上高に占める研究開発費の割合が 10 倍近く異

なる。日本の企業部門における売上高に占める研

究開発費の割合が最も大きいのは「医薬品製造業」

であり 9.0％を示している。これに「業務用機械器具

製造業」が 6.0％、「情報通信機械器具製造業」が

5.9％、「輸送用機械器具製造業」が 5.2％と続いて

いる。研究開発費の集約度は産業によって異なる

傾向を示している。 

【【図図表表 11--33--77】】  日日本本のの産産業業分分類類別別売売上上高高にに占占めめ

るる研研究究開開発発費費のの割割合合((22002211 年年度度))  

注： 
1) 研究開発を実施していない企業も含んでいる。
2) 全産業及び非製造業は金融、保険業を除く。
資料：
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照：表 1-3-7

(4)企業規模別の研究開発費

主要国の企業の研究開発における、企業規模に

よる研究開発の実施状況を見るために、企業の従

業員数を一定数で区切り、従業員規模別に研究開

発費に占める割合を見た（図表 1-3-8）。 

各国最新年を見ると、従業員数 500 人以上の企

業が占める割合が多い。特に日本、ドイツでは全体

の約 9 割を占める。米国では約 8 割、韓国では約 7

割、フランスでは約 6 割である。フランスでは従業員

数 50 人以上 249 人以下の企業の割合が、韓国で

は従業員数 49 人以下の企業の割合が、他国と比

較すると最も大きい。フランスや韓国は比較的、従

業員規模の小さい企業の割合が大きい傾向にある。 

【【図図表表 11--33--88】】  主主要要国国ににおおけけるる企企業業のの従従業業員員規規模模

別別研研究究開開発発費費  

注： 
2011、2019 年のドイツと 2011 年の米国の「従業員数 49 人以下」の値は
定義が異なる。フランスの2017年は暫定値である。 
資料： 
OECD, “R&D Statistics”
参照：表 1-3-8 
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ために、企業の従業員数を一定数で区切り、企業

規模別に売上高に占める研究開発費の割合を見た

（図表 1-3-9）。 
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その割合が小さくなる傾向にあり、最も小さいのは

従業員数 1～299 人の企業であり、1.6％を示してい

る。 
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上高に占める研究開発費の割合が最も大きいが

（4.2％）、従業員数 5,000～9,999 人の企業が 4.0％、

従業員数 0～249 人の企業が 3.9％と同程度に大き

い。最も小さいのは従業員数 1,000～4,999 人の企

業であり、2.6％を示している。

韓国では、従業員数 0～99 人の企業において、

売上高に占める研究開発費の割合が最も大きく、

4.2％を示している。規模が大きくなるにつれて割合

は小さくなる傾向にあるが、従業員数 1,000 人以上

の企業で再び大きくなる（4.0％）。最も小さいのは従

業員数 300～999 人の企業であり、2.2％である。

いずれの国も大規模企業で研究開発の集約度

が高いのに対して、ドイツや韓国では小規模企業に

おいても研究開発の集約度が高く、国によって集約

度が異なる。

また、図表1-3-9(D)では日本の推移を示した。時

系列で見ても従業員数 1 万人以上の企業の集約度

が一貫して大きい。2008年時点では、従業員数300

～999 人の企業が最も小さく、従業員数 1～299 人

の企業、1,000～2,999 人の企業、3，000～9,999 人

の企業の順に割合が大きくなっている。その後、

2015 年度以降の動きに注目すると従業員数 3,000

～9,999 人の企業の割合が大きくなり、従業員数 1

～299 人の企業の割合は最も小さくなった。企業規

模による研究集約度の格差は広がりつつある。

【【図図表表 11--33--99】】 企企業業のの従従業業員員規規模模別別売売上上高高にに占占めめるる研研究究開開発発費費のの割割合合

((AA))日日本本((22002211 年年))

((CC))韓韓国国((22002211 年年))

((BB))ドドイイツツ((22001199 年年))

((DD))日日本本のの推推移移

注：
研究開発を実施している企業を対象としている。各国の研究開発統計により、従業員数の分類が異なるため、国際比較する際には注意が必要である。
日本は年度の値を示している。金融･保険業を除く。
資料：
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」
ドイツ：Stifterverband Wissenschaftsstatistik, “arendi-Zahlenwerk”
韓国：韓国科学技術企画評価院、「研究開発活動調査報告書」
参照：表 1-3-9
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(3)日本の産業分類別研究開発費

日本の研究開発は、どの業種において、より多く

実施されているのかを見るために、売上高に占める

研究開発費の割合（研究開発の集約度）を産業分

類別に見た（図表 1-3-7）。 

まず、製造業と非製造業を比較すると、前者が

2.8％であるのに対して、後者は 0.3％となっており、

売上高に占める研究開発費の割合が 10 倍近く異

なる。日本の企業部門における売上高に占める研

究開発費の割合が最も大きいのは「医薬品製造業」

であり 9.0％を示している。これに「業務用機械器具

製造業」が 6.0％、「情報通信機械器具製造業」が

5.9％、「輸送用機械器具製造業」が 5.2％と続いて

いる。研究開発費の集約度は産業によって異なる

傾向を示している。 

【【図図表表 11--33--77】】  日日本本のの産産業業分分類類別別売売上上高高にに占占めめ

るる研研究究開開発発費費のの割割合合((22002211 年年度度))  

注： 
1) 研究開発を実施していない企業も含んでいる。
2) 全産業及び非製造業は金融、保険業を除く。
資料：
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照：表 1-3-7

(4)企業規模別の研究開発費

主要国の企業の研究開発における、企業規模に

よる研究開発の実施状況を見るために、企業の従

業員数を一定数で区切り、従業員規模別に研究開

発費に占める割合を見た（図表 1-3-8）。 

各国最新年を見ると、従業員数 500 人以上の企

業が占める割合が多い。特に日本、ドイツでは全体

の約 9 割を占める。米国では約 8 割、韓国では約 7

割、フランスでは約 6 割である。フランスでは従業員

数 50 人以上 249 人以下の企業の割合が、韓国で

は従業員数 49 人以下の企業の割合が、他国と比

較すると最も大きい。フランスや韓国は比較的、従

業員規模の小さい企業の割合が大きい傾向にある。 

【【図図表表 11--33--88】】  主主要要国国ににおおけけるる企企業業のの従従業業員員規規模模

別別研研究究開開発発費費  

注： 
2011、2019 年のドイツと 2011 年の米国の「従業員数 49 人以下」の値は
定義が異なる。フランスは暫定値である。 
資料： 
OECD, “R&D Statistics”
参照：表 1-3-8 

次に、企業規模による研究開発の集約度を見る

ために、企業の従業員数を一定数で区切り、企業

規模別に売上高に占める研究開発費の割合を見た

（図表 1-3-9）。 

日本は従業員数 1 万人以上の企業において、売

上高に占める研究開発費の割合が最も大きく、

4.9％を示している。従業員数が少なくなるにつれて、

その割合が小さくなる傾向にあり、最も小さいのは

従業員数 1～299 人の企業であり、1.6％を示してい

る。 

ドイツも従業員数 1 万人以上の企業において、売

0.8 1.2
7.4 4.5 3.7 3.2

10.2 12.8 12.4 14.7
3.7 4.7

7.5
7.3 7.3 5.7

12.3
14.2 11.8 10.8

4.0 4.5

4.4
3.9 5.2

4.4

8.3
8.2

4.6 4.5

91.5 89.6
80.7 84.4 83.8 86.7

69.2 64.8
71.2 70.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20112021 20112020 20112019 20112017 20112021

日本 米国 ドイツ フランス 韓国

500人以上

250～499人

50～249人

49人以下

2.5 

1.0 

5.2 

5.9 

4.0 

4.6 

6.0 

0.7 

0.3 

3.3 

9.0 

0.3 

2.8 

1.4 

0 2 4 6 8 10 

学術研究,専門・技術サービス業

情報サービス業

輸送用機械器具製造業

情報通信機械器具製造業

電気機械器具製造業

電子部品・デバイス・

電子回路製造業

業務用機械器具製造業

鉄鋼業

石油製品･石炭製品製造業

化学工業

医薬品製造業

非製造業(金融業、保険業を除く)

製造業

全産業(金融業、保険業を除く)

％

 第 1 章 研究開発費 

 

- 47 - 

上高に占める研究開発費の割合が最も大きいが

（4.2％）、従業員数 5,000～9,999 人の企業が 4.0％、

従業員数 0～249 人の企業が 3.9％と同程度に大き

い。最も小さいのは従業員数 1,000～4,999 人の企

業であり、2.6％を示している。 

韓国では、従業員数 0～99 人の企業において、

売上高に占める研究開発費の割合が最も大きく、

4.2％を示している。規模が大きくなるにつれて割合

は小さくなる傾向にあるが、従業員数 1,000 人以上

の企業で再び大きくなる（4.0％）。最も小さいのは従

業員数 300～999 人の企業であり、2.2％である。 

いずれの国も大規模企業で研究開発の集約度

が高いのに対して、ドイツや韓国では小規模企業に

おいても研究開発の集約度が高く、国によって集約

度が異なる。 

また、図表1-3-9(D)では日本の推移を示した。時

系列で見ても従業員数 1 万人以上の企業の集約度

が一貫して大きい。2008年時点では、従業員数300

～999 人の企業が最も小さく、従業員数 1～299 人

の企業、1,000～2,999 人の企業、3，000～9,999 人

の企業の順に割合が大きくなっている。その後、

2015 年度以降の動きに注目すると従業員数 3,000

～9,999 人の企業の割合が大きくなり、従業員数 1

～299 人の企業の割合は最も小さくなった。企業規

模による研究集約度の格差は広がりつつある。

  

【【図図表表 11--33--99】】  企企業業のの従従業業員員規規模模別別売売上上高高にに占占めめるる研研究究開開発発費費のの割割合合  

  

((AA))日日本本((22002211 年年))  

  

((CC))韓韓国国((22002211 年年))  

((BB))ドドイイツツ((22001199 年年))  

  

((DD))日日本本のの推推移移  

 
注： 
研究開発を実施している企業を対象としている。各国の研究開発統計により、従業員数の分類が異なるため、国際比較する際には注意が必要である。 
日本は年度の値を示している。金融･保険業を除く。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
ドイツ：Stifterverband Wissenschaftsstatistik, “arendi-Zahlenwerk” 
韓国：韓国科学技術企画評価院、「研究開発活動調査報告書」 
参照：表 1-3-9 
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(5)企業への政府による直接的・間接的支援 

企業の研究開発のための政府による支援の状

況を示す。 

「直接的支援（企業の研究開発費のうち政府が

負担した金額）」及び「間接的支援（企業の法人税

のうち、研究開発税制優遇措置により控除された

税額）」を対 GDP 比で見ると（図表 1-3-10(A)）、

日本はここで示した国の中で直接的支援が最も

小さく、直接的支援より間接的支援が大きい。他

国を見ると、直接的支援が最も大きいのはロシア

であり、これに韓国、ハンガリーが続く。間接的支

援が大きいのは英国、フランス、オーストリアなど

である。 

次に、日本について政府からの直接的、間接

的支援の対 GDP 比の推移を見ると(図表 1-3-

10(B))、政府から企業への直接的支援は長期的

には減少傾向にある。間接的支援は変動が大きく、

2004 年に著しく増加した後、2008 年には減少し、

2013 年には再び増加した。その後は長期的に見

ると減少している。 

間接的支援の変化には、いくつかの要因が考

えられる。一つは研究開発税制優遇措置の変更

である。大きな制度改正は数年ごとにあるが、細

かな制度改正はほぼ毎年実施されている。二つ

めは特定企業の税制優遇措置額の変化である 19。

最後に、市場経済（景気・不景気）の変化である。

税法上の所得（＝益金−損金）がない場合、優遇

税制措置の適用が発生しない。間接的支援の

2004 年の急増については、2003 年に導入された

「試験研究費の総額にかかる税額控除制度」によ

る制度上の税額控除額の増加が主な理由と考え

られ、この制度を活用する企業が 2004 年に増え

たと推測される。2008 年の減少については、法人

税全額の減少が、控除額の減少につながったと

考えられる。2013年の増加については、特定企業

による税制優遇措置額の増加によるものと考えら

れる。また、2015 年度には「特別試験研究費税額

控除制度（オープンイノベーション型）」の拡充と

総額型の控除上限の引き下げ、繰越税額控除制

度の廃止の 3 つの制度変更が同時に行われた。

【【図図表表 11--33--1100】】  企企業業のの研研究究開開発発ののたためめのの政政府府にによよるる直直接接的的支支援援、、間間接接的的支支援援  
 

            ((AA))各各国国比比較較((22002200 年年))  ((BB))日日本本のの推推移移  

注： 
1) 直接的支援とは、企業の研究開発費のうち政府が負担した金額の対 GDP 比率である。 
2) 間接的支援とは、企業の法人税のうち、研究開発税制優遇措置により控除された税額の対 GDP 比率である。 
3) 各国からの推計値 (NESTI が行った研究開発税制優遇調査による）、予備値も含まれる。 
4) 中国、ブラジルは 2017 年、スペインは 2018 年、ロシア、米国、スイス、オーストラリアは 2019 年、その他の国は 2020 年。 
5) ドイツは研究開発税制優遇のデータが提供されなかった。 
資料： 
(A)各国比較：OECD, “R&D Tax Incentive Indicators” 
(B)日本の推移：総務省、「科学技術研究調査報告」、国税庁、「会社標本調査」、2011 年以降は OECD, “STI Scoreboard ”及び “R&D Tax Incentive 
Indicators”の各年 
参照：表 1-3-10

 
19 例えば、連結法人の法人税額の特別控除額について、2013 年では

上位 10 社で全体の約 70％を占めており、対象年における特定企業の

研究開発税制優遇措置額によって全体の額が大きく変化する事が分

かる。出典：財務省、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する

報告書」 
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次に、政府からの企業の研究開発における直

接的支援を従業員規模別で見る（図表 1-3-11）。 

日本では、従業員数 500 人以上の企業に対す

る政府による直接的支援の割合が全体の 79.1％

を占める。これに次いで従業員数 50～249人の企

業の割合が大きいが 7.3％である。 

米国では、従業員数 500 人以上の企業の割合

が全体の 81.4％を占める。これに次いで従業員

数 49 人以下の企業が大きいが 7.2％である。 

ドイツでは、従業員数 500人以上の企業の割合

が最も大きく 44.4％を占める。ただし、従業員数

49人以下の企業が 26.0％、従業員数 50～249人

の企業が 22.7％となっており、この 2 つの企業規

模においても割合が大きい。 

フランスでは、従業員数 500人以上の企業の割

合が 70.7％を占める。これに次いで大きいのは従

業員数 49 人以下の企業であり 17.4％を占めてい

る。 

韓国では、従業員数 49 人以下の企業が

47.6％と最も大きい。また、従業員数 50～249 人

の企業でも 21.2％と大きく、249 人以下の企業で

政府による直接的支援の約 7 割を占める。 

米国、日本では大規模企業に政府からの支援

が集中しているが、韓国やドイツでは中小規模企

業への支援に重みが置かれていることが分かる。 

  

【【図図表表 11--33--1111】】  主主要要国国ににおおけけるる政政府府かからら企企業業へへのの直直接接的的支支援援（（企企業業のの従従業業員員規規模模別別））  

  
注： 
1) 日本は年度の値を示している。 
2) 米国は定義が異なる。 
3) フランスは暫定値である。 
4) 購買力平価は、参考統計 E と同じ。 
資料： 
OECD, “R&D statistics” 
参照：表 1-3-11 
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(5)企業への政府による直接的・間接的支援

企業の研究開発のための政府による支援の状

況を示す。

「直接的支援（企業の研究開発費のうち政府が

負担した金額）」及び「間接的支援（企業の法人税

のうち、研究開発税制優遇措置により控除された

税額）」を対 GDP 比で見ると（図表 1-3-10(A)）、

日本はここで示した国の中で直接的支援が最も

小さく、直接的支援より間接的支援が大きい。他

国を見ると、直接的支援が最も大きいのはロシア

であり、これに韓国、ハンガリーが続く。間接的支

援が大きいのは英国、フランス、オーストリアなど

である。

次に、日本について政府からの直接的、間接

的支援の対 GDP 比の推移を見ると(図表 1-3-

10(B))、政府から企業への直接的支援は長期的

には減少傾向にある。間接的支援は変動が大きく、

2004 年に著しく増加した後、2008 年には減少し、

2013 年には再び増加した。その後は長期的に見

ると減少している。

間接的支援の変化には、いくつかの要因が考

えられる。一つは研究開発税制優遇措置の変更

である。大きな制度改正は数年ごとにあるが、細

かな制度改正はほぼ毎年実施されている。二つ

めは特定企業の税制優遇措置額の変化である 19。

最後に、市場経済（景気・不景気）の変化である。

税法上の所得（＝益金−損金）がない場合、優遇

税制措置の適用が発生しない。間接的支援の

2004 年の急増については、2003 年に導入された

「試験研究費の総額にかかる税額控除制度」によ

る制度上の税額控除額の増加が主な理由と考え

られ、この制度を活用する企業が 2004 年に増え

たと推測される。2008 年の減少については、法人

税全額の減少が、控除額の減少につながったと

考えられる。2013年の増加については、特定企業

による税制優遇措置額の増加によるものと考えら

れる。また、2015 年度には「特別試験研究費税額

控除制度（オープンイノベーション型）」の拡充と

総額型の控除上限の引き下げ、繰越税額控除制

度の廃止の 3 つの制度変更が同時に行われた。

【【図図表表 11--33--1100】】 企企業業のの研研究究開開発発ののたためめのの政政府府にによよるる直直接接的的支支援援、、間間接接的的支支援援

((AA))各各国国比比較較((22002200 年年)) ((BB))日日本本のの推推移移

注：
1) 直接的支援とは、企業の研究開発費のうち政府が負担した金額の対 GDP 比率である。
2) 間接的支援とは、企業の法人税のうち、研究開発税制優遇措置により控除された税額の対 GDP 比率である。
3) 各国からの推計値 (NESTI が行った研究開発税制優遇調査による）、予備値も含まれる。
4) 中国、ブラジルは 2017 年、スペインは 2018 年、ロシア、米国、スイス、オーストラリアは 2019 年、その他の国は 2020 年。
5) ドイツは研究開発税制優遇のデータが提供されなかった。
資料：
(A)各国比較：OECD, “R&D Tax Incentive Indicators”
(B)日本の推移：総務省、「科学技術研究調査報告」、国税庁、「会社標本調査」、2011 年以降は OECD, “STI Scoreboard ”及び “R&D Tax Incentive 
Indicators”の各年
参照：表 1-3-10

19 例えば、連結法人の法人税額の特別控除額について、2013 年では

上位 10 社で全体の約 70％を占めており、対象年における特定企業の

研究開発税制優遇措置額によって全体の額が大きく変化する事が分

かる。出典：財務省、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する

報告書」
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次に、政府からの企業の研究開発における直

接的支援を従業員規模別で見る（図表 1-3-11）。 

日本では、従業員数 500 人以上の企業に対す

る政府による直接的支援の割合が全体の 79.1％

を占める。これに次いで従業員数 50～249人の企

業の割合が大きいが 7.3％である。 

米国では、従業員数 500 人以上の企業の割合

が全体の 81.4％を占める。これに次いで従業員

数 49 人以下の企業が大きいが 7.2％である。 

ドイツでは、従業員数 500人以上の企業の割合

が最も大きく 44.4％を占める。ただし、従業員数

49人以下の企業が 26.0％、従業員数 50～249人

の企業が 22.7％となっており、この 2 つの企業規

模においても割合が大きい。 

フランスでは、従業員数 500人以上の企業の割

合が 70.7％を占める。これに次いで大きいのは従

業員数 49 人以下の企業であり 17.4％を占めてい

る。 

韓国では、従業員数 49 人以下の企業が

47.6％と最も大きい。また、従業員数 50～249 人

の企業でも 21.2％と大きく、249 人以下の企業で

政府による直接的支援の約 7 割を占める。 

米国、日本では大規模企業に政府からの支援

が集中しているが、韓国やドイツでは中小規模企

業への支援に重みが置かれていることが分かる。 

【【図図表表 11--33--1111】】  主主要要国国ににおおけけるる政政府府かからら企企業業へへのの直直接接的的支支援援（（企企業業のの従従業業員員規規模模別別））  

注： 
1) 日本は年度の値を示している。
2) 米国は定義が異なる。
3) フランスは暫定値である。
4) 購買力平価は、参考統計 E と同じ。
資料：
OECD, “R&D statistics”
参照：表 1-3-11 
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(6)日本企業の外部支出研究開発費に見る

研究活動のオープン化・グローバル化 

企業の製品やサービス等に、人工知能や機械

学習等の新しい知識を迅速に導入するには、自

社における研究開発活動に加えて、社外の知識

や研究開発能力を活用していく(オープン化して

いく)必要がある。また、企業活動がグローバル化

するにつれ、研究開発活動もグローバル化するこ

とが予想される。そこで、ここでは企業の外部支出

研究開発費の動向に注目することで、研究開発

活動のオープン化・グローバル化の状況を把握す

る。 

図表 1-3-12(A)に、企業の外部支出研究開発

費の時系列変化とその内訳を示した。2000 年代

後半に一時的に落ち込む時期があるものの、外

部支出研究開発費は長期的に増加傾向にあった

が、2020 年度に大きく減少した。1999 年度から

2018 年度にかけては、企業の内部使用研究開発

費が 33.9％増であるのに対して、外部支出研究

開発費は約 2 倍となっており、企業の研究開発活

動のオープン化が進展していた。しかし、2019 年

度から 2020年度にかけては、前者が 2.5％減なの

に対して、後者は 12.1％減となっており、新型コロ

ナウイルス感染症のパンデミックが研究開発活動

のオープン化にも影響を与えたことが分かる。

2021 年度では外部支出研究開発費は増加し 2.3

兆円となった。対前年比 5.6％増である。特に増

加したのは海外の会社への外部支出研究開発費

である。 

国内と海外を比べると 2001 年度から 2019 年度

にかけて、国内への外部支出の増加率が 24.9％

であるのに対して、海外への外部支出の増加率

は 474.5％である。この結果として、外部支出研究

開発費における海外への支出分の割合は、2001

年度には 9.9％であったものが、2019 年度には

33.6％となった。2019 年度から 2020 年度にかけ

ては、国内への外部支出は 23.3％減であったが、

海外への外部支出は 10.0％増であった。国内の

減少は主に会社への外部支出の減少、海外の増

加は会社への外部支出の増加によるものである。

後者については 2021 年度も対前年度比 11.1％

の増加を示しており、研究開発のグローバル化は

進展し続けている。 

図表 1-3-12(B)は、外部支出先として大学のみ

を取り出し、その割合を見たものである。最新のデ

ータを見ると国内の国・公立大学への外部支出が

一番多い。2018 年度までは海外の大学の方が、

国内の私立大学より大きかったが、2019年度以降、

国内の私立大学の割合の方が大きくなっている。

企業から大学への外部支出という点では、日本の

大学が主要な支出先であることが確認できる。  

  

【【図図表表 11--33--1122】】  日日本本企企業業ににおおけけるる外外部部支支出出研研究究開開発発費費のの推推移移  
 

((AA))外外部部支支出出研研究究開開発発費費のの内内訳訳  （（ＢＢ））大大学学へへのの外外部部支支出出研研究究開開発発費費のの内内訳訳  

 
注： 
国内のその他には国・公営の研究機関、特殊法人・独立行政法人の研究所、公庫・公団、非営利団体などを含む。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 1-3-12 
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11..33..33 大大学学部部門門のの研研究究開開発発費費  

ポポイインントト  

○大学部門の研究開発費を見ると、2021年の日本（OECD推計）は 2.1兆円である。各国の状況を見ると、

米国は主要国の中で 1 番の規模を維持しており、2021 年では 8.6 兆円となっている。中国は 2012 年に

日本(OECD 推計)を上回り、2018 年では 3.6 兆円となっている。ドイツは 2000 年代後半から増加してい

る。2016 年に日本（OECD 推計）を上回り、2021 年では 2.9 兆円となっている。 

○2000 年を 1 とした場合の各国通貨による大学部門の研究開発費の指数（名目額、最新値）を見ると、日

本(OECD 推計)は 1.0 であり、伸びていないことがわかる。米国は 2.8、ドイツは 2.5、フランスは 1.9 であ

る。また、中国は 19.0、韓国は 6.0 と著しい伸びを示している。実質額での最新値を見ると、日本以外の

国では名目額より実質額の方が低い数値となっている。日本(OECD 推計)は 1.1 である。他国を見ると、

米国、ドイツは 1.8、フランスは 1.4 である。中国、韓国も名目額よりは低くなってはいるが、それぞれ 10.1、

4.0 と他国と比較すると大きな伸びを示している。 

○日本の大学等の研究開発費を学問分野別で見ると、2000 年代に入って、保健のみが増加し、他の分野

は横ばい又は微増で推移している。 

○日本の国立大学の研究開発費を負担源別の内訳で見ると、「自己資金」が最も多く、2021 年度では 1.1

兆円、全体の 71.1％を占める。次いで「政府」が 3,226 億円、「会社等」は 760 億円である。「自己資金」

は長期的に漸減、「政府」については 2013 年度を境に減少していたが、最新年度では 2 つともに増加し

た。対前年度比は、「自己資金」が 4.6％増、「政府」が 16.2％増である。

 
(1)各国大学部門の研究開発費 

大学をはじめとする高等教育機関は、研究開

発機関としての機能も持ち、各国の研究開発シス

テムのなかで重要な役割を果たしている。1.1.2 節

で示したように、主要国では国全体の研究開発費

の 1～2 割程度を使用している。高等教育機関の

範囲は国によって異なるが、各国とも大学が主た

るものである。また、どのレベルの機関まで調査を

しているかも国によって差が出る。 

どの機関を対象としているかを簡単に示すと、

日本は大学（大学院も含む）に加えて、短期大学、

高等専門学校、大学附置研究所及びその他の機

関が含まれる 20。米国に関しては Universities & 

Colleges （年間 15 万ドル以上の研究開発をして

いる機関、FFRDCs は除く）、主に学位授与プログ

ラムを実施している研究機関又は大学と学位プロ

 
20 日本の大学部門の統計資料として本章で用いる総務省統計局「科

学技術研究調査報告」においては、大学は学部（大学院の場合は研究

科）ごとに調査されている。なお、「その他の機関」とは、大学共同利用

機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構など学校以外の組

織、国立大学の学内共同教育研究施設、全国共同利用施設、公立・私

立大学の学部から独立した設備等の共同利用を主目的とする施設等

グラムを共有している機関が含まれる。ドイツは

Universities & Colleges、中等後教育機関、大学

病院を含んでいる。フランスは国立科学研究セン

ター（CNRS）、高等教育・研究・イノベーション省

(MESRI)所管の大学及び高等教育研究機関、大

学病院(CHU)等である。英国は、全大学とイングラ

ンドの高等教育カレッジ及び高等教育機関を通じ

て資金提供されている関連組織を含む。韓国は

大学のすべての学科（分校及び地方キャンパスを

含む）、附属研究機関、大学附属病院（医科大学

と会計が統合している場合のみ）である。 

大部分の国々では研究開発統計の調査範囲

は全分野となっているが、米国については S＆E21

の分野であり、韓国は 2006 年まで自然科学分野

のみを対象としていた(図表 1-1-4 参照)。 

大学部門の研究開発費を算出するには、教育

である。 
21 S&E とは Science and Engineering:  Computer sciences, 

 Environmental sciences, Life sciences, Mathematical sciences, Physical 

sciences,  Psychology, Social sciences, Engineering であり、Education

や Humanities 等は含まれていない。 
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(6)日本企業の外部支出研究開発費に見る

研究活動のオープン化・グローバル化

企業の製品やサービス等に、人工知能や機械

学習等の新しい知識を迅速に導入するには、自

社における研究開発活動に加えて、社外の知識

や研究開発能力を活用していく(オープン化して

いく)必要がある。また、企業活動がグローバル化

するにつれ、研究開発活動もグローバル化するこ

とが予想される。そこで、ここでは企業の外部支出

研究開発費の動向に注目することで、研究開発

活動のオープン化・グローバル化の状況を把握す

る。

図表 1-3-12(A)に、企業の外部支出研究開発

費の時系列変化とその内訳を示した。2000 年代

後半に一時的に落ち込む時期があるものの、外

部支出研究開発費は長期的に増加傾向にあった

が、2020 年度に大きく減少した。1999 年度から

2018 年度にかけては、企業の内部使用研究開発

費が 33.9％増であるのに対して、外部支出研究

開発費は約 2 倍となっており、企業の研究開発活

動のオープン化が進展していた。しかし、2019 年

度から 2020年度にかけては、前者が 2.5％減なの

に対して、後者は 12.1％減となっており、新型コロ

ナウイルス感染症のパンデミックが研究開発活動

のオープン化にも影響を与えたことが分かる。

2021 年度では外部支出研究開発費は増加し 2.3

兆円となった。対前年比 5.6％増である。特に増

加したのは海外の会社への外部支出研究開発費

である。

国内と海外を比べると 2001 年度から 2019 年度

にかけて、国内への外部支出の増加率が 24.9％

であるのに対して、海外への外部支出の増加率

は 474.5％である。この結果として、外部支出研究

開発費における海外への支出分の割合は、2001

年度には 9.9％であったものが、2019 年度には

33.6％となった。2019 年度から 2020 年度にかけ

ては、国内への外部支出は 23.3％減であったが、

海外への外部支出は 10.0％増であった。国内の

減少は主に会社への外部支出の減少、海外の増

加は会社への外部支出の増加によるものである。

後者については 2021 年度も対前年度比 11.1％

の増加を示しており、研究開発のグローバル化は

進展し続けている。

図表 1-3-12(B)は、外部支出先として大学のみ

を取り出し、その割合を見たものである。最新のデ

ータを見ると国内の国・公立大学への外部支出が

一番多い。2018 年度までは海外の大学の方が、

国内の私立大学より大きかったが、2019年度以降、

国内の私立大学の割合の方が大きくなっている。

企業から大学への外部支出という点では、日本の

大学が主要な支出先であることが確認できる。

【【図図表表 11--33--1122】】 日日本本企企業業ににおおけけるる外外部部支支出出研研究究開開発発費費のの推推移移

((AA))外外部部支支出出研研究究開開発発費費のの内内訳訳 （（ＢＢ））大大学学へへのの外外部部支支出出研研究究開開発発費費のの内内訳訳

注：
国内のその他には国・公営の研究機関、特殊法人・独立行政法人の研究所、公庫・公団、非営利団体などを含む。
資料：
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照：表 1-3-12
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11..33..33 大大学学部部門門のの研研究究開開発発費費  

ポポイインントト  

○大学部門の研究開発費を見ると、2021年の日本（OECD推計）は 2.1兆円である。各国の状況を見ると、

米国は主要国の中で 1 番の規模を維持しており、2021 年では 8.6 兆円となっている。中国は 2012 年に

日本(OECD 推計)を上回り、2018 年では 3.6 兆円となっている。ドイツは 2000 年代後半から増加してい

る。2016 年に日本（OECD 推計）を上回り、2021 年では 2.9 兆円となっている。

○2000 年を 1 とした場合の各国通貨による大学部門の研究開発費の指数（名目額、最新値）を見ると、日

本(OECD 推計)は 1.0 であり、伸びていないことがわかる。米国は 2.8、ドイツは 2.5、フランスは 1.9 であ

る。また、中国は 19.0、韓国は 6.0 と著しい伸びを示している。実質額での最新値を見ると、日本以外の

国では名目額より実質額の方が低い数値となっている。日本(OECD 推計)は 1.1 である。他国を見ると、

米国、ドイツは 1.8、フランスは 1.4 である。中国、韓国も名目額よりは低くなってはいるが、それぞれ 10.1、

4.0 と他国と比較すると大きな伸びを示している。

○日本の大学等の研究開発費を学問分野別で見ると、2000 年代に入って、保健のみが増加し、他の分野

は横ばい又は微増で推移している。

○日本の国立大学の研究開発費を負担源別の内訳で見ると、「自己資金」が最も多く、2021 年度では 1.1

兆円、全体の 71.1％を占める。次いで「政府」が 3,226 億円、「会社等」は 760 億円である。「自己資金」

は長期的に漸減、「政府」については 2013 年度を境に減少していたが、最新年度では 2 つともに増加し

た。対前年度比は、「自己資金」が 4.6％増、「政府」が 16.2％増である。

(1)各国大学部門の研究開発費

大学をはじめとする高等教育機関は、研究開

発機関としての機能も持ち、各国の研究開発シス

テムのなかで重要な役割を果たしている。1.1.2 節

で示したように、主要国では国全体の研究開発費

の 1～2 割程度を使用している。高等教育機関の

範囲は国によって異なるが、各国とも大学が主た

るものである。また、どのレベルの機関まで調査を

しているかも国によって差が出る。 

どの機関を対象としているかを簡単に示すと、

日本は大学（大学院も含む）に加えて、短期大学、

高等専門学校、大学附置研究所及びその他の機

関が含まれる 20。米国に関しては Universities & 

Colleges （年間 15 万ドル以上の研究開発をして

いる機関、FFRDCs は除く）、主に学位授与プログ

ラムを実施している研究機関又は大学と学位プロ

20 日本の大学部門の統計資料として本章で用いる総務省統計局「科

学技術研究調査報告」においては、大学は学部（大学院の場合は研究

科）ごとに調査されている。なお、「その他の機関」とは、大学共同利用

機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構など学校以外の組

織、国立大学の学内共同教育研究施設、全国共同利用施設、公立・私

立大学の学部から独立した設備等の共同利用を主目的とする施設等

グラムを共有している機関が含まれる。ドイツは

Universities & Colleges、中等後教育機関、大学

病院を含んでいる。フランスは国立科学研究セン

ター（CNRS）、高等教育・研究・イノベーション省

(MESRI)所管の大学及び高等教育研究機関、大

学病院(CHU)等である。英国は、全大学とイングラ

ンドの高等教育カレッジ及び高等教育機関を通じ

て資金提供されている関連組織を含む。韓国は

大学のすべての学科（分校及び地方キャンパスを

含む）、附属研究機関、大学附属病院（医科大学

と会計が統合している場合のみ）である。 

大部分の国々では研究開発統計の調査範囲

は全分野となっているが、米国については S＆E21

の分野であり、韓国は 2006 年まで自然科学分野

のみを対象としていた(図表 1-1-4 参照)。 

大学部門の研究開発費を算出するには、教育

である。 
21 S&E とは Science and Engineering:  Computer sciences, 

 Environmental sciences, Life sciences, Mathematical sciences, Physical 

sciences,  Psychology, Social sciences, Engineering であり、Education

や Humanities 等は含まれていない。 
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活動と研究開発活動を区別して、経費を集計する

必要があるが、一般的にそれは困難である。 

日本の大学の研究開発費は、総務省の研究開

発統計「科学技術研究調査」による。この調査で

は研究開発費の内数として人件費についても集

計しているが、この人件費は「研究以外の業務

（教育など）」を含む総額データとなっている。これ

に加えて、ほぼすべての教員は研究者として計測

されている。しかしながら、教員全員が研究のみ

に従事していることはあり得ない。このため全教員

の人件費が研究開発費に計上されている状態は、

研究開発費としては過剰計上となっていると考え

るのが自然であろう。 

こうした状況は OECD も認識しているため、

OECD 統計が公表する日本の研究開発費は

1996 年以降人件費に対して、1996～2001 年は

0.53 を乗じた値、2002 年以降は 0.465 を乗じた値

となっている。なお、2002 年以降の補正係数であ

る 0.465 は 2002 年に文部科学省が実施した「大

学等におけるフルタイム換算データに関する調査

(FTE 調査 )」から得られた研究専従換算係数

（FTE 係数）である。この FTE 調査は 2008 年、

2013 年及び 2018 年に実施され、OECD統計によ

る日本の大学部門の研究開発費は FTE 係数で

人件費分を補正した研究開発費となっている

（2008～2012 年の間の FTE 係数：0.365、2013 年

～2017 年の以降の FTE 係数：0.351、2018 年以

降の FTE 係数：0.329）22。 

以下においては、日本の大学部門の研究開発

費として、OECD が提供している値（「日本(OECD

推計)｣と明記)と総務省「科学技術研究調査報告」

で提供している値（「日本」と明記）を掲載すること

とする。 

図表 1-3-13(A)は大学部門の研究開発費を名

目額で示している。2021年 23の日本（OECD推計)

の大学の研究開発費は、2.1 兆円である（日本の

値は 3.8 兆円である）。日本（OECD 推計)の値は

2014 年以降、減少傾向にあったが最新年では増

22 FTE 調査結果については第 2 章の図表 2-1-2 参照されたい。 
23 この節の日本は、国際比較の際には「年」を用いている。本来は「年

度」である。日本のみを記述している節では「年度」を用いている。 

加した。対前年比は 4.3％増である。 

米国の 2021 年は 8.6 兆円であり、主要国の中

では 1 番の規模を維持している。米国の大学部門

の研究開発費は長期的に増加しているが、特に

2014 年以降は伸び率が大きくなっている。 

中国の大学部門の研究開発費については、

OECD が公表を控えたため（1.1.1 節参照）、科学

技術指標 2022 における最新値より以前の値

（2018 年値）となっていることに留意されたい。中

国の研究開発費は着実に増加している。2012 年

に日本(OECD 推計)を上回り、2018 年では 3.6 兆

円となっている。 

ドイツは 2000 年代後半から増加している。2016

年に日本（OECD推計）を上回り、2021年では 2.9

兆円となっている。

英国の大学部門については、高等教育機関の

支出額に関するより包括的な管理データの採用 24

が反映されたことにより（1.1.1 節参照）、かなり上

方に改訂されている（2018 年から 2020 年まで掲

載）。このため英国の研究開発費については、科

学技術指標 2022 以前の数値とは異なることに留

意されたい。英国の 2020 年は 2.1 兆円となってい

る（2019 年の値（ポンドベース）を比較すると約 5

割の増加が見られている）。 

フランスは、長期的に見ると増加傾向にあり、 

2021 年では 1.6 兆円である。 

韓国は着実な増加を見せており、2021 年では

1.1 兆円、対前年比は 9.2％増である。 

次に、2000 年を 1 とした場合の各国通貨による

大学部門の研究開発費の名目額と実質額の指数

を示した(図表 1-3-13（B）)。 

名目額での最新年を見ると、日本(OECD 推計)

は 1.0 であり、伸びていないことがわかる。米国は

2.8、ドイツは 2.5、フランスは 1.9 である。また、中

国は 19.0、韓国は 6.0 と著しい伸びを示している。 

実質額での最新値を見ると、日本以外の国で

は名目額より実質額の方が低い数値となっている。

日本(OECD 推計)は 1.1 である。他国を見ると、米

24 「大学」部門の推計は、Office for Students が提供する Transparent 

Approach to Costing（TRAC）システムを使用。 
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国、ドイツは 1.8、フランスは 1.4 である。中国、韓

国も名目額よりは低くなってはいるが、それぞれ

10.1、4.0 と他国と比較すると大きな伸びを示して

いる。

【【図図表表 11--33--1133】】 主主要要国国ににおおけけるる大大学学部部門門のの研研究究開開発発費費のの推推移移

((AA))名名目目額額((OOEECCDD 購購買買力力平平価価換換算算))

((BB))22000000 年年をを 11 ととししたた各各国国通通貨貨にによよるる大大学学部部門門のの研研究究開開発発費費のの指指数数

注：
1) 大学部門の定義は国によって違いがあるため国際比較の際には注意が必要である。各国の大学部門の定義については図表 1-1-4 参照のこと。
2) 研究開発費は人文・社会科学を含む（韓国は 2006 年まで自然科学のみ）。
3) 購買力平価は、参考統計 E と同じ。
4) 実質額の計算は GDP デフレータによる（参考統計 D を使用）。
5) 日本は年度の値を示している。
6) 日本(OECD 推計)は 1995 年まで見積り値である。1996、2008、2013、2018 年において時系列の連続性は失われている。
7) 米国は定義が異なる。1998、2003 年において時系列の連続性は失われている。2021 年は暫定値。
8) ドイツは 1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。1982、1984、1986、1988、1990、1992 年は見積り値である。1993 年は定義が異なる。

2016 年において時系列の連続性は失われている。2021 年は暫定値である。
9) フランスは 1997、2000、2004、2014 年において時系列の連続性は失われている。
10) EU-27 は見積り値である。
資料：
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」
その他の国：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023”
参照：表 1-3-13
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韓国

EU-27

兆円

年

名名 目目 額額 実実 質質 額額（（22001155年年基基準準））
年 日本

日本
(OECD推計) 米国 ドイツ フランス 中国 韓国 日本

日本
(OECD推計) 米国 ドイツ フランス 中国 韓国

2000 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2001 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.3 1.1 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.3 1.0
2002 1.0 1.0 1.2 1.1 1.1 1.7 1.2 1.0 1.0 1.2 1.1 1.1 1.7 1.1
2003 1.0 1.0 1.4 1.1 1.2 2.1 1.2 1.1 1.0 1.3 1.1 1.1 2.0 1.1
2004 1.0 1.0 1.4 1.1 1.1 2.6 1.4 1.1 1.0 1.3 1.0 1.1 2.3 1.3
2005 1.1 1.0 1.5 1.1 1.2 3.2 1.5 1.1 1.1 1.4 1.1 1.1 2.7 1.3
2006 1.1 1.0 1.6 1.2 1.3 3.6 1.7 1.1 1.1 1.4 1.1 1.1 3.0 1.5
2007 1.1 1.0 1.7 1.2 1.3 4.1 2.1 1.2 1.1 1.4 1.1 1.1 3.1 1.8
2008 1.1 0.9 1.7 1.3 1.4 5.1 2.5 1.2 1.0 1.4 1.2 1.2 3.6 2.0
2009 1.1 1.0 1.8 1.4 1.5 6.1 2.7 1.2 1.0 1.5 1.3 1.3 4.3 2.2
2010 1.1 0.9 1.9 1.5 1.6 7.8 3.0 1.2 1.0 1.6 1.4 1.4 5.2 2.4
2011 1.1 0.9 2.0 1.6 1.6 9.0 3.2 1.3 1.1 1.6 1.4 1.4 5.5 2.5
2012 1.1 1.0 2.0 1.7 1.7 10.2 3.4 1.3 1.1 1.6 1.5 1.4 6.1 2.6
2013 1.2 1.0 2.1 1.7 1.7 11.2 3.5 1.3 1.2 1.6 1.5 1.4 6.6 2.6
2014 1.2 1.0 2.1 1.8 1.9 11.7 3.7 1.3 1.1 1.6 1.5 1.5 6.8 2.7
2015 1.1 1.0 2.2 1.8 1.8 13.0 3.8 1.3 1.1 1.6 1.5 1.4 7.6 2.8
2016 1.1 0.9 2.3 2.0 1.8 14.0 4.1 1.2 1.0 1.7 1.6 1.4 8.0 2.9
2017 1.1 0.9 2.4 2.1 1.8 16.5 4.3 1.3 1.0 1.7 1.7 1.4 9.1 3.0
2018 1.1 0.9 2.5 2.2 1.8 19.0 4.5 1.3 1.0 1.8 1.7 1.4 10.1 3.1
2019 1.2 0.9 2.6 2.3 1.9 - 4.7 1.3 1.0 1.8 1.8 1.4 - 3.3
2020 1.1 0.9 2.7 2.4 1.9 - 5.3 1.2 1.0 1.9 1.8 1.4 - 3.7
2021 1.2 1.0 2.8 2.5 1.9 - 6.0 1.3 1.1 1.8 1.8 1.4 - 4.0

国際比較

注意
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活動と研究開発活動を区別して、経費を集計する

必要があるが、一般的にそれは困難である。 

日本の大学の研究開発費は、総務省の研究開

発統計「科学技術研究調査」による。この調査で

は研究開発費の内数として人件費についても集

計しているが、この人件費は「研究以外の業務

（教育など）」を含む総額データとなっている。これ

に加えて、ほぼすべての教員は研究者として計測

されている。しかしながら、教員全員が研究のみ

に従事していることはあり得ない。このため全教員

の人件費が研究開発費に計上されている状態は、

研究開発費としては過剰計上となっていると考え

るのが自然であろう。 

こうした状況は OECD も認識しているため、

OECD 統計が公表する日本の研究開発費は

1996 年以降人件費に対して、1996～2001 年は

0.53 を乗じた値、2002 年以降は 0.465 を乗じた値

となっている。なお、2002 年以降の補正係数であ

る 0.465 は 2002 年に文部科学省が実施した「大

学等におけるフルタイム換算データに関する調査

(FTE 調査 )」から得られた研究専従換算係数

（FTE 係数）である。この FTE 調査は 2008 年、

2013 年及び 2018 年に実施され、OECD統計によ

る日本の大学部門の研究開発費は FTE 係数で

人件費分を補正した研究開発費となっている

（2008～2012 年の間の FTE 係数：0.365、2013 年

～2017 年の以降の FTE 係数：0.351、2018 年以

降の FTE 係数：0.329）22。 

以下においては、日本の大学部門の研究開発

費として、OECD が提供している値（「日本(OECD

推計)｣と明記)と総務省「科学技術研究調査報告」

で提供している値（「日本」と明記）を掲載すること

とする。 

図表 1-3-13(A)は大学部門の研究開発費を名

目額で示している。2021年 23の日本（OECD推計)

の大学の研究開発費は、2.1 兆円である（日本の

値は 3.8 兆円である）。日本（OECD 推計)の値は

2014 年以降、減少傾向にあったが最新年では増

 
22 FTE 調査結果については第 2 章の図表 2-1-2 参照されたい。 
23 この節の日本は、国際比較の際には「年」を用いている。本来は「年

度」である。日本のみを記述している節では「年度」を用いている。 

加した。対前年比は 4.3％増である。 

米国の 2021 年は 8.6 兆円であり、主要国の中

では 1 番の規模を維持している。米国の大学部門

の研究開発費は長期的に増加しているが、特に

2014 年以降は伸び率が大きくなっている。 

中国の大学部門の研究開発費については、

OECD が公表を控えたため（1.1.1 節参照）、科学

技術指標 2022 における最新値より以前の値

（2018 年値）となっていることに留意されたい。中

国の研究開発費は着実に増加している。2012 年

に日本(OECD 推計)を上回り、2018 年では 3.6 兆

円となっている。 

ドイツは 2000 年代後半から増加している。2016

年に日本（OECD推計）を上回り、2021年では 2.9

兆円となっている。 

英国の大学部門については、高等教育機関の

支出額に関するより包括的な管理データの採用 24

が反映されたことにより（1.1.1 節参照）、かなり上

方に改訂されている（2018 年から 2020 年まで掲

載）。このため英国の研究開発費については、科

学技術指標 2022 以前の数値とは異なることに留

意されたい。英国の 2020 年は 2.1 兆円となってい

る（2019 年の値（ポンドベース）を比較すると約 5

割の増加が見られている）。 

フランスは、長期的に見ると増加傾向にあり、

2021 年では 1.6 兆円である。 

韓国は着実な増加を見せており、2021 年では

1.1 兆円、対前年比は 9.2％増である。 

次に、2000 年を 1 とした場合の各国通貨による

大学部門の研究開発費の名目額と実質額の指数

を示した(図表 1-3-11（B）)。 

名目額での最新年を見ると、日本(OECD 推計)

は 1.0 であり、伸びていないことがわかる。米国は

2.8、ドイツは 2.5、フランスは 1.9 である。また、中

国は 19.0、韓国は 6.0と著しい伸びを示している。 

実質額での最新値を見ると、日本以外の国で

は名目額より実質額の方が低い数値となっている。

日本(OECD 推計)は 1.1 である。他国を見ると、米

24 「大学」部門の推計は、Office for Students が提供する Transparent 

Approach to Costing（TRAC）システムを使用。 
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国、ドイツは 1.8、フランスは 1.4 である。中国、韓

国も名目額よりは低くなってはいるが、それぞれ

10.1、4.0 と他国と比較すると大きな伸びを示して

いる。 

 

 

 

【【図図表表 11--33--1133】】  主主要要国国ににおおけけるる大大学学部部門門のの研研究究開開発発費費のの推推移移  
 

((AA))名名目目額額((OOEECCDD 購購買買力力平平価価換換算算))  

  

((BB))22000000 年年をを 11 ととししたた各各国国通通貨貨にによよるる大大学学部部門門のの研研究究開開発発費費のの指指数数  

 
注： 
1) 大学部門の定義は国によって違いがあるため国際比較の際には注意が必要である。各国の大学部門の定義については図表 1-1-4 参照のこと。  
2) 研究開発費は人文・社会科学を含む（韓国は 2006 年まで自然科学のみ）。  
3) 購買力平価は、参考統計 E と同じ。  
4) 実質額の計算は GDP デフレータによる（参考統計 D を使用）。  
5) 日本は年度の値を示している。 
6) 日本(OECD 推計)は 1995 年まで見積り値である。1996、2008、2013、2018 年において時系列の連続性は失われている。 
7) 米国は定義が異なる。1998、2003 年において時系列の連続性は失われている。2021 年は暫定値。 
8) ドイツは 1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。1982、1984、1986、1988、1990、1992 年は見積り値である。1993 年は定義が異なる。

2016 年において時系列の連続性は失われている。2021 年は暫定値である。 
9) フランスは 1997、2000、2004、2014 年において時系列の連続性は失われている。 
10) EU-27 は見積り値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他の国：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 1-3-13
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年

名名　　目目　　額額 実実　　質質　　額額（（22001155年年基基準準））
年 日本

日本
(OECD推計) 米国 ドイツ フランス 中国 韓国 日本

日本
(OECD推計) 米国 ドイツ フランス 中国 韓国

2000 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2001 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.3 1.1 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.3 1.0
2002 1.0 1.0 1.2 1.1 1.1 1.7 1.2 1.0 1.0 1.2 1.1 1.1 1.7 1.1
2003 1.0 1.0 1.4 1.1 1.2 2.1 1.2 1.1 1.0 1.3 1.1 1.1 2.0 1.1
2004 1.0 1.0 1.4 1.1 1.1 2.6 1.4 1.1 1.0 1.3 1.0 1.1 2.3 1.3
2005 1.1 1.0 1.5 1.1 1.2 3.2 1.5 1.1 1.1 1.4 1.1 1.1 2.7 1.3
2006 1.1 1.0 1.6 1.2 1.3 3.6 1.7 1.1 1.1 1.4 1.1 1.1 3.0 1.5
2007 1.1 1.0 1.7 1.2 1.3 4.1 2.1 1.2 1.1 1.4 1.1 1.1 3.1 1.8
2008 1.1 0.9 1.7 1.3 1.4 5.1 2.5 1.2 1.0 1.4 1.2 1.2 3.6 2.0
2009 1.1 1.0 1.8 1.4 1.5 6.1 2.7 1.2 1.0 1.5 1.3 1.3 4.3 2.2
2010 1.1 0.9 1.9 1.5 1.6 7.8 3.0 1.2 1.0 1.6 1.4 1.4 5.2 2.4
2011 1.1 0.9 2.0 1.6 1.6 9.0 3.2 1.3 1.1 1.6 1.4 1.4 5.5 2.5
2012 1.1 1.0 2.0 1.7 1.7 10.2 3.4 1.3 1.1 1.6 1.5 1.4 6.1 2.6
2013 1.2 1.0 2.1 1.7 1.7 11.2 3.5 1.3 1.2 1.6 1.5 1.4 6.6 2.6
2014 1.2 1.0 2.1 1.8 1.9 11.7 3.7 1.3 1.1 1.6 1.5 1.5 6.8 2.7
2015 1.1 1.0 2.2 1.8 1.8 13.0 3.8 1.3 1.1 1.6 1.5 1.4 7.6 2.8
2016 1.1 0.9 2.3 2.0 1.8 14.0 4.1 1.2 1.0 1.7 1.6 1.4 8.0 2.9
2017 1.1 0.9 2.4 2.1 1.8 16.5 4.3 1.3 1.0 1.7 1.7 1.4 9.1 3.0
2018 1.1 0.9 2.5 2.2 1.8 19.0 4.5 1.3 1.0 1.8 1.7 1.4 10.1 3.1
2019 1.2 0.9 2.6 2.3 1.9 - 4.7 1.3 1.0 1.8 1.8 1.4 - 3.3
2020 1.1 0.9 2.7 2.4 1.9 - 5.3 1.2 1.0 1.9 1.8 1.4 - 3.7
2021 1.2 1.0 2.8 2.5 1.9 - 6.0 1.3 1.1 1.8 1.8 1.4 - 4.0
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(2)主要国における大学部門の政府と企業によ

る負担研究開発費 

政府による負担研究開発費の割合の推移を見る

と（図表 1-3-14(A)）、2000 年時点では、フランスや

ドイツは約 90％であったが、近年は約 80％となって

いる。韓国は漸増し、2014 年にフランス、ドイツと同

程度となった。その後は約 8 割で推移している。最

新年のドイツ、韓国、フランスは、それぞれ 82.5％、

79.6％、76.9％である。米国は、政府負担割合が

2010 年頃から漸減しており、最新年では 55.9％で

ある。中国は漸増傾向にあり、最新年では 66.7％を

示している。日本と日本(OECD 推計)は、ほぼ横ば

いに推移しており、それぞれ、48.3％と 51.6％であ

る。英国は 42.0％であり、主要国中最も低い。 

企業による負担研究開発費の割合を見ると（図表

1-3-14(B)）、最新年では中国（26.6％）が最も高い

が、2004 年以降減少している。次に韓国、ドイツが

同程度で推移している。最新年は、それぞれ

13.8％、12.9％である。英国の最新年は 8.8％であ

る。米国、日本(OECD 推計)、日本、フランスについ

てもほぼ横ばいに推移している。3 か国の最新年を

見ると、米国は 5.4％、日本(OECD 推計)は 3.3％、

フランスは 3.0％、日本は 2.9％を示している。 

なお、英国は「企業」と「大学」の研究開発費使用

額が上方に改訂され（1.1.1 節参照）、それに伴い、

負担額についても変更されている。よって、英国の

値は科学技術指標 2022 以前の数値とは異なること

に留意されたい。具体的には政府の負担割合が減

少する一方で、企業の負担割合が増加している。ま

た、中国については、OECD が公表を控えたため

（1.1.1 節参照）、科学技術指標 2022 における最新

値より以前の値となっていることに留意されたい。 

  

【【図図表表 11--33--1144】】  主主要要国国のの大大学学ににおおけけるる政政府府とと企企

業業にによよるる負負担担研研究究開開発発費費  

  

((AA))大大学学ににおおけけるる政政府府負負担担研研究究開開発発費費のの割割合合  

  

((BB))大大学学ににおおけけるる企企業業負負担担研研究究開開発発費費のの割割合合  

 
注： 
1) 国際比較等の注意は図表 1-2-3、図表 1-2-4 と同じ。 
2) 日本は年度の値を示している。 
3) 日本（OECD 推計）は、2008、2013、2018 年において時系列の連続性

が失われている。政府負担は見積り値。  
4) 米国は定義が異なる。2003 年において時系列の連続性が失われて

いる。2020 年は暫定値。  
5) ドイツは定義が異なる。2016 年において時系列の連続性が失われて

いる。  
6) フランスの 2000、2004 年において時系列の連続性が失われている。 
7) 韓国の 2006 年までは自然科学のみの数値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」  
日本（OECD 推計）、米国、ドイツ、フランス、英国、中国、韓国：OECD，
“Research & Development Statistics”  
参照：表 1-3-14 
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(3)日本の大学部門の研究開発費 

日本の大学における研究開発費は前述のとおり、

人件費に研究以外の活動分も含まれているという

点に注意しなければならないが、この節では、「科

学技術研究調査報告」で公表されている大学等の

研究開発費のデータを用いて国公私立大学別の

研究開発費使用額を見る（図表 1-3-15）。 

2021 年度の日本の大学全体の研究開発費(3.8

兆円)を国公私立大学別で見ると、国立 1.5 兆円、

公立 0.2 兆円、私立 2.0 兆円であり、私立大学の研

究開発費が全体の半数以上を占めている。 

推移を見ると国公私立大学ともに、1990 年代中

頃まで続いた研究開発費の伸びは鈍化しているが、

私立大学については漸増傾向が続いている。また、

公立大学は 2010 年代に入って増加している。 

自然科学分野における研究開発費は 2021 年度

において全体で 2.6 兆円、うち国立 1.3 兆円、公立

0.2 兆円、私立 1.1 兆円となり、国立大学が半数以

上を占める。国公私立大学ともに、1990 年代中頃ま

で研究開発費の伸びは続いた。その後、国立大学

の伸びは鈍化し約 1.2 兆円で推移している。ただし、

最新年で対前年比で 6.9％増加している。私立大

学については増加傾向が続いている。また、公立大

学は 2010 年代に入って増加傾向にあるが、最新年

では減少した。 

人文・社会科学及びその他分野における研究開

発費は、2021年度において全体で1.2兆円である。

うち国立 0.3 兆円、公立 0.1 兆円、私立 0.9 兆円と

なり、私立大学が大多数を占める。推移を見ると、

国立、公立大学ともに、1990 年代中頃まで続いた

研究開発費の伸びは鈍化し、その後は横ばいに推

移している。私立大学は 2000 年代中頃以降、横ば

いに推移していたが、近年減少している。 

【【図図表表 11--33--1155】】  国国公公私私立立大大学学別別のの研研究究開開発発費費  

  

((AA))全全体体  

  

((BB))自自然然科科学学  

  

((CC))人人文文・・社社会会科科学学及及びびそそのの他他  

 
 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 1-3-15 
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(2)主要国における大学部門の政府と企業によ

る負担研究開発費 

政府による負担研究開発費の割合の推移を見る

と（図表 1-3-14(A)）、2000 年時点では、フランスや

ドイツは約 90％であったが、近年は約 80％となって

いる。韓国は漸増し、2014 年にフランス、ドイツと同

程度となった。その後は約 8 割で推移している。最

新年のドイツ、韓国、フランスは、それぞれ 82.5％、

79.6％、76.9％である。米国は、政府負担割合が

2010 年頃から漸減しており、最新年では 55.9％で

ある。中国は漸増傾向にあり、最新年では 66.7％を

示している。日本と日本(OECD 推計)は、ほぼ横ば

いに推移しており、それぞれ、48.3％と 51.6％であ

る。英国は 42.0％であり、主要国中最も低い。 

企業による負担研究開発費の割合を見ると（図表

1-3-14(B)）、最新年では中国（26.6％）が最も高い

が、2004 年以降減少している。次に韓国、ドイツが

同程度で推移している。最新年は、それぞれ

13.8％、12.9％である。英国の最新年は 8.8％であ

る。米国、日本(OECD 推計)、日本、フランスについ

てもほぼ横ばいに推移している。3 か国の最新年を

見ると、米国は 5.4％、日本(OECD 推計)は 3.3％、

フランスは 3.0％、日本は 2.9％を示している。 

なお、英国は「企業」と「大学」の研究開発費使用

額が上方に改訂され（1.1.1 節参照）、それに伴い、

負担額についても変更されている。よって、英国の

値は科学技術指標 2022 以前の数値とは異なること

に留意されたい。具体的には政府の負担割合が減

少する一方で、企業の負担割合が増加している。ま

た、中国については、OECD が公表を控えたため

（1.1.1 節参照）、科学技術指標 2022 における最新

値より以前の値となっていることに留意されたい。 

  

【【図図表表 11--33--1144】】  主主要要国国のの大大学学ににおおけけるる政政府府とと企企

業業にによよるる負負担担研研究究開開発発費費  

  

((AA))大大学学ににおおけけるる政政府府負負担担研研究究開開発発費費のの割割合合  

  

((BB))大大学学ににおおけけるる企企業業負負担担研研究究開開発発費費のの割割合合  

 
注： 
1) 国際比較等の注意は図表 1-2-3、図表 1-2-4 と同じ。 
2) 日本は年度の値を示している。 
3) 日本（OECD 推計）は、2008、2013、2018 年において時系列の連続性

が失われている。政府負担は見積り値。  
4) 米国は定義が異なる。2003 年において時系列の連続性が失われて

いる。2020 年は暫定値。  
5) ドイツは定義が異なる。2016 年において時系列の連続性が失われて

いる。  
6) フランスの 2000、2004 年において時系列の連続性が失われている。 
7) 韓国の 2006 年までは自然科学のみの数値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」  
日本（OECD 推計）、米国、ドイツ、フランス、英国、中国、韓国：OECD，
“Research & Development Statistics”  
参照：表 1-3-14 
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(3)日本の大学部門の研究開発費 

日本の大学における研究開発費は前述のとおり、

人件費に研究以外の活動分も含まれているという

点に注意しなければならないが、この節では、「科

学技術研究調査報告」で公表されている大学等の

研究開発費のデータを用いて国公私立大学別の

研究開発費使用額を見る（図表 1-3-15）。 

2021 年度の日本の大学全体の研究開発費(3.8

兆円)を国公私立大学別で見ると、国立 1.5 兆円、

公立 0.2 兆円、私立 2.0 兆円であり、私立大学の研

究開発費が全体の半数以上を占めている。 

推移を見ると国公私立大学ともに、1990 年代中

頃まで続いた研究開発費の伸びは鈍化しているが、

私立大学については漸増傾向が続いている。また、

公立大学は 2010 年代に入って増加している。 

自然科学分野における研究開発費は 2021 年度

において全体で 2.6 兆円、うち国立 1.3 兆円、公立

0.2 兆円、私立 1.1 兆円となり、国立大学が半数以

上を占める。国公私立大学ともに、1990 年代中頃ま

で研究開発費の伸びは続いた。その後、国立大学

の伸びは鈍化し約 1.2 兆円で推移している。ただし、

最新年で対前年比で 6.9％増加している。私立大

学については増加傾向が続いている。また、公立大

学は 2010 年代に入って増加傾向にあるが、最新年

では減少した。 

人文・社会科学及びその他分野における研究開

発費は、2021年度において全体で1.2兆円である。

うち国立 0.3 兆円、公立 0.1 兆円、私立 0.9 兆円と

なり、私立大学が大多数を占める。推移を見ると、

国立、公立大学ともに、1990 年代中頃まで続いた

研究開発費の伸びは鈍化し、その後は横ばいに推

移している。私立大学は 2000 年代中頃以降、横ば

いに推移していたが、近年減少している。 

【【図図表表 11--33--1155】】  国国公公私私立立大大学学別別のの研研究究開開発発費費  

  

((AA))全全体体  

  

((BB))自自然然科科学学  

  

((CC))人人文文・・社社会会科科学学及及びびそそのの他他  

 
 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 1-3-15 
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大学等の研究開発費に関して学問分野別の推

移を見る。ここでの学問分野とは、学部・研究施設

内で行われている研究の内容を指す。組織の中で

研究分野が複数にわたる場合は最も中心であると

判断された研究の学問分野を示している。 

図表 1-3-16 を見ると、1990 年代後半までは、ほ

とんどの分野で研究開発費は増加傾向にあった。

大きく増加したのは、保健、人文・社会科学、工学

である。2000 年代に入っても、増加し続けているの

は保健のみであり、2021 年度では 1.3 兆円を示し

た。他の分野は、横ばい又は微増で推移している。 

 

【【図図表表 11--33--1166】】  大大学学等等ににおおけけるる研研究究開開発発費費のの学学

問問分分野野別別のの推推移移  

 
注： 
学問分野の区分は、学部等の組織の種類による区分である。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 1-3-16 

 

大学のポテンシャルを活用しようとする取り組み

は、世界の各国で進められている。大学は、イノベ

ーションの源泉である知識の創造という点で、他に

代替しえない組織である一方で、大学で産み出さ

れた知識を他に移転することは容易でない。このよ

うな認識を背景に、産学連携を強力に推進する機

運が高まっている。 

産学連携の状況を示す指標のひとつとして、大

学が企業から受け入れた研究開発費をとりあげる

（図表 1-3-17）。大学等が企業から受け入れた研究

開発費の推移を見ると、1990 年代は停滞気味であ

った。2000 年代に入ると著しい増加を示したが、

2007 年度をピークに減少に転じた。2010 年度以降

は増加傾向が続いたが、2019年度以降は横ばいで

あり、2021 年度は 1,071 億円である。 

国・公・私立大学の区分別に見ると、企業部門か

ら受け入れた研究開発費は国立大学の金額が最も

多く、2021 年度で 738 億円である。公立大学は 59

億円、私立大学は 274 億円である。国公私立大学

ともに 2009 年度に一旦減少した後は増加傾向にあ

った。ただし、近年の動きを見ると国立大学は 2019

年度をピークに減少、公立大学については横ばい、

私立大学については増加している。 

 

【【図図表表 11--33--1177】】  大大学学等等ににおおけけるる内内部部使使用用研研究究費費

ののううちち企企業業かからら受受けけ入入れれたた金金額額のの

推推移移  

 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 1-3-17 
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(4)日本の大学部門の費目別研究開発費 

大学等の研究開発費に関して費目別の内訳を見

ると「人件費」が多い。2021 年度の「人件費」は 2.4

兆円で、全体の 64.4％を占めている(図表 1-3-18）。

「その他の経費」は 2 番目に大きな費目となってい

る。この「その他の経費」は研究のために使用された

図書費、光熱水道費、消耗品費等が含まれている。

2021 年度で 0.7 兆円、対前年度比は 9.3％増であ

り、大きく増加した。 

国立・私立大学別でみると、2021 年度の国立大

学の「人件費」は 0.8 兆円である。2000 年代に入っ

てからはほぼ横ばいに推移していたが、2014 年度

から微増傾向にある。割合は全体の 55.1％である。

「その他の経費」は 2 番目に大きな費目であり最新

年では 0.3兆円である。対前年度比 16.1％増と大き

く増加した。次に多くを占めている「有形固定資産

購入費」は、年によって増減のバラつきが激しい。な

お、2021 年度は濃淡は存在するがすべての項目が

増加している。 

私立大学でも「人件費」が多く、2021 年度では、

1.4 兆円であり、増加し続けている。割合は全体の

70.2％である。2 番目に大きな費目は「その他の経

費」の 0.3 兆円であり、2021 年度では 3.7％増加し

た。また「原材料費」は 0.1 兆円、対前年度比は

7.6％増加した。なお、私立大学では、国立大学ほ

ど「有形固定資産購入費」の増減のバラつきが見え

ない。 

【【図図表表 11--33--1188】】  大大学学等等ににおおけけるる費費目目別別研研究究開開発発費費  

  

（（AA））全全体体  

  

((BB))国国立立大大学学  

  

((CC))私私立立大大学学  

 
注： 
1) 2001 年度より、新たに「リース料」が調査項目に加わった。 
2) 2013 年度より、新たに調査項目に加わった「無形固定資産購入費」は

「その他の経費」に含めている。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 1-3-18 
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大学等の研究開発費に関して学問分野別の推

移を見る。ここでの学問分野とは、学部・研究施設

内で行われている研究の内容を指す。組織の中で

研究分野が複数にわたる場合は最も中心であると

判断された研究の学問分野を示している。 

図表 1-3-16 を見ると、1990 年代後半までは、ほ

とんどの分野で研究開発費は増加傾向にあった。

大きく増加したのは、保健、人文・社会科学、工学

である。2000 年代に入っても、増加し続けているの

は保健のみであり、2021 年度では 1.3 兆円を示し

た。他の分野は、横ばい又は微増で推移している。 

 

【【図図表表 11--33--1166】】  大大学学等等ににおおけけるる研研究究開開発発費費のの学学

問問分分野野別別のの推推移移  

 
注： 
学問分野の区分は、学部等の組織の種類による区分である。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 1-3-16 

 

大学のポテンシャルを活用しようとする取り組み

は、世界の各国で進められている。大学は、イノベ

ーションの源泉である知識の創造という点で、他に

代替しえない組織である一方で、大学で産み出さ

れた知識を他に移転することは容易でない。このよ

うな認識を背景に、産学連携を強力に推進する機

運が高まっている。 

産学連携の状況を示す指標のひとつとして、大

学が企業から受け入れた研究開発費をとりあげる

（図表 1-3-17）。大学等が企業から受け入れた研究

開発費の推移を見ると、1990 年代は停滞気味であ

った。2000 年代に入ると著しい増加を示したが、

2007 年度をピークに減少に転じた。2010 年度以降

は増加傾向が続いたが、2019年度以降は横ばいで

あり、2021 年度は 1,071 億円である。 

国・公・私立大学の区分別に見ると、企業部門か

ら受け入れた研究開発費は国立大学の金額が最も

多く、2021 年度で 738 億円である。公立大学は 59

億円、私立大学は 274 億円である。国公私立大学

ともに 2009 年度に一旦減少した後は増加傾向にあ

った。ただし、近年の動きを見ると国立大学は 2019

年度をピークに減少、公立大学については横ばい、

私立大学については増加している。 

 

【【図図表表 11--33--1177】】  大大学学等等ににおおけけるる内内部部使使用用研研究究費費

ののううちち企企業業かからら受受けけ入入れれたた金金額額のの

推推移移  

 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 1-3-17 
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(4)日本の大学部門の費目別研究開発費 

大学等の研究開発費に関して費目別の内訳を見

ると「人件費」が多い。2021 年度の「人件費」は 2.4

兆円で、全体の 64.4％を占めている(図表 1-3-18）。

「その他の経費」は 2 番目に大きな費目となってい

る。この「その他の経費」は研究のために使用された

図書費、光熱水道費、消耗品費等が含まれている。

2021 年度で 0.7 兆円、対前年度比は 9.3％増であ

り、大きく増加した。 

国立・私立大学別でみると、2021 年度の国立大

学の「人件費」は 0.8 兆円である。2000 年代に入っ

てからはほぼ横ばいに推移していたが、2014 年度

から微増傾向にある。割合は全体の 55.1％である。

「その他の経費」は 2 番目に大きな費目であり最新

年では 0.3兆円である。対前年度比 16.1％増と大き

く増加した。次に多くを占めている「有形固定資産

購入費」は、年によって増減のバラつきが激しい。な

お、2021 年度は濃淡は存在するがすべての項目が

増加している。 

私立大学でも「人件費」が多く、2021 年度では、

1.4 兆円であり、増加し続けている。割合は全体の

70.2％である。2 番目に大きな費目は「その他の経

費」の 0.3 兆円であり、2021 年度では 3.7％増加し

た。また「原材料費」は 0.1 兆円、対前年度比は

7.6％増加した。なお、私立大学では、国立大学ほ

ど「有形固定資産購入費」の増減のバラつきが見え

ない。 

【【図図表表 11--33--1188】】  大大学学等等ににおおけけるる費費目目別別研研究究開開発発費費  

  

（（AA））全全体体  

  

((BB))国国立立大大学学  

  

((CC))私私立立大大学学  

 
注： 
1) 2001 年度より、新たに「リース料」が調査項目に加わった。 
2) 2013 年度より、新たに調査項目に加わった「無形固定資産購入費」は

「その他の経費」に含めている。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 1-3-18 

  

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1986 89 92 95 98 01 04 07 10 13 16 19

大
学
等
の
研
究
開
発
費

2021年度

その他

の経費

リース料

有形

固定資産

購入費

原材料費

人件費

兆円兆円

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

1986 89 92 95 98 01 04 07 10 13 16 19

国
立
大
学
の
研
究
開
発
費

2021年度

その他

の経費

リース料

有形

固定資産

購入費

原材料費

人件費

兆円

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

1986 89 92 95 98 01 04 07 10 13 16 19

私
立
大
学
の
研
究
開
発
費

2021年度

その他

の経費

リース料

有形

固定資産

購入費

原材料費

人件費

兆円

第
１
章　

　

研
究
開
発
費

59



第 1 章 研究開発費  

 

- 58 - 

(5)日本の大学部門の負担源別研究開発費 

大学等の研究開発費に関して負担源別の内訳を

見ると（図表 1-3-19(A)）、「自己資金」が最も多く、

2021 年度においては 3.1 兆円、全体の 81.9％を占

める。その他の負担源による研究開発費は少なく、

「政府」が 5,137 億円、「会社等」が 1,099 億円とな

っている。対前年度比は「自己資金」が 1.9％増、

「政府」が 11.8％増、「会社等」は 0.9％減であり、

「政府」が大きく伸びた。 

次に国立大学を見ると（図表 1-3-19(B)）、「自己

資金」が最も多く、2021 年度では 1.1 兆円、全体の

71.1％を占める。国立大学の場合、国立大学法人

等の運営費交付金等が、ここに含まれている。次い

で「政府」が 3,226 億円、「会社等」は 760 億円であ

る。「自己資金」は長期的に漸減、「政府」について

は 2013 年度を境に減少していたが、最新年度では

二つともに増加した。対前年度比は、「自己資金」が

4.6％増、「政府」が 16.2％増である。 

私立大学は（図表 1-3-19(C)）、「自己資金」が

89.5％を占めている。「自己資金」は長期的に増加

傾向にあり、2021 年度では 1.8 兆円である。「政府」

からの研究開発費は1,706億円、「会社等」では278

億円と「自己資金」と比較すると極めて少ない。なお、

私立大学の「自己資金」には学生生徒等納付金収

入等（授業料や入学金等）が含まれている。 

【【図図表表 11--33--1199】】  大大学学等等ににおおけけるる負負担担源源別別研研究究開開発発費費  

  

((AA))全全体体  

  

((BB))国国立立大大学学  

  

((CC))私私立立大大学学  

 
注： 
「自己資金」とは、研究開発費総額から外部から受け入れた研究開発費
を除いた額である。なお、国立大学が国から受け入れた運営費交付金及
び施設整備費補助金は「自己資金」として扱っている。また、私立学校振
興助成法に基づく経常費補助金は、その使途が限定されていないが、補
助金のうち研究関係業務に使用されたとみなされた額を「外部受入研究
開発費」としている。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 1-3-19 
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11..44 性性格格別別研研究究開開発発費費

ポポイインントト  

○2021 年の日本の性格別研究開発費のうち「基礎研究」の割合は全体の 15.3％、「応用研究」は 20.6％、

「開発」が 64.1％である。2010 年頃から、「応用研究」が減少し、「開発」が増加傾向にある。 

○研究開発費を性格別に分類して見ると、他国と比較して、「基礎研究」、「応用研究」の割合が最も大きい

のはフランス、「開発」が最も大きいのは中国である。 

○「企業」の性格別研究開発費は、いずれの国でも「開発」が最も大きく、「基礎研究」が小さい傾向にある。

「大学」の性格別研究開発費は、ほとんどの国で「基礎研究」が最も大きい傾向にあるが、中国では「応

用研究」が大きい。また、日本の「基礎研究」がほぼ横ばいなのに対して、米国、フランスでは減少してお

り、中国では増加している。ただし、近年では米国、フランスはほぼ横ばいに推移している。「公的機関」

の性格別研究開発費については、多くの国で「開発」の割合が最も大きいが、フランスでは「応用研究」

の割合が最も大きい。 

〇日本の企業における「基礎研究」の研究開発費を産業分類別に見ると、最も多いのは医薬品製造業

(2,678 億円)である。これに、輸送用機械器具製造業（1,977 億円）、情報通信機械器具製造業（700 億

円）と製造業が続いている。2007 年度と比較して最も伸びているのは輸送用機械器具製造業（2.5 倍）で

ある。 

11..44..11 各各国国のの性性格格別別研研究究開開発発費費  

性格別研究開発費とは、基礎、応用、開発という

おおまかな分類に分けた研究開発費を指す。この

分類はOECDのフラスカティ・マニュアルによる定義

に基づいて各国が分類している。そのため回答者

による主観的推計が分類結果に少なからず影響し

ていることを考慮する必要がある。以下に、最新版

フラスカティ・マニュアル 2015 に掲載されている性

格別の定義を簡単に示す。 

基礎研究(Basic research)とは、何ら特定の応用

や利用を考慮することなく、主として現象や観察可

能な事実のもとに潜む根拠についての新しい知識

を獲得するために実施される、試験的あるいは理論

的な作業である。 

応用研究(Applied research)とは、新しい知識を

獲得するために企てられる独自の研究である。しか

しながら、それは主として、特定の実用上の目的ま

たは目標を目指している。 

 
25日本の研究開発統計調査「科学技術研究調査」での性格別研究開発費

の定義は以下のとおりであり、対象は自然科学分野のみである。 

基礎研究：特別な応用、用途を直接に考慮することなく、仮説や理論を形

成するため、又は現象や観察可能な事実に関して新しい知識を得るため

に行われる理論的又は実験的研究をいう。  

応用研究：基礎研究によって発見された知識を利用して、特定の目標を

定めて実用化の可能性を確かめる研究や、既に実用化されている方法に

（試験的）開発（Experimental development）とは、

体系的な取り組みであって、研究または実用上の

経験によって獲得された既存の知識を活かすもの

で、新しい材料、製品、デバイスの生産、新しいプロ

セス、システム、サービスの導入、あるいは、これら

の既に生産または導入されているものの大幅な改

善を目指すものである。 

なお、日本の性格別研究開発費 25は自然科学分

野を対象に計測しており国全体の研究開発費総額

ではない。また、韓国は 2006 年まで自然科学分野

を対象にしていたが、2007年から全分野を対象にし

ている。 

図表 1-4-1 は主要国の研究開発費の性格別割

合である。「基礎研究」、「応用研究」が最も大きいの

はフランス、「開発」が最も大きいのは中国である。 

2021 年 26の日本の性格別研究開発費のうち「基

礎研究」の割合は全体の 15.3％、「応用研究」は

20.6％、「開発」が 64.1％である。他国と比べて割合

関して、新たな応用方法を探索する研究をいう。  

開発研究：基礎研究、応用研究及び実際の経験から得た知識の利用であ

り、新しい材料、装置、製品、システム、工程等の導入又は既存のこれらの

ものの改良をねらいとする研究をいう。 
26 この節の日本は、国際比較の際には「年」を用いている。本来は「年度」

である。日本のみを記述している節では「年度」を用いている。 
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(5)日本の大学部門の負担源別研究開発費 

大学等の研究開発費に関して負担源別の内訳を

見ると（図表 1-3-19(A)）、「自己資金」が最も多く、

2021 年度においては 3.1 兆円、全体の 81.9％を占

める。その他の負担源による研究開発費は少なく、

「政府」が 5,137 億円、「会社等」が 1,099 億円とな

っている。対前年度比は「自己資金」が 1.9％増、

「政府」が 11.8％増、「会社等」は 0.9％減であり、

「政府」が大きく伸びた。 

次に国立大学を見ると（図表 1-3-19(B)）、「自己

資金」が最も多く、2021 年度では 1.1 兆円、全体の

71.1％を占める。国立大学の場合、国立大学法人

等の運営費交付金等が、ここに含まれている。次い

で「政府」が 3,226 億円、「会社等」は 760 億円であ

る。「自己資金」は長期的に漸減、「政府」について

は 2013 年度を境に減少していたが、最新年度では

二つともに増加した。対前年度比は、「自己資金」が

4.6％増、「政府」が 16.2％増である。 

私立大学は（図表 1-3-19(C)）、「自己資金」が

89.5％を占めている。「自己資金」は長期的に増加

傾向にあり、2021 年度では 1.8 兆円である。「政府」

からの研究開発費は1,706億円、「会社等」では278

億円と「自己資金」と比較すると極めて少ない。なお、

私立大学の「自己資金」には学生生徒等納付金収

入等（授業料や入学金等）が含まれている。 

【【図図表表 11--33--1199】】  大大学学等等ににおおけけるる負負担担源源別別研研究究開開発発費費  

  

((AA))全全体体  

  

((BB))国国立立大大学学  

  

((CC))私私立立大大学学  

 
注： 
「自己資金」とは、研究開発費総額から外部から受け入れた研究開発費
を除いた額である。なお、国立大学が国から受け入れた運営費交付金及
び施設整備費補助金は「自己資金」として扱っている。また、私立学校振
興助成法に基づく経常費補助金は、その使途が限定されていないが、補
助金のうち研究関係業務に使用されたとみなされた額を「外部受入研究
開発費」としている。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 1-3-19 
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11..44 性性格格別別研研究究開開発発費費

ポポイインントト  

○2021 年の日本の性格別研究開発費のうち「基礎研究」の割合は全体の 15.3％、「応用研究」は 20.6％、

「開発」が 64.1％である。2010 年頃から、「応用研究」が減少し、「開発」が増加傾向にある。 

○研究開発費を性格別に分類して見ると、他国と比較して、「基礎研究」、「応用研究」の割合が最も大きい

のはフランス、「開発」が最も大きいのは中国である。 

○「企業」の性格別研究開発費は、いずれの国でも「開発」が最も大きく、「基礎研究」が小さい傾向にある。

「大学」の性格別研究開発費は、ほとんどの国で「基礎研究」が最も大きい傾向にあるが、中国では「応

用研究」が大きい。また、日本の「基礎研究」がほぼ横ばいなのに対して、米国、フランスでは減少してお

り、中国では増加している。ただし、近年では米国、フランスはほぼ横ばいに推移している。「公的機関」

の性格別研究開発費については、多くの国で「開発」の割合が最も大きいが、フランスでは「応用研究」

の割合が最も大きい。 

〇日本の企業における「基礎研究」の研究開発費を産業分類別に見ると、最も多いのは医薬品製造業

(2,678 億円)である。これに、輸送用機械器具製造業（1,977 億円）、情報通信機械器具製造業（700 億

円）と製造業が続いている。2007 年度と比較して最も伸びているのは輸送用機械器具製造業（2.5 倍）で

ある。 

11..44..11 各各国国のの性性格格別別研研究究開開発発費費  

性格別研究開発費とは、基礎、応用、開発という

おおまかな分類に分けた研究開発費を指す。この

分類はOECDのフラスカティ・マニュアルによる定義

に基づいて各国が分類している。そのため回答者

による主観的推計が分類結果に少なからず影響し

ていることを考慮する必要がある。以下に、最新版

フラスカティ・マニュアル 2015 に掲載されている性

格別の定義を簡単に示す。 

基礎研究(Basic research)とは、何ら特定の応用

や利用を考慮することなく、主として現象や観察可

能な事実のもとに潜む根拠についての新しい知識

を獲得するために実施される、試験的あるいは理論

的な作業である。 

応用研究(Applied research)とは、新しい知識を

獲得するために企てられる独自の研究である。しか

しながら、それは主として、特定の実用上の目的ま

たは目標を目指している。 

 
25日本の研究開発統計調査「科学技術研究調査」での性格別研究開発費

の定義は以下のとおりであり、対象は自然科学分野のみである。 

基礎研究：特別な応用、用途を直接に考慮することなく、仮説や理論を形

成するため、又は現象や観察可能な事実に関して新しい知識を得るため

に行われる理論的又は実験的研究をいう。  

応用研究：基礎研究によって発見された知識を利用して、特定の目標を

定めて実用化の可能性を確かめる研究や、既に実用化されている方法に

（試験的）開発（Experimental development）とは、

体系的な取り組みであって、研究または実用上の

経験によって獲得された既存の知識を活かすもの

で、新しい材料、製品、デバイスの生産、新しいプロ

セス、システム、サービスの導入、あるいは、これら

の既に生産または導入されているものの大幅な改

善を目指すものである。 

なお、日本の性格別研究開発費 25は自然科学分

野を対象に計測しており国全体の研究開発費総額

ではない。また、韓国は 2006 年まで自然科学分野

を対象にしていたが、2007年から全分野を対象にし

ている。 

図表 1-4-1 は主要国の研究開発費の性格別割

合である。「基礎研究」、「応用研究」が最も大きいの

はフランス、「開発」が最も大きいのは中国である。 

2021 年 26の日本の性格別研究開発費のうち「基

礎研究」の割合は全体の 15.3％、「応用研究」は

20.6％、「開発」が 64.1％である。他国と比べて割合

関して、新たな応用方法を探索する研究をいう。  

開発研究：基礎研究、応用研究及び実際の経験から得た知識の利用であ

り、新しい材料、装置、製品、システム、工程等の導入又は既存のこれらの

ものの改良をねらいとする研究をいう。 
26 この節の日本は、国際比較の際には「年」を用いている。本来は「年度」

である。日本のみを記述している節では「年度」を用いている。 
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の変化は小さいが、2010 年頃から、「応用研究」が

減少し、「開発」が増加傾向にある。 

米国の 2021 年における「基礎研究」の割合は

14.8％、「応用研究」は 18.1％、「開発」は 67.0％で

ある。米国は、性格別のバランスが日本と似ていた

が、2010 年頃から、「基礎研究」の減少、「開発」の

増加が見られる。 

フランスは、他国と比較して「基礎研究」の割合が

最も大きく、最新年では 22.7％である。「応用研究」

の割合は 41.4％、「開発」は 36.0％である。 

中国についてはOECDが公表を控えたことから、

2018 年が最新値となっている（1.1.1 節参照）。科学

技術指標 2022 における数値より以前の値となって

いるので留意されたい。中国は「基礎研究」の割合

が小さく最新年では 5.5％である。「開発」の割合が

大きく 83.3％であり、他国と比較しても最も大きい。 

韓国では、2000～2010年にかけて「基礎研究」の

割合は増加、「応用研究」の割合は減少していた。

2010 年以降は「基礎研究」の割合は減少し、「応用

研究」の割合は増加したが、近年はほぼ横ばいに

推移している。「開発」の割合は増減を繰り返しなが

らも、ほぼ横ばいに推移している。最新年の値はそ

れぞれ 14.8％、21.0％、64.2％である。 

なお、ドイツは国全体の性格別研究開発費のデ

ータを公表していない。ただし、「企業」部門は 2007

年から、「政府（非営利団体を含む）」部門は 2006

年から、性格別研究開発費の計測データが掲載さ

れるようになった（OECD データによる）27。また、英

国については改訂されたデータ（1-1-1 節参照）に

基づく性格別研究開発費のデータが公表されてい

ないため今般の科学技術指標では掲載していない。 

 

 
27 「企業」部門は隔年のデータを示している。2019 年は、基礎研究：

6.2％、応用研究：41.9％、開発：51.9％である。「政府（非営利団体）」部門

では、2013 年から毎年のデータを示している。2020 年は、基礎研究：

48.0％、応用研究：46.8％、開発：5.2％である。 

【【図図表表 11--44--11】】  主主要要国国のの性性格格別別研研究究開開発発費費のの内内訳訳  
 
 

 
注： 
1) 日本の研究開発費は自然科学のみ、韓国は 2006 年まで自然科学の

みである。他の国の研究開発費は、自然科学と人文･社会科学の合
計であるため、国際比較する際には注意が必要である。 

2) 日本は年度の値を示している。 
3) 米国は定義が異なる。2003 年に時系列の連続性は失われている。

2021 年は暫定値。 
4) フランスは 2004、2010 年において時系列の連続性は失われている。

2016、2018、2019 年は見積り値。 
5) 中国は 2009 年において時系列の連続性は失われている。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他の国：OECD，“Research & Development Statistics” 
参照：表 1-4-1 
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11..44..22 主主要要国国のの部部門門別別のの性性格格別別研研究究開開発発費費  

主要国の各部門における研究開発費を性格別

の割合で見る。 

「企業」の研究開発費を性格別で見ると（図表 1-

4-2(A)）、いずれの国でも「開発」が最も大きく、「基

礎研究」が少ない傾向にあるが、そのバランスは異

なる。各国最新年において、「開発」の割合が最も

大きいのは中国であり 96.4％を占める。日本、米国

では約 8 割、韓国では約 7 割である。フランスでは

「開発」、「応用研究」共に大きく、それぞれ約 5 割と

約 4 割である。日本、韓国は「応用研究」は約 2 割

である。また、「基礎研究」の割合はほとんどの国で

1 割程度であるが、米国、フランスでは 2011 年以降、

漸増している。 

「大学」の研究開発費を性格別で見ると（図表 1-

4-2(B)）、最新年において「基礎研究」が最も大きい

国はフランス（約 7 割）である。これに米国（約 6 割）、

日本（約 5 割）、中国、韓国（それぞれ約 4 割）と続

いている。日本の「基礎研究」がほぼ横ばいなのに

対して、米国、フランスでは減少しており、中国では

増加している。ただし、近年では米国、フランスはほ

ぼ横ばいに推移している。「応用研究」が大きい国

は中国（約 5 割）であり、韓国の「開発」は他国と比

較すると大きい（約 3 割）。 

「公的機関」の研究開発費を性格別で見ると（図

表 1-4-2(C)）、最新年では、多くの国で「開発」の割

合が最も大きく、中国、米国、韓国は約 5 割、日本

は約4割を占める。日本の「公的機関」については、

2001 年に国営研究機関の一部と特殊法人が独立

行政法人化により、特殊法人・独立行政法人となっ

たことに留意されたい。フランスについては、「応用

研究」の割合が大きい傾向にあり、最新年では約 6

割である。最新年の「基礎研究」の割合は、日本、

米国、中国は約 2 割、フランス、韓国は約 3 割であ

る。

  

【【図図表表 11--44--22】】  主主要要国国のの部部門門別別のの性性格格別別研研究究開開発発費費のの内内訳訳  

((AA))企企業業  （（BB））大大学学  （（CC））公公的的機機関関  

 
注： 
1) 日本の研究開発費は自然科学のみ、韓国は 2006 年まで自然科学のみである。他の国の研究開発費は、自然科学と人文･社会科学の合計であるた

め、国際比較する際には注意が必要である。時系列比較注意については、各国の注記を参照のこと。 
2) 日本は年度の値を示している。日本の「公的機関」については、2001 年に国営研究機関の一部と特殊法人が独立行政法人化により、特殊法人・独立

行政法人となった。 
3) 米国は企業の 2000～2014、2021 年、公的機関の 2000～2008、2021 年、大学の全てにおいて定義が異なる。企業の 2015 年、大学の 2003 年に時系

列の連続性は失われている。企業の 2021 年は見積り値。大学および公的機関の 2021 年は暫定値。 

国際比較

注意
 

時系列

注意

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021

15

10

05

2000
2019

15

10

05

2000
2019

15

10

05

2000
2021

15

10

05

2000
2021

15

10

05

2000

基礎研究 応用研究 開発 分類不能年

日
本

韓
国

米
国

フ
ラ
ン
ス

中
国

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021

15

10

05

2000
2018

15

10

05

2000
2019

15

10

05

2000
2021

15

10

05

2000
2021

15

10

05

2000

基礎研究 応用研究 開発 分類不能

日
本

年

韓
国

米
国

フ
ラ
ン
ス

中
国

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021

15

10

05

2000
2019

15

10

05

2000
2019

15

10

05

2000
2021

15

10

05

2000
2021

15

10

05

2000

基礎研究 応用研究 開発 分類不能

日
本

年

韓
国

米
国

フ
ラ
ン
ス

中
国

第
１
章　

　

研
究
開
発
費

62



第 1 章 研究開発費  

 

- 60 - 

の変化は小さいが、2010 年頃から、「応用研究」が

減少し、「開発」が増加傾向にある。 

米国の 2021 年における「基礎研究」の割合は

14.8％、「応用研究」は 18.1％、「開発」は 67.0％で

ある。米国は、性格別のバランスが日本と似ていた

が、2010 年頃から、「基礎研究」の減少、「開発」の

増加が見られる。 

フランスは、他国と比較して「基礎研究」の割合が

最も大きく、最新年では 22.7％である。「応用研究」

の割合は 41.4％、「開発」は 36.0％である。 

中国についてはOECDが公表を控えたことから、

2018 年が最新値となっている（1.1.1 節参照）。科学

技術指標 2022 における数値より以前の値となって

いるので留意されたい。中国は「基礎研究」の割合

が小さく最新年では 5.5％である。「開発」の割合が

大きく 83.3％であり、他国と比較しても最も大きい。 

韓国では、2000～2010年にかけて「基礎研究」の

割合は増加、「応用研究」の割合は減少していた。

2010 年以降は「基礎研究」の割合は減少し、「応用

研究」の割合は増加したが、近年はほぼ横ばいに

推移している。「開発」の割合は増減を繰り返しなが

らも、ほぼ横ばいに推移している。最新年の値はそ

れぞれ 14.8％、21.0％、64.2％である。 

なお、ドイツは国全体の性格別研究開発費のデ

ータを公表していない。ただし、「企業」部門は 2007

年から、「政府（非営利団体を含む）」部門は 2006

年から、性格別研究開発費の計測データが掲載さ

れるようになった（OECD データによる）27。また、英

国については改訂されたデータ（1-1-1 節参照）に

基づく性格別研究開発費のデータが公表されてい

ないため今般の科学技術指標では掲載していない。 

 

 
27 「企業」部門は隔年のデータを示している。2019 年は、基礎研究：

6.2％、応用研究：41.9％、開発：51.9％である。「政府（非営利団体）」部門

では、2013 年から毎年のデータを示している。2020 年は、基礎研究：

48.0％、応用研究：46.8％、開発：5.2％である。 

【【図図表表 11--44--11】】  主主要要国国のの性性格格別別研研究究開開発発費費のの内内訳訳  
 
 

 
注： 
1) 日本の研究開発費は自然科学のみ、韓国は 2006 年まで自然科学の

みである。他の国の研究開発費は、自然科学と人文･社会科学の合
計であるため、国際比較する際には注意が必要である。 

2) 日本は年度の値を示している。 
3) 米国は定義が異なる。2003 年に時系列の連続性は失われている。

2021 年は暫定値。 
4) フランスは 2004、2010 年において時系列の連続性は失われている。

2016、2018、2019 年は見積り値。 
5) 中国は 2009 年において時系列の連続性は失われている。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他の国：OECD，“Research & Development Statistics” 
参照：表 1-4-1 
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11..44..22 主主要要国国のの部部門門別別のの性性格格別別研研究究開開発発費費  

主要国の各部門における研究開発費を性格別

の割合で見る。 

「企業」の研究開発費を性格別で見ると（図表 1-

4-2(A)）、いずれの国でも「開発」が最も大きく、「基

礎研究」が少ない傾向にあるが、そのバランスは異

なる。各国最新年において、「開発」の割合が最も

大きいのは中国であり 96.4％を占める。日本、米国

では約 8 割、韓国では約 7 割である。フランスでは

「開発」、「応用研究」共に大きく、それぞれ約 5 割と

約 4 割である。日本、韓国は「応用研究」は約 2 割

である。また、「基礎研究」の割合はほとんどの国で

1 割程度であるが、米国、フランスでは 2011 年以降、

漸増している。 

「大学」の研究開発費を性格別で見ると（図表 1-

4-2(B)）、最新年において「基礎研究」が最も大きい

国はフランス（約 7 割）である。これに米国（約 6 割）、

日本（約 5 割）、中国、韓国（それぞれ約 4 割）と続

いている。日本の「基礎研究」がほぼ横ばいなのに

対して、米国、フランスでは減少しており、中国では

増加している。ただし、近年では米国、フランスはほ

ぼ横ばいに推移している。「応用研究」が大きい国

は中国（約 5 割）であり、韓国の「開発」は他国と比

較すると大きい（約 3 割）。 

「公的機関」の研究開発費を性格別で見ると（図

表 1-4-2(C)）、最新年では、多くの国で「開発」の割

合が最も大きく、中国、米国、韓国は約 5 割、日本

は約4割を占める。日本の「公的機関」については、

2001 年に国営研究機関の一部と特殊法人が独立

行政法人化により、特殊法人・独立行政法人となっ

たことに留意されたい。フランスについては、「応用

研究」の割合が大きい傾向にあり、最新年では約 6

割である。最新年の「基礎研究」の割合は、日本、

米国、中国は約 2 割、フランス、韓国は約 3 割であ

る。

  

【【図図表表 11--44--22】】  主主要要国国のの部部門門別別のの性性格格別別研研究究開開発発費費のの内内訳訳  

((AA))企企業業  （（BB））大大学学  （（CC））公公的的機機関関  

 
注： 
1) 日本の研究開発費は自然科学のみ、韓国は 2006 年まで自然科学のみである。他の国の研究開発費は、自然科学と人文･社会科学の合計であるた

め、国際比較する際には注意が必要である。時系列比較注意については、各国の注記を参照のこと。 
2) 日本は年度の値を示している。日本の「公的機関」については、2001 年に国営研究機関の一部と特殊法人が独立行政法人化により、特殊法人・独立

行政法人となった。 
3) 米国は企業の 2000～2014、2021 年、公的機関の 2000～2008、2021 年、大学の全てにおいて定義が異なる。企業の 2015 年、大学の 2003 年に時系

列の連続性は失われている。企業の 2021 年は見積り値。大学および公的機関の 2021 年は暫定値。 
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4) フランスは企業の 2001、2004、2006 年、大学の 2004、2014 年及び公的機関の 2010 年において時系列の連続性は失われている。公的機関および大
学の応用研究の 2016、2018、2019 年は見積り値である。 

5) 中国は企業、公的機関の 2009 年において時系列の連続性は失われている。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他の国：OECD，“Research & Development Statistics” 
参照：表 1-4-2 

 
 
11..44..33 日日本本のの企企業業部部門門のの基基礎礎研研究究  

ここでは日本の「基礎研究」の研究開発費を産

業分類別に見る（図表 1-4-3）。 

2021 年度において、「基礎研究」の研究開発費

が最も多いのは医薬品製造業(2,678 億円)である。

これに、輸送用機械器具製造業（1,977 億円）、情

報通信機械器具製造業（700 億円）と製造業が続

いている。非製造業では、学術研究,専門・技術サ

ービス業（583 億円）が多い。 

2007年度と比較すると、医薬品製造業は 1.1倍、

輸送用機械器具製造業は 2.5 倍、学術研究,専

門・技術サービス業は 1.2 倍となっており、輸送用

機械器具製造業の伸びが著しい。他方で、情報

通信機械器具製造業は 0.8 倍となっており、2007

年度から減少している。このほか、電子部品・デバ

イス・電子回路製造業、電気機械器具製造業でも、

2007 年度と比べて 6～7 割の減少が見られる。 

「基礎研究」に注力している度合いを産業別に

見ると、2021 年度では、研究開発費全体に占める

「基礎研究」の割合は医薬品製造業が 19％、輸

送用機械器具製造業は 5％、情報通信機械器具

製造業は 7％、学術研究,専門・技術サービス業

は 7％となっている。

  

【【図図表表 11--44--33】】  日日本本のの企企業業ににおおけけるる基基礎礎研研究究費費のの推推移移（（産産業業分分類類））  

 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 1-4-3 
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第第 22 章章  研研究究開開発発人人材材  
科学技術活動を支える重要な基盤である人材を取り扱う。この章では研究開発人材、すなわち、研究者、

研究支援者について、日本及び主要国の状況を示す。研究者数に関する現存のデータには、各国の研究

者の定義や計測方法が一致していないなどの問題があり、厳密な国際比較が難しい面もあるが、各国の研究

者の対象範囲やレベルなどの差異を把握した上で各国の状況を把握することはできる。 

 
22..11 各各国国のの研研究究者者数数のの国国際際比比較較  

 
ポポイインントト  

○米国、英国及び中国については研究者数データの見直しが行われた。米国については、大学、公的機

関の研究者数が新規に公表された。英国については企業のデータが改訂され、中国については近年の

データの OECD による公表が控えられている。 

○日本の研究者数は 2022 年において 70.5 万人、実数(HC: Head Count)値は 98.4 万人であり、中国、米

国に次ぐ第 3 位の研究者数の規模である。 

○日本の労働力人口当たりの研究者数は、2008 年までは主要国の中で、最も高かったが、各国最新年で

は、韓国がトップであり、フランス、ドイツ、日本、米国、英国、中国と続いている。 

○各国の研究者数を部門別に見ると、「企業」部門の研究者数の割合が大きい。日本、米国、韓国では約

8 割、ドイツ、フランス、中国が約 6 割である。 

○日本の女性研究者数（HC 値）は増加しており、2022 年では 17.5 万人、対前年比率は 5.5％増である。 

〇大学等において、2021 年度の「自然科学系」の新規採用研究者における女性の割合は 34.8％である。

分野別の詳細を見ると、「農学」、「保健」における女性の割合は大きく、それぞれ 42.3％、39.7％を示し

ている。最も小さいのは「工学」であるが、近年は増加し 20.0％となった。 

○企業の新規採用博士号保持者数において、博士号保持者の採用は 2020 年度に一旦落ち込んだ後に

元に戻っている産業が多い。製造業では 701 人(新規採用研究者に占める割合は 3.6％)、対前年比は

2.6％と微増した。非製造業では 204 人（同 5.0％）であり、対前年比は 72.9％と大きく伸びている。 

 
22..11..11 各各国国のの研研究究者者のの測測定定方方法法  

「研究者」とは OECD「フラスカティ・マニュアル

2015」によると「新しい知識の着想または創造に従

事する専門家である。研究を実施し、概念、理論、

モデル、技術、測定、ソフトウェア又は操作工程の

改善もしくは開発を行う。」1とされている。 

一般に研究者数は、研究開発費と同様に、質

問票調査により計測されているが、一部の国の部

門によっては別の統計データを使用しているとこ

 
1 日本については、総務省「科学技術研究調査報告」における「研究

者」の定義に従っている。総務省「科学技術研究調査報告」の研究者の

定義は、フラスカティ・マニュアルの"Researcher"の定義にほぼ対応して

いると考えられる。 
2 たとえば大学等の高等教育機関の研究者は、研究とともに教育に従

事している場合が多いが、このような研究者を、専ら研究を業務とするフ

ルタイム研究者と同等に扱うのではなく、実際に研究者として活動した

人的リソースを測定しようとする方法が研究専従換算である。具体的に

ろもある。また、研究者数を数える場合、二つの方

法がある。ひとつは研究業務を専従換算(FTE：

Full-Time Equivalents)し、計測する方法 2である。

この場合の FTE とは研究開発活動とその他の活

動を区別し、実際に研究開発活動に従事した時

間や割合を研究者数の測定の基礎とするもので

ある。研究者の活動内容を考慮し、研究者数を数

える方法であり研究者数の計測方法として国際的

に広く採用されている 3。 

は、例えば、ある研究者が 1 年間の職務時間の 60％を研究開発に当

てている場合、その研究者を 0.6 人と計上する。 
3 OECD は、研究開発従事者の人的リソースは研究専従換算によって

測定するべきとの指摘を 1975 年に行い、多くの OECD 加盟国等が研

究専従換算(FTE)を採用している。研究専従換算の必要性やその原理

については、研究開発統計の調査方法についての国際的標準を提示

している OECD のフラスカティ・マニュアルに記述されている。なお、

2015 年版では、HC と FTE の両方を測定することを推奨している。 
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4) フランスは企業の 2001、2004、2006 年、大学の 2004、2014 年及び公的機関の 2010 年において時系列の連続性は失われている。公的機関および大
学の応用研究の 2016、2018、2019 年は見積り値である。 

5) 中国は企業、公的機関の 2009 年において時系列の連続性は失われている。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他の国：OECD，“Research & Development Statistics” 
参照：表 1-4-2 

 
 
11..44..33 日日本本のの企企業業部部門門のの基基礎礎研研究究  

ここでは日本の「基礎研究」の研究開発費を産

業分類別に見る（図表 1-4-3）。 

2021 年度において、「基礎研究」の研究開発費

が最も多いのは医薬品製造業(2,678 億円)である。

これに、輸送用機械器具製造業（1,977 億円）、情

報通信機械器具製造業（700 億円）と製造業が続

いている。非製造業では、学術研究,専門・技術サ

ービス業（583 億円）が多い。 

2007年度と比較すると、医薬品製造業は 1.1倍、

輸送用機械器具製造業は 2.5 倍、学術研究,専

門・技術サービス業は 1.2 倍となっており、輸送用

機械器具製造業の伸びが著しい。他方で、情報

通信機械器具製造業は 0.8 倍となっており、2007

年度から減少している。このほか、電子部品・デバ

イス・電子回路製造業、電気機械器具製造業でも、

2007 年度と比べて 6～7 割の減少が見られる。 

「基礎研究」に注力している度合いを産業別に

見ると、2021 年度では、研究開発費全体に占める

「基礎研究」の割合は医薬品製造業が 19％、輸

送用機械器具製造業は 5％、情報通信機械器具

製造業は 7％、学術研究,専門・技術サービス業

は 7％となっている。

  

【【図図表表 11--44--33】】  日日本本のの企企業業ににおおけけるる基基礎礎研研究究費費のの推推移移（（産産業業分分類類））  

 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 1-4-3 
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第第 22 章章  研研究究開開発発人人材材  
科学技術活動を支える重要な基盤である人材を取り扱う。この章では研究開発人材、すなわち、研究者、

研究支援者について、日本及び主要国の状況を示す。研究者数に関する現存のデータには、各国の研究

者の定義や計測方法が一致していないなどの問題があり、厳密な国際比較が難しい面もあるが、各国の研究

者の対象範囲やレベルなどの差異を把握した上で各国の状況を把握することはできる。 

 
22..11 各各国国のの研研究究者者数数のの国国際際比比較較  

 
ポポイインントト  

○米国、英国及び中国については研究者数データの見直しが行われた。米国については、大学、公的機

関の研究者数が新規に公表された。英国については企業のデータが改訂され、中国については近年の

データの OECD による公表が控えられている。 

○日本の研究者数は 2022 年において 70.5 万人、実数(HC: Head Count)値は 98.4 万人であり、中国、米

国に次ぐ第 3 位の研究者数の規模である。 

○日本の労働力人口当たりの研究者数は、2008 年までは主要国の中で、最も高かったが、各国最新年で

は、韓国がトップであり、フランス、ドイツ、日本、米国、英国、中国と続いている。 

○各国の研究者数を部門別に見ると、「企業」部門の研究者数の割合が大きい。日本、米国、韓国では約

8 割、ドイツ、フランス、中国が約 6 割である。 

○日本の女性研究者数（HC 値）は増加しており、2022 年では 17.5 万人、対前年比率は 5.5％増である。 

〇大学等において、2021 年度の「自然科学系」の新規採用研究者における女性の割合は 34.8％である。

分野別の詳細を見ると、「農学」、「保健」における女性の割合は大きく、それぞれ 42.3％、39.7％を示し

ている。最も小さいのは「工学」であるが、近年は増加し 20.0％となった。 

○企業の新規採用博士号保持者数において、博士号保持者の採用は 2020 年度に一旦落ち込んだ後に

元に戻っている産業が多い。製造業では 701 人(新規採用研究者に占める割合は 3.6％)、対前年比は

2.6％と微増した。非製造業では 204 人（同 5.0％）であり、対前年比は 72.9％と大きく伸びている。 

 
22..11..11 各各国国のの研研究究者者のの測測定定方方法法  

「研究者」とは OECD「フラスカティ・マニュアル

2015」によると「新しい知識の着想または創造に従

事する専門家である。研究を実施し、概念、理論、

モデル、技術、測定、ソフトウェア又は操作工程の

改善もしくは開発を行う。」1とされている。 

一般に研究者数は、研究開発費と同様に、質

問票調査により計測されているが、一部の国の部

門によっては別の統計データを使用しているとこ

 
1 日本については、総務省「科学技術研究調査報告」における「研究

者」の定義に従っている。総務省「科学技術研究調査報告」の研究者の

定義は、フラスカティ・マニュアルの"Researcher"の定義にほぼ対応して

いると考えられる。 
2 たとえば大学等の高等教育機関の研究者は、研究とともに教育に従

事している場合が多いが、このような研究者を、専ら研究を業務とするフ

ルタイム研究者と同等に扱うのではなく、実際に研究者として活動した

人的リソースを測定しようとする方法が研究専従換算である。具体的に

ろもある。また、研究者数を数える場合、二つの方

法がある。ひとつは研究業務を専従換算(FTE：

Full-Time Equivalents)し、計測する方法 2である。

この場合の FTE とは研究開発活動とその他の活

動を区別し、実際に研究開発活動に従事した時

間や割合を研究者数の測定の基礎とするもので

ある。研究者の活動内容を考慮し、研究者数を数

える方法であり研究者数の計測方法として国際的

に広く採用されている 3。 

は、例えば、ある研究者が 1 年間の職務時間の 60％を研究開発に当

てている場合、その研究者を 0.6 人と計上する。 
3 OECD は、研究開発従事者の人的リソースは研究専従換算によって

測定するべきとの指摘を 1975 年に行い、多くの OECD 加盟国等が研

究専従換算(FTE)を採用している。研究専従換算の必要性やその原理

については、研究開発統計の調査方法についての国際的標準を提示

している OECD のフラスカティ・マニュアルに記述されている。なお、

2015 年版では、HC と FTE の両方を測定することを推奨している。 
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もうひとつは研究者の活動の内容にかかわらず、

実数(HC: Head Count)として計測する方法である。 

図表 2-1-1 は各国の研究開発費の使用部門と

同じ 4 部門について、研究者の定義、測定方法を

表したものである（各国のデータはFTE値である。

HC 値の場合のみ、そのことを明記している）。各

国ともに上述した OECD「フラスカティ・マニュアル」

の研究者の定義を基に研究者数を質問票調査で

測定しているが、部門によっては質問票調査を行

っていなかったり、研究専従換算をした研究者数

を計測していなかったりと、国や部門によって差異

がある。特に大学部門の研究者数の計測には国

による違いが見える。 

日本では総務省が行っている研究開発統計

（科学技術研究調査）で研究者数を測定している

が、研究者を研究専従換算した値で計測し始め

たのは 2002 年からである。日本の研究者につい

ては、対象期間に応じて、以下の 3 種類の測定方

法による研究者数を示した（図表 2-1-2）。 

図表 2-1-2(A)は 2001 年以前の研究者の測定

方法であり、FTE か HC について明確な定義がさ

れていない。本報告書では、①に○がついている

項目の人数を研究者数として計上している。 

2002～2008年の測定方法については、図表2-

1-2(B)に示す。FTE 研究者については②に○が

ついている項目の人数を計上している。HC 研究

者については③に○がついている項目の人数を

計上している。 

2009年以降の測定方法については、図表2-1-

2(C)に示す。FTE 研究者数については②に○が

ついている項目の人数を計上している。HC 研究

者については③に○がついている項目の人数を

計上している。FTE 係数は定期的に更新される。 

 

  

【【図図表表 22--11--11】】  各各国国のの部部門門別別研研究究者者のの定定義義及及びび測測定定方方法法  

 
注： 
1) 研究者とだけ表記している部門についての研究者の定義及び測定方法の情報は得られなかった。 
2) 各国とも研究開発統計調査では FTE 計測をしているが、していない部門では（HC）と示した。 
3) 日本の大学の②博士課程在籍者は後期（3～5 年）の者。ドイツは公的機関部門と非営利団体部門が一緒である。 
資料： 
科学技術政策研究所、「主要国における研究開発関連統計の実態：測定方法についての基礎調査」（調査資料-143）（2007.10） 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
NSF, “Higher Education Research and Development: Fiscal Year 2020” 
OECD, “R&D Sources and Methods Database” 

  

    

国 企業 大学 公的機関 非営利団体

大学（短期大学を除く）の課程を修了
した者

①教員(HC)
②博士課程在籍者(HC)
③医局員(HC)
④その他研究員(HC)

米国
・研究開発活動に従事している科学
者とエンジニア

・2001年から2019年まで、研究者数は測定されていない。2020年値
については以下のとおり。
Higher Education Research and Development では2020年版から研
究者数が掲載されており、その定義は次のとおりである。「新しい知
識、製品、プロセス、方法、システムの構想または創造に携わる専
門家、および当該プロジェクトの管理に携わる専門家。研究開発マ
ネージャーもこのカテゴリーに含まれる。」
（なお、調べた範囲では、上記調査の質問票では研究者について、
職位別情報は取得していないことを確認している。）

・研究又は開発に分類される活動
を行っている科学者とエンジニア
(軍関係者を除く)

・2000年以降推定値無し。

ドイツ
・学術関係者及び研究開発管理部門
の管理職に加えて、工学系の学校及
びアカデミーを卒業した者

・教授、大学助手、その他の学術関係者、特別な任務のための教
員、奨学金を受ける大学院生

研究者

フランス

・新しい知識、製品、プロセス、方法、
又はシステムの設計・作成を実施し
ている科学者及びエンジニア（会社
から給与を得ている博士課程在籍者
を含む）及び研究者の業務を企画・管
理する管理者等も含む。

英国 ・研究者
・研究者
・研究活動に50％以上の時間を費やしている大学院生

・大学レベルの資格を持つ全ての
研究開発スタッフ

・研究者（2006年以降は推計値）
・大学院生が含まれるか否かは不明

中国

研究開発活動に従事している学士以
上の学位所有者

①専任講師以上の教師
②教師、外専任研究員
③研究に参与している博士課程学生（又は修士学位者）

・2008年以前はユネスコの 「科学者とエンジニア」 という概念に基づいてデータを収集
・2009年以降はフラスカティ・マニュアルにおける研究者の概念に従って計測された研究者

韓国
研究開発活動に従事している学士以上の学位所有者

上記条件、または同等以上の専門知識を持って研究開発活動に従事している者

日本

大学（短期大学を除く）の課程を修了した者

上記条件、または同等以上の専門的知識を有する者で特定のテーマを持って研究を行っている者

・研究管理者の地位にある公務員、大学教授、研究フェロー、上級講師
・上記の職業と同等のレベルで採用された非常勤スタッフ
・上記の公務員と同等の職務を有する私的地位にあるスタッフ（例えば、商工業的公施設法人（EPIC））
・研究エンジニア及びそれに同等のグループ
・研究業務に対して報酬を得ている博士学生
・一時的な研究及び教育助手（ATER）
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【【図図表表 22--11--22】】  本本報報告告書書ににおおけけるる日日本本のの研研究究者者のの測測定定方方法法  

((AA))22000011 年年以以前前  

 

((BB))22000022 年年～～22000088 年年ままでで  

 

((CC))22000099 年年以以降降  

 
注： 
1) 日本の研究者は 3 種類のデータがある。①FTE か HC について明確な定義がされていない値、②FTE 研究者数、③HC 研究者。それぞれで計上され

ている項目に○を付けている。 
2) 図表 2-1-2(B)の大学等にある数値は FTE 係数。該当する人数に FTE 係数をかけて計測している。大学等の FTE 研究者数については、2002 年に文

部科学省で実施された「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査(FTE 調査）」の結果を用いて、科学技術・学術政策研究所が計算した。た
だし、「医局員・その他の研究員」については「教員」と同じ FTE 係数を使用した。 

3) 図表 2-1-2(C)の大学等の FTE 研究者数（＊）は、分野毎の人数に分野毎の FTE 係数をかけて計測している。2009～2012 年の FTE 係数は 2008 年
の FTE 調査の結果、2013 年～2017 年の FTE 係数は 2013 年の FTE 調査の結果、2018 年以降は 2018 年の FTE 調査の結果を用いている。 

資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」

部門名 研究者 ②（FTE） ③（HC）

主に研究に従事する者(人数） ○ ○

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○

主に研究に従事する者(人数） ○ ○

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○

主に研究に従事する者(人数） ○ ○

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○(0.465)

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○(0.709)

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○(0.465)

兼務者(学外からの研究者) 人数 ○

教員

大学等
博士課程在籍者

医局員・その他の研究員

研究を兼務する者
非営利団体

研究を兼務する者

研究を兼務する者

企業等

公的機関
(国・公・特
法・独法)

部門名 研究者 ①

研究本務者 ○

兼務者(社外からの研究者)

研究本務者 ○

兼務者(所外からの研究者)

研究本務者 ○

兼務者(所外からの研究者)

研究本務者：
　・教員
　・大学院博士課程の在籍者
　・医局員・その他の研究員

○

兼務者(学外からの研究者)

会社等

研究機関
(国・公・特殊法人)

研究機関（民営）

大学等

部門名 研究者 ②（FTE） ③（HC）

主に研究に従事する者(人数） ○ ○

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○

主に研究に従事する者(人数） ○ ○

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○

主に研究に従事する者(人数） ○ ○

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○*

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○*

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○*

兼務者(学外からの研究者) 人数 ○

大学等

教員

博士課程在籍者

医局員・その他の研究員

企業等
研究を兼務する者

公的機関
(国・公・特
法・独法)

研究を兼務する者

非営利団体
研究を兼務する者
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もうひとつは研究者の活動の内容にかかわらず、

実数(HC: Head Count)として計測する方法である。 

図表 2-1-1 は各国の研究開発費の使用部門と

同じ 4 部門について、研究者の定義、測定方法を

表したものである（各国のデータはFTE値である。

HC 値の場合のみ、そのことを明記している）。各

国ともに上述した OECD「フラスカティ・マニュアル」

の研究者の定義を基に研究者数を質問票調査で

測定しているが、部門によっては質問票調査を行

っていなかったり、研究専従換算をした研究者数

を計測していなかったりと、国や部門によって差異

がある。特に大学部門の研究者数の計測には国

による違いが見える。 

日本では総務省が行っている研究開発統計

（科学技術研究調査）で研究者数を測定している

が、研究者を研究専従換算した値で計測し始め

たのは 2002 年からである。日本の研究者につい

ては、対象期間に応じて、以下の 3 種類の測定方

法による研究者数を示した（図表 2-1-2）。 

図表 2-1-2(A)は 2001 年以前の研究者の測定

方法であり、FTE か HC について明確な定義がさ

れていない。本報告書では、①に○がついている

項目の人数を研究者数として計上している。 

2002～2008年の測定方法については、図表2-

1-2(B)に示す。FTE 研究者については②に○が

ついている項目の人数を計上している。HC 研究

者については③に○がついている項目の人数を

計上している。 

2009年以降の測定方法については、図表2-1-

2(C)に示す。FTE 研究者数については②に○が

ついている項目の人数を計上している。HC 研究

者については③に○がついている項目の人数を

計上している。FTE 係数は定期的に更新される。 

 

  

【【図図表表 22--11--11】】  各各国国のの部部門門別別研研究究者者のの定定義義及及びび測測定定方方法法  

 
注： 
1) 研究者とだけ表記している部門についての研究者の定義及び測定方法の情報は得られなかった。 
2) 各国とも研究開発統計調査では FTE 計測をしているが、していない部門では（HC）と示した。 
3) 日本の大学の②博士課程在籍者は後期（3～5 年）の者。ドイツは公的機関部門と非営利団体部門が一緒である。 
資料： 
科学技術政策研究所、「主要国における研究開発関連統計の実態：測定方法についての基礎調査」（調査資料-143）（2007.10） 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
NSF, “Higher Education Research and Development: Fiscal Year 2020” 
OECD, “R&D Sources and Methods Database” 

  

    

国 企業 大学 公的機関 非営利団体

大学（短期大学を除く）の課程を修了
した者

①教員(HC)
②博士課程在籍者(HC)
③医局員(HC)
④その他研究員(HC)

米国
・研究開発活動に従事している科学
者とエンジニア

・2001年から2019年まで、研究者数は測定されていない。2020年値
については以下のとおり。
Higher Education Research and Development では2020年版から研
究者数が掲載されており、その定義は次のとおりである。「新しい知
識、製品、プロセス、方法、システムの構想または創造に携わる専
門家、および当該プロジェクトの管理に携わる専門家。研究開発マ
ネージャーもこのカテゴリーに含まれる。」
（なお、調べた範囲では、上記調査の質問票では研究者について、
職位別情報は取得していないことを確認している。）

・研究又は開発に分類される活動
を行っている科学者とエンジニア
(軍関係者を除く)

・2000年以降推定値無し。

ドイツ
・学術関係者及び研究開発管理部門
の管理職に加えて、工学系の学校及
びアカデミーを卒業した者

・教授、大学助手、その他の学術関係者、特別な任務のための教
員、奨学金を受ける大学院生

研究者

フランス

・新しい知識、製品、プロセス、方法、
又はシステムの設計・作成を実施し
ている科学者及びエンジニア（会社
から給与を得ている博士課程在籍者
を含む）及び研究者の業務を企画・管
理する管理者等も含む。

英国 ・研究者
・研究者
・研究活動に50％以上の時間を費やしている大学院生

・大学レベルの資格を持つ全ての
研究開発スタッフ

・研究者（2006年以降は推計値）
・大学院生が含まれるか否かは不明

中国

研究開発活動に従事している学士以
上の学位所有者

①専任講師以上の教師
②教師、外専任研究員
③研究に参与している博士課程学生（又は修士学位者）

・2008年以前はユネスコの 「科学者とエンジニア」 という概念に基づいてデータを収集
・2009年以降はフラスカティ・マニュアルにおける研究者の概念に従って計測された研究者

韓国
研究開発活動に従事している学士以上の学位所有者

上記条件、または同等以上の専門知識を持って研究開発活動に従事している者

日本

大学（短期大学を除く）の課程を修了した者

上記条件、または同等以上の専門的知識を有する者で特定のテーマを持って研究を行っている者

・研究管理者の地位にある公務員、大学教授、研究フェロー、上級講師
・上記の職業と同等のレベルで採用された非常勤スタッフ
・上記の公務員と同等の職務を有する私的地位にあるスタッフ（例えば、商工業的公施設法人（EPIC））
・研究エンジニア及びそれに同等のグループ
・研究業務に対して報酬を得ている博士学生
・一時的な研究及び教育助手（ATER）
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【【図図表表 22--11--22】】  本本報報告告書書ににおおけけるる日日本本のの研研究究者者のの測測定定方方法法  

((AA))22000011 年年以以前前  

 

((BB))22000022 年年～～22000088 年年ままでで  

 

((CC))22000099 年年以以降降  

 
注： 
1) 日本の研究者は 3 種類のデータがある。①FTE か HC について明確な定義がされていない値、②FTE 研究者数、③HC 研究者。それぞれで計上され

ている項目に○を付けている。 
2) 図表 2-1-2(B)の大学等にある数値は FTE 係数。該当する人数に FTE 係数をかけて計測している。大学等の FTE 研究者数については、2002 年に文

部科学省で実施された「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査(FTE 調査）」の結果を用いて、科学技術・学術政策研究所が計算した。た
だし、「医局員・その他の研究員」については「教員」と同じ FTE 係数を使用した。 

3) 図表 2-1-2(C)の大学等の FTE 研究者数（＊）は、分野毎の人数に分野毎の FTE 係数をかけて計測している。2009～2012 年の FTE 係数は 2008 年
の FTE 調査の結果、2013 年～2017 年の FTE 係数は 2013 年の FTE 調査の結果、2018 年以降は 2018 年の FTE 調査の結果を用いている。 

資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」

部門名 研究者 ②（FTE） ③（HC）

主に研究に従事する者(人数） ○ ○

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○

主に研究に従事する者(人数） ○ ○

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○

主に研究に従事する者(人数） ○ ○

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○(0.465)

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○(0.709)

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○(0.465)

兼務者(学外からの研究者) 人数 ○

教員

大学等
博士課程在籍者

医局員・その他の研究員

研究を兼務する者
非営利団体

研究を兼務する者

研究を兼務する者

企業等

公的機関
(国・公・特
法・独法)

部門名 研究者 ①

研究本務者 ○

兼務者(社外からの研究者)

研究本務者 ○

兼務者(所外からの研究者)

研究本務者 ○

兼務者(所外からの研究者)

研究本務者：
　・教員
　・大学院博士課程の在籍者
　・医局員・その他の研究員

○

兼務者(学外からの研究者)

会社等

研究機関
(国・公・特殊法人)

研究機関（民営）

大学等

部門名 研究者 ②（FTE） ③（HC）

主に研究に従事する者(人数） ○ ○

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○

主に研究に従事する者(人数） ○ ○

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○

主に研究に従事する者(人数） ○ ○

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○*

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○*

人数 ○

実際に研究関係業務に従事した割合で按分した人数 ○*

兼務者(学外からの研究者) 人数 ○

大学等

教員

博士課程在籍者

医局員・その他の研究員

企業等
研究を兼務する者

公的機関
(国・公・特
法・独法)

研究を兼務する者

非営利団体
研究を兼務する者
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22..11..22 各各国国のの研研究究者者数数のの動動向向  

第 1 章第 1 節で示したように、主要国データの出

典として多く参照している OECD の“Main Science 

and Technology Indicators”（MSTI）今般のデータで

は、以前の版と比較してデータの見直し等が行われ

た。研究者数については、英国、中国に加え、米国

についても見直しがされたので以下に記す。 

米国については、各雇用部門の公式データがな

かったため、総研究者数の値は米国の過去のデー

タに基づく OECD の推定値であった。今般、米国に

よる研究開発人材統計の報告が再開され、2020 年

からデータが入手できるようになったことにより、

OECD の MSTI に「大学」部門の研究者および研究

開発人材の数値が追加された。また、「公的機関」

部門の研究者数も追加された。この追加により、

OECD の過去のデータに基づく推計では、「大学」

部門の研究者数の伸びを過大評価していたことが

明らかになり、総研究者数が下方修正された。その

ため科学技術指標 2022 以前の数値とは異なること

に留意されたい。 

中国について、OECD は 2019 年、2020 年、2021

年に関する研究開発指標のデータを再検討し、研

究開発費や研究者数等のデータの一貫性に関す

る多くの疑問が解決されるまで、これらの年のいくつ

かの主要な指標の公表を控えるとの決定を行った。

このため、今般の科学技術指標 2023 では、中国の

研究者に関して、科学技術指標 2022 よりも以前の

値が最新値となっていることに留意されたい（総研

究者数は 2018 年が最新値である）。 

英国については、英国国家統計院(ONS)が 2022

年11月に発表した研究開発統計において、「企業」

部門と「大学」部門の研究開発費の推計値が大幅

に修正された。これらの変更は、研究開発を実施す

る企業のサンプリングが不十分であること 4を考慮し

た数値の再調整と、高等教育機関への支出に関す

るより包括的な管理データの採用 5を反映している。

このことから OECD は総研究者数及び企業の研究

 
4 英国の企業の研究開発統計である ONS, “Business enterprise research 

and development survey” では、これまで小規模の企業の捕捉率が小さか

ったとされている。 
5 英国 ONS の資料によると、これまでの英国の大学部門の研究開発費の

データには、大学の内部で実施かつ資金提供されている研究開発や、研

者数については、2015 年～2017 年まで改訂、最新

値は 2017 年としている。そのため科学技術指標

2022 以前の数値とは異なることに留意されたい。な

お、2014 年～2021 年の企業の研究開発費は大幅

に上方修正されている（それに伴い総研究開発費

も増加）のに対して、総研究者数と企業の研究者数

については、ほとんど変化が見られない。今後、研

究開発費と同じく研究者数についても値が変わる可

能性がある。 

図表 2-1-3 を見ると、日本の研究者数は 2022 年

において 70.5 万人、HC 値は 98.4 万人であり、中

国（2018 年:186.6 万人）、米国（2020 年：149.3 万

人）に次ぐ第 3 位の研究者数の規模である。その他

の国の最新年の値を多い順に見ると、韓国（2021

年：47.1 万人）、ドイツ（2021 年：46.0 万人）、フラン

ス（2021 年：34.0 万人）、英国（2017 年：29.6 万人）

となっている。 

日本の FTE 研究者数は 2002 年から計測されて

おり、2008 年、2013 年及び 2018 年において、FTE

の研究者数を計算するための係数を変更している。

そのため 2009 年、2013 年及び 2018 年の FTE 研

究者数は、前年からの継続性が損なわれている。 

米国の研究者数は、OECD による見積り値である。

OECD 統計では大学部門の数値は 1999 年まで、

公的機関・非営利団体部門は 2002 年まで掲載され

ていたが、2020 年値が新たな数値として追加された。

また、企業部門の数値は 2008年から示されている。 

ドイツは企業部門、公的機関・非営利団体部門

では研究開発統計調査を実施している。大学部門

に関しては教育統計を用いて計測しており、研究者

の研究専従換算値は、学問分野毎の研究専従換

算係数を使用して計測している。1990 年の東西統

一の影響を受けて1991年に研究者数が増加したた

め、データの継続性は損なわれている。その後の研

究者の増加傾向は続いている。 

フランスはすべての部門で研究開発統計調査を

行い、研究者数を計測しており、1980 年代から継続

究開発にかかる一部の間接経費が含まれておらず、それらをデータに含

めるようにしたとされている。これらの分析には、Office for Students が提供

する Transparent Approach to Costing（TRAC）システムが使用されてい

る。 
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して増加している。 

英国については、掲載している期間においては、

長期的に漸増している。 

中国は研究開発統計データが公表されているが、

統計調査の詳細は不明である。また、2009 年から

は OECD のフラスカティ・マニュアルの定義に従っ

て研究者数を収集し始めたため、2008 年値よりかな

り低い数値となった。その後は継続的に増加してお

り、主要国の中では一番の規模となっている。 

韓国は部門ごとに研究開発統計調査を実施して

いるが、2006 年までは対象分野を「自然科学」に限

っており、2007年から全分野を対象とするようになっ

た。研究者数は継続的に増加しており、2000 年代

後半以降では、まずフランス、次に英国を上回り、

2021 年ではドイツを上回った。 

  

【【図図表表 22--11--33】】  主主要要国国のの研研究究者者数数のの推推移移  
 

注： 
1) 国の研究者数は各部門の研究者の合計値であり、各部門の研究者の定義及び測定方法は国によって違いがあるため、国際比較する際には注意が

必要である。各国の研究者の定義の違いについては図表 2-1-1 を参照のこと。 
2) 各国の値は FTE 値である（日本については HC 値も示した）。 
3) 人文・社会科学を含む（韓国は 2006 年まで自然科学のみ）。  
4) 日本は 2001 年以前の値は該当年の 4 月 1 日時点の研究者数、2002 年以降の値は 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。「日本＊」は図表 2-

1-2(A)①の値。「日本(HC)」は図表 2-1-2(B)、(C)の③の値。「日本(FTE)」の 2002 年から 2008 年までは図表 2-1-2(B)②の値。「日本(FTE)」の 2009 年
以降は、図表 2-1-2(C)②の値。 

5) 米国は見積り値である。1985、1987、1993 年において時系列の連続性は失われている。 
6) ドイツは 1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。1987 年において時系列の連続性は失われている。1996、1998、2000、2002、2008、

2010 年は見積り値。2021 年は暫定値。 
7) フランスは 1997、2000、2010、2014 年において時系列の連続性は失われている。2008、2009 年値の定義は異なる。2012、2013、2020 年は見積り値。

2020 年は暫定値。 
8) 英国は 1991、1992、1994、2005 年において時系列の連続性は失われている。1999～2010、2012、2014、2016 年は見積り値。 
9) 中国は 1991～2008 年まで定義が異なる。1991～1999 年までは過小評価されたか、あるいは過小評価されたデータに基づいた。そのため、時系列変

化を見る際には注意が必要である。2000 年、2009 年において時系列の連続性は失われている。 
10) EU-27 は見積り値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 文部科学省、「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」 
その他の国：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 2-1-3 
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22..11..22 各各国国のの研研究究者者数数のの動動向向  

第 1 章第 1 節で示したように、主要国データの出

典として多く参照している OECD の“Main Science 

and Technology Indicators”（MSTI）今般のデータで

は、以前の版と比較してデータの見直し等が行われ

た。研究者数については、英国、中国に加え、米国

についても見直しがされたので以下に記す。 

米国については、各雇用部門の公式データがな

かったため、総研究者数の値は米国の過去のデー

タに基づく OECD の推定値であった。今般、米国に

よる研究開発人材統計の報告が再開され、2020 年

からデータが入手できるようになったことにより、

OECD の MSTI に「大学」部門の研究者および研究

開発人材の数値が追加された。また、「公的機関」

部門の研究者数も追加された。この追加により、

OECD の過去のデータに基づく推計では、「大学」

部門の研究者数の伸びを過大評価していたことが

明らかになり、総研究者数が下方修正された。その

ため科学技術指標 2022 以前の数値とは異なること

に留意されたい。 

中国について、OECD は 2019 年、2020 年、2021

年に関する研究開発指標のデータを再検討し、研

究開発費や研究者数等のデータの一貫性に関す

る多くの疑問が解決されるまで、これらの年のいくつ

かの主要な指標の公表を控えるとの決定を行った。

このため、今般の科学技術指標 2023 では、中国の

研究者に関して、科学技術指標 2022 よりも以前の

値が最新値となっていることに留意されたい（総研

究者数は 2018 年が最新値である）。 

英国については、英国国家統計院(ONS)が 2022

年11月に発表した研究開発統計において、「企業」

部門と「大学」部門の研究開発費の推計値が大幅

に修正された。これらの変更は、研究開発を実施す

る企業のサンプリングが不十分であること 4を考慮し

た数値の再調整と、高等教育機関への支出に関す

るより包括的な管理データの採用 5を反映している。

このことから OECD は総研究者数及び企業の研究

 
4 英国の企業の研究開発統計である ONS, “Business enterprise research 

and development survey” では、これまで小規模の企業の捕捉率が小さか

ったとされている。 
5 英国 ONS の資料によると、これまでの英国の大学部門の研究開発費の

データには、大学の内部で実施かつ資金提供されている研究開発や、研

者数については、2015 年～2017 年まで改訂、最新

値は 2017 年としている。そのため科学技術指標

2022 以前の数値とは異なることに留意されたい。な

お、2014 年～2021 年の企業の研究開発費は大幅

に上方修正されている（それに伴い総研究開発費

も増加）のに対して、総研究者数と企業の研究者数

については、ほとんど変化が見られない。今後、研

究開発費と同じく研究者数についても値が変わる可

能性がある。 

図表 2-1-3 を見ると、日本の研究者数は 2022 年

において 70.5 万人、HC 値は 98.4 万人であり、中

国（2018 年:186.6 万人）、米国（2020 年：149.3 万

人）に次ぐ第 3 位の研究者数の規模である。その他

の国の最新年の値を多い順に見ると、韓国（2021

年：47.1 万人）、ドイツ（2021 年：46.0 万人）、フラン

ス（2021 年：34.0 万人）、英国（2017 年：29.6 万人）

となっている。 

日本の FTE 研究者数は 2002 年から計測されて

おり、2008 年、2013 年及び 2018 年において、FTE

の研究者数を計算するための係数を変更している。

そのため 2009 年、2013 年及び 2018 年の FTE 研

究者数は、前年からの継続性が損なわれている。 

米国の研究者数は、OECD による見積り値である。

OECD 統計では大学部門の数値は 1999 年まで、

公的機関・非営利団体部門は 2002 年まで掲載され

ていたが、2020 年値が新たな数値として追加された。

また、企業部門の数値は 2008年から示されている。 

ドイツは企業部門、公的機関・非営利団体部門

では研究開発統計調査を実施している。大学部門

に関しては教育統計を用いて計測しており、研究者

の研究専従換算値は、学問分野毎の研究専従換

算係数を使用して計測している。1990 年の東西統

一の影響を受けて1991年に研究者数が増加したた

め、データの継続性は損なわれている。その後の研

究者の増加傾向は続いている。 

フランスはすべての部門で研究開発統計調査を

行い、研究者数を計測しており、1980 年代から継続

究開発にかかる一部の間接経費が含まれておらず、それらをデータに含

めるようにしたとされている。これらの分析には、Office for Students が提供

する Transparent Approach to Costing（TRAC）システムが使用されてい

る。 
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して増加している。 

英国については、掲載している期間においては、

長期的に漸増している。 

中国は研究開発統計データが公表されているが、

統計調査の詳細は不明である。また、2009 年から

は OECD のフラスカティ・マニュアルの定義に従っ

て研究者数を収集し始めたため、2008 年値よりかな

り低い数値となった。その後は継続的に増加してお

り、主要国の中では一番の規模となっている。 

韓国は部門ごとに研究開発統計調査を実施して

いるが、2006 年までは対象分野を「自然科学」に限

っており、2007年から全分野を対象とするようになっ

た。研究者数は継続的に増加しており、2000 年代

後半以降では、まずフランス、次に英国を上回り、

2021 年ではドイツを上回った。 

  

【【図図表表 22--11--33】】  主主要要国国のの研研究究者者数数のの推推移移  
 

注： 
1) 国の研究者数は各部門の研究者の合計値であり、各部門の研究者の定義及び測定方法は国によって違いがあるため、国際比較する際には注意が

必要である。各国の研究者の定義の違いについては図表 2-1-1 を参照のこと。 
2) 各国の値は FTE 値である（日本については HC 値も示した）。 
3) 人文・社会科学を含む（韓国は 2006 年まで自然科学のみ）。  
4) 日本は 2001 年以前の値は該当年の 4 月 1 日時点の研究者数、2002 年以降の値は 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。「日本＊」は図表 2-

1-2(A)①の値。「日本(HC)」は図表 2-1-2(B)、(C)の③の値。「日本(FTE)」の 2002 年から 2008 年までは図表 2-1-2(B)②の値。「日本(FTE)」の 2009 年
以降は、図表 2-1-2(C)②の値。 

5) 米国は見積り値である。1985、1987、1993 年において時系列の連続性は失われている。 
6) ドイツは 1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。1987 年において時系列の連続性は失われている。1996、1998、2000、2002、2008、

2010 年は見積り値。2021 年は暫定値。 
7) フランスは 1997、2000、2010、2014 年において時系列の連続性は失われている。2008、2009 年値の定義は異なる。2012、2013、2020 年は見積り値。

2020 年は暫定値。 
8) 英国は 1991、1992、1994、2005 年において時系列の連続性は失われている。1999～2010、2012、2014、2016 年は見積り値。 
9) 中国は 1991～2008 年まで定義が異なる。1991～1999 年までは過小評価されたか、あるいは過小評価されたデータに基づいた。そのため、時系列変

化を見る際には注意が必要である。2000 年、2009 年において時系列の連続性は失われている。 
10) EU-27 は見積り値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 文部科学省、「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」 
その他の国：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 2-1-3 
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次に各国の規模を考慮した人口当たりと、労働人

口当たりの研究者数により国際比較を行う。なお、

2.1.2 で示したように、米国については、研究者数が

下方推計されていることから、科学技術指標 2022

以前の数値とは異なる傾向を見せている。また、中

国については OECD が公表を控えたことから最新

値が 2018 年となっており、英国については改訂さ

れた数値が 2017年までの掲載となっている。両国と

もに科学技術指標 2022 とは最新値が異なることに

留意されたい。 

人口 1 万人当たりの研究者数(図表 2-1-4)を見る

と、2021 年の日本（FTE）は 55.0 人である。日本

(FTE)は 2009年までは、主要国の中で、最も高い数

値であったが、2010年には韓国、2019年にはドイツ

が上回った。2021 年の韓国は 91.0 人である。次い

で、ドイツが 55.2 人、日本が 55.0 人、フランスが

49.8 人、米国が 45.0 人（2020 年）、英国が 44.8 人

（2017 年）、中国が 13.3 人（2018 年）である。 

労働力人口 1 万人当たりの研究者数(図表 2-1-

5)について見ても、人口当たりの研究者数と同様の

傾向にある。ほとんどの国で人口当たりの研究者数

の推移との差はあまりないように見えるが、フランス

については、労働力人口当たりの研究者数は、他

の欧州諸国よりも大きな値となっている。2021 年に

おいて、多い順に見ると、韓国が 167.4 人、フランス

が 112.9 人、ドイツが 106.8 人、日本（FTE）が 99.9

人、米国が 92.9 人（2020 年）、英国が 88.6 人（2017

年）、中国が 23.7 人（2018 年）となっている。 

2000 年代初めには、日本（FTE）は、人口、労働

力人口当たりの研究者数のいずれにおいても主要

国のなかで最も大きな値であった。ただし、過去 20

年の間で他の主要国と比べて日本の伸びは相対的

に小さく、最新データでは日本は他の主要国と同水

準又は少ない状態となっている。 

【【図図表表 22--11--44】】  主主要要国国のの人人口口 11 万万人人当当たたりりのの研研究究

者者数数のの推推移移  
 

 
注： 
国際比較注意、時系列注意及び研究者数についての注記は図表 2-1-
3、人口は参考統計 A と同じ。 
資料： 
図表 2-1-3、人口は参考統計 A と同じ。 
参照：表 2-1-4 

 
 

【【図図表表 22--11--55】】  主主要要国国のの労労働働力力人人口口 11 万万人人当当たたりり

のの研研究究者者数数のの推推移移  
 

 
注： 
国際比較注意、時系列注意及び研究者数についての注記は図表 2-1-
3、労働力人口は参考統計 B と同じ。 
資料： 
図表 2-1-3、労働力人口は参考統計 B と同じ。 
参照：表 2-1-5 
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22..11..33 各各国国のの研研究究者者のの部部門門別別のの動動向向  

(1)各国の研究者の部門別内訳 

各国の研究者数を研究開発費の使用部門と同

様に、「企業」、「大学」、「公的機関」、「非営利団

体」に分類し、研究者数の状況、経年変化を見る。 

2.1.1 で述べたように部門別の研究者数の国際

比較は困難が伴うが、この節では現時点で入手

可能なデータを使用し、各国の特徴を見てみる。 

図表 2-1-6 を見ると、ほとんどの国で企業部門

の研究者数の割合が大きい。日本、米国、韓国で

は約 8 割、ドイツ、フランス、中国が約 6 割である。

英国については、大学部門の割合の方が大きく、

約 6割を占めている。大学部門について見ると、ド

イツ、フランスでは約 3 割、日本、中国では約 2 割、

米国、韓国は約 1割である。公的機関部門につい

ては中国が最も大きく 2 割を占めている。なお、

2.1.2 節にあるように、英国、中国については、科

学技術指標 2022 よりも以前の値（それぞれ、2017

年値、2018 年値）が掲載されていることに留意さ

れたい。また、英国については企業の計測対象の

変化にもかかわらず、研究者数には大きな変化は

見られていない。今後、研究者数にも変化が生じ

て部門間のバランスも変わる可能性がある。 

 
  

【【図図表表 22--11--66】】  主主要要国国ににおおけけるる研研究究者者数数のの部部門門別別内内訳訳  
 

 
注： 
1) 各国の値は FTE 値である。 
2) 人文・社会科学を含む。 
3) 各国の非営利団体は研究者数全体から、企業、大学、公的機関を除いたもの（日本は除く）。  
4) 日本は該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
5) 米国の公的機関の値は定義が異なり、過大評価されるか、過大評価されたデータに基づく。 
6) ドイツの公的機関は非営利団体を含む。暫定値である。 
7) EU-27 の値は見積り値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 文部科学省、「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」 
米国、ドイツ、フランス、英国、中国、韓国、EU-27：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023”  
参照：表 2-1-6 
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次に各国の規模を考慮した人口当たりと、労働人

口当たりの研究者数により国際比較を行う。なお、

2.1.2 で示したように、米国については、研究者数が

下方推計されていることから、科学技術指標 2022

以前の数値とは異なる傾向を見せている。また、中

国については OECD が公表を控えたことから最新

値が 2018 年となっており、英国については改訂さ

れた数値が 2017年までの掲載となっている。両国と

もに科学技術指標 2022 とは最新値が異なることに

留意されたい。 

人口 1 万人当たりの研究者数(図表 2-1-4)を見る

と、2021 年の日本（FTE）は 55.0 人である。日本

(FTE)は 2009年までは、主要国の中で、最も高い数

値であったが、2010年には韓国、2019年にはドイツ

が上回った。2021 年の韓国は 91.0 人である。次い

で、ドイツが 55.2 人、日本が 55.0 人、フランスが

49.8 人、米国が 45.0 人（2020 年）、英国が 44.8 人

（2017 年）、中国が 13.3 人（2018 年）である。 

労働力人口 1 万人当たりの研究者数(図表 2-1-

5)について見ても、人口当たりの研究者数と同様の

傾向にある。ほとんどの国で人口当たりの研究者数

の推移との差はあまりないように見えるが、フランス

については、労働力人口当たりの研究者数は、他

の欧州諸国よりも大きな値となっている。2021 年に

おいて、多い順に見ると、韓国が 167.4 人、フランス

が 112.9 人、ドイツが 106.8 人、日本（FTE）が 99.9

人、米国が 92.9 人（2020 年）、英国が 88.6 人（2017

年）、中国が 23.7 人（2018 年）となっている。 

2000 年代初めには、日本（FTE）は、人口、労働

力人口当たりの研究者数のいずれにおいても主要

国のなかで最も大きな値であった。ただし、過去 20

年の間で他の主要国と比べて日本の伸びは相対的

に小さく、最新データでは日本は他の主要国と同水

準又は少ない状態となっている。 

【【図図表表 22--11--44】】  主主要要国国のの人人口口 11 万万人人当当たたりりのの研研究究

者者数数のの推推移移  
 

 
注： 
国際比較注意、時系列注意及び研究者数についての注記は図表 2-1-
3、人口は参考統計 A と同じ。 
資料： 
図表 2-1-3、人口は参考統計 A と同じ。 
参照：表 2-1-4 

 
 

【【図図表表 22--11--55】】  主主要要国国のの労労働働力力人人口口 11 万万人人当当たたりり

のの研研究究者者数数のの推推移移  
 

 
注： 
国際比較注意、時系列注意及び研究者数についての注記は図表 2-1-
3、労働力人口は参考統計 B と同じ。 
資料： 
図表 2-1-3、労働力人口は参考統計 B と同じ。 
参照：表 2-1-5 
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22..11..33 各各国国のの研研究究者者のの部部門門別別のの動動向向  

(1)各国の研究者の部門別内訳 

各国の研究者数を研究開発費の使用部門と同

様に、「企業」、「大学」、「公的機関」、「非営利団

体」に分類し、研究者数の状況、経年変化を見る。 

2.1.1 で述べたように部門別の研究者数の国際

比較は困難が伴うが、この節では現時点で入手

可能なデータを使用し、各国の特徴を見てみる。 

図表 2-1-6 を見ると、ほとんどの国で企業部門

の研究者数の割合が大きい。日本、米国、韓国で

は約 8 割、ドイツ、フランス、中国が約 6 割である。

英国については、大学部門の割合の方が大きく、

約 6割を占めている。大学部門について見ると、ド

イツ、フランスでは約 3 割、日本、中国では約 2 割、

米国、韓国は約 1割である。公的機関部門につい

ては中国が最も大きく 2 割を占めている。なお、

2.1.2 節にあるように、英国、中国については、科

学技術指標 2022 よりも以前の値（それぞれ、2017

年値、2018 年値）が掲載されていることに留意さ

れたい。また、英国については企業の計測対象の

変化にもかかわらず、研究者数には大きな変化は

見られていない。今後、研究者数にも変化が生じ

て部門間のバランスも変わる可能性がある。 

 
  

【【図図表表 22--11--66】】  主主要要国国ににおおけけるる研研究究者者数数のの部部門門別別内内訳訳  
 

 
注： 
1) 各国の値は FTE 値である。 
2) 人文・社会科学を含む。 
3) 各国の非営利団体は研究者数全体から、企業、大学、公的機関を除いたもの（日本は除く）。  
4) 日本は該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
5) 米国の公的機関の値は定義が異なり、過大評価されるか、過大評価されたデータに基づく。 
6) ドイツの公的機関は非営利団体を含む。暫定値である。 
7) EU-27 の値は見積り値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 文部科学省、「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」 
米国、ドイツ、フランス、英国、中国、韓国、EU-27：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023”  
参照：表 2-1-6 
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次に、研究者数の部門別の推移を見る（図表

2-1-7）。日本(FTE)は長期的に見ると、企業部門

は微増、大学部門はほぼ横ばい、公的機関と非

営利団体部門は微減である。 

米国は OECD による見積り数値であり、途中、

企業部門以外の数値がないため、2008 年から

2019 年までは企業とそれ以外、2020 年では全て

の部門の数値を示した。企業部門の研究者数は

増加傾向にある。2019 年から 2020 年では 5％増

加した。 

ドイツについては、2000年代中頃から研究者数

が急増している。まず、大学部門や公的機関・非

営利団体の研究者数が大きく増加し、2010 年代

に入ってからは企業部門の増加が相対的に大き

かったが、近年その伸びは緩やかとなった。 

フランスについては、2000 年代に入ってから企

業部門の伸びが著しく、他の部門についても伸び

ている。 

英国は企業の研究者数が改訂（2.1.2 節参照）

されたのに伴い、科学技術指標 2022よりも以前の

値（2017 年）が最新値となっていることに留意され

たい。大学部門は 2000 年代半ばから、企業部門

は 2010 年代に入ってから増加傾向にあるが、大

学部門については近年の伸びは緩やかである。 

中国については、2009 年から OECD のフラス

カティ・マニュアルの定義に従って収集し始めた

ため、2008 年値よりかなり低い数値となっていた

が、その後はどの部門で見ても増加している。な

お、中国については OECD が公表を控えたため

（2.1.2 節参照）、科学技術指標 2022 よりも以前の

値（2018 年値）が最新値となっていることに留意さ

れたい。 

韓国では、2000 年代に入ってからの企業部門

の増加が著しい。いずれの部門も長期的には増

加している。大学部門では 2012 年を境にしばらく

の間、研究者数が減少傾向にあったが、近年は

増加している。 

  

【【図図表表 22--11--77】】  部部門門別別研研究究者者数数のの推推移移  
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（（EE））ドドイイツツ  

  

((GG))英英国国  

  

((II))韓韓国国  

((FF))フフラランンスス  

  

((HH))中中国国  

  

((JJ))EEUU--2277   

 
注： 
1) 国際比較注意については図表 2-1-3 を参照のこと。  
2) 各国の値は FTE 値である。  
3) 人文・社会科学を含む（韓国は 2006 年まで自然科学のみ）。  
4) 日本の研究者については図表 2-1-3 を参照のこと。2001 年以前の値は該当年の 4 月 1 日時点の研究者数、2002 年以降の値は 3 月 31 日時点の研

究者数を測定している。  
5) 日本以外の非営利団体は研究者数全体から、企業、大学、公的機関を除いたもの。 
6) 米国の企業以外は、2019 年まで OECD が推計した研究者数全体から企業を除いたもの。公的機関の 2020 年値は定義が異なり、過大評価されるか、

過大評価されたデータに基づく。 
7) ドイツは、1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。企業の 1992、1996、1998、2000、2002、2008、2010、2012、2014、2016、2018 年は見積

り値。大学の 1987、1991、2006、2016 年において時系列の連続性は失われている。公的機関及び非営利団体の 1989 年以前と 2015 年以降は定義
が異なり、1993、2014 年において時系列の連続性は失われている。全ての部門の 2021 年は暫定値。 

8) フランスは、企業の 1992、1997、2001、2006 年、大学の 1997、2000、2014 年、公的機関の 1992、1997、2000、2010 年において時系列の連続性は失
われている。公的機関の 1997～2009 年値は定義が異なる。大学の 2012 年は見積り値、2013 年は過小評価されるか、過小評価されたデータに基づ
く。企業、大学、公的機関の 2021 年は暫定値および見積り値である。 

9) 英国は、企業の 1986、1992、1993、2001 年、大学の 1994、2005 年、公的機関の 1986、1991～1993、2001 年において時系列の連続性は失われてい
る。大学の 2005～2008 年は見積り値である。 

10) 中国は、各部門とも 2008 年までの研究者の定義は、OECD の定義とは異なり、2009 年から計測方法を変更した。そのため、時系列変化を見る際には
注意が必要である。企業の 1991～1999 年値は過小評価されたか、あるいは過小評価されたデータに基づいた。企業の 2000 年において時系列の連
続性は失われている。 

11) EU-27 は、見積り値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 文部科学省、「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」 
米国、ドイツ、フランス、英国、中国、韓国、EU-27：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 2-1-7 
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次に、研究者数の部門別の推移を見る（図表

2-1-7）。日本(FTE)は長期的に見ると、企業部門

は微増、大学部門はほぼ横ばい、公的機関と非

営利団体部門は微減である。 

米国は OECD による見積り数値であり、途中、

企業部門以外の数値がないため、2008 年から

2019 年までは企業とそれ以外、2020 年では全て

の部門の数値を示した。企業部門の研究者数は

増加傾向にある。2019 年から 2020 年では 5％増

加した。 

ドイツについては、2000年代中頃から研究者数

が急増している。まず、大学部門や公的機関・非

営利団体の研究者数が大きく増加し、2010 年代

に入ってからは企業部門の増加が相対的に大き

かったが、近年その伸びは緩やかとなった。 

フランスについては、2000 年代に入ってから企

業部門の伸びが著しく、他の部門についても伸び

ている。 

英国は企業の研究者数が改訂（2.1.2 節参照）

されたのに伴い、科学技術指標 2022よりも以前の

値（2017 年）が最新値となっていることに留意され

たい。大学部門は 2000 年代半ばから、企業部門

は 2010 年代に入ってから増加傾向にあるが、大

学部門については近年の伸びは緩やかである。 

中国については、2009 年から OECD のフラス

カティ・マニュアルの定義に従って収集し始めた

ため、2008 年値よりかなり低い数値となっていた

が、その後はどの部門で見ても増加している。な

お、中国については OECD が公表を控えたため

（2.1.2 節参照）、科学技術指標 2022 よりも以前の

値（2018 年値）が最新値となっていることに留意さ

れたい。 

韓国では、2000 年代に入ってからの企業部門

の増加が著しい。いずれの部門も長期的には増

加している。大学部門では 2012 年を境にしばらく

の間、研究者数が減少傾向にあったが、近年は

増加している。 

  

【【図図表表 22--11--77】】  部部門門別別研研究究者者数数のの推推移移  
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（（EE））ドドイイツツ  

  

((GG))英英国国  

  

((II))韓韓国国  

((FF))フフラランンスス  

  

((HH))中中国国  

  

((JJ))EEUU--2277   

 
注： 
1) 国際比較注意については図表 2-1-3 を参照のこと。  
2) 各国の値は FTE 値である。  
3) 人文・社会科学を含む（韓国は 2006 年まで自然科学のみ）。  
4) 日本の研究者については図表 2-1-3 を参照のこと。2001 年以前の値は該当年の 4 月 1 日時点の研究者数、2002 年以降の値は 3 月 31 日時点の研

究者数を測定している。  
5) 日本以外の非営利団体は研究者数全体から、企業、大学、公的機関を除いたもの。 
6) 米国の企業以外は、2019 年まで OECD が推計した研究者数全体から企業を除いたもの。公的機関の 2020 年値は定義が異なり、過大評価されるか、

過大評価されたデータに基づく。 
7) ドイツは、1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。企業の 1992、1996、1998、2000、2002、2008、2010、2012、2014、2016、2018 年は見積

り値。大学の 1987、1991、2006、2016 年において時系列の連続性は失われている。公的機関及び非営利団体の 1989 年以前と 2015 年以降は定義
が異なり、1993、2014 年において時系列の連続性は失われている。全ての部門の 2021 年は暫定値。 

8) フランスは、企業の 1992、1997、2001、2006 年、大学の 1997、2000、2014 年、公的機関の 1992、1997、2000、2010 年において時系列の連続性は失
われている。公的機関の 1997～2009 年値は定義が異なる。大学の 2012 年は見積り値、2013 年は過小評価されるか、過小評価されたデータに基づ
く。企業、大学、公的機関の 2021 年は暫定値および見積り値である。 

9) 英国は、企業の 1986、1992、1993、2001 年、大学の 1994、2005 年、公的機関の 1986、1991～1993、2001 年において時系列の連続性は失われてい
る。大学の 2005～2008 年は見積り値である。 

10) 中国は、各部門とも 2008 年までの研究者の定義は、OECD の定義とは異なり、2009 年から計測方法を変更した。そのため、時系列変化を見る際には
注意が必要である。企業の 1991～1999 年値は過小評価されたか、あるいは過小評価されたデータに基づいた。企業の 2000 年において時系列の連
続性は失われている。 

11) EU-27 は、見積り値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 文部科学省、「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」 
米国、ドイツ、フランス、英国、中国、韓国、EU-27：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 2-1-7 
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(2)日本における博士号を持つ研究者 

2.1.1 で述べたように、各国の研究者の定義にお

いては、特に学術的な資格の有無が要件とされて

いるわけではないが、博士号を持っている研究者の

数を見る事は、より高度な知識を持つ人材としての

研究者数を見る指標の一つと考えられる。 

日本の研究者における博士号保持者の状況を

見ると(図表 2-1-8(A）)、2022年で 18.4万人である。

博士号保持者数が最も多い部門は「大学等」(13.9

万人)であり、継続して増加している。最も少ないの

は「非営利団体」(0.3 万人)であるが、そもそも「非営

利団体」の研究者数は他の部門と比較するとかなり

少ない。「公的機関」(1.7 万人)も、博士号保持者数

は少ない。長期的に見ると増加傾向にあったが、近

年微減している。「企業」についても長期的に増加し

ており、2022 年で 2.5 万人となっている。 

各部門の研究者（博士課程在籍者は除く）のうち

の博士号保持者の割合を見ると（図表 2-1-8(B)）、

2022 年の全体での割合は 21.1％である。部門別で

見ると、「大学等」についての割合が大きく、同年で

60.4％、次いで「公的機関」が大きく 47.8％である。

両部門ともに増加傾向にあったが、「公的機関」の

最新年は微減した。「非営利団体」の博士号保持者

の割合は、2015年以降、横ばいに推移している。最

も割合が小さいのは「企業」である。博士号保持者

の数は、2002 年と比較して 1.6 倍となっているが、

2010 年代半ばから横ばい傾向である。2022 年の博

士号保持者の割合は 4.2％であり、2010 年代に入

ってほぼ横ばいに推移している。 

【【図図表表 22--11--88】】  各各部部門門ににおおけけるる博博士士号号をを持持つつ研研究究者者

のの状状況況((HHCC))  

 
((AA))博博士士号号保保持持者者数数のの推推移移  

  

((BB))研研究究者者にに占占めめるる博博士士号号保保持持者者のの割割合合  

 
注： 
1) 研究者は HC（実数）である。 
2) 図表 2-1-8(B)における「大学等」の研究者は、「教員」、「医局員・その

他の研究員」を対象とし「大学院博士課程在籍者」を除いている。博士
号保持者はこの内数である。また、学外からの兼務者は除いている。 

3) 該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-1-8 
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(3)日本と米国における部門別博士号保持者 

この節では、博士号保持者の部門別の状況を日

米比較する。日本については、研究者のうちの博士

号保持者のデータであり、米国については、科学者

と工学者における博士号保持者において、研究開

発を一次(Primary)または二次(Secondary)の活動と

している者のデータである。 

図表 2-1-9 を見ると、日本では「大学等」で博士

号保持者の割合が大きく、全体の 75.5％を占める。

次いで大きいのは「企業」であり 13.8％、「公的機関」

は 9.0％、「非営利団体」は 1.7％である。 

米国での博士号保持者の割合は「大学等」が

45.6％、「企業」が 38.5％と両部門が同程度大きく、

日本とは異なる傾向にある。次に「公的機関」が

8.2％と続く。「非営利団体」は 6.8％と日本と比較す

ると大きい。 

  

【【図図表表 22--11--99】】  日日本本とと米米国国ににおおけけるる部部門門別別博博士士号号

保保持持者者  

 
注： 
1) 日本と米国の博士号保持者についての条件が異なるため、国際比較

する際には注意が必要である。詳細は以下の注記を参照のこと。 
2) 日本は研究者のうち博士号保持者である。各部門の対象機関につい

ては図表 1-1-4（B）を参照のこと。また、該当年の 3 月 31 日時点の
研究者数を測定している。 

3) 米国は、科学者と工学者における博士号保持者において、研究開発
を一次(Primary)または二次(Secondary)の活動としている者である。
第一職業専門学位(First-professional degree)の数値は除かれてい
る。 

4) 米国の部門については、大学等は 4 年制カレッジ、大学
(Universities)、医学部（大学附属病院または医療センターを含む）及
び大学附属研究所であり、2 年制大学、コミュニティカレッジ、または
技術機関、及びその他の就学前教育機関を含む。企業は法人事業に
加えて、自営業している者、非法人の自営業者または事業主も含む。
公的機関は連邦政府、州または地方政府。その他には個別に分類さ
れていない雇用主を含む。 

資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
米国：NSF，“Survey of Doctorate Recipients:2021” 
参照：表 2-1-9 
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(2)日本における博士号を持つ研究者 

2.1.1 で述べたように、各国の研究者の定義にお

いては、特に学術的な資格の有無が要件とされて

いるわけではないが、博士号を持っている研究者の

数を見る事は、より高度な知識を持つ人材としての

研究者数を見る指標の一つと考えられる。 

日本の研究者における博士号保持者の状況を

見ると(図表 2-1-8(A）)、2022年で 18.4万人である。

博士号保持者数が最も多い部門は「大学等」(13.9

万人)であり、継続して増加している。最も少ないの

は「非営利団体」(0.3 万人)であるが、そもそも「非営

利団体」の研究者数は他の部門と比較するとかなり

少ない。「公的機関」(1.7 万人)も、博士号保持者数

は少ない。長期的に見ると増加傾向にあったが、近

年微減している。「企業」についても長期的に増加し

ており、2022 年で 2.5 万人となっている。 

各部門の研究者（博士課程在籍者は除く）のうち

の博士号保持者の割合を見ると（図表 2-1-8(B)）、

2022 年の全体での割合は 21.1％である。部門別で

見ると、「大学等」についての割合が大きく、同年で

60.4％、次いで「公的機関」が大きく 47.8％である。

両部門ともに増加傾向にあったが、「公的機関」の

最新年は微減した。「非営利団体」の博士号保持者

の割合は、2015年以降、横ばいに推移している。最

も割合が小さいのは「企業」である。博士号保持者

の数は、2002 年と比較して 1.6 倍となっているが、

2010 年代半ばから横ばい傾向である。2022 年の博

士号保持者の割合は 4.2％であり、2010 年代に入

ってほぼ横ばいに推移している。 

【【図図表表 22--11--88】】  各各部部門門ににおおけけるる博博士士号号をを持持つつ研研究究者者

のの状状況況((HHCC))  

 
((AA))博博士士号号保保持持者者数数のの推推移移  

  

((BB))研研究究者者にに占占めめるる博博士士号号保保持持者者のの割割合合  

 
注： 
1) 研究者は HC（実数）である。 
2) 図表 2-1-8(B)における「大学等」の研究者は、「教員」、「医局員・その

他の研究員」を対象とし「大学院博士課程在籍者」を除いている。博士
号保持者はこの内数である。また、学外からの兼務者は除いている。 

3) 該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-1-8 
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(3)日本と米国における部門別博士号保持者 

この節では、博士号保持者の部門別の状況を日

米比較する。日本については、研究者のうちの博士

号保持者のデータであり、米国については、科学者

と工学者における博士号保持者において、研究開

発を一次(Primary)または二次(Secondary)の活動と

している者のデータである。 

図表 2-1-9 を見ると、日本では「大学等」で博士

号保持者の割合が大きく、全体の 75.5％を占める。

次いで大きいのは「企業」であり 13.8％、「公的機関」

は 9.0％、「非営利団体」は 1.7％である。 

米国での博士号保持者の割合は「大学等」が

45.6％、「企業」が 38.5％と両部門が同程度大きく、

日本とは異なる傾向にある。次に「公的機関」が

8.2％と続く。「非営利団体」は 6.8％と日本と比較す

ると大きい。 

  

【【図図表表 22--11--99】】  日日本本とと米米国国ににおおけけるる部部門門別別博博士士号号

保保持持者者  
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1) 日本と米国の博士号保持者についての条件が異なるため、国際比較

する際には注意が必要である。詳細は以下の注記を参照のこと。 
2) 日本は研究者のうち博士号保持者である。各部門の対象機関につい

ては図表 1-1-4（B）を参照のこと。また、該当年の 3 月 31 日時点の
研究者数を測定している。 

3) 米国は、科学者と工学者における博士号保持者において、研究開発
を一次(Primary)または二次(Secondary)の活動としている者である。
第一職業専門学位(First-professional degree)の数値は除かれてい
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4) 米国の部門については、大学等は 4 年制カレッジ、大学
(Universities)、医学部（大学附属病院または医療センターを含む）及
び大学附属研究所であり、2 年制大学、コミュニティカレッジ、または
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加えて、自営業している者、非法人の自営業者または事業主も含む。
公的機関は連邦政府、州または地方政府。その他には個別に分類さ
れていない雇用主を含む。 

資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
米国：NSF，“Survey of Doctorate Recipients:2021” 
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22..11..44 各各国国・・地地域域のの女女性性研研究究者者  

この節では、各国・地域の女性研究者の割合を

比較する。研究者の多様性向上の観点からも女性

研究者の活躍が期待されている。 

女性研究者数の研究者全体に占める割合は HC

値を用いて計測している。また、米国は女性研究者

の数値はない 。 

我が国の女性研究者の全研究者数に占める割

合は2022年で17.8％である。その割合は、調査国・

地域中、最も小さいが、その数で見ると、英国、ドイ

ツに次いで多い（図表 2-1-10）。 

 

【【図図表表 22--11--1100】】  男男女女別別研研究究者者数数とと女女性性研研究究者者数数

のの割割合合((HHCC 値値比比較較))  
 

注： 
1) 日本は 2022 年、ドイツ、スウェーデン、オーストリア、ベルギー、スイ

スは 2019 年、英国、フランスは 2017 年、その他の国・地域は 2020
年の値である。 

2) HC(実数)である。 
3) 下記資料中に米国、中国のデータはない。 
4) 英国の数値は見積り値である。 
5) フランスの数値は暫定値である。 
6) スペイン、イタリア、ポーランド、オーストリア、ギリシャの数値は定義と

異なる。 
7) 日本の 2022 年は該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定してい

る。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 2-1-10 

 

次に、主要国について研究者数に占める女性割

合を部門別に見る（図表 2-1-11）。 

日本は「大学」部門が大きく、28.6％である。他方、

一番小さい部門は「企業」部門で 11.6％である。ま

た、「非営利団体」部門では、他国と比較すると小さ

い割合となっている。 

ドイツは「公的機関」部門と「非営利団体」部門が

一緒である。「大学」部門が 40.0％、「公的機関・非

営利団体」部門が 37.2％と、この 2 部門が大きいこ

とがわかる。 

フランスでは「非営利団体」部門が最も大きく

43.9％であり、次いで大きいのは「大学」部門

（39.9％）、「公的機関」部門（37.0％）である。 

英国は企業の研究者数が改訂（2.1.2 節参照）さ

れたのに伴い、科学技術指標 2022 よりも以前の値

（2017 年）が最新値となっていることに留意されたい。

英国では、「非営利団体」部門が最も大きく 46.5％、

次いで「大学」部門が 46.1％と大きい。どの部門に

おいても、女性研究者の割合は他国と比較して大き

い傾向にある。 

韓国では、「大学」部門が最も大きく 33.8％である。 

各国とも女性研究者の割合が小さいのは「企業」

部門であり、「大学」部門では大きい傾向にある。 

  

【【図図表表 22--11--1111】】  主主要要国国のの女女性性研研究究者者数数のの部部門門ごごとと

のの割割合合  

 
注： 
1) HC(実数）である。なお、下記資料中に米国、中国のデータはない。  
2) 日本の 2022 年は該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定してい

る。 
3) ドイツは公的機関と非営利団体を合わせた値。 
4) フランスは暫定値、英国の大学の数値は見積り値。 
5) フランス、英国、韓国の非営利団体は研究者数全体から、企業、大

学、公的機関を除いたもの。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 2-1-11 
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次に、日本の女性研究者数及び全研究者数に

占める割合の推移を見ると（図表 2-1-12）、女性研

究者の数は 2022 年時点では 17.5 万人であり、ほ

ぼ一貫して増加傾向にある。その割合についても、

着実に増加しており、2022 年で 17.8％となった。博

士号保持者は 2022 年で 3.6 万人であり、着実に増

加している。前年と比較すると女性研究者数は

5.5％増加、博士号を保持する女性研究者数は

3.7％増加している。 

 

【【図図表表 22--11--1122】】  日日本本のの女女性性研研究究者者数数及及びび全全研研究究

者者にに占占めめるる割割合合のの推推移移  

 
注： 
2001 年までは研究本務者の値である。2002 年以降は HC（実数）であ
る。2001 年以前の値は該当年の 4 月 1 日時点の研究者数、2002 年以
降の値は 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-1-12 
 
 

最後に、男女別研究者数と博士号保持者の状況

を部門別に見ると（図表 2-1-13(A)）、男性研究者が

最も多く在籍しているのは「企業」(65.5％)であり、次

いで「大学等」(30.2％)である。女性研究者は「大学

等」(55.6％)に最も多く在籍しており、次いで「企業」

（39.5％）である。 

男性研究者の多くが「企業」に在籍しているのに

対して、女性研究者の多くは「大学等」に在籍して

いる。博士号保持者は、男女ともに「大学等」に多く

在籍している（図表 2-1-13(B)）。 
 

【【図図表表 22--11--1133】】  日日本本のの男男女女別別研研究究者者数数とと博博士士号号

保保持持者者のの状状況況（（22002222 年年））  

  

((AA))部部門門別別男男女女別別研研究究者者数数のの割割合合  

 

((BB))男男女女別別部部門門別別博博士士号号保保持持者者のの状状況況  

((aa))男男性性                      ((bb))女女性性  

 
注： 
HC（実数）である。男性の数値は合計から女性の数値を引いたものであ
る。該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-1-13 
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22..11..44 各各国国・・地地域域のの女女性性研研究究者者  

この節では、各国・地域の女性研究者の割合を

比較する。研究者の多様性向上の観点からも女性

研究者の活躍が期待されている。 

女性研究者数の研究者全体に占める割合は HC

値を用いて計測している。また、米国は女性研究者

の数値はない 。 

我が国の女性研究者の全研究者数に占める割

合は2022年で17.8％である。その割合は、調査国・

地域中、最も小さいが、その数で見ると、英国、ドイ

ツに次いで多い（図表 2-1-10）。 

 

【【図図表表 22--11--1100】】  男男女女別別研研究究者者数数とと女女性性研研究究者者数数

のの割割合合((HHCC 値値比比較較))  
 

注： 
1) 日本は 2022 年、ドイツ、スウェーデン、オーストリア、ベルギー、スイ

スは 2019 年、英国、フランスは 2017 年、その他の国・地域は 2020
年の値である。 

2) HC(実数)である。 
3) 下記資料中に米国、中国のデータはない。 
4) 英国の数値は見積り値である。 
5) フランスの数値は暫定値である。 
6) スペイン、イタリア、ポーランド、オーストリア、ギリシャの数値は定義と

異なる。 
7) 日本の 2022 年は該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定してい

る。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 2-1-10 

 

次に、主要国について研究者数に占める女性割

合を部門別に見る（図表 2-1-11）。 

日本は「大学」部門が大きく、28.6％である。他方、

一番小さい部門は「企業」部門で 11.6％である。ま

た、「非営利団体」部門では、他国と比較すると小さ

い割合となっている。 

ドイツは「公的機関」部門と「非営利団体」部門が

一緒である。「大学」部門が 40.0％、「公的機関・非

営利団体」部門が 37.2％と、この 2 部門が大きいこ

とがわかる。 

フランスでは「非営利団体」部門が最も大きく

43.9％であり、次いで大きいのは「大学」部門

（39.9％）、「公的機関」部門（37.0％）である。 

英国は企業の研究者数が改訂（2.1.2 節参照）さ

れたのに伴い、科学技術指標 2022 よりも以前の値

（2017 年）が最新値となっていることに留意されたい。

英国では、「非営利団体」部門が最も大きく 46.5％、

次いで「大学」部門が 46.1％と大きい。どの部門に

おいても、女性研究者の割合は他国と比較して大き

い傾向にある。 

韓国では、「大学」部門が最も大きく 33.8％である。 

各国とも女性研究者の割合が小さいのは「企業」

部門であり、「大学」部門では大きい傾向にある。 

  

【【図図表表 22--11--1111】】  主主要要国国のの女女性性研研究究者者数数のの部部門門ごごとと

のの割割合合  

 
注： 
1) HC(実数）である。なお、下記資料中に米国、中国のデータはない。  
2) 日本の 2022 年は該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定してい

る。 
3) ドイツは公的機関と非営利団体を合わせた値。 
4) フランスは暫定値、英国の大学の数値は見積り値。 
5) フランス、英国、韓国の非営利団体は研究者数全体から、企業、大

学、公的機関を除いたもの。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 2-1-11 
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次に、日本の女性研究者数及び全研究者数に

占める割合の推移を見ると（図表 2-1-12）、女性研

究者の数は 2022 年時点では 17.5 万人であり、ほ

ぼ一貫して増加傾向にある。その割合についても、

着実に増加しており、2022 年で 17.8％となった。博

士号保持者は 2022 年で 3.6 万人であり、着実に増

加している。前年と比較すると女性研究者数は

5.5％増加、博士号を保持する女性研究者数は

3.7％増加している。 

 

【【図図表表 22--11--1122】】  日日本本のの女女性性研研究究者者数数及及びび全全研研究究

者者にに占占めめるる割割合合のの推推移移  

 
注： 
2001 年までは研究本務者の値である。2002 年以降は HC（実数）であ
る。2001 年以前の値は該当年の 4 月 1 日時点の研究者数、2002 年以
降の値は 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-1-12 
 
 

最後に、男女別研究者数と博士号保持者の状況

を部門別に見ると（図表 2-1-13(A)）、男性研究者が

最も多く在籍しているのは「企業」(65.5％)であり、次

いで「大学等」(30.2％)である。女性研究者は「大学

等」(55.6％)に最も多く在籍しており、次いで「企業」

（39.5％）である。 

男性研究者の多くが「企業」に在籍しているのに

対して、女性研究者の多くは「大学等」に在籍して

いる。博士号保持者は、男女ともに「大学等」に多く

在籍している（図表 2-1-13(B)）。 
 

【【図図表表 22--11--1133】】  日日本本のの男男女女別別研研究究者者数数とと博博士士号号

保保持持者者のの状状況況（（22002222 年年））  

  

((AA))部部門門別別男男女女別別研研究究者者数数のの割割合合  

 

((BB))男男女女別別部部門門別別博博士士号号保保持持者者のの状状況況  

((aa))男男性性                      ((bb))女女性性  

 
注： 
HC（実数）である。男性の数値は合計から女性の数値を引いたものであ
る。該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-1-13 
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22..11..55 研研究究者者のの流流動動性性  

研究者の流動性を高めることは、知識生産の担

い手である研究者の能力の活性化を促すとともに、

労働現場においても活力ある研究環境を形成する

と考えられる。 

(1)米国での博士号保持者の出身状況 

研究者の流動性又は国際性を表すための指標と

して、外国人研究者の数といった指標が考えられる。

しかしながら、日本においては、外国人研究者数は

計測されていない。また、米国についても Scientists 

& Engineers といった職業分類で見た場合での外

国人のデータはあるが、狭義の研究者についての

数値はない。そこで、この節では、データが利用可

能な米国の博士号保持者のうちの外国人の状況を

見る。 

図表 2-1-14は、米国において、博士号保持者が

どの国・地域から来て、どの職業分野で雇用されて

いるかを 2時点で見たものである。2021年の雇用者

のうち 37.2％が外国出身の人材である。そのうち、

多いのはアジア地域出身者であり、全体のうち

26.3％である。 

職業分野別に見ると、2021年において、アジア地

域出身者が多いのは「コンピュータ・情報科学」であ

り 49.7％となっている。また、「工学」も 47.2％とアジ

ア地域からの出身者が多い。一方、米国出身者が

多いのは、 「心理学」 (89.0 ％ ) 、 「社会科学」

（71.0％）、「科学工学以外の職業」（71.1％）である。 

2008 年と比較すると、すべての職業分野で外国

出身の人材が増えており、特にアジア地域の出身

者の割合が増えている。アジア地域の出身者の割

合が最も増加したのは「コンピュータ・情報科学」の

職業分野であり(13.4 ポイント増)、これに「工学」の

9.7 ポイント増、「数学」の 9.3 ポイント増が続く。 

  

【【図図表表 22--11--1144】】  米米国国ににおおけけるる出出身身地地域域別別、、職職業業分分野野別別、、博博士士号号保保持持者者のの雇雇用用状状況況  

注： 
出身地域別の合計値が全体の値と一致しない場合があり、各職業分野の割合の合計値は 100％になっていない場合がある。 
資料： 
NSF，“Survey of Doctorate Recipients”  
参照：表 2-1-14 
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(2)日本の研究者の部門間の流動性 

日本の研究者の新規採用 7、転入 8、転出 9状況

を見る（図表 2-1-15）。2021 年度に全国で採用され

た研究者は 7.1 万人である。内訳は新規採用者が

3.1 万人、転入者が 4.0 万人である。転出者は 5.3

万人である。新規採用者は 2006～2008 年度をピー

クに一旦減少したが、2011 年度以降、増加に転じ

ている。ただし、近年の伸びは停滞している。 

部門別に見ると、「企業」では、2000 年代後半は、

新規採用者が最も多かったが、2010 年度から転出

者が最も多くなっていた。新規採用者は 2008 年度

を境に 2011 年度まで減少した後、2011 年度以降

増加に転じ、2018 年度以降には転出者を超え最も

多くなっている。 

「非営利団体・公的機関」においては、転入・転

出者の方が新規採用者よりも多い。転出者は 2005

年度以降、増減を繰り返しながら、漸減している。転

入者は 2010 年代に入ると、ほぼ横ばいに推移して

いる。 

「大学等」では新規採用者よりも転入・転出者の

方が多い。転入・転出者数は長期的に増加傾向で

ある。新規採用者については、長期的に微減してい

る。 

  

【【図図表表 22--11--1155】】  研研究究者者のの新新規規採採用用・・転転入入・・転転出出者者数数  

((AA))総総数数  

  

 
7 いわゆる新卒者。最終学歴修了後、アルバイトやパートタイムの勤務、

大学や研究機関の臨時職員としての雇用などの経験のみの者が採用さ

れた場合も含む。なお、任期付研究員については 9 か月以上の任期があ

((BB))企企業業  

  

((CC))非非営営利利団団体体・・公公的的機機関関  

  

((DD))大大学学等等  

 
注： 
1) 2010 年度までの「企業」は営利を伴う特殊法人・独立行政法人が含ま

れた「企業等」である。 
2) 2012 年度までの転入者数は、採用・転入研究者数の総数から新規採

用者数を引いた数である。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-1-15 

れば新規採用者となる。 
8 外部から加わった者（新規研究者を除く）。 
9 転出者には退職者も含まれる。 
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22..11..55 研研究究者者のの流流動動性性  

研究者の流動性を高めることは、知識生産の担

い手である研究者の能力の活性化を促すとともに、

労働現場においても活力ある研究環境を形成する

と考えられる。 

(1)米国での博士号保持者の出身状況 

研究者の流動性又は国際性を表すための指標と

して、外国人研究者の数といった指標が考えられる。

しかしながら、日本においては、外国人研究者数は

計測されていない。また、米国についても Scientists 

& Engineers といった職業分類で見た場合での外

国人のデータはあるが、狭義の研究者についての

数値はない。そこで、この節では、データが利用可

能な米国の博士号保持者のうちの外国人の状況を

見る。 

図表 2-1-14は、米国において、博士号保持者が

どの国・地域から来て、どの職業分野で雇用されて

いるかを 2時点で見たものである。2021年の雇用者

のうち 37.2％が外国出身の人材である。そのうち、

多いのはアジア地域出身者であり、全体のうち

26.3％である。 

職業分野別に見ると、2021年において、アジア地

域出身者が多いのは「コンピュータ・情報科学」であ

り 49.7％となっている。また、「工学」も 47.2％とアジ

ア地域からの出身者が多い。一方、米国出身者が

多いのは、 「心理学」 (89.0 ％ ) 、 「社会科学」

（71.0％）、「科学工学以外の職業」（71.1％）である。 

2008 年と比較すると、すべての職業分野で外国

出身の人材が増えており、特にアジア地域の出身

者の割合が増えている。アジア地域の出身者の割

合が最も増加したのは「コンピュータ・情報科学」の

職業分野であり(13.4 ポイント増)、これに「工学」の

9.7 ポイント増、「数学」の 9.3 ポイント増が続く。 

  

【【図図表表 22--11--1144】】  米米国国ににおおけけるる出出身身地地域域別別、、職職業業分分野野別別、、博博士士号号保保持持者者のの雇雇用用状状況況  

注： 
出身地域別の合計値が全体の値と一致しない場合があり、各職業分野の割合の合計値は 100％になっていない場合がある。 
資料： 
NSF，“Survey of Doctorate Recipients”  
参照：表 2-1-14 
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(2)日本の研究者の部門間の流動性 

日本の研究者の新規採用 7、転入 8、転出 9状況

を見る（図表 2-1-15）。2021 年度に全国で採用され

た研究者は 7.1 万人である。内訳は新規採用者が

3.1 万人、転入者が 4.0 万人である。転出者は 5.3

万人である。新規採用者は 2006～2008 年度をピー

クに一旦減少したが、2011 年度以降、増加に転じ

ている。ただし、近年の伸びは停滞している。 

部門別に見ると、「企業」では、2000 年代後半は、

新規採用者が最も多かったが、2010 年度から転出

者が最も多くなっていた。新規採用者は 2008 年度

を境に 2011 年度まで減少した後、2011 年度以降

増加に転じ、2018 年度以降には転出者を超え最も

多くなっている。 

「非営利団体・公的機関」においては、転入・転

出者の方が新規採用者よりも多い。転出者は 2005

年度以降、増減を繰り返しながら、漸減している。転

入者は 2010 年代に入ると、ほぼ横ばいに推移して

いる。 

「大学等」では新規採用者よりも転入・転出者の

方が多い。転入・転出者数は長期的に増加傾向で

ある。新規採用者については、長期的に微減してい

る。 

  

【【図図表表 22--11--1155】】  研研究究者者のの新新規規採採用用・・転転入入・・転転出出者者数数  

((AA))総総数数  

  

 
7 いわゆる新卒者。最終学歴修了後、アルバイトやパートタイムの勤務、

大学や研究機関の臨時職員としての雇用などの経験のみの者が採用さ

れた場合も含む。なお、任期付研究員については 9 か月以上の任期があ

((BB))企企業業  

  

((CC))非非営営利利団団体体・・公公的的機機関関  

  

((DD))大大学学等等  

 
注： 
1) 2010 年度までの「企業」は営利を伴う特殊法人・独立行政法人が含ま

れた「企業等」である。 
2) 2012 年度までの転入者数は、採用・転入研究者数の総数から新規採

用者数を引いた数である。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-1-15 

れば新規採用者となる。 
8 外部から加わった者（新規研究者を除く）。 
9 転出者には退職者も含まれる。 
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部門間における転入研究者の流れを見る（図表

2-1-16）。 

多くの研究者の転入先となっている部門は「大学

等」部門である。「企業」部門、「大学等」部門はその

ほとんどが同部門に流れており、他部門への転入

は少ない。また、「公的機関」部門や「非営利団体」

部門については「大学等」部門へ転入している研究

者が多い。転入者のうち博士号を持った研究者の

割合を見ると、「公的機関」が最も大きく 28.6％であ

る。「非営利団体」は 18.2％、「企業」は 4.7％である。 

各部門の研究者のうち博士号保持者の割合は

「公的機関」では47.8％、「非営利団体」では35.7％、

「企業」では 4.2％である(図表 2-1-8 参照のこと)。

「公的機関」、「非営利団体」部門において、転入研

究者における博士号保持者の割合の方が小さい傾

向にある。 

  

【【図図表表 22--11--1166】】  部部門門間間ににおおけけるる転転入入研研究究者者のの流流れれ（（22002211 年年度度）） 

 
注： 
1) 「その他」とは、外国の組織から転入した者の他、自営業の者、無職の者（1 年以上）を指す。 
2) 2021 年度(2022 年 3 月 31 日時点の研究者数を測定している)の各部門における.研究者数（HC）は、企業：598,833 人、公的機関：34,661 人、大学等：

341,131 人、非営利団体：8,979 人である。 
3) 四捨五入の関係上、合計が 100％にならない場合がある。 
4) 大学等の転入者における博士号保持者の数値はない。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-1-16 

((ううちち博博士士号号保保持持者者 44..77％％))

((ううちち博博士士号号保保持持者者 2288..66％％))

((ううちち博博士士号号保保持持者者 1188..22％％))
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(3)日本の新規採用研究者の動向 

新規採用研究者（新卒）における男女の状況を

見ると（図表 2-1-17(A)）、いずれの部門においても

女性と比べて男性の新規採用研究者が多い。2021

年度における女性の新規採用研究者の割合は全

体では 25.5％である。部門別で見ると「企業」部門

では 22.3％、「公的機関」部門では 31.1％、「大学

等」部門では 36.3％、「非営利団体」では 30.4％で

ある。いずれの部門においても、女性の新規採用

研究者の割合は増加している。特に「企業」部門は

2013 年度時点では全体の 14.4％であった女性の

新規採用研究者の割合は 1.6 倍となった。 

また、いずれの部門でも、研究者に占める女性の

割合（図表 2-1-11 参照）よりも、新規採用に占める

女性の割合の方が大きいことから、女性研究者割

合は今後も増加すると考えられる。 

大学等について、新規採用研究者における女性

の割合を配属された部署での研究内容 10分野別に

示した（図表 2-1-17（B））。2021 年度の「自然科学

系」の新規採用研究者における女性の割合は

34.8％である。分野別の詳細を見ると、「農学」、「保

健」における女性の割合は大きく、それぞれ 42.3％、

39.7％を示している。最も小さいのは「工学」である

が、近年は増加し 20.0％となった。 

 

 
10 新規採用者が配属された部署の研究内容である（研究内容による分類

が困難な場合には新規採用者の最終学歴を参考に判断している）。 

【【図図表表 22--11--1177】】  日日本本のの新新規規採採用用研研究究者者のの動動向向  

  

((AA))男男女女別別新新規規採採用用研研究究者者（（新新卒卒））  

  

((BB))分分野野別別新新規規採採用用研研究究者者ににおおけけるる女女性性のの割割合合  

（（大大学学等等））  

 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-1-17 
 

 

14.4 

22.3 
27.8 

31.1 

32.6 

36.3 

23.7 

30.4 

19.7 

25.5 

0

10

20

30

40

50

60

70

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

2013 ～ 2021 2013 ～ 2021 2013 ～ 2021 2013 ～ 2021 2013 ～ 2021

企業 公的機関 大学等 非営利団体 合計

女
性
新
規
採
用
研
究
者(

新
卒)

割
合

新
規
採
用
研
究
者(

新
卒)

数

万人

男性 女性 女性割合

％

年度

36.3%
34.8%

21.9%
20.0%

42.3%

39.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 年度

新規採用者

うち自然科学系

うち理学

うち工学

うち農学

うち保健

第
２
章　

　

研
究
開
発
人
材

80



第 2 章 研究開発人材  

- 78 - 

部門間における転入研究者の流れを見る（図表

2-1-16）。 

多くの研究者の転入先となっている部門は「大学

等」部門である。「企業」部門、「大学等」部門はその

ほとんどが同部門に流れており、他部門への転入

は少ない。また、「公的機関」部門や「非営利団体」

部門については「大学等」部門へ転入している研究

者が多い。転入者のうち博士号を持った研究者の

割合を見ると、「公的機関」が最も大きく 28.6％であ

る。「非営利団体」は 18.2％、「企業」は 4.7％である。 

各部門の研究者のうち博士号保持者の割合は

「公的機関」では47.8％、「非営利団体」では35.7％、

「企業」では 4.2％である(図表 2-1-8 参照のこと)。

「公的機関」、「非営利団体」部門において、転入研

究者における博士号保持者の割合の方が小さい傾

向にある。 

  

【【図図表表 22--11--1166】】  部部門門間間ににおおけけるる転転入入研研究究者者のの流流れれ（（22002211 年年度度）） 

 
注： 
1) 「その他」とは、外国の組織から転入した者の他、自営業の者、無職の者（1 年以上）を指す。 
2) 2021 年度(2022 年 3 月 31 日時点の研究者数を測定している)の各部門における.研究者数（HC）は、企業：598,833 人、公的機関：34,661 人、大学等：

341,131 人、非営利団体：8,979 人である。 
3) 四捨五入の関係上、合計が 100％にならない場合がある。 
4) 大学等の転入者における博士号保持者の数値はない。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-1-16 

((ううちち博博士士号号保保持持者者 44..77％％))

((ううちち博博士士号号保保持持者者 2288..66％％))

((ううちち博博士士号号保保持持者者 1188..22％％))
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(3)日本の新規採用研究者の動向 

新規採用研究者（新卒）における男女の状況を

見ると（図表 2-1-17(A)）、いずれの部門においても

女性と比べて男性の新規採用研究者が多い。2021

年度における女性の新規採用研究者の割合は全

体では 25.5％である。部門別で見ると「企業」部門

では 22.3％、「公的機関」部門では 31.1％、「大学

等」部門では 36.3％、「非営利団体」では 30.4％で

ある。いずれの部門においても、女性の新規採用

研究者の割合は増加している。特に「企業」部門は

2013 年度時点では全体の 14.4％であった女性の

新規採用研究者の割合は 1.6 倍となった。 

また、いずれの部門でも、研究者に占める女性の

割合（図表 2-1-11 参照）よりも、新規採用に占める

女性の割合の方が大きいことから、女性研究者割

合は今後も増加すると考えられる。 

大学等について、新規採用研究者における女性

の割合を配属された部署での研究内容 10分野別に

示した（図表 2-1-17（B））。2021 年度の「自然科学

系」の新規採用研究者における女性の割合は

34.8％である。分野別の詳細を見ると、「農学」、「保

健」における女性の割合は大きく、それぞれ 42.3％、

39.7％を示している。最も小さいのは「工学」である

が、近年は増加し 20.0％となった。 

 

 
10 新規採用者が配属された部署の研究内容である（研究内容による分類

が困難な場合には新規採用者の最終学歴を参考に判断している）。 

【【図図表表 22--11--1177】】  日日本本のの新新規規採採用用研研究究者者のの動動向向  

  

((AA))男男女女別別新新規規採採用用研研究究者者（（新新卒卒））  

  

((BB))分分野野別別新新規規採採用用研研究究者者ににおおけけるる女女性性のの割割合合  

（（大大学学等等））  

 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-1-17 
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新規採用研究者のうちの博士号保持者（以下、

新規採用博士号保持者と呼ぶ）について、産業分

類別に見た（図表 2-1-18）。 

2021 年度の新規採用博士号保持者数は、製造

業では 701 人(新規採用研究者に占める割合は

3.6％)、対前年度比は 2.6％と微増した。非製造業

では 204人（同 5.0％）であり、対前年度比は 72.9％

と大きく伸びている。 

産業分類別に見ると、新規採用博士号保持者数

は「医薬品製造業」が最も多く、2021 年度では 192

人（同 15.2％）である。次いで「化学工業」が多く、同

年度で 135 人（同 6.6％）である。両部門ともに 2020

年度に落ち込みを見せたが、2021 年度では以前の

水準に戻った。一定の規模を保って推移しているの

は「情報通信機械器具製造業」であり、2021 年度で

は 73 人（同 4.0％）である。なお、研究開発費、研究

者数ともに規模の大きい「輸送用機械器具製造業」

は、他の産業と比較すると新規採用博士号保持者

の数、割合ともに少ない。また、「石油製品・石炭製

品製造業」については、絶対数は少ないが、新規採

用者に占める博士号保持者の割合は大きい。ただ

し、2018 年度をピークに減少している。 

非製造業に注目すると、2021 年度の新規採用博

士号保持者数は「学術研究,専門・技術サービス業」

が最も多く 100 人(新規採用者に占める割合は

7.0％)、対前年度比は 69.5％と大きく伸びた。2017

年度から増加傾向にあった「情報サービス業」の新

規採用博士号保持者は 2020年度には数、割合とも

に大きく減少したが、2021 年度では増加した。 

企業の新規採用研究者において、博士号保持

者を採用する傾向は産業により異なり、製造業のな

かでも差異があることがわかる。また、博士号保持

者の採用は全産業で見ると、2020 年度に一旦落ち

込んだ後、以前の水準に戻っているが、個々の産

業を見ると、回復している産業もあれば、引き続き低

下している産業もある。 

  

【【図図表表 22--11--1188】】  企企業業のの新新規規採採用用研研究究者者ににおおけけるる博博士士号号保保持持者者（（産産業業分分類類別別））  

資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-1-18 
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22..22 部部門門別別のの研研究究者者  

 
ポポイインントト  

○公的機関部門の研究者数を見ると、日本の研究者数（FTE 値）は 2000 年代後半から漸減傾向にあり、

2022 年では 3.0 万人である。他国を見ると、中国の研究者数が増加しており、39.0 万人（2019 年）と世界

第 1 位の規模である。ドイツの研究者数は 6.3 万人（2021 年）、米国の研究者数は 5.7 万人（2020 年）と

続いている。 

○日本の公的機関部門の研究者数では「特殊法人・独立行政法人」が半数を占めており、そのうちの多く

は「国立研究開発法人」である。 

○企業部門の研究者数を見ると、日本の研究者数（FTE 値）は 2000 年代後半からほぼ横ばいに推移して

いたが、2017 年以降は微増している。2022 年は 52.9 万人、対前年比は 2.6％増である。他国をみると、

中国及び米国の研究者数は 2010 年頃から拮抗しつつ、両国ともに急速な増加を見せている。また、韓

国は長期的に増加しており、2000 年代後半にドイツを上回り、欧州諸国より多くなっている。 

○米国の産業において、研究者に占める博士号保持者の割合(高度研究人材活用度)が 5％未満の産業

は少ないが、日本は多くの産業で 5％未満となっており、米国と比べて高度研究人材の活用度が低い傾

向にある。 

○大学部門の研究者数を見ると、日本の 2022 年の研究者数（FTE 値）は 13.7 万人である。他国を見ると、

中国は 35.3 万人（2018 年）と極めて大きい。米国は 19.0 万人（2021 年）、英国は 17.2 万人（2019 年）と

続いている。 

 
22..22..11 公公的的機機関関部部門門のの研研究究者者  

(1)各国公的機関部門の研究者 

ここでいう公的機関が主に何を指すかを簡単に

示すと、日本の場合は「国営」(国立試験研究機関

等)、「公営」(公設試験研究機関等)、「特殊法人・独

立行政法人」（国立研究開発法人等）である。 

米国の場合は 2002 年までは連邦政府の研究機

関である。 

ドイツでは連邦政府と地方政府、その他の公的

研究施設、非営利団体（16 万ユーロ以上の公的資

金を得ている）及び高等教育機関ではない研究機

関（法的に独立した大学附属の研究所）である。 

フランスは、科学技術的性格公施設法人(EPST)

（ただし、CNRS を除く）や商工業的性格公施設法

人(EPIC)等といった設立形態の研究機関である。 

英国は中央政府、分権化された政府の研究機関

及びリサーチ・カウンシルである。 

中国は中央政府の研究機関、韓国は国・公立研

究機関、政府出捐研究機関及び国・公立病院であ

る。 

公的機関部門の研究者数は公的機関の民営化

や、研究開発統計の計測対象の変更によって、大

きな変動が起こることに注意が必要である。各国の

違いを踏まえた上で各国の公的機関の研究者数を

見る。 

図表 2-2-1 を見ると、2022 年の日本の公的機関

の研究者数（FTE 値）は 3.0 万人、経年変化を見る

と、大きな変動はあまり見られないが、ピーク時の

2006 年から約 1 割の減少を見せた。 

米国の公的機関の研究者数は 2003 年以降、

OECD の“Main Science and Technology Indicators”

には掲載されていなかった。今般、米国による研究

開発人材統計の報告が再開され、2020年の数値が

入手できるようになった（2.1.2 参照）。なお、数値が

掲載されていない期間については図表中に点線で

示している。米国の 2020 年における公的研究機関

の研究者数は 5.7 万人、中国、ドイツに次ぐ規模で

ある。 

ドイツ、フランス、英国は、値が時々で大きな変動

を示しているが、その主な原因は公的機関であった

組織が企業部門に移行したこと等があげられる。 

ドイツの 2021 年の研究者数は 6.3 万人である。
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新規採用研究者のうちの博士号保持者（以下、

新規採用博士号保持者と呼ぶ）について、産業分

類別に見た（図表 2-1-18）。 

2021 年度の新規採用博士号保持者数は、製造

業では 701 人(新規採用研究者に占める割合は

3.6％)、対前年度比は 2.6％と微増した。非製造業

では 204人（同 5.0％）であり、対前年度比は 72.9％

と大きく伸びている。 

産業分類別に見ると、新規採用博士号保持者数

は「医薬品製造業」が最も多く、2021 年度では 192

人（同 15.2％）である。次いで「化学工業」が多く、同

年度で 135 人（同 6.6％）である。両部門ともに 2020

年度に落ち込みを見せたが、2021 年度では以前の

水準に戻った。一定の規模を保って推移しているの

は「情報通信機械器具製造業」であり、2021 年度で

は 73 人（同 4.0％）である。なお、研究開発費、研究

者数ともに規模の大きい「輸送用機械器具製造業」

は、他の産業と比較すると新規採用博士号保持者

の数、割合ともに少ない。また、「石油製品・石炭製

品製造業」については、絶対数は少ないが、新規採

用者に占める博士号保持者の割合は大きい。ただ

し、2018 年度をピークに減少している。 

非製造業に注目すると、2021 年度の新規採用博

士号保持者数は「学術研究,専門・技術サービス業」

が最も多く 100 人(新規採用者に占める割合は

7.0％)、対前年度比は 69.5％と大きく伸びた。2017

年度から増加傾向にあった「情報サービス業」の新

規採用博士号保持者は 2020年度には数、割合とも

に大きく減少したが、2021 年度では増加した。 

企業の新規採用研究者において、博士号保持

者を採用する傾向は産業により異なり、製造業のな

かでも差異があることがわかる。また、博士号保持

者の採用は全産業で見ると、2020 年度に一旦落ち

込んだ後、以前の水準に戻っているが、個々の産

業を見ると、回復している産業もあれば、引き続き低

下している産業もある。 

  

【【図図表表 22--11--1188】】  企企業業のの新新規規採採用用研研究究者者ににおおけけるる博博士士号号保保持持者者（（産産業業分分類類別別））  

資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-1-18 
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22..22 部部門門別別のの研研究究者者  

 
ポポイインントト  

○公的機関部門の研究者数を見ると、日本の研究者数（FTE 値）は 2000 年代後半から漸減傾向にあり、

2022 年では 3.0 万人である。他国を見ると、中国の研究者数が増加しており、39.0 万人（2019 年）と世界

第 1 位の規模である。ドイツの研究者数は 6.3 万人（2021 年）、米国の研究者数は 5.7 万人（2020 年）と

続いている。 

○日本の公的機関部門の研究者数では「特殊法人・独立行政法人」が半数を占めており、そのうちの多く

は「国立研究開発法人」である。 

○企業部門の研究者数を見ると、日本の研究者数（FTE 値）は 2000 年代後半からほぼ横ばいに推移して

いたが、2017 年以降は微増している。2022 年は 52.9 万人、対前年比は 2.6％増である。他国をみると、

中国及び米国の研究者数は 2010 年頃から拮抗しつつ、両国ともに急速な増加を見せている。また、韓

国は長期的に増加しており、2000 年代後半にドイツを上回り、欧州諸国より多くなっている。 

○米国の産業において、研究者に占める博士号保持者の割合(高度研究人材活用度)が 5％未満の産業

は少ないが、日本は多くの産業で 5％未満となっており、米国と比べて高度研究人材の活用度が低い傾

向にある。 

○大学部門の研究者数を見ると、日本の 2022 年の研究者数（FTE 値）は 13.7 万人である。他国を見ると、

中国は 35.3 万人（2018 年）と極めて大きい。米国は 19.0 万人（2021 年）、英国は 17.2 万人（2019 年）と

続いている。 

 
22..22..11 公公的的機機関関部部門門のの研研究究者者  

(1)各国公的機関部門の研究者 

ここでいう公的機関が主に何を指すかを簡単に

示すと、日本の場合は「国営」(国立試験研究機関

等)、「公営」(公設試験研究機関等)、「特殊法人・独

立行政法人」（国立研究開発法人等）である。 

米国の場合は 2002 年までは連邦政府の研究機

関である。 

ドイツでは連邦政府と地方政府、その他の公的

研究施設、非営利団体（16 万ユーロ以上の公的資

金を得ている）及び高等教育機関ではない研究機

関（法的に独立した大学附属の研究所）である。 

フランスは、科学技術的性格公施設法人(EPST)

（ただし、CNRS を除く）や商工業的性格公施設法

人(EPIC)等といった設立形態の研究機関である。 

英国は中央政府、分権化された政府の研究機関

及びリサーチ・カウンシルである。 

中国は中央政府の研究機関、韓国は国・公立研

究機関、政府出捐研究機関及び国・公立病院であ

る。 

公的機関部門の研究者数は公的機関の民営化

や、研究開発統計の計測対象の変更によって、大

きな変動が起こることに注意が必要である。各国の

違いを踏まえた上で各国の公的機関の研究者数を

見る。 

図表 2-2-1 を見ると、2022 年の日本の公的機関

の研究者数（FTE 値）は 3.0 万人、経年変化を見る

と、大きな変動はあまり見られないが、ピーク時の

2006 年から約 1 割の減少を見せた。 

米国の公的機関の研究者数は 2003 年以降、

OECD の“Main Science and Technology Indicators”

には掲載されていなかった。今般、米国による研究

開発人材統計の報告が再開され、2020年の数値が

入手できるようになった（2.1.2 参照）。なお、数値が

掲載されていない期間については図表中に点線で

示している。米国の 2020 年における公的研究機関

の研究者数は 5.7 万人、中国、ドイツに次ぐ規模で

ある。 

ドイツ、フランス、英国は、値が時々で大きな変動

を示しているが、その主な原因は公的機関であった

組織が企業部門に移行したこと等があげられる。 

ドイツの 2021 年の研究者数は 6.3 万人である。
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一時的な減少を除いて 2000 年代中頃から増加が

続いている。 

フランスについては時期による増減はあるが、長

期的に見れば、増加し続けている。2021年は 3.2万

人であり、日本を上回った。 

英国については、長期的に減少傾向にあり、主

要国中最も少ない。2020 年では 0.7 万人である。 

中国は 2009 年から OECD のフラスカティ・マニュ

アルの定義に従って測定し始めたため、2009 年値

は 2008年値より低い数値となった。また、2.1.2節に

示したように OECD が公表を控えたことから最新値

が 2019 年となっており、科学技術指標 2022 とは最

新値が異なることに留意されたい。2019年では 39.0

万人と世界第 1 位の規模である。 

韓国は2000年代に入って、増加傾向が続いてい

る。2021 年は 2.8 万人であり、2000 年と比較すると

2.4 倍の増加となっている。ただし、2010 年代半ば

から、研究者数は頭打ち傾向である。 

 

【【図図表表 22--22--11】】  主主要要国国ににおおけけるる公公的的機機関関部部門門のの研研究究者者数数のの推推移移  
 

 
注： 
1) 公的機関部門の研究者の定義及び測定方法については国によって違いがあるため、国際比較する際には注意が必要である。各国の研究者の定義に

ついては図表 2-1-1 を参照のこと。  
2) 各国の値は FTE 値である（日本については HC 値も示した）。  
3) 人文・社会科学を含む（韓国は 2006 年まで自然科学のみ）。  
4) 日本は国・公営研究機関、特殊法人・独立行政法人を対象。日本の研究者は 3 種類のデータがある。日本＊は FTE か HC について明確な定義がさ

れていない値、日本(FTE)は FTE 研究者数、日本(HC)は HC 研究者。2001 年以前の値は該当年の 4 月 1 日時点の研究者数、2002 年以降の値は 3
月 31 日時点の研究者数を測定している。 

5) 米国は連邦政府、連邦出資研究開発センター(FFRDCs)、退役軍人病院、米国疾病対策センターが含まれる。定義が異なる。1985 年において時系列
の連続性は失われている。 

6) ドイツは連邦政府、非営利団体（16 万ユーロ以上の公的資金を得ている機関）、法的に独立した大学の附属の研究所、地方自治体研究所（地方政府
に相当する）を対象。1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。1989 年以前と 2015 年以降の値は定義が異なる。1993、2014 年において
時系列の連続性は失われている。2021 年は暫定値。  

7) フランスは科学技術的性格公施設法人(EPST)（CNRS は除く）、商工業的性格公施設法人(EPIC)、省庁およびその他の公的研究機関を対象。1992、
1997、2000、2010 年において時系列の連続性は失われている。1997～2009 年は定義が異なる。2020 年は見積り値、暫定値。 

8) 英国は政府部局および政府外公共機関（NDPB）、地方政府および中央政府、国防省、民生部局およびリサーチカウンシルが含まれる。英国研究・イノ
ベーション機構(UKRI）、Higher Education Funding Councils(Research England を含む)も含む。1986、1991～1993、2001 年において時系列の連続性は
失われている。 

9) 中国は政府研究機関を対象。2008 年までの研究者の定義は、OECD の定義とは異なり、2009 年から計測方法を変更した。 
10) 韓国は中央政府と地方政府。国・公立研究機関、政府出捐研究機関（法人の運営に必要な経費の一部または全部を政府で出資した機関、韓国科学

技術研究院、韓国原子力研究院等）、国・公立病院を対象。 
11) EU-27：見積り値である。 
資料：  
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
米国、ドイツ、フランス、英国、中国、韓国、EU-27：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 2-2-1 
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(2)日本の公的機関部門の研究者 

日本の公的機関については 2001年に、「国営」

の研究機関の一部が独立行政法人となった

（2003 年には、「特殊法人」の研究機関の一部も

独立行政法人となった）。そのため、2002 年以降

のデータはそれ以前との連続性が失われている。

これを踏まえて、日本の公的機関の研究者数

（FTE）を見ると(図表 2-2-2(B))、2022 年で総数

3.0 万人である。「特殊法人・独立行政法人」の値

が半数以上を占めており、2022 年で 1.9 万人であ

る。「公営」は 0.9万人、「国営」は 0.2万人である。

「特殊法人・独立行政法人」については、その約 8

割を「研究開発法人」が占めている。また、そのほ

とんどが「国立研究開発法人」である。 

機関種類別に時系列推移を見ると、「国営」は

2011 年以降はおおむね横ばいである。「公営」は

漸減している。「特殊法人・独立行政法人」は

2010 年頃に急激な伸びを見せた後は、ほぼ横ば

いに推移している。 

【【図図表表 22--22--22】】  日日本本のの公公的的機機関関のの研研究究者者数数のの推推移移  

  

((AA))研研究究者者数数＊＊  

  

((BB))研研究究者者数数((FFTTEE))  

  

((CC))研研究究者者数数((HHCC))  

 
注： 
1) 2001 年 12 月に、国営の研究機関の一部が独立行政法人となった

ため時系列変化を見る際には注意が必要である。  
2) 2001 年までは 4 月 1 日現在の研究本務者数、2002 年以降は 3 月

31 日現在の研究者数を測定ている。 
3) 研究者数＊は統計調査において研究専従換算をしていない「研究

を主にする者」である。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-2-2  
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一時的な減少を除いて 2000 年代中頃から増加が

続いている。 

フランスについては時期による増減はあるが、長

期的に見れば、増加し続けている。2021年は 3.2万

人であり、日本を上回った。 

英国については、長期的に減少傾向にあり、主

要国中最も少ない。2020 年では 0.7 万人である。 

中国は 2009 年から OECD のフラスカティ・マニュ

アルの定義に従って測定し始めたため、2009 年値

は 2008年値より低い数値となった。また、2.1.2節に

示したように OECD が公表を控えたことから最新値

が 2019 年となっており、科学技術指標 2022 とは最

新値が異なることに留意されたい。2019年では 39.0

万人と世界第 1 位の規模である。 

韓国は2000年代に入って、増加傾向が続いてい

る。2021 年は 2.8 万人であり、2000 年と比較すると

2.4 倍の増加となっている。ただし、2010 年代半ば

から、研究者数は頭打ち傾向である。 

 

【【図図表表 22--22--11】】  主主要要国国ににおおけけるる公公的的機機関関部部門門のの研研究究者者数数のの推推移移  
 

 
注： 
1) 公的機関部門の研究者の定義及び測定方法については国によって違いがあるため、国際比較する際には注意が必要である。各国の研究者の定義に

ついては図表 2-1-1 を参照のこと。  
2) 各国の値は FTE 値である（日本については HC 値も示した）。  
3) 人文・社会科学を含む（韓国は 2006 年まで自然科学のみ）。  
4) 日本は国・公営研究機関、特殊法人・独立行政法人を対象。日本の研究者は 3 種類のデータがある。日本＊は FTE か HC について明確な定義がさ

れていない値、日本(FTE)は FTE 研究者数、日本(HC)は HC 研究者。2001 年以前の値は該当年の 4 月 1 日時点の研究者数、2002 年以降の値は 3
月 31 日時点の研究者数を測定している。 

5) 米国は連邦政府、連邦出資研究開発センター(FFRDCs)、退役軍人病院、米国疾病対策センターが含まれる。定義が異なる。1985 年において時系列
の連続性は失われている。 

6) ドイツは連邦政府、非営利団体（16 万ユーロ以上の公的資金を得ている機関）、法的に独立した大学の附属の研究所、地方自治体研究所（地方政府
に相当する）を対象。1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。1989 年以前と 2015 年以降の値は定義が異なる。1993、2014 年において
時系列の連続性は失われている。2021 年は暫定値。  

7) フランスは科学技術的性格公施設法人(EPST)（CNRS は除く）、商工業的性格公施設法人(EPIC)、省庁およびその他の公的研究機関を対象。1992、
1997、2000、2010 年において時系列の連続性は失われている。1997～2009 年は定義が異なる。2020 年は見積り値、暫定値。 

8) 英国は政府部局および政府外公共機関（NDPB）、地方政府および中央政府、国防省、民生部局およびリサーチカウンシルが含まれる。英国研究・イノ
ベーション機構(UKRI）、Higher Education Funding Councils(Research England を含む)も含む。1986、1991～1993、2001 年において時系列の連続性は
失われている。 

9) 中国は政府研究機関を対象。2008 年までの研究者の定義は、OECD の定義とは異なり、2009 年から計測方法を変更した。 
10) 韓国は中央政府と地方政府。国・公立研究機関、政府出捐研究機関（法人の運営に必要な経費の一部または全部を政府で出資した機関、韓国科学

技術研究院、韓国原子力研究院等）、国・公立病院を対象。 
11) EU-27：見積り値である。 
資料：  
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
米国、ドイツ、フランス、英国、中国、韓国、EU-27：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 2-2-1 
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(2)日本の公的機関部門の研究者 

日本の公的機関については 2001年に、「国営」

の研究機関の一部が独立行政法人となった

（2003 年には、「特殊法人」の研究機関の一部も

独立行政法人となった）。そのため、2002 年以降

のデータはそれ以前との連続性が失われている。

これを踏まえて、日本の公的機関の研究者数

（FTE）を見ると(図表 2-2-2(B))、2022 年で総数

3.0 万人である。「特殊法人・独立行政法人」の値

が半数以上を占めており、2022 年で 1.9 万人であ

る。「公営」は 0.9万人、「国営」は 0.2万人である。

「特殊法人・独立行政法人」については、その約 8

割を「研究開発法人」が占めている。また、そのほ

とんどが「国立研究開発法人」である。 

機関種類別に時系列推移を見ると、「国営」は

2011 年以降はおおむね横ばいである。「公営」は

漸減している。「特殊法人・独立行政法人」は

2010 年頃に急激な伸びを見せた後は、ほぼ横ば

いに推移している。 

【【図図表表 22--22--22】】  日日本本のの公公的的機機関関のの研研究究者者数数のの推推移移  

  

((AA))研研究究者者数数＊＊  

  

((BB))研研究究者者数数((FFTTEE))  

  

((CC))研研究究者者数数((HHCC))  

 
注： 
1) 2001 年 12 月に、国営の研究機関の一部が独立行政法人となった

ため時系列変化を見る際には注意が必要である。  
2) 2001 年までは 4 月 1 日現在の研究本務者数、2002 年以降は 3 月

31 日現在の研究者数を測定ている。 
3) 研究者数＊は統計調査において研究専従換算をしていない「研究

を主にする者」である。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-2-2  
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公的機関の研究者数を専門別に見る。ここでい

う専門とは、研究者個人の専門的知識を指す。 

図表 2-2-3(A)を見ると、一貫して「農学」の専門

知識を持つ研究者が最も多く、次いで「工学」、

「理学」、「保健」と続いている。ただし、2002 年と

比べると「農学」は 16.0％、「理学」は 10.0％、「工

学」は 8.9％減少している。これに対して「保健」の

研究者は 67.3％の増加であり、分野バランスが変

わりつつある。 

専門別研究者の所属先を見ると (図表 2-2-

3(B))、専門分野のうち研究者数が最も多い「農学」

の研究者の所属先は「公営」研究機関が一番多

い。他方、「工学」、「理学」、「保健」の研究者の所

属先は「特殊法人・独立行政法人」の研究機関に

所属している者が多い。 

  

【【図図表表 22--22--33】】  日日本本のの公公的的機機関関ににおおけけるる専専門門別別

研研究究者者  
 

((AA))研研究究者者数数のの推推移移  

  

((BB))専専門門別別研研究究者者のの所所属属先先（（22002222 年年））  

 
注： 
図表 2-2-2 と同じ。2002 年から HC（実数）。  
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-2-3 

22..22..22 企企業業部部門門のの研研究究者者  

(1)各国企業部門の研究者 

企業部門の研究者については、各国ともに研

究開発統計調査により研究者数を計測している。

そのため、他部門と比較して国際比較可能性が

高いデータと考えられる。しかし、経済活動の高

度化に伴う産業構造変化に合わせ、各国とも調査

方法や対象範囲を変化させており、また各国の標

準産業分類の改定も影響するため経年変化にゆ

らぎが見られるデータでもある。 

図表 2-2-4 を見ると、日本の企業部門の研究

者数（FTE 値）は 2000 年代後半からほぼ横ばい

に推移していたが、2017 年以降は微増している。

2022年は 52.9万人、対前年比は 2.6％増である。 

中国の企業部門の研究者については、OECD

が公表を控えたため（2.1.2 節参照）、科学技術指

標 2022 よりも以前の値（2019 年値）が最新値とな

っていることに留意されたい。中国は 2000 年代に

入り急速な伸びを示していたが、2009 年から

OECD のフラスカティ・マニュアルの定義に従って

研究者数を測定し始めたため、2009 年値は、前

年と比べて大幅に低い数値となっている。その後

は継続して増加し、2019 年では 121.7 万人、対前

年比は 6.4％増である。 

米国は、2008 年から企業に対して詳細な調査

を実施し始めた。そのため 2007 年以前のデータ

は掲載していない。2020 年の研究者は 120.1 万

人、対前年比は 4.7％増であり、増加傾向にある。 

韓国は長期的に増加傾向にあり、2000 年代後

半にドイツを上回り、2021 年では 39.0 万人である。 

ドイツについては、長期的に見ると増加傾向に

ある。2014～2015 年にかけて大幅に増加した後も

増加傾向にあったが、近年は横ばいである。2021

年では 27.6 万人である。 

フランスや英国については、公的機関が民営

化され、企業部門へ移行している機関があり、そ

の分増加している。 

フランスは継続して増加傾向にある。2021 年で

は 21.0 万人である。英国の企業部門の研究者に

ついては、OECD が 2015～2017 年について改訂
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総数 34,661 2,621 11,737 20,303
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し、最新値が 2017 年となっているため（2.1.2 節参

照）、科学技術指標 2022 よりも以前の値が最新値

となっていることに留意されたい。英国については

2010 年頃から漸増しており、2017 年では 11.4 万

人である。 

 

 

 

 

  

【【図図表表 22--22--44】】  主主要要国国ににおおけけるる企企業業部部門門のの研研究究者者数数のの推推移移  

 
注： 
1) FTE 値である。 
2) 日本の研究者は 3 種類のデータがある。日本＊は FTE か HC について明確な定義がされていない値、日本(FTE)は FTE 研究者数、日本(HC)は HC

研究者。2001 年以前の値は該当年の 4 月 1 日時点の研究者数、2002 年以降の値は 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
3) ドイツは 1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。1992、1996、1998、2000、2002、2008、2010、2012、2014、2016、2018 年は見積り値。

2021 年は暫定値。 
4) フランスは 1992、1997、2001、2006 年において時系列の連続性は失われている。2020 年は見積り値、暫定値。 
5) 英国は 1986、1992、1993、2001 年において時系列の連続性は失われている。 
6) 中国は 2008 年までの研究者の定義は、OECD の定義と異なる。1991～1999 年値は過小評価されたか、あるいは過小評価されたデータに基づいた。

2000 年において時系列の連続性は失われている。 
7) 韓国は 2006 年までは自然科学のみの数値。 
8) EU-27 は見積り値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
米国、ドイツ、フランス、英国、中国、韓国、EU：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 2-2-4 
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公的機関の研究者数を専門別に見る。ここでい

う専門とは、研究者個人の専門的知識を指す。 

図表 2-2-3(A)を見ると、一貫して「農学」の専門

知識を持つ研究者が最も多く、次いで「工学」、

「理学」、「保健」と続いている。ただし、2002 年と

比べると「農学」は 16.0％、「理学」は 10.0％、「工

学」は 8.9％減少している。これに対して「保健」の

研究者は 67.3％の増加であり、分野バランスが変

わりつつある。 

専門別研究者の所属先を見ると (図表 2-2-

3(B))、専門分野のうち研究者数が最も多い「農学」

の研究者の所属先は「公営」研究機関が一番多

い。他方、「工学」、「理学」、「保健」の研究者の所

属先は「特殊法人・独立行政法人」の研究機関に

所属している者が多い。 

  

【【図図表表 22--22--33】】  日日本本のの公公的的機機関関ににおおけけるる専専門門別別

研研究究者者  
 

((AA))研研究究者者数数のの推推移移  

  

((BB))専専門門別別研研究究者者のの所所属属先先（（22002222 年年））  

 
注： 
図表 2-2-2 と同じ。2002 年から HC（実数）。  
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-2-3 

22..22..22 企企業業部部門門のの研研究究者者  

(1)各国企業部門の研究者 

企業部門の研究者については、各国ともに研

究開発統計調査により研究者数を計測している。

そのため、他部門と比較して国際比較可能性が

高いデータと考えられる。しかし、経済活動の高

度化に伴う産業構造変化に合わせ、各国とも調査

方法や対象範囲を変化させており、また各国の標

準産業分類の改定も影響するため経年変化にゆ

らぎが見られるデータでもある。 

図表 2-2-4 を見ると、日本の企業部門の研究

者数（FTE 値）は 2000 年代後半からほぼ横ばい

に推移していたが、2017 年以降は微増している。

2022年は 52.9万人、対前年比は 2.6％増である。 

中国の企業部門の研究者については、OECD

が公表を控えたため（2.1.2 節参照）、科学技術指

標 2022 よりも以前の値（2019 年値）が最新値とな

っていることに留意されたい。中国は 2000 年代に

入り急速な伸びを示していたが、2009 年から

OECD のフラスカティ・マニュアルの定義に従って

研究者数を測定し始めたため、2009 年値は、前

年と比べて大幅に低い数値となっている。その後

は継続して増加し、2019 年では 121.7 万人、対前

年比は 6.4％増である。 

米国は、2008 年から企業に対して詳細な調査

を実施し始めた。そのため 2007 年以前のデータ

は掲載していない。2020 年の研究者は 120.1 万

人、対前年比は 4.7％増であり、増加傾向にある。 

韓国は長期的に増加傾向にあり、2000 年代後

半にドイツを上回り、2021 年では 39.0 万人である。 

ドイツについては、長期的に見ると増加傾向に

ある。2014～2015 年にかけて大幅に増加した後も

増加傾向にあったが、近年は横ばいである。2021

年では 27.6 万人である。 

フランスや英国については、公的機関が民営

化され、企業部門へ移行している機関があり、そ

の分増加している。 

フランスは継続して増加傾向にある。2021 年で

は 21.0 万人である。英国の企業部門の研究者に

ついては、OECD が 2015～2017 年について改訂
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し、最新値が 2017 年となっているため（2.1.2 節参

照）、科学技術指標 2022 よりも以前の値が最新値

となっていることに留意されたい。英国については

2010 年頃から漸増しており、2017 年では 11.4 万

人である。 

 

 

 

 

  

【【図図表表 22--22--44】】  主主要要国国ににおおけけるる企企業業部部門門のの研研究究者者数数のの推推移移  

 
注： 
1) FTE 値である。 
2) 日本の研究者は 3 種類のデータがある。日本＊は FTE か HC について明確な定義がされていない値、日本(FTE)は FTE 研究者数、日本(HC)は HC

研究者。2001 年以前の値は該当年の 4 月 1 日時点の研究者数、2002 年以降の値は 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
3) ドイツは 1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。1992、1996、1998、2000、2002、2008、2010、2012、2014、2016、2018 年は見積り値。

2021 年は暫定値。 
4) フランスは 1992、1997、2001、2006 年において時系列の連続性は失われている。2020 年は見積り値、暫定値。 
5) 英国は 1986、1992、1993、2001 年において時系列の連続性は失われている。 
6) 中国は 2008 年までの研究者の定義は、OECD の定義と異なる。1991～1999 年値は過小評価されたか、あるいは過小評価されたデータに基づいた。

2000 年において時系列の連続性は失われている。 
7) 韓国は 2006 年までは自然科学のみの数値。 
8) EU-27 は見積り値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
米国、ドイツ、フランス、英国、中国、韓国、EU：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 2-2-4 
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(2)主要国における産業分類別の研究者 

主要国における企業部門の製造業と非製造業

の研究者について、各国最新年からの 3 年平均

で見ると（図表 2-2-5）、日本は製造業の割合が約

9 割、ドイツ、中国、韓国は約 8 割である。他方、

米国は約 6 割、フランスに関しては、製造業の割

合が半分以下であり、非製造業の重みが他国と

比較すると大きい。2011 年～2013 年の 3 年平均

と各国最新年の 3 年平均で比較すると、ほとんど

の国で製造業と非製造業のバランスに大きな変化

は見られなかった。非製造業の割合が米国（6 ポ

イント）、韓国（5 ポイント）で増加している。 

  

【【図図表表 22--22--55】】  主主要要国国ににおおけけるる企企業業部部門門のの製製造造

業業とと非非製製造造業業のの研研究究者者数数のの割割

合合  
 

 
注： 
1) 各国企業部門の定義は図表 1-1-4 を参照のこと。 
2) 米国の産業分類は、北米産業分類(NAICS)を使用。米国の企業部

門では、NAICS における「Agriculture, Forestry, Fishing and 
Hunting」及び「Public Administration」は除かれている。よって、他
国の非製造業と異なっているため、国際比較する際は注意が必要
である。 

3) 日本の産業分類は日本標準産業分類に基づいた科学技術研究調
査の産業分類を使用。日本は該当年の 3 月 31 日時点の研究者数
を測定している。 

4) ドイツ、フランス、中国は研究開発を行う企業の主な経済活動(Main 
economic activity)に応じて分類している。 

5) フランスの後半については 2 年平均の値である。 
6) 英国については企業の計測の範囲の見直しが行われた。これに伴

い OECD, MSTI では研究者数や研究開発費のデータが更新されて
いるが、本図表の出典としている OECD, “R＆D Statistics”では、
過去のデータが掲載されている状態のため、今般の科学技術指標
2023 では掲載を見合わせた。 

資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」  
米国：NSF, 2018 年まで“Business Research and Development and In-
novation”、2019 年は“Business Enterprise Research and Develop-
ment” 
その他の国：OECD, “R&D Statistics” 
参照：表 2-2-5 
 

図表 2-2-6 では、更に詳細な産業分類で研究

者の状況を見る。なお、米国と他国では産業分類

と扱う項目が異なるので留意されたい。また、中国

については非製造業の内訳がないため、全体の

数を示した。米国では製造業、非製造業ともに

2010 年から拡大していたが、製造業については、

2015 年からほぼ横ばい（2018 年は除く）に推移し

ている一方で、非製造業は継続して増加している。

製造業では「コンピュータ、電子製品工業」が、非

製造業では「情報通信業」が多くを占めている。最

新年では製造業は減少している産業が多いのに

対して、非製造業では内訳を示した 4 つの産業全

てで増加している。 

日本では、製造業、非製造業ともに、全体では

大きな変化は見えない。製造業の内訳を見ると、

「コンピュータ、電子・光学製品製造業」は減少傾

向にあったが、近年はほぼ横ばいに推移している。

「輸送用機器製造業」は長期的に見ると増加傾向

にある。非製造業では、「情報通信業」が最も多く、

これに「専門・科学・技術サービス業」が続く。いず

れも長期的に見るとほぼ横ばいに推移していたが、

2020 年はそれぞれ 20％を超える減少を見せてい

る。 

ドイツは、「輸送用機器製造業」が継続して最も

大きく、増加し続けている。次いで多いのは「コン

ピュータ、電子・光学製品製造業」である。非製造

業では「専門・科学・技術サービス業」が最も多い。 

フランスは、製造業よりも非製造業の研究者数

が多い。「専門・科学・技術サービス業」が最も多く、

これに「情報通信業」が続き、いずれも増加してい

る。製造業では「輸送用機器製造業」が最も多く、

増加もしている。 

韓国では、製造業、非製造業ともに増加してい

る。製造業では「コンピュータ、電子・光学製品製

造業」が最も多く、これに「輸送用機器製造業」が

続く。両産業ともに長期的に増加傾向にある。非

製造業では、「情報通信業」が最も多く、増加もし

ている。 

中国の製造業全体での研究者数は、主要国中

最も多い。内訳を見ると「コンピュータ、電子・光学

製品製造業」が最も多く、これに「輸送用機器製

造業」が続く。また、「その他の製造業」の割合も

他国と比べて大きい。非製造業については内訳

のデータがないが、全体で見ると増加している。
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【【図図表表 22--22--66】】  主主要要国国ににおおけけるる企企業業部部門門のの産産業業分分類類別別研研究究者者数数のの推推移移  

注： 
1) 米国の産業分類は北米産業分類(NAICS)を使用。その他の国は、国際標準産業分類第 4 次改定版（ISIC Rev.4）に準拠しているため、各国の産業分

類とは異なる。 
2) 米国を除いた各国とも研究開発を行う企業の主な経済活動(Main economic activity)に応じて分類している。 
3) 米国では、「Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting」及び「Public Administration」は除かれている。よって、他国の非製造業と異なっているため、国

際比較する際は注意が必要である。 
4) 日本は定義が異なる。フランスの 2017 年は暫定値。 
5) 英国については企業の計測の範囲の見直しが行われた。これに伴い OECD, MSTI では研究者数や研究開発費のデータが更新されているが、本図表

の出典としている OECD, “R＆D Statistics”では、過去のデータが掲載されているため、今般の科学技術指標 2023 では掲載を見合わせた。 
資料： 
米国：NSF, 2018 年まで “Business Research and Development and Innovation”、2019 年は“Business Enterprise Research and Development”  
その他の国：OECD, “R&D Statistics”  
参照：表 2-2-6
 
 

(3)日本の産業分類別研究者 

日本は、どの業種の企業に研究者が多いのか

を従業員に占める割合で見た(図表 2-2-7)。なお、

ここでは研究開発を実施していない企業の従業

員数も含めた割合を示している。 

まず、非製造業（0.6％）よりも製造業（4.5％）に

おいて割合が高い。 

2021 年で最も割合が高いのは、製造業の「情

報通信機械器具製造業 11」であり、17.6％となって

いる。これに「業務用機械器具製造業」、「医薬品

製造業」、「化学工業」が続く。 

非製造業では「学術研究、専門・技術サービス

業 12」で 3.3％と割合が高いが、製造業と比較する

と低い傾向にある。 

  

 
11 通信機械器具、映像音響機械器具、電子計算機の製造業等が含ま

れる。 

【【図図表表22--22--77】】  日日本本のの産産業業分分類類別別従従業業員員にに占占めめ

るる研研究究者者のの割割合合（（22002222 年年））  

注 
研究開発を実施していない企業も含んでいる。該当年の 3 月 31 日
時点の研究者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-2-7

12 学術・開発機関等が含まれる。 
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(2)主要国における産業分類別の研究者 

主要国における企業部門の製造業と非製造業

の研究者について、各国最新年からの 3 年平均

で見ると（図表 2-2-5）、日本は製造業の割合が約

9 割、ドイツ、中国、韓国は約 8 割である。他方、

米国は約 6 割、フランスに関しては、製造業の割

合が半分以下であり、非製造業の重みが他国と

比較すると大きい。2011 年～2013 年の 3 年平均

と各国最新年の 3 年平均で比較すると、ほとんど

の国で製造業と非製造業のバランスに大きな変化

は見られなかった。非製造業の割合が米国（6 ポ

イント）、韓国（5 ポイント）で増加している。 

  

【【図図表表 22--22--55】】  主主要要国国ににおおけけるる企企業業部部門門のの製製造造

業業とと非非製製造造業業のの研研究究者者数数のの割割

合合  
 

 
注： 
1) 各国企業部門の定義は図表 1-1-4 を参照のこと。 
2) 米国の産業分類は、北米産業分類(NAICS)を使用。米国の企業部

門では、NAICS における「Agriculture, Forestry, Fishing and 
Hunting」及び「Public Administration」は除かれている。よって、他
国の非製造業と異なっているため、国際比較する際は注意が必要
である。 

3) 日本の産業分類は日本標準産業分類に基づいた科学技術研究調
査の産業分類を使用。日本は該当年の 3 月 31 日時点の研究者数
を測定している。 

4) ドイツ、フランス、中国は研究開発を行う企業の主な経済活動(Main 
economic activity)に応じて分類している。 

5) フランスの後半については 2 年平均の値である。 
6) 英国については企業の計測の範囲の見直しが行われた。これに伴

い OECD, MSTI では研究者数や研究開発費のデータが更新されて
いるが、本図表の出典としている OECD, “R＆D Statistics”では、
過去のデータが掲載されている状態のため、今般の科学技術指標
2023 では掲載を見合わせた。 

資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」  
米国：NSF, 2018 年まで“Business Research and Development and In-
novation”、2019 年は“Business Enterprise Research and Develop-
ment” 
その他の国：OECD, “R&D Statistics” 
参照：表 2-2-5 
 

図表 2-2-6 では、更に詳細な産業分類で研究

者の状況を見る。なお、米国と他国では産業分類

と扱う項目が異なるので留意されたい。また、中国

については非製造業の内訳がないため、全体の

数を示した。米国では製造業、非製造業ともに

2010 年から拡大していたが、製造業については、

2015 年からほぼ横ばい（2018 年は除く）に推移し

ている一方で、非製造業は継続して増加している。

製造業では「コンピュータ、電子製品工業」が、非

製造業では「情報通信業」が多くを占めている。最

新年では製造業は減少している産業が多いのに

対して、非製造業では内訳を示した 4 つの産業全

てで増加している。 

日本では、製造業、非製造業ともに、全体では

大きな変化は見えない。製造業の内訳を見ると、

「コンピュータ、電子・光学製品製造業」は減少傾

向にあったが、近年はほぼ横ばいに推移している。

「輸送用機器製造業」は長期的に見ると増加傾向

にある。非製造業では、「情報通信業」が最も多く、

これに「専門・科学・技術サービス業」が続く。いず

れも長期的に見るとほぼ横ばいに推移していたが、

2020 年はそれぞれ 20％を超える減少を見せてい

る。 

ドイツは、「輸送用機器製造業」が継続して最も

大きく、増加し続けている。次いで多いのは「コン

ピュータ、電子・光学製品製造業」である。非製造

業では「専門・科学・技術サービス業」が最も多い。 

フランスは、製造業よりも非製造業の研究者数

が多い。「専門・科学・技術サービス業」が最も多く、

これに「情報通信業」が続き、いずれも増加してい

る。製造業では「輸送用機器製造業」が最も多く、

増加もしている。 

韓国では、製造業、非製造業ともに増加してい

る。製造業では「コンピュータ、電子・光学製品製

造業」が最も多く、これに「輸送用機器製造業」が

続く。両産業ともに長期的に増加傾向にある。非

製造業では、「情報通信業」が最も多く、増加もし

ている。 

中国の製造業全体での研究者数は、主要国中

最も多い。内訳を見ると「コンピュータ、電子・光学

製品製造業」が最も多く、これに「輸送用機器製

造業」が続く。また、「その他の製造業」の割合も

他国と比べて大きい。非製造業については内訳

のデータがないが、全体で見ると増加している。
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【【図図表表 22--22--66】】  主主要要国国ににおおけけるる企企業業部部門門のの産産業業分分類類別別研研究究者者数数のの推推移移  

注： 
1) 米国の産業分類は北米産業分類(NAICS)を使用。その他の国は、国際標準産業分類第 4 次改定版（ISIC Rev.4）に準拠しているため、各国の産業分

類とは異なる。 
2) 米国を除いた各国とも研究開発を行う企業の主な経済活動(Main economic activity)に応じて分類している。 
3) 米国では、「Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting」及び「Public Administration」は除かれている。よって、他国の非製造業と異なっているため、国

際比較する際は注意が必要である。 
4) 日本は定義が異なる。フランスの 2017 年は暫定値。 
5) 英国については企業の計測の範囲の見直しが行われた。これに伴い OECD, MSTI では研究者数や研究開発費のデータが更新されているが、本図表

の出典としている OECD, “R＆D Statistics”では、過去のデータが掲載されているため、今般の科学技術指標 2023 では掲載を見合わせた。 
資料： 
米国：NSF, 2018 年まで “Business Research and Development and Innovation”、2019 年は“Business Enterprise Research and Development”  
その他の国：OECD, “R&D Statistics”  
参照：表 2-2-6
 
 

(3)日本の産業分類別研究者 

日本は、どの業種の企業に研究者が多いのか

を従業員に占める割合で見た(図表 2-2-7)。なお、

ここでは研究開発を実施していない企業の従業

員数も含めた割合を示している。 

まず、非製造業（0.6％）よりも製造業（4.5％）に

おいて割合が高い。 

2021 年で最も割合が高いのは、製造業の「情

報通信機械器具製造業 11」であり、17.6％となって

いる。これに「業務用機械器具製造業」、「医薬品

製造業」、「化学工業」が続く。 

非製造業では「学術研究、専門・技術サービス

業 12」で 3.3％と割合が高いが、製造業と比較する

と低い傾向にある。 

  

 
11 通信機械器具、映像音響機械器具、電子計算機の製造業等が含ま

れる。 

【【図図表表22--22--77】】  日日本本のの産産業業分分類類別別従従業業員員にに占占めめ

るる研研究究者者のの割割合合（（22002222 年年））  

注 
研究開発を実施していない企業も含んでいる。該当年の 3 月 31 日
時点の研究者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-2-7

12 学術・開発機関等が含まれる。 
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日本の企業に所属する研究者はどのような専

門的知識を持っているのだろうか。ここでは、産業

分類別に、その業種に所属する研究者の専門分

野を見る（図表 2-2-8）。 

企業に所属する研究者は、「機械・船舶・航空」

分野を専門とする者が最も多く、全体の 25.8％を

占めている。次いで「電気・通信」が 24.1％であり、

この 2 分野で全体の約半数を占めている。他方、

最も少ない分野は「人文・社会科学」(1.5％)である。

また、「情報科学」分野を専門とする研究者の割

合は 8.9％と 2016 年（7.7％（科学技術指標 2017

参照））と比較すると微増している。 

所属する企業の産業分類から見ると、最も多く

を占める「輸送用機械器具製造業」では、「機械・

船舶・航空」分野を専門とする研究者が多く、これ

に「電気・通信」分野が続き、二つの分野の研究

者で約 8 割を占めている。 

「情報通信機械器具製造業」では、「電気・通信」

分野を専門とする研究者が最も多く、約半数を占

めている。多様な専門分野を持つ研究者が所属

しているのは「業務用機械器具製造業」である。 

非製造業に注目すると、「情報通信業」では、

「情報科学」分野を専門とする研究者が多くを占

めている。なお、「情報科学」分野を専門とする研

究者の半数は「情報通信業」に所属しており、次

いで多いのは「情報通信機械器具製造業」、「業

務用機械器具製造業」である。 

「学術研究、専門・技術サービス業」では、「電

気・通信」、「機械・船舶・航空」分野を専門とする

研究者が約 2 割づつを占めている。 

なお、「人文・社会科学」分野を専門とする研究

者の所属先で最も多いのは「輸送用機械器具製

造業」であり、次いで「学術研究、専門・技術サー

ビス業」である。 

  

【【図図表表 22--22--88】】  日日本本のの企企業業ににおおけけるる研研究究者者のの専専門門分分野野((22002222 年年))  

 
注： 
1) HC(実数)である。専門分野別の合計値と総数は四捨五入の関係上、一致しない。 
2) 研究者の専門分野は、研究者の現在の研究（業務）内容により分類されている。 
3) 該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-2-8 
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(4)産業分類別の研究人材集約度と高度研

究人材活用度の関係：日米比較 

産業分類別の研究人材集約度と高度研究人

材活用度の関係を示す。横軸が研究人材集約度

(HC 研究者/従業員)、縦軸が高度研究人材活用

度(博士号保持者/HC 研究者)であり、円の面積

が博士号保持者の数に対応している。 

日本の状況を見ると(図表 2-2-9(A))、ここに示

した産業分類のうち、高度研究人材活用度が高

いのは「医薬品製造業」であり、17.2％となってい

る。次いで「化学工業」が 8.8％となっている。 

研究人材集約度が最も高いのは「情報通信機

械器具製造業」であり、23.8％となっている。「情

報通信業」については、研究人材集約度が 7.0％、

高度研究人材活用度が 2.1％と、どちらも低い。 

米国の状況を見ると(図表 2-2-9(B))、高度研究

人材活用度が高い産業は、「医薬品工業」、「化

学工業（医薬品工業を除く）」であり、それぞれ

28.4％、21.9％を示している。なお、「医薬品工業」

は研究人材集約度も高く、14.7％である。研究人

材集約度が高い産業は、「コンピュータ、電子製

品工業(18.0％）」、「専門、科学技術サービス業

(12.7％）」、「情報通信業(12.6％)」である。このう

ち、「コンピュータ、電子製品工業」、「専門、科学

技術サービス業」は高度研究人材活用度も

10.5％と、比較的高い傾向にある。 

このように、日米ともに産業分類によって研究人

材集約度と高度研究人材活用度の状況が異なる。

米国の産業において、研究者に占める博士号保

持者の割合(高度研究人材活用度)が 5％未満の

産業は少ないが、日本は多くの産業で 5％未満と

なっており、米国と比べて高度研究人材の活用度

が低い傾向にある。

  

【【図図表表 22--22--99】】  産産業業分分類類別別のの研研究究人人材材集集約約度度とと高高度度研研究究人人材材活活用用度度のの関関係係  

  

((AA))日日本本((22002222 年年））  ((BB))米米国国((22001199 年年））  

 
 
注： 
1) 研究開発を実施している企業を対象としている。研究人材集約度とは、従業員に占める HC 研究者数の割合である。高度研究人材活用度とは、HC 研

究者に占める博士号保持者の割合である。オレンジは製造業、黄色は非製造業を示す。 
2) 日本は該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
3) 日本の産業分類は日本標準産業分類に基づいた科学技術研究調査の産業分類を使用。米国の産業分類は北米産業分類(NAICS)を使用。分類が異

なるため、国際比較する際には注意が必要である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
米国：NSF, “Business Enterprise Research and Development: 2019” 
参照：表 2-2-9 
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日本の企業に所属する研究者はどのような専

門的知識を持っているのだろうか。ここでは、産業

分類別に、その業種に所属する研究者の専門分

野を見る（図表 2-2-8）。 

企業に所属する研究者は、「機械・船舶・航空」

分野を専門とする者が最も多く、全体の 25.8％を

占めている。次いで「電気・通信」が 24.1％であり、

この 2 分野で全体の約半数を占めている。他方、

最も少ない分野は「人文・社会科学」(1.5％)である。

また、「情報科学」分野を専門とする研究者の割

合は 8.9％と 2016 年（7.7％（科学技術指標 2017

参照））と比較すると微増している。 

所属する企業の産業分類から見ると、最も多く

を占める「輸送用機械器具製造業」では、「機械・

船舶・航空」分野を専門とする研究者が多く、これ

に「電気・通信」分野が続き、二つの分野の研究

者で約 8 割を占めている。 

「情報通信機械器具製造業」では、「電気・通信」

分野を専門とする研究者が最も多く、約半数を占

めている。多様な専門分野を持つ研究者が所属

しているのは「業務用機械器具製造業」である。 

非製造業に注目すると、「情報通信業」では、

「情報科学」分野を専門とする研究者が多くを占

めている。なお、「情報科学」分野を専門とする研

究者の半数は「情報通信業」に所属しており、次

いで多いのは「情報通信機械器具製造業」、「業

務用機械器具製造業」である。 

「学術研究、専門・技術サービス業」では、「電

気・通信」、「機械・船舶・航空」分野を専門とする

研究者が約 2 割づつを占めている。 

なお、「人文・社会科学」分野を専門とする研究

者の所属先で最も多いのは「輸送用機械器具製

造業」であり、次いで「学術研究、専門・技術サー

ビス業」である。 

  

【【図図表表 22--22--88】】  日日本本のの企企業業ににおおけけるる研研究究者者のの専専門門分分野野((22002222 年年))  

 
注： 
1) HC(実数)である。専門分野別の合計値と総数は四捨五入の関係上、一致しない。 
2) 研究者の専門分野は、研究者の現在の研究（業務）内容により分類されている。 
3) 該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-2-8 

 

非
製
造
業

製
造
業

工
学

理
学

第 2 章 研究開発人材 

- 89 - 

(4)産業分類別の研究人材集約度と高度研

究人材活用度の関係：日米比較 

産業分類別の研究人材集約度と高度研究人

材活用度の関係を示す。横軸が研究人材集約度

(HC 研究者/従業員)、縦軸が高度研究人材活用

度(博士号保持者/HC 研究者)であり、円の面積

が博士号保持者の数に対応している。 

日本の状況を見ると(図表 2-2-9(A))、ここに示

した産業分類のうち、高度研究人材活用度が高

いのは「医薬品製造業」であり、17.2％となってい

る。次いで「化学工業」が 8.8％となっている。 

研究人材集約度が最も高いのは「情報通信機

械器具製造業」であり、23.8％となっている。「情

報通信業」については、研究人材集約度が 7.0％、

高度研究人材活用度が 2.1％と、どちらも低い。 

米国の状況を見ると(図表 2-2-9(B))、高度研究

人材活用度が高い産業は、「医薬品工業」、「化

学工業（医薬品工業を除く）」であり、それぞれ

28.4％、21.9％を示している。なお、「医薬品工業」

は研究人材集約度も高く、14.7％である。研究人

材集約度が高い産業は、「コンピュータ、電子製

品工業(18.0％）」、「専門、科学技術サービス業

(12.7％）」、「情報通信業(12.6％)」である。このう

ち、「コンピュータ、電子製品工業」、「専門、科学

技術サービス業」は高度研究人材活用度も

10.5％と、比較的高い傾向にある。 

このように、日米ともに産業分類によって研究人

材集約度と高度研究人材活用度の状況が異なる。

米国の産業において、研究者に占める博士号保

持者の割合(高度研究人材活用度)が 5％未満の

産業は少ないが、日本は多くの産業で 5％未満と

なっており、米国と比べて高度研究人材の活用度

が低い傾向にある。

  

【【図図表表 22--22--99】】  産産業業分分類類別別のの研研究究人人材材集集約約度度とと高高度度研研究究人人材材活活用用度度のの関関係係  

  

((AA))日日本本((22002222 年年））  ((BB))米米国国((22001199 年年））  

 
 
注： 
1) 研究開発を実施している企業を対象としている。研究人材集約度とは、従業員に占める HC 研究者数の割合である。高度研究人材活用度とは、HC 研

究者に占める博士号保持者の割合である。オレンジは製造業、黄色は非製造業を示す。 
2) 日本は該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
3) 日本の産業分類は日本標準産業分類に基づいた科学技術研究調査の産業分類を使用。米国の産業分類は北米産業分類(NAICS)を使用。分類が異

なるため、国際比較する際には注意が必要である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
米国：NSF, “Business Enterprise Research and Development: 2019” 
参照：表 2-2-9 
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(5)企業における女性研究者：日独比較

ここでは企業における女性研究者の日独比較

を行う。先に見たように、企業における研究者全

体の産業分類別でのバランスを見た場合（図表

2-2-6）、日本とドイツは、製造業では「コンピュー

タ、電子・光学製品製造業」や「輸送用機器製造

業」が多く、非製造業では、「情報通信業」や「専

門・科学・技術サービス業」が多いという傾向にあ

る。また、製造業と非製造業のバランスは、日本は

9 対 1、ドイツは 8 対 2 である。企業における女性

研究者の割合は、日本では 11.6％、ドイツでは

14.8％である。このように比較的共通点の多い日

本とドイツであるが、図表2-2-6で示した産業分類

別の研究者数は、ほぼ男性の状況を表していると

考えられる。女性研究者を産業分類別で見た場

合、傾向に違いはあるのだろうか。 

日本の企業における女性研究者数を見ると（図

表 2-2-10）、2022 年の製造業では 5.4 万人、非

製造業では 1.5 万人であり、8 対 2 のバランスであ

る。ともに継続して増加しているが、製造業は

2010 年代後半から大きく伸びており、非製造業は

2022 年に大きく伸びた。2022 年の内訳を見ると、

製造業では「食品製造業」が最も多く、次いで「化

学工業」が多い。また、非製造業では「情報通信

業」、「専門・科学・技術サービス業」が同程度に

多い。 

ドイツを見ると（図表 2-2-10（B））、2019 年の製

造業では 3.2 万人、非製造業は 1.4 万人であり、7

対 3のバランスである。2019年の内訳を見ると、製

造業では「自動車および自動車部品製造業」が最

も多く、次いで「医薬品、医薬部外品の製造業」が

多い。非製造業では「専門的、科学的、技術的サ

ービス業」が多く、非製造業全体の約 7 割を占め

ている。 

国全体の産業の割合と比較すると、日本では、

「食料品製造業」、「医薬品製造業」、「化学工業」

の順、ドイツでは、「食品、飲料、タバコの製造業」、

「医薬品、医薬部外品の製造業」、「化学品および

化学製品の製造業」の順で女性研究者割合が高

い傾向にある。 

【図表 2-2-10】 企業における産業分類別女性研究者の日独比較 

(A)日本 (B)ドイツ

注： 
1) HC（実数）研究者である。日本は該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。
2) 日本の産業分類は日本標準産業分類に基づいた科学技術研究調査の産業分類を使用。ドイツの産業分類は Klassifikation der Wirtschaftszweige,

Ausgabe 2008 (WZ 2008)を使用。分類が異なるため、国際比較する際には注意が必要である。
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
ドイツ：BMBF, “Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Destatis” 
参照：表 2-2-10 
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(5)企業における女性研究者：日独比較 
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業」が多く、非製造業では、「情報通信業」や「専
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国全体の産業の割合と比較すると、日本では、
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化学製品の製造業」の順で女性研究者割合が高

い傾向にある。 

  

【【図図表表 22--22--1100】】  企企業業ににおおけけるる産産業業分分類類別別女女性性研研究究者者のの日日独独比比較較  

  

((AA))日日本本  ((BB))ドドイイツツ  

  
注： 
1) HC（実数）研究者である。日本は該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
2) 日本の産業分類は日本標準産業分類に基づいた科学技術研究調査の産業分類を使用。ドイツの産業分類は Klassifikation der Wirtschaftszweige, 

Ausgabe 2008 (WZ 2008)を使用。分類が異なるため、国際比較する際には注意が必要である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
ドイツ：BMBF, “Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Destatis” 
参照：表 2-2-10 
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22..22..33 大大学学部部門門のの研研究究者者  

(1)各国大学部門の研究者 

大学部門は研究者数の国際比較を行う際に、

困難を伴う。2.1.1 節に述べたが、再度簡単に注

意点を示す。まず、①調査方法に違いがある。大

学部門の研究者を計測する際に研究開発統計調

査を行わず、各国の既存のデータ、たとえば、教

育統計（教職員や学生についての計測をしている

統計など）や、職業や学位取得を調査する統計な

どを用いている国がある。2 点目として、②測定方

法の違いがあげられる。研究開発統計調査を行っ

ているのであれば、調査票で研究専従換算をした

研究者数を測定できるが、教育統計などを用いて

いる場合は研究専従換算係数を乗じて、研究専

従換算をした研究者数(FTE研究者数)を計測しな

ければならない。日本は研究開発統計調査を行

っているが、そこでは研究専従換算をした研究者

数の計測を行っていない。最後に、③調査対象に

も違いが見られる。大学の研究者に含まれている

博士課程在籍者の計数方法について国によって

違いがあり、たとえば、経済的支援を受けているか

どうか、その人数に研究専従換算係数をかけるか、

などといった差異が出てくる。 

日本の大学部門の FTE 研究者数として、文部

科学省が実施した「大学等におけるフルタイム換

算データに関する調査」（FTE 調査）に基づく研究

専従換算係数(FTE 係数)を使用し、FTE 研究者

数を計測したデータを使用している（図表 2-1-2

参照）。FTF 調査は 2002 年から、FTE 研究者数

の計測に用いられており、2008 年、2013 年、2018

年に FTE 係数の更新が行われた。これに伴い、

2009 年、2013 年、2018 年のデータは前年からの

継続性が損なわれている。 

主要国における大学部門の研究者数を見ると

(図表 2-2-11)、日本の大学部門の 2022年の研究

者数（FTE 値）は 13.7 万人である。 

中国の大学部門の研究者については、OECD

が公表を控えたため（2.1.2 節参照）、科学技術指

標 2022 よりも以前の値（2018 年値）が最新値とな

っていることに留意されたい。また、2009 年から

OECD のフラスカティ・マニュアルの定義に従って

測定し始めたため、2008 年と 2009 年の間に差異

があるが、その後は継続して増加している。2018

年の研究者数は 35.3 万人、主要国の中で一番の

規模である。 

米国の大学の研究者数は 1999 年を最後に、

OECDの“Main Science and Technology Indicators”

には掲載されていなかった。今般、米国による研

究開発人材統計の報告が再開され、2020 年から

データが入手できるようになった（2.1.2 参照）。な

お、数値が掲載されていない期間については図

表中に点線で示した。2021 年における米国の大

学部門の研究者数は 19.0 万人であり、中国に次

ぐ規模である。 

英国の研究者数には、1993年と 1994年の間に

差異があるが、これは高等教育機関の改革（旧大

学と旧ポリテクニクの一元化）などにより、調査対

象が変更されたことが影響していると考えられる。

また、英国の 1999 年～2004 年の値は出典とした

データに掲載されていない。2019 年の研究者数

は 17.2 万人である。 

ドイツに関しては、2000 年代中頃(2005 年時点

で 6.5万人)から、研究者数が大幅に増加し、2021

年では 12.1 万人である。 

フランスの研究者数は、2000 年代中頃まで、ド

イツと同様の伸びを示していた。その後も、ドイツ

と比べて伸びは小さいが一貫して増加している。

2021 年では 9.2 万人である。 

韓国の研究者数は、1990 年代半ばから長期的

に増加傾向に推移した後、2012 年を境にしばらく

の間、研究者数が減少傾向にあったが、近年は

増加している。2021年の研究者数は 4.4万人であ

る。 

 

 

 

 

 

第
２
章　
　
　

研
究
開
発
人
材

93



第 2 章 研究開発人材  

- 92 - 

【【図図表表 22--22--1111】】  主主要要国国ににおおけけるる大大学学部部門門のの研研究究者者数数のの推推移移  

 
注： 
1) 大学部門の研究者の定義及び測定方法については国によって違いがあるため、国際比較する際には注意が必要である。各国の研究者の違いについ

ては図表 2-1-1 を参照のこと。大学部門の違いについては図表 1-1-4(B)を参照のこと。 
2) 各国の値は FTE 値である（日本については HC 値も示した）。  
3) 自然科学と人文・社会科学の合計である（ただし、韓国は 2006 年まで自然科学のみ）。  
4) 日本の研究者は 3 種類のデータがある。日本＊は FTE か HC について明確な定義がされていない値、日本(FTE)は FTE 研究者数、日本(HC)は HC

研究者。2001 年以前の値は該当年の 4 月 1 日時点の研究者数、2002 年以降の値は 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
5) 米国は 1985、1987、1993 年において時系列の連続性は失われている。 
6) ドイツは 1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。1987、1991、2006、2016 年において時系列の連続性は失われている。2021 年は暫定値

である。 
7) フランスは 1997、2000、2014 年において時系列の連続性は失われている。2012、2020 年は見積り値である。2013 年は過小評価されるか、過小評価さ

れたデータに基づく。2020 年は暫定値である。 
8) 英国は 1994、2005 年において時系列の連続性は失われている。2005～2008 年は見積り値である。 
9) 中国は 2008 年までの研究者の定義は、OECD の定義が異なり、2009 年から計測方法を変更した。そのため、時系列変化を見る際には注意が必要で

ある。 
10) EU-27 は見積り値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」文部科学省、「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」 
ドイツ、フランス、英国、中国、韓国、EU-27：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
米国：2020、2021 年は NSF，“Higher Education Research and Development”、その他の年は OECD，“Main Science and Technology Indicators March 
2023” 
参照：表 2-2-11 
 
 

(2)日本の大学部門の研究者 

日本の大学部門の研究者について、国公私立

大学別に、その規模、学問分野、業務区分及び

任期の有無について状況を見る。なお、この節で

の大学部門の研究者とは「科学技術研究調査報

告」における「研究本務者」の数値(研究専従換算

していない数値)であり、学外からの研究者は含ま

れていない。 

国公私立大学別に大学部門の研究者数を見る

と(図表 2-2-12)、国立大学と私立大学が同程度

の規模を持っていることがわかる。2022 年の国立、

公立、私立大学の研究者数は、それぞれ 13.7 万

人、2.2万人、14.3万人である。各大学ともに 2000

年頃まで急速に増加した後は緩やかな増加傾向

となっている。ただし、その値は大学で異なり、

2011 年から 2022 年にかけての増加率は、国立大

学で 3.0％、公立大学では 16.7％、私立大学では

7.6％である。 
 

【【図図表表 22--22--1122】】  国国公公私私立立大大学学別別のの研研究究者者  

 
注： 
研究本務者であり、学外からの兼務者を除く。HC(実数)である。2001
年以前の値は該当年の 4 月 1 日時点の研究者数、2002 年以降の値
は 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-2-12 
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学問分野（所属組織の分野）について、「人文・

社会科学」、「自然科学」、「その他 13」に分類し、国

公私立大学の構造見ると（図表 2-2-13）、国立大学

では、「自然科学」が大多数を占めている。2022 年

の「自然科学」の研究者数は 10.9 万人であり、「人

文・社会科学」は 1.5 万人、「その他」は 1.2 万人で

ある。時系列を見ると、「自然科学」の研究者数は継

続して伸びていたが、2015 年頃からほぼ横ばいに

推移している。また、「人文・社会科学」については

ピークであった 2007 年と比べて 8.0％減少している。 

公立大学では国立大学と同様の傾向にあり「自

然科学」が大多数を占めている。「自然科学」の研

究者は、漸増傾向にあったが、2019 年から伸びの

度合いが大きくなった。他方、「人文・社会科学」に

ついてはピークであった 2007 年と比べて 14.8％減

少している。 

私立大学では、「自然科学」（2022 年：8.1 万人）

が最も多いが、「人文・社会科学」(2022：4.2 万人)も

国公立大学と比較すると多い傾向にある。「自然科

学」の研究者数は継続して増加しているが、「人文・

社会科学」の研究者数は 2010 年をピークに漸減傾

向が続いている。 

国公私立大学の分野別研究者の構造は異なる

が、「人文・社会科学」の研究者が 2000 年代後半と

比べて減少しているのは共通している。 

  

 
13 家政学、教育学、その他である。 

【【図図表表 22--22--1133】】  国国公公私私立立大大学学別別学学問問分分野野別別のの研研究究者者  

  

((AA))国国立立大大学学  

  

((BB))公公立立大大学学  

  

((CC))私私立立大大学学  

 
 
注： 
研究本務者であり、学外からの兼務者を除く。HC(実数)である。2001 年
以前の値は該当年の 4 月 1 日時点の研究者数、2002 年以降の値は 3
月 31 日時点の研究者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-2-13 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1987 90 93 96 99 02 05 08 11 14 17 20

万人

2022年

その他

自然科学

人文・社会科

学

国
立
大
学
の
学
問
分
野
別
研
究
者
数

0

1

2

3

4

1987 90 93 96 99 02 05 08 11 14 17 20

万人

2022年

その他

自然科学

人文・社会科

学

公
立
大
学
の
学
問
分
野
別
研
究
者
数

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1987 90 93 96 99 02 05 08 11 14 17 20

万人

2022年

その他

自然科学

人文・社会科

学

私
立
大
学
の
学
問
分
野
別
研
究
者
数

第
２
章　

　

研
究
開
発
人
材

94



第 2 章 研究開発人材  

- 92 - 

【【図図表表 22--22--1111】】  主主要要国国ににおおけけるる大大学学部部門門のの研研究究者者数数のの推推移移  

 
注： 
1) 大学部門の研究者の定義及び測定方法については国によって違いがあるため、国際比較する際には注意が必要である。各国の研究者の違いについ

ては図表 2-1-1 を参照のこと。大学部門の違いについては図表 1-1-4(B)を参照のこと。 
2) 各国の値は FTE 値である（日本については HC 値も示した）。  
3) 自然科学と人文・社会科学の合計である（ただし、韓国は 2006 年まで自然科学のみ）。  
4) 日本の研究者は 3 種類のデータがある。日本＊は FTE か HC について明確な定義がされていない値、日本(FTE)は FTE 研究者数、日本(HC)は HC

研究者。2001 年以前の値は該当年の 4 月 1 日時点の研究者数、2002 年以降の値は 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
5) 米国は 1985、1987、1993 年において時系列の連続性は失われている。 
6) ドイツは 1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。1987、1991、2006、2016 年において時系列の連続性は失われている。2021 年は暫定値

である。 
7) フランスは 1997、2000、2014 年において時系列の連続性は失われている。2012、2020 年は見積り値である。2013 年は過小評価されるか、過小評価さ

れたデータに基づく。2020 年は暫定値である。 
8) 英国は 1994、2005 年において時系列の連続性は失われている。2005～2008 年は見積り値である。 
9) 中国は 2008 年までの研究者の定義は、OECD の定義が異なり、2009 年から計測方法を変更した。そのため、時系列変化を見る際には注意が必要で

ある。 
10) EU-27 は見積り値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」文部科学省、「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」 
ドイツ、フランス、英国、中国、韓国、EU-27：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
米国：2020、2021 年は NSF，“Higher Education Research and Development”、その他の年は OECD，“Main Science and Technology Indicators March 
2023” 
参照：表 2-2-11 
 
 

(2)日本の大学部門の研究者 

日本の大学部門の研究者について、国公私立

大学別に、その規模、学問分野、業務区分及び

任期の有無について状況を見る。なお、この節で

の大学部門の研究者とは「科学技術研究調査報

告」における「研究本務者」の数値(研究専従換算

していない数値)であり、学外からの研究者は含ま

れていない。 

国公私立大学別に大学部門の研究者数を見る

と(図表 2-2-12)、国立大学と私立大学が同程度

の規模を持っていることがわかる。2022 年の国立、

公立、私立大学の研究者数は、それぞれ 13.7 万

人、2.2万人、14.3万人である。各大学ともに 2000

年頃まで急速に増加した後は緩やかな増加傾向

となっている。ただし、その値は大学で異なり、

2011 年から 2022 年にかけての増加率は、国立大

学で 3.0％、公立大学では 16.7％、私立大学では

7.6％である。 
 

【【図図表表 22--22--1122】】  国国公公私私立立大大学学別別のの研研究究者者  

 
注： 
研究本務者であり、学外からの兼務者を除く。HC(実数)である。2001
年以前の値は該当年の 4 月 1 日時点の研究者数、2002 年以降の値
は 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-2-12 
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学問分野（所属組織の分野）について、「人文・

社会科学」、「自然科学」、「その他 13」に分類し、国

公私立大学の構造見ると（図表 2-2-13）、国立大学

では、「自然科学」が大多数を占めている。2022 年

の「自然科学」の研究者数は 10.9 万人であり、「人

文・社会科学」は 1.5 万人、「その他」は 1.2 万人で

ある。時系列を見ると、「自然科学」の研究者数は継

続して伸びていたが、2015 年頃からほぼ横ばいに

推移している。また、「人文・社会科学」については

ピークであった 2007 年と比べて 8.0％減少している。 

公立大学では国立大学と同様の傾向にあり「自

然科学」が大多数を占めている。「自然科学」の研

究者は、漸増傾向にあったが、2019 年から伸びの

度合いが大きくなった。他方、「人文・社会科学」に

ついてはピークであった 2007 年と比べて 14.8％減

少している。 

私立大学では、「自然科学」（2022 年：8.1 万人）

が最も多いが、「人文・社会科学」(2022：4.2 万人)も

国公立大学と比較すると多い傾向にある。「自然科

学」の研究者数は継続して増加しているが、「人文・

社会科学」の研究者数は 2010 年をピークに漸減傾

向が続いている。 

国公私立大学の分野別研究者の構造は異なる

が、「人文・社会科学」の研究者が 2000 年代後半と

比べて減少しているのは共通している。 

  

 
13 家政学、教育学、その他である。 

【【図図表表 22--22--1133】】  国国公公私私立立大大学学別別学学問問分分野野別別のの研研究究者者  

  

((AA))国国立立大大学学  

  

((BB))公公立立大大学学  

  

((CC))私私立立大大学学  

 
 
注： 
研究本務者であり、学外からの兼務者を除く。HC(実数)である。2001 年
以前の値は該当年の 4 月 1 日時点の研究者数、2002 年以降の値は 3
月 31 日時点の研究者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-2-13 
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大学部門の研究者を 4 つの業務（教員、大学院

博士課程の在籍者、医局員、その他の研究員）に

分類し、国公私立大学における業務区分別の状況

を見る（図表 2-2-14）。 

国立大学の構造を見ると、2022 年の「教員」は

6.9万人、次いで「大学院博士課程の在籍者」が 4.9

万人であり、この 2 つの業務区分の研究者が大多

数を占めている。特に「大学院博士課程の在籍者」

は、公立大学や私立大学と比較して極めて多い。

「医局員」及び「その他の研究員」はそれぞれ 0.9 万

人、1.0 万人であり、「その他の研究員」も他の大学

と比較すると多い。時系列を見ると、「教員」は漸増

傾向が続いていたが、2017 年を境にほぼ横ばいに

推移している。「大学院博士課程の在籍者」は 1990

年代に大きく伸びた後、2007 年まで漸増傾向が続

いた。その後はほぼ横ばいに推移している。 

公立大学では、2022 年において「教員」が 1.5 万

人、「大学院博士課程の在籍者」が 0.5万人と「教員」

が多くを占めている。時系列を見ると、1990 年代に

は「教員」、「大学院博士課程の在籍者」が増加した。

「大学院博士課程の在籍者」は、2005 年頃までは

増加が続いた後、増加のペースが落ちた。2010 年

代に入ってから、いずれの業務区分ともに増加傾向

にある。 

私立大学では、2022 年において「教員」が 11.3

万人と極めて多く、私立大学の研究者のほとんどを

占めている。「大学院博士課程の在籍者」は 1.7 万

人、「医局員」は 0.9 万人、「その他の研究員」は 0.3

万人である。時系列を見ると、「教員」の数が継続し

て増加している。「大学院博士課程の在籍者」も長

期的に増加していたが、2010 年頃からほぼ横ばい

である。 

  

【【図図表表 22--22--1144】】  国国公公私私立立大大学学別別業業務務区区分分別別のの研研

究究者者  

  

((AA))国国立立大大学学  

  

((BB))公公立立大大学学  

  

((CC))私私立立大大学学  
 

 
注： 
研究本務者であり、学外からの兼務者を除く。HC(実数)である。2001 年
以前の値は該当年の 4 月 1 日時点の研究者数、2002 年以降の値は 3
月 31 日時点の研究者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-2-14 
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大学部門の研究者について、任期の状況を示

す（図表 2-2-15）。 

国公私立大学別で見ると、国立大学の方が、

公立大学や私立大学と比べて任期有り研究者の

割合が高い傾向にある。その傾向は、男女別でも

同様の傾向にある。 

また、男性研究者よりも女性研究者の方が任期

有り研究者の割合は高い傾向にある。国公私立

大学別、学問分野別で見ても、ほとんどが同様の

傾向にある。 

学問分野別では、保健分野での任期有り研究

者の割合が高い。保健分野では任期有り研究者

の男女の差が少ないのと比較して、理学、工学、

農学では、男女の差が大きい。 

 
  

【【図図表表 22--22--1155】】  大大学学等等ににおおけけるる任任期期有有りり研研究究

者者のの割割合合（（22002222 年年））  
 

((AA))国国立立大大学学  

  

((BB))公公立立大大学学  

  

((CC))私私立立大大学学  

 
注： 
1) 教員及びその他の研究員を対象としている。HC(実数)である。 
2) ここでの任期無し研究者は、教員及びその他の研究員のうち、雇

用契約期間の定めがない者（定年までの場合を含む）をいう。任期
有り研究者とは、任期無し研究者以外を指す。 

3) 該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-2-15 
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大学部門の研究者を 4 つの業務（教員、大学院

博士課程の在籍者、医局員、その他の研究員）に

分類し、国公私立大学における業務区分別の状況

を見る（図表 2-2-14）。 

国立大学の構造を見ると、2022 年の「教員」は

6.9万人、次いで「大学院博士課程の在籍者」が 4.9

万人であり、この 2 つの業務区分の研究者が大多

数を占めている。特に「大学院博士課程の在籍者」

は、公立大学や私立大学と比較して極めて多い。

「医局員」及び「その他の研究員」はそれぞれ 0.9 万

人、1.0 万人であり、「その他の研究員」も他の大学

と比較すると多い。時系列を見ると、「教員」は漸増

傾向が続いていたが、2017 年を境にほぼ横ばいに

推移している。「大学院博士課程の在籍者」は 1990

年代に大きく伸びた後、2007 年まで漸増傾向が続

いた。その後はほぼ横ばいに推移している。 

公立大学では、2022 年において「教員」が 1.5 万

人、「大学院博士課程の在籍者」が 0.5万人と「教員」

が多くを占めている。時系列を見ると、1990 年代に

は「教員」、「大学院博士課程の在籍者」が増加した。

「大学院博士課程の在籍者」は、2005 年頃までは

増加が続いた後、増加のペースが落ちた。2010 年

代に入ってから、いずれの業務区分ともに増加傾向

にある。 

私立大学では、2022 年において「教員」が 11.3

万人と極めて多く、私立大学の研究者のほとんどを

占めている。「大学院博士課程の在籍者」は 1.7 万

人、「医局員」は 0.9 万人、「その他の研究員」は 0.3

万人である。時系列を見ると、「教員」の数が継続し

て増加している。「大学院博士課程の在籍者」も長

期的に増加していたが、2010 年頃からほぼ横ばい

である。 

  

【【図図表表 22--22--1144】】  国国公公私私立立大大学学別別業業務務区区分分別別のの研研

究究者者  

  

((AA))国国立立大大学学  

  

((BB))公公立立大大学学  

  

((CC))私私立立大大学学  
 

 
注： 
研究本務者であり、学外からの兼務者を除く。HC(実数)である。2001 年
以前の値は該当年の 4 月 1 日時点の研究者数、2002 年以降の値は 3
月 31 日時点の研究者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-2-14 
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大学部門の研究者について、任期の状況を示

す（図表 2-2-15）。 

国公私立大学別で見ると、国立大学の方が、

公立大学や私立大学と比べて任期有り研究者の

割合が高い傾向にある。その傾向は、男女別でも

同様の傾向にある。 

また、男性研究者よりも女性研究者の方が任期

有り研究者の割合は高い傾向にある。国公私立

大学別、学問分野別で見ても、ほとんどが同様の

傾向にある。 

学問分野別では、保健分野での任期有り研究

者の割合が高い。保健分野では任期有り研究者

の男女の差が少ないのと比較して、理学、工学、

農学では、男女の差が大きい。 

 
  

【【図図表表 22--22--1155】】  大大学学等等ににおおけけるる任任期期有有りり研研究究

者者のの割割合合（（22002222 年年））  
 

((AA))国国立立大大学学  

  

((BB))公公立立大大学学  

  

((CC))私私立立大大学学  

 
注： 
1) 教員及びその他の研究員を対象としている。HC(実数)である。 
2) ここでの任期無し研究者は、教員及びその他の研究員のうち、雇

用契約期間の定めがない者（定年までの場合を含む）をいう。任期
有り研究者とは、任期無し研究者以外を指す。 

3) 該当年の 3 月 31 日時点の研究者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-2-15 
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(3)大学教員の年齢階層の変化 

若手研究者の重要性は第6期科学技術・イノベ

ーション基本計画でも述べられており、主要な数

値目標として、「将来的に、大学本務教員に占め

る 40 歳未満の教員の割合が 3 割以上となることを

目指す」と記されている。他方、優れた研究者が

年齢を問わず活躍し成果をあげていくことは、我

が国の科学技術水準の向上にとって重要であり、

優れた年長の研究者の能力の活用も必要である。 

全大学教員の年齢階層の比率を見ると(図表

2-2-16(A))、25-39歳の教員の比率は、1986年度

には 39.0％であったが 2019年度では 22.0％に減

少した。60 歳以上の比率は同時期に 11.9％から

19.8％に増加した。40-49 歳の比率は、2004 年度

から 25-39 歳比率を上回り、また、50-59 歳比率

は 2013 年度には 25-39 歳比率を上回った。全大

学においては40-49歳の教員が最も多く、2019年

度では 30.1％となっている。 

国公私立大学別に見ると（図表 2-2-16(B)、(C)、

(D)）、国公私立大学ともに、1980 年代では、25-

39 歳比率が一番大きく、次いで年齢の低い順か

ら高い順に並んでいた。2000 年代に入ってから、

国公立大学では 40-49 歳比率の割合が増加し、

2004 年度から 25-39 歳比率を上回っている。25-

39 歳比率の低下に伴い、公立大学では 2007 年

度から、国立大学では 2013 年度から 50-59 歳比

率が 25-39 歳比率を上回っている。 

国、公立大学での 60 歳以上の比率は、元々低

かったがそれでも増加している。一方、私立大学

では、そもそも 60歳以上の比率が国公立大学より

高く、2010年度では、いずれの年代の比率も同程

度となっている。私立大学の 2019年度では 25-39

歳の比率が一番低い。なお、私立大学では 60 歳

以上の比率は 2010 年度を境にほぼ横ばいに推

移している。 

各大学ともに若手教員の比率が減少する一方

で、年長の教員の比率が増加しつつある。大学教

員の年齢階層に変化が生じており、高齢化しつつ

ある。 

【【図図表表 22--22--1166】】  大大学学のの本本務務教教員員のの年年齢齢階階層層構構成成  
 

((AA))全全大大学学  

 

((BB))国国立立大大学学  

 

((CC))公公立立大大学学  

 

((DD))私私立立大大学学  

 
注： 
本務教員とは当該学校に籍のある常勤教員。  
資料： 
文部科学省、「学校教員統計」 
参照：表 2-2-16  
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(4)採用教員の年齢階層の変化 

大学教員の年齢構成の変化は、毎年、新たに

大学教員となる者の年齢構成に左右されるものと

考えられる。そこで、採用された大学教員の年齢

階層構成の推移を見る。なお、ここでいう採用とは

当該学校の本務教員として、大学、短期大学及

び高等専門学校の本務教員以外の職業等から異

動した者である。 

全大学における採用教員の年齢階層別の構成

を見ると（図表 2-2-17(A)）、25-39 歳の採用教員

数は 2007 年度まで増加し、その後はほぼ横ばい

に推移していたが、2019 年度には減少している。

割合については、一貫して減少しており、他の年

代、特に 40 歳代の採用数が増加した影響も大き

い。 

国公私立大学別に見ると（図表 2-2-17(B)、(C)、

(D)）、いずれの大学でも、25-39 歳の採用教員割

合の減少は続いている。採用教員数の推移を見

ると、国立大学では 2000 年代に入ってから、2010

年度まで減少した。2013年度及び 2016年度は微

増したが、2019 年度では大きく減少した。公立大

学では年による増減が大きく、私立大学では、

2007 年度まで継続して増加した後は、増減を繰り

返しながら減少傾向にある。このように、国公私立

大学によって採用状況が異なる。 

また、いずれの大学でも 40 歳代の採用教員数

が長期的に増加している。 

私立大学については、50 歳代や 60 歳以上の

採用教員数が国公立大学と比較して、多くかつ長

期的に増加している。新たに大学教員となる者の

年齢は上がってきていることがわかる。 

このような変化の背景としては、大学教員の採

用に際して、高い研究業績を要求する(ポスドク等

の任期付きポジションを経た後に採用される)傾向、

あるいは実務経験者や各種専門家を求める傾向

が強まっていることをあげることができる。 

 

【【図図表表 22--22--1177】】  大大学学のの採採用用教教員員のの年年齢齢階階層層構構成成  
 

((AA))全全大大学学  

 

((BB))国国立立大大学学  

 

((CC))公公立立大大学学  

 

  ((DD))私私立立大大学学  

 
 
注： 
採用とは当該学校の本務教員として、大学、短期大学及び高等専門学
校の本務教員以外の職業等から異動した者。  
資料： 
文部科学省、「学校教員統計」 
参照：表 2-2-17  
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(3)大学教員の年齢階層の変化 

若手研究者の重要性は第6期科学技術・イノベ

ーション基本計画でも述べられており、主要な数

値目標として、「将来的に、大学本務教員に占め

る 40 歳未満の教員の割合が 3 割以上となることを

目指す」と記されている。他方、優れた研究者が

年齢を問わず活躍し成果をあげていくことは、我

が国の科学技術水準の向上にとって重要であり、

優れた年長の研究者の能力の活用も必要である。 

全大学教員の年齢階層の比率を見ると(図表

2-2-16(A))、25-39歳の教員の比率は、1986年度

には 39.0％であったが 2019年度では 22.0％に減

少した。60 歳以上の比率は同時期に 11.9％から

19.8％に増加した。40-49 歳の比率は、2004 年度

から 25-39 歳比率を上回り、また、50-59 歳比率

は 2013 年度には 25-39 歳比率を上回った。全大

学においては40-49歳の教員が最も多く、2019年

度では 30.1％となっている。 

国公私立大学別に見ると（図表 2-2-16(B)、(C)、

(D)）、国公私立大学ともに、1980 年代では、25-

39 歳比率が一番大きく、次いで年齢の低い順か

ら高い順に並んでいた。2000 年代に入ってから、

国公立大学では 40-49 歳比率の割合が増加し、

2004 年度から 25-39 歳比率を上回っている。25-

39 歳比率の低下に伴い、公立大学では 2007 年

度から、国立大学では 2013 年度から 50-59 歳比

率が 25-39 歳比率を上回っている。 

国、公立大学での 60 歳以上の比率は、元々低

かったがそれでも増加している。一方、私立大学

では、そもそも 60歳以上の比率が国公立大学より

高く、2010年度では、いずれの年代の比率も同程

度となっている。私立大学の 2019年度では 25-39

歳の比率が一番低い。なお、私立大学では 60 歳

以上の比率は 2010 年度を境にほぼ横ばいに推

移している。 

各大学ともに若手教員の比率が減少する一方

で、年長の教員の比率が増加しつつある。大学教

員の年齢階層に変化が生じており、高齢化しつつ

ある。 

【【図図表表 22--22--1166】】  大大学学のの本本務務教教員員のの年年齢齢階階層層構構成成  
 

((AA))全全大大学学  

 

((BB))国国立立大大学学  

 

((CC))公公立立大大学学  

 

((DD))私私立立大大学学  

 
注： 
本務教員とは当該学校に籍のある常勤教員。  
資料： 
文部科学省、「学校教員統計」 
参照：表 2-2-16  
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(4)採用教員の年齢階層の変化 

大学教員の年齢構成の変化は、毎年、新たに

大学教員となる者の年齢構成に左右されるものと

考えられる。そこで、採用された大学教員の年齢

階層構成の推移を見る。なお、ここでいう採用とは

当該学校の本務教員として、大学、短期大学及

び高等専門学校の本務教員以外の職業等から異

動した者である。 

全大学における採用教員の年齢階層別の構成

を見ると（図表 2-2-17(A)）、25-39 歳の採用教員

数は 2007 年度まで増加し、その後はほぼ横ばい

に推移していたが、2019 年度には減少している。

割合については、一貫して減少しており、他の年

代、特に 40 歳代の採用数が増加した影響も大き

い。 

国公私立大学別に見ると（図表 2-2-17(B)、(C)、

(D)）、いずれの大学でも、25-39 歳の採用教員割

合の減少は続いている。採用教員数の推移を見

ると、国立大学では 2000 年代に入ってから、2010

年度まで減少した。2013年度及び 2016年度は微

増したが、2019 年度では大きく減少した。公立大

学では年による増減が大きく、私立大学では、

2007 年度まで継続して増加した後は、増減を繰り

返しながら減少傾向にある。このように、国公私立

大学によって採用状況が異なる。 

また、いずれの大学でも 40 歳代の採用教員数

が長期的に増加している。 

私立大学については、50 歳代や 60 歳以上の

採用教員数が国公立大学と比較して、多くかつ長

期的に増加している。新たに大学教員となる者の

年齢は上がってきていることがわかる。 

このような変化の背景としては、大学教員の採

用に際して、高い研究業績を要求する(ポスドク等

の任期付きポジションを経た後に採用される)傾向、

あるいは実務経験者や各種専門家を求める傾向

が強まっていることをあげることができる。 

 

【【図図表表 22--22--1177】】  大大学学のの採採用用教教員員のの年年齢齢階階層層構構成成  
 

((AA))全全大大学学  

 

((BB))国国立立大大学学  

 

((CC))公公立立大大学学  

 

  ((DD))私私立立大大学学  

 
 
注： 
採用とは当該学校の本務教員として、大学、短期大学及び高等専門学
校の本務教員以外の職業等から異動した者。  
資料： 
文部科学省、「学校教員統計」 
参照：表 2-2-17  
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22..33 研研究究支支援援者者  

 
ポポイインントト  

○研究者一人当たり研究支援者数を部門別、業務別に見ると、日本は「テクニシャン」より「その他の支援ス

タッフ」の方が多いが、他国では「テクニシャン」の方が多い傾向にある。 

○日本の研究支援者を部門別に見ると、企業の研究支援者は、男性が多く、女性の約 3 倍である。女性の

研究支援者数が男性を大きく上回っているのは大学部門であり、近年では男性の約 2 倍である。 

○企業の男性の研究支援者では、「研究補助者」、「技能者」の数が多く、全体の 8 割近くを占めているが、

他の部門では男女共に「研究事務その他の関係者」の割合が最も多い。特に大学の女性研究支援者に

おいては、「研究事務その他の関係者」の割合が約 7 割と最も多い。 

 
22..33..11 各各国国研研究究支支援援者者のの状状況況  

研究支援者は、研究開発の担い手として重要な

存在であるにもかかわらず、研究開発の周辺的存

在と考えられがちである。しかし、複雑化、大規模化

した現代の研究開発において、研究者と研究支援

者は研究開発の担い手としてともに重要な役割を

果たしている。研究支援者も含めた研究従事者数

の統計は各国にあるが、研究者同様、国によって差

異がある。OECD「フラスカティ・マニュアル 2015」に

よれば、“Technicians and equivalent staff”（テクニシ

ャン及び同等のスタッフ） 14及び“Other supporting 

staff”（その他の支援スタッフ）15がいわゆる、研究支

援者に相当している。 

図表 2-3-1 に各国の「研究支援者」について簡

単に示す。日本、フランス、韓国は、研究開発統計

調査における質問票中の項目名、ドイツは研究開

発資料中の項目名を示した。米国と中国について

は OECD, “R&D Statistics”に研究支援者のデータ

が掲載されていないので、定義も示していない。な

お、研究支援者も研究者と同様に実数（HC）と研究

業務をフルタイム換算した数（FTE）で計測されてい

る。図表 2-3-1 において（HC）とあるのは実数値で

ある。 

図表 2-3-2 には主要国の研究者 1 人当たりの研

究支援者数を部門別、業務別（「テクニシャン」と「そ

の他の支援スタッフ」）で示した。ここでいう「テクニシ

ャン」とは、上述した OECD が定義した“Technicians 

and equivalent staff”であり、「その他の支援スタッフ」

とは“Other supporting staff”である。 

日本は、全ての部門において「テクニシャン」より

も「その他の支援スタッフ」の方が多い。これは日本

のみで見られる傾向である。これに対して、より研究

者に近く専門的知識を有する「テクニシャン」につい

ては、どの部門においても他国と比較しても少ない。

特に大学部門では 0.05 人と極めて少ない状況であ

る。 

ドイツでは、企業における「テクニシャン」の数が

多く、「その他の支援スタッフ」の倍以上である。公

的機関及び非営利団体、大学では「その他の支援

スタッフ」の方が「テクニシャン」より多い。 

フランスでは、全ての部門で「テクニシャン」の方

が「その他の支援スタッフ」より多い。なお、企業に

おいて「その他の支援スタッフ」の数は特に少なく、

「テクニシャン」との差が著しい。 

韓国では全ての部門で「テクニシャン」の方が「そ

の他の支援スタッフ」より多い。大学部門の「テクニ

シャン」、「その他の支援スタッフ」が共に他の部門と

比べて最も多く、他国とは違う傾向を見せている。こ

の一因として、韓国では研究に参画している修士課

程の学生が研究補助者に計上されていることが挙

げられる。 

 
 

 
14 テクニシャン及びこれと同等のスタッフとは、その主たる任務が、工学、

物理・生命科学、社会科学、人文科学のうち一つあるいは複数の分野に

おける技術的な知識及び経験を必要とする人々である。彼ら/彼女らは、

通常、研究者の指導の下に、概念の応用や実際的方法及び研究機器の

利用に関わる科学技術的な任務を遂行することによって研究開発に参加

する。 
15 その他の支援スタッフには、R＆D プロジェクトに参加、あるいはそうした

プロジェクトと直接に関係している熟練及び未熟練の職人、管理、秘書・

事務スタッフが含まれる。 
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【【図図表表 22--33--11】】  各各国国部部門門別別のの研研究究支支援援者者  

 
注： 
1) 各国の値は FTE 値である。日本の大学は実数（HC）値である。  
2) 米国と中国については OECD, “R&D Statistics”にデータが掲載されていないので、定義も示していない。英国については、今般の科学技術指標 2023

ではデータの掲載を見合わせたため、定義も示していない。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
ドイツの企業と大学、フランスの企業、中国：OECD, “R&D Sources and Methods Database” 
フランスの企業以外：高等教育・研究・イノベーション省(MESRI)、“Higher Education and Research, Facts and Figures” 
韓国：科学技術情報通信部、KISTEP、「2018 年度研究開発活動調査報告書」 
ドイツの公的機関（非営利団体を含む）：科学技術政策研究所、「主要国における研究開発関連統計の実態：測定方法についての基礎調査」（調査資料-
143）2007 年 10 月 
 

【【図図表表 22--33--22】】  主主要要国国のの部部門門別別研研究究者者一一人人当当たたりりのの業業務務別別研研究究支支援援者者数数  

 
注： 
1) 研究支援者は国によって定義及び測定方法に違いがある。また、各部門によっても違いがあるため国際比較するときは注意が必要である。各国研究

支援者の違いについては図表 2-3-1 を参照のこと。  
2) 研究者の注は表 2-1-1 と同じ。  
3) FTE 値である。ただし、日本の大学は HC（実数）である。 
4) 日本のテクニシャンは「研究補助者」である。その他の支援スタッフは「技能者」及び「研究事務その他の関係者」である。該当年の 3 月 31 日時点の研

究開発人材を測定している。 
5) フランスは暫定値である。 
6) 韓国のテクニシャンは「研究支援・技能人材」である。その他の支援スタッフは「研究行政・その他の支援人材」である。 
7) 英国については企業の計測の範囲の見直しが行われた。これに伴い OECD, MSTI では研究者数や研究開発費のデータが更新されているが、本表の

出典としている OECD, “R＆D statistics”では、過去のデータが掲載されている状態のため、今般の科学技術指標 2023 では掲載を見合わせた。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他の国：OECD，“R&D Statistics” 
参照：表 2-3-2 
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テクニシャン その他の支援スタッフ

国 企業 大学 公的機関 非営利団体

日本

ドイツ

①テクニシャン：技術者、実験室ス
タッフ、技術設計者など
②その他：従業員やその他の補助ス
タッフと管理スタッフ

①テクニシャン：技術的又は図書館
職員
②その他：管理者、従業員、大学診
療所のサービス要員など

フランス

①研究者の監督下で科学技術的業
務を実行することで研究開発に参加
するテクニシャン
②研究開発業務に従事する従業員
③研究開発業務に関連する管理業
務に従事するスタッフ

韓国
研究補助者
　①研究支援・技能人材
　②研究行政・その他の支援人材

研究補助者
　①研究参与修士課程学生（又は学
士学位者）
　②その他の支援人材
　　（研究管理及び事務補助）

研究補助者
　①研究支援・技能人材
　②研究行政・その他の支援人材

研究補助者
　①研究支援・技能人材
　②研究行政・その他の支援人材

①研究補助者：研究者の指示に従い資料収集、検査・測定、試験、記録、経常的観測作業などに従事して、研究者を補佐する者
②技能者：研究活動に対して研究者又は研究補助者の指導・監督の下に、専門的な技術サービスを提供することを職務とする者（検査・測定専門の技師、無
菌動物の飼育に従事する者、試験用材料の作成・加工に従事する者など）
③研究事務その他の関係者：庶務、経理、福利厚生など、研究組織・施設を運用するために必要な関係者

①Technisches personal ：技能職
②Sonstige：その他（研究開発の分野に直接かかる専門労働者、補助労働力
者、事務員など）

研究開発プロジェクトの実施に貢献する又はこの作業に直接関係する全ての者（テクニシャン及び同等のスタッフ、事
務・秘書スタッフ）
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22..33 研研究究支支援援者者  

 
ポポイインントト  

○研究者一人当たり研究支援者数を部門別、業務別に見ると、日本は「テクニシャン」より「その他の支援ス

タッフ」の方が多いが、他国では「テクニシャン」の方が多い傾向にある。 

○日本の研究支援者を部門別に見ると、企業の研究支援者は、男性が多く、女性の約 3 倍である。女性の

研究支援者数が男性を大きく上回っているのは大学部門であり、近年では男性の約 2 倍である。 

○企業の男性の研究支援者では、「研究補助者」、「技能者」の数が多く、全体の 8 割近くを占めているが、

他の部門では男女共に「研究事務その他の関係者」の割合が最も多い。特に大学の女性研究支援者に

おいては、「研究事務その他の関係者」の割合が約 7 割と最も多い。 

 
22..33..11 各各国国研研究究支支援援者者のの状状況況  

研究支援者は、研究開発の担い手として重要な

存在であるにもかかわらず、研究開発の周辺的存

在と考えられがちである。しかし、複雑化、大規模化

した現代の研究開発において、研究者と研究支援

者は研究開発の担い手としてともに重要な役割を

果たしている。研究支援者も含めた研究従事者数

の統計は各国にあるが、研究者同様、国によって差

異がある。OECD「フラスカティ・マニュアル 2015」に

よれば、“Technicians and equivalent staff”（テクニシ

ャン及び同等のスタッフ） 14及び“Other supporting 

staff”（その他の支援スタッフ）15がいわゆる、研究支

援者に相当している。 

図表 2-3-1 に各国の「研究支援者」について簡

単に示す。日本、フランス、韓国は、研究開発統計

調査における質問票中の項目名、ドイツは研究開

発資料中の項目名を示した。米国と中国について

は OECD, “R&D Statistics”に研究支援者のデータ

が掲載されていないので、定義も示していない。な

お、研究支援者も研究者と同様に実数（HC）と研究

業務をフルタイム換算した数（FTE）で計測されてい

る。図表 2-3-1 において（HC）とあるのは実数値で

ある。 

図表 2-3-2 には主要国の研究者 1 人当たりの研

究支援者数を部門別、業務別（「テクニシャン」と「そ

の他の支援スタッフ」）で示した。ここでいう「テクニシ

ャン」とは、上述した OECD が定義した“Technicians 

and equivalent staff”であり、「その他の支援スタッフ」

とは“Other supporting staff”である。 

日本は、全ての部門において「テクニシャン」より

も「その他の支援スタッフ」の方が多い。これは日本

のみで見られる傾向である。これに対して、より研究

者に近く専門的知識を有する「テクニシャン」につい

ては、どの部門においても他国と比較しても少ない。

特に大学部門では 0.05 人と極めて少ない状況であ

る。 

ドイツでは、企業における「テクニシャン」の数が

多く、「その他の支援スタッフ」の倍以上である。公

的機関及び非営利団体、大学では「その他の支援

スタッフ」の方が「テクニシャン」より多い。 

フランスでは、全ての部門で「テクニシャン」の方

が「その他の支援スタッフ」より多い。なお、企業に

おいて「その他の支援スタッフ」の数は特に少なく、

「テクニシャン」との差が著しい。 

韓国では全ての部門で「テクニシャン」の方が「そ

の他の支援スタッフ」より多い。大学部門の「テクニ

シャン」、「その他の支援スタッフ」が共に他の部門と

比べて最も多く、他国とは違う傾向を見せている。こ

の一因として、韓国では研究に参画している修士課

程の学生が研究補助者に計上されていることが挙

げられる。 

 
 

 
14 テクニシャン及びこれと同等のスタッフとは、その主たる任務が、工学、

物理・生命科学、社会科学、人文科学のうち一つあるいは複数の分野に

おける技術的な知識及び経験を必要とする人々である。彼ら/彼女らは、

通常、研究者の指導の下に、概念の応用や実際的方法及び研究機器の

利用に関わる科学技術的な任務を遂行することによって研究開発に参加

する。 
15 その他の支援スタッフには、R＆D プロジェクトに参加、あるいはそうした

プロジェクトと直接に関係している熟練及び未熟練の職人、管理、秘書・

事務スタッフが含まれる。 
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【【図図表表 22--33--11】】  各各国国部部門門別別のの研研究究支支援援者者  

 
注： 
1) 各国の値は FTE 値である。日本の大学は実数（HC）値である。  
2) 米国と中国については OECD, “R&D Statistics”にデータが掲載されていないので、定義も示していない。英国については、今般の科学技術指標 2023

ではデータの掲載を見合わせたため、定義も示していない。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
ドイツの企業と大学、フランスの企業、中国：OECD, “R&D Sources and Methods Database” 
フランスの企業以外：高等教育・研究・イノベーション省(MESRI)、“Higher Education and Research, Facts and Figures” 
韓国：科学技術情報通信部、KISTEP、「2018 年度研究開発活動調査報告書」 
ドイツの公的機関（非営利団体を含む）：科学技術政策研究所、「主要国における研究開発関連統計の実態：測定方法についての基礎調査」（調査資料-
143）2007 年 10 月 
 

【【図図表表 22--33--22】】  主主要要国国のの部部門門別別研研究究者者一一人人当当たたりりのの業業務務別別研研究究支支援援者者数数  

 
注： 
1) 研究支援者は国によって定義及び測定方法に違いがある。また、各部門によっても違いがあるため国際比較するときは注意が必要である。各国研究

支援者の違いについては図表 2-3-1 を参照のこと。  
2) 研究者の注は表 2-1-1 と同じ。  
3) FTE 値である。ただし、日本の大学は HC（実数）である。 
4) 日本のテクニシャンは「研究補助者」である。その他の支援スタッフは「技能者」及び「研究事務その他の関係者」である。該当年の 3 月 31 日時点の研

究開発人材を測定している。 
5) フランスは暫定値である。 
6) 韓国のテクニシャンは「研究支援・技能人材」である。その他の支援スタッフは「研究行政・その他の支援人材」である。 
7) 英国については企業の計測の範囲の見直しが行われた。これに伴い OECD, MSTI では研究者数や研究開発費のデータが更新されているが、本表の

出典としている OECD, “R＆D statistics”では、過去のデータが掲載されている状態のため、今般の科学技術指標 2023 では掲載を見合わせた。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
その他の国：OECD，“R&D Statistics” 
参照：表 2-3-2 

国際比較
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究
支
援
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テクニシャン その他の支援スタッフ

国 企業 大学 公的機関 非営利団体

日本

ドイツ

①テクニシャン：技術者、実験室ス
タッフ、技術設計者など
②その他：従業員やその他の補助ス
タッフと管理スタッフ

①テクニシャン：技術的又は図書館
職員
②その他：管理者、従業員、大学診
療所のサービス要員など

フランス

①研究者の監督下で科学技術的業
務を実行することで研究開発に参加
するテクニシャン
②研究開発業務に従事する従業員
③研究開発業務に関連する管理業
務に従事するスタッフ

韓国
研究補助者
　①研究支援・技能人材
　②研究行政・その他の支援人材

研究補助者
　①研究参与修士課程学生（又は学
士学位者）
　②その他の支援人材
　　（研究管理及び事務補助）

研究補助者
　①研究支援・技能人材
　②研究行政・その他の支援人材

研究補助者
　①研究支援・技能人材
　②研究行政・その他の支援人材

①研究補助者：研究者の指示に従い資料収集、検査・測定、試験、記録、経常的観測作業などに従事して、研究者を補佐する者
②技能者：研究活動に対して研究者又は研究補助者の指導・監督の下に、専門的な技術サービスを提供することを職務とする者（検査・測定専門の技師、無
菌動物の飼育に従事する者、試験用材料の作成・加工に従事する者など）
③研究事務その他の関係者：庶務、経理、福利厚生など、研究組織・施設を運用するために必要な関係者

①Technisches personal ：技能職
②Sonstige：その他（研究開発の分野に直接かかる専門労働者、補助労働力
者、事務員など）

研究開発プロジェクトの実施に貢献する又はこの作業に直接関係する全ての者（テクニシャン及び同等のスタッフ、事
務・秘書スタッフ）
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22..33..22 日日本本のの研研究究支支援援者者::  男男女女別別研研究究支支援援

者者数数のの内内訳訳  

2.3.1 では研究者一人当たりの状況を見たが、

この節では日本の研究支援者の 3 つ業務区分

（研究補助者、技能者、研究事務その他の関係者）

について、部門別、男女別に分類し、その状況を

見る(図表 2-3-3)。 

企業の研究支援者は、男性が多く、女性の約 3

倍である。男性は「研究補助者」、「技能者」が多く、

女性は「研究事務その他の関係者」、「研究補助

者」が多い。また、男女共に 2007 年をピークに減

少した後、2010 年代半ばより回復傾向を示してい

る。 

公的機関では、男性の研究支援者が多かった

が、女性との差は縮まりつつある。男性の数がほと

んど横ばいに推移しているのに対して、女性は増

加している。男女共に「研究事務その他の関係者」

が多い。男性で次に多いのは「技能者」であるの

に対して、女性では「研究補助者」が多い。 

大学については、男性、女性共に「研究事務そ

の他の関係者」の数が多い。次いで多いのは、男

性では「技能者」、女性では「研究補助者」である。

女性については全ての業務において数が大きく

増加しており、女性の研究支援者数が男性を上

回っている部門である。 

非営利団体では、男性、女性共に「研究事務そ

の他の関係者」の数が多い。2002 年時点では男

性、女性の研究支援者の数は同程度であったが、

男性は減少した。女性はほぼ横ばいに推移して

いる。 

3 つの業務区分のバランスの部門別による違い

を見ると、企業では「研究補助者」が最も多く、「研

究事務その他の関係者」が他部門と比較すると少

ない。企業以外の部門では「研究事務その他の

関係者」が最も多い。その傾向が最も顕著なのは

大学である。

  

【【図図表表 22--33--33】】  日日本本のの部部門門別別男男女女別別のの研研究究支支援援者者数数のの推推移移  
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((CC))大大学学  

  

((DD))非非営営利利団団体体  

  
 
注： 
1) HC(実数)である。企業の 2010 年以前は営利を伴う特殊法人・独立行政法人を含む。 
2) 「研究補助者」とは「研究者」を補佐し、その指導に従って研究に従事する者。 
3) 「技能者」とは「研究者」、「研究補助者」以外の者であって「研究者」、「研究補助者」の指導及び監督の下に研究に付随する技術的サービスを行う者。 
4) 「研究事務その他の関係者」とは「研究補助者」、「技能者」以外の者で、研究関係業務のうち庶務、会計、雑務等に従事する者。 
5) 該当年の 3 月 31 日時点の研究支援者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-3-3 
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22..33..22 日日本本のの研研究究支支援援者者::  男男女女別別研研究究支支援援

者者数数のの内内訳訳  

2.3.1 では研究者一人当たりの状況を見たが、

この節では日本の研究支援者の 3 つ業務区分

（研究補助者、技能者、研究事務その他の関係者）

について、部門別、男女別に分類し、その状況を

見る(図表 2-3-3)。 

企業の研究支援者は、男性が多く、女性の約 3

倍である。男性は「研究補助者」、「技能者」が多く、

女性は「研究事務その他の関係者」、「研究補助

者」が多い。また、男女共に 2007 年をピークに減

少した後、2010 年代半ばより回復傾向を示してい

る。 

公的機関では、男性の研究支援者が多かった

が、女性との差は縮まりつつある。男性の数がほと

んど横ばいに推移しているのに対して、女性は増

加している。男女共に「研究事務その他の関係者」

が多い。男性で次に多いのは「技能者」であるの

に対して、女性では「研究補助者」が多い。 

大学については、男性、女性共に「研究事務そ

の他の関係者」の数が多い。次いで多いのは、男

性では「技能者」、女性では「研究補助者」である。

女性については全ての業務において数が大きく

増加しており、女性の研究支援者数が男性を上

回っている部門である。 

非営利団体では、男性、女性共に「研究事務そ

の他の関係者」の数が多い。2002 年時点では男

性、女性の研究支援者の数は同程度であったが、

男性は減少した。女性はほぼ横ばいに推移して

いる。 

3 つの業務区分のバランスの部門別による違い

を見ると、企業では「研究補助者」が最も多く、「研
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((CC))大大学学  

  

((DD))非非営営利利団団体体  

  
 
注： 
1) HC(実数)である。企業の 2010 年以前は営利を伴う特殊法人・独立行政法人を含む。 
2) 「研究補助者」とは「研究者」を補佐し、その指導に従って研究に従事する者。 
3) 「技能者」とは「研究者」、「研究補助者」以外の者であって「研究者」、「研究補助者」の指導及び監督の下に研究に付随する技術的サービスを行う者。 
4) 「研究事務その他の関係者」とは「研究補助者」、「技能者」以外の者で、研究関係業務のうち庶務、会計、雑務等に従事する者。 
5) 該当年の 3 月 31 日時点の研究支援者数を測定している。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 2-3-3 
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第第 33 章章  高高等等教教育育とと科科学学技技術術人人材材  
科学技術に関連する人材の育成は、科学技術振興を図る上で最も重要な基盤のひとつである。本章では、

学校教育における科学技術人材の育成について、主に高等教育機関である大学の状況を見る。高等教育の

各段階での入学の状況、卒業後の進路、社会人学生の状況、また、学位取得者についての国際比較を試み

る。 

 
33..11 日日本本のの教教育育機機関関のの学学生生数数のの現現状状  

図表 3-1 は、日本の教育システムのうち、本章で

注目する大学等に加えて、高等学校、中学校、小

学校について、2022 年度の学生・生徒等数を示し

たものである。棒グラフの高さは、各教育機関の修

業年限、面積は各教育機関に在籍する学生・生徒

等の数を表している。 

小学校の児童数は 615.1 万人、中学校の生徒数

は 320.5 万人、高等学校は 294.8 万人である。 

大学学部の学生数は 263.2万人(うち自然科学系

89.0万人)、短期大学の学生数は 9.2万人(うち自然

科学系 1.2万人)である。大学院修士課程は 16.6万

人（うち自然科学系 10.4 万人）、博士課程は 7.5 万

人（うち自然科学系 5.1 万人）である。 

 

 

【【図図表表 33--11】】  学学校校教教育育ににおおけけるる学学生生・・生生徒徒等等のの現現状状（（22002222 年年度度））  

  

 
 
注： 
1) 各教育機関の本科に在籍する学生・生徒等の数とその理工系の内訳（色つき部分）を、概念的に図示したものである。 
2) 棒グラフの高さは、各教育機関の修業年限、面積は各教育機関に在籍する学生・生徒等の数を表している。 
3) 大学、大学院の「自然科学系」とは、理学系、工学系、農学系及び医歯薬系学部の合計である。 
4) 短期大学の「自然科学系」とは、工業、農業、保健学科である。 
5) 大学院の学生数は専門職学位課程を除く。 
6) 高等学校の「自然科学系」とは、工業に関する学科である。 
資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-1 
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第第 33 章章  高高等等教教育育とと科科学学技技術術人人材材  
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注目する大学等に加えて、高等学校、中学校、小

学校について、2022 年度の学生・生徒等数を示し

たものである。棒グラフの高さは、各教育機関の修

業年限、面積は各教育機関に在籍する学生・生徒

等の数を表している。 

小学校の児童数は 615.1 万人、中学校の生徒数

は 320.5 万人、高等学校は 294.8 万人である。 

大学学部の学生数は 263.2万人(うち自然科学系

89.0万人)、短期大学の学生数は 9.2万人(うち自然

科学系 1.2万人)である。大学院修士課程は 16.6万

人（うち自然科学系 10.4 万人）、博士課程は 7.5 万

人（うち自然科学系 5.1 万人）である。 

 

 

【【図図表表 33--11】】  学学校校教教育育ににおおけけるる学学生生・・生生徒徒等等のの現現状状（（22002222 年年度度））  

  

 
 
注： 
1) 各教育機関の本科に在籍する学生・生徒等の数とその理工系の内訳（色つき部分）を、概念的に図示したものである。 
2) 棒グラフの高さは、各教育機関の修業年限、面積は各教育機関に在籍する学生・生徒等の数を表している。 
3) 大学、大学院の「自然科学系」とは、理学系、工学系、農学系及び医歯薬系学部の合計である。 
4) 短期大学の「自然科学系」とは、工業、農業、保健学科である。 
5) 大学院の学生数は専門職学位課程を除く。 
6) 高等学校の「自然科学系」とは、工業に関する学科である。 
資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-1 

 

第
３
章　
　
　

高
等
教
育
と
科
学
技
術
人
材

105



第 3 章 高等教育と科学技術人材  

 

- 104 - 

33..22 高高等等教教育育機機関関のの学学生生のの状状況況  

 
ポポイインントト  

○日本の大学学部の入学者数は 2000年頃からほぼ横ばいに推移していたが、2014年度を境に増加傾向

となり、2022 年度では 63.5 万人となった。 

○大学院修士課程の入学者数は 2010 年度をピークに減少に転じた。2015 年度を境に入学者数が増加し

ていたが、2018 年度を境に再び減少に転じた。近年は増加しており、2022 年度は対前年度比 1.9％増

であり、7.6 万人となった。また、社会人修士課程入学者数は全体の 10～11％で推移していたが、2019

年度から微減している。 

○大学院博士課程の入学者数は、2003 年度をピークに長期的には減少傾向にあり、2022 年度は 1.4 万

人となった。うち社会人博士課程入学者数は増加傾向にあったが、2018 年度を境に減少している。2022

年度では 0.6 万人である。全体に占める割合は 2022 年度では 41.7％、2003 年度の約 2 倍である。 

〇大学院修士課程修了者の進学率は減少傾向が続いたが 2019 年度を境に微増しており 2022 年度は

9.9％となった。 

○大学学部の全入学者数に占める女性の割合は着実に増加し、2022 年度では 46.1％を占めるようになっ

た。分野別では「保健」系が大きく伸びており、2022 年度で 65.9％となった。 

○社会人博士課程在籍者を専攻分野別に見ると、「保健」系が約 6 割を占める。長期的にも著しく伸びて

いたが、2020 年度をピークに減少に転じた。「工学」系は、2008 年度頃から漸減していたが、2018 年度

から微増傾向にある。社会人以外でも「保健」系は多いが、2000～2008 年度にかけて大きく減少し、その

後も漸減していたが、2020 年度以降はほぼ横ばいに推移している。「工学」系は 2011 年度から微減に

推移していたが、2019 年度以降は微増している。 
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33..22..11 大大学学学学部部のの入入学学者者  

日本の大学学部の入学者数は 2000 年頃からほ

ぼ横ばいに推移していた。2014 年度を境に増加傾

向となり、2022 年度では 63.5 万人となった(図表 3-

2-1(A))。2022 年度の入学者数の内訳を見ると、「社

会科学」系で 20.5 万人、「人文科学」系は 8.5 万人

となった。「自然科学」系では「工学」系で 9.1 万人、

「保健」系は 7.7 万人、「理学」系、「農学」系は 1.9

万人となった。また、「その他」は 14.0 万人である。 

経年変化を見ると、2000 年度から 2010 年度にか

けて「農学」系、「保健」系、「その他」が増加する一

方で、それ以外の学部は減少傾向にあった。2010

年代に入ると、「保健」系以外の学部については、

ほぼ横ばいに推移している。 

入学者数を国・公・私立大学別で見てみると（図

表 3-2-1(B)）、私立大学の入学者数が多く、全体の

8 割を占める。2000、2010、2022 年度と継続して入

学者数が減少しているのは国立大学である。公立

大学、私立大学の入学者数は増加している。 

分野別に見ると、国立大学では「自然科学」系、

特に「工学」系の入学者数が多く、私立大学の入学

者数は「社会科学」系が多い。ただし、私立大学全

体で見た構成比では「社会科学」系が減少傾向に

ある。また、「保健」系、「その他」の入学者数は、

2000 年度と比べると国・公・私立大学ともに増加し

ている。なかでも私立大学については、2000 年度と

比較して 2022年度はいずれも約 3倍となっている。
 

【【図図表表 33--22--11】】  大大学学（（学学部部））入入学学者者数数  

((AA))関関係係学学科科別別のの入入学学者者数数のの推推移移  

 

((BB))国国・・公公・・私私立立別別大大学学のの入入学学者者数数のの推推移移((大大学学学学部部））  

 
注： 
その他は「商船」、「家政」、「教育」、「芸術」、「その他」 
資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-2-1 
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33..22 高高等等教教育育機機関関のの学学生生のの状状況況  
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33..22..11 大大学学学学部部のの入入学学者者  
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ている。なかでも私立大学については、2000 年度と

比較して 2022年度はいずれも約 3倍となっている。
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私  立 473,023 87,405 216,594 12,377 72,135 8,475 19,296 56,741

計 619,119 92,644 214,192 18,761 92,010 17,847 58,482 125,183
国  立 101,310 6,810 15,443 7,079 29,886 7,022 11,023 24,047
公  立 29,107 4,824 8,006 581 3,305 1,038 5,947 5,406
私  立 488,702 81,010 190,743 11,101 58,819 9,787 41,512 95,730

計 635,156 84,881 205,247 19,180 90,728 18,620 76,675 139,825
国  立 98,471 6,181 14,146 6,299 25,912 6,763 10,629 28,541
公  立 34,679 4,232 10,117 1,111 5,160 1,126 6,924 6,009
私  立 502,006 74,468 180,984 11,770 59,656 10,731 59,122 105,275
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33..22..22 大大学学院院修修士士課課程程入入学学者者  

大学院修士課程への入学者数は 1990 年以降に

大学院重点化が進んだこともあって、1990～2000

年代前半にかけて大きく増加した。その後、2000 年

代半ばに入ると、その伸びは鈍化し、2010 年度をピ

ークに減少に転じた。2015 年度を境に入学者数が

増加していたが、2018 年度を境に再び減少に転じ

た。近年は増加しており、2022 年度は対前年度比

1.9％増の 7.6 万人となった（図表 3-2-2(A)）。 

2022 年度の専攻別の内訳を見ると、「工学」系が

3.3 万人と最も多い。「理学」系、「社会科学」系が

0.6 万人、「保健」系が 0.5 万人となった。また、「そ

の他」は 1.6 万人である。ピーク時の 2010 年度から

2015 年度にかけて、全ての専攻が減少した。2015

年度と 2022 年度を比較すると「人文科学」系と「社

会科学」系は減少傾向にあり、2022 年度でそれぞ

れ 0.4 万人、0.6 万人である。 

社会人修士課程入学者数は 2022 年度で 0.7 万

人、全体に占める割合は 9.0％である。2003 年度か

ら 10～11％程度で推移していたが、2019 年度から

微減している（図表 3-2-2(B)）。 

国・公・私立大学別で見ると、修士課程入学者数

は学部入学者数とは傾向が違い、国立大学が多く、

全体の約 6 割を占めている（2022 年度）。専攻別で

見ると国・公・私立大学ともに「自然科学」系が多く、

なかでも「工学」系が多い(図表 3-2-2(C)）。
 

【【図図表表 33--22--22】】  大大学学院院（（修修士士課課程程））入入学学者者数数  

（（AA))専専攻攻別別入入学学者者数数のの推推移移（（修修士士課課程程））  ((BB))社社会会人人入入学学者者数数のの推推移移（（修修士士課課程程））  

 
 

((CC))国国・・公公・・私私立立別別大大学学入入学学者者数数のの推推移移（（修修士士課課程程））  

 
注： 
1) その他は「商船」、「家政」、「教育」、「芸術」、「その他」 
2) 「社会人」とは、各 5 月 1 日において①職に就いている者（給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事に現に就いている者）、②給料、賃

金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事から既に退職した者、③主婦・主夫を指す。 
資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-2-2 
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（単位：人）
年度 大学 合計 人文科学 社会科学 理学 工学 農学 保健 その他 うち社会人学生

計 70,336 5,251 10,039 6,285 30,031 3,938 3,424 11,368 -

国立 41,278 1,814 2,929 4,464 19,336 3,297 1,661 7,777 -

公立 3,307 233 389 391 1,178 185 326 605 -

私立 25,751 3,204 6,721 1,430 9,517 456 1,437 2,986 -

計 82,310 5,633 8,341 6,974 36,501 4,746 5,132 14,983 7,930

国立 45,993 1,624 2,129 4,715 22,331 3,827 2,622 8,745 2,870

公立 5,305 218 538 634 1,912 184 798 1,021 917

私立 31,012 3,791 5,674 1,625 12,258 735 1,712 5,217 4,143

計 75,749 4,145 6,267 6,418 32,894 4,368 5,408 16,249 6,833

国立 42,718 1,314 1,766 4,060 19,587 3,457 2,338 10,196 1,864

公立 5,293 148 348 602 2,266 190 743 996 691

私立 27,738 2,683 4,153 1,756 11,041 721 2,327 5,057 4,278
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33..22..33 大大学学院院博博士士課課程程入入学学者者  

大学院博士課程入学者数は、2003 年度をピーク

に減少傾向が続いている。2010 年度には前年度と

比較して 3.6％の増加も見られたが、長期的には減

少傾向にある。2022 年度は対前年度比 1.7％減、

1.4 万人となった（図表 3-2-3(A)）。 

2022 年度の専攻別の内訳を見ると、「保健」系が

0.6 万人、「工学」系 0.3 万人と多くを占め、「理学」

系、「人文科学」系、「社会科学」系は 1,000 人程度

である。経年変化を見ると、ほとんどの専攻で 2000

年代に入ると、減少傾向にある。「保健」系は 2000

年代に入って一時的に減少した以外は増加傾向に

あったが、2019 年度を境に減少している。「工学」系

は 2017 年度を境に微増傾向にある。 

博士課程入学者のうち社会人入学者数は増加

傾向にあったが、2018 年度を境に減少している。

2022 年度では 0.6 万人である（図表 3-2-3(B)）。全

体に占める割合は、2022 年度では 41.7％、2003 年

度(21.7％)の約2倍である。社会人以外の博士課程

入学者数は、2003 年度から 2022 年度にかけて約

0.6 万人減少している。 

国・公・私立大学別で見ると（図表 3-2-3(C)）、国

立大学が全体の約 7 割を占める。ただし、その数は

2000 年度から 2022 年度にかけて減少している。専

攻別では、国・公・私立大学ともに「自然科学」系を

専攻する入学者が多く、特に「保健」系の入学者数

が多い。 
 

【【図図表表 33--22--33】】  大大学学院院（（博博士士課課程程））入入学学者者数数  

((AA))専専攻攻別別入入学学者者数数のの推推移移（（博博士士課課程程））  ((BB))社社会会人人入入学学者者数数のの推推移移（（博博士士課課程程））  

((CC))国国・・公公・・私私立立別別大大学学入入学学者者数数のの推推移移（（博博士士課課程程））  

 
注： 
1) その他は「家政」、「教育」、「芸術」、「その他」 
2) 「社会人」とは、各 5 月 1 日において①職に就いている者（給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事に現に就いている者）、②給料、賃

金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事から既に退職した者、③主婦・主夫を指す。 
資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-2-3  

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

1981 84 87 90 93 96 99 02 05 08 11 14 17 20

その他

社会科学

人文科学

保健

農学

工学

理学

入
学
者
数

万人

2022年度

21.7%

41.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2003 10 15 2022

社会人

社会人以外

社会人割合

万人

年度

（単位：人）

年度 大学 合計 人文科学 社会科学 理学 工学 農学 保健 その他 うち社会人学生

計 17,023 1,710 1,581 1,764 3,402 1,192 5,339 2,035 -

国立 11,931 761 638 1,461 2,732 1,070 3,710 1,559 -

公立 941 71 95 126 172 36 364 77 -

私立 4,151 878 848 177 498 86 1,265 399 -

計 16,471 1,318 1,303 1,285 3,139 902 5,850 2,674 5,384

国立 11,021 597 542 1,043 2,529 785 3,740 1,785 3,421

公立 1,050 51 87 94 135 25 492 166 395

私立 4,400 670 674 148 475 92 1,618 723 1,568

計 14,382 901 799 1,031 2,553 660 5,844 2,594 6,001

国立 9,508 443 350 855 1,980 547 3,458 1,875 3,540

公立 1,029 35 57 52 133 22 588 142 548

私立 3,845 423 392 124 440 91 1,798 577 1,913

2000

2010

2022

第
３
章　

　

高
等
教
育
と
科
学
技
術
人
材

108



第 3 章 高等教育と科学技術人材  

 

- 106 - 

33..22..22 大大学学院院修修士士課課程程入入学学者者  

大学院修士課程への入学者数は 1990 年以降に

大学院重点化が進んだこともあって、1990～2000

年代前半にかけて大きく増加した。その後、2000 年

代半ばに入ると、その伸びは鈍化し、2010 年度をピ

ークに減少に転じた。2015 年度を境に入学者数が

増加していたが、2018 年度を境に再び減少に転じ

た。近年は増加しており、2022 年度は対前年度比

1.9％増の 7.6 万人となった（図表 3-2-2(A)）。 

2022 年度の専攻別の内訳を見ると、「工学」系が

3.3 万人と最も多い。「理学」系、「社会科学」系が

0.6 万人、「保健」系が 0.5 万人となった。また、「そ

の他」は 1.6 万人である。ピーク時の 2010 年度から

2015 年度にかけて、全ての専攻が減少した。2015

年度と 2022 年度を比較すると「人文科学」系と「社

会科学」系は減少傾向にあり、2022 年度でそれぞ

れ 0.4 万人、0.6 万人である。 

社会人修士課程入学者数は 2022 年度で 0.7 万

人、全体に占める割合は 9.0％である。2003 年度か

ら 10～11％程度で推移していたが、2019 年度から

微減している（図表 3-2-2(B)）。 

国・公・私立大学別で見ると、修士課程入学者数

は学部入学者数とは傾向が違い、国立大学が多く、

全体の約 6 割を占めている（2022 年度）。専攻別で

見ると国・公・私立大学ともに「自然科学」系が多く、

なかでも「工学」系が多い(図表 3-2-2(C)）。
 

【【図図表表 33--22--22】】  大大学学院院（（修修士士課課程程））入入学学者者数数  

（（AA))専専攻攻別別入入学学者者数数のの推推移移（（修修士士課課程程））  ((BB))社社会会人人入入学学者者数数のの推推移移（（修修士士課課程程））  

 
 

((CC))国国・・公公・・私私立立別別大大学学入入学学者者数数のの推推移移（（修修士士課課程程））  

 
注： 
1) その他は「商船」、「家政」、「教育」、「芸術」、「その他」 
2) 「社会人」とは、各 5 月 1 日において①職に就いている者（給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事に現に就いている者）、②給料、賃

金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事から既に退職した者、③主婦・主夫を指す。 
資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-2-2 
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国立 41,278 1,814 2,929 4,464 19,336 3,297 1,661 7,777 -

公立 3,307 233 389 391 1,178 185 326 605 -

私立 25,751 3,204 6,721 1,430 9,517 456 1,437 2,986 -

計 82,310 5,633 8,341 6,974 36,501 4,746 5,132 14,983 7,930

国立 45,993 1,624 2,129 4,715 22,331 3,827 2,622 8,745 2,870

公立 5,305 218 538 634 1,912 184 798 1,021 917

私立 31,012 3,791 5,674 1,625 12,258 735 1,712 5,217 4,143

計 75,749 4,145 6,267 6,418 32,894 4,368 5,408 16,249 6,833

国立 42,718 1,314 1,766 4,060 19,587 3,457 2,338 10,196 1,864

公立 5,293 148 348 602 2,266 190 743 996 691

私立 27,738 2,683 4,153 1,756 11,041 721 2,327 5,057 4,278
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33..22..33 大大学学院院博博士士課課程程入入学学者者  

大学院博士課程入学者数は、2003 年度をピーク

に減少傾向が続いている。2010 年度には前年度と

比較して 3.6％の増加も見られたが、長期的には減

少傾向にある。2022 年度は対前年度比 1.7％減、

1.4 万人となった（図表 3-2-3(A)）。 

2022 年度の専攻別の内訳を見ると、「保健」系が

0.6 万人、「工学」系 0.3 万人と多くを占め、「理学」

系、「人文科学」系、「社会科学」系は 1,000 人程度

である。経年変化を見ると、ほとんどの専攻で 2000

年代に入ると、減少傾向にある。「保健」系は 2000

年代に入って一時的に減少した以外は増加傾向に

あったが、2019 年度を境に減少している。「工学」系

は 2017 年度を境に微増傾向にある。 

博士課程入学者のうち社会人入学者数は増加

傾向にあったが、2018 年度を境に減少している。

2022 年度では 0.6 万人である（図表 3-2-3(B)）。全

体に占める割合は、2022 年度では 41.7％、2003 年

度(21.7％)の約2倍である。社会人以外の博士課程

入学者数は、2003 年度から 2022 年度にかけて約

0.6 万人減少している。 

国・公・私立大学別で見ると（図表 3-2-3(C)）、国

立大学が全体の約 7 割を占める。ただし、その数は

2000 年度から 2022 年度にかけて減少している。専

攻別では、国・公・私立大学ともに「自然科学」系を

専攻する入学者が多く、特に「保健」系の入学者数

が多い。 
 

【【図図表表 33--22--33】】  大大学学院院（（博博士士課課程程））入入学学者者数数  

((AA))専専攻攻別別入入学学者者数数のの推推移移（（博博士士課課程程））  ((BB))社社会会人人入入学学者者数数のの推推移移（（博博士士課課程程））  

((CC))国国・・公公・・私私立立別別大大学学入入学学者者数数のの推推移移（（博博士士課課程程））  

 
注： 
1) その他は「家政」、「教育」、「芸術」、「その他」 
2) 「社会人」とは、各 5 月 1 日において①職に就いている者（給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事に現に就いている者）、②給料、賃

金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事から既に退職した者、③主婦・主夫を指す。 
資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-2-3  
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計 17,023 1,710 1,581 1,764 3,402 1,192 5,339 2,035 -

国立 11,931 761 638 1,461 2,732 1,070 3,710 1,559 -

公立 941 71 95 126 172 36 364 77 -

私立 4,151 878 848 177 498 86 1,265 399 -

計 16,471 1,318 1,303 1,285 3,139 902 5,850 2,674 5,384

国立 11,021 597 542 1,043 2,529 785 3,740 1,785 3,421

公立 1,050 51 87 94 135 25 492 166 395

私立 4,400 670 674 148 475 92 1,618 723 1,568

計 14,382 901 799 1,031 2,553 660 5,844 2,594 6,001

国立 9,508 443 350 855 1,980 547 3,458 1,875 3,540

公立 1,029 35 57 52 133 22 588 142 548

私立 3,845 423 392 124 440 91 1,798 577 1,913
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33..22..44 修修士士課課程程修修了了者者のの進進学学率率  

修士課程修了者のうち、大学院等に進学した者

の割合を見る（図表 3-2-4）。ここでは専修学校・外

国の学校等へ入学した者は除いている。 

修士課程修了者の進学率（全分野）は 1981 年度

時点では 18.7％であった。その後、長期的に減少

傾向にあるが、2019 年度を境に微増しており、2022

年度では 9.9％となった。分野別に見ると、多くの分

野で長期的に減少していたが、2010 年度代後半に

入ると、横ばいや微増に転じる分野も出てきた。継

続して減少傾向にあるのは「社会科学」系である。 

【【図図表表 33--22--44】】  修修士士課課程程修修了了者者のの進進学学率率  

注： 
1) 修士課程修了者の進学率とは各年の 3 月時点の修士課程修了者の

うち、大学院等に進学した者の割合。専修学校・外国の学校等へ入学
した者は除く。

2) その他は「商船」、「家政」、「教育」、「芸術」、「その他」
資料：
文部科学省、「学校基本調査報告書」
参照：表 3-2-4

33..22..55 女女性性入入学学者者のの状状況況  

大学学部の全入学者数に占める女性入学者数

の割合は着実に増加している。2022 年度では、

46.1％を占めている（図表 3-2-5）。 

分野別に見ると、「人文科学」系が大きく、1981 年

度から 60～70％で推移している。2022 年度では

64.4％である。「保健」系については、継続して増加

傾向にある。2022 年度では 65.9％となり、2019 年

度以降「人文科学」系を上回っている。「工学」系は

最も小さい割合であるが(16.3％)、1981 年度と比較

すると、約 7 倍となっている。 

【【図図表表 33--22--55】】  大大学学学学部部のの入入学学者者数数にに占占めめるる女女

性性のの割割合合  

注： 
その他は「商船」、「家政」、「教育」、「芸術」、「その他」 
資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-2-5 
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日本の大学学部、修士課程、博士課程別入学者

数の男女別の内訳を見る（図表 3-2-6）。

学部の入学者数は、女性については継続して増

加している一方で、男性は 2000 年度と比べて減少

している。分野別に見ると、男女ともに、「自然科学」

系より「人文社会科学・その他」系での入学者数が

多い。この傾向は、特に女性で顕著である。女性は

「自然科学」系、「人文社会科学・その他」系ともに

増加しているのに対して、男性は 2000 年度と比べ

て両分野ともに減少している。

修士課程の入学者数は、男女ともに 2010 年度と

比べて減少している。内訳を見ると、男性は「自然

科学」系の方が「人文社会科学・その他」系より多い。

女性は「人文社会科学・その他」系の方が「自然科

学」系より多いが、その差は縮まりつつある。男性は

2010 年度と比べて両分野ともに減少しているのに

対して、女性は「自然科学」系については微増して

いる。

博士課程の入学者数は、女性は 2010 年度、男

性は 2000 年度と比べて減少している。男女ともに

「自然科学」系の方が「人文社会科学・その他」系よ

り多い。男性は 2000 年度と比べて両分野ともに減

少している。女性についても 2010 年度と比べて、

「人文社会科学・その他」は減少しており、「自然科

学」系は、ほぼ横ばいとなっている。

【【図図表表 33--22--66】】 学学部部・・修修士士課課程程・・博博士士課課程程別別入入学学者者数数（（女女性性とと男男性性））

((AA))女女性性入入学学者者

((BB))男男性性入入学学者者

注：
その他は「商船」、「家政」、「教育」、「芸術」、「その他」
資料：
文部科学省、「学校基本調査報告書」
参照：表 3-2-6
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33..22..44 修修士士課課程程修修了了者者のの進進学学率率  

修士課程修了者のうち、大学院等に進学した者

の割合を見る（図表 3-2-4）。ここでは専修学校・外

国の学校等へ入学した者は除いている。 

修士課程修了者の進学率（全分野）は 1981 年度

時点では 18.7％であった。その後、長期的に減少

傾向にあるが、2019 年度を境に微増しており、2022

年度では 9.9％となった。分野別に見ると、多くの分

野で長期的に減少していたが、2010 年度代後半に

入ると、横ばいや微増に転じる分野も出てきた。継

続して減少傾向にあるのは「社会科学」系である。 

 

【【図図表表 33--22--44】】  修修士士課課程程修修了了者者のの進進学学率率  

 
注： 
1) 修士課程修了者の進学率とは各年の 3 月時点の修士課程修了者の

うち、大学院等に進学した者の割合。専修学校・外国の学校等へ入学
した者は除く。 

2) その他は「商船」、「家政」、「教育」、「芸術」、「その他」 
資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-2-4 
 

33..22..55 女女性性入入学学者者のの状状況況  

大学学部の全入学者数に占める女性入学者数

の割合は着実に増加している。2022 年度では、

46.1％を占めている（図表 3-2-5）。 

分野別に見ると、「人文科学」系が大きく、1981 年

度から 60～70％で推移している。2022 年度では

64.4％である。「保健」系については、継続して増加

傾向にある。2022 年度では 65.9％となり、2019 年

度以降「人文科学」系を上回っている。「工学」系は

最も小さい割合であるが(16.3％)、1981 年度と比較

すると、約 7 倍となっている。 

 

【【図図表表 33--22--55】】  大大学学学学部部のの入入学学者者数数にに占占めめるる女女

性性のの割割合合  

 
注： 
その他は「商船」、「家政」、「教育」、「芸術」、「その他」 
資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-2-5 
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日本の大学学部、修士課程、博士課程別入学者

数の男女別の内訳を見る（図表 3-2-6）。 

学部の入学者数は、女性については継続して増

加している一方で、男性は 2000 年度と比べて減少

している。分野別に見ると、男女ともに、「自然科学」

系より「人文社会科学・その他」系での入学者数が

多い。この傾向は、特に女性で顕著である。女性は

「自然科学」系、「人文社会科学・その他」系ともに

増加しているのに対して、男性は 2000 年度と比べ

て両分野ともに減少している。 

修士課程の入学者数は、男女ともに 2010 年度と

比べて減少している。内訳を見ると、男性は「自然

科学」系の方が「人文社会科学・その他」系より多い。

女性は「人文社会科学・その他」系の方が「自然科

学」系より多いが、その差は縮まりつつある。男性は

2010 年度と比べて両分野ともに減少しているのに

対して、女性は「自然科学」系については微増して

いる。 

博士課程の入学者数は、女性は 2010 年度、男

性は 2000 年度と比べて減少している。男女ともに

「自然科学」系の方が「人文社会科学・その他」系よ

り多い。男性は 2000 年度と比べて両分野ともに減

少している。女性についても 2010 年度と比べて、

「人文社会科学・その他」は減少しており、「自然科

学」系は、ほぼ横ばいとなっている。 

  

【【図図表表 33--22--66】】  学学部部・・修修士士課課程程・・博博士士課課程程別別入入学学者者数数（（女女性性とと男男性性））  
 

((AA))女女性性入入学学者者  

((BB))男男性性入入学学者者  

 
注： 
その他は「商船」、「家政」、「教育」、「芸術」、「その他」 
資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-2-6 

2.2 4.2 5.9 8.0 

12.6 

19.0 
20.9 

21.3 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1990 2000 2010 2022

年度

万人
((aa))学学部部

自然科学

人文社会科学・その他

0.1 
0.7 1.0 1.1 0.3 

1.1 
1.4 1.2 

0

1

2

3

4

5

6

7

1990 2000 2010 2022

年度

万人
((bb))修修士士課課程程

自然科学

人文社会科学・その他

0.07 
0.24 0.29 0.29 

0.06 

0.22 
0.23 0.18 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1990 2000 2010 2022

年度

万人
((cc))博博士士課課程程

自然科学

人文社会科学・その他

12.8 13.4 12.8 12.6 

21.5 
23.4 22.3 21.7 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1990 2000 2010 2022

年度

万人

((aa))学学部部

自然科学

人文社会科学・その他

2.0 

3.7 
4.4 

3.8 
0.6 

1.5 

1.5 

1.5 

0

1

2

3

4

5

6

7

1990 2000 2010 2022

年度

万人
((bb))修修士士課課程程

自然科学

人文社会科学・その他

0.53 

0.93 
0.82 

0.72 

0.13 

0.32 

0.30 

0.25 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1990 2000 2010 2022

年度

万人
((cc))博博士士課課程程

自然科学

人文社会科学・その他

第
３
章　
　
　

高
等
教
育
と
科
学
技
術
人
材

111



第 3 章 高等教育と科学技術人材  

 

- 110 - 

33..22..66 高高等等教教育育機機関関のの社社会会人人学学生生  

高等教育機関を活用し、社会人の学習意欲の高

まりに対応した再教育の機会を充実させることは、

高度人材の育成の促進、活用に役立ち、さらには

社会全体の活性化にもつながる。ここでは、再教育

の機会として、大学院における社会人学生に注目し、

日本の状況を詳細に見る。 

 

（1）社会人大学院生(在籍者) 

全大学院生数、社会人大学院生数の推移を見る

と（図表 3-2-7）、2010 年度までは、ともに増加をみ

せていた。2011 年度をピークに全大学院生数は減

少に転じ、2015 年度を境に微増している。社会人

大学院生数については、長期的に増加しているが、

近年頭打ちの傾向が見える。 

日本の全大学院生（在籍者）に占める社会人大

学院生割合は、2000 年度の 12.1％から 2022 年度

の 23.4％へと約 2 倍となった。 

このように大学院に在籍している学生の構成には、

長期的に変化が生じている。 

  

【【図図表表 33--22--77】】  日日本本のの社社会会人人大大学学院院生生((在在籍籍者者))のの状状況況  

 
注： 
1) 「社会人」とは、各 5 月 1 日において①職に就いている者（給料、賃

金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事に現に就いている者）、
②給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事から既に退
職した者、③主婦・主夫を指す。 

2) ここでの大学院生とは、修士課程または博士前期課程、博士課程ま
たは博士後期課程、専門職大学院課程のいずれかに在籍する者をい
う。 

資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-2-7 

 

（2）理工系の社会人大学院生(在籍者) 

「理工」系の修士・博士課程における社会人大学

院生数を学位レベルで見ると（図表 3-2-8）、2022

年度の社会人博士課程学生は 4,549 人、社会人修

士課程学生は 1,429 人であり、社会人の博士課程

学生は修士課程学生の約 3 倍の規模である。 

「理工」系の社会人博士課程学生は 2008 年度ま

で継続的に増加した。その後は減少傾向にあった

が、2017 年度を境に微増に転じ、近年はほぼ横ば

いに推移している。 

社会人修士課程学生は 2004 年度にピークとなり、

その後は減少傾向が続いていた。2014 年度以降は

年による増減はみられるが増加傾向にある。ただし、

2022 年度は前年度と比較すると 2.2％減少した。 

  

【【図図表表 33--22--88】】  理理工工系系修修士士・・博博士士課課程程ににおおけけるる社社

会会人人大大学学院院生生数数((在在籍籍者者))のの推推移移  

 
注： 
「社会人」とは、各 5 月 1 日において①職に就いている者（給料、賃金、
報酬、その他の経常的な収入を得る仕事に現に就いている者）、②給
料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事から既に退職した
者、③主婦・主夫を指す。 
資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-2-8 
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（3）社会人と社会人以外の専攻別博士課程在

籍者 

大学院生（博士課程）の入学者数が減少傾向に

ある中、社会人の入学者数は長期的に増加してい

る（図表 3-2-3）。社会人博士課程在籍者について

は、「理工」系では近年停滞しているが（図表 3-2-8

参照）、その他の専攻、社会人以外ではどのような

状況にあるのだろうか。この節では、社会人と社会

人以外の博士課程の専攻に注目し、博士課程在籍

者の状況を見る。 

社会人博士課程在籍者を専攻別に見ると（図表

3-2-9(A)）、「保健」系が著しく伸びていたが、2020

年度をピークに減少に転じた。2022年度では 1.9万

人、全体の約 6 割を占める。次いで、「その他」が

0.5 万人、「工学」系が 0.4 万人、「社会科学」系が

0.2万人と続く。「理学」系は約 500名であり、「工学」

系の 1/8 程度の規模である。「その他」は漸増して

いる。「工学」系は 2008 年度まで増加した後は微減

に転じていたが、2018 年度から微増傾向にある。 

社会人以外でも（図表 3-2-9(B)）、「保健」系が多

い。2000年度から 2008年度にかけて大きく減少し、

その後も漸減していたが、2020 年度以降は、ほぼ

横ばいに推移している。2022年度では 1.0万人とな

った。また、「工学」系が 1.0 万人、「その他」が 0.9

万人である。「工学」系は 2010 年度ごろまでは緩や

かに増減を繰り返し、2011 年度から微減に推移して

いたが、2019 年度以降、微増している。「その他」に

ついては、2014 年度を境に増加し、「工学」系の在

籍者数に近づいている。また、社会人以外の「理学」

系は 0.4 万人であり、「工学」の半分程度の在籍者

がいる。ただし、その数は、長期的には減少傾向に

ある。 

 

  

【【図図表表 33--22--99】】  社社会会人人とと社社会会人人以以外外のの専専攻攻別別博博

士士課課程程在在籍籍者者数数のの推推移移  

  

((AA))社社会会人人博博士士課課程程在在籍籍者者  

  

((BB))社社会会人人以以外外のの博博士士課課程程在在籍籍者者  

  

（（CC))博博士士課課程程在在籍籍者者((全全体体))  

 
注： 
1) その他は「家政」、「教育」、「芸術」、「その他」 
2) 「社会人」とは、各 5 月 1 日において①職に就いている者（給料、賃

金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事に現に就いている者）、
②給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事から既に退
職した者、③主婦・主夫を指す。 

資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-2-9 
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33..22..66 高高等等教教育育機機関関のの社社会会人人学学生生  

高等教育機関を活用し、社会人の学習意欲の高

まりに対応した再教育の機会を充実させることは、

高度人材の育成の促進、活用に役立ち、さらには

社会全体の活性化にもつながる。ここでは、再教育

の機会として、大学院における社会人学生に注目し、

日本の状況を詳細に見る。 

 

（1）社会人大学院生(在籍者) 

全大学院生数、社会人大学院生数の推移を見る

と（図表 3-2-7）、2010 年度までは、ともに増加をみ

せていた。2011 年度をピークに全大学院生数は減

少に転じ、2015 年度を境に微増している。社会人

大学院生数については、長期的に増加しているが、

近年頭打ちの傾向が見える。 

日本の全大学院生（在籍者）に占める社会人大

学院生割合は、2000 年度の 12.1％から 2022 年度

の 23.4％へと約 2 倍となった。 

このように大学院に在籍している学生の構成には、

長期的に変化が生じている。 

  

【【図図表表 33--22--77】】  日日本本のの社社会会人人大大学学院院生生((在在籍籍者者))のの状状況況  

 
注： 
1) 「社会人」とは、各 5 月 1 日において①職に就いている者（給料、賃

金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事に現に就いている者）、
②給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事から既に退
職した者、③主婦・主夫を指す。 

2) ここでの大学院生とは、修士課程または博士前期課程、博士課程ま
たは博士後期課程、専門職大学院課程のいずれかに在籍する者をい
う。 

資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-2-7 

 

（2）理工系の社会人大学院生(在籍者) 

「理工」系の修士・博士課程における社会人大学

院生数を学位レベルで見ると（図表 3-2-8）、2022

年度の社会人博士課程学生は 4,549 人、社会人修

士課程学生は 1,429 人であり、社会人の博士課程

学生は修士課程学生の約 3 倍の規模である。 

「理工」系の社会人博士課程学生は 2008 年度ま

で継続的に増加した。その後は減少傾向にあった

が、2017 年度を境に微増に転じ、近年はほぼ横ば

いに推移している。 

社会人修士課程学生は 2004 年度にピークとなり、

その後は減少傾向が続いていた。2014 年度以降は

年による増減はみられるが増加傾向にある。ただし、

2022 年度は前年度と比較すると 2.2％減少した。 

  

【【図図表表 33--22--88】】  理理工工系系修修士士・・博博士士課課程程ににおおけけるる社社

会会人人大大学学院院生生数数((在在籍籍者者))のの推推移移  

 
注： 
「社会人」とは、各 5 月 1 日において①職に就いている者（給料、賃金、
報酬、その他の経常的な収入を得る仕事に現に就いている者）、②給
料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事から既に退職した
者、③主婦・主夫を指す。 
資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-2-8 
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（3）社会人と社会人以外の専攻別博士課程在

籍者 

大学院生（博士課程）の入学者数が減少傾向に

ある中、社会人の入学者数は長期的に増加してい

る（図表 3-2-3）。社会人博士課程在籍者について

は、「理工」系では近年停滞しているが（図表 3-2-8

参照）、その他の専攻、社会人以外ではどのような

状況にあるのだろうか。この節では、社会人と社会

人以外の博士課程の専攻に注目し、博士課程在籍

者の状況を見る。 

社会人博士課程在籍者を専攻別に見ると（図表

3-2-9(A)）、「保健」系が著しく伸びていたが、2020

年度をピークに減少に転じた。2022年度では 1.9万

人、全体の約 6 割を占める。次いで、「その他」が

0.5 万人、「工学」系が 0.4 万人、「社会科学」系が

0.2万人と続く。「理学」系は約 500名であり、「工学」

系の 1/8 程度の規模である。「その他」は漸増して

いる。「工学」系は 2008 年度まで増加した後は微減

に転じていたが、2018 年度から微増傾向にある。 

社会人以外でも（図表 3-2-9(B)）、「保健」系が多

い。2000年度から 2008年度にかけて大きく減少し、

その後も漸減していたが、2020 年度以降は、ほぼ

横ばいに推移している。2022年度では 1.0万人とな

った。また、「工学」系が 1.0 万人、「その他」が 0.9

万人である。「工学」系は 2010 年度ごろまでは緩や

かに増減を繰り返し、2011 年度から微減に推移して

いたが、2019 年度以降、微増している。「その他」に

ついては、2014 年度を境に増加し、「工学」系の在

籍者数に近づいている。また、社会人以外の「理学」

系は 0.4 万人であり、「工学」の半分程度の在籍者

がいる。ただし、その数は、長期的には減少傾向に

ある。 

 

  

【【図図表表 33--22--99】】  社社会会人人とと社社会会人人以以外外のの専専攻攻別別博博

士士課課程程在在籍籍者者数数のの推推移移  

  

((AA))社社会会人人博博士士課課程程在在籍籍者者  

  

((BB))社社会会人人以以外外のの博博士士課課程程在在籍籍者者  

  

（（CC))博博士士課課程程在在籍籍者者((全全体体))  

 
注： 
1) その他は「家政」、「教育」、「芸術」、「その他」 
2) 「社会人」とは、各 5 月 1 日において①職に就いている者（給料、賃

金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事に現に就いている者）、
②給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事から既に退
職した者、③主婦・主夫を指す。 

資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-2-9 
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33..33 理理工工系系学学生生のの進進路路  

 
ポポイインントト  

○「理工」系学部学生の進路を見ると、2022 年の「就職者」の割合は約 5 割を占めている。「就職者」うち

「無期雇用」の割合は卒業者全体の 53.2％、「有期雇用（正規の職員等でない者）」は 0.9％である。「進

学者」の割合は 39.0％となっている。 

○「理工」系修士課程修了者の進路を見ると、2022 年の「就職者」の割合は 85.8％であり、「就職者」の「無

期雇用」の割合は修了者全体の 84.6％、「有期雇用」は 1.2％である。ほとんどが正規の職員として就職

していることがわかる。 

○「理工」系博士課程修了者の進路を見ると、2022 年の「就職者」の割合は 69.0％である。「就職者」の「無

期雇用」は全体の 51.6％、「有期雇用」は 17.4％であり、学部卒業者や修士課程修了者と比較すると、

「有期雇用」の割合は多い。 

○「理工」系学部卒業者のうちの就職者を産業分類別に見ると、学部学生の「製造業」への就職割合は

1980 年代には 50％台であったが、継続して減少しており、2022 年では 23.2％になっている。非製造業

（研究、教育を除く）は増加しており、2022 年では 74.4％である。 

○「理工」系修士課程学生の就職者の場合、「製造業」への就職割合は、1980 年代には 70％程度であっ

たが、その後は減少傾向が続き、2010 年以降は 50％台となった。2015 年頃から微増していたが、2019

年を境に減少し、2022 年では 52.2％となった。非製造業（研究、教育を除く）は増加傾向にあったが、

2014 年を境に微減した後、2019 年以降では増加し 2022 年では 46.2％となった。 

○「理工」系博士課程学生の就職者の場合、「製造業」への就職割合は概ね 30％前後で推移しており、

2022 年は 31.3％である。「教育（学校へ就職した者など）」については 1980 年代半ばには 50％に達した

こともあったが、2000 年代に入ると約 3 割まで減少し、2022 年では 27.9％である。また、「研究（学術・研

究開発機関等へ就職した者など）」は、2022 年では 13.2％である。非製造業（研究、教育を除く）は、近

年増加傾向にあり、2022 年は 27.6％となっている。 

○「理工」系の学部卒業者、修士課程修了者、博士課程修了者の就職者を職業分類別に見ると、「専門

的・技術的職業従事者」になる者が多い。学部卒業者では、長期的に見ると増減を繰り返しながらも

2010 年ごろまで減少傾向にあったが、その後は増加傾向にある。修士課程、博士課程学生では最新年

において、それぞれ約 90％を占めている。 

○「専門的・技術的職業従事者」の内訳を見ると、学部卒業者や修士課程修了者は、そのほとんどが「技術

者」である。博士課程修了者は 1981 年時点では、「教員」、「技術者」、「研究者」の順に割合が大きかっ

たが、その後、「教員」は減少、「研究者」は増加、「技術者」はほぼ横ばいに推移し、2010年頃からは「研

究者」、「技術者」、「教員」の順に割合が大きくなっている。 

33..33..11 理理工工系系学学生生のの就就職職・・進進学学状状況況  

この節では「理学」系及び「工学」系に特化して、

学生の進路を見る。ここでいう「就職者」とは経常的

な収入を目的とする仕事についた者であり、一時的

な職業についた者や、アルバイト等は「その他」に含

まれる。また、2012 年から「就職者」が「無期雇用」と

「有期雇用」に分類された。ここでいう「無期雇用」と

は雇用の期間の定めのないものとして就職した者で

あり、「有期雇用」とは雇用の期間が 1 年以上で期

間の定めのある者であり、かつ 1週間の所定の労働

時間がおおむね 30～40 時間程度の者をいう。なお、

このデータは調査時点（該当年の 5 月 1 日）で学校

側が把握している学生の進路状況を調査したもの

である。 
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(1)学部卒業者の進路 

「理工」系の学部卒業者の進路を見ると、「就職

者」の割合は、1980 年代には概ね 80％前後で推移

していたが、1990 年代に入り大きく低下した。2000

年代に入ると増加しつつあったが、2010 年に大きく

減少した。その後は再び増加していたが、2021 年

に前年と比べて 3.3 ポイント減少し、2022 年もその

状況が続いている。1990 年代後半からの大学院拡

充の影響もあってか、「進学者」の割合は増加傾向

にあった。ただし、2010 年をピークに減少、その後

は横ばいに推移し、近年は微増している。 

2022年の「就職者」の割合は、全体の約 5割を占

めている。「就職者」の「無期雇用」の割合は卒業者

全体の 53.2％、「有期雇用（正規の職員等でない

者）」は 0.9％である。「進学者」の割合は 39.0％とな

っている（図表 3-3-1）。 

 

【【図図表表 33--33--11】】  理理工工系系学学部部卒卒業業者者のの進進路路  

 
注： 
1) 各年の 3 月の卒業者の進路を示している。 
2) この図表では、「就職進学者」（進学しかつ就職した者）を「就職者

数」に含めている。  
3) 就職者：経常的な収入を目的とする仕事についた者 
4) 無期雇用：雇用の期間の定めのないものとして就職した者であり、自

営業種等も含む。 
5) 有期雇用：雇用の期間が 1 年以上で期間の定めのある者であり、か

つ 1 週間の所定の労働時間が概ね 30～40 時間程度の者をいう。 
6) 進学者：大学等に進学した者。専修学校・外国の学校等へ入学した

者は除く。 
7) 不明：死亡・不詳の者 
8) その他：上記以外 
資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-3-1 

 

(2)修士課程修了者の進路 

「理工」系修士課程修了者の進路を長期的に見

ると、2000 年代初めまで、構成比に大きな変化は見

られず、「就職者」が全体の約 80％を占めていた。

2000 年代に入ると、就職する者の割合はさらに増

加し、2010 年に若干減少した後は、再び漸増傾向

であった。2019 年を境に「就職者」の割合は微減傾

向にあり、2022 年の「就職者」の割合は 85.8％であ

る。「就職者」のうち「無期雇用」の割合は修了者全

体の 84.6％、「有期雇用」では 1.2％であり、ほとん

どが正規の職員として就職していることがわかる。

「進学者」の割合は 2000 年代に入り減少傾向にあ

ったが、2010 年に一時的に増加した。その後は、ほ

ぼ横ばいに推移しており、2022 年では 8.0％である

（図表 3-3-2）。 

  

【【図図表表 33--33--22】】  理理工工系系修修士士課課程程修修了了者者のの進進路路  

 
注及び資料： 
図表 3-3-1 と同じ。 
参照：表 3-3-2 
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33..33 理理工工系系学学生生のの進進路路  

 
ポポイインントト  

○「理工」系学部学生の進路を見ると、2022 年の「就職者」の割合は約 5 割を占めている。「就職者」うち

「無期雇用」の割合は卒業者全体の 53.2％、「有期雇用（正規の職員等でない者）」は 0.9％である。「進

学者」の割合は 39.0％となっている。 

○「理工」系修士課程修了者の進路を見ると、2022 年の「就職者」の割合は 85.8％であり、「就職者」の「無

期雇用」の割合は修了者全体の 84.6％、「有期雇用」は 1.2％である。ほとんどが正規の職員として就職

していることがわかる。 

○「理工」系博士課程修了者の進路を見ると、2022 年の「就職者」の割合は 69.0％である。「就職者」の「無

期雇用」は全体の 51.6％、「有期雇用」は 17.4％であり、学部卒業者や修士課程修了者と比較すると、

「有期雇用」の割合は多い。 

○「理工」系学部卒業者のうちの就職者を産業分類別に見ると、学部学生の「製造業」への就職割合は

1980 年代には 50％台であったが、継続して減少しており、2022 年では 23.2％になっている。非製造業

（研究、教育を除く）は増加しており、2022 年では 74.4％である。 

○「理工」系修士課程学生の就職者の場合、「製造業」への就職割合は、1980 年代には 70％程度であっ

たが、その後は減少傾向が続き、2010 年以降は 50％台となった。2015 年頃から微増していたが、2019

年を境に減少し、2022 年では 52.2％となった。非製造業（研究、教育を除く）は増加傾向にあったが、

2014 年を境に微減した後、2019 年以降では増加し 2022 年では 46.2％となった。 

○「理工」系博士課程学生の就職者の場合、「製造業」への就職割合は概ね 30％前後で推移しており、

2022 年は 31.3％である。「教育（学校へ就職した者など）」については 1980 年代半ばには 50％に達した

こともあったが、2000 年代に入ると約 3 割まで減少し、2022 年では 27.9％である。また、「研究（学術・研

究開発機関等へ就職した者など）」は、2022 年では 13.2％である。非製造業（研究、教育を除く）は、近

年増加傾向にあり、2022 年は 27.6％となっている。 

○「理工」系の学部卒業者、修士課程修了者、博士課程修了者の就職者を職業分類別に見ると、「専門

的・技術的職業従事者」になる者が多い。学部卒業者では、長期的に見ると増減を繰り返しながらも

2010 年ごろまで減少傾向にあったが、その後は増加傾向にある。修士課程、博士課程学生では最新年

において、それぞれ約 90％を占めている。 

○「専門的・技術的職業従事者」の内訳を見ると、学部卒業者や修士課程修了者は、そのほとんどが「技術

者」である。博士課程修了者は 1981 年時点では、「教員」、「技術者」、「研究者」の順に割合が大きかっ

たが、その後、「教員」は減少、「研究者」は増加、「技術者」はほぼ横ばいに推移し、2010年頃からは「研

究者」、「技術者」、「教員」の順に割合が大きくなっている。 

33..33..11 理理工工系系学学生生のの就就職職・・進進学学状状況況  

この節では「理学」系及び「工学」系に特化して、

学生の進路を見る。ここでいう「就職者」とは経常的

な収入を目的とする仕事についた者であり、一時的

な職業についた者や、アルバイト等は「その他」に含

まれる。また、2012 年から「就職者」が「無期雇用」と

「有期雇用」に分類された。ここでいう「無期雇用」と

は雇用の期間の定めのないものとして就職した者で

あり、「有期雇用」とは雇用の期間が 1 年以上で期

間の定めのある者であり、かつ 1週間の所定の労働

時間がおおむね 30～40 時間程度の者をいう。なお、

このデータは調査時点（該当年の 5 月 1 日）で学校

側が把握している学生の進路状況を調査したもの

である。 
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(1)学部卒業者の進路 

「理工」系の学部卒業者の進路を見ると、「就職

者」の割合は、1980 年代には概ね 80％前後で推移

していたが、1990 年代に入り大きく低下した。2000

年代に入ると増加しつつあったが、2010 年に大きく

減少した。その後は再び増加していたが、2021 年

に前年と比べて 3.3 ポイント減少し、2022 年もその

状況が続いている。1990 年代後半からの大学院拡

充の影響もあってか、「進学者」の割合は増加傾向

にあった。ただし、2010 年をピークに減少、その後

は横ばいに推移し、近年は微増している。 

2022年の「就職者」の割合は、全体の約 5割を占

めている。「就職者」の「無期雇用」の割合は卒業者

全体の 53.2％、「有期雇用（正規の職員等でない

者）」は 0.9％である。「進学者」の割合は 39.0％とな

っている（図表 3-3-1）。 

 

【【図図表表 33--33--11】】  理理工工系系学学部部卒卒業業者者のの進進路路  

 
注： 
1) 各年の 3 月の卒業者の進路を示している。 
2) この図表では、「就職進学者」（進学しかつ就職した者）を「就職者

数」に含めている。  
3) 就職者：経常的な収入を目的とする仕事についた者 
4) 無期雇用：雇用の期間の定めのないものとして就職した者であり、自

営業種等も含む。 
5) 有期雇用：雇用の期間が 1 年以上で期間の定めのある者であり、か

つ 1 週間の所定の労働時間が概ね 30～40 時間程度の者をいう。 
6) 進学者：大学等に進学した者。専修学校・外国の学校等へ入学した

者は除く。 
7) 不明：死亡・不詳の者 
8) その他：上記以外 
資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-3-1 

 

(2)修士課程修了者の進路 

「理工」系修士課程修了者の進路を長期的に見

ると、2000 年代初めまで、構成比に大きな変化は見

られず、「就職者」が全体の約 80％を占めていた。

2000 年代に入ると、就職する者の割合はさらに増

加し、2010 年に若干減少した後は、再び漸増傾向

であった。2019 年を境に「就職者」の割合は微減傾

向にあり、2022 年の「就職者」の割合は 85.8％であ

る。「就職者」のうち「無期雇用」の割合は修了者全

体の 84.6％、「有期雇用」では 1.2％であり、ほとん

どが正規の職員として就職していることがわかる。

「進学者」の割合は 2000 年代に入り減少傾向にあ

ったが、2010 年に一時的に増加した。その後は、ほ

ぼ横ばいに推移しており、2022 年では 8.0％である

（図表 3-3-2）。 

  

【【図図表表 33--33--22】】  理理工工系系修修士士課課程程修修了了者者のの進進路路  

 
注及び資料： 
図表 3-3-1 と同じ。 
参照：表 3-3-2 
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(3)博士課程修了者の進路 

「理工」系博士課程修了者の進路を見ると（図表

3-3-3(A)）、「就職者」の割合は、1990年代半ばから

2000 年頃にかけて大きく減少し、その後は増加傾

向にあった。2012 年を境に減少・横ばいであり 2022

年の「就職者」の割合は 69.0％である。「就職者」の

「無期雇用」は修了者全体の 51.6％、「有期雇用」

は 17.4％であり、学部卒業者や修士課程修了者と

比較すると、「有期雇用」の割合は多い。 

雇用形態の詳細な状況を見ると（図表 3-3-3(B)）、

「雇用契約期間が 1 年以上、かつ FT（フルタイム：

常勤）勤務相当の者」は 17.4％、「雇用契約期間が

1 か月以上 1 年未満の者等」は 5.7％である。2022

年の「理工」系博士課程修了者でポストドクター 1に

なった者の割合は 16.3％である。博士課程修了者

のうちポストドクターについては、「有期雇用」及び

「その他」に含まれている。過去のデータとの継続性

の視点から図表 3-3-3(A)では、就職者のうち、「雇

用契約期間が 1 年以上かつ FT 勤務相当の者」を

「有期雇用」としている。 

「理工系博士課程修了者の進路」においては、

「理工」系学部卒業者や「理工」系修士課程修了者

に比べて「その他」の占める割合が大きい。 

ここでの「その他」とは学校基本調査における「雇

用契約期間が 1 か月以上 1 年未満の者等」、「臨時

労働者」、「臨床研修医」、「専修学校・外国の学校

等入学者」、「左記以外の者」の合計である。「その

他」の占める割合が大きい要因として、調査実施時

点で進路が確定していない者の影響が考えられる。

学部卒業者や修士課程修了者と異なり、博士課程

修了者の中にはアカデミックポストを目指す者も多

い。企業への就職については、就職活動の時期が

概ね決まっているが、アカデミックポストの公募は年

間を通じて行われる。この為、アカデミックポストを目

指している者の中には、学校基本調査が調査対象

としている卒業の次年度の 5 月 1 日現在で進路が

確定していない者が、一定数いると思われる。これ

 
1 博士の学位を取得した者又は所定の単位を修得の上、博士課程を退学

した者（いわゆる「満期退学者」）のうち、任期付で採用されている者で、①

大学や大学共同利用機関で研究業務に従事している者であって、教授・

准教授・助教・助手等の学校教育法第 92 条に基づく教育・研究に従事す

る職にない者、又は、②独立行政法人等の公的研究機関（国立試験研究

らの者については、進学でも就職でもないので、進

路が「左記以外の者」に分類されていると考えられる。

実際、2022 年の「その他」（1,336 人）に占める「左記

以外の者」の割合は 77.8％と大きい。また、進路状

況の調査の際に、進路が決まっていない為、調査

に回答せず、結果として学校では進路状況が把握

できない者（この場合不明となる）も一定数存在する

可能性がある。 

これらから、「理工」系博士課程修了者の「その他」

の占める割合が大きいのは、博士課程修了者のキ

ャリアパスの形態が、学部卒業者や修士課程卒業

者とは異なっているためと言える。 

 

【【図図表表 33--33--33】】  理理工工系系博博士士課課程程修修了了者者のの進進路路  

  

((AA))内内訳訳のの推推移移  

  

((BB))22002222 年年のの内内訳訳  

 
注及び資料： 
図表 3-3-1 と同じ。 
参照：表 3-3-3 

 

機関、公的試験研究機関を含む。）において研究業務に従事している者

のうち、所属する研究グループのリーダー・主任研究員等の管理的な職に

ない者をいう。 
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33..33..22 理理工工系系学学生生のの産産業業分分類類別別就就職職状状況況  

この節では、3.3.1 節の「理工系学生の就職・進

学状況」での「就職者」がどこに就職したかを産業分

類別に見る。ここでいう産業分類とは「日本標準産

業分類」を使用しており、事業所の主要業務によっ

て産業を決定している（日本標準産業分類の改定

は 1993、2002、2007、2013 年に行われ、いずれも

翌年から適用されている）。なお、日本標準産業分

類中の「教育」とは「学校教育」のことであり、たとえ

ば小・中・高・大学などはここに含まれる。また「研究」

については「学術・研究開発機関」のことであり、学

術的研究、試験、開発研究などを行う事業所を指

す。 

 

(1)大学学部卒業者のうちの就職者 

「理工」系学部卒業者のうちの就職者の産業分類

別就職割合の推移を見ると（図表 3-3-4）、「製造業」

への就職割合は 1980 年代には 50％台であったが、

1990 年代半ば以降、減少傾向が続いており、2022

年では 23.2％になっている。非製造業（研究、教育

を除く）は増加しており、2022 年では 74.4％である。

「非製造業」のうち「サービス業関連」への就職割合

は、1980 年代の 10％台から、2022 年では 41.8％と

なった。「サービス業関連」で最も大きい産業は「情

報通信業」である。2010 年に「非製造業」の「その他」

の割合が大きくなった後、その後は減少傾向であり、

2022 年では 35.0％となった。「その他」には、「建設

業」、「卸売業、小売業」、「公務」などが含まれてお

り、最も大きい産業は「建設業」である。 

 

【【図図表表 33--33--44】】  理理工工系系学学部部卒卒業業者者ののううちちのの就就職職者者  

（（産産業業分分類類別別のの就就職職状状況況））  

注： 
1) 就職者数には「就職進学者」（進学しかつ就職した者）を含む。 
2) 1981～2002 年の分類 

サービス業関連：日本標準産業分類（1993 年改定）でのサービス業を
指す。 
教育：日本標準産業分類（1993 年改定）での「サービス業」のうちの
「教育」を指す。 

3) 2003～2007 年の分類 
サービス業関連：日本標準産業分類（2002 年改定）での「情報通信
業」、「飲食店､サービス業」、「医療､福祉」、「教育､学習支援業」、「複
合サービス業」、「サービス業（他に分類されないもの）」を指す。  
教育：日本標準産業分類（2002 年改定）での「教育､学習支援業」のう
ちの「学校教育」を指す。 
研究：日本標準産業分類（2002 年改定）での「サービス業（他に分類さ
れないもの）」のうちの「学術・研究開発」を指す。 

4) 2008 年～の分類 
サービス業関連：日本標準産業分類（2007 年改定）での「学術研究､
専門・技術サービス業」、「宿泊業､飲食サービス業」、「生活関連サー
ビス業」、「教育､学習支援業」、「医療、福祉」、「複合サービス事業」、
「サービス業（他に分類されないもの）」、「情報通信業」を指す。 
教育：日本標準産業分類（2007 年改定）での「教育､学習支援業」のう
ちの「学校教育」を指す。 
研究：日本標準産業分類（2007 年改定）での「学術研究､専門・技術
サービス業」のうちの「学術・開発研究機関」を指す。  

資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-3-4 

 

(2)大学院修士課程修了者のうちの就職者 

「理工」系修士課程修了者のうちの就職者の産業

分類別就職割合の推移を見ると（図表 3-3-5）、「製

造業」への就職割合は、1980 年代には 70％程度で

推移していた。その後は減少傾向が続き、2010 年

以降は 50％台となった。2015 年頃から微増してい

たが、2019 年を境に減少し、2022 年では 52.2％と

なった。非製造業（研究、教育を除く）は増加傾向

にあったが、2014 年を境に微減した後、2019 年以

降では増加し 2022 年では 46.2％となった。「非製

造業」のうちの「サービス業関連」への就職割合は、

2022 年では 30.2％である。「非製造業」の「その他」

も 17.7％を占める。 

 

【【図図表表 33--33--55】】  理理工工系系修修士士課課程程修修了了者者ののううちちのの就就職職者者  

（（産産業業分分類類別別のの就就職職状状況況））  

 
注及び資料： 
図表 3-3-4 と同じ。 
参照：表 3-3-5 0%
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(3)博士課程修了者の進路 

「理工」系博士課程修了者の進路を見ると（図表

3-3-3(A)）、「就職者」の割合は、1990年代半ばから

2000 年頃にかけて大きく減少し、その後は増加傾

向にあった。2012 年を境に減少・横ばいであり 2022

年の「就職者」の割合は 69.0％である。「就職者」の

「無期雇用」は修了者全体の 51.6％、「有期雇用」

は 17.4％であり、学部卒業者や修士課程修了者と

比較すると、「有期雇用」の割合は多い。 

雇用形態の詳細な状況を見ると（図表 3-3-3(B)）、

「雇用契約期間が 1 年以上、かつ FT（フルタイム：

常勤）勤務相当の者」は 17.4％、「雇用契約期間が

1 か月以上 1 年未満の者等」は 5.7％である。2022

年の「理工」系博士課程修了者でポストドクター 1に

なった者の割合は 16.3％である。博士課程修了者

のうちポストドクターについては、「有期雇用」及び

「その他」に含まれている。過去のデータとの継続性

の視点から図表 3-3-3(A)では、就職者のうち、「雇

用契約期間が 1 年以上かつ FT 勤務相当の者」を

「有期雇用」としている。 

「理工系博士課程修了者の進路」においては、

「理工」系学部卒業者や「理工」系修士課程修了者

に比べて「その他」の占める割合が大きい。 

ここでの「その他」とは学校基本調査における「雇

用契約期間が 1 か月以上 1 年未満の者等」、「臨時

労働者」、「臨床研修医」、「専修学校・外国の学校

等入学者」、「左記以外の者」の合計である。「その

他」の占める割合が大きい要因として、調査実施時

点で進路が確定していない者の影響が考えられる。

学部卒業者や修士課程修了者と異なり、博士課程

修了者の中にはアカデミックポストを目指す者も多

い。企業への就職については、就職活動の時期が

概ね決まっているが、アカデミックポストの公募は年

間を通じて行われる。この為、アカデミックポストを目

指している者の中には、学校基本調査が調査対象

としている卒業の次年度の 5 月 1 日現在で進路が

確定していない者が、一定数いると思われる。これ

 
1 博士の学位を取得した者又は所定の単位を修得の上、博士課程を退学

した者（いわゆる「満期退学者」）のうち、任期付で採用されている者で、①

大学や大学共同利用機関で研究業務に従事している者であって、教授・

准教授・助教・助手等の学校教育法第 92 条に基づく教育・研究に従事す

る職にない者、又は、②独立行政法人等の公的研究機関（国立試験研究

らの者については、進学でも就職でもないので、進

路が「左記以外の者」に分類されていると考えられる。

実際、2022 年の「その他」（1,336 人）に占める「左記

以外の者」の割合は 77.8％と大きい。また、進路状

況の調査の際に、進路が決まっていない為、調査

に回答せず、結果として学校では進路状況が把握

できない者（この場合不明となる）も一定数存在する

可能性がある。 

これらから、「理工」系博士課程修了者の「その他」

の占める割合が大きいのは、博士課程修了者のキ

ャリアパスの形態が、学部卒業者や修士課程卒業

者とは異なっているためと言える。 

 

【【図図表表 33--33--33】】  理理工工系系博博士士課課程程修修了了者者のの進進路路  

  

((AA))内内訳訳のの推推移移  

  

((BB))22002222 年年のの内内訳訳  

 
注及び資料： 
図表 3-3-1 と同じ。 
参照：表 3-3-3 

 

機関、公的試験研究機関を含む。）において研究業務に従事している者

のうち、所属する研究グループのリーダー・主任研究員等の管理的な職に

ない者をいう。 
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33..33..22 理理工工系系学学生生のの産産業業分分類類別別就就職職状状況況  

この節では、3.3.1 節の「理工系学生の就職・進

学状況」での「就職者」がどこに就職したかを産業分

類別に見る。ここでいう産業分類とは「日本標準産

業分類」を使用しており、事業所の主要業務によっ

て産業を決定している（日本標準産業分類の改定

は 1993、2002、2007、2013 年に行われ、いずれも

翌年から適用されている）。なお、日本標準産業分

類中の「教育」とは「学校教育」のことであり、たとえ

ば小・中・高・大学などはここに含まれる。また「研究」

については「学術・研究開発機関」のことであり、学

術的研究、試験、開発研究などを行う事業所を指

す。 

 

(1)大学学部卒業者のうちの就職者 

「理工」系学部卒業者のうちの就職者の産業分類

別就職割合の推移を見ると（図表 3-3-4）、「製造業」

への就職割合は 1980 年代には 50％台であったが、

1990 年代半ば以降、減少傾向が続いており、2022

年では 23.2％になっている。非製造業（研究、教育

を除く）は増加しており、2022 年では 74.4％である。

「非製造業」のうち「サービス業関連」への就職割合

は、1980 年代の 10％台から、2022 年では 41.8％と

なった。「サービス業関連」で最も大きい産業は「情

報通信業」である。2010 年に「非製造業」の「その他」

の割合が大きくなった後、その後は減少傾向であり、

2022 年では 35.0％となった。「その他」には、「建設

業」、「卸売業、小売業」、「公務」などが含まれてお

り、最も大きい産業は「建設業」である。 

 

【【図図表表 33--33--44】】  理理工工系系学学部部卒卒業業者者ののううちちのの就就職職者者  

（（産産業業分分類類別別のの就就職職状状況況））  

注： 
1) 就職者数には「就職進学者」（進学しかつ就職した者）を含む。 
2) 1981～2002 年の分類 

サービス業関連：日本標準産業分類（1993 年改定）でのサービス業を
指す。 
教育：日本標準産業分類（1993 年改定）での「サービス業」のうちの
「教育」を指す。 

3) 2003～2007 年の分類 
サービス業関連：日本標準産業分類（2002 年改定）での「情報通信
業」、「飲食店､サービス業」、「医療､福祉」、「教育､学習支援業」、「複
合サービス業」、「サービス業（他に分類されないもの）」を指す。  
教育：日本標準産業分類（2002 年改定）での「教育､学習支援業」のう
ちの「学校教育」を指す。 
研究：日本標準産業分類（2002 年改定）での「サービス業（他に分類さ
れないもの）」のうちの「学術・研究開発」を指す。 

4) 2008 年～の分類 
サービス業関連：日本標準産業分類（2007 年改定）での「学術研究､
専門・技術サービス業」、「宿泊業､飲食サービス業」、「生活関連サー
ビス業」、「教育､学習支援業」、「医療、福祉」、「複合サービス事業」、
「サービス業（他に分類されないもの）」、「情報通信業」を指す。 
教育：日本標準産業分類（2007 年改定）での「教育､学習支援業」のう
ちの「学校教育」を指す。 
研究：日本標準産業分類（2007 年改定）での「学術研究､専門・技術
サービス業」のうちの「学術・開発研究機関」を指す。  

資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-3-4 

 

(2)大学院修士課程修了者のうちの就職者 

「理工」系修士課程修了者のうちの就職者の産業

分類別就職割合の推移を見ると（図表 3-3-5）、「製

造業」への就職割合は、1980 年代には 70％程度で

推移していた。その後は減少傾向が続き、2010 年

以降は 50％台となった。2015 年頃から微増してい

たが、2019 年を境に減少し、2022 年では 52.2％と

なった。非製造業（研究、教育を除く）は増加傾向

にあったが、2014 年を境に微減した後、2019 年以

降では増加し 2022 年では 46.2％となった。「非製

造業」のうちの「サービス業関連」への就職割合は、

2022 年では 30.2％である。「非製造業」の「その他」

も 17.7％を占める。 

 

【【図図表表 33--33--55】】  理理工工系系修修士士課課程程修修了了者者ののううちちのの就就職職者者  

（（産産業業分分類類別別のの就就職職状状況況））  

 
注及び資料： 
図表 3-3-4 と同じ。 
参照：表 3-3-5 0%
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(3)大学院博士課程修了者のうちの就職者 

「理工」系博士課程修了者の産業分類別就職割

合の推移を見ると（図表 3-3-6）、「製造業」への就

職割合は年によって差異があるが、概ね 30％前後

で推移しており、2022 年は 31.3％である。全期間を

通じて「非製造業」への就職割合の方が大きい。

「非製造業」のうち、「サービス業関連」の割合は

2000 年代に入ると増加し始め、一時期は 60％を超

えたが、近年は減少・横ばい傾向にあり、2022 年で

は 56.5％となった。「サービス業関連」のうち「教育」

については、1980 年代半ばには 50％に達したこと

もあったが、2000 年代に入ると約 3 割まで減少し、

2022年では 27.9％となった。また、2003年から計測

しはじめた「研究」への就職割合は、学部卒業者、

修士課程修了者の割合と比較すると大きく、2022年

では 13.2％となっている。ただし、2010 年代半ばか

ら、その割合は低下傾向である。非製造業（研究、

教育を除く）は、近年増加傾向にあり、2022 年は

27.6％となっている。 

  

【【図図表表 33--33--66】】  理理工工系系博博士士課課程程修修了了者者ののううちちのの就就職職者者  

（（産産業業分分類類別別のの就就職職状状況況））  
 

 
注及び資料： 
図表 3-3-4 と同じ。 
参照：表 3-3-6 

33..33..33 理理工工系系学学生生のの職職業業別別就就職職状状況況  

この節では 3.3.1 節の「理工系学生の就職・進学

状況」での「就職者」が、どの職業についたかを職

業分類別に見る。ここでいう職業分類とは「日本標

準職業分類」であり、個人の職業を分類している。よ

って、その所属する事業所の経済活動は問わない。 

ここでいう「研究者」とは「試験所・研究所などの

試験・研究施設で、自然科学に関する専門的・科学

的知識を要する研究の仕事に従事する者」である。

「技術者」とは「科学的・専門的知識と手段を生産に

応用し、生産における企画、管理、監督、研究など

の科学的、技術的な仕事に従事する者」である。ま

た、「教員」は「学校及び学校教育に類する教育を

行う施設等で、学生等の教育・擁護に従事する者」

であり、大学の教員などはここに含まれる。 

 

(1)大学学部卒業者のうちの就職者 

「理工」系学部卒業者の職業分類別就職割合を

見ると、1990 年代には「専門的・技術的職業従事者」

が 80～90％で推移していた。長期的に見ると増減

を繰り返しながらも 2010 年ごろまで減少傾向にあっ

たが、その後は増加傾向にある。その内訳を見ると

「技術者」が多くを占めている。2022 年の「技術者」

は全体の 72.0％である。「技術者」の中では「情報

処理・通信技術者」が最も多くを占める。また、「事

務従事者」や「販売従事者」の職に就く者は長期的

に漸増傾向にあったが、「事務従事者」は2010年代

に入ってから、「販売従事者」は 2010年代半ば以降

に微減している（図表 3-3-7）。 

  

【【図図表表 33--33--77】】  理理工工系系学学部部卒卒業業者者のの職職業業別別のの就就

職職状状況況  
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注： 
1) 研究者：試験所・研究所などの試験・研究施設で、自然科学に関する

専門的・科学的知識を要する研究の仕事に従事する者。研究者は
2011 年から職業分類の改正にともない、名称が「科学研究者」から
「研究者」となった。 

2) 技術者：科学的・専門的知識と手段を生産に応用し、生産における企
画、管理、監督、研究などの科学的、技術的な仕事に従事する者。 

3) 教員：学校及び学校教育に類する教育を行う施設等で、学生等の教
育・擁護の仕事に従事する者。 

4) 事務従事者：一般に課長（課長相当職を含む）以上の職務にあるもの
の監督を受けて、庶務・会計、生産関連・営業販売等に関する事務及
び事務用機器の操作の仕事に従事する者。 

5) 販売従事者：有体的商品の仕入・販売、不動産・有価証券などの売買
の仕事、売買の仲立・取次・代理などの販売類似の仕事、または営業
等の仕事に従事する者。 

資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-3-7 

 

(2)大学院修士課程修了者のうちの就職者 

「理工」系修士課程修了者の職業分類別就職割

合について見ると、「専門的・技術的職業従事者」

が全体の約 90％と、一貫して極めて多くを占めてい

る。その内訳を見ると、「技術者」が多くを占めており、

全体の 80％程度で推移している。「技術者」の中で

は「製造技術者（開発）」が最も多くを占める。「研究

者」については、4～6％台で推移している。また、

「教員」の割合は長期的に見て減少し続けており、

2022 年では 0.9％になっている。「事務従事者」は

2010 年頃まで微増していたが、その後は減少傾向

にある（図表 3-3-8）。 

 

【【図図表表 33--33--88】】  理理工工系系修修士士課課程程修修了了者者のの職職業業別別

のの就就職職状状況況  

 
注及び資料 ： 
図表 3-3-7 と同じ。 
参照：表 3-3-8 

 

(3)大学院博士課程修了者のうちの就職者 

「理工」系博士課程修了者の職業分類別就職割

合について見ると「専門的・技術的職業従事者」の

割合は概ね 90％の水準で推移している。この内訳

を見ると、「技術者」が 30～40％で推移している。

「研究者」の割合は 1980年代では 20％より小さかっ

たのが、1990 年代に入ると増加し始め、近年では

40％程度であり、「技術者」よりも多くなっている。

2022 年では 39.3％となった。「教員」の割合は、

1980 年代に 40％程度だったものが減少しており、

2022 年では 15.3％となっている（図表 3-3-9）。 

  

【【図図表表 33--33--99】】  理理工工系系博博士士課課程程修修了了者者のの職職業業別別

のの就就職職状状況況  
 

 
注及び資料 ： 
図表 3-3-7 と同じ。 
参照：表 3-3-9 
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(3)大学院博士課程修了者のうちの就職者 

「理工」系博士課程修了者の産業分類別就職割

合の推移を見ると（図表 3-3-6）、「製造業」への就

職割合は年によって差異があるが、概ね 30％前後

で推移しており、2022 年は 31.3％である。全期間を

通じて「非製造業」への就職割合の方が大きい。

「非製造業」のうち、「サービス業関連」の割合は

2000 年代に入ると増加し始め、一時期は 60％を超

えたが、近年は減少・横ばい傾向にあり、2022 年で

は 56.5％となった。「サービス業関連」のうち「教育」

については、1980 年代半ばには 50％に達したこと

もあったが、2000 年代に入ると約 3 割まで減少し、

2022年では 27.9％となった。また、2003年から計測

しはじめた「研究」への就職割合は、学部卒業者、

修士課程修了者の割合と比較すると大きく、2022年

では 13.2％となっている。ただし、2010 年代半ばか

ら、その割合は低下傾向である。非製造業（研究、

教育を除く）は、近年増加傾向にあり、2022 年は

27.6％となっている。 

  

【【図図表表 33--33--66】】  理理工工系系博博士士課課程程修修了了者者ののううちちのの就就職職者者  

（（産産業業分分類類別別のの就就職職状状況況））  
 

 
注及び資料： 
図表 3-3-4 と同じ。 
参照：表 3-3-6 

33..33..33 理理工工系系学学生生のの職職業業別別就就職職状状況況  

この節では 3.3.1 節の「理工系学生の就職・進学

状況」での「就職者」が、どの職業についたかを職

業分類別に見る。ここでいう職業分類とは「日本標

準職業分類」であり、個人の職業を分類している。よ

って、その所属する事業所の経済活動は問わない。 

ここでいう「研究者」とは「試験所・研究所などの

試験・研究施設で、自然科学に関する専門的・科学

的知識を要する研究の仕事に従事する者」である。

「技術者」とは「科学的・専門的知識と手段を生産に

応用し、生産における企画、管理、監督、研究など

の科学的、技術的な仕事に従事する者」である。ま

た、「教員」は「学校及び学校教育に類する教育を

行う施設等で、学生等の教育・擁護に従事する者」

であり、大学の教員などはここに含まれる。 

 

(1)大学学部卒業者のうちの就職者 

「理工」系学部卒業者の職業分類別就職割合を

見ると、1990 年代には「専門的・技術的職業従事者」

が 80～90％で推移していた。長期的に見ると増減

を繰り返しながらも 2010 年ごろまで減少傾向にあっ

たが、その後は増加傾向にある。その内訳を見ると

「技術者」が多くを占めている。2022 年の「技術者」

は全体の 72.0％である。「技術者」の中では「情報

処理・通信技術者」が最も多くを占める。また、「事

務従事者」や「販売従事者」の職に就く者は長期的

に漸増傾向にあったが、「事務従事者」は2010年代

に入ってから、「販売従事者」は 2010年代半ば以降

に微減している（図表 3-3-7）。 

  

【【図図表表 33--33--77】】  理理工工系系学学部部卒卒業業者者のの職職業業別別のの就就

職職状状況況  
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注： 
1) 研究者：試験所・研究所などの試験・研究施設で、自然科学に関する

専門的・科学的知識を要する研究の仕事に従事する者。研究者は
2011 年から職業分類の改正にともない、名称が「科学研究者」から
「研究者」となった。 

2) 技術者：科学的・専門的知識と手段を生産に応用し、生産における企
画、管理、監督、研究などの科学的、技術的な仕事に従事する者。 

3) 教員：学校及び学校教育に類する教育を行う施設等で、学生等の教
育・擁護の仕事に従事する者。 

4) 事務従事者：一般に課長（課長相当職を含む）以上の職務にあるもの
の監督を受けて、庶務・会計、生産関連・営業販売等に関する事務及
び事務用機器の操作の仕事に従事する者。 

5) 販売従事者：有体的商品の仕入・販売、不動産・有価証券などの売買
の仕事、売買の仲立・取次・代理などの販売類似の仕事、または営業
等の仕事に従事する者。 

資料： 
文部科学省、「学校基本調査報告書」 
参照：表 3-3-7 

 

(2)大学院修士課程修了者のうちの就職者 

「理工」系修士課程修了者の職業分類別就職割

合について見ると、「専門的・技術的職業従事者」

が全体の約 90％と、一貫して極めて多くを占めてい

る。その内訳を見ると、「技術者」が多くを占めており、

全体の 80％程度で推移している。「技術者」の中で

は「製造技術者（開発）」が最も多くを占める。「研究

者」については、4～6％台で推移している。また、

「教員」の割合は長期的に見て減少し続けており、

2022 年では 0.9％になっている。「事務従事者」は

2010 年頃まで微増していたが、その後は減少傾向

にある（図表 3-3-8）。 

 

【【図図表表 33--33--88】】  理理工工系系修修士士課課程程修修了了者者のの職職業業別別

のの就就職職状状況況  

 
注及び資料 ： 
図表 3-3-7 と同じ。 
参照：表 3-3-8 

 

(3)大学院博士課程修了者のうちの就職者 

「理工」系博士課程修了者の職業分類別就職割

合について見ると「専門的・技術的職業従事者」の

割合は概ね 90％の水準で推移している。この内訳

を見ると、「技術者」が 30～40％で推移している。

「研究者」の割合は 1980年代では 20％より小さかっ

たのが、1990 年代に入ると増加し始め、近年では

40％程度であり、「技術者」よりも多くなっている。

2022 年では 39.3％となった。「教員」の割合は、

1980 年代に 40％程度だったものが減少しており、

2022 年では 15.3％となっている（図表 3-3-9）。 

  

【【図図表表 33--33--99】】  理理工工系系博博士士課課程程修修了了者者のの職職業業別別

のの就就職職状状況況  
 

 
注及び資料 ： 
図表 3-3-7 と同じ。 
参照：表 3-3-9 
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33..44 学学位位取取得得者者のの国国際際比比較較  

 
ポポイインントト  

○人口 100 万人当たりの学士・修士・博士号取得者についての分野バランスを見ると、学士号取得者にお

いては「人文・社会科学」系が多くを占めている国が多い。日本においては、修士、博士号取得者になる

につれ、「自然科学」系が多くなる傾向にあるが、他国では修士号取得者でも「人文・社会科学」系が最

も多く、博士号取得者では「自然科学」系が最も多くなる傾向にある。 

○人口 100 万人当たりの修士取得者数について、2010 年度と比較すると、日本は減少、韓国は横ばい、

その他の国は増加している。博士号取得者数については、日本、フランスは減少、他の国は増加してい

る。 

〇人口 100 万人当たりの博士号取得者の推移を見ると、2000 年代はドイツが主要国の中で一番の規模で

あった。2010 年度ごろから英国がドイツに追いつき、その後は両国とも同程度に推移している。2020 年

度では両国ともに減少したが、2021 年度では 2019 年度の水準にほぼ戻った。米国、韓国は 2000 年度

には日本と同程度であったが、その後順調な伸びを見せ、最新値では日本の倍以上の値となっている。 

○日本の博士号取得者数は 2006 年度をピークに減少傾向にあったが、2015 年度頃からはほぼ横ばいで

あり、2020 年度では 15,564 人となった。主要専攻別に見ると、保健（医学、歯学、薬学及び保健学）が最

も多く、次いで工学が多い。 

〇国公私立大学別の博士号取得者数では、国立大学が全体の 66.7％(2020 年度)を占める。時系列を見

ると、国立大学では 2005 年度から 2014 年度にかけて減少した後はほぼ横ばい、公立、私立大学は長

期的に見るとほぼ横ばいに推移している。 

 
33..44..11 学学士士・・修修士士・・博博士士号号取取得得者者数数のの国国際際比比較較  

主要国の学士・修士・博士号取得者数を人口

100 万人当たりで見る。ここでいう取得者は、毎年、

当該国において、新たに学位を取得した人数を計

測している。他国で学位を取得した者は、当該国の

データには含まれていない。国により学位の内容等

に差異があるが、日本の学士・修士・博士号にあた

る者を対象としている（詳細は各図表の注意書きを

参照のこと）。 

 

(1)人口 100 万人当たりの学士号取得者数 

人口 100 万人当たりの学士号取得者数を見ると

（図表3-4-1）、日本は2021年度で4,649人である。 

他国の最新年度の値を見ると、英国(6,520 人)、

韓国(6,363 人)で多く、米国(6,229 人)が続く。ドイツ、

フランス、中国の最新年は日本よりも低い数値であ

る。2010 年度と各国最新年を比較すると全ての国

で増加しているが、ドイツや中国の伸びは著しい。 

専攻別の構成比を「自然科学」（理学、工学、農

学、保健等）、「人文社会科学等」（人文・芸術、法

経等）と「その他」に分けて見ると、全ての国で「人文

社会科学等」の割合が大きい。なお、2010 年度と比

較して「人文社会科学等」が減少しているのは日本

と米国である。 

 

【【図図表表 33--44--11】】  人人口口 110000 万万人人当当たたりりのの学学士士号号取取得得

者者数数のの国国際際比比較較  

 
注： 
1) 日本は標記年 3 月の大学学部卒業者数を計上。「その他」は、教養、

国際関係、商船等である。 
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2) 米国は当該年 9 月から始まる年度における学位取得者数を計上。
「その他」には「軍事科学」、「学際研究」等の学科を含む。米国の最新
資料に基づくデータなので、科学技術指標の過去版とは数値が異な
る場合があるため注意。 

3) ドイツは当該年の冬学期及び翌年の夏学期における専門大学ディプ
ロームと学士の取得試験合格者数。 

4) フランスは当該年（暦年）における学位取得者数。国立大学の学士号
（通算 3 年）及び医・歯・薬学系の第一学位（Diplôme de docteur､ 通
算 5～8.5 年）の授与件数である。 

5) 英国は標記年（暦年）における大学など高等教育機関の第一学位取
得者数。連合王国の値であり、留学生を含む。「その他」はメディア、
ジャーナリズムとコミュニケーション及び複合的・一般的な研究であ
る。なお、英国の値は、一の位を 5 の倍数（0 又は 5）になるように切り
上げ、あるいは切り捨てを行っている。このため、内訳の数の合計が
合計欄の数と一致しない場合がある。 

6) 韓国は標記年 3 月の大学学部（産業大学、技術大学、放送・通信大
学を含まない）卒業者数。 

7) 中国は本科（日本の学士課程に相当）についての数値である。学士は
本科卒業者で学業成績が一定の基準に達している者に授与される。
専攻分野別の数値は不明。 

 資料： 
日本：文部科学省、「学校基本調査報告書」 
米国：NCES, IPEDS,“Digest of Education Statistics” 
ドイツ：Statistisches Bundesamt (Destatis), “Bildung und Kultur” 
フランス：MESRI, “Repères et références statistiques” 
英国：HESA, “Detailed tables (Students)” 
韓国：韓国教育省・韓国教育開発院、「教育統計年報」各年版 
中国：中華人民共和国教育部、「中国教育统计数据」 
ドイツ、フランス、英国、中国の 2008 年度：文部科学省、「教育指標の国
際比較」 
各国の人口は参考統計 A に同じ。 
参照：表 3-4-1 

 

(2)人口 100 万人当たりの修士号取得者数 

主要国の修士号取得者数を人口 100 万人当たり

で見ると(図表 3-4-2)、日本は 2020 年度で 579 人

であり、他国と比べて少ない数値である。他国の最

新年度の値を見ると、最も多い国は英国で 5,459 人

と群を抜いている。次いでドイツ（2,689 人）、米国

（2,613人）となっている。最も少ない国は中国で491

人である。 

2010 年度と各国最新年度を比較すると、日本は

減少、韓国は横ばい、その他の国は増加しており、

特に、英国、フランス、ドイツの伸びは大きい。また、

数は少ないが中国の伸びも著しい。 

専攻別の構成比で見ると、日本は学士号取得者

での専攻の構成比と異なり、「自然科学」分野を専

攻とする傾向にあることがわかる。他国はドイツを除

いて「人文社会科学等」分野の割合が大きく、学士

号取得者と同様に「人文社会科学等」を専攻とする

傾向にあることがわかる。また、2010 年度と各国最

新年度を比較した場合、「人文社会科学等」の伸び

が、「自然科学」より大きい傾向にあるのは、フランス、

英国、韓国であり、米国、ドイツは「自然科学」の伸

びの方が大きい傾向にある。日本は「自然科学」は

横ばい、「人文社会科学等」は減少している。 

 

【【図図表表 33--44--22】】  人人口口 110000 万万人人当当たたりりのの修修士士号号取取得得

者者数数のの国国際際比比較較  

 
注： 
1) 日本は当該年度の 4 月から翌年 3 月までの修士号取得者数を計

上。「その他」は、教養、国際関係、商船等である。 
2) 米国は当該年 9 月から始まる年度における修士号取得者数を計上。

「その他」には「軍事科学」、「学際研究」等の学科を含む。米国の最新
資料に基づくデータなので、科学技術指標の過去版とは数値が異な
る場合があるため注意。 

3) ドイツは標記年の冬学期及び翌年の夏学期における修士（標準学修
期間 1～2 年）及びディプローム数である。教員試験（国家試験）等合
格者（教育・教員養成学部以外の学生で教員試験に合格した者を含
む）は、ディプロームの「教育・教員養成」に含まれる。 

4) フランスは当該年（暦年）における修士号（通算 5 年）の取得者数。 
5) 英国は標記年（暦年）における大学の上級学位取得者数。修士は、学

卒者を対象とする資格を含む。例えば、教育の修士には、学卒者教
員資格（PGCE）課程の修了者を含む。「その他」はメディア、ジャーナ
リズムとコミュニケーション及び複合的・一般的な研究である。留学生
を含む。なお、英国の値（公表数値）は、一の位を 5 の倍数（0 又は 5）
になるように切り上げ、あるいは切り捨てを行っている。このため、内
訳の数の合計が、合計欄の数と一致しない場合がある。 

6) 韓国は当該年度の 3 月から翌年 2 月までの修士号取得者数を計
上。 

7) 中国は高等教育機関以外で大学院課程をもつ研究機関等の学位取
得者を含む。専攻分野別の数値は不明。 

資料： 
日本は文部科学省、「学位授与状況調査」、その他の国は図表 3-4-1 と
同じ。 
参照：表 3-4-2  

 

(3)人口 100 万人当たりの博士号取得者数 

主要国の博士号取得者数を人口 100 万人当たり

で見ると(図表 3-4-3)、日本は 2020 年度で 123 人

であり、他国と比べて少ない数値である。他国の最

新年度の値を見ると、最も多い国は英国(340 人)、

次いでドイツ(338 人)である。最も少ない国は中国

(50 人)である。 

2010年度と各国最新年度を比較すると、日本、フ

ランスは減少、他の国は増加している。大きく伸び

ているのは、韓国、米国である。また、数は少ないが

中国の伸びも著しい。 

専攻別に見ると、博士号取得者の場合、各国とも

「自然科学」の割合が大きくなる。日本やドイツは

「自然科学」の占める割合が多い傾向にある。これ

に対して「人文社会科学等」の割合は、他国と比較

すると英国、フランス、韓国で多い。  
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33..44 学学位位取取得得者者のの国国際際比比較較  

 
ポポイインントト  

○人口 100 万人当たりの学士・修士・博士号取得者についての分野バランスを見ると、学士号取得者にお

いては「人文・社会科学」系が多くを占めている国が多い。日本においては、修士、博士号取得者になる

につれ、「自然科学」系が多くなる傾向にあるが、他国では修士号取得者でも「人文・社会科学」系が最

も多く、博士号取得者では「自然科学」系が最も多くなる傾向にある。 

○人口 100 万人当たりの修士取得者数について、2010 年度と比較すると、日本は減少、韓国は横ばい、

その他の国は増加している。博士号取得者数については、日本、フランスは減少、他の国は増加してい

る。 

〇人口 100 万人当たりの博士号取得者の推移を見ると、2000 年代はドイツが主要国の中で一番の規模で

あった。2010 年度ごろから英国がドイツに追いつき、その後は両国とも同程度に推移している。2020 年

度では両国ともに減少したが、2021 年度では 2019 年度の水準にほぼ戻った。米国、韓国は 2000 年度

には日本と同程度であったが、その後順調な伸びを見せ、最新値では日本の倍以上の値となっている。 

○日本の博士号取得者数は 2006 年度をピークに減少傾向にあったが、2015 年度頃からはほぼ横ばいで

あり、2020 年度では 15,564 人となった。主要専攻別に見ると、保健（医学、歯学、薬学及び保健学）が最

も多く、次いで工学が多い。 

〇国公私立大学別の博士号取得者数では、国立大学が全体の 66.7％(2020 年度)を占める。時系列を見

ると、国立大学では 2005 年度から 2014 年度にかけて減少した後はほぼ横ばい、公立、私立大学は長

期的に見るとほぼ横ばいに推移している。 

 
33..44..11 学学士士・・修修士士・・博博士士号号取取得得者者数数のの国国際際比比較較  

主要国の学士・修士・博士号取得者数を人口

100 万人当たりで見る。ここでいう取得者は、毎年、

当該国において、新たに学位を取得した人数を計

測している。他国で学位を取得した者は、当該国の

データには含まれていない。国により学位の内容等

に差異があるが、日本の学士・修士・博士号にあた

る者を対象としている（詳細は各図表の注意書きを

参照のこと）。 

 

(1)人口 100 万人当たりの学士号取得者数 

人口 100 万人当たりの学士号取得者数を見ると

（図表3-4-1）、日本は2021年度で4,649人である。 

他国の最新年度の値を見ると、英国(6,520 人)、

韓国(6,363 人)で多く、米国(6,229 人)が続く。ドイツ、

フランス、中国の最新年は日本よりも低い数値であ

る。2010 年度と各国最新年を比較すると全ての国

で増加しているが、ドイツや中国の伸びは著しい。 

専攻別の構成比を「自然科学」（理学、工学、農

学、保健等）、「人文社会科学等」（人文・芸術、法

経等）と「その他」に分けて見ると、全ての国で「人文

社会科学等」の割合が大きい。なお、2010 年度と比

較して「人文社会科学等」が減少しているのは日本

と米国である。 

 

【【図図表表 33--44--11】】  人人口口 110000 万万人人当当たたりりのの学学士士号号取取得得

者者数数のの国国際際比比較較  

 
注： 
1) 日本は標記年 3 月の大学学部卒業者数を計上。「その他」は、教養、

国際関係、商船等である。 
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2) 米国は当該年 9 月から始まる年度における学位取得者数を計上。
「その他」には「軍事科学」、「学際研究」等の学科を含む。米国の最新
資料に基づくデータなので、科学技術指標の過去版とは数値が異な
る場合があるため注意。 

3) ドイツは当該年の冬学期及び翌年の夏学期における専門大学ディプ
ロームと学士の取得試験合格者数。 

4) フランスは当該年（暦年）における学位取得者数。国立大学の学士号
（通算 3 年）及び医・歯・薬学系の第一学位（Diplôme de docteur､ 通
算 5～8.5 年）の授与件数である。 

5) 英国は標記年（暦年）における大学など高等教育機関の第一学位取
得者数。連合王国の値であり、留学生を含む。「その他」はメディア、
ジャーナリズムとコミュニケーション及び複合的・一般的な研究であ
る。なお、英国の値は、一の位を 5 の倍数（0 又は 5）になるように切り
上げ、あるいは切り捨てを行っている。このため、内訳の数の合計が
合計欄の数と一致しない場合がある。 

6) 韓国は標記年 3 月の大学学部（産業大学、技術大学、放送・通信大
学を含まない）卒業者数。 

7) 中国は本科（日本の学士課程に相当）についての数値である。学士は
本科卒業者で学業成績が一定の基準に達している者に授与される。
専攻分野別の数値は不明。 

 資料： 
日本：文部科学省、「学校基本調査報告書」 
米国：NCES, IPEDS,“Digest of Education Statistics” 
ドイツ：Statistisches Bundesamt (Destatis), “Bildung und Kultur” 
フランス：MESRI, “Repères et références statistiques” 
英国：HESA, “Detailed tables (Students)” 
韓国：韓国教育省・韓国教育開発院、「教育統計年報」各年版 
中国：中華人民共和国教育部、「中国教育统计数据」 
ドイツ、フランス、英国、中国の 2008 年度：文部科学省、「教育指標の国
際比較」 
各国の人口は参考統計 A に同じ。 
参照：表 3-4-1 

 

(2)人口 100 万人当たりの修士号取得者数 

主要国の修士号取得者数を人口 100 万人当たり

で見ると(図表 3-4-2)、日本は 2020 年度で 579 人

であり、他国と比べて少ない数値である。他国の最

新年度の値を見ると、最も多い国は英国で 5,459 人

と群を抜いている。次いでドイツ（2,689 人）、米国

（2,613人）となっている。最も少ない国は中国で491

人である。 

2010 年度と各国最新年度を比較すると、日本は

減少、韓国は横ばい、その他の国は増加しており、

特に、英国、フランス、ドイツの伸びは大きい。また、

数は少ないが中国の伸びも著しい。 

専攻別の構成比で見ると、日本は学士号取得者

での専攻の構成比と異なり、「自然科学」分野を専

攻とする傾向にあることがわかる。他国はドイツを除

いて「人文社会科学等」分野の割合が大きく、学士

号取得者と同様に「人文社会科学等」を専攻とする

傾向にあることがわかる。また、2010 年度と各国最

新年度を比較した場合、「人文社会科学等」の伸び

が、「自然科学」より大きい傾向にあるのは、フランス、

英国、韓国であり、米国、ドイツは「自然科学」の伸

びの方が大きい傾向にある。日本は「自然科学」は

横ばい、「人文社会科学等」は減少している。 

 

【【図図表表 33--44--22】】  人人口口 110000 万万人人当当たたりりのの修修士士号号取取得得

者者数数のの国国際際比比較較  

 
注： 
1) 日本は当該年度の 4 月から翌年 3 月までの修士号取得者数を計

上。「その他」は、教養、国際関係、商船等である。 
2) 米国は当該年 9 月から始まる年度における修士号取得者数を計上。

「その他」には「軍事科学」、「学際研究」等の学科を含む。米国の最新
資料に基づくデータなので、科学技術指標の過去版とは数値が異な
る場合があるため注意。 

3) ドイツは標記年の冬学期及び翌年の夏学期における修士（標準学修
期間 1～2 年）及びディプローム数である。教員試験（国家試験）等合
格者（教育・教員養成学部以外の学生で教員試験に合格した者を含
む）は、ディプロームの「教育・教員養成」に含まれる。 

4) フランスは当該年（暦年）における修士号（通算 5 年）の取得者数。 
5) 英国は標記年（暦年）における大学の上級学位取得者数。修士は、学

卒者を対象とする資格を含む。例えば、教育の修士には、学卒者教
員資格（PGCE）課程の修了者を含む。「その他」はメディア、ジャーナ
リズムとコミュニケーション及び複合的・一般的な研究である。留学生
を含む。なお、英国の値（公表数値）は、一の位を 5 の倍数（0 又は 5）
になるように切り上げ、あるいは切り捨てを行っている。このため、内
訳の数の合計が、合計欄の数と一致しない場合がある。 

6) 韓国は当該年度の 3 月から翌年 2 月までの修士号取得者数を計
上。 

7) 中国は高等教育機関以外で大学院課程をもつ研究機関等の学位取
得者を含む。専攻分野別の数値は不明。 

資料： 
日本は文部科学省、「学位授与状況調査」、その他の国は図表 3-4-1 と
同じ。 
参照：表 3-4-2  

 

(3)人口 100 万人当たりの博士号取得者数 

主要国の博士号取得者数を人口 100 万人当たり

で見ると(図表 3-4-3)、日本は 2020 年度で 123 人

であり、他国と比べて少ない数値である。他国の最

新年度の値を見ると、最も多い国は英国(340 人)、

次いでドイツ(338 人)である。最も少ない国は中国

(50 人)である。 

2010年度と各国最新年度を比較すると、日本、フ

ランスは減少、他の国は増加している。大きく伸び

ているのは、韓国、米国である。また、数は少ないが

中国の伸びも著しい。 

専攻別に見ると、博士号取得者の場合、各国とも

「自然科学」の割合が大きくなる。日本やドイツは

「自然科学」の占める割合が多い傾向にある。これ

に対して「人文社会科学等」の割合は、他国と比較

すると英国、フランス、韓国で多い。  
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【【図図表表 33--44--33】】  人人口口 110000 万万人人当当たたりりのの博博士士号号取取得得

者者数数のの国国際際比比較較  

 
注： 
1) 日本は当該年度の 4 月から翌年 3 月までの博士号取得者数を計

上。「その他」は、教養、国際関係等である。 
2) 米国は当該年 9 月から始まる年度における博士号取得者数を計上。

「その他」には「軍事科学」、「学際研究」等の学科を含む。なお、ここで
いう博士号取得者は、“Digest of Education Statistics”に掲載されて
いる“Doctor's degrees”の数値から、“Professional fields”（以前の第
一職業専門学位：First-professional degree）の数値を全て除いた値で
ある。米国の最新資料に基づくデータなので、科学技術指標の過去
版とは数値が異なる場合があるため注意。 

3) ドイツは当該年の冬学期及び翌年の夏学期における博士試験合格者
数を計上。 

4) フランスは当該年（暦年）における博士号（通算 8 年）の取得者数。 
5) 英国は当該年（暦年）における大学など高等教育機関の上級学位取

得者数。連合王国の値であり、留学生を含む。「その他」はメディア、
ジャーナリズムとコミュニケーション及び複合的・一般的な研究であ
る。 

6) 韓国は当該年度の 3 月から翌年 2 月までの博士号取得者数を計
上。 

7) 中国は高等教育機関以外で大学院課程をもつ研究機関等の学位取
得者を含む。専攻分野別の数値は不明。 

資料： 
日本は文部科学省、「学位授与状況調査」、その他の国は図表 3-4-1 と
同じ。 
参照：表 3-4-3 

 

(4)博士号取得者数の推移 

博士号取得者について、その数と人口 100 万人

当たりの推移を見る(図表 3-4-4(A)。各国最新年度

において、最も多いのは米国（9.4 万人）であり、中

国（7.1 万人）、ドイツ(2.8 万人)と続いている。日本

は 1.6 万人である。2000 年度（中国は 2005 年度）と

最新年度を比較すると 2 倍以上となっているのは韓

国、中国、米国である。英国は増加傾向にあったが、

2019、2020 年度と減少した。特に 2020 年度の減少

2が大きかったが、2021 年度は増加した。ドイツにつ

いては、長期的に漸増、フランスは 2000 年代半ば

からほぼ横ばいで推移している。両国とも 2020年度

には減少し、最新値が 2021 年度のドイツについて

は、2019 年度の水準にほぼ戻った。日本について

は 2006 年度をピークに減少傾向にあったが、2010

年代半ばから横ばいである。 

 
2 英国の出典である HESA の web ページでは、COVID-19 のパンデミッ

クの発生が各大学からの回答状況に影響を及ぼしている可能性があるこ

次に人口 100 万人当たりの博士号取得者の推移

を見ると(図表 3-4-4(B))、ドイツは 2000 年代初めの

時点でも、人口 100 万人当たり 300 人程度の博士

号取得者を出していた。英国は同時期、200人程度

であったが、急速に博士号取得者の規模を増やし

ていった。2010 年度頃から、英国、ドイツが同じ水

準になり増加していったが、2020 年度では両国とも

に減少した後、2021 年度では 2019 年度の水準に

ほぼ戻った。日本、米国、フランス、韓国について

は、2000年代初めには同程度であったが、その後、

米国、韓国が急速に博士号取得者の規模を順調に

増やしていった。フランスは博士号取得者の規模を

漸増させていたが、2019、2020 年度では減少して

いる。日本については 2014 年度以降、ほぼ横ばい

に推移している。 

  

【【図図表表 33--44--44】】  主主要要国国のの博博士士号号取取得得者者数数のの推推移移  
 

（（AA））博博士士号号取取得得者者  

 

（（BB））人人口口 110000 万万人人当当たたりり博博士士号号取取得得者者  

注： 
図表 3-4-3 と同じ。科学技術指標の過去版とは数値が異なる場合がある
ため注意。 
資料： 
図表 3-4-3 と同じ。フランスの 2018 年度以前、英国の 2013 年度以前、
中国の 2014 年度以前は、文部科学省、「教育指標の国際比較」、「諸外
国の教育統計」 
参照：表 3-4-4 

とが示唆されている。https://www.hesa.ac.uk/news/25-01-2022/sb262-

higher-education-student-statistics/notes 
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33..44..22 日日本本のの博博士士号号取取得得者者  

(1)日本の分野別博士号取得者 

この節では、日本の博士号取得者の推移を主要

専攻別に見る。 

図表 3-4-5 は博士号取得者数の推移である。長

期的に見ると、博士号取得者数は継続して増加し

ていたが、2000 年代に入ると、その伸びは鈍化し、

2006 年度をピークに減少に転じた。その後は一部

の年度を除いて減少していたが、2015 年度頃から

ほぼ横ばいに推移している。2020 年度では 15,564

人である。 

2020 年度の取得者数について、その主要専攻

別の内訳を見ると、「保健（医学、歯学、薬学及び保

健学）」が最も多く、6,786 人と全体の 43.6％を占め

ている。次いで「工学」が 3,345 人（21.5％）、「理学」

は 1,322 人（8.5％）となっている。 

「理学」と「工学」の博士号取得者数の構成比の

推移を見ると、「理学」は 1980 年代に漸減しつつ

1990 年代に入るとほぼ横ばいに推移している。「工

学」は 1990 年代に入ると増加し始めたが、2000 年

代に入り、漸減傾向が続いている。 

 

【【図図表表 33--44--55】】  日日本本のの博博士士号号取取得得者者数数のの推推移移((主主

要要専専攻攻別別))  

 
注： 
1) 「保健」とは、医学、歯学、薬学及び保健学である。 
2) 「その他」には、教育、芸術、家政を含む。 
資料： 
1986 年度までは広島大学教育研究センター、「高等教育統計データ
（1989）」、1987 年度以降は文部科学省調べ。 
参照：表 3-4-5 

 
3 新時代の大学院教育 答申 - 文部科学省（平成 17 年） 

(2)日本の課程及び論文博士号取得者 

図表 3-4-6は、課程及び論文博士号取得者数の

状況を見たものである。論文博士には、例えば、企

業の研究者や技術者等がその研究経験と成果を基

に学位を取得した場合、教育研究上の理由等によ

り標準修業年限内に学位取得に至らなかった者が

その後論文審査に合格して学位を取得した場合、

といった性格の異なるものが混在している。 

2020 年度における論文博士数は 1,725 人である。

1990 年前半までは論文博士数が課程博士数を上

回って推移していたが、それ以降は課程博士数を

下回り、減少し続けている。課程博士数は継続して

増加していたが、2006 年度をピークに減少に転じた

（2010 年度には一旦増加）。2015 年度以降は増加

傾向にある。2020 年度では 13,839 人となった。 

「日本独特の論文博士については、学位に関す

る国際的な考え方や課程制大学院制度の趣旨など

を念頭にその在り方を検討していくことが適当であり、

相当の研究経験を有している社会人等に対し、そ

の求めに応じて大学院が研究指導を行う仕組みの

充実などを併せて検討することが適当である」との

指摘もある 3。以上のような背景から、論文博士を取

得しようとしている者は課程博士を取得する者に移

行した可能性がある。また、3.2.3節で見えた大学院

博士課程入学者数のうち社会人学生の増加といっ

た現象にも関係している可能性がある。 

  

【【図図表表 33--44--66】】  日日本本のの博博士士号号取取得得者者数数のの推推移移((課課

程程博博士士／／論論文文博博士士別別))  

 
注及び資料： 
図表 3-4-5 と同じ。 
参照：表 3-4-6 
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【【図図表表 33--44--33】】  人人口口 110000 万万人人当当たたりりのの博博士士号号取取得得

者者数数のの国国際際比比較較  

 
注： 
1) 日本は当該年度の 4 月から翌年 3 月までの博士号取得者数を計

上。「その他」は、教養、国際関係等である。 
2) 米国は当該年 9 月から始まる年度における博士号取得者数を計上。

「その他」には「軍事科学」、「学際研究」等の学科を含む。なお、ここで
いう博士号取得者は、“Digest of Education Statistics”に掲載されて
いる“Doctor's degrees”の数値から、“Professional fields”（以前の第
一職業専門学位：First-professional degree）の数値を全て除いた値で
ある。米国の最新資料に基づくデータなので、科学技術指標の過去
版とは数値が異なる場合があるため注意。 

3) ドイツは当該年の冬学期及び翌年の夏学期における博士試験合格者
数を計上。 

4) フランスは当該年（暦年）における博士号（通算 8 年）の取得者数。 
5) 英国は当該年（暦年）における大学など高等教育機関の上級学位取

得者数。連合王国の値であり、留学生を含む。「その他」はメディア、
ジャーナリズムとコミュニケーション及び複合的・一般的な研究であ
る。 

6) 韓国は当該年度の 3 月から翌年 2 月までの博士号取得者数を計
上。 

7) 中国は高等教育機関以外で大学院課程をもつ研究機関等の学位取
得者を含む。専攻分野別の数値は不明。 

資料： 
日本は文部科学省、「学位授与状況調査」、その他の国は図表 3-4-1 と
同じ。 
参照：表 3-4-3 

 

(4)博士号取得者数の推移 

博士号取得者について、その数と人口 100 万人

当たりの推移を見る(図表 3-4-4(A)。各国最新年度

において、最も多いのは米国（9.4 万人）であり、中

国（7.1 万人）、ドイツ(2.8 万人)と続いている。日本

は 1.6 万人である。2000 年度（中国は 2005 年度）と

最新年度を比較すると 2 倍以上となっているのは韓

国、中国、米国である。英国は増加傾向にあったが、

2019、2020 年度と減少した。特に 2020 年度の減少

2が大きかったが、2021 年度は増加した。ドイツにつ

いては、長期的に漸増、フランスは 2000 年代半ば

からほぼ横ばいで推移している。両国とも 2020年度

には減少し、最新値が 2021 年度のドイツについて

は、2019 年度の水準にほぼ戻った。日本について

は 2006 年度をピークに減少傾向にあったが、2010

年代半ばから横ばいである。 

 
2 英国の出典である HESA の web ページでは、COVID-19 のパンデミッ

クの発生が各大学からの回答状況に影響を及ぼしている可能性があるこ

次に人口 100 万人当たりの博士号取得者の推移

を見ると(図表 3-4-4(B))、ドイツは 2000 年代初めの

時点でも、人口 100 万人当たり 300 人程度の博士

号取得者を出していた。英国は同時期、200人程度

であったが、急速に博士号取得者の規模を増やし

ていった。2010 年度頃から、英国、ドイツが同じ水

準になり増加していったが、2020 年度では両国とも

に減少した後、2021 年度では 2019 年度の水準に

ほぼ戻った。日本、米国、フランス、韓国について

は、2000年代初めには同程度であったが、その後、

米国、韓国が急速に博士号取得者の規模を順調に

増やしていった。フランスは博士号取得者の規模を

漸増させていたが、2019、2020 年度では減少して

いる。日本については 2014 年度以降、ほぼ横ばい

に推移している。 

  

【【図図表表 33--44--44】】  主主要要国国のの博博士士号号取取得得者者数数のの推推移移  
 

（（AA））博博士士号号取取得得者者  

 

（（BB））人人口口 110000 万万人人当当たたりり博博士士号号取取得得者者  

注： 
図表 3-4-3 と同じ。科学技術指標の過去版とは数値が異なる場合がある
ため注意。 
資料： 
図表 3-4-3 と同じ。フランスの 2018 年度以前、英国の 2013 年度以前、
中国の 2014 年度以前は、文部科学省、「教育指標の国際比較」、「諸外
国の教育統計」 
参照：表 3-4-4 

とが示唆されている。https://www.hesa.ac.uk/news/25-01-2022/sb262-

higher-education-student-statistics/notes 
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33..44..22 日日本本のの博博士士号号取取得得者者  

(1)日本の分野別博士号取得者 

この節では、日本の博士号取得者の推移を主要

専攻別に見る。 

図表 3-4-5 は博士号取得者数の推移である。長

期的に見ると、博士号取得者数は継続して増加し

ていたが、2000 年代に入ると、その伸びは鈍化し、

2006 年度をピークに減少に転じた。その後は一部

の年度を除いて減少していたが、2015 年度頃から

ほぼ横ばいに推移している。2020 年度では 15,564

人である。 

2020 年度の取得者数について、その主要専攻

別の内訳を見ると、「保健（医学、歯学、薬学及び保

健学）」が最も多く、6,786 人と全体の 43.6％を占め

ている。次いで「工学」が 3,345 人（21.5％）、「理学」

は 1,322 人（8.5％）となっている。 

「理学」と「工学」の博士号取得者数の構成比の

推移を見ると、「理学」は 1980 年代に漸減しつつ

1990 年代に入るとほぼ横ばいに推移している。「工

学」は 1990 年代に入ると増加し始めたが、2000 年

代に入り、漸減傾向が続いている。 

 

【【図図表表 33--44--55】】  日日本本のの博博士士号号取取得得者者数数のの推推移移((主主

要要専専攻攻別別))  

 
注： 
1) 「保健」とは、医学、歯学、薬学及び保健学である。 
2) 「その他」には、教育、芸術、家政を含む。 
資料： 
1986 年度までは広島大学教育研究センター、「高等教育統計データ
（1989）」、1987 年度以降は文部科学省調べ。 
参照：表 3-4-5 

 
3 新時代の大学院教育 答申 - 文部科学省（平成 17 年） 

(2)日本の課程及び論文博士号取得者 

図表 3-4-6は、課程及び論文博士号取得者数の

状況を見たものである。論文博士には、例えば、企

業の研究者や技術者等がその研究経験と成果を基

に学位を取得した場合、教育研究上の理由等によ

り標準修業年限内に学位取得に至らなかった者が

その後論文審査に合格して学位を取得した場合、

といった性格の異なるものが混在している。 

2020 年度における論文博士数は 1,725 人である。

1990 年前半までは論文博士数が課程博士数を上

回って推移していたが、それ以降は課程博士数を

下回り、減少し続けている。課程博士数は継続して

増加していたが、2006 年度をピークに減少に転じた

（2010 年度には一旦増加）。2015 年度以降は増加

傾向にある。2020 年度では 13,839 人となった。 

「日本独特の論文博士については、学位に関す

る国際的な考え方や課程制大学院制度の趣旨など

を念頭にその在り方を検討していくことが適当であり、

相当の研究経験を有している社会人等に対し、そ

の求めに応じて大学院が研究指導を行う仕組みの

充実などを併せて検討することが適当である」との

指摘もある 3。以上のような背景から、論文博士を取

得しようとしている者は課程博士を取得する者に移

行した可能性がある。また、3.2.3節で見えた大学院

博士課程入学者数のうち社会人学生の増加といっ

た現象にも関係している可能性がある。 

  

【【図図表表 33--44--66】】  日日本本のの博博士士号号取取得得者者数数のの推推移移((課課

程程博博士士／／論論文文博博士士別別))  

 
注及び資料： 
図表 3-4-5 と同じ。 
参照：表 3-4-6 
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(3)日本の専攻別国公私立大学別博士号取得

者 

この節では、博士号取得者の推移を「理工農学」、

「保健」、「人文社会科学」の専攻別に国公私立大

学の内訳を見た（図表 3-4-7）。 

図表 3-4-7(A）は全専攻での博士号取得者数の

推移を見たものである。2020 年度の博士号取得者

数は国立大学で 10,386 人(全専攻の 66.7％)、公立

大学で 1,076 人(同 6.9％)、私立大学で 4,102 人(同

26.4％)となっている。時系列を見ると、国立大学で

は 2005 年度から 2014 年度にかけて減少した後は

ほぼ横ばい、公立、私立大学は長期的に見るとほ

ぼ横ばいに推移している。 

各専攻を見ると、2020 年度の「理工農学」の博士

号取得者数は国立大学で 4,501 人(「理工農学」全

体の 81.0％)、公立大学で 241 人(同 4.3％)、私立

大学で 817 人(同 14.7％)である。2005 年度～2020

年度の変化をみると、いずれの大学でも長期的に

減少傾向が続いていたが、最新年度では増加した。

対前年度比は、国立大学では 2.3％増、公立大学

では 6.6％増、私立大学では 9.5％増である。 

「保健」では、国公私立大学ともに、2006 年度か

ら 2009 年度にかけて減少したが、それ以降は漸増

している。2020 年度の博士号取得者数は国立大学

で 3,807人(「保健」全体の 56.1％)、公立大学で 688

人(同 10.1％)、私立大学で 2,291 人(同 33.8％)であ

る。 

「人文社会科学」では、国・公立大学では 2005 年

度から 2008 年度まで増加した後は減少に転じた。

国立大学については 2013 年度からほぼ横ばいに

推移している。公立大学は減少が続いている。私立

大学は、2012 年度まで漸増した後は減少傾向にあ

る。2020 年度の博士号取得者数は国立大学で 770

人(「人文社会科学」全体の 52.8％)、公立大学で 65

人(同 4.5％)、私立大学で 623人(同 42.7％)である。

「人文社会科学」では、私立大学での博士号取得

者が多い傾向にある。 

  

【【図図表表 33--44--77】】  専専攻攻別別博博士士号号取取得得者者のの内内訳訳（（国国公公

私私立立大大学学別別））  
 

((AA))全全専専攻攻  

 

((BB))理理工工農農学学  

 

((CC))保保健健  

 

((DD))人人文文社社会会科科学学  

 
資料： 
文部科学省、「文部科学統計要覧」、「学位授与状況調査」 
参照：表 3-4-7
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33..55 高高等等教教育育機機関関ににおおけけるる外外国国人人学学生生  

 

ポポイインントト  

○日本における外国人大学院生(「自然科学」分野)については、中国が最も多く、2022 年度では約 1.4 万

人である。次いでインドネシアが約 1,300 人であり、1 位と 2 位以降に大きな差がある。 

○主要国・地域の外国人学生を見ると、海外に数多くの学生を送り出している中国、韓国は、逆に受け入

れている学生は少ない。これに対して、海外に学生をあまり送り出していない米国、英国は、受け入れて

いる学生が多い。日本は、海外に学生をあまり送り出していない国・地域ではあるが、受け入れている学

生も多いとは言いがたい。

 
33..55..11 日日本本とと米米国国ににおおけけるる外外国国人人大大学学院院生生  

この節では、高等教育のグローバル化を示す指

標の一つとして、研究者や高度専門家の養成を行

っている大学院における外国人大学院生の状況を

見る。 

図表 3-5-1 は、日本と米国の大学院に在籍する

外国人大学院生の数を、最新年のランキングで 10

位程度の国と主要国・地域について掲載したもので

ある。分野については、日本は「自然科学」分野、

米国は「科学工学」分野を対象としている。 

日本における外国人大学院生数を見ると（図表

3-5-1(A)）、中国が最も多く、2022 年度では約 1.4

万人である。次いでインドネシアが約 1,300 人であ

り、1 位と 2 位以降に大きな差がある。10 位以内に

欧米諸国はなく、全てアジアの国・地域が占めてい

る。米国は 14 位、フランスは 17 位、ドイツは 28 位、

英国は 35 位である。 

米国における外国人大学院生数を見ると（図表

3-5-1(B)）、2007～2010 年にはインドが最も多かっ

たが、2011 年、2012 年と大きく減少した（同時期に

おいて非 EC 国の学生に対して学生ビザの取得が

厳密になったためと考えられる）。その後は増加に

転じたが、2017 年で再び大きく減少した。他方、継

続して増加している中国は 2017 年にインドに追い

つき、増加し続けたが 2020 年では減少した。同年

で中国は 6.8 万人、インドは 5.3 万人となった。日本

ほど 1 位と 2 位に大きな差はないが、3 位の韓国以

降には大きな差がある。 

また、日本と同様に 10 位以内に入っているのは

アジアの国・地域であり、ドイツ、英国、フランスとい

った欧州諸国はトップ 10 には入っていない。 

米国における日本人大学院生に注目すると、

2007 年の 2,508 人から 2020 年では 900 人と大きく

減少した。外国人大学院生に占めるシェアは 1.8％

(2007 年)から 0.5％(2020 年)に低下している。中国

のシェアは 22.7％(2007 年)から 36.3％(2020 年)に

増加している。 
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(3)日本の専攻別国公私立大学別博士号取得

者 

この節では、博士号取得者の推移を「理工農学」、

「保健」、「人文社会科学」の専攻別に国公私立大

学の内訳を見た（図表 3-4-7）。 

図表 3-4-7(A）は全専攻での博士号取得者数の

推移を見たものである。2020 年度の博士号取得者

数は国立大学で 10,386 人(全専攻の 66.7％)、公立

大学で 1,076 人(同 6.9％)、私立大学で 4,102 人(同

26.4％)となっている。時系列を見ると、国立大学で

は 2005 年度から 2014 年度にかけて減少した後は

ほぼ横ばい、公立、私立大学は長期的に見るとほ

ぼ横ばいに推移している。 

各専攻を見ると、2020 年度の「理工農学」の博士

号取得者数は国立大学で 4,501 人(「理工農学」全

体の 81.0％)、公立大学で 241 人(同 4.3％)、私立

大学で 817 人(同 14.7％)である。2005 年度～2020

年度の変化をみると、いずれの大学でも長期的に

減少傾向が続いていたが、最新年度では増加した。

対前年度比は、国立大学では 2.3％増、公立大学

では 6.6％増、私立大学では 9.5％増である。 

「保健」では、国公私立大学ともに、2006 年度か

ら 2009 年度にかけて減少したが、それ以降は漸増

している。2020 年度の博士号取得者数は国立大学

で 3,807人(「保健」全体の 56.1％)、公立大学で 688

人(同 10.1％)、私立大学で 2,291 人(同 33.8％)であ

る。 

「人文社会科学」では、国・公立大学では 2005 年

度から 2008 年度まで増加した後は減少に転じた。

国立大学については 2013 年度からほぼ横ばいに

推移している。公立大学は減少が続いている。私立

大学は、2012 年度まで漸増した後は減少傾向にあ

る。2020 年度の博士号取得者数は国立大学で 770

人(「人文社会科学」全体の 52.8％)、公立大学で 65

人(同 4.5％)、私立大学で 623人(同 42.7％)である。

「人文社会科学」では、私立大学での博士号取得

者が多い傾向にある。 

  

【【図図表表 33--44--77】】  専専攻攻別別博博士士号号取取得得者者のの内内訳訳（（国国公公

私私立立大大学学別別））  
 

((AA))全全専専攻攻  

 

((BB))理理工工農農学学  

 

((CC))保保健健  

 

((DD))人人文文社社会会科科学学  

 
資料： 
文部科学省、「文部科学統計要覧」、「学位授与状況調査」 
参照：表 3-4-7
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33..55 高高等等教教育育機機関関ににおおけけるる外外国国人人学学生生  

 

ポポイインントト  

○日本における外国人大学院生(「自然科学」分野)については、中国が最も多く、2022 年度では約 1.4 万

人である。次いでインドネシアが約 1,300 人であり、1 位と 2 位以降に大きな差がある。 

○主要国・地域の外国人学生を見ると、海外に数多くの学生を送り出している中国、韓国は、逆に受け入

れている学生は少ない。これに対して、海外に学生をあまり送り出していない米国、英国は、受け入れて

いる学生が多い。日本は、海外に学生をあまり送り出していない国・地域ではあるが、受け入れている学

生も多いとは言いがたい。

 
33..55..11 日日本本とと米米国国ににおおけけるる外外国国人人大大学学院院生生  

この節では、高等教育のグローバル化を示す指

標の一つとして、研究者や高度専門家の養成を行

っている大学院における外国人大学院生の状況を

見る。 

図表 3-5-1 は、日本と米国の大学院に在籍する

外国人大学院生の数を、最新年のランキングで 10

位程度の国と主要国・地域について掲載したもので

ある。分野については、日本は「自然科学」分野、

米国は「科学工学」分野を対象としている。 

日本における外国人大学院生数を見ると（図表

3-5-1(A)）、中国が最も多く、2022 年度では約 1.4

万人である。次いでインドネシアが約 1,300 人であ

り、1 位と 2 位以降に大きな差がある。10 位以内に

欧米諸国はなく、全てアジアの国・地域が占めてい

る。米国は 14 位、フランスは 17 位、ドイツは 28 位、

英国は 35 位である。 

米国における外国人大学院生数を見ると（図表

3-5-1(B)）、2007～2010 年にはインドが最も多かっ

たが、2011 年、2012 年と大きく減少した（同時期に

おいて非 EC 国の学生に対して学生ビザの取得が

厳密になったためと考えられる）。その後は増加に

転じたが、2017 年で再び大きく減少した。他方、継

続して増加している中国は 2017 年にインドに追い

つき、増加し続けたが 2020 年では減少した。同年

で中国は 6.8 万人、インドは 5.3 万人となった。日本

ほど 1 位と 2 位に大きな差はないが、3 位の韓国以

降には大きな差がある。 

また、日本と同様に 10 位以内に入っているのは

アジアの国・地域であり、ドイツ、英国、フランスとい

った欧州諸国はトップ 10 には入っていない。 

米国における日本人大学院生に注目すると、

2007 年の 2,508 人から 2020 年では 900 人と大きく

減少した。外国人大学院生に占めるシェアは 1.8％

(2007 年)から 0.5％(2020 年)に低下している。中国

のシェアは 22.7％(2007 年)から 36.3％(2020 年)に

増加している。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第
３
章　
　
　

高
等
教
育
と
科
学
技
術
人
材

125



第 3 章 高等教育と科学技術人材  

 

- 124 - 

【【図図表表 33--55--11】】  日日本本とと米米国国ににおおけけるる外外国国人人大大学学院院生生のの状状況況  

  

((AA))日日本本：：自自然然科科学学分分野野  

  

((BB))米米国国：：科科学学工工学学分分野野  
 

注： 
1) 日本の場合の外国人とは、日本国籍を持たない者。2012 年 7 月に新しい在留管理制度が導入されたことにより、中国と台湾の学生を分けて集計して

いる。 
2) 米国の場合の外国人とは、米国国籍を持たない者。フランス、ドイツ、英国は 2020 年値が掲載されていないため、フランス、ドイツは 2019 年、英国は

2018 年の順位を示した。2015 年の値は入手できなかった。 
資料： 
日本：文部科学省、「学校基本調査報告書」 
米国：NSF，“Science and Engineering Indicators 2006,2008,2010,2012,2014,2016”, “Science and Engineering Indicators: Higher Education in Science and 

Engineering” (https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20223/data#table-block, 2023 年 3 月 13 日アクセス) 
参照：表 3-5-1 
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33..55..22 主主要要国国のの高高等等教教育育機機関関ににおおけけるる外外国国

人人学学生生  

図表 3-5-2 は高等教育レベル（ISCED4レベル

5～8)における外国人学生の出身国・地域と受入

国・地域の関係を見た図表である。ここでいう外国

人学生とは「受入国の国籍を持たない学生」、「留

学 生 」 を 指 す 。 な お 、 本 図 表 は OECD, 

“Education at Glance 2021”を使用しているが、

「科学技術指標 2021」作成時に用いた“Education 

at Glance 2020”と比べて、対象国・地域が増加し

ている（主にその他のアジアが増えており、総数で

約 450 万人から約 600 万人となった）。 

主要国の中で、最も多くの学生を世界に送り出

している国・地域は中国であり、全世界の 17.3％

 
4 UNESCO が開発した教育の国際教育標準分類（ISCED：

International Standard Classification of Education）であり、最新版は

ISCED2011 である。 

を占めている。中国の学生は米国に最も多くいる

が、日本や英国にもいる。次に多く送り出している

のはドイツ（全世界の 2.0％）であるが、中国と比較

すると少ない。 

ドイツの学生は主にヨーロッパにいる。また、韓

国の学生（同 1.7％）は主に米国に、フランスの学

生（同 1.7％）は主にヨーロッパにいる。米国の学

生（同 1.7％）は主にその他の北米・中南米にいる。

英国は 0.6％、日本は 0.5％と、海外に送り出して

いる学生数が主要国では極めて少ない国・地域

である。 

受入国・地域の側から見ると、最も多くの外国

人学生を受け入れているのは米国であり、全世界

の 16.0％である。次いで英国であり、全世界の

 

 

注： 
1) ISCED2011 におけるレベル 5～8（日本でいうところの「大学等」に加えて専修学校が含まれる）に該当する学生を対象としている。 
2) 外国人学生とは、受入国・地域の国籍を持たない学生を指す。 
3) 中国には香港も含む。 
4) 中国が受入国・地域となっている外国人学生については、出身国・地域の情報がないため、「分類無・その他」となっている。このため、例えば、日本から

中国に留学している者も「分類無・その他」になっている。なお、中国教育部の 2019 年 4 月 12 日付けの発表によると
(http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201904/t20190412_377692.html, 2019 年 6 月 12 日アクセス)、中国(香港、マカオ、台湾は含まない)
の高等教育機関(1,004 機関)における留学生のうち日本の数は 14,230 人(2018 年)である。 

資料： 
OECD, “Education at Glance 2021”を基に科学技術・学術政策研究所が作成。 
参照：表 3-5-2 

【【図図表表 33--55--22】】  高高等等教教育育レレベベルル（（IISSCCEEDD  22001111 レレベベルル 55～～88))ににおおけけるる外外国国人人学学生生のの出出身身国国・・地地域域とと受受入入国国・・地地域域  

((22001199 年年））  
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【【図図表表 33--55--11】】  日日本本とと米米国国ににおおけけるる外外国国人人大大学学院院生生のの状状況況  

  

((AA))日日本本：：自自然然科科学学分分野野  

  

((BB))米米国国：：科科学学工工学学分分野野  
 

注： 
1) 日本の場合の外国人とは、日本国籍を持たない者。2012 年 7 月に新しい在留管理制度が導入されたことにより、中国と台湾の学生を分けて集計して

いる。 
2) 米国の場合の外国人とは、米国国籍を持たない者。フランス、ドイツ、英国は 2020 年値が掲載されていないため、フランス、ドイツは 2019 年、英国は

2018 年の順位を示した。2015 年の値は入手できなかった。 
資料： 
日本：文部科学省、「学校基本調査報告書」 
米国：NSF，“Science and Engineering Indicators 2006,2008,2010,2012,2014,2016”, “Science and Engineering Indicators: Higher Education in Science and 

Engineering” (https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20223/data#table-block, 2023 年 3 月 13 日アクセス) 
参照：表 3-5-1 
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33..55..22 主主要要国国のの高高等等教教育育機機関関ににおおけけるる外外国国

人人学学生生  

図表 3-5-2 は高等教育レベル（ISCED4レベル

5～8)における外国人学生の出身国・地域と受入

国・地域の関係を見た図表である。ここでいう外国

人学生とは「受入国の国籍を持たない学生」、「留

学 生 」 を 指 す 。 な お 、 本 図 表 は OECD, 

“Education at Glance 2021”を使用しているが、

「科学技術指標 2021」作成時に用いた“Education 

at Glance 2020”と比べて、対象国・地域が増加し

ている（主にその他のアジアが増えており、総数で

約 450 万人から約 600 万人となった）。 

主要国の中で、最も多くの学生を世界に送り出

している国・地域は中国であり、全世界の 17.3％

 
4 UNESCO が開発した教育の国際教育標準分類（ISCED：

International Standard Classification of Education）であり、最新版は

ISCED2011 である。 

を占めている。中国の学生は米国に最も多くいる

が、日本や英国にもいる。次に多く送り出している

のはドイツ（全世界の 2.0％）であるが、中国と比較

すると少ない。 

ドイツの学生は主にヨーロッパにいる。また、韓

国の学生（同 1.7％）は主に米国に、フランスの学

生（同 1.7％）は主にヨーロッパにいる。米国の学

生（同 1.7％）は主にその他の北米・中南米にいる。

英国は 0.6％、日本は 0.5％と、海外に送り出して

いる学生数が主要国では極めて少ない国・地域

である。 

受入国・地域の側から見ると、最も多くの外国

人学生を受け入れているのは米国であり、全世界

の 16.0％である。次いで英国であり、全世界の

 

 

注： 
1) ISCED2011 におけるレベル 5～8（日本でいうところの「大学等」に加えて専修学校が含まれる）に該当する学生を対象としている。 
2) 外国人学生とは、受入国・地域の国籍を持たない学生を指す。 
3) 中国には香港も含む。 
4) 中国が受入国・地域となっている外国人学生については、出身国・地域の情報がないため、「分類無・その他」となっている。このため、例えば、日本から

中国に留学している者も「分類無・その他」になっている。なお、中国教育部の 2019 年 4 月 12 日付けの発表によると
(http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201904/t20190412_377692.html, 2019 年 6 月 12 日アクセス)、中国(香港、マカオ、台湾は含まない)
の高等教育機関(1,004 機関)における留学生のうち日本の数は 14,230 人(2018 年)である。 

資料： 
OECD, “Education at Glance 2021”を基に科学技術・学術政策研究所が作成。 
参照：表 3-5-2 

【【図図表表 33--55--22】】  高高等等教教育育レレベベルル（（IISSCCEEDD  22001111 レレベベルル 55～～88))ににおおけけるる外外国国人人学学生生のの出出身身国国・・地地域域とと受受入入国国・・地地域域  

((22001199 年年））  
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8.0％である。これにドイツ（全世界の 5.5％）、フラ

ンス（同 4.0％）、日本、中国(同 3.3％)が続き、韓

国（同 1.6％）となっている。なお、中国が受入国・

地域となっている外国人学生については、出身

国・地域の情報がないため、「分類無・その他」と

なっている。このため、例えば、日本から中国に留

学している者も「分類無・その他」が出身国・地域

となっているのに留意されたい。 

海外に数多くの学生を送り出している中国、韓

国は、受け入れている学生は少ない。これに対し

て、海外に学生をあまり送り出していない米国、英

国は、受け入れている学生が多い。日本は、海外

に学生をあまり送り出していない国・地域ではある

が、受け入れている学生も多いとは言いがたい。 
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ココララムム：：米米国国博博士士号号保保持持者者のの業業務務活活動動状状況況

日本では、2000 年代に入ると、博士課程入学者

数の減少、博士号取得者数の停滞が起こっている。

これらの背景として、博士号取得後のキャリアパスの

見通しが立たないことが要因の一つとして考えられ

ている。他方、他国を見ると、博士号取得者数は増

加しており、日本とは異なる傾向を見せている。そこ

で本コラムでは米国の博士号保持者のキャリアに注

目し、その活動状況を見る。なお、以降の議論では

米国で博士号を取得し、米国に在住している者を

対象に分析を行っている。 

 
((11)) 雇用部門別の状況 

米国在住の博士号保持者 5は、2021年で 87.2万

人である。雇用部門別に内訳を見ると、大学等が

36.9 万人、企業が 36.4 万人と同程度であり、両部

門で全体の約 8 割を占めている。2010 年と比較す

ると、全体では 26％増加している。いずれの部門で

も増加しているが、最も伸びたのは企業であり 37％

の増加である。 

 
【【図図表表 33--66--11】】  米米国国ににおおけけるる雇雇用用部部門門別別博博士士号号保保

持持者者数数  

 
注： 
1) 米国の学術機関で Science, Engineering, and Health (SEH) research 

doctorate を取得している者である。米国在住の博士号保持者のうち
就職している者を対象としている。 

2) 大学等は、4 年制の単科大学または総合大学、医科大学（大学付属
の病院または医療センターを含む）、大学付属の研究機関、2 年制大
学、コミュニティ カレッジ、または専門学校、およびその他の大学前教
育機関。 

3) 企業は、法人事業の自営業者、非法人事業の自営業者または事業
主を含む。 

4) 政府は、地方公共団体も含む。 
5) その他は、個別に分類されていない雇用主を含む。 
資料： 
NSF, “Survey of Doctorate Recipients” 
参照：表 3-6-1 
 

 
5 2021 年における米国在住の博士号保持者は 1,023,650 人。うち就職し

ている者が 872,100 人、失業者が 16,650 人、引退者が 114,750 人、雇用

されていない、または仕事を求めていない者が 20,150 人である。 

((22)) 分野別の状況 

博士号取得分野別の雇用状況を見る（図表 3-6-

2）。大学等、政府、非営利団体部門で、「生物・農

業・環境生命科学」の博士号保持者が多い。他方、

企業では「工学」が最も多く、次いで「生物・農業・環

境生命科学」となっている。大学等では 2 番目に多

いのは「社会科学」である。2010 年と比較すると、い

ずれの雇用部門でも、多くの博士号取得分野で増

加していることがわかる。なお、数は少ないが、最も

伸びたのは大学等、企業ともに「コンピュータ・情報

科学」である。特に企業は約 2 倍となった。  

  

【【図図表表 33--66--22】】  米米国国ににおおけけるる雇雇用用部部門門別別博博士士号号保保

持持者者数数（（博博士士号号取取得得分分野野別別））  

 
注： 
1) 物理科学は地球科学、大気科学、海洋科学を含む。 
2) その他の注は図表 3-6-1 と同じ。 
資料： 
NSF, “Survey of Doctorate Recipients” 
参照：表 3-6-2 

 

((33)) 主要業務活動別の状況 

雇用部門別に博士号保持者が最も多くの時間を

費やした業務活動を主要業務とし、その人数を見た

（図表 3-6-3）。企業、政府、非営利団体では、「研

究活動」を主要業務としている博士号保持者が最も

多い。大学等では、「教育」が最も多く、これに「研

究活動」が続く。企業や非営利団体では約 2 割、政

府では約 3割が「経営、営業もしくは管理職」を主要

業務としている。2010 年と比較すると、いずれの部

門のいずれの業務もほぼ同じように増加しているが、
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8.0％である。これにドイツ（全世界の 5.5％）、フラ

ンス（同 4.0％）、日本、中国(同 3.3％)が続き、韓

国（同 1.6％）となっている。なお、中国が受入国・

地域となっている外国人学生については、出身

国・地域の情報がないため、「分類無・その他」と

なっている。このため、例えば、日本から中国に留

学している者も「分類無・その他」が出身国・地域

となっているのに留意されたい。 

海外に数多くの学生を送り出している中国、韓

国は、受け入れている学生は少ない。これに対し

て、海外に学生をあまり送り出していない米国、英

国は、受け入れている学生が多い。日本は、海外

に学生をあまり送り出していない国・地域ではある

が、受け入れている学生も多いとは言いがたい。 
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ココララムム：：米米国国博博士士号号保保持持者者のの業業務務活活動動状状況況

日本では、2000 年代に入ると、博士課程入学者

数の減少、博士号取得者数の停滞が起こっている。

これらの背景として、博士号取得後のキャリアパスの

見通しが立たないことが要因の一つとして考えられ

ている。他方、他国を見ると、博士号取得者数は増

加しており、日本とは異なる傾向を見せている。そこ

で本コラムでは米国の博士号保持者のキャリアに注

目し、その活動状況を見る。なお、以降の議論では

米国で博士号を取得し、米国に在住している者を

対象に分析を行っている。 

 
((11)) 雇用部門別の状況 

米国在住の博士号保持者 5は、2021年で 87.2万

人である。雇用部門別に内訳を見ると、大学等が

36.9 万人、企業が 36.4 万人と同程度であり、両部

門で全体の約 8 割を占めている。2010 年と比較す

ると、全体では 26％増加している。いずれの部門で

も増加しているが、最も伸びたのは企業であり 37％

の増加である。 

 
【【図図表表 33--66--11】】  米米国国ににおおけけるる雇雇用用部部門門別別博博士士号号保保

持持者者数数  

 
注： 
1) 米国の学術機関で Science, Engineering, and Health (SEH) research 

doctorate を取得している者である。米国在住の博士号保持者のうち
就職している者を対象としている。 

2) 大学等は、4 年制の単科大学または総合大学、医科大学（大学付属
の病院または医療センターを含む）、大学付属の研究機関、2 年制大
学、コミュニティ カレッジ、または専門学校、およびその他の大学前教
育機関。 

3) 企業は、法人事業の自営業者、非法人事業の自営業者または事業
主を含む。 

4) 政府は、地方公共団体も含む。 
5) その他は、個別に分類されていない雇用主を含む。 
資料： 
NSF, “Survey of Doctorate Recipients” 
参照：表 3-6-1 
 

 
5 2021 年における米国在住の博士号保持者は 1,023,650 人。うち就職し

ている者が 872,100 人、失業者が 16,650 人、引退者が 114,750 人、雇用

されていない、または仕事を求めていない者が 20,150 人である。 

((22)) 分野別の状況 

博士号取得分野別の雇用状況を見る（図表 3-6-

2）。大学等、政府、非営利団体部門で、「生物・農

業・環境生命科学」の博士号保持者が多い。他方、

企業では「工学」が最も多く、次いで「生物・農業・環

境生命科学」となっている。大学等では 2 番目に多

いのは「社会科学」である。2010 年と比較すると、い

ずれの雇用部門でも、多くの博士号取得分野で増

加していることがわかる。なお、数は少ないが、最も

伸びたのは大学等、企業ともに「コンピュータ・情報

科学」である。特に企業は約 2 倍となった。  

  

【【図図表表 33--66--22】】  米米国国ににおおけけるる雇雇用用部部門門別別博博士士号号保保

持持者者数数（（博博士士号号取取得得分分野野別別））  

 
注： 
1) 物理科学は地球科学、大気科学、海洋科学を含む。 
2) その他の注は図表 3-6-1 と同じ。 
資料： 
NSF, “Survey of Doctorate Recipients” 
参照：表 3-6-2 

 

((33)) 主要業務活動別の状況 

雇用部門別に博士号保持者が最も多くの時間を

費やした業務活動を主要業務とし、その人数を見た

（図表 3-6-3）。企業、政府、非営利団体では、「研

究活動」を主要業務としている博士号保持者が最も

多い。大学等では、「教育」が最も多く、これに「研

究活動」が続く。企業や非営利団体では約 2 割、政

府では約 3割が「経営、営業もしくは管理職」を主要

業務としている。2010 年と比較すると、いずれの部

門のいずれの業務もほぼ同じように増加しているが、
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企業の「コンピュータアプリケーション」は約 2 倍とな

った。 

 

【【図図表表 33--66--33】】  米米国国ににおおけけるる雇雇用用部部門門別別博博士士号号保保

持持者者数数（（主主要要業業務務活活動動別別））  

 
注： 
1) 典型的な週の労働時間の少なくとも 10％を占めている仕事のうち、通

常週に最も多くの時間を費やしたものを主要業務活動（primary work 
activity）としている。 

2) 研究活動は、基礎研究（主にそれ自体のために科学的知識を得るこ
とを目的とした研究）、応用研究（認識されたニーズを満たすために科
学的知識を得ることを目的とした研究）、開発（材料、デバイスの製造
のための研究から得られた知識の使用）を対象としている。 

3) コンピュータアプリケーションとはコンピュータプログラミング、システム
またはアプリケーション開発である。 

4) 専門サービスとは、例えば、医療、カウンセリング、金融サービス、法
律サービスなどである。 

資料： 
NSF, “Survey of Doctorate Recipients” 
参照：表 3-6-3 

 

((44)) 分野別・主要業務活動別の状況 

博士号取得分野別に博士号保持者の主要業務

活動を見た（図表 3-6-4）。2021 年の状況を見ると、

多くの博士号取得分野で「研究活動」を主要業務と

する博士号保持者が多い。特に「生物・農業・環境

生命科学」、「工学」、「物理科学」では、40％を超え

ている。ただし、「心理学」、「社会科学」、「数学・統

計学」は「研究活動」以外を主要業務としている者

が多く、「心理学」では「専門サービス」が 40％を超

えている。「社会科学」は「教育」が 40％近い割合を

示している。 

 
6 「博士人材追跡調査」第 4 次報告書 NISTEP Research Material 

No.317 文部科学省 科学技術・学術政策研究所． 

【【図図表表 33--66--44】】  米米国国ににおおけけるる博博士士号号取取得得分分野野別別博博

士士号号保保持持者者数数（（主主要要業業務務活活動動別別））  

注： 
図表 3-6-2 及び 3-6-3 と同じ。 
資料： 
NSF, “Survey of Doctorate Recipients” 
参照：表 3-6-4 

 

((55)) まとめ 

米国では、企業に所属する博士号保持者が増加

しており、過去10年で、大学等と同程度の規模にな

った。大学等と企業のいずれでも「生物・農業・環境

生命科学」の博士号保持者が多く雇用されている

傾向にある。ただし、企業では「工学」の博士号保

持者が最も多い。2018年度の日本の博士課程修了

者を対象とした追跡調査においても、同様の傾向が

見られている 6。業務活動については「研究活動」を

主要業務としている博士号保持者がいずれの部門

でも多い傾向にある。企業や非営利団体では約 2

割、政府では約 3 割が「経営、営業もしくは管理職」

を主な業務としている。また、博士号取得分野によ

っては、主要な業務活動は異なる。「生物・農業・環

境生命科学」や「工学」では「研究活動」を主要とし

ている者が最も多いが、「社会科学」では「教育」、

「心理学」では「専門サービス」を主要な業務活動と

している者が最も多い。以上のように、米国では大

学等に加えて企業も博士号保持者の主要な雇用先

となっており、業務についても経営等の役割を持つ

者が一定数存在することが明らかになった。このよう

な多様なキャリアパスが存在することも、米国におい

て博士号取得者が増加している背景だと考えられる。 

（神田 由美子）

 

8.5 
10.1 

0.7 1.2 1.0 1.3 

5.3 5.8 

1.9 2.1 2.6 3.1 
5.6 

8.3 

1.1 1.5 

0.5 

0.8 

0.6 
0.9 0.9 

1.6 

1.0 

1.4 3.2 

4.8 

0.6 0.5 

2.4 
2.9 

1.6 1.9 1.7 
1.9 

2.7 

3.7 

0.6 0.8 

2.0 

2.5 

0.7 

4.6 
4.8 

0.6 
0.5 

0.6 

0.6 

2.8 

3.3 

1.1 1.2 

2.2 

2.4 

1.7 
1.9 

3.2 
3.6 

1.3 

1.8 

0.7 
1.1 

17.6 

22.7 

1.9 
3.4 3.2 3.7 

12.0 

13.7 

10.2 
11.4 

8.7 
10.0 

12.6 

18.3 

3.1 
4.2 

0

5

10

15

20

25

10 21 10 21 10 21 10 21 10 21 10 21 10 21 10 21

生物・農

業・環境

生命科

学

コン

ピュー

タ・情報

科学

数学・統

計学

物理科

学

心理学 社会科

学

工学 保健

万人

年

その他

教育

専門サービ

ス

経営、営業も

しくは管理職

設計

コンピュータア

プリケーション

研究活動

11.9 13.8 
10.0 

13.6 

2.9 3.0 1.8 2.6 

2.1 

3.7 
3.8 

4.7 6.1 

8.7 

1.8 2.2 
1.2 

1.5 

1.5 

1.6 

5.4 

6.2 

13.1 

15.4 

31.4 

36.9 

26.6 

36.4 

6.6 7.2 
4.5 

6.0 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

10 21 10 21 10 21 10 21

大学等 企業 政府 非営利団

体

万人

年

その他

教育

専門サービス

経営、営業もしく

は管理職

設計

コンピュータアプリ

ケーション

研究活動

- 129 - 

第第 44 章章  研研究究開開発発ののアアウウトトププッットト 

近年、研究開発への投資に対する説明責任が強く求められるようになっており、研究開発におけるアウトプ

ットの把握は大きなテーマとなっている。本章では、研究開発活動のアウトプットとして計測可能な科学論文と

特許に着目し、世界及び主要国の活動の特徴や変化について紹介する。科学と技術のつながり（サイエンス

リンケージ）の分析についても紹介する。 

 
44..11 論論文文  

 
ポポイインントト  

○世界の研究活動のアウトプットである論文量は一貫して増加傾向にある。2021 年の世界の自然科学系

の論文数は 205 万件である。2020 年から 2021 年にかけては 9.2％の増加をみせた。 

○これまで継続して上昇していた全世界の国際共著率が 2021 年に初めて減少に転じた。主要国の 2021

年時点の国際共著率は英国 73.3％、フランス 66.2％、ドイツ 62.7％に対し、米国 46.2％、日本 36.1％、

韓国 33.6％、中国 24.3％であり、このうち英国と韓国以外の国では国際共著率が前年と比べて減少した。 

○分数カウント法（論文の生産への貢献度）によると、日本の論文数(2019-2021 年(PY)の平均)は、中、米、

印、独に次ぐ第 5 位、Top10％補正論文数では、中、米、英、独、伊、印、豪、加、仏、韓、西、イランに次

ぐ第 13 位、Top1％補正論文数では中、米、英、独、豪、伊、加、印、仏、西、韓に次ぐ第 12 位である。ま

た、中国は、整数カウント法（論文の生産への関与度）及び分数カウント法ともに、論文数、Top10％補正

論文数、Top1％補正論文数(2019-2021 年(PY)の平均)のいずれにおいても世界第 1 位になった。 

○論文数シェア(分数カウント法)を見ると、日本は、1980年代から 2000年頃まで論文数シェアを伸ばし、英

国やドイツを抜かし、一時は世界第 2 位となっていたが、近年はシェアが低下傾向である。しかし、このシ

ェアの低下傾向については、日本のみならず米国、英国、ドイツ、フランスも同様である。 

○質的指標とされる Top10％補正論文数シェア及び Top1％補正論文数シェア(分数カウント法)の変化を

見ると、日本は、1980 年代から 2000 年代初めにかけて緩やかなシェアの増加が見られたが、その後シ

ェアを低下させている。 

○日本国内の分野バランスをみると、化学、物理学、基礎生命科学の占める割合が減少している一方で、

臨床医学の占める割合が大きく増加しており、日本としての論文生産の分野構造が変化してきている。 

○各分野での Top10％補正論文数シェアによる分野ポートフォリオをみると、日本は物理学、臨床医学、化

学のシェアが高く、計算機・数学、工学、環境・地球科学が低い。これに対して、中国と韓国は、材料科

学、化学、工学のシェアが高い。 
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企業の「コンピュータアプリケーション」は約 2 倍とな

った。 

 

【【図図表表 33--66--33】】  米米国国ににおおけけるる雇雇用用部部門門別別博博士士号号保保

持持者者数数（（主主要要業業務務活活動動別別））  

 
注： 
1) 典型的な週の労働時間の少なくとも 10％を占めている仕事のうち、通

常週に最も多くの時間を費やしたものを主要業務活動（primary work 
activity）としている。 

2) 研究活動は、基礎研究（主にそれ自体のために科学的知識を得るこ
とを目的とした研究）、応用研究（認識されたニーズを満たすために科
学的知識を得ることを目的とした研究）、開発（材料、デバイスの製造
のための研究から得られた知識の使用）を対象としている。 

3) コンピュータアプリケーションとはコンピュータプログラミング、システム
またはアプリケーション開発である。 

4) 専門サービスとは、例えば、医療、カウンセリング、金融サービス、法
律サービスなどである。 

資料： 
NSF, “Survey of Doctorate Recipients” 
参照：表 3-6-3 

 

((44)) 分野別・主要業務活動別の状況 

博士号取得分野別に博士号保持者の主要業務

活動を見た（図表 3-6-4）。2021 年の状況を見ると、

多くの博士号取得分野で「研究活動」を主要業務と

する博士号保持者が多い。特に「生物・農業・環境

生命科学」、「工学」、「物理科学」では、40％を超え

ている。ただし、「心理学」、「社会科学」、「数学・統

計学」は「研究活動」以外を主要業務としている者

が多く、「心理学」では「専門サービス」が 40％を超

えている。「社会科学」は「教育」が 40％近い割合を

示している。 

 
6 「博士人材追跡調査」第 4 次報告書 NISTEP Research Material 

No.317 文部科学省 科学技術・学術政策研究所． 

【【図図表表 33--66--44】】  米米国国ににおおけけるる博博士士号号取取得得分分野野別別博博

士士号号保保持持者者数数（（主主要要業業務務活活動動別別））  

注： 
図表 3-6-2 及び 3-6-3 と同じ。 
資料： 
NSF, “Survey of Doctorate Recipients” 
参照：表 3-6-4 

 

((55)) まとめ 

米国では、企業に所属する博士号保持者が増加

しており、過去10年で、大学等と同程度の規模にな

った。大学等と企業のいずれでも「生物・農業・環境

生命科学」の博士号保持者が多く雇用されている

傾向にある。ただし、企業では「工学」の博士号保

持者が最も多い。2018年度の日本の博士課程修了

者を対象とした追跡調査においても、同様の傾向が

見られている 6。業務活動については「研究活動」を

主要業務としている博士号保持者がいずれの部門

でも多い傾向にある。企業や非営利団体では約 2

割、政府では約 3 割が「経営、営業もしくは管理職」

を主な業務としている。また、博士号取得分野によ

っては、主要な業務活動は異なる。「生物・農業・環

境生命科学」や「工学」では「研究活動」を主要とし

ている者が最も多いが、「社会科学」では「教育」、

「心理学」では「専門サービス」を主要な業務活動と

している者が最も多い。以上のように、米国では大

学等に加えて企業も博士号保持者の主要な雇用先

となっており、業務についても経営等の役割を持つ

者が一定数存在することが明らかになった。このよう

な多様なキャリアパスが存在することも、米国におい

て博士号取得者が増加している背景だと考えられる。 

（神田 由美子）
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第第 44 章章  研研究究開開発発ののアアウウトトププッットト 

近年、研究開発への投資に対する説明責任が強く求められるようになっており、研究開発におけるアウトプ

ットの把握は大きなテーマとなっている。本章では、研究開発活動のアウトプットとして計測可能な科学論文と

特許に着目し、世界及び主要国の活動の特徴や変化について紹介する。科学と技術のつながり（サイエンス

リンケージ）の分析についても紹介する。 

 
44..11 論論文文  

 
ポポイインントト  

○世界の研究活動のアウトプットである論文量は一貫して増加傾向にある。2021 年の世界の自然科学系

の論文数は 205 万件である。2020 年から 2021 年にかけては 9.2％の増加をみせた。 

○これまで継続して上昇していた全世界の国際共著率が 2021 年に初めて減少に転じた。主要国の 2021

年時点の国際共著率は英国 73.3％、フランス 66.2％、ドイツ 62.7％に対し、米国 46.2％、日本 36.1％、

韓国 33.6％、中国 24.3％であり、このうち英国と韓国以外の国では国際共著率が前年と比べて減少した。 

○分数カウント法（論文の生産への貢献度）によると、日本の論文数(2019-2021 年(PY)の平均)は、中、米、

印、独に次ぐ第 5 位、Top10％補正論文数では、中、米、英、独、伊、印、豪、加、仏、韓、西、イランに次

ぐ第 13 位、Top1％補正論文数では中、米、英、独、豪、伊、加、印、仏、西、韓に次ぐ第 12 位である。ま

た、中国は、整数カウント法（論文の生産への関与度）及び分数カウント法ともに、論文数、Top10％補正

論文数、Top1％補正論文数(2019-2021 年(PY)の平均)のいずれにおいても世界第 1 位になった。 

○論文数シェア(分数カウント法)を見ると、日本は、1980年代から 2000年頃まで論文数シェアを伸ばし、英

国やドイツを抜かし、一時は世界第 2 位となっていたが、近年はシェアが低下傾向である。しかし、このシ

ェアの低下傾向については、日本のみならず米国、英国、ドイツ、フランスも同様である。 

○質的指標とされる Top10％補正論文数シェア及び Top1％補正論文数シェア(分数カウント法)の変化を

見ると、日本は、1980 年代から 2000 年代初めにかけて緩やかなシェアの増加が見られたが、その後シ

ェアを低下させている。 

○日本国内の分野バランスをみると、化学、物理学、基礎生命科学の占める割合が減少している一方で、

臨床医学の占める割合が大きく増加しており、日本としての論文生産の分野構造が変化してきている。 

○各分野での Top10％補正論文数シェアによる分野ポートフォリオをみると、日本は物理学、臨床医学、化

学のシェアが高く、計算機・数学、工学、環境・地球科学が低い。これに対して、中国と韓国は、材料科

学、化学、工学のシェアが高い。 
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44..11..11 世世界界のの研研究究活活動動のの量量的的及及びび質質的的変変化化  

ここでは、自然科学系の論文分析の結果を紹

介する。分析には、クラリベイト社 Web of Science

の SCIE (Science Citation Index Expanded)を用い

た。 

クラリベイト社のデータベースでは、論文の書誌

情報の見直しが適時反映されるようになっている

ことから、1981 年までさかのぼって再集計を行っ

ている。従って、1981 年から最新年の動向を見る

際は、過去も含めて本報告書を参照することが望

ましい。 

 

(1)論文数の変化 

図表 4-1-1 に、全世界の論文量の変化を示す。

2021 年の世界の自然科学系の論文数は 205 万

件である。1981 年に比べ現在は、世界で発表さ

れる論文量は 5.1 倍になっており、世界で行われ

る研究活動は一貫して量的拡大傾向にある。特

に 2005 年頃からの増加が大きいが、2019 年以降

は伸び率が更に大きくなっている。2020 年から

2021 年にかけては 9.2％の増加を見せた。なお、

この間において、分析に用いたデータベースに収

録されるジャーナルは順次変更されると共に、ジ

ャーナルの数も拡大してきている。論文数の拡大

にはこの要因の寄与も含まれている。 

  

【【図図表表 44--11--11】】  全全世世界界のの論論文文量量のの変変化化  

注： 
分析対象は、Article, Review とし、整数カウント法により分析。年の集
計は出版年（Publication year, PY）を用いた。 
資料： 
クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2022 年末バージョン)を基
に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-1-1 
 
 

(2)世界及び主要国の論文生産形態の変化 

世界で行われる研究活動が量的拡大を示す一

方で、研究活動のスタイルが大幅に変化している。

図表 4-1-2 に、全世界の論文における論文共著

形態の変化を示した。ここでは、①国内論文（単

一の機関による論文及び同一国の複数の機関に

よる共著論文）、②国際共著論文（異なる国の機

関による共著論文）の 2 種類に分類した。 

まず、国際共著論文は一貫して増加しており、

国境を越えた形で知識生産活動が行われている

と考えられる。世界の論文に占める国際共著論文

の割合は 1981 年から継続して上昇していたが、

2021 年時点で初めて、前年の 28.5％から 28.1％

へと微減している。 
 

【【図図表表 44--11--22】】  全全世世界界のの論論文文共共著著形形態態割割合合のの推推移移  

注： 
1) 分析対象は、Article, Review とし、整数カウント法により分析。年の

集計は出版年（Publication year, PY）を用いた。 
2) 国内論文は、単一の機関による論文及び同一国の複数の機関に

よる共著論文を指す。国際共著論文は異なる国の機関による共著
論文を指す。 

資料： 
クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2022 年末バージョン)を基
に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-1-2 
 

図表 4-1-3 は、主要国における論文共著形態

別割合の推移である。いずれの国においても国

際共著論文の割合は上昇基調であったが、2021

年時点では英国と韓国を除く各国において微減

している。各国の割合は中国 24.3％、韓国 33.6％、

日本 36.1％、米国 46.2％であるのに対し、欧州で

は英国 73.3％、フランス 66.2％、ドイツ 62.7％と非

常に高く、国により異なっている。 

日本は、1981 年に比べて国際共著論文の割合

が31ポイント増加している。なお、中国、韓国にお

いては、国際共著論文の割合は他国ほどの変化

はない。
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【【図図表表 44--11--33】】  主主要要国国のの論論文文共共著著形形態態割割合合のの推推移移  

  

  ((AA))日日本本  ((BB))米米国国  

  

  ((CC))ドドイイツツ  ((DD))フフラランンスス  

  

  ((EE))英英国国  ((FF))中中国国  

  

  ((GG))韓韓国国  

  

        

 
 
注： 
1) 分析対象は、Article, Review とし、整数カウント法により分析。年の集

計は出版年（Publication year, PY）を用いた。 
2) 国内論文は、単一の機関による論文及び同一国の複数の機関による

共著論文を指す。国際共著論文は異なる国の機関による共著論文を
指す。 

資料： 
クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2022 年末バージョン)を基
に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-1-3 
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44..11..11 世世界界のの研研究究活活動動のの量量的的及及びび質質的的変変化化  

ここでは、自然科学系の論文分析の結果を紹

介する。分析には、クラリベイト社 Web of Science

の SCIE (Science Citation Index Expanded)を用い

た。 

クラリベイト社のデータベースでは、論文の書誌

情報の見直しが適時反映されるようになっている

ことから、1981 年までさかのぼって再集計を行っ

ている。従って、1981 年から最新年の動向を見る

際は、過去も含めて本報告書を参照することが望

ましい。 

 

(1)論文数の変化 

図表 4-1-1 に、全世界の論文量の変化を示す。

2021 年の世界の自然科学系の論文数は 205 万

件である。1981 年に比べ現在は、世界で発表さ

れる論文量は 5.1 倍になっており、世界で行われ

る研究活動は一貫して量的拡大傾向にある。特

に 2005 年頃からの増加が大きいが、2019 年以降

は伸び率が更に大きくなっている。2020 年から

2021 年にかけては 9.2％の増加を見せた。なお、

この間において、分析に用いたデータベースに収

録されるジャーナルは順次変更されると共に、ジ

ャーナルの数も拡大してきている。論文数の拡大

にはこの要因の寄与も含まれている。 

  

【【図図表表 44--11--11】】  全全世世界界のの論論文文量量のの変変化化  

注： 
分析対象は、Article, Review とし、整数カウント法により分析。年の集
計は出版年（Publication year, PY）を用いた。 
資料： 
クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2022 年末バージョン)を基
に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-1-1 
 
 

(2)世界及び主要国の論文生産形態の変化 

世界で行われる研究活動が量的拡大を示す一

方で、研究活動のスタイルが大幅に変化している。

図表 4-1-2 に、全世界の論文における論文共著

形態の変化を示した。ここでは、①国内論文（単

一の機関による論文及び同一国の複数の機関に

よる共著論文）、②国際共著論文（異なる国の機

関による共著論文）の 2 種類に分類した。 

まず、国際共著論文は一貫して増加しており、

国境を越えた形で知識生産活動が行われている

と考えられる。世界の論文に占める国際共著論文

の割合は 1981 年から継続して上昇していたが、

2021 年時点で初めて、前年の 28.5％から 28.1％

へと微減している。 
 

【【図図表表 44--11--22】】  全全世世界界のの論論文文共共著著形形態態割割合合のの推推移移  

注： 
1) 分析対象は、Article, Review とし、整数カウント法により分析。年の

集計は出版年（Publication year, PY）を用いた。 
2) 国内論文は、単一の機関による論文及び同一国の複数の機関に

よる共著論文を指す。国際共著論文は異なる国の機関による共著
論文を指す。 

資料： 
クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2022 年末バージョン)を基
に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-1-2 
 

図表 4-1-3 は、主要国における論文共著形態

別割合の推移である。いずれの国においても国

際共著論文の割合は上昇基調であったが、2021

年時点では英国と韓国を除く各国において微減

している。各国の割合は中国 24.3％、韓国 33.6％、

日本 36.1％、米国 46.2％であるのに対し、欧州で

は英国 73.3％、フランス 66.2％、ドイツ 62.7％と非

常に高く、国により異なっている。 

日本は、1981 年に比べて国際共著論文の割合

が31ポイント増加している。なお、中国、韓国にお

いては、国際共著論文の割合は他国ほどの変化

はない。
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【【図図表表 44--11--33】】  主主要要国国のの論論文文共共著著形形態態割割合合のの推推移移  

  

  ((AA))日日本本  ((BB))米米国国  

  

  ((CC))ドドイイツツ  ((DD))フフラランンスス  

  

  ((EE))英英国国  ((FF))中中国国  

  

  ((GG))韓韓国国  

  

        

 
 
注： 
1) 分析対象は、Article, Review とし、整数カウント法により分析。年の集

計は出版年（Publication year, PY）を用いた。 
2) 国内論文は、単一の機関による論文及び同一国の複数の機関による

共著論文を指す。国際共著論文は異なる国の機関による共著論文を
指す。 

資料： 
クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2022 年末バージョン)を基
に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-1-3 
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国際共著論文は、国際的な研究の協力や共同

活動によりつくられる成果であるため、その割合は

分野ごとの背景に依存すると考えられる。例えば、

大型研究施設を、各々の国で保有することが現実

的に不可能な場合、国際的な大型研究施設設置

国を中心とした共同研究が促進される。 

図表 4-1-4 は分野ごとの国際共著論文割合の推

移である。いずれの分野においても、1980 年代から、

国際共著論文割合は上昇基調であったが、2021 年

時点においてはすべての分野で微減している。各

分野の 2021 年時点の割合を見ると、環境・地球科

学は 35.8％、物理学では 34.7％であり、他分野に

比べ国際共著論文割合が高い。臨床医学は

23.3％であり、国際共著論文割合が一番低い分野

である。 
 

【【図図表表 44--11--44】】  分分野野ごごととのの国国際際共共著著論論文文  
 

((AA))割割合合のの推推移移  

 
 

((BB))研研究究ポポーートトフフォォリリオオ 88 分分野野  

 
注： 
1) 分析対象は、Article, Review である。年の集計は出版年（Publication 

year, PY）を用いた。 
2) (A)の分野は(B)を使用。 
3) ESI22 分野は、https://esi.help.clarivate.com/Content/journal-

list.htm （esi-master-journal-list-12-2022）の雑誌単位の分類であ
る。科学技術・学術政策研究所では Web of Science(SCIE)収録論文
を Essential Science Indicators(ESI)の ESI22 分野分類を用いて再分
類している。研究ポートフォリオ 8 分野には経済学・経営学、複合領
域、社会科学・一般は含めない。 

資料：クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2022 年末バージョン)
を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-1-4 

44..11..22 研研究究活活動動のの国国別別比比較較  

(1)国単位での科学研究力の定量化手法 

「国の科学研究力」を定量化し比較する際、ここま

でに示したように近年の論文の共著形態の複雑化

についても考慮するべきであろう。 

そこで、図表 4-1-5 に示すように、国単位での科

学研究力を把握する場合は、「論文の生産への関

与度（論文を生み出すプロセスにどれだけ関与した

か）」と「論文の生産への貢献度（論文 1 件に対しど

れだけ貢献をしたか）」を把握することとする。前者

は整数カウント法、後者は分数カウント法により計測

する。論文の生産への関与度と貢献度の差分が、

「国際共著論文を通じた外国の寄与分」と言える。

各国・地域により国際的活動の状況が異なるため、

カウント方法によりランクが入れ替わることがある。 

また、「国の科学研究力」を見るときに、量的観点

と質的観点が求められる。そこで、量的観点として

論文数を、質的観点として他の論文から引用される

回数の多い論文数（Top10％補正論文数、Top1％

補正論文数）を用いる。論文の被引用数（2022年末

の値）が各年各分野（22 分野）の上位 10％（1％）に

入る論文数が Top10％（Top1％）論文数である。分

野毎に算出するのは、分野毎に引用のされ方が異

なるためである。Top10％（Top1％）補正論文数とは、

Top10％（Top1％）論文数の抽出後、実数で論文数

の 1/10(1/100)となるように補正を加えた論文数を

指す。分野は図表 4-1-4(B)の ESI22 分野に準ずる。 

 

(2)国・地域別論文数、Top10％補正論文数、

Top1％補正論文数の時系列比較 

図表 4-1-6に、整数カウント法と分数カウント法に

よる国・地域ごとの論文数、Top10％補正論文数、

Top1％補正論文数及び世界ランクを示した。 

日本の論文数(2019-2021 年(PY)の平均)は整数

カウント法によると第 6位、Top10％補正論文数では

第 12 位、Top1％補正論文数では第 12 位である。 

分数カウント法によると日本の論文数(2019-2021

年(PY)の平均)は第 5 位であり、Top10％補正論文

数では第 13 位、Top1％補正論文数では第 12 位で

ある。
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【【図図表表 44--11--55】】  整整数数カカウウンントト法法とと分分数数カカウウンントト法法  

  

((AA))国国単単位位ででのの科科学学研研究究力力のの把把握握のの概概念念図図  

   

  

((BB))整整数数カカウウンントト法法とと分分数数カカウウンントト法法  

 
注： 
論文の被引用数（2022 年末の値）が各年各分野（22 分野）の上位 10％（1％）に入る論文数が Top10％（Top1％）論文数である。Top10％（Top1％）補正論
文数とは、Top10％（Top1％）論文数の抽出後、実数で論文数の 1/10(1/100)となるように補正を加えた論文数を指す。詳細は、科学技術・学術政策研究
所の「科学研究のベンチマーキング 2023」(調査資料-329)の 2-2-7 Top10％補正論文数の計算方法を参照のこと。分野は、図表 4-1-4(B)の研究ポートフ
ォリオ 8 分野に集約した ESI22 分野に準ずる。 

 

 

国内論文

国際共著論文

国内論文

国際共著論文
を通じた

外国の寄与分
国際的活動への

関与分

整整数数カカウウンントト法法 分分数数カカウウンントト法法

国際的活動による
貢献分

論文の生産への
関与度

国際共著論文

論文の生産への
貢献度

整数カウント法 分数カウント法

カウントの仕方

●国単位での関与の有無の集計である。

●例えば、日本のA大学、日本のB大学、米国のC大学の共著
論文の場合、日本1件、米国1件と集計する。したがって、1件の
論文は、複数の国の機関が関わっていると複数回数えられるこ
ととなる。

●機関レベルでの重み付けを用いた国単位での集計である。

●例えば、日本のA大学、日本のB大学、米国のC大学の共著
論文の場合、各機関は1/3と重み付けし、日本2/3件、米国1/3
件と集計する。したがって、1件の論文は、複数の国の機関が
関わっていても1件として扱われる。

論文数を
カウントする意味

「世界の論文の生産への関与度」の把握 「世界の論文の生産への貢献度」の把握

Top10％(Top1％)
補正論文数を

カウントする意味
「世界の注目度の高い論文の生産への関与度」の把握 「世界の注目度の高い論文の生産への貢献度」の把握
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国際共著論文は、国際的な研究の協力や共同

活動によりつくられる成果であるため、その割合は

分野ごとの背景に依存すると考えられる。例えば、

大型研究施設を、各々の国で保有することが現実

的に不可能な場合、国際的な大型研究施設設置

国を中心とした共同研究が促進される。 

図表 4-1-4 は分野ごとの国際共著論文割合の推

移である。いずれの分野においても、1980 年代から、

国際共著論文割合は上昇基調であったが、2021 年

時点においてはすべての分野で微減している。各

分野の 2021 年時点の割合を見ると、環境・地球科

学は 35.8％、物理学では 34.7％であり、他分野に

比べ国際共著論文割合が高い。臨床医学は

23.3％であり、国際共著論文割合が一番低い分野

である。 
 

【【図図表表 44--11--44】】  分分野野ごごととのの国国際際共共著著論論文文  
 

((AA))割割合合のの推推移移  

 
 

((BB))研研究究ポポーートトフフォォリリオオ 88 分分野野  

 
注： 
1) 分析対象は、Article, Review である。年の集計は出版年（Publication 

year, PY）を用いた。 
2) (A)の分野は(B)を使用。 
3) ESI22 分野は、https://esi.help.clarivate.com/Content/journal-

list.htm （esi-master-journal-list-12-2022）の雑誌単位の分類であ
る。科学技術・学術政策研究所では Web of Science(SCIE)収録論文
を Essential Science Indicators(ESI)の ESI22 分野分類を用いて再分
類している。研究ポートフォリオ 8 分野には経済学・経営学、複合領
域、社会科学・一般は含めない。 

資料：クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2022 年末バージョン)
を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-1-4 

44..11..22 研研究究活活動動のの国国別別比比較較  

(1)国単位での科学研究力の定量化手法 

「国の科学研究力」を定量化し比較する際、ここま

でに示したように近年の論文の共著形態の複雑化

についても考慮するべきであろう。 

そこで、図表 4-1-5 に示すように、国単位での科

学研究力を把握する場合は、「論文の生産への関

与度（論文を生み出すプロセスにどれだけ関与した

か）」と「論文の生産への貢献度（論文 1 件に対しど

れだけ貢献をしたか）」を把握することとする。前者

は整数カウント法、後者は分数カウント法により計測

する。論文の生産への関与度と貢献度の差分が、

「国際共著論文を通じた外国の寄与分」と言える。

各国・地域により国際的活動の状況が異なるため、

カウント方法によりランクが入れ替わることがある。 

また、「国の科学研究力」を見るときに、量的観点

と質的観点が求められる。そこで、量的観点として

論文数を、質的観点として他の論文から引用される

回数の多い論文数（Top10％補正論文数、Top1％

補正論文数）を用いる。論文の被引用数（2022年末

の値）が各年各分野（22 分野）の上位 10％（1％）に

入る論文数が Top10％（Top1％）論文数である。分

野毎に算出するのは、分野毎に引用のされ方が異

なるためである。Top10％（Top1％）補正論文数とは、

Top10％（Top1％）論文数の抽出後、実数で論文数

の 1/10(1/100)となるように補正を加えた論文数を

指す。分野は図表 4-1-4(B)の ESI22 分野に準ずる。 

 

(2)国・地域別論文数、Top10％補正論文数、

Top1％補正論文数の時系列比較 

図表 4-1-6に、整数カウント法と分数カウント法に

よる国・地域ごとの論文数、Top10％補正論文数、

Top1％補正論文数及び世界ランクを示した。 

日本の論文数(2019-2021 年(PY)の平均)は整数

カウント法によると第 6位、Top10％補正論文数では

第 12 位、Top1％補正論文数では第 12 位である。 

分数カウント法によると日本の論文数(2019-2021

年(PY)の平均)は第 5 位であり、Top10％補正論文

数では第 13 位、Top1％補正論文数では第 12 位で

ある。
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臨床医学

基礎生命科学

全分野

％

研究ポートフォリオ
8分野

集約したESI22分野

化学 化学

材料科学 材料科学

物理学 物理学、宇宙科学

計算機・数学 計算機科学、数学

工学 工学

環境・地球科学 環境/生態学、地球科学

臨床医学 臨床医学、精神医学/心理学

基礎生命科学
農業科学、生物学・生化学、免疫学、微生物
学、分子生物学・遺伝学、神経科学・行動
学、薬理学・毒性学、植物・動物学
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【【図図表表 44--11--55】】  整整数数カカウウンントト法法とと分分数数カカウウンントト法法  

  

((AA))国国単単位位ででのの科科学学研研究究力力のの把把握握のの概概念念図図  

   

  

((BB))整整数数カカウウンントト法法とと分分数数カカウウンントト法法  

 
注： 
論文の被引用数（2022 年末の値）が各年各分野（22 分野）の上位 10％（1％）に入る論文数が Top10％（Top1％）論文数である。Top10％（Top1％）補正論
文数とは、Top10％（Top1％）論文数の抽出後、実数で論文数の 1/10(1/100)となるように補正を加えた論文数を指す。詳細は、科学技術・学術政策研究
所の「科学研究のベンチマーキング 2023」(調査資料-329)の 2-2-7 Top10％補正論文数の計算方法を参照のこと。分野は、図表 4-1-4(B)の研究ポートフ
ォリオ 8 分野に集約した ESI22 分野に準ずる。 

 

 

国内論文

国際共著論文

国内論文

国際共著論文
を通じた

外国の寄与分
国際的活動への

関与分

整整数数カカウウンントト法法 分分数数カカウウンントト法法

国際的活動による
貢献分

論文の生産への
関与度

国際共著論文

論文の生産への
貢献度

整数カウント法 分数カウント法

カウントの仕方

●国単位での関与の有無の集計である。

●例えば、日本のA大学、日本のB大学、米国のC大学の共著
論文の場合、日本1件、米国1件と集計する。したがって、1件の
論文は、複数の国の機関が関わっていると複数回数えられるこ
ととなる。

●機関レベルでの重み付けを用いた国単位での集計である。

●例えば、日本のA大学、日本のB大学、米国のC大学の共著
論文の場合、各機関は1/3と重み付けし、日本2/3件、米国1/3
件と集計する。したがって、1件の論文は、複数の国の機関が
関わっていても1件として扱われる。

論文数を
カウントする意味

「世界の論文の生産への関与度」の把握 「世界の論文の生産への貢献度」の把握

Top10％(Top1％)
補正論文数を

カウントする意味
「世界の注目度の高い論文の生産への関与度」の把握 「世界の注目度の高い論文の生産への貢献度」の把握
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【【図図表表 44--11--66】】  国国・・地地域域別別論論文文数数、、TToopp1100％％補補正正論論文文数数、、TToopp11％％補補正正論論文文数数：：上上位位 2255 かか国国・・地地域域  

  

((AA))整整数数カカウウンントト法法にによよるる  

論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位
米国 232,360 31.4 1 米国 306,126 27.0 1 中国 528,775 28.1 1
日本 72,626 9.8 2 中国 140,093 12.4 2 米国 413,354 21.9 2
ドイツ 65,977 8.9 3 ドイツ 85,837 7.6 3 英国 129,100 6.9 3
英国 64,482 8.7 4 英国 82,086 7.2 4 ドイツ 121,134 6.4 4
フランス 47,980 6.5 5 日本 75,457 6.7 5 インド 92,335 4.9 5
イタリア 31,659 4.3 6 フランス 62,436 5.5 6 日本 90,681 4.8 6
カナダ 30,960 4.2 7 イタリア 50,908 4.5 7 イタリア 86,677 4.6 7
中国 30,097 4.1 8 カナダ 50,481 4.5 8 フランス 80,503 4.3 8
ロシア 26,453 3.6 9 スペイン 42,731 3.8 9 カナダ 76,473 4.1 9
スペイン 22,117 3.0 10 インド 42,533 3.8 10 オーストラリア 72,837 3.9 10
オーストラリア 19,801 2.7 11 韓国 40,436 3.6 11 韓国 70,520 3.7 11
オランダ 18,016 2.4 12 オーストラリア 35,921 3.2 12 スペイン 69,882 3.7 12
インド 17,213 2.3 13 ブラジル 31,893 2.8 13 ブラジル 58,309 3.1 13
スウェーデン 14,858 2.0 14 オランダ 28,281 2.5 14 イラン 46,312 2.5 14
韓国 13,887 1.9 15 ロシア 27,727 2.4 15 ロシア 44,330 2.4 15
スイス 13,830 1.9 16 台湾 23,729 2.1 16 オランダ 43,934 2.3 16
ブラジル 10,644 1.4 17 スイス 21,659 1.9 17 トルコ 36,924 2.0 17
ポーランド 10,134 1.4 18 トルコ 21,498 1.9 18 ポーランド 36,482 1.9 18
台湾 9,962 1.3 19 ポーランド 19,459 1.7 19 スイス 35,955 1.9 19
ベルギー 9,829 1.3 20 スウェーデン 18,803 1.7 20 スウェーデン 31,355 1.7 20
イスラエル 8,940 1.2 21 イラン 17,733 1.6 21 台湾 29,285 1.6 21
デンマーク 7,683 1.0 22 ベルギー 16,090 1.4 22 サウジアラビア 26,721 1.4 22
フィンランド 7,199 1.0 23 デンマーク 11,422 1.0 23 ベルギー 24,928 1.3 23
オーストリア 7,169 1.0 24 オーストリア 11,228 1.0 24 デンマーク 22,064 1.2 24
トルコ 5,605 0.8 25 イスラエル 10,731 0.9 25 エジプト 20,460 1.1 25

論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位
米国 35,467 48.0 1 米国 47,333 41.8 1 中国 67,529 35.8 1
英国 8,337 11.3 2 中国 13,487 11.9 2 米国 55,585 29.5 2
ドイツ 7,252 9.8 3 英国 12,911 11.4 3 英国 20,581 10.9 3
日本 5,394 7.3 4 ドイツ 11,566 10.2 4 ドイツ 15,949 8.5 4
フランス 5,191 7.0 5 フランス 8,101 7.2 5 イタリア 12,603 6.7 5
カナダ 4,001 5.4 6 カナダ 7,084 6.3 6 オーストラリア 11,845 6.3 6
イタリア 3,132 4.2 7 イタリア 6,089 5.4 7 カナダ 10,794 5.7 7
オランダ 2,659 3.6 8 日本 6,062 5.4 8 フランス 10,220 5.4 8
オーストラリア 2,402 3.2 9 オーストラリア 5,282 4.7 9 インド 9,222 4.9 9
スイス 2,166 2.9 10 スペイン 5,179 4.6 10 スペイン 8,717 4.6 10
スペイン 2,083 2.8 11 オランダ 5,037 4.4 11 オランダ 7,512 4.0 11
中国 1,954 2.6 12 スイス 3,941 3.5 12 日本 7,239 3.8 12
スウェーデン 1,867 2.5 13 韓国 3,034 2.7 13 韓国 6,801 3.6 13
ベルギー 1,171 1.6 14 インド 2,833 2.5 14 スイス 6,192 3.3 14
デンマーク 1,129 1.5 15 スウェーデン 2,756 2.4 15 イラン 5,678 3.0 15
イスラエル 1,052 1.4 16 ベルギー 2,470 2.2 16 スウェーデン 4,730 2.5 16
韓国 1,027 1.4 17 デンマーク 1,965 1.7 17 サウジアラビア 4,540 2.4 17
インド 920 1.2 18 ブラジル 1,744 1.5 18 ブラジル 4,187 2.2 18
ロシア 875 1.2 19 台湾 1,717 1.5 19 ベルギー 4,044 2.1 19
フィンランド 857 1.2 20 オーストリア 1,597 1.4 20 デンマーク 3,744 2.0 20
台湾 740 1.0 21 イスラエル 1,407 1.2 21 シンガポール 3,455 1.8 21
オーストリア 730 1.0 22 シンガポール 1,391 1.2 22 トルコ 3,196 1.7 22
ブラジル 657 0.9 23 ノルウェー 1,246 1.1 23 パキスタン 3,127 1.7 23
ノルウェー 575 0.8 24 フィンランド 1,218 1.1 24 ポーランド 3,020 1.6 24
ポーランド 515 0.7 25 イラン 1,114 1.0 25 台湾 2,945 1.6 25

論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位
米国 4,225 57.1 1 米国 5,864 51.8 1 中国 7,431 39.4 1
英国 938 12.7 2 英国 1,638 14.5 2 米国 6,991 37.1 2
ドイツ 721 9.7 3 ドイツ 1,360 12.0 3 英国 2,818 15.0 3
フランス 506 6.8 4 中国 1,194 10.5 4 ドイツ 2,049 10.9 4
日本 430 5.8 5 フランス 939 8.3 5 オーストラリア 1,691 9.0 5
カナダ 424 5.7 6 カナダ 908 8.0 6 カナダ 1,518 8.1 6
オランダ 297 4.0 7 イタリア 671 5.9 7 イタリア 1,442 7.7 7
イタリア 285 3.9 8 オーストラリア 664 5.9 8 フランス 1,355 7.2 8
スイス 258 3.5 9 オランダ 658 5.8 9 スペイン 1,118 5.9 9
オーストラリア 243 3.3 10 スペイン 588 5.2 10 オランダ 1,082 5.7 10
スウェーデン 187 2.5 11 日本 585 5.2 11 インド 928 4.9 11
スペイン 173 2.3 12 スイス 534 4.7 12 日本 927 4.9 12
中国 142 1.9 13 スウェーデン 337 3.0 13 スイス 907 4.8 13
デンマーク 121 1.6 14 ベルギー 330 2.9 14 韓国 797 4.2 14
ベルギー 118 1.6 15 韓国 285 2.5 15 スウェーデン 672 3.6 15
イスラエル 112 1.5 16 デンマーク 271 2.4 16 ベルギー 612 3.3 16
フィンランド 86 1.2 17 インド 240 2.1 17 シンガポール 562 3.0 17
インド 75 1.0 18 オーストリア 215 1.9 18 イラン 544 2.9 18
オーストリア 74 1.0 19 イスラエル 174 1.5 19 サウジアラビア 527 2.8 19
ロシア 71 1.0 20 シンガポール 167 1.5 20 デンマーク 513 2.7 20
韓国 63 0.9 21 ブラジル 159 1.4 21 ブラジル 454 2.4 21
ノルウェー 54 0.7 22 フィンランド 156 1.4 22 オーストリア 409 2.2 22
ブラジル 52 0.7 23 ノルウェー 153 1.4 23 トルコ 395 2.1 23
ポーランド 45 0.6 24 ポーランド 129 1.1 24 台湾 379 2.0 24
台湾 41 0.6 25 台湾 127 1.1 25 ポーランド 358 1.9 25

整数カウント

全分野
1999 － 2001年 (PY) (平均)

全分野
2009 － 2011年 (PY) (平均)

全分野
2019 － 2021年 (PY) (平均)

論文数 論文数 論文数

国・地域名
整数カウント

国・地域名
整数カウント

国・地域名

整数カウント

全分野
1999 － 2001年 (PY) (平均)

全分野
2009 － 2011年 (PY) (平均)

国・地域名
整数カウント

国・地域名
整数カウント

国・地域名

全分野
2019 － 2021年 (PY) (平均)

Top10％補正論文数 Top10％補正論文数 Top10％補正論文数

整数カウント

全分野
1999 － 2001年 (PY) (平均)

全分野
2009 － 2011年 (PY) (平均)

全分野
2019 － 2021年 (PY) (平均)

Top1％補正論文数 Top1％補正論文数 Top1％補正論文数

国・地域名
整数カウント

国・地域名
整数カウント

国・地域名
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((BB))分分数数カカウウンントト法法にによよるる  

 
注： 
分析対象は、Article, Review である。年の集計は出版年（Publication year, PY）を用いた。被引用数は、2022 年末の値を用いている。 
資料： 
クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2022 年末バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-1-6 

論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位
米国 203,340 27.5 1 米国 250,963 22.1 1 中国 464,077 24.6 1
日本 65,530 8.8 2 中国 122,788 10.8 2 米国 302,466 16.1 2
ドイツ 51,440 6.9 3 日本 64,357 5.7 3 インド 75,825 4.0 3
英国 50,815 6.9 4 ドイツ 59,692 5.3 4 ドイツ 73,371 3.9 4
フランス 37,266 5.0 5 英国 54,945 4.8 5 日本 70,775 3.8 5
中国 26,286 3.5 6 フランス 43,179 3.8 6 英国 67,905 3.6 6
イタリア 25,397 3.4 7 イタリア 37,818 3.3 7 イタリア 57,579 3.1 7
カナダ 24,173 3.3 8 インド 37,554 3.3 8 韓国 57,070 3.0 8
ロシア 21,595 2.9 9 カナダ 35,744 3.2 9 フランス 46,588 2.5 9
スペイン 17,781 2.4 10 韓国 34,567 3.1 10 カナダ 45,350 2.4 10
オーストラリア 15,746 2.1 11 スペイン 31,210 2.8 11 ブラジル 44,983 2.4 11
インド 15,564 2.1 12 ブラジル 27,296 2.4 12 スペイン 44,625 2.4 12
オランダ 13,299 1.8 13 オーストラリア 25,461 2.2 13 オーストラリア 41,886 2.2 13
韓国 12,090 1.6 14 ロシア 22,453 2.0 14 イラン 37,777 2.0 14
スウェーデン 10,913 1.5 15 台湾 20,857 1.8 15 ロシア 33,026 1.8 15
スイス 9,327 1.3 16 トルコ 19,409 1.7 16 トルコ 30,117 1.6 16
台湾 8,973 1.2 17 オランダ 18,372 1.6 17 ポーランド 26,720 1.4 17
ブラジル 8,647 1.2 18 イラン 15,936 1.4 18 オランダ 22,848 1.2 18
ポーランド 7,756 1.0 19 ポーランド 15,385 1.4 19 台湾 21,937 1.2 19
イスラエル 6,839 0.9 20 スイス 12,215 1.1 20 スイス 16,458 0.9 20
ベルギー 6,806 0.9 21 スウェーデン 11,649 1.0 21 スウェーデン 15,301 0.8 21
フィンランド 5,435 0.7 22 ベルギー 9,663 0.9 22 メキシコ 13,676 0.7 22
デンマーク 5,374 0.7 23 イスラエル 7,604 0.7 23 サウジアラビア 12,648 0.7 23
オーストリア 5,123 0.7 24 ギリシャ 7,503 0.7 24 エジプト 12,310 0.7 24
トルコ 4,979 0.7 25 デンマーク 7,007 0.6 25 パキスタン 11,887 0.6 25

論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位
米国 30,599 41.4 1 米国 37,528 33.1 1 中国 54,405 28.9 1
英国 6,048 8.2 2 中国 10,583 9.3 2 米国 36,208 19.2 2
ドイツ 5,032 6.8 3 英国 7,552 6.7 3 英国 8,878 4.7 3
日本 4,443 6.0 4 ドイツ 6,699 5.9 4 ドイツ 7,234 3.8 4
フランス 3,589 4.9 5 フランス 4,674 4.1 5 イタリア 6,723 3.6 5
カナダ 2,806 3.8 6 日本 4,355 3.8 6 インド 6,031 3.2 6
イタリア 2,154 2.9 7 カナダ 4,188 3.7 7 オーストラリア 5,186 2.8 7
オランダ 1,819 2.5 8 イタリア 3,516 3.1 8 カナダ 4,632 2.5 8
オーストラリア 1,713 2.3 9 オーストラリア 3,207 2.8 9 フランス 4,210 2.2 9
中国 1,493 2.0 10 スペイン 3,090 2.7 10 韓国 4,100 2.2 10
スペイン 1,464 2.0 11 オランダ 2,775 2.4 11 スペイン 3,987 2.1 11
スイス 1,321 1.8 12 インド 2,190 1.9 12 イラン 3,770 2.0 12
スウェーデン 1,229 1.7 13 韓国 2,160 1.9 13 日本 3,767 2.0 13
韓国 805 1.1 14 スイス 1,870 1.7 14 オランダ 2,866 1.5 14
インド 730 1.0 15 スウェーデン 1,326 1.2 15 ブラジル 2,177 1.2 15
デンマーク 716 1.0 16 台湾 1,306 1.2 16 スイス 2,125 1.1 16
ベルギー 697 0.9 17 ベルギー 1,177 1.0 17 トルコ 1,726 0.9 17
イスラエル 694 0.9 18 ブラジル 1,074 0.9 18 サウジアラビア 1,672 0.9 18
台湾 612 0.8 19 デンマーク 986 0.9 19 スウェーデン 1,560 0.8 19
フィンランド 561 0.8 20 イラン 914 0.8 20 シンガポール 1,495 0.8 20
オーストリア 445 0.6 21 シンガポール 878 0.8 21 エジプト 1,454 0.8 21
ロシア 432 0.6 22 トルコ 824 0.7 22 パキスタン 1,425 0.8 22
ブラジル 427 0.6 23 イスラエル 767 0.7 23 台湾 1,413 0.7 23
ノルウェー 361 0.5 24 オーストリア 696 0.6 24 ポーランド 1,360 0.7 24
シンガポール 308 0.4 25 ポルトガル 616 0.5 25 ベルギー 1,351 0.7 25

論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位
米国 3,660 49.5 1 米国 4,544 40.1 1 中国 5,516 29.3 1
英国 635 8.6 2 中国 836 7.4 2 米国 4,265 22.6 2
ドイツ 470 6.3 3 英国 833 7.4 3 英国 1,033 5.5 3
日本 331 4.5 4 ドイツ 662 5.8 4 ドイツ 715 3.8 4
フランス 317 4.3 5 カナダ 430 3.8 5 オーストラリア 564 3.0 5
カナダ 260 3.5 6 フランス 429 3.8 6 イタリア 540 2.9 6
オランダ 183 2.5 7 日本 357 3.1 7 カナダ 481 2.6 7
イタリア 167 2.3 8 オーストラリア 322 2.8 8 インド 464 2.5 8
スイス 153 2.1 9 オランダ 282 2.5 9 フランス 399 2.1 9
オーストラリア 150 2.0 10 イタリア 282 2.5 10 スペイン 341 1.8 10
スウェーデン 105 1.4 11 スペイン 266 2.4 11 韓国 331 1.8 11
スペイン 103 1.4 12 スイス 207 1.8 12 日本 319 1.7 12
中国 98 1.3 13 韓国 160 1.4 13 オランダ 296 1.6 13
イスラエル 70 1.0 14 インド 148 1.3 14 イラン 277 1.5 14
デンマーク 68 0.9 15 ベルギー 116 1.0 15 スイス 229 1.2 15
ベルギー 58 0.8 16 スウェーデン 114 1.0 16 シンガポール 211 1.1 16
インド 54 0.7 17 デンマーク 103 0.9 17 サウジアラビア 157 0.8 17
フィンランド 50 0.7 18 シンガポール 96 0.9 18 トルコ 152 0.8 18
韓国 43 0.6 19 イスラエル 75 0.7 19 ブラジル 148 0.8 19
オーストリア 39 0.5 20 台湾 72 0.6 20 スウェーデン 147 0.8 20
台湾 32 0.4 21 トルコ 66 0.6 21 パキスタン 133 0.7 21
ロシア 31 0.4 22 オーストリア 66 0.6 22 ベルギー 131 0.7 22
ブラジル 28 0.4 23 ブラジル 65 0.6 23 デンマーク 120 0.6 23
ノルウェー 27 0.4 24 フィンランド 57 0.5 24 台湾 115 0.6 24
シンガポール 22 0.3 25 ポルトガル 53 0.5 25 エジプト 104 0.6 25

分数カウント

全分野
1999 － 2001年 (PY) (平均)

全分野
2009 － 2011年 (PY) (平均)

全分野
2019 － 2021年 (PY) (平均)

論文数 論文数 論文数

国・地域名
分数カウント

国・地域名
分数カウント

国・地域名

分数カウント

全分野
1999 － 2001年 (PY) (平均)

全分野
2009 － 2011年 (PY) (平均)

国・地域名
分数カウント

国・地域名
分数カウント

国・地域名

全分野
2019 － 2021年 (PY) (平均)

Top10％補正論文数 Top10％補正論文数 Top10％補正論文数

分数カウント

全分野
1999 － 2001年 (PY) (平均)

全分野
2009 － 2011年 (PY) (平均)

全分野
2019 － 2021年 (PY) (平均)

Top1％補正論文数 Top1％補正論文数 Top1％補正論文数

国・地域名
分数カウント

国・地域名
分数カウント

国・地域名
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【【図図表表 44--11--66】】  国国・・地地域域別別論論文文数数、、TToopp1100％％補補正正論論文文数数、、TToopp11％％補補正正論論文文数数：：上上位位 2255 かか国国・・地地域域  

  

((AA))整整数数カカウウンントト法法にによよるる  

論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位
米国 232,360 31.4 1 米国 306,126 27.0 1 中国 528,775 28.1 1
日本 72,626 9.8 2 中国 140,093 12.4 2 米国 413,354 21.9 2
ドイツ 65,977 8.9 3 ドイツ 85,837 7.6 3 英国 129,100 6.9 3
英国 64,482 8.7 4 英国 82,086 7.2 4 ドイツ 121,134 6.4 4
フランス 47,980 6.5 5 日本 75,457 6.7 5 インド 92,335 4.9 5
イタリア 31,659 4.3 6 フランス 62,436 5.5 6 日本 90,681 4.8 6
カナダ 30,960 4.2 7 イタリア 50,908 4.5 7 イタリア 86,677 4.6 7
中国 30,097 4.1 8 カナダ 50,481 4.5 8 フランス 80,503 4.3 8
ロシア 26,453 3.6 9 スペイン 42,731 3.8 9 カナダ 76,473 4.1 9
スペイン 22,117 3.0 10 インド 42,533 3.8 10 オーストラリア 72,837 3.9 10
オーストラリア 19,801 2.7 11 韓国 40,436 3.6 11 韓国 70,520 3.7 11
オランダ 18,016 2.4 12 オーストラリア 35,921 3.2 12 スペイン 69,882 3.7 12
インド 17,213 2.3 13 ブラジル 31,893 2.8 13 ブラジル 58,309 3.1 13
スウェーデン 14,858 2.0 14 オランダ 28,281 2.5 14 イラン 46,312 2.5 14
韓国 13,887 1.9 15 ロシア 27,727 2.4 15 ロシア 44,330 2.4 15
スイス 13,830 1.9 16 台湾 23,729 2.1 16 オランダ 43,934 2.3 16
ブラジル 10,644 1.4 17 スイス 21,659 1.9 17 トルコ 36,924 2.0 17
ポーランド 10,134 1.4 18 トルコ 21,498 1.9 18 ポーランド 36,482 1.9 18
台湾 9,962 1.3 19 ポーランド 19,459 1.7 19 スイス 35,955 1.9 19
ベルギー 9,829 1.3 20 スウェーデン 18,803 1.7 20 スウェーデン 31,355 1.7 20
イスラエル 8,940 1.2 21 イラン 17,733 1.6 21 台湾 29,285 1.6 21
デンマーク 7,683 1.0 22 ベルギー 16,090 1.4 22 サウジアラビア 26,721 1.4 22
フィンランド 7,199 1.0 23 デンマーク 11,422 1.0 23 ベルギー 24,928 1.3 23
オーストリア 7,169 1.0 24 オーストリア 11,228 1.0 24 デンマーク 22,064 1.2 24
トルコ 5,605 0.8 25 イスラエル 10,731 0.9 25 エジプト 20,460 1.1 25

論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位
米国 35,467 48.0 1 米国 47,333 41.8 1 中国 67,529 35.8 1
英国 8,337 11.3 2 中国 13,487 11.9 2 米国 55,585 29.5 2
ドイツ 7,252 9.8 3 英国 12,911 11.4 3 英国 20,581 10.9 3
日本 5,394 7.3 4 ドイツ 11,566 10.2 4 ドイツ 15,949 8.5 4
フランス 5,191 7.0 5 フランス 8,101 7.2 5 イタリア 12,603 6.7 5
カナダ 4,001 5.4 6 カナダ 7,084 6.3 6 オーストラリア 11,845 6.3 6
イタリア 3,132 4.2 7 イタリア 6,089 5.4 7 カナダ 10,794 5.7 7
オランダ 2,659 3.6 8 日本 6,062 5.4 8 フランス 10,220 5.4 8
オーストラリア 2,402 3.2 9 オーストラリア 5,282 4.7 9 インド 9,222 4.9 9
スイス 2,166 2.9 10 スペイン 5,179 4.6 10 スペイン 8,717 4.6 10
スペイン 2,083 2.8 11 オランダ 5,037 4.4 11 オランダ 7,512 4.0 11
中国 1,954 2.6 12 スイス 3,941 3.5 12 日本 7,239 3.8 12
スウェーデン 1,867 2.5 13 韓国 3,034 2.7 13 韓国 6,801 3.6 13
ベルギー 1,171 1.6 14 インド 2,833 2.5 14 スイス 6,192 3.3 14
デンマーク 1,129 1.5 15 スウェーデン 2,756 2.4 15 イラン 5,678 3.0 15
イスラエル 1,052 1.4 16 ベルギー 2,470 2.2 16 スウェーデン 4,730 2.5 16
韓国 1,027 1.4 17 デンマーク 1,965 1.7 17 サウジアラビア 4,540 2.4 17
インド 920 1.2 18 ブラジル 1,744 1.5 18 ブラジル 4,187 2.2 18
ロシア 875 1.2 19 台湾 1,717 1.5 19 ベルギー 4,044 2.1 19
フィンランド 857 1.2 20 オーストリア 1,597 1.4 20 デンマーク 3,744 2.0 20
台湾 740 1.0 21 イスラエル 1,407 1.2 21 シンガポール 3,455 1.8 21
オーストリア 730 1.0 22 シンガポール 1,391 1.2 22 トルコ 3,196 1.7 22
ブラジル 657 0.9 23 ノルウェー 1,246 1.1 23 パキスタン 3,127 1.7 23
ノルウェー 575 0.8 24 フィンランド 1,218 1.1 24 ポーランド 3,020 1.6 24
ポーランド 515 0.7 25 イラン 1,114 1.0 25 台湾 2,945 1.6 25

論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位
米国 4,225 57.1 1 米国 5,864 51.8 1 中国 7,431 39.4 1
英国 938 12.7 2 英国 1,638 14.5 2 米国 6,991 37.1 2
ドイツ 721 9.7 3 ドイツ 1,360 12.0 3 英国 2,818 15.0 3
フランス 506 6.8 4 中国 1,194 10.5 4 ドイツ 2,049 10.9 4
日本 430 5.8 5 フランス 939 8.3 5 オーストラリア 1,691 9.0 5
カナダ 424 5.7 6 カナダ 908 8.0 6 カナダ 1,518 8.1 6
オランダ 297 4.0 7 イタリア 671 5.9 7 イタリア 1,442 7.7 7
イタリア 285 3.9 8 オーストラリア 664 5.9 8 フランス 1,355 7.2 8
スイス 258 3.5 9 オランダ 658 5.8 9 スペイン 1,118 5.9 9
オーストラリア 243 3.3 10 スペイン 588 5.2 10 オランダ 1,082 5.7 10
スウェーデン 187 2.5 11 日本 585 5.2 11 インド 928 4.9 11
スペイン 173 2.3 12 スイス 534 4.7 12 日本 927 4.9 12
中国 142 1.9 13 スウェーデン 337 3.0 13 スイス 907 4.8 13
デンマーク 121 1.6 14 ベルギー 330 2.9 14 韓国 797 4.2 14
ベルギー 118 1.6 15 韓国 285 2.5 15 スウェーデン 672 3.6 15
イスラエル 112 1.5 16 デンマーク 271 2.4 16 ベルギー 612 3.3 16
フィンランド 86 1.2 17 インド 240 2.1 17 シンガポール 562 3.0 17
インド 75 1.0 18 オーストリア 215 1.9 18 イラン 544 2.9 18
オーストリア 74 1.0 19 イスラエル 174 1.5 19 サウジアラビア 527 2.8 19
ロシア 71 1.0 20 シンガポール 167 1.5 20 デンマーク 513 2.7 20
韓国 63 0.9 21 ブラジル 159 1.4 21 ブラジル 454 2.4 21
ノルウェー 54 0.7 22 フィンランド 156 1.4 22 オーストリア 409 2.2 22
ブラジル 52 0.7 23 ノルウェー 153 1.4 23 トルコ 395 2.1 23
ポーランド 45 0.6 24 ポーランド 129 1.1 24 台湾 379 2.0 24
台湾 41 0.6 25 台湾 127 1.1 25 ポーランド 358 1.9 25

整数カウント

全分野
1999 － 2001年 (PY) (平均)

全分野
2009 － 2011年 (PY) (平均)

全分野
2019 － 2021年 (PY) (平均)

論文数 論文数 論文数

国・地域名
整数カウント

国・地域名
整数カウント

国・地域名

整数カウント

全分野
1999 － 2001年 (PY) (平均)

全分野
2009 － 2011年 (PY) (平均)

国・地域名
整数カウント

国・地域名
整数カウント

国・地域名

全分野
2019 － 2021年 (PY) (平均)

Top10％補正論文数 Top10％補正論文数 Top10％補正論文数

整数カウント

全分野
1999 － 2001年 (PY) (平均)

全分野
2009 － 2011年 (PY) (平均)

全分野
2019 － 2021年 (PY) (平均)

Top1％補正論文数 Top1％補正論文数 Top1％補正論文数

国・地域名
整数カウント

国・地域名
整数カウント

国・地域名
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((BB))分分数数カカウウンントト法法にによよるる  

 
注： 
分析対象は、Article, Review である。年の集計は出版年（Publication year, PY）を用いた。被引用数は、2022 年末の値を用いている。 
資料： 
クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2022 年末バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-1-6 

論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位
米国 203,340 27.5 1 米国 250,963 22.1 1 中国 464,077 24.6 1
日本 65,530 8.8 2 中国 122,788 10.8 2 米国 302,466 16.1 2
ドイツ 51,440 6.9 3 日本 64,357 5.7 3 インド 75,825 4.0 3
英国 50,815 6.9 4 ドイツ 59,692 5.3 4 ドイツ 73,371 3.9 4
フランス 37,266 5.0 5 英国 54,945 4.8 5 日本 70,775 3.8 5
中国 26,286 3.5 6 フランス 43,179 3.8 6 英国 67,905 3.6 6
イタリア 25,397 3.4 7 イタリア 37,818 3.3 7 イタリア 57,579 3.1 7
カナダ 24,173 3.3 8 インド 37,554 3.3 8 韓国 57,070 3.0 8
ロシア 21,595 2.9 9 カナダ 35,744 3.2 9 フランス 46,588 2.5 9
スペイン 17,781 2.4 10 韓国 34,567 3.1 10 カナダ 45,350 2.4 10
オーストラリア 15,746 2.1 11 スペイン 31,210 2.8 11 ブラジル 44,983 2.4 11
インド 15,564 2.1 12 ブラジル 27,296 2.4 12 スペイン 44,625 2.4 12
オランダ 13,299 1.8 13 オーストラリア 25,461 2.2 13 オーストラリア 41,886 2.2 13
韓国 12,090 1.6 14 ロシア 22,453 2.0 14 イラン 37,777 2.0 14
スウェーデン 10,913 1.5 15 台湾 20,857 1.8 15 ロシア 33,026 1.8 15
スイス 9,327 1.3 16 トルコ 19,409 1.7 16 トルコ 30,117 1.6 16
台湾 8,973 1.2 17 オランダ 18,372 1.6 17 ポーランド 26,720 1.4 17
ブラジル 8,647 1.2 18 イラン 15,936 1.4 18 オランダ 22,848 1.2 18
ポーランド 7,756 1.0 19 ポーランド 15,385 1.4 19 台湾 21,937 1.2 19
イスラエル 6,839 0.9 20 スイス 12,215 1.1 20 スイス 16,458 0.9 20
ベルギー 6,806 0.9 21 スウェーデン 11,649 1.0 21 スウェーデン 15,301 0.8 21
フィンランド 5,435 0.7 22 ベルギー 9,663 0.9 22 メキシコ 13,676 0.7 22
デンマーク 5,374 0.7 23 イスラエル 7,604 0.7 23 サウジアラビア 12,648 0.7 23
オーストリア 5,123 0.7 24 ギリシャ 7,503 0.7 24 エジプト 12,310 0.7 24
トルコ 4,979 0.7 25 デンマーク 7,007 0.6 25 パキスタン 11,887 0.6 25

論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位
米国 30,599 41.4 1 米国 37,528 33.1 1 中国 54,405 28.9 1
英国 6,048 8.2 2 中国 10,583 9.3 2 米国 36,208 19.2 2
ドイツ 5,032 6.8 3 英国 7,552 6.7 3 英国 8,878 4.7 3
日本 4,443 6.0 4 ドイツ 6,699 5.9 4 ドイツ 7,234 3.8 4
フランス 3,589 4.9 5 フランス 4,674 4.1 5 イタリア 6,723 3.6 5
カナダ 2,806 3.8 6 日本 4,355 3.8 6 インド 6,031 3.2 6
イタリア 2,154 2.9 7 カナダ 4,188 3.7 7 オーストラリア 5,186 2.8 7
オランダ 1,819 2.5 8 イタリア 3,516 3.1 8 カナダ 4,632 2.5 8
オーストラリア 1,713 2.3 9 オーストラリア 3,207 2.8 9 フランス 4,210 2.2 9
中国 1,493 2.0 10 スペイン 3,090 2.7 10 韓国 4,100 2.2 10
スペイン 1,464 2.0 11 オランダ 2,775 2.4 11 スペイン 3,987 2.1 11
スイス 1,321 1.8 12 インド 2,190 1.9 12 イラン 3,770 2.0 12
スウェーデン 1,229 1.7 13 韓国 2,160 1.9 13 日本 3,767 2.0 13
韓国 805 1.1 14 スイス 1,870 1.7 14 オランダ 2,866 1.5 14
インド 730 1.0 15 スウェーデン 1,326 1.2 15 ブラジル 2,177 1.2 15
デンマーク 716 1.0 16 台湾 1,306 1.2 16 スイス 2,125 1.1 16
ベルギー 697 0.9 17 ベルギー 1,177 1.0 17 トルコ 1,726 0.9 17
イスラエル 694 0.9 18 ブラジル 1,074 0.9 18 サウジアラビア 1,672 0.9 18
台湾 612 0.8 19 デンマーク 986 0.9 19 スウェーデン 1,560 0.8 19
フィンランド 561 0.8 20 イラン 914 0.8 20 シンガポール 1,495 0.8 20
オーストリア 445 0.6 21 シンガポール 878 0.8 21 エジプト 1,454 0.8 21
ロシア 432 0.6 22 トルコ 824 0.7 22 パキスタン 1,425 0.8 22
ブラジル 427 0.6 23 イスラエル 767 0.7 23 台湾 1,413 0.7 23
ノルウェー 361 0.5 24 オーストリア 696 0.6 24 ポーランド 1,360 0.7 24
シンガポール 308 0.4 25 ポルトガル 616 0.5 25 ベルギー 1,351 0.7 25

論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位 論文数 シェア 順位
米国 3,660 49.5 1 米国 4,544 40.1 1 中国 5,516 29.3 1
英国 635 8.6 2 中国 836 7.4 2 米国 4,265 22.6 2
ドイツ 470 6.3 3 英国 833 7.4 3 英国 1,033 5.5 3
日本 331 4.5 4 ドイツ 662 5.8 4 ドイツ 715 3.8 4
フランス 317 4.3 5 カナダ 430 3.8 5 オーストラリア 564 3.0 5
カナダ 260 3.5 6 フランス 429 3.8 6 イタリア 540 2.9 6
オランダ 183 2.5 7 日本 357 3.1 7 カナダ 481 2.6 7
イタリア 167 2.3 8 オーストラリア 322 2.8 8 インド 464 2.5 8
スイス 153 2.1 9 オランダ 282 2.5 9 フランス 399 2.1 9
オーストラリア 150 2.0 10 イタリア 282 2.5 10 スペイン 341 1.8 10
スウェーデン 105 1.4 11 スペイン 266 2.4 11 韓国 331 1.8 11
スペイン 103 1.4 12 スイス 207 1.8 12 日本 319 1.7 12
中国 98 1.3 13 韓国 160 1.4 13 オランダ 296 1.6 13
イスラエル 70 1.0 14 インド 148 1.3 14 イラン 277 1.5 14
デンマーク 68 0.9 15 ベルギー 116 1.0 15 スイス 229 1.2 15
ベルギー 58 0.8 16 スウェーデン 114 1.0 16 シンガポール 211 1.1 16
インド 54 0.7 17 デンマーク 103 0.9 17 サウジアラビア 157 0.8 17
フィンランド 50 0.7 18 シンガポール 96 0.9 18 トルコ 152 0.8 18
韓国 43 0.6 19 イスラエル 75 0.7 19 ブラジル 148 0.8 19
オーストリア 39 0.5 20 台湾 72 0.6 20 スウェーデン 147 0.8 20
台湾 32 0.4 21 トルコ 66 0.6 21 パキスタン 133 0.7 21
ロシア 31 0.4 22 オーストリア 66 0.6 22 ベルギー 131 0.7 22
ブラジル 28 0.4 23 ブラジル 65 0.6 23 デンマーク 120 0.6 23
ノルウェー 27 0.4 24 フィンランド 57 0.5 24 台湾 115 0.6 24
シンガポール 22 0.3 25 ポルトガル 53 0.5 25 エジプト 104 0.6 25

分数カウント

全分野
1999 － 2001年 (PY) (平均)

全分野
2009 － 2011年 (PY) (平均)

全分野
2019 － 2021年 (PY) (平均)

論文数 論文数 論文数

国・地域名
分数カウント

国・地域名
分数カウント

国・地域名

分数カウント

全分野
1999 － 2001年 (PY) (平均)

全分野
2009 － 2011年 (PY) (平均)

国・地域名
分数カウント

国・地域名
分数カウント

国・地域名

全分野
2019 － 2021年 (PY) (平均)

Top10％補正論文数 Top10％補正論文数 Top10％補正論文数

分数カウント

全分野
1999 － 2001年 (PY) (平均)

全分野
2009 － 2011年 (PY) (平均)

全分野
2019 － 2021年 (PY) (平均)

Top1％補正論文数 Top1％補正論文数 Top1％補正論文数

国・地域名
分数カウント

国・地域名
分数カウント

国・地域名
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(3)主要国の論文数シェア、Top10％補正論

文数シェア、Top1％補正論文数シェアの時

系列推移 

図表 4-1-7 では、主要国の研究活動の量的状

況を把握するため、論文数の各国シェアを整数カ

ウント法と分数カウント法で比較した。 

まず、整数カウント法における論文数シェアを

見ると（図表 4-1-7（A））、1980 年代には米国が他

国を大きく引き離していたが、2000 年頃までは日

本、2000 年代に入ると中国、韓国がシェアを伸ば

している。特に中国の伸び幅は大きく、2018 年時

点より米国を抜いて世界第１位となっている。 

日本は、1980 年代から 2000 年頃まで論文数シ

ェアを伸ばし、英国やドイツを抜かして一時は世

界第 2 位となっていた。しかし、2000 年代以降は

中国が急速に論文数シェアを増加させており、日

本のみならず米国、英国、ドイツ、フランスの論文

数シェアは低下傾向である。2020 年時点におい

て、上位 5 か国は中米英独印であり、日本は第 6

位である。 

次に、整数カウント法における質的指標とされる

Top10％補正論文数シェア及び Top1％補正論文

数シェアの変化を示す。1980 年代より米国が他国

を大きく引き離してきたが、1990 年代から下降基

調が続いている。 

中国は、1990 年代後半からの Top10％補正論

文数シェア及び Top1％補正論文数シェアの増加

が著しく、Top10％補正論文数シェアについては

2019 年時点、Top1％補正論文数シェアについて

は 2020 年時点に米国を抜いてそれぞれ世界第 1

位となった。日本は、1980 年代から 2000 年代初

めにかけて緩やかなシェアの増加が見られたが、

その後シェアを低下させている。 

英国、ドイツ、フランスは、特に Top1％補正論

文数において、1980 年代より着実にシェアを増加

させてきたが、2016 年を境にシェアが低下してい

る。他方で韓国のシェアは 1990年代後半より上昇

基調が続いている。 

このような各国の時系列変化の中、日本は

2020 年時点において、Top10％補正論文数及び

Top1％補正論文数ともに第 12 位である（いずれ

も主要国以外を含んだ順位）。 
 

【【図図表表 44--11--77】】  主主要要国国のの論論文文数数、、TToopp1100％％補補正正論論文文数数、、TToopp11％％補補正正論論文文数数シシェェアアのの変変化化  

（（全全分分野野、、整整数数カカウウンントト法法、、33 年年移移動動平平均均））  
 

（（AA））整整数数カカウウンントト法法にによよるる  

 
注： 
分析対象は、Article, Review である。年の集計は出版年（Publication year, PY）を用いた。全分野での論文数シェアの 3 年移動平均（2020 年であれば
PY2019、PY2020、PY2021 年の平均値）。整数カウント法である。被引用数は、2022 年末の値を用いている。Top10％（及び Top1％）補正論文数は 22 分
野ごとに抽出しているため、分野分類できない論文は除外して算出している。 
資料： 
クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2022 年末バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-1-7 
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分数カウント法における論文数シェアを見ると（図

表 4-1-7（B））、1980 年代には米国が他国を大きく

引き離していたが、2000 年頃までは日本が、2000

年代に入ると中国、韓国がシェアを伸ばしており、

1990 年代以降の米国のシェアは下降基調が続い

ている。特に中国の伸び幅は大きく、2017 年時点よ

り米国を抜いて世界第１位となっている。 

日本は、1980年代から 2000年頃まで論文数シェ

アを伸ばし、英国やドイツを抜かし、一時は世界第 2

位となっていた。しかし、1990 年代後半より、中国が

急速に論文数シェアを増加させており、日本のみな

らず米国、英国、ドイツ、フランスの論文数シェアは

低下傾向である。2020 年時点において、上位 5 か

国は中米印独日となっている。2020 時点で、インド

がドイツを抜き世界第 3 位となった。 

次に、分数カウント法における質的指標とされる

Top10％補正論文数シェア及び Top1％補正論文

数シェアの変化を示す。米国は Top10％補正論文

数シェア及び Top1％補正論文数シェアともに他国

を大きく引き離してきたが、1990 年代から下降基調

が続いている。 

日本は、1980 年代から 2000 年代初めにかけて

緩やかなシェアの増加が見られたが、その後シェア

を低下させており、Top10％補正論文数については

2019 年、Top1％補正論文数については 2020 年に

韓国に抜かれて主要国中最下位となっている。 

このような各国の時系列変化の中、日本は 2020

年時点において、Top10％補正論文数では第 13位

であり、Top1％補正論文数では第 12 位である（い

ずれも主要国以外を含んだ順位）。 

なお、中国は整数、分数の両方のカウント方法で

論文数シェア、Top10％補正論文数シェア、Top1％

補正論文数シェアのいずれにおいても、2020 年時

点で世界第 1 位となっている。 

  

【【図図表表 44--11--77】】  主主要要国国のの論論文文数数、、TToopp1100％％補補正正論論文文数数、、TToopp11％％補補正正論論文文数数シシェェアアのの変変化化  （（続続きき））  

（（全全分分野野、、分分数数カカウウンントト法法、、33 年年移移動動平平均均））  
 

（（BB））分分数数カカウウンントト法法にによよるる

 
注： 
分析対象は、Article, Review である。年の集計は出版年（Publication year, PY）を用いた。全分野での論文数シェアの 3 年移動平均（2020 年であれば
PY2019、PY2020、PY2021 年の平均値）。分数カウント法である。被引用数は、2022 年末の値を用いている。Top10％（及び Top1％）補正論文数は 22 分
野ごとに抽出しているため、分野分類できない論文は除外して算出している。 
資料： 
クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2022 年末バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-1-7 
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(3)主要国の論文数シェア、Top10％補正論

文数シェア、Top1％補正論文数シェアの時

系列推移 

図表 4-1-7 では、主要国の研究活動の量的状

況を把握するため、論文数の各国シェアを整数カ

ウント法と分数カウント法で比較した。 

まず、整数カウント法における論文数シェアを

見ると（図表 4-1-7（A））、1980 年代には米国が他

国を大きく引き離していたが、2000 年頃までは日

本、2000 年代に入ると中国、韓国がシェアを伸ば

している。特に中国の伸び幅は大きく、2018 年時

点より米国を抜いて世界第１位となっている。 

日本は、1980 年代から 2000 年頃まで論文数シ

ェアを伸ばし、英国やドイツを抜かして一時は世

界第 2 位となっていた。しかし、2000 年代以降は

中国が急速に論文数シェアを増加させており、日

本のみならず米国、英国、ドイツ、フランスの論文

数シェアは低下傾向である。2020 年時点におい

て、上位 5 か国は中米英独印であり、日本は第 6

位である。 

次に、整数カウント法における質的指標とされる

Top10％補正論文数シェア及び Top1％補正論文

数シェアの変化を示す。1980 年代より米国が他国

を大きく引き離してきたが、1990 年代から下降基

調が続いている。 

中国は、1990 年代後半からの Top10％補正論

文数シェア及び Top1％補正論文数シェアの増加

が著しく、Top10％補正論文数シェアについては

2019 年時点、Top1％補正論文数シェアについて

は 2020 年時点に米国を抜いてそれぞれ世界第 1

位となった。日本は、1980 年代から 2000 年代初

めにかけて緩やかなシェアの増加が見られたが、

その後シェアを低下させている。 

英国、ドイツ、フランスは、特に Top1％補正論

文数において、1980 年代より着実にシェアを増加

させてきたが、2016 年を境にシェアが低下してい

る。他方で韓国のシェアは 1990年代後半より上昇

基調が続いている。 

このような各国の時系列変化の中、日本は

2020 年時点において、Top10％補正論文数及び

Top1％補正論文数ともに第 12 位である（いずれ

も主要国以外を含んだ順位）。 
 

【【図図表表 44--11--77】】  主主要要国国のの論論文文数数、、TToopp1100％％補補正正論論文文数数、、TToopp11％％補補正正論論文文数数シシェェアアのの変変化化  

（（全全分分野野、、整整数数カカウウンントト法法、、33 年年移移動動平平均均））  
 

（（AA））整整数数カカウウンントト法法にによよるる  

 
注： 
分析対象は、Article, Review である。年の集計は出版年（Publication year, PY）を用いた。全分野での論文数シェアの 3 年移動平均（2020 年であれば
PY2019、PY2020、PY2021 年の平均値）。整数カウント法である。被引用数は、2022 年末の値を用いている。Top10％（及び Top1％）補正論文数は 22 分
野ごとに抽出しているため、分野分類できない論文は除外して算出している。 
資料： 
クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2022 年末バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-1-7 
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分数カウント法における論文数シェアを見ると（図

表 4-1-7（B））、1980 年代には米国が他国を大きく

引き離していたが、2000 年頃までは日本が、2000

年代に入ると中国、韓国がシェアを伸ばしており、

1990 年代以降の米国のシェアは下降基調が続い

ている。特に中国の伸び幅は大きく、2017 年時点よ

り米国を抜いて世界第１位となっている。 

日本は、1980年代から 2000年頃まで論文数シェ

アを伸ばし、英国やドイツを抜かし、一時は世界第 2

位となっていた。しかし、1990 年代後半より、中国が

急速に論文数シェアを増加させており、日本のみな

らず米国、英国、ドイツ、フランスの論文数シェアは

低下傾向である。2020 年時点において、上位 5 か

国は中米印独日となっている。2020 時点で、インド

がドイツを抜き世界第 3 位となった。 

次に、分数カウント法における質的指標とされる

Top10％補正論文数シェア及び Top1％補正論文

数シェアの変化を示す。米国は Top10％補正論文

数シェア及び Top1％補正論文数シェアともに他国

を大きく引き離してきたが、1990 年代から下降基調

が続いている。 

日本は、1980 年代から 2000 年代初めにかけて

緩やかなシェアの増加が見られたが、その後シェア

を低下させており、Top10％補正論文数については

2019 年、Top1％補正論文数については 2020 年に

韓国に抜かれて主要国中最下位となっている。 

このような各国の時系列変化の中、日本は 2020

年時点において、Top10％補正論文数では第 13位

であり、Top1％補正論文数では第 12 位である（い

ずれも主要国以外を含んだ順位）。 

なお、中国は整数、分数の両方のカウント方法で

論文数シェア、Top10％補正論文数シェア、Top1％

補正論文数シェアのいずれにおいても、2020 年時

点で世界第 1 位となっている。 

  

【【図図表表 44--11--77】】  主主要要国国のの論論文文数数、、TToopp1100％％補補正正論論文文数数、、TToopp11％％補補正正論論文文数数シシェェアアのの変変化化  （（続続きき））  

（（全全分分野野、、分分数数カカウウンントト法法、、33 年年移移動動平平均均））  
 

（（BB））分分数数カカウウンントト法法にによよるる

 
注： 
分析対象は、Article, Review である。年の集計は出版年（Publication year, PY）を用いた。全分野での論文数シェアの 3 年移動平均（2020 年であれば
PY2019、PY2020、PY2021 年の平均値）。分数カウント法である。被引用数は、2022 年末の値を用いている。Top10％（及び Top1％）補正論文数は 22 分
野ごとに抽出しているため、分野分類できない論文は除外して算出している。 
資料： 
クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2022 年末バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-1-7 
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44..11..33 主主要要国国のの研研究究活活動動のの分分野野特特性性  

(1)全世界の分野バランス 

論文数や被引用数は、分野ごとの研究活動に

おいて論文生産がどの程度重視されているか、研

究者数が多いか少ないか、一論文が引用する過

去の論文数が平均的に多いか少ないかなどの影

響を受ける。したがって、国の比較を行う場合、論

文数や被引用数を総数のみで把握するのではな

く、分野ごとの研究活動を把握することも重要であ

る。まず、図表 4-1-8 では、全世界の論文におけ

る各分野の論文数割合の推移を示す。1981 年と

2021年を比べると、基礎生命科学は 6.0ポイント、

物理学は 4.6 ポイント、化学は 3.0 ポイント、臨床

医学は 1.6 ポイント減少している。他方で、工学は

5.6 ポイント、材料科学及び環境・地球科学は 4.2

ポイント、計算機・数学は 1.7 ポイント増加した。 

基礎生命科学及び臨床医学といった生命科学

系の割合が約半分を占めているが、2021 年時点

におけるその割合は 1981 年の 53.3％から 45.8％

に低下している。他方で、生命科学系の割合は

2013 年以降毎年減少していたが、2020 年以降は

増加に転じている。これは、新型コロナウィルス感

染症についての研究活動が活発に行われたこと

を反映していると考えられる。 

 

【【図図表表 44--11--88】】  全全世世界界のの分分野野別別論論文文数数割割合合のの推推移移  

注： 
分析対象は、Article, Review である。分野は図表 4-1-4(B)の注釈に準
ずる。年の集計は出版年（Publication year, PY）を用いた。研究ポート
フォリオ 8 分野に分類できない論文を除いた結果。 
資料： 
クラリベイト社 Web of Science XML  (SCIE, 2022 年末バージョン)を
基に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-1-8 

 

(2)主要国内の分野バランス 

次に主要国の内部構造をみるために、図表 4-

1-9 では、主要国内の分野バランスの変化を示す。

なお、ここでは各国内の分野毎の割合を分数カウ

ント法により求めた。 

日本は、1980 年代前半は、基礎生命科学、化

学、物理学の占める割合が大きかったが、1981 年

と 2021 年を比較すると、化学は 11.3 ポイント、物

理学及び基礎生命科学は 5.2 ポイント減少してい

る。他方で、割合を 17.0 ポイント増加させた臨床

医学に加え、環境・地球科学（3.8 ポイント増）と材

料科学（3.2 ポイント増）は増加傾向にある。 

米国は、基礎生命科学（5.1 ポイント減）、物理

学（4.2 ポイント減）、化学（2.6 ポイント減）、臨床医

学（5.5 ポイント増）で変化が見られる。 

ドイツは、基礎生命科学（4.6 ポイント減）、物理

学（3.5 ポイント減）、化学（2.9 ポイント減）、環境・

地球科学（5.7 ポイント増）、工学（2.7 ポイント増）

で変化が見られる。 

フランスは、臨床医学（5.8 ポイント減）、物理学

（4.5 ポイント減）、化学（3.5 ポイント減）、工学（5.0

ポイント増）、環境・地球科学（4.8 ポイント増）、計

算機・数学（3.5 ポイント増）で変化が見られる。 

英国では、基礎生命科学（9.0 ポイント減）、化

学（5.1 ポイント減）、環境・地球科学（4.2 ポイント

増）、臨床医学（3.9 ポイント増）、工学（2.8 ポイント

増）で変化が見られる。 

中国は、物理学（15.8 ポイント減）、工学（10.7

ポイント増）、材料科学（10.2 ポイント増）、基礎生

命科学（3.4 ポイント増）で変化が見られる。 

韓国は、化学（19.8 ポイント減）、物理学（13.6

ポイント減）、臨床医学（15.6 ポイント増）、工学

（6.8 ポイント増）、環境・地球科学（4.7 ポイント増）

で変化が見られる。中国と韓国に関しては、材料

科学及び工学の占める割合が、他の主要国と比
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較して高い。  
 

【【図図表表 44--11--99】】  主主要要国国のの分分野野別別論論文文数数割割合合のの推推移移  
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44..11..33 主主要要国国のの研研究究活活動動のの分分野野特特性性  

(1)全世界の分野バランス 

論文数や被引用数は、分野ごとの研究活動に

おいて論文生産がどの程度重視されているか、研

究者数が多いか少ないか、一論文が引用する過

去の論文数が平均的に多いか少ないかなどの影

響を受ける。したがって、国の比較を行う場合、論

文数や被引用数を総数のみで把握するのではな

く、分野ごとの研究活動を把握することも重要であ

る。まず、図表 4-1-8 では、全世界の論文におけ

る各分野の論文数割合の推移を示す。1981 年と

2021年を比べると、基礎生命科学は 6.0ポイント、

物理学は 4.6 ポイント、化学は 3.0 ポイント、臨床

医学は 1.6 ポイント減少している。他方で、工学は

5.6 ポイント、材料科学及び環境・地球科学は 4.2

ポイント、計算機・数学は 1.7 ポイント増加した。 

基礎生命科学及び臨床医学といった生命科学

系の割合が約半分を占めているが、2021 年時点

におけるその割合は 1981 年の 53.3％から 45.8％

に低下している。他方で、生命科学系の割合は

2013 年以降毎年減少していたが、2020 年以降は

増加に転じている。これは、新型コロナウィルス感

染症についての研究活動が活発に行われたこと

を反映していると考えられる。 

 

【【図図表表 44--11--88】】  全全世世界界のの分分野野別別論論文文数数割割合合のの推推移移  

注： 
分析対象は、Article, Review である。分野は図表 4-1-4(B)の注釈に準
ずる。年の集計は出版年（Publication year, PY）を用いた。研究ポート
フォリオ 8 分野に分類できない論文を除いた結果。 
資料： 
クラリベイト社 Web of Science XML  (SCIE, 2022 年末バージョン)を
基に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-1-8 

 

(2)主要国内の分野バランス 

次に主要国の内部構造をみるために、図表 4-

1-9 では、主要国内の分野バランスの変化を示す。

なお、ここでは各国内の分野毎の割合を分数カウ

ント法により求めた。 

日本は、1980 年代前半は、基礎生命科学、化

学、物理学の占める割合が大きかったが、1981 年

と 2021 年を比較すると、化学は 11.3 ポイント、物

理学及び基礎生命科学は 5.2 ポイント減少してい

る。他方で、割合を 17.0 ポイント増加させた臨床

医学に加え、環境・地球科学（3.8 ポイント増）と材

料科学（3.2 ポイント増）は増加傾向にある。 

米国は、基礎生命科学（5.1 ポイント減）、物理

学（4.2 ポイント減）、化学（2.6 ポイント減）、臨床医

学（5.5 ポイント増）で変化が見られる。 

ドイツは、基礎生命科学（4.6 ポイント減）、物理

学（3.5 ポイント減）、化学（2.9 ポイント減）、環境・

地球科学（5.7 ポイント増）、工学（2.7 ポイント増）

で変化が見られる。 

フランスは、臨床医学（5.8 ポイント減）、物理学

（4.5 ポイント減）、化学（3.5 ポイント減）、工学（5.0

ポイント増）、環境・地球科学（4.8 ポイント増）、計

算機・数学（3.5 ポイント増）で変化が見られる。 

英国では、基礎生命科学（9.0 ポイント減）、化

学（5.1 ポイント減）、環境・地球科学（4.2 ポイント

増）、臨床医学（3.9 ポイント増）、工学（2.8 ポイント

増）で変化が見られる。 

中国は、物理学（15.8 ポイント減）、工学（10.7

ポイント増）、材料科学（10.2 ポイント増）、基礎生

命科学（3.4 ポイント増）で変化が見られる。 

韓国は、化学（19.8 ポイント減）、物理学（13.6

ポイント減）、臨床医学（15.6 ポイント増）、工学

（6.8 ポイント増）、環境・地球科学（4.7 ポイント増）

で変化が見られる。中国と韓国に関しては、材料

科学及び工学の占める割合が、他の主要国と比
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較して高い。  
 

【【図図表表 44--11--99】】  主主要要国国のの分分野野別別論論文文数数割割合合のの推推移移  
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((EE))英英国国  

  

((GG))韓韓国国  

  

((FF))中中国国  

  

  

  
注： 
分析対象は、Article, Review である。分数カウント法による。分野は図表
4-1-4(B)の注釈に準ずる。年の集計は出版年（Publication year, PY）を用
いた。研究ポートフォリオ 8 分野に分類できない論文を除いた結果。 
資料： 
クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2022 年末バージョン)を基
に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-1-9 
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(3)世界における主要国の分野バランス 

図表 4-1-10 では、世界における主要国の分野

バランスを示す。具体的には、主要国の論文数シ

ェアと Top10％補正論文数シェアの分野ポートフ

ォリオ（2019-2021 年（PY）、分数カウント法）を比

較した。 

Top10％補正論文数シェアに注目してポートフ

ォリオを見ると、日本は物理学、臨床医学、化学の

シェアが他分野と比べて高く、計算機・数学、工学、

環境・地球科学が低いというポートフォリオを有し

ている。 

米国は臨床医学、基礎生命科学、物理学、英

国は臨床医学、基礎生命科学、物理学、環境・地

球科学のシェアが他分野と比べて高い。ドイツは

物理学、臨床医学、基礎生命科学、フランスは臨

床医学、物理学、基礎生命科学のシェアが自国

内で相対的に高い。中国と韓国は、材料科学、化

学、工学のシェアが高い。 

論文数シェアと Top10％補正論文数シェアを比

較すると、多くの分野で Top10％補正論文数シェ

アが論文数シェアより高い国（英国、米国、中国）

と、多くの分野で論文数シェアより Top10％補正

論文数シェアが低い国（日本、韓国、フランス）に

分けられる。Top10％補正論文数シェアをみると、

論文数シェアでみる分野バランスより各国の分野

バランスが強調される。
 

【【図図表表 44--11--1100】】  主主要要国国のの分分野野毎毎のの論論文文数数シシェェアアとと TToopp1100％％補補正正論論文文数数シシェェアアのの比比較較  

((％％、、22001199--22002211 年年((PPYY))、、分分数数カカウウンントト法法)) 

論文世界シェア

Top10%補正論文世界シェア

注： 
分析対象は、Article, Review である。分数カウント
法による。分野は図表 4-1-4(B)の注釈に準ずる。
年の集計は出版年（Publication year, PY）を用い
た。被引用数は、2022 年末の値を用いている。 
資料： 
クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2022
年末バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究
所が集計。 
参照：表 4-1-10 
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((FF))中中国国  

  

  

  
注： 
分析対象は、Article, Review である。分数カウント法による。分野は図表
4-1-4(B)の注釈に準ずる。年の集計は出版年（Publication year, PY）を用
いた。研究ポートフォリオ 8 分野に分類できない論文を除いた結果。 
資料： 
クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2022 年末バージョン)を基
に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-1-9 
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(3)世界における主要国の分野バランス 

図表 4-1-10 では、世界における主要国の分野

バランスを示す。具体的には、主要国の論文数シ

ェアと Top10％補正論文数シェアの分野ポートフ

ォリオ（2019-2021 年（PY）、分数カウント法）を比

較した。 

Top10％補正論文数シェアに注目してポートフ

ォリオを見ると、日本は物理学、臨床医学、化学の

シェアが他分野と比べて高く、計算機・数学、工学、

環境・地球科学が低いというポートフォリオを有し

ている。 

米国は臨床医学、基礎生命科学、物理学、英

国は臨床医学、基礎生命科学、物理学、環境・地

球科学のシェアが他分野と比べて高い。ドイツは

物理学、臨床医学、基礎生命科学、フランスは臨

床医学、物理学、基礎生命科学のシェアが自国

内で相対的に高い。中国と韓国は、材料科学、化

学、工学のシェアが高い。 

論文数シェアと Top10％補正論文数シェアを比

較すると、多くの分野で Top10％補正論文数シェ

アが論文数シェアより高い国（英国、米国、中国）

と、多くの分野で論文数シェアより Top10％補正

論文数シェアが低い国（日本、韓国、フランス）に

分けられる。Top10％補正論文数シェアをみると、

論文数シェアでみる分野バランスより各国の分野

バランスが強調される。
 

【【図図表表 44--11--1100】】  主主要要国国のの分分野野毎毎のの論論文文数数シシェェアアとと TToopp1100％％補補正正論論文文数数シシェェアアのの比比較較  

((％％、、22001199--22002211 年年((PPYY))、、分分数数カカウウンントト法法)) 

論文世界シェア

Top10%補正論文世界シェア

注： 
分析対象は、Article, Review である。分数カウント
法による。分野は図表 4-1-4(B)の注釈に準ずる。
年の集計は出版年（Publication year, PY）を用い
た。被引用数は、2022 年末の値を用いている。 
資料： 
クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2022
年末バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究
所が集計。 
参照：表 4-1-10 
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44..22 特特許許  

 
ポポイインントト  

○全世界における特許出願数は、1990 年代半ばから年平均成長率 4.6％で増加し、2021 年には 340 万

件となった。 

○日本への特許出願数は 2000 年代半ばから減少傾向にある。2021 年の出願数は 28.9 万件である。内

訳を見ると、日本に居住する出願人からの出願割合は 76.9％である。 

○米国への特許出願数は、長期的に増加していたが、2019 年をピークに減少している。2021 年は 59.1 万

件となった。居住者からの出願数と非居住者からの出願数の割合を見ると、非居住者からの出願数の割

合が増加傾向にあり、2021 年では 55.7％を占める。 

○中国への特許出願数は 2021 年で 159 万件であり、米国への出願数の 2.7 倍である。居住者からの出願

数は 90.0％となり、中国国内の出願人からの出願が特に増加している。 

○パテントファミリー数シェアを見ると、米国と日本の順位は 1990 年代後半に入れ替わり、2000 年代は日

本のシェアが第 1 位となっている。これは、日本から複数国への特許出願が増加したことを反映している

が、2000 年代中頃からシェアは減少傾向にある。 

〇パテントファミリーにおける国際共同の状況をみると、主要国の中では、日本が国際共同しているパテン

トファミリーの割合が最も低く、3.6％となっている。国際共同しているパテントファミリーの割合が最も高い

のは英国で 40.4％を占めている。 

○2018 年時点の日本の技術分野バランスを見ると、世界全体と比べて電気工学、一般機器、機械工学の

割合が高くなっている。他方、バイオテクノロジー・医薬品、バイオ・医療機器、情報通信技術の割合は、

世界全体と比べて低くなっている。 

○2016-2018 年のパテントファミリー数におけるシェアに注目すると、日本は電気工学、一般機器が 30％を

超えており、バイオテクノロジー・医薬品、バイオ・医療機器のシェアが相対的に低いというポートフォリオ

を有している。電気工学と情報通信技術の世界におけるシェアは、10 年前と比べてそれぞれ、7.5 ポイン

ト、8.8 ポイント減少している。これは、中国と韓国が急激に世界シェアを増加させているためである。 

○日本からのパテントファミリーの出願先は、1981 年時点では約 9 割が米国・ヨーロッパとなっていたが、

1990 年代に入って中国への出願が増加している。2017 年時点では米国への出願が 41.1％、中国への

出願が 25.4％、欧州特許庁への出願が 13.8％となっている。 
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44..22..11 世世界界ににおおけけるる特特許許出出願願  

(1)世界での特許出願状況 

4.2.1 節では、WIPO(世界知的所有権機関 )，

“WIPO statistics database”を用いて、世界における

特許出願の状況を見る。図表 4-2-1 は、世界にお

ける特許出願数を、出願人が、自らが居住している

国・地域へ行った特許出願（Resident Applications; 

居住者からの出願）、出願人が、自らが居住してい

ない国・地域へ行った特許出願（Non-Resident 

Applications; 非居住者からの出願）に分けて示し

ている。出願数として各国・地域の特許官庁に、直

接なされた特許出願、PCT（Patent Cooperation 

Treaty）出願によってなされた特許出願の両方をカ

ウントしている。PCT 出願については、各国・地域の

特許官庁へ国内移行されたものをカウントしている。 

全世界における特許出願数は、1990年代半ばか

ら年平均成長率 4.6％で増加し、2021 年には 340

万件となった。特許出願数は 2019 年、2020 年と減

少したが、2021 年では増加した。1980 年代半ばに

約 3 割であった非居住者からの出願は、居住者か

らの出願よりも速いペースで増加し、2000 年代半ば

には全出願数の約 4 割を占めていた。しかし、2010

年代に入ってから、その割合は低下傾向にあり、

2021 年時点における非居住者からの出願割合は

29.9％と 1980 年代半ばと同程度の水準になってい

る。 
 

【【図図表表 44--22--11】】  世世界界のの特特許許出出願願数数のの推推移移  

 
注： 
1) 居住者からの出願とは、第 1 番目の出願人が、自らが居住している

国・地域に直接出願又は PCT 出願すること。  
2) 非居住者からの出願とは、出願人が、自らが居住していない国・地域

に直接出願又は PCT 出願すること。 
3) PCT 出願とは PCT(特許協力条約)国際特許出願を通じた出願のこ

と。  
資料： 
WIPO，“WIPO statistics database”(Last updated: February 2023)  
参照：表 4-2-1 

(2)主要国の特許出願状況 

主要国への特許出願状況と主要国からの特許出

願状況についてみる。ここでは、日本、米国、欧州、

中国、韓国、ドイツ、フランス、英国への特許出願状

況を対象とした。この 8 特許官庁への出願は、2021

年時点で全世界の特許出願の 87.8％を占める。 

図表 4-2-2(A)に、主要国への出願数の内訳を、

居住者からの出願、非居住者からの出願の 2 つに

分けて示した。これを見ると日本への出願数は中国、

米国に次ぐ規模であるが、2000 年代半ばから減少

しており、両国との差は広がっている。特に、2009

年の出願数は 2008 年と比べて 10.8％減少した。そ

の後も減少傾向が続いており、2021 年は 28.9 万件

である。内訳を見ると日本に居住する出願人からの

日本特許庁への出願が 76.9％を占めている。 

米国への出願数は、長期的に増加していたが、

2019 年をピークに減少している。2021 年は 59.1 万

件となった。居住者からの出願数と非居住者からの

出願数の割合を見ると、非居住者からの出願数の

割合が増加傾向にあり、2021 年では 55.7％を占め

る。これは米国の市場が海外にとって常に魅力的で

あることを示している。 

欧州特許庁への出願数は長期的に増加している。

2021 年は 18.9 万件である。ドイツは長期的に漸増

傾向にあったが、2018 年をピークに減少している。

2021 年は 5.9 万件となった。 

フランス、英国への出願数は他国と比較すると、

大きな変化は見えない。長期的にみるとフランスは

ほぼ横ばいで近年減少、英国は漸減している。欧

州特許条約の締結国における特許化は、欧州特許

庁への出願及び審査により、一括して行うことがで

きるので、各国への出願数は、ほぼ横ばいか漸減

傾向であると考えられる。 

韓国への出願数は長期的に増加傾向にある。

2021 年では 23.8 万件、日本に次ぐ規模である。 

中国への出願数は 2000 年～2018 年にかけて、

年平均成長率 20.7％で上昇していたが、2019 年に

大きく減少した。ただし、その後は増加に転じ、2021

年の出願数は 159 万件であり、米国への出願数の

2.7 倍である。居住者からの出願数は 2000 年代前
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44..22 特特許許  

 
ポポイインントト  

○全世界における特許出願数は、1990 年代半ばから年平均成長率 4.6％で増加し、2021 年には 340 万

件となった。 

○日本への特許出願数は 2000 年代半ばから減少傾向にある。2021 年の出願数は 28.9 万件である。内

訳を見ると、日本に居住する出願人からの出願割合は 76.9％である。 

○米国への特許出願数は、長期的に増加していたが、2019 年をピークに減少している。2021 年は 59.1 万

件となった。居住者からの出願数と非居住者からの出願数の割合を見ると、非居住者からの出願数の割

合が増加傾向にあり、2021 年では 55.7％を占める。 

○中国への特許出願数は 2021 年で 159 万件であり、米国への出願数の 2.7 倍である。居住者からの出願

数は 90.0％となり、中国国内の出願人からの出願が特に増加している。 

○パテントファミリー数シェアを見ると、米国と日本の順位は 1990 年代後半に入れ替わり、2000 年代は日

本のシェアが第 1 位となっている。これは、日本から複数国への特許出願が増加したことを反映している

が、2000 年代中頃からシェアは減少傾向にある。 

〇パテントファミリーにおける国際共同の状況をみると、主要国の中では、日本が国際共同しているパテン

トファミリーの割合が最も低く、3.6％となっている。国際共同しているパテントファミリーの割合が最も高い

のは英国で 40.4％を占めている。 

○2018 年時点の日本の技術分野バランスを見ると、世界全体と比べて電気工学、一般機器、機械工学の

割合が高くなっている。他方、バイオテクノロジー・医薬品、バイオ・医療機器、情報通信技術の割合は、

世界全体と比べて低くなっている。 

○2016-2018 年のパテントファミリー数におけるシェアに注目すると、日本は電気工学、一般機器が 30％を

超えており、バイオテクノロジー・医薬品、バイオ・医療機器のシェアが相対的に低いというポートフォリオ

を有している。電気工学と情報通信技術の世界におけるシェアは、10 年前と比べてそれぞれ、7.5 ポイン

ト、8.8 ポイント減少している。これは、中国と韓国が急激に世界シェアを増加させているためである。 

○日本からのパテントファミリーの出願先は、1981 年時点では約 9 割が米国・ヨーロッパとなっていたが、

1990 年代に入って中国への出願が増加している。2017 年時点では米国への出願が 41.1％、中国への

出願が 25.4％、欧州特許庁への出願が 13.8％となっている。 
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44..22..11 世世界界ににおおけけるる特特許許出出願願  

(1)世界での特許出願状況 

4.2.1 節では、WIPO(世界知的所有権機関 )，

“WIPO statistics database”を用いて、世界における

特許出願の状況を見る。図表 4-2-1 は、世界にお

ける特許出願数を、出願人が、自らが居住している

国・地域へ行った特許出願（Resident Applications; 

居住者からの出願）、出願人が、自らが居住してい

ない国・地域へ行った特許出願（Non-Resident 

Applications; 非居住者からの出願）に分けて示し

ている。出願数として各国・地域の特許官庁に、直

接なされた特許出願、PCT（Patent Cooperation 

Treaty）出願によってなされた特許出願の両方をカ

ウントしている。PCT 出願については、各国・地域の

特許官庁へ国内移行されたものをカウントしている。 

全世界における特許出願数は、1990年代半ばか

ら年平均成長率 4.6％で増加し、2021 年には 340

万件となった。特許出願数は 2019 年、2020 年と減

少したが、2021 年では増加した。1980 年代半ばに

約 3 割であった非居住者からの出願は、居住者か

らの出願よりも速いペースで増加し、2000 年代半ば

には全出願数の約 4 割を占めていた。しかし、2010

年代に入ってから、その割合は低下傾向にあり、

2021 年時点における非居住者からの出願割合は

29.9％と 1980 年代半ばと同程度の水準になってい

る。 
 

【【図図表表 44--22--11】】  世世界界のの特特許許出出願願数数のの推推移移  

 
注： 
1) 居住者からの出願とは、第 1 番目の出願人が、自らが居住している

国・地域に直接出願又は PCT 出願すること。  
2) 非居住者からの出願とは、出願人が、自らが居住していない国・地域

に直接出願又は PCT 出願すること。 
3) PCT 出願とは PCT(特許協力条約)国際特許出願を通じた出願のこ

と。  
資料： 
WIPO，“WIPO statistics database”(Last updated: February 2023)  
参照：表 4-2-1 

(2)主要国の特許出願状況 

主要国への特許出願状況と主要国からの特許出

願状況についてみる。ここでは、日本、米国、欧州、

中国、韓国、ドイツ、フランス、英国への特許出願状

況を対象とした。この 8 特許官庁への出願は、2021

年時点で全世界の特許出願の 87.8％を占める。 

図表 4-2-2(A)に、主要国への出願数の内訳を、

居住者からの出願、非居住者からの出願の 2 つに

分けて示した。これを見ると日本への出願数は中国、

米国に次ぐ規模であるが、2000 年代半ばから減少

しており、両国との差は広がっている。特に、2009

年の出願数は 2008 年と比べて 10.8％減少した。そ

の後も減少傾向が続いており、2021 年は 28.9 万件

である。内訳を見ると日本に居住する出願人からの

日本特許庁への出願が 76.9％を占めている。 

米国への出願数は、長期的に増加していたが、

2019 年をピークに減少している。2021 年は 59.1 万

件となった。居住者からの出願数と非居住者からの

出願数の割合を見ると、非居住者からの出願数の

割合が増加傾向にあり、2021 年では 55.7％を占め

る。これは米国の市場が海外にとって常に魅力的で

あることを示している。 

欧州特許庁への出願数は長期的に増加している。

2021 年は 18.9 万件である。ドイツは長期的に漸増

傾向にあったが、2018 年をピークに減少している。

2021 年は 5.9 万件となった。 

フランス、英国への出願数は他国と比較すると、

大きな変化は見えない。長期的にみるとフランスは

ほぼ横ばいで近年減少、英国は漸減している。欧

州特許条約の締結国における特許化は、欧州特許

庁への出願及び審査により、一括して行うことがで

きるので、各国への出願数は、ほぼ横ばいか漸減

傾向であると考えられる。 

韓国への出願数は長期的に増加傾向にある。

2021 年では 23.8 万件、日本に次ぐ規模である。 

中国への出願数は 2000 年～2018 年にかけて、

年平均成長率 20.7％で上昇していたが、2019 年に

大きく減少した。ただし、その後は増加に転じ、2021

年の出願数は 159 万件であり、米国への出願数の

2.7 倍である。居住者からの出願数は 2000 年代前
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半では約 5 割であったのが 2021 年では 90.0％とな

り、中国国内の出願人からの出願が特に増加して

いる。 

図表 4-2-2(B)に PCT出願数を示した。PCT出願

は各国・地域の特許官庁への特許出願の束と考え

ることができ、一つの出願で指定した国・地域への

一括出願が可能な点が特徴である。PCT 出願数は、

長期的に増加傾向にあったが、2020 年以降、ほぼ

横ばいに推移している。2022 年は 27.7 万件である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【【図図表表 44--22--22】】  主主要要国国へへのの特特許許出出願願状状況況とと主主要要国国かかららのの特特許許出出願願状状況況  

  

((AA))主主要要国国へへのの特特許許出出願願数数  ((BB))PPCCTT 特特許許出出願願数数のの推推移移  

 
注： 
出願数の内訳は、日本からの出願を例に取ると、以下に対応している。 
「居住者からの出願」：日本に居住する出願人が日本特許庁に出願したもの。 
「非居住者からの出願」：日本以外に居住（例えば米国）する出願人が日本特許庁に出願したもの。 
資料： 
WIPO，“WIPO statistics database”(Last updated: February 2023)（PCT 出願数：Last updated: March 2023) 
参照：表 4-2-2 
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次に主要国からの特許出願状況(図表 4-2-2(C))

を見る。ここでは出願数の内訳を、居住国への出願、

非居住国への出願の 2 つに分けて示している。出

願数として、各国・地域の特許官庁への直接出願、

国内移行した PCT 特許出願の両方をカウントして

いる。なお、欧州特許庁への出願は、すべての国で

非居住国への出願としてカウントした。 

この分析では、複数の出願人がいる場合、第 1番

目の出願人(applicants 又は assignee)が属している

国を用いて、各国の出願数を計算している。たとえ

ば、日本（第 1 番目）と米国(第 2 番目)の出願人に

よる共同出願の場合、日本のみがカウントされる。 

日本、米国、中国、韓国からの出願は居住国へ

の出願数が、非居住国への出願数より多い。日本

からの全出願数のうち、53.9％（2021 年）が居住国

（日本特許庁）への出願である。 

居住国への出願数の推移に注目すると、日本は

長期的に減少しており、2021年で 22.2万件と、ピー

ク時(2000 年)の 57.4％の出願数となっている。他方、

中国は増加が著しく 2020 年で 143 万件となってい

る。米国、韓国は 2009 年以降増加傾向にあったが、

米国は 2016 年を境に減少傾向にある。韓国につい

ては、2015年をピークに一旦減少した後、近年は増

加している。ドイツ、フランスにおける居住国への出

願数は、長期的には漸増傾向にあったが、近年の

ドイツは減少傾向、フランスはほぼ横ばいに推移し

ている。英国については漸減傾向にある。 

非居住国への出願数に注目すると、日本からの

出願数は、2000 年代初めは、米国と同程度であっ

たが、その後は漸増傾向となり、2019 年を境に減少

している。2021 年では 19.0 万件となった。米国から

非居住国への出願数は 2016 年からほぼ横ばいで

あったが、2021 年では増加し、24.8 万件となった。

中国については、国内への特許出願と比べると、海

外への出願数は、2021 年で 11.2 万件と、まだ少な

い。ただし、その数は着実に増加しており、ドイツを

上回っている。 

【【図図表表 44--22--22】】  主主要要国国へへのの特特許許出出願願状状況況とと主主要要国国かかららのの特特許許出出願願状状況況((続続きき))  

  

((CC))主主要要国国かかららのの特特許許出出願願数数のの推推移移  

注： 
1) 出願数の内訳は、日本からの出願を例に取ると、以下に対応している。 

「居住国への出願」：日本に居住する出願人が日本特許庁に出願したもの。 
「非居住国への出願」：日本に居住する出願人が日本以外（例えば米国特許商標庁）に出願したもの。  

2) 各国とも EPO への出願数を含んでいる。  
3) 国内移行した PCT 出願件数を含む。 
資料： 
WIPO，“WIPO statistics database”(Last updated: February 2023)  
参照：表 4-2-2  
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半では約 5 割であったのが 2021 年では 90.0％とな

り、中国国内の出願人からの出願が特に増加して

いる。 

図表 4-2-2(B)に PCT出願数を示した。PCT出願

は各国・地域の特許官庁への特許出願の束と考え

ることができ、一つの出願で指定した国・地域への

一括出願が可能な点が特徴である。PCT 出願数は、

長期的に増加傾向にあったが、2020 年以降、ほぼ

横ばいに推移している。2022 年は 27.7 万件である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【【図図表表 44--22--22】】  主主要要国国へへのの特特許許出出願願状状況況とと主主要要国国かかららのの特特許許出出願願状状況況  

  

((AA))主主要要国国へへのの特特許許出出願願数数  ((BB))PPCCTT 特特許許出出願願数数のの推推移移  

 
注： 
出願数の内訳は、日本からの出願を例に取ると、以下に対応している。 
「居住者からの出願」：日本に居住する出願人が日本特許庁に出願したもの。 
「非居住者からの出願」：日本以外に居住（例えば米国）する出願人が日本特許庁に出願したもの。 
資料： 
WIPO，“WIPO statistics database”(Last updated: February 2023)（PCT 出願数：Last updated: March 2023) 
参照：表 4-2-2 
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次に主要国からの特許出願状況(図表 4-2-2(C))

を見る。ここでは出願数の内訳を、居住国への出願、

非居住国への出願の 2 つに分けて示している。出

願数として、各国・地域の特許官庁への直接出願、

国内移行した PCT 特許出願の両方をカウントして

いる。なお、欧州特許庁への出願は、すべての国で

非居住国への出願としてカウントした。 

この分析では、複数の出願人がいる場合、第 1番

目の出願人(applicants 又は assignee)が属している

国を用いて、各国の出願数を計算している。たとえ

ば、日本（第 1 番目）と米国(第 2 番目)の出願人に

よる共同出願の場合、日本のみがカウントされる。 

日本、米国、中国、韓国からの出願は居住国へ

の出願数が、非居住国への出願数より多い。日本

からの全出願数のうち、53.9％（2021 年）が居住国

（日本特許庁）への出願である。 

居住国への出願数の推移に注目すると、日本は

長期的に減少しており、2021年で 22.2万件と、ピー

ク時(2000 年)の 57.4％の出願数となっている。他方、

中国は増加が著しく 2020 年で 143 万件となってい

る。米国、韓国は 2009 年以降増加傾向にあったが、

米国は 2016 年を境に減少傾向にある。韓国につい

ては、2015年をピークに一旦減少した後、近年は増

加している。ドイツ、フランスにおける居住国への出

願数は、長期的には漸増傾向にあったが、近年の

ドイツは減少傾向、フランスはほぼ横ばいに推移し

ている。英国については漸減傾向にある。 

非居住国への出願数に注目すると、日本からの

出願数は、2000 年代初めは、米国と同程度であっ

たが、その後は漸増傾向となり、2019 年を境に減少

している。2021 年では 19.0 万件となった。米国から

非居住国への出願数は 2016 年からほぼ横ばいで

あったが、2021 年では増加し、24.8 万件となった。

中国については、国内への特許出願と比べると、海

外への出願数は、2021 年で 11.2 万件と、まだ少な

い。ただし、その数は着実に増加しており、ドイツを

上回っている。 

【【図図表表 44--22--22】】  主主要要国国へへのの特特許許出出願願状状況況とと主主要要国国かかららのの特特許許出出願願状状況況((続続きき))  

  

((CC))主主要要国国かかららのの特特許許出出願願数数のの推推移移  

注： 
1) 出願数の内訳は、日本からの出願を例に取ると、以下に対応している。 

「居住国への出願」：日本に居住する出願人が日本特許庁に出願したもの。 
「非居住国への出願」：日本に居住する出願人が日本以外（例えば米国特許商標庁）に出願したもの。  

2) 各国とも EPO への出願数を含んでいる。  
3) 国内移行した PCT 出願件数を含む。 
資料： 
WIPO，“WIPO statistics database”(Last updated: February 2023)  
参照：表 4-2-2  
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44..22..22 パパテテンントトフファァミミリリーーをを用用いいたた特特許許出出願願数数のの

国国際際比比較較  

特許出願数の国際比較を困難にしている点の一

つが、特許は属地主義であり、発明を権利化したい

と考える複数の国に対して出願がなされる点である。

このため、ある国 A からの特許出願を数える際、複

数の国への特許出願を重複してカウントしている可

能性がある。また、ある国 A への出願を考えると、国

A からの出願が最も大きくなる傾向（ホームアドバン

テージ）がある。 

これらの特許出願の特徴を踏まえ、国際比較可

能性を向上させるために、ここではパテントファミリ

ーによる分析を行う。分析には、EPO（欧州特許庁）

の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を用いた。また、

パテントファミリーの分析方法の詳細については、

本章の最後のテクニカルノートに示した。パテントフ

ァミリーとは優先権によって直接、間接的に結び付

けられた 2 か国以上への特許出願の束である。通

常、同じ内容で複数の国に出願された特許は、同

一のパテントファミリーに属する。したがって、パテン

トファミリーをカウントすることで、同じ出願を 2度カウ

ントすることを防ぐことが出来る。つまり、パテントファ

ミリーの数は、発明の数とほぼ同じと考えられる。 

また、パテントファミリーをカウントすることで、特定

の国への出願ではなく、世界中の特許庁への出願

をまとめてカウントすることが可能となる。特許出願

数の国際比較の際に、PCT 出願数が利用されるこ

とが多いが、PCT 出願はある国から海外への出願

の一部を見ているに過ぎない。各国から生み出され

る発明の数を、国際比較可能な形で計測するという

点で、パテントファミリーを用いた分析は、各国の技

術力の比較を行う上で有用な指標と考えらえる。 

以下では、2 つの値を示す。一つはパテントファミ

リー数(2 か国以上への特許出願)に 1 か国のみへ

の特許出願数(単国出願数)を加えた数であり、もう

一つはパテントファミリー数である。ここでは前者を

「パテントファミリー＋単国出願数」、後者を「パテン

トファミリー数」と呼ぶ。パテントファミリーは、発明者

や出願人が居住する国以外での権利化を目指して、

2 か国以上に出願されていると考えられ、単国出願

よりも価値が高い発明と考えられる。 

図表 4-2-3 にパテントファミリー＋単国出願数と

パテントファミリー数の時系列変化を示す。1981 年

に 41.2 万件であったパテントファミリー＋単国出願

数は 2009 年を境に急激な増加をみせた。ただし、

2019 年には減少し、195 万件となっている。パテント

ファミリー数は 1981年に 5.7万件、2018年には 26.1

万件となっている。パテントファミリー＋単国出願数

に占めるパテントファミリー数の割合は、1980 年代

は 13％程度であった。その比率は 2000 年代半ば

にかけて 10ポイント程度上昇したが、その後は低下

傾向にあり、2018 年は 12.4％となっている。 

  

【【図図表表 44--22--33】】  パパテテンントトフファァミミリリーー＋＋単単国国出出願願数数とと

パパテテンントトフファァミミリリーー数数のの変変化化  

注： 
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術
政策研究所が集計。 
参照：表 4-2-3 
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国出願における単国出願と複数国出願の割合を示

す。日本に注目すると 1980 年代の前半は約 95％

が単国出願であった。1980 年代半ばから複数国出

願の比率が徐々に上昇し、2018年時点では 69.3％

が単国出願、30.7％が複数国出願となっている。 

米国については、2018 年時点で、単国出願が

59.8％、複数国出願が 40.2％となっている。 

英国については、長期的に複数国出願の比率が
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中国と韓国における複数国出願の割合は、それ

ほど高くない。年によって比率に揺らぎがあるが、

2018 年時点で中国は 2.5％、韓国は 16.9％となっ

ている。中国については、国内のみへの出願が急

激に増加しているため、複数国出願の比率が減少

している。 

  

【【図図表表 44--22--44】】  主主要要国国ににおおけけるるパパテテンントトフファァミミリリーー＋＋単単国国出出願願のの出出願願国国数数別別割割合合のの推推移移  

 

 

 
 
 
 
注： 
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術政
策研究所が集計。 
参照：表 4-2-4 
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注： 
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・
学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-2-4 
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44..22..22 パパテテンントトフファァミミリリーーをを用用いいたた特特許許出出願願数数のの

国国際際比比較較  

特許出願数の国際比較を困難にしている点の一

つが、特許は属地主義であり、発明を権利化したい

と考える複数の国に対して出願がなされる点である。

このため、ある国 A からの特許出願を数える際、複

数の国への特許出願を重複してカウントしている可

能性がある。また、ある国 A への出願を考えると、国

A からの出願が最も大きくなる傾向（ホームアドバン

テージ）がある。 

これらの特許出願の特徴を踏まえ、国際比較可

能性を向上させるために、ここではパテントファミリ

ーによる分析を行う。分析には、EPO（欧州特許庁）

の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を用いた。また、

パテントファミリーの分析方法の詳細については、

本章の最後のテクニカルノートに示した。パテントフ

ァミリーとは優先権によって直接、間接的に結び付

けられた 2 か国以上への特許出願の束である。通

常、同じ内容で複数の国に出願された特許は、同

一のパテントファミリーに属する。したがって、パテン

トファミリーをカウントすることで、同じ出願を 2度カウ

ントすることを防ぐことが出来る。つまり、パテントファ

ミリーの数は、発明の数とほぼ同じと考えられる。 

また、パテントファミリーをカウントすることで、特定

の国への出願ではなく、世界中の特許庁への出願

をまとめてカウントすることが可能となる。特許出願

数の国際比較の際に、PCT 出願数が利用されるこ

とが多いが、PCT 出願はある国から海外への出願

の一部を見ているに過ぎない。各国から生み出され

る発明の数を、国際比較可能な形で計測するという

点で、パテントファミリーを用いた分析は、各国の技

術力の比較を行う上で有用な指標と考えらえる。 

以下では、2 つの値を示す。一つはパテントファミ

リー数(2 か国以上への特許出願)に 1 か国のみへ

の特許出願数(単国出願数)を加えた数であり、もう

一つはパテントファミリー数である。ここでは前者を

「パテントファミリー＋単国出願数」、後者を「パテン

トファミリー数」と呼ぶ。パテントファミリーは、発明者

や出願人が居住する国以外での権利化を目指して、

2 か国以上に出願されていると考えられ、単国出願

よりも価値が高い発明と考えられる。 

図表 4-2-3 にパテントファミリー＋単国出願数と

パテントファミリー数の時系列変化を示す。1981 年

に 41.2 万件であったパテントファミリー＋単国出願

数は 2009 年を境に急激な増加をみせた。ただし、

2019 年には減少し、195 万件となっている。パテント

ファミリー数は 1981年に 5.7万件、2018年には 26.1

万件となっている。パテントファミリー＋単国出願数

に占めるパテントファミリー数の割合は、1980 年代

は 13％程度であった。その比率は 2000 年代半ば

にかけて 10ポイント程度上昇したが、その後は低下

傾向にあり、2018 年は 12.4％となっている。 

  

【【図図表表 44--22--33】】  パパテテンントトフファァミミリリーー＋＋単単国国出出願願数数とと

パパテテンントトフファァミミリリーー数数のの変変化化  

注： 
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術
政策研究所が集計。 
参照：表 4-2-3 

 

図表 4-2-4 に、主要国のパテントファミリー＋単

国出願における単国出願と複数国出願の割合を示

す。日本に注目すると 1980 年代の前半は約 95％

が単国出願であった。1980 年代半ばから複数国出

願の比率が徐々に上昇し、2018年時点では 69.3％

が単国出願、30.7％が複数国出願となっている。 

米国については、2018 年時点で、単国出願が

59.8％、複数国出願が 40.2％となっている。 

英国については、長期的に複数国出願の比率が

上昇傾向にあるが、フランス、ドイツについては

2000 年代半ばから概ね横ばい傾向である。この 3

か国のなかで、複数国出願の比率が一番高いのは

フランスであり、2018年時点で58.4％が複数国出願

である。 
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中国と韓国における複数国出願の割合は、それ

ほど高くない。年によって比率に揺らぎがあるが、

2018 年時点で中国は 2.5％、韓国は 16.9％となっ

ている。中国については、国内のみへの出願が急

激に増加しているため、複数国出願の比率が減少

している。 

  

【【図図表表 44--22--44】】  主主要要国国ににおおけけるるパパテテンントトフファァミミリリーー＋＋単単国国出出願願のの出出願願国国数数別別割割合合のの推推移移  

 

 

 
 
 
 
注： 
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術政
策研究所が集計。 
参照：表 4-2-4 
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注： 
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・
学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-2-4 
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44..22..33 国国・・地地域域別別ののパパテテンントトフファァミミリリーー＋＋単単国国出出

願願数数、、パパテテンントトフファァミミリリーー数数のの時時系系列列比比

較較  

図表 4-2-5 は、整数カウント法で求めた国・地域

ごとのパテントファミリー＋単国出願数(A)、パテント

ファミリー数(B)である。 

日本のパテントファミリー＋単国出願数は、1996-

1998 年時点、2006-2008 年時点では第 1 位であっ

たが、2017-2019 年時点では中国に次ぐ第 2 位で

ある。2017-2019 年時点では、これに米国、韓国、ド

イツ、台湾がつづく。 

パテントファミリー数に注目すると、1996-1998 年

は米国が第 1 位、日本が第 2 位であったが、2006-

2008 年時点、2016-2018 年時点では日本が第 1 位、

米国が第 2 位となっている。2006-2008 年～2016-

2018 年にかけて、日本のパテントファミリー＋単国

出願数は減少しているが、パテントファミリー数は増

加している。これは、図表 4-2-4 でみたように、日本

からの複数国への特許出願が増加したことを反映し

た結果である。 

第 3 位以降に注目すると、2016-2018 年時点で

は、中国が第 3位であり、これにドイツ、韓国、フラン

ス、台湾がつづく。中国からのパテントファミリー＋

単国出願数は著しく増加しており図表 4-2-4でみた

ように、現状では出願の多くが中国国内で行われて

いるが、パテントファミリー数における順位は、ドイツ

を上回り、米国に次ぐ第 3 位となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【【図図表表 44--22--55】】  国国・・地地域域別別パパテテンントトフファァミミリリーー＋＋単単国国出出願願数数、、パパテテンントトフファァミミリリーー数数：：上上位位 2255 かか国国・・地地域域  

  

((AA))パパテテンントトフファァミミリリーー＋＋単単国国出出願願数数  

 

国・地域名 数 シェア 順位 数 シェア 順位 国・地域名 数 シェア 順位

日本 340,147 51.8 1 日本 317,236 34.1 1 中国 1,306,964 65.2 1
米国 89,139 13.6 2 中国 148,376 16.0 2 日本 220,844 11.0 2
韓国 63,824 9.7 3 米国 138,394 14.9 3 米国 139,297 6.9 3
ドイツ 43,883 6.7 4 韓国 115,691 12.4 4 韓国 137,371 6.8 4
英国 22,369 3.4 5 ドイツ 55,528 6.0 5 ドイツ 56,267 2.8 5
フランス 14,335 2.2 6 台湾 32,615 3.5 6 台湾 25,498 1.3 6
ロシア 13,218 2.0 7 ロシア 27,297 2.9 7 ロシア 21,826 1.1 7
中国 12,022 1.8 8 英国 23,546 2.5 8 英国 19,729 1.0 8
イタリア 9,541 1.5 9 フランス 18,536 2.0 9 フランス 18,977 0.9 9
台湾 6,960 1.1 10 イタリア 13,224 1.4 10 イタリア 10,441 0.5 10
カナダ 6,286 1.0 11 カナダ 10,880 1.2 11 カナダ 9,940 0.5 11
スウェーデン 5,398 0.8 12 オランダ 6,565 0.7 12 インド 9,170 0.5 12
オランダ 4,303 0.7 13 スイス 5,807 0.6 13 オランダ 6,358 0.3 13
スイス 4,145 0.6 14 イスラエル 4,756 0.5 14 スイス 6,215 0.3 14
フィンランド 2,888 0.4 15 スウェーデン 4,749 0.5 15 イスラエル 5,098 0.3 15
ブラジル 2,860 0.4 16 インド 4,738 0.5 16 ブラジル 4,856 0.2 16
ウクライナ 2,826 0.4 17 ブラジル 4,361 0.5 17 スウェーデン 4,682 0.2 17
イスラエル 2,380 0.4 18 スペイン 3,946 0.4 18 トルコ 4,427 0.2 18
ポーランド 2,350 0.4 19 オーストリア 3,607 0.4 19 ポーランド 4,377 0.2 19
オーストリア 2,223 0.3 20 フィンランド 3,353 0.4 20 オーストリア 4,027 0.2 20
スペイン 2,080 0.3 21 ベルギー 2,810 0.3 21 スペイン 3,703 0.2 21
ベルギー 2,005 0.3 22 オーストラリア 2,794 0.3 22 ベルギー 3,248 0.2 22
南アフリカ 1,850 0.3 23 ポーランド 2,479 0.3 23 オーストラリア 2,488 0.1 23
ノルウェー 1,555 0.2 24 ウクライナ 2,478 0.3 24 フィンランド 2,337 0.1 24
オーストラリア 1,342 0.2 25 デンマーク 2,001 0.2 25 デンマーク 2,107 0.1 25

1996年 - 1998年(平均) 2006年 - 2008年(平均) 2017年 - 2019年(平均)
パテントファミリー＋単国出願数 パテントファミリー＋単国出願数 パテントファミリー＋単国出願数

整数カウント
国・地域名

整数カウント 整数カウント
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((BB))パパテテンントトフファァミミリリーー数数  
 

 
注： 
オーストラリア特許庁への出願データを集計対象から除いているので、オーストラリアの出願数は過小評価となっている。パテントファミリーの分析方法に
ついては、テクニカルノートを参照。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-2-5 

国・地域名 数 シェア 順位 国・地域名 数 シェア 順位 国・地域名 数 シェア 順位

米国 32,777 27.9 1 日本 60,902 29.8 1 日本 65,870 26.0 1
日本 31,954 27.2 2 米国 46,456 22.7 2 米国 55,730 22.0 2
ドイツ 20,427 17.4 3 ドイツ 28,150 13.8 3 中国 30,942 12.2 3
フランス 7,378 6.3 4 韓国 18,152 8.9 4 ドイツ 28,196 11.1 4
英国 6,319 5.4 5 フランス 10,582 5.2 5 韓国 22,005 8.7 5
韓国 4,937 4.2 6 台湾 9,523 4.7 6 フランス 11,094 4.4 6
イタリア 3,342 2.8 7 中国 9,219 4.5 7 台湾 10,597 4.2 7
オランダ 2,776 2.4 8 英国 8,425 4.1 8 英国 8,561 3.4 8
スイス 2,666 2.3 9 カナダ 5,300 2.6 9 イタリア 5,628 2.2 9
カナダ 2,602 2.2 10 イタリア 5,206 2.5 10 カナダ 5,187 2.0 10
スウェーデン 2,526 2.1 11 オランダ 4,580 2.2 11 オランダ 4,567 1.8 11
フィンランド 1,281 1.1 12 スイス 3,944 1.9 12 スイス 4,024 1.6 12
オーストリア 1,248 1.1 13 スウェーデン 3,233 1.6 13 インド 3,951 1.6 13
ベルギー 1,229 1.0 14 インド 2,712 1.3 14 スウェーデン 3,648 1.4 14
台湾 1,180 1.0 15 オーストリア 2,244 1.1 15 オーストリア 2,659 1.1 15
イスラエル 839 0.7 16 ベルギー 1,921 0.9 16 イスラエル 2,364 0.9 16
オーストラリア 805 0.7 17 イスラエル 1,804 0.9 17 ベルギー 2,258 0.9 17
中国 732 0.6 18 フィンランド 1,686 0.8 18 スペイン 1,945 0.8 18
デンマーク 707 0.6 19 スペイン 1,676 0.8 19 フィンランド 1,658 0.7 19
スペイン 648 0.6 20 オーストラリア 1,676 0.8 20 オーストラリア 1,561 0.6 20
ノルウェー 443 0.4 21 デンマーク 1,343 0.7 21 デンマーク 1,548 0.6 21
インド 425 0.4 22 ロシア 950 0.5 22 シンガポール 1,136 0.4 22
ロシア 385 0.3 23 シンガポール 860 0.4 23 ロシア 939 0.4 23
アイルランド 262 0.2 24 ノルウェー 702 0.3 24 ノルウェー 790 0.3 24
シンガポール 234 0.2 25 アイルランド 563 0.3 25 トルコ 720 0.3 25

1996年 - 1998年(平均) 2006年 - 2008年(平均) 2016年 - 2018年(平均)
パテントファミリー数 パテントファミリー数 パテントファミリー数

整数カウント 整数カウント 整数カウント
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44..22..33 国国・・地地域域別別ののパパテテンントトフファァミミリリーー＋＋単単国国出出

願願数数、、パパテテンントトフファァミミリリーー数数のの時時系系列列比比

較較  

図表 4-2-5 は、整数カウント法で求めた国・地域

ごとのパテントファミリー＋単国出願数(A)、パテント

ファミリー数(B)である。 

日本のパテントファミリー＋単国出願数は、1996-

1998 年時点、2006-2008 年時点では第 1 位であっ

たが、2017-2019 年時点では中国に次ぐ第 2 位で

ある。2017-2019 年時点では、これに米国、韓国、ド

イツ、台湾がつづく。 

パテントファミリー数に注目すると、1996-1998 年

は米国が第 1 位、日本が第 2 位であったが、2006-

2008 年時点、2016-2018 年時点では日本が第 1 位、

米国が第 2 位となっている。2006-2008 年～2016-

2018 年にかけて、日本のパテントファミリー＋単国

出願数は減少しているが、パテントファミリー数は増

加している。これは、図表 4-2-4 でみたように、日本

からの複数国への特許出願が増加したことを反映し

た結果である。 

第 3 位以降に注目すると、2016-2018 年時点で

は、中国が第 3位であり、これにドイツ、韓国、フラン

ス、台湾がつづく。中国からのパテントファミリー＋

単国出願数は著しく増加しており図表 4-2-4でみた

ように、現状では出願の多くが中国国内で行われて

いるが、パテントファミリー数における順位は、ドイツ

を上回り、米国に次ぐ第 3 位となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【【図図表表 44--22--55】】  国国・・地地域域別別パパテテンントトフファァミミリリーー＋＋単単国国出出願願数数、、パパテテンントトフファァミミリリーー数数：：上上位位 2255 かか国国・・地地域域  

  

((AA))パパテテンントトフファァミミリリーー＋＋単単国国出出願願数数  

 

国・地域名 数 シェア 順位 数 シェア 順位 国・地域名 数 シェア 順位

日本 340,147 51.8 1 日本 317,236 34.1 1 中国 1,306,964 65.2 1
米国 89,139 13.6 2 中国 148,376 16.0 2 日本 220,844 11.0 2
韓国 63,824 9.7 3 米国 138,394 14.9 3 米国 139,297 6.9 3
ドイツ 43,883 6.7 4 韓国 115,691 12.4 4 韓国 137,371 6.8 4
英国 22,369 3.4 5 ドイツ 55,528 6.0 5 ドイツ 56,267 2.8 5
フランス 14,335 2.2 6 台湾 32,615 3.5 6 台湾 25,498 1.3 6
ロシア 13,218 2.0 7 ロシア 27,297 2.9 7 ロシア 21,826 1.1 7
中国 12,022 1.8 8 英国 23,546 2.5 8 英国 19,729 1.0 8
イタリア 9,541 1.5 9 フランス 18,536 2.0 9 フランス 18,977 0.9 9
台湾 6,960 1.1 10 イタリア 13,224 1.4 10 イタリア 10,441 0.5 10
カナダ 6,286 1.0 11 カナダ 10,880 1.2 11 カナダ 9,940 0.5 11
スウェーデン 5,398 0.8 12 オランダ 6,565 0.7 12 インド 9,170 0.5 12
オランダ 4,303 0.7 13 スイス 5,807 0.6 13 オランダ 6,358 0.3 13
スイス 4,145 0.6 14 イスラエル 4,756 0.5 14 スイス 6,215 0.3 14
フィンランド 2,888 0.4 15 スウェーデン 4,749 0.5 15 イスラエル 5,098 0.3 15
ブラジル 2,860 0.4 16 インド 4,738 0.5 16 ブラジル 4,856 0.2 16
ウクライナ 2,826 0.4 17 ブラジル 4,361 0.5 17 スウェーデン 4,682 0.2 17
イスラエル 2,380 0.4 18 スペイン 3,946 0.4 18 トルコ 4,427 0.2 18
ポーランド 2,350 0.4 19 オーストリア 3,607 0.4 19 ポーランド 4,377 0.2 19
オーストリア 2,223 0.3 20 フィンランド 3,353 0.4 20 オーストリア 4,027 0.2 20
スペイン 2,080 0.3 21 ベルギー 2,810 0.3 21 スペイン 3,703 0.2 21
ベルギー 2,005 0.3 22 オーストラリア 2,794 0.3 22 ベルギー 3,248 0.2 22
南アフリカ 1,850 0.3 23 ポーランド 2,479 0.3 23 オーストラリア 2,488 0.1 23
ノルウェー 1,555 0.2 24 ウクライナ 2,478 0.3 24 フィンランド 2,337 0.1 24
オーストラリア 1,342 0.2 25 デンマーク 2,001 0.2 25 デンマーク 2,107 0.1 25

1996年 - 1998年(平均) 2006年 - 2008年(平均) 2017年 - 2019年(平均)
パテントファミリー＋単国出願数 パテントファミリー＋単国出願数 パテントファミリー＋単国出願数

整数カウント
国・地域名

整数カウント 整数カウント
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((BB))パパテテンントトフファァミミリリーー数数  
 

 
注： 
オーストラリア特許庁への出願データを集計対象から除いているので、オーストラリアの出願数は過小評価となっている。パテントファミリーの分析方法に
ついては、テクニカルノートを参照。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-2-5 

国・地域名 数 シェア 順位 国・地域名 数 シェア 順位 国・地域名 数 シェア 順位

米国 32,777 27.9 1 日本 60,902 29.8 1 日本 65,870 26.0 1
日本 31,954 27.2 2 米国 46,456 22.7 2 米国 55,730 22.0 2
ドイツ 20,427 17.4 3 ドイツ 28,150 13.8 3 中国 30,942 12.2 3
フランス 7,378 6.3 4 韓国 18,152 8.9 4 ドイツ 28,196 11.1 4
英国 6,319 5.4 5 フランス 10,582 5.2 5 韓国 22,005 8.7 5
韓国 4,937 4.2 6 台湾 9,523 4.7 6 フランス 11,094 4.4 6
イタリア 3,342 2.8 7 中国 9,219 4.5 7 台湾 10,597 4.2 7
オランダ 2,776 2.4 8 英国 8,425 4.1 8 英国 8,561 3.4 8
スイス 2,666 2.3 9 カナダ 5,300 2.6 9 イタリア 5,628 2.2 9
カナダ 2,602 2.2 10 イタリア 5,206 2.5 10 カナダ 5,187 2.0 10
スウェーデン 2,526 2.1 11 オランダ 4,580 2.2 11 オランダ 4,567 1.8 11
フィンランド 1,281 1.1 12 スイス 3,944 1.9 12 スイス 4,024 1.6 12
オーストリア 1,248 1.1 13 スウェーデン 3,233 1.6 13 インド 3,951 1.6 13
ベルギー 1,229 1.0 14 インド 2,712 1.3 14 スウェーデン 3,648 1.4 14
台湾 1,180 1.0 15 オーストリア 2,244 1.1 15 オーストリア 2,659 1.1 15
イスラエル 839 0.7 16 ベルギー 1,921 0.9 16 イスラエル 2,364 0.9 16
オーストラリア 805 0.7 17 イスラエル 1,804 0.9 17 ベルギー 2,258 0.9 17
中国 732 0.6 18 フィンランド 1,686 0.8 18 スペイン 1,945 0.8 18
デンマーク 707 0.6 19 スペイン 1,676 0.8 19 フィンランド 1,658 0.7 19
スペイン 648 0.6 20 オーストラリア 1,676 0.8 20 オーストラリア 1,561 0.6 20
ノルウェー 443 0.4 21 デンマーク 1,343 0.7 21 デンマーク 1,548 0.6 21
インド 425 0.4 22 ロシア 950 0.5 22 シンガポール 1,136 0.4 22
ロシア 385 0.3 23 シンガポール 860 0.4 23 ロシア 939 0.4 23
アイルランド 262 0.2 24 ノルウェー 702 0.3 24 ノルウェー 790 0.3 24
シンガポール 234 0.2 25 アイルランド 563 0.3 25 トルコ 720 0.3 25

1996年 - 1998年(平均) 2006年 - 2008年(平均) 2016年 - 2018年(平均)
パテントファミリー数 パテントファミリー数 パテントファミリー数

整数カウント 整数カウント 整数カウント
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図表4-2-6(A)では、各国の特許出願の量的状況

を把握するため、パテントファミリー＋単国出願数の

各国シェアを整数カウント法で比較した。 

パテントファミリー＋単国出願数シェアを見ると、

日本は 1980 年代から 1990 年代にかけて、他国を

大きく引き離している。1990 年代の前半には、日本

のシェアは 60％近くに達したが、1990 年代半ばか

ら急激に減少している。この間、1980 年代後半から

米国、1990 年代前半から韓国、2000 年代前半から

中国が、パテントファミリー＋単国出願数を大きく伸

ばしている。2010 年以降、日本と中国の順位が入

れ替わり、2018 年（2017-2019 年の平均）時点では

中国のシェアが 65.2％、日本のシェアが 11.0％とな

っている。中国が急速にパテントファミリー＋単国出

願数シェアを増加させるのに伴い、近年は全ての主

要国でパテントファミリー＋単国出願数シェアは低

下傾向にある。 

次に、質的な側面を加味したパテントファミリー数

の変化を見ると(図表 4-2-6(B))、米国は 1980～

1990 年代にかけて 25％以上を保っていたが、2000

年代に入ってからシェアは低下傾向にある。米国と

日本の順位は 1990 年代後半に入れ替わり、2000

年代は日本のシェアが第 1 位となっているが、2000

年代中頃から減少傾向にある。2017 年時点の日本

のシェアは 26.0％である。 

中国のパテントファミリー数におけるシェアは、

2000 年代前半から増加をみせている。その勢いは

パテントファミリー＋単国出願シェアと比べると鈍い

が、2016 年に韓国、2017 年にドイツを抜いて、

12.2％のシェアとなった。 

ドイツは 1980 年代前半には、日本と同じ程度の

シェアを持っていたが、その後、パテントファミリー数

におけるシェアは減少している。2017 年におけるシ

ェアは 11.1％となっている。 

韓国のシェアは、1980 年代後半から増加しはじ

め、1990 年代後半や 2005 年以降に一時的な停滞

を見せたのち、再び上昇傾向にあったが、2014 年

をピークにシェアが低下している。 
 

【【図図表表 44--22--66】】  主主要要国国ののパパテテンントトフファァミミリリーー＋＋単単国国出出願願数数、、パパテテンントトフファァミミリリーー数数シシェェアアのの変変化化  

（（全全技技術術分分野野、、整整数数カカウウンントト法法、、33 年年移移動動平平均均））  

注： 
全技術分野でのパテントファミリー数シェアの 3 年移動平均（2017 年であれば 2016、2017、2018 年の平均値）、パテントファミリーの分析方法については、
テクニカルノートを参照。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-2-6 
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特許システムは、国によって異なることから、発明

者や出願人の居住国のみへの出願も含むパテント

ファミリー＋単国出願数は、各国の特許システムへ

の依存度が大きいと考えられる。 

他方、パテントファミリーは、発明者や出願人が

居住する国以外での権利化を目指して、2 か国以

上に出願されていると考えられ、パテントファミリー

＋単国出願の中でも相対的に価値が高い発明と考

えられる。そこで、以降の分析では、パテントファミリ

ーを用いた分析を示す。 

  

44..22..44 パパテテンントトフファァミミリリーーににおおけけるる国国際際共共同同状状況況  

パテントファミリーにおける国際共同の状況をみ

ると（図表 4-2-7（A））、国際共同(共同国数が 2 か

国と 3 か国以上)によるパテントファミリーの占める割

合は、1980年代において 5％に満たなかった。1990

年代以降、徐々に増加し、2000 年半ばには 13％に

まで達しており、パテントファミリーにおける国際協

力関係が強まっていることが伺えた。しかし、その後、

国際共同によるパテントファミリーの占める割合は、

減少傾向に転じている。2018 年には 10.1％となっ

ている。 

国際共同国数の内訳をみると（図表 4-2-7（B））、

2 か国での国際共同の方が 3 か国以上での国際共

同より多い。2018 年時点における、2 か国での国際

共同の割合は 8.3％、3 か国以上での国際共同の

割合は 1.8％となっている。 

続いて、主要国を対象に、近年のパテントファミリ

ーにおける国際共同の状況をみるため、2009-2018

年のパテントファミリーにおける国際共同国数別割

合を図表 4-2-8 に示す。主要国の中では、日本が

国際共同しているパテントファミリーの割合が最も低

く、3.6％となっている。特に、3 か国以上での国際

共同の割合は 0.6％であり、他の主要国と比較して

低い値となっている。国際共同しているパテントファ

ミリーの割合が最も高いのは英国で 40.4％（2 か国：

26.9％、3 か国以上：13.5％）を占めている。これに

続いて、米国が 27.7％、中国が 24.0％となっている。 

  

【【図図表表 44--22--77】】  パパテテンントトフファァミミリリーーににおおけけるる国国際際共共

同同状状況況  

  

((AA))共共同同国国数数別別パパテテンントトフファァミミリリーー数数  

  

((BB))共共同同国国数数別別パパテテンントトフファァミミリリーー数数のの割割合合  

 
注： 
1) パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。 
2) 共同国数が 2 か国と 3 か国以上が、国際共同に対応。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術
政策研究所が集計。 
参照：表 4-2-7 

  

【【図図表表 44--22--88】】  主主要要国国ののパパテテンントトフファァミミリリーーににおおけけ

るる国国際際共共同同国国数数別別割割合合  

（（22000099--22001188 年年））  

 
注： 
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術
政策研究所が集計。  
参照：表 4-2-8  
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図表4-2-6(A)では、各国の特許出願の量的状況

を把握するため、パテントファミリー＋単国出願数の

各国シェアを整数カウント法で比較した。 

パテントファミリー＋単国出願数シェアを見ると、

日本は 1980 年代から 1990 年代にかけて、他国を

大きく引き離している。1990 年代の前半には、日本

のシェアは 60％近くに達したが、1990 年代半ばか

ら急激に減少している。この間、1980 年代後半から

米国、1990 年代前半から韓国、2000 年代前半から

中国が、パテントファミリー＋単国出願数を大きく伸

ばしている。2010 年以降、日本と中国の順位が入

れ替わり、2018 年（2017-2019 年の平均）時点では

中国のシェアが 65.2％、日本のシェアが 11.0％とな

っている。中国が急速にパテントファミリー＋単国出

願数シェアを増加させるのに伴い、近年は全ての主

要国でパテントファミリー＋単国出願数シェアは低

下傾向にある。 

次に、質的な側面を加味したパテントファミリー数

の変化を見ると(図表 4-2-6(B))、米国は 1980～

1990 年代にかけて 25％以上を保っていたが、2000

年代に入ってからシェアは低下傾向にある。米国と

日本の順位は 1990 年代後半に入れ替わり、2000

年代は日本のシェアが第 1 位となっているが、2000

年代中頃から減少傾向にある。2017 年時点の日本

のシェアは 26.0％である。 

中国のパテントファミリー数におけるシェアは、

2000 年代前半から増加をみせている。その勢いは

パテントファミリー＋単国出願シェアと比べると鈍い

が、2016 年に韓国、2017 年にドイツを抜いて、

12.2％のシェアとなった。 

ドイツは 1980 年代前半には、日本と同じ程度の

シェアを持っていたが、その後、パテントファミリー数

におけるシェアは減少している。2017 年におけるシ

ェアは 11.1％となっている。 

韓国のシェアは、1980 年代後半から増加しはじ

め、1990 年代後半や 2005 年以降に一時的な停滞

を見せたのち、再び上昇傾向にあったが、2014 年

をピークにシェアが低下している。 
 

【【図図表表 44--22--66】】  主主要要国国ののパパテテンントトフファァミミリリーー＋＋単単国国出出願願数数、、パパテテンントトフファァミミリリーー数数シシェェアアのの変変化化  

（（全全技技術術分分野野、、整整数数カカウウンントト法法、、33 年年移移動動平平均均））  

注： 
全技術分野でのパテントファミリー数シェアの 3 年移動平均（2017 年であれば 2016、2017、2018 年の平均値）、パテントファミリーの分析方法については、
テクニカルノートを参照。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-2-6 
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特許システムは、国によって異なることから、発明

者や出願人の居住国のみへの出願も含むパテント

ファミリー＋単国出願数は、各国の特許システムへ

の依存度が大きいと考えられる。 

他方、パテントファミリーは、発明者や出願人が

居住する国以外での権利化を目指して、2 か国以

上に出願されていると考えられ、パテントファミリー

＋単国出願の中でも相対的に価値が高い発明と考

えられる。そこで、以降の分析では、パテントファミリ

ーを用いた分析を示す。 

  

44..22..44 パパテテンントトフファァミミリリーーににおおけけるる国国際際共共同同状状況況  

パテントファミリーにおける国際共同の状況をみ

ると（図表 4-2-7（A））、国際共同(共同国数が 2 か

国と 3 か国以上)によるパテントファミリーの占める割

合は、1980年代において 5％に満たなかった。1990

年代以降、徐々に増加し、2000 年半ばには 13％に

まで達しており、パテントファミリーにおける国際協

力関係が強まっていることが伺えた。しかし、その後、

国際共同によるパテントファミリーの占める割合は、

減少傾向に転じている。2018 年には 10.1％となっ

ている。 

国際共同国数の内訳をみると（図表 4-2-7（B））、

2 か国での国際共同の方が 3 か国以上での国際共

同より多い。2018 年時点における、2 か国での国際

共同の割合は 8.3％、3 か国以上での国際共同の

割合は 1.8％となっている。 

続いて、主要国を対象に、近年のパテントファミリ

ーにおける国際共同の状況をみるため、2009-2018

年のパテントファミリーにおける国際共同国数別割

合を図表 4-2-8 に示す。主要国の中では、日本が

国際共同しているパテントファミリーの割合が最も低

く、3.6％となっている。特に、3 か国以上での国際

共同の割合は 0.6％であり、他の主要国と比較して

低い値となっている。国際共同しているパテントファ

ミリーの割合が最も高いのは英国で 40.4％（2 か国：

26.9％、3 か国以上：13.5％）を占めている。これに

続いて、米国が 27.7％、中国が 24.0％となっている。 

  

【【図図表表 44--22--77】】  パパテテンントトフファァミミリリーーににおおけけるる国国際際共共

同同状状況況  

  

((AA))共共同同国国数数別別パパテテンントトフファァミミリリーー数数  

  

((BB))共共同同国国数数別別パパテテンントトフファァミミリリーー数数のの割割合合  

 
注： 
1) パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。 
2) 共同国数が 2 か国と 3 か国以上が、国際共同に対応。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術
政策研究所が集計。 
参照：表 4-2-7 

  

【【図図表表 44--22--88】】  主主要要国国ののパパテテンントトフファァミミリリーーににおおけけ

るる国国際際共共同同国国数数別別割割合合  

（（22000099--22001188 年年））  

 
注： 
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術
政策研究所が集計。  
参照：表 4-2-8  
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44..22..55 主主要要国国のの特特許許出出願願のの技技術術分分野野特特性性  

(1)全世界の技術分野バランス 

ここでは、技術分野毎にパテントファミリー数の状

況を分析した結果について述べる。技術分野の分

類には、WIPO によって公表されている技術分野と

国際特許分類(IPC)の対応表を用いた。WIPO の技

術分野は、図表 4-2-9 に示すように、35 の小分類

に分類されているが、ここでは、これらをまとめた 9

技術分野を用いる。 

  

【【図図表表 44--22--99】】  技技術術分分野野  

 
注： 
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。 
資料： 
WIPO, IPC - Technology Concordance Table をもとに、科学技術・学術政
策研究所で分類。 
参照：表 4-2-9 
 
 

まず、図表 4-2-10 には、全世界における各技術

分野のパテントファミリー数割合の推移を示す。

1981 年と 2018 年を比べると、機械工学は 11.1 ポイ

ント、化学は 9.1 ポイント減少している。情報通信技

術は 15.1 ポイント、電気工学は 5.3 ポイント増加し

た。情報通信技術の占める割合は 1990 年代に入り

急速に増加した。 

【【図図表表 44--22--1100】】  全全世世界界のの技技術術分分野野別別パパテテンントトフファァ

ミミリリーー数数割割合合のの推推移移  

 
注：  
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術
政策研究所が集計。 
参照：表 4-2-10 

 
(2)主要国内の技術分野バランス 

次に主要国の内部構造をみるために、図表 4-2-

11 では、主要国内の技術分野バランスの変化を示

す。 

2018 年時点の日本の技術分野バランスを見ると、

世界全体と比べて電気工学、一般機器、機械工学

の割合が高くなっている。他方、バイオテクノロジ

ー・医薬品、バイオ・医療機器、情報通信技術の割

合は、世界全体と比べて低くなっている。時系列で

見ると、日本において多くを占める電気工学の割合

は 2010 年前後から減少傾向にある。同時期に機械

工学、輸送用機器の割合が増加している。 

米国は、世界全体と比べて、バイオ・医療機器、

バイオテクノロジー・医薬品、情報通信技術の割合

が高い。1981 年と 2018 年を比べると、情報通信技

術が 16.5 ポイント増加し、化学は 10.6 ポイント、機

械工学は 10.5 ポイント減少している。また、輸送用
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機器の割合は 2005 年頃から増加傾向にあったが、

最新年では減少した。 

ドイツは、輸送用機器、機械工学、化学の割合が

世界全体と比べて高い。1981 年と 2018 年を比べる

と、化学は 8.2 ポイント、機械工学は 7.9 ポイント減

少している。情報通信技術は 7.3 ポイント増加して

いるが、割合は世界全体における情報通信技術の

割合の半分程度(2018 年時点)となっている。また、

電気工学やバイオテクノロジー・医薬品の割合も、

世界全体と比べて小さい。 

フランスは、輸送用機器、化学、バイオテクノロジ

ー・医薬品、機械工学の割合が世界全体と比べて

高い。1981年と 2018年を比べると、機械工学は 9.8

ポイントの減少をみせている。情報通信技術の比率

は 8.9 ポイント増加しているが、その割合は世界全

体における情報通信技術の割合と比べて小さい。

また、電気工学の割合も、世界全体と比べて小さい。 

英国は、バイオテクノロジー・医薬品、バイオ・医

療機器、化学、輸送用機器の割合が世界全体と比

べて高い。1981 年と 2018 年を比べると、機械工学

は 13.8ポイント、化学は 9.2 ポイント割合を減少させ

ている。情報通信技術の比率は 16.5 ポイントと大幅

に増加している。英国は欧州の中では、パテントフ

ァミリー数における情報通信技術の比率が高い国と

いえる。 

中国と韓国は、ともに電気工学と情報通信技術

の割合が、世界の平均と比べて高くなっている。 

【【図図表表 44--22--1111】】  主主要要国国のの技技術術分分野野別別パパテテンントトフファァ

ミミリリーー数数割割合合のの推推移移
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44..22..55 主主要要国国のの特特許許出出願願のの技技術術分分野野特特性性  

(1)全世界の技術分野バランス 

ここでは、技術分野毎にパテントファミリー数の状

況を分析した結果について述べる。技術分野の分

類には、WIPO によって公表されている技術分野と

国際特許分類(IPC)の対応表を用いた。WIPO の技

術分野は、図表 4-2-9 に示すように、35 の小分類

に分類されているが、ここでは、これらをまとめた 9

技術分野を用いる。 

  

【【図図表表 44--22--99】】  技技術術分分野野  

 
注： 
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。 
資料： 
WIPO, IPC - Technology Concordance Table をもとに、科学技術・学術政
策研究所で分類。 
参照：表 4-2-9 
 
 

まず、図表 4-2-10 には、全世界における各技術

分野のパテントファミリー数割合の推移を示す。

1981 年と 2018 年を比べると、機械工学は 11.1 ポイ

ント、化学は 9.1 ポイント減少している。情報通信技

術は 15.1 ポイント、電気工学は 5.3 ポイント増加し

た。情報通信技術の占める割合は 1990 年代に入り

急速に増加した。 

【【図図表表 44--22--1100】】  全全世世界界のの技技術術分分野野別別パパテテンントトフファァ

ミミリリーー数数割割合合のの推推移移  

 
注：  
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術
政策研究所が集計。 
参照：表 4-2-10 

 
(2)主要国内の技術分野バランス 

次に主要国の内部構造をみるために、図表 4-2-

11 では、主要国内の技術分野バランスの変化を示

す。 

2018 年時点の日本の技術分野バランスを見ると、

世界全体と比べて電気工学、一般機器、機械工学

の割合が高くなっている。他方、バイオテクノロジ

ー・医薬品、バイオ・医療機器、情報通信技術の割

合は、世界全体と比べて低くなっている。時系列で

見ると、日本において多くを占める電気工学の割合

は 2010 年前後から減少傾向にある。同時期に機械

工学、輸送用機器の割合が増加している。 

米国は、世界全体と比べて、バイオ・医療機器、

バイオテクノロジー・医薬品、情報通信技術の割合

が高い。1981 年と 2018 年を比べると、情報通信技

術が 16.5 ポイント増加し、化学は 10.6 ポイント、機

械工学は 10.5 ポイント減少している。また、輸送用
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機器の割合は 2005 年頃から増加傾向にあったが、

最新年では減少した。 

ドイツは、輸送用機器、機械工学、化学の割合が

世界全体と比べて高い。1981 年と 2018 年を比べる

と、化学は 8.2 ポイント、機械工学は 7.9 ポイント減

少している。情報通信技術は 7.3 ポイント増加して

いるが、割合は世界全体における情報通信技術の

割合の半分程度(2018 年時点)となっている。また、

電気工学やバイオテクノロジー・医薬品の割合も、

世界全体と比べて小さい。 

フランスは、輸送用機器、化学、バイオテクノロジ

ー・医薬品、機械工学の割合が世界全体と比べて

高い。1981年と 2018年を比べると、機械工学は 9.8

ポイントの減少をみせている。情報通信技術の比率

は 8.9 ポイント増加しているが、その割合は世界全

体における情報通信技術の割合と比べて小さい。

また、電気工学の割合も、世界全体と比べて小さい。 

英国は、バイオテクノロジー・医薬品、バイオ・医

療機器、化学、輸送用機器の割合が世界全体と比

べて高い。1981 年と 2018 年を比べると、機械工学

は 13.8ポイント、化学は 9.2 ポイント割合を減少させ

ている。情報通信技術の比率は 16.5 ポイントと大幅

に増加している。英国は欧州の中では、パテントフ

ァミリー数における情報通信技術の比率が高い国と

いえる。 

中国と韓国は、ともに電気工学と情報通信技術

の割合が、世界の平均と比べて高くなっている。 

【【図図表表 44--22--1111】】  主主要要国国のの技技術術分分野野別別パパテテンントトフファァ
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（（GG））韓韓国国  

注：  
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術
政策研究所が集計。  
参照：表 4-2-11 

 

(3)世界における主要国の技術分野バランス 

図表 4-2-12 では、世界における主要国の技術

分野バランスを示す。具体的には、主要国のパテン

トファミリー数の技術分野毎の世界シェア (2006-

2008年と 2016-2018年、整数カウント法）を作成し、

比較を行った。 

2016-2018 年のパテントファミリー数におけるシェ

アに注目すると、日本は電気工学、一般機器が

30％を超えており、バイオテクノロジー・医薬品、バ

イオ・医療機器のシェアが相対的に低いというポー

トフォリオを有している。電気工学と情報通信技術

の世界におけるシェアは、それぞれ、7.5 ポイント、

8.8 ポイント減少している。これは、中国と韓国が急

激に世界シェアを増加させているためである。 

米国はバイオテクノロジー・医薬品、バイオ・医療

機器で世界シェアが 30％を超えている。ドイツは輸

送用機器、機械工学において世界シェアが 20％を

超えていたが、2016-2018年では、それぞれ 18.2％、

17.4％となった。フランスは輸送用機器、化学、バイ

オテクノロジー・医薬品で、世界シェアが 5％を超え

ている。英国ではバイオテクノロジー・医薬品で 5％

を超えている。これらの国については、2006-2008

年と比較すると、多くの技術分野で世界シェアは減

少又は横ばいにある。 

中国は急激に世界シェアを伸ばしており、特に情

報通信技術、電気工学でその伸びは顕著である。

2016-2018 年時点での中国の情報通信技術は

21.9％、電気工学は 14.7％である。韓国について

は電気工学が 14.2％、情報通信技術が 11.0％と世

界シェアの 10％を超えている。 

 

44..22..66 パパテテンントトフファァミミリリーーのの出出願願先先  

つぎにパテントファミリーの出願先（自国への出

願分は除く）をみることで、主要国からの特許出願

の国際的な広がりの時系列変化を見る(図表 4-2-

13)。 

日本からのパテントファミリーの出願先は、1981

年時点では約 9 割が米国・ヨーロッパとなっていた

が、1990 年代に入って中国への出願が増加してい

る。2017 年時点では米国への出願が 41.1％、中国

への出願が 25.4％、欧州特許庁への出願が 13.8％

となっている。ヨーロッパ各国の特許庁への直接出

願については、長期的にその割合が減少したが、

近年は微増している。2017 年時点では、4.8％とな

っている。 

米国からのパテントファミリーの出願先は、1981

年時点では約 6 割がヨーロッパ、16.1％が米国以外

の北米・中南米、17.6％が日本となっていた。1990

年代に入って日本以外のアジアの国への出願が増

加し、2017 年時点ではアジアへの出願が全体の

43.3％を占めている。また、アフリカへの出願も一定

数存在している。 

2017 年時点に注目すると、ドイツについては

29.7％がアジア、28.8％が米国を含む北米・中南米、

39.3％が欧州に出願されている。 

フランスについてはアジアが 24.8％、米国を含む

北米・中南米が 29.2％であり、42.0％が欧州に出願

されている。 
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（（GG））韓韓国国  

注：  
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術
政策研究所が集計。  
参照：表 4-2-11 

 

(3)世界における主要国の技術分野バランス 

図表 4-2-12 では、世界における主要国の技術
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2008年と 2016-2018年、整数カウント法）を作成し、
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21.9％、電気工学は 14.7％である。韓国について
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界シェアの 10％を超えている。 
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北米・中南米が 29.2％であり、42.0％が欧州に出願

されている。 

その他

輸送用機

器

機械工学

バイオテク

ノロジー・

医薬品

化学

バイオ・医

療機器

一般機器

情報通信

技術

電気工学

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1986 90 94 98 02 06 10 14 2018

韓
国
の
技
術
分
野
別
パ
テ
ン
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
数
割
合

年 第
４
章　
　
　

研
究
開
発
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

157



第 4 章 研究開発のアウトプット 

- 156 - 

英国については 25.1％がアジア、38.3％が米国

を含む北米・中南米、32.6％が欧州に出願されてい

る。これらの国についてアジアにおける出願先をみ

ると、日本の比率が相対的に下がり、中国や韓国の

比率が上がっている。米国とおなじく、アフリカへの

出願も一定数存在している。 

中国からの出願は 1980 年代後半時点では、欧

州への出願が約半数を占めており、それにアジア、

米国がつづいていた。その後、米国への出願の割

合が大幅に増加する一方で、欧州への出願の割合

は減少している。2017 年時点では 49.4％が米国を

含む北米・中南米、21.5％がアジア、22.4％が欧州

特許庁となっている。 

韓国からの出願は 1986 年時点では、欧州が約 4

割、アジアが約 3 割、米国が約 2 割を占めていた。

その後、米国への出願の割合が大幅に増加し、

2017年時点では 48.7％が米国を含む北米・中南米、

34.6％がアジアとなっている。アジアにおける出願

先をみると、日本の比率が相対的に下がり、中国の

比率が上がっている。 

【【図図表表 44--22--1122】】  主主要要国国のの技技術術分分野野毎毎ののパパテテンントトフファァミミリリーー数数シシェェアアのの比比較較  

((％％、、22000066--22000088 年年とと 22001166--22001188 年年、、整整数数カカウウンントト法法))  
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資料：
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)
を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。
参照：表 4-2-12 
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【【図図表表 44--22--1133】】  主主要要国国ににおおけけるるパパテテンントトフファァミミリリーーのの出出願願先先

（（AA））日日本本  

（（CC））ドドイツツ  

（（EE））英英国国  

（（GG））韓韓国国  

（（BB））米米国国  

（（DD））フフラランンスス  

（（FF））中中国国  

 
 
 
 
注： 
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術
政策研究所が集計。  
参照：表 4-2-13
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英国については 25.1％がアジア、38.3％が米国

を含む北米・中南米、32.6％が欧州に出願されてい

る。これらの国についてアジアにおける出願先をみ

ると、日本の比率が相対的に下がり、中国や韓国の

比率が上がっている。米国とおなじく、アフリカへの

出願も一定数存在している。 

中国からの出願は 1980 年代後半時点では、欧

州への出願が約半数を占めており、それにアジア、

米国がつづいていた。その後、米国への出願の割

合が大幅に増加する一方で、欧州への出願の割合

は減少している。2017 年時点では 49.4％が米国を

含む北米・中南米、21.5％がアジア、22.4％が欧州

特許庁となっている。 

韓国からの出願は 1986 年時点では、欧州が約 4

割、アジアが約 3 割、米国が約 2 割を占めていた。

その後、米国への出願の割合が大幅に増加し、

2017年時点では 48.7％が米国を含む北米・中南米、

34.6％がアジアとなっている。アジアにおける出願

先をみると、日本の比率が相対的に下がり、中国の

比率が上がっている。 

【【図図表表 44--22--1122】】  主主要要国国のの技技術術分分野野毎毎ののパパテテンントトフファァミミリリーー数数シシェェアアのの比比較較  

((％％、、22000066--22000088 年年とと 22001166--22001188 年年、、整整数数カカウウンントト法法))  
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注： 
パテントファミリーの分析方法については、テク
ニカルノートを参照。
資料：
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)
を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。
参照：表 4-2-12 
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【【図図表表 44--22--1133】】  主主要要国国ににおおけけるるパパテテンントトフファァミミリリーーのの出出願願先先

（（AA））日日本本  

（（CC））ドドイツツ  

（（EE））英英国国  

（（GG））韓韓国国  

（（BB））米米国国  

（（DD））フフラランンスス  

（（FF））中中国国  

 
 
 
 
注： 
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術
政策研究所が集計。  
参照：表 4-2-13
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ココララムム：：3355 技技術術分分類類をを用用いいたたパパテテンントトフファァミミリリーー分分析析  
 

1. はじめに 

本編では主要国の特許出願の技術分野特性を

分析する際に、WIPO が公表している 35 技術分類

を 9 分野にまとめた技術分野を用いている。この 9

技術分野は、大まかな技術分野特性を理解する際

には良いが、半導体等の詳細な状況を知りたい場

合は、より細かな分類による分析が必要となる。また、

2 か国以上に出願されているパテントファミリーは、

発明者や出願人が居住国以外での権利化を目指

していることから、単国出願よりも価値が高い発明と

考えられるが、その中でも価値を考慮した分析の必

要性も高まっている。 

そこで、本コラムでは、35 技術分類を対象に日本、

米国、中国の世界シェアの分析を行う。また、パテ

ントファミリーの価値の代理指標として他のパテント

ファミリーからの被引用数に注目し[1]、被引用数が

高いパテントファミリーにおける各国の分析を行う。 
 

2. 被引用数が高いパテントファミリーの決定 

被引用数が高いパテントファミリーについては、

(1)出願年・35 技術分類ごとに、平均被引用数を求

め、(2)その平均引用数で規格化した被引用数（規

格化被引用数）が、(3)各出願年で上位 10％以内の

ものを対象とする。一つのパテントファミリーに複数

の技術分野が付与されている場合は、規格化被引

用数の平均値を、そのパテントファミリーの規格化

被引用数とする。被引用数については、パテントフ

ァミリー間の引用をカウントしている。 
 

3. パテントファミリー数シェア 

図表 4-2-14(A)(a)は、パテントファミリー数シェア

(2006-2008年平均)である。19技術分類で日本、14

技術分類で米国が世界 1 位となっている。ここでは

示していないが、「工作機械」、「機械構成部品」で

はドイツのシェアが一番高い。図表 4-2-14(A)(b)は、

パテントファミリー数シェア(2016-2018 年平均)であ

る。20 技術分類で日本、14 技術分類で米国が世界

1 位となっている。中国についても世界シェアを着

実に増加させており、「デジタル通信」では世界 1 位

となっている。

4. Top10％パテントファミリー数シェア 

図表 4-2-14(B)(a)は、Top10％パテントファミリー

数シェア(2006-2008 年平均)である。35 技術分類の

6 技術分類で日本、29 技術分類で米国が世界 1 位

となっている。日本が 1 位であるのは、「電気機械器

具、エネルギー」、「AV 機器」、「半導体」、「光学」、

「織物および抄紙機」、「輸送」である。「光学」につ

いてはシェアが 50％を越えている。 

図表 4-2-14(B)(b)は、パテントファミリー数シェア

(2016-2018 年平均)である。35 技術分類の 7 技術

分類で日本、27 技術分類で米国が世界 1 位となっ

ている。ここでは示していないが、「半導体」では韓

国のシェアが一番高い。日本が 1 位であるのは、

「電気機械器具、エネルギー」、「光学」、「材料、冶

金」、「表面技術、コーティング」、「高分子化学、ポリ

マー」、「工作機械」、「織物および抄紙機」である。 

中国についても世界シェアを着実に増加させて

いるが、世界 1 位となっている技術分類は無い。た

だし、「デジタル通信」、「他の消費財」では世界 2位

であり、米国の 4～5 割の世界シェアを持つ。 
 

5. まとめ 

本編の分析においては、日本のパテントファミリ

ーは「電気工学」、「一般機器」で相対的に高いこと

を指摘した。35技術分類でみると、「電気工学」にお

いては、特に「光学」のシェアが高いことなど技術分

野ごとの細かい特性が把握された。また、被引用数

が高いパテントファミリーにおいては、2016-2018 年

平均では米国が多数の技術分類でシェアが 1 位で

あり、それに日本が続いていることが明らかになった。

被引用数が高いパテントファミリーにおいて中国の

存在感は、それほど高くないが、シェアは着実に増

加傾向である。被引用数を質の代理変数として用

いることについては議論があるが、平均的には他の

技術への影響度を示しているとされており、中国の

影響度が着実に増加しているといえる。 

（伊神 正貫） 

[1] OECD Patent Statistics Manual, OECD (2009) 
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【【図図表表 44--22--1144】】  3355 技技術術分分類類をを用用いいたたパパテテンントトフファァミミリリーー分分析析  

 
((AA))パパテテンントトフファァミミリリーー数数世世界界シシェェアア  

 
  ((aa))  22000066--22000088 年年平平均均  ((bb))  22001166--22001188 年年平平均均  

 

 

 
 

((BB))TToopp1100％％パパテテンントトフファァミミリリーー数数世世界界シシェェアア  

 
  ((aa))  22000066--22000088 年年平平均均  ((bb))  22001166--22001188 年年平平均均  

 

 
 
注： 
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。なお、Top10%パテントファミリー数の決定には、欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バ
ージョン)に含まれる tls228_docdb_fam_citn テーブルを用いた。被引用数については、パテントファミリー間の引用をカウントしている。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-2-14  
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ココララムム：：3355 技技術術分分類類をを用用いいたたパパテテンントトフファァミミリリーー分分析析  
 

1. はじめに 

本編では主要国の特許出願の技術分野特性を

分析する際に、WIPO が公表している 35 技術分類

を 9 分野にまとめた技術分野を用いている。この 9

技術分野は、大まかな技術分野特性を理解する際

には良いが、半導体等の詳細な状況を知りたい場

合は、より細かな分類による分析が必要となる。また、

2 か国以上に出願されているパテントファミリーは、

発明者や出願人が居住国以外での権利化を目指

していることから、単国出願よりも価値が高い発明と

考えられるが、その中でも価値を考慮した分析の必

要性も高まっている。 

そこで、本コラムでは、35 技術分類を対象に日本、

米国、中国の世界シェアの分析を行う。また、パテ

ントファミリーの価値の代理指標として他のパテント

ファミリーからの被引用数に注目し[1]、被引用数が

高いパテントファミリーにおける各国の分析を行う。 
 

2. 被引用数が高いパテントファミリーの決定 

被引用数が高いパテントファミリーについては、

(1)出願年・35 技術分類ごとに、平均被引用数を求

め、(2)その平均引用数で規格化した被引用数（規

格化被引用数）が、(3)各出願年で上位 10％以内の

ものを対象とする。一つのパテントファミリーに複数

の技術分野が付与されている場合は、規格化被引

用数の平均値を、そのパテントファミリーの規格化

被引用数とする。被引用数については、パテントフ

ァミリー間の引用をカウントしている。 
 

3. パテントファミリー数シェア 

図表 4-2-14(A)(a)は、パテントファミリー数シェア

(2006-2008年平均)である。19技術分類で日本、14

技術分類で米国が世界 1 位となっている。ここでは

示していないが、「工作機械」、「機械構成部品」で

はドイツのシェアが一番高い。図表 4-2-14(A)(b)は、

パテントファミリー数シェア(2016-2018 年平均)であ

る。20 技術分類で日本、14 技術分類で米国が世界

1 位となっている。中国についても世界シェアを着

実に増加させており、「デジタル通信」では世界 1 位

となっている。

4. Top10％パテントファミリー数シェア 

図表 4-2-14(B)(a)は、Top10％パテントファミリー

数シェア(2006-2008 年平均)である。35 技術分類の

6 技術分類で日本、29 技術分類で米国が世界 1 位

となっている。日本が 1 位であるのは、「電気機械器

具、エネルギー」、「AV 機器」、「半導体」、「光学」、

「織物および抄紙機」、「輸送」である。「光学」につ

いてはシェアが 50％を越えている。 

図表 4-2-14(B)(b)は、パテントファミリー数シェア

(2016-2018 年平均)である。35 技術分類の 7 技術

分類で日本、27 技術分類で米国が世界 1 位となっ

ている。ここでは示していないが、「半導体」では韓

国のシェアが一番高い。日本が 1 位であるのは、

「電気機械器具、エネルギー」、「光学」、「材料、冶

金」、「表面技術、コーティング」、「高分子化学、ポリ

マー」、「工作機械」、「織物および抄紙機」である。 

中国についても世界シェアを着実に増加させて

いるが、世界 1 位となっている技術分類は無い。た

だし、「デジタル通信」、「他の消費財」では世界 2位

であり、米国の 4～5 割の世界シェアを持つ。 
 

5. まとめ 

本編の分析においては、日本のパテントファミリ

ーは「電気工学」、「一般機器」で相対的に高いこと

を指摘した。35技術分類でみると、「電気工学」にお

いては、特に「光学」のシェアが高いことなど技術分

野ごとの細かい特性が把握された。また、被引用数

が高いパテントファミリーにおいては、2016-2018 年

平均では米国が多数の技術分類でシェアが 1 位で

あり、それに日本が続いていることが明らかになった。

被引用数が高いパテントファミリーにおいて中国の

存在感は、それほど高くないが、シェアは着実に増

加傾向である。被引用数を質の代理変数として用

いることについては議論があるが、平均的には他の

技術への影響度を示しているとされており、中国の

影響度が着実に増加しているといえる。 

（伊神 正貫） 

[1] OECD Patent Statistics Manual, OECD (2009) 
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【【図図表表 44--22--1144】】  3355 技技術術分分類類をを用用いいたたパパテテンントトフファァミミリリーー分分析析  

 
((AA))パパテテンントトフファァミミリリーー数数世世界界シシェェアア  

 
  ((aa))  22000066--22000088 年年平平均均  ((bb))  22001166--22001188 年年平平均均  

 

 

 
 

((BB))TToopp1100％％パパテテンントトフファァミミリリーー数数世世界界シシェェアア  

 
  ((aa))  22000066--22000088 年年平平均均  ((bb))  22001166--22001188 年年平平均均  

 

 
 
注： 
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。なお、Top10%パテントファミリー数の決定には、欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バ
ージョン)に含まれる tls228_docdb_fam_citn テーブルを用いた。被引用数については、パテントファミリー間の引用をカウントしている。 
資料： 
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
参照：表 4-2-14  
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44..33 科科学学とと技技術術ののつつななががりり：：ササイイエエンンススリリンンケケーージジ  

 
ポポイインントト  

○日本は論文を引用しているパテントファミリー数は米国に次いで多く、パテントファミリーに引用されてい

る論文数は、米国、英国、ドイツに次いで多い。 

○日本のパテントファミリーから論文への引用の 26.7％が日本の論文に対するものである。日本のパテント

ファミリーが最も引用しているのは米国の論文(41.7％)である。いずれの主要国においても、各国のパテ

ントファミリーが最も引用しているのは米国の論文である。 

○日本は、「電気工学」、「一般機器」、「機械工学」のパテントファミリー数の割合が世界全体の割合と比べ

て高いが、これらの技術分野で論文を引用しているパテントファミリー数の割合は、他国と比較して低い。 

○日本の論文で自国のパテントファミリーに多く引用されている分野は「物理学(47.0％)」と「材料科学

(39.0％)」である。他方、「臨床医学(12.9％)」、「環境・地球科学(13.2％)」、「基礎生命科学(13.3％)」は自

国のパテントファミリーから引用されている割合は相対的に低い。 

 
(1)パテントファミリーと論文の引用関係に注

目した分析 

科学と技術のつながり(サイエンスリンケージ)を

見るために、パテントファミリーに記述されている

論文の情報を用いて分析を行った。パテントファミ

リーと論文の引用関係についてのイメージを図表

4-3-1 に示す。 

  

【【図図表表 44--33--11】】  科科学学とと技技術術ののつつななががりり（（ササイイエエンン

ススリリンンケケーージジ））のの概概念念図図  

 
注： 
論文とパテントファミリーの間を結ぶ線は引用関係を示す。 

 

この節では、論文を引用しているパテントファミ

リー数 1やパテントファミリーに引用されている論文

 
1 図表 4-3-1 で見た場合、論文を引用しているパテントファミリー数は

日本の場合は 2 件、米国の場合は 1 件と数える。 

2 図表 4-3-1 で見た場合、パテントファミリーに引用されている論文数

は日本の場合は 2 件、米国、英国、ドイツの場合は 1 件と数える。 

数 2を各国・地域で集計した結果を示す。また、ど

の国の科学と、どの国の技術がつながっているの

かを分析する。さらに、技術分野ごとの論文を引

用しているパテントファミリーの割合や、論文分野

と技術分野のつながり等について分析する。 

なお、ここではパテントファミリーは 2011～2018

年（ファミリーを構成する出願の中で最も早い出願

年）を、論文は 1981 年～2018 年（出版年）を対象

として分析を行っている。 

 

(2)論文を引用しているパテントファミリー数と

パテントファミリーに引用されている論文数 

図表 4-3-2 には、(A)論文を引用している国・地

域ごとのパテントファミリー数と、(B)各国・地域の

パテントファミリー数に占める論文を引用している

パテントファミリー数の割合を示す。 

日本は論文を引用しているパテントファミリー数

が米国に次いで多い。ただし、日本のパテントファ

ミリー数に占める論文を引用しているパテントファ

ミリー数割合(図表 4-3-2 中の(B))は 6.6％であり、

他国と比べて低い。この要因として、以下の2つが

考えられる。まず、使用したサイエンスリンケージ

のデータベースには日本特許庁が含まれていな

いため過小評価となっている可能性がある 3。次に、

3 本項目で用いたサイエンスリンケージのデータベースには主に

USTPO（米国特許商標庁）、EPO（欧州特許庁）、WIPO（世界知的所有

権機関）への出願中の論文への引用情報が含まれる。また、科学技術

指標 2022 から論文とパテントファミリー（特許）のマッチングの精度向上

著者の所属国

日本

米国

論文1

発明者の所属国

日本

パテントファミリー1

発明者の所属国

パテントファミリー2

日本

米国

著者の所属国

論文2

日本

英国

ドイツ

分野：化学

分野：基礎生命科学

技術分野：化学

技術分野：バイオテク・医薬品
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この割合については、各国・地域のパテントファミ

リーの技術分野バランスも関係しており、論文を引

用しやすい技術分野のパテントファミリー数の多さ

が関係している可能性がある。 

【【図図表表 44--33--22】】  論論文文をを引引用用ししてていいるるパパテテンントトフファァ

ミミリリーー数数：：上上位位 2255 かか国国・・地地域域

注： 
1) サイエンスリンケージデータベース(Derwent Innovation Index(2023

年 3 月抽出))には日本特許庁は対象に含まれていないので、論文
を引用している日本のパテントファミリー数は過小評価となっている
可能性がある。

2) オーストラリア特許庁をパテントファミリーの集計対象から除いてい
るので、オーストラリアの出願数は過小評価となっている。

3) パテントファミリーからの引用が、発明者、審査官のいずれによるも
のかの区別はしていない。

4) 整数カウント法を使用した。
5) 論文は 1981-2018 年、特許は 2011-2018 年を対象とした。
資料：
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)、クラリベイト社 Web of
Science XML(SCIE, 2022 年末バージョン)、クラリベイト社 Derwent
Innovation Index(2023 年 3 月抽出)を基に、科学技術・学術政策研究
所が集計。
参照：表 4-3-2

図表 4-3-3 には、(C)パテントファミリーに引用さ

れている国・地域ごとの論文数と、(D)各国・地域

の論文数に占めるパテントファミリーに引用されて

いる論文数の割合を示す。 

日本はパテントファミリーに引用されている論文

数が米国、英国、ドイツに次いで多い。また、論文

数に占めるパテントファミリーに引用されている論

文数割合(図表 4-3-3 中の(D))は、25 か国中 14

位の 3.2％であり、ここに示した 25 か国・地域の平

のため、特許文献の種別まで考慮するようにした。このため、科学技術

指標 2021 までの結果と比べると「論文を引用しているパテントファミリー

均程度である。他国に注目すると、シンガポール、

スイス、米国、オランダ、ベルギーが上位 5 に入っ

ている。 

【【図図表表 44--33--33】】  パパテテンントトフファァミミリリーーにに引引用用さされれてていい

るる論論文文数数：：上上位位 2255 かか国国・・地地域域  

注及び資料： 
図表 4-3-2 と同じ。 
参照：表 4-3-3 

(3)主要国間の科学と技術のつながり

次に、どの国の科学と、どの国の技術がつなが

っているのかについて、図表 4-3-4 に示す。ここ

では、主要国を対象に、各国間のつながり(図表

4-3-1 の線で示す国のペア数)を集計することで、

知識の広がりをみる。 

日本のパテントファミリーから論文への引用の

26.7％が日本の論文に対するものである。しかし、

日本のパテントファミリーが最も引用しているのは

米国の論文(41.7％)である。いずれの主要国にお

いても、各国のパテントファミリーが最も引用して

いるのは米国の論文である。米国において自国の

次に多く引用しているのは英国の論文である

(10.4％)。 

中国のパテントファミリーでは自国の論文を引

用している割合が、他の主要国に比べて低い傾

向がみられる(10.2％)。 

数」などの実数が変化しているが、分析から得られる傾向には大きな変

化は無いことを確認している。 

数 シェア 順位
米国 96,906 30.7 1 22.6 10
日本 33,731 10.7 2 6.6 24
ドイツ 26,995 8.6 3 12.2 21
中国 18,456 5.8 4 9.7 22
フランス 17,614 5.6 5 19.8 16
英国 15,538 4.9 6 22.4 13
韓国 14,959 4.7 7 8.4 23
カナダ 9,126 2.9 8 21.3 15
オランダ 8,538 2.7 9 24.8 5
スイス 7,543 2.4 10 24.2 8
インド 6,962 2.2 11 22.5 12
イタリア 5,617 1.8 12 14.0 19
台湾 5,449 1.7 13 6.1 25
スウェーデン 4,557 1.4 14 16.5 18
ベルギー 4,418 1.4 15 25.9 4
イスラエル 4,179 1.3 16 24.2 7
スペイン 3,689 1.2 17 24.8 6
オーストラリア 3,293 1.0 18 26.7 2
デンマーク 2,855 0.9 19 23.8 9
オーストリア 2,845 0.9 20 13.8 20
フィンランド 2,329 0.7 21 16.9 17
シンガポール 2,249 0.7 22 26.3 3
ロシア 1,688 0.5 23 21.8 14
サウジアラビア 1,146 0.4 24 42.4 1
アイルランド 1,131 0.4 25 22.5 11

2011-2018年(合計値)
(A)論文を引用しているパテントファミリー数 (B)パテントファ

ミリー数に占
める(A)の割合

(B)の
順位国・地域名

整数カウント

数 シェア 順位
米国 414,239 34.3 1 4.5 3
英国 83,695 6.9 2 3.4 11
ドイツ 82,269 6.8 3 3.4 12
日本 74,203 6.1 4 3.2 14
中国 62,593 5.2 5 2.0 21
フランス 53,384 4.4 6 3.0 16
カナダ 45,337 3.8 7 3.3 13
イタリア 37,713 3.1 8 2.9 17
オランダ 31,654 2.6 9 4.2 4
韓国 26,928 2.2 10 3.5 10
オーストラリア 26,330 2.2 11 2.8 19
スイス 25,875 2.1 12 4.5 2
スペイン 24,615 2.0 13 2.6 20
スウェーデン 20,717 1.7 14 3.7 8
ベルギー 16,552 1.4 15 4.0 5
インド 14,668 1.2 16 1.4 23
台湾 12,772 1.1 17 2.9 18
イスラエル 12,699 1.1 18 3.9 6
デンマーク 12,375 1.0 19 3.8 7
オーストリア 10,369 0.9 20 3.6 9
ブラジル 8,389 0.7 21 1.3 24
シンガポール 8,382 0.7 22 4.7 1
フィンランド 8,362 0.7 23 3.2 15
ポーランド 6,891 0.6 24 1.4 22
ロシア 6,590 0.5 25 0.6 25

1981-2018年(合計値)
(C)パテントファミリーに引用されている論文数 (D)論文数に

占める(C)の
割合

(D)の
順位国・地域名

整数カウント
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44..33 科科学学とと技技術術ののつつななががりり：：ササイイエエンンススリリンンケケーージジ  

 
ポポイインントト  

○日本は論文を引用しているパテントファミリー数は米国に次いで多く、パテントファミリーに引用されてい

る論文数は、米国、英国、ドイツに次いで多い。 

○日本のパテントファミリーから論文への引用の 26.7％が日本の論文に対するものである。日本のパテント

ファミリーが最も引用しているのは米国の論文(41.7％)である。いずれの主要国においても、各国のパテ

ントファミリーが最も引用しているのは米国の論文である。 

○日本は、「電気工学」、「一般機器」、「機械工学」のパテントファミリー数の割合が世界全体の割合と比べ

て高いが、これらの技術分野で論文を引用しているパテントファミリー数の割合は、他国と比較して低い。 

○日本の論文で自国のパテントファミリーに多く引用されている分野は「物理学(47.0％)」と「材料科学

(39.0％)」である。他方、「臨床医学(12.9％)」、「環境・地球科学(13.2％)」、「基礎生命科学(13.3％)」は自

国のパテントファミリーから引用されている割合は相対的に低い。 

 
(1)パテントファミリーと論文の引用関係に注

目した分析 

科学と技術のつながり(サイエンスリンケージ)を

見るために、パテントファミリーに記述されている

論文の情報を用いて分析を行った。パテントファミ

リーと論文の引用関係についてのイメージを図表

4-3-1 に示す。 

  

【【図図表表 44--33--11】】  科科学学とと技技術術ののつつななががりり（（ササイイエエンン

ススリリンンケケーージジ））のの概概念念図図  

 
注： 
論文とパテントファミリーの間を結ぶ線は引用関係を示す。 

 

この節では、論文を引用しているパテントファミ

リー数 1やパテントファミリーに引用されている論文

 
1 図表 4-3-1 で見た場合、論文を引用しているパテントファミリー数は

日本の場合は 2 件、米国の場合は 1 件と数える。 

2 図表 4-3-1 で見た場合、パテントファミリーに引用されている論文数

は日本の場合は 2 件、米国、英国、ドイツの場合は 1 件と数える。 

数 2を各国・地域で集計した結果を示す。また、ど

の国の科学と、どの国の技術がつながっているの

かを分析する。さらに、技術分野ごとの論文を引

用しているパテントファミリーの割合や、論文分野

と技術分野のつながり等について分析する。 

なお、ここではパテントファミリーは 2011～2018

年（ファミリーを構成する出願の中で最も早い出願

年）を、論文は 1981 年～2018 年（出版年）を対象

として分析を行っている。 

 

(2)論文を引用しているパテントファミリー数と

パテントファミリーに引用されている論文数 

図表 4-3-2 には、(A)論文を引用している国・地

域ごとのパテントファミリー数と、(B)各国・地域の

パテントファミリー数に占める論文を引用している

パテントファミリー数の割合を示す。 

日本は論文を引用しているパテントファミリー数

が米国に次いで多い。ただし、日本のパテントファ

ミリー数に占める論文を引用しているパテントファ

ミリー数割合(図表 4-3-2 中の(B))は 6.6％であり、

他国と比べて低い。この要因として、以下の2つが

考えられる。まず、使用したサイエンスリンケージ

のデータベースには日本特許庁が含まれていな

いため過小評価となっている可能性がある 3。次に、

3 本項目で用いたサイエンスリンケージのデータベースには主に

USTPO（米国特許商標庁）、EPO（欧州特許庁）、WIPO（世界知的所有

権機関）への出願中の論文への引用情報が含まれる。また、科学技術

指標 2022 から論文とパテントファミリー（特許）のマッチングの精度向上

著者の所属国

日本

米国

論文1

発明者の所属国

日本

パテントファミリー1

発明者の所属国

パテントファミリー2

日本

米国

著者の所属国

論文2

日本

英国

ドイツ

分野：化学

分野：基礎生命科学

技術分野：化学

技術分野：バイオテク・医薬品
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この割合については、各国・地域のパテントファミ

リーの技術分野バランスも関係しており、論文を引

用しやすい技術分野のパテントファミリー数の多さ

が関係している可能性がある。 

【【図図表表 44--33--22】】  論論文文をを引引用用ししてていいるるパパテテンントトフファァ

ミミリリーー数数：：上上位位 2255 かか国国・・地地域域

注： 
1) サイエンスリンケージデータベース(Derwent Innovation Index(2023

年 3 月抽出))には日本特許庁は対象に含まれていないので、論文
を引用している日本のパテントファミリー数は過小評価となっている
可能性がある。

2) オーストラリア特許庁をパテントファミリーの集計対象から除いてい
るので、オーストラリアの出願数は過小評価となっている。

3) パテントファミリーからの引用が、発明者、審査官のいずれによるも
のかの区別はしていない。

4) 整数カウント法を使用した。
5) 論文は 1981-2018 年、特許は 2011-2018 年を対象とした。
資料：
欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)、クラリベイト社 Web of
Science XML(SCIE, 2022 年末バージョン)、クラリベイト社 Derwent
Innovation Index(2023 年 3 月抽出)を基に、科学技術・学術政策研究
所が集計。
参照：表 4-3-2

図表 4-3-3 には、(C)パテントファミリーに引用さ

れている国・地域ごとの論文数と、(D)各国・地域

の論文数に占めるパテントファミリーに引用されて

いる論文数の割合を示す。 

日本はパテントファミリーに引用されている論文

数が米国、英国、ドイツに次いで多い。また、論文

数に占めるパテントファミリーに引用されている論

文数割合(図表 4-3-3 中の(D))は、25 か国中 14

位の 3.2％であり、ここに示した 25 か国・地域の平

のため、特許文献の種別まで考慮するようにした。このため、科学技術

指標 2021 までの結果と比べると「論文を引用しているパテントファミリー

均程度である。他国に注目すると、シンガポール、

スイス、米国、オランダ、ベルギーが上位 5 に入っ

ている。 

【【図図表表 44--33--33】】  パパテテンントトフファァミミリリーーにに引引用用さされれてていい

るる論論文文数数：：上上位位 2255 かか国国・・地地域域  

注及び資料： 
図表 4-3-2 と同じ。 
参照：表 4-3-3 

(3)主要国間の科学と技術のつながり

次に、どの国の科学と、どの国の技術がつなが

っているのかについて、図表 4-3-4 に示す。ここ

では、主要国を対象に、各国間のつながり(図表

4-3-1 の線で示す国のペア数)を集計することで、

知識の広がりをみる。 

日本のパテントファミリーから論文への引用の

26.7％が日本の論文に対するものである。しかし、

日本のパテントファミリーが最も引用しているのは

米国の論文(41.7％)である。いずれの主要国にお

いても、各国のパテントファミリーが最も引用して

いるのは米国の論文である。米国において自国の

次に多く引用しているのは英国の論文である

(10.4％)。 

中国のパテントファミリーでは自国の論文を引

用している割合が、他の主要国に比べて低い傾

向がみられる(10.2％)。 

数」などの実数が変化しているが、分析から得られる傾向には大きな変

化は無いことを確認している。 

数 シェア 順位
米国 96,906 30.7 1 22.6 10
日本 33,731 10.7 2 6.6 24
ドイツ 26,995 8.6 3 12.2 21
中国 18,456 5.8 4 9.7 22
フランス 17,614 5.6 5 19.8 16
英国 15,538 4.9 6 22.4 13
韓国 14,959 4.7 7 8.4 23
カナダ 9,126 2.9 8 21.3 15
オランダ 8,538 2.7 9 24.8 5
スイス 7,543 2.4 10 24.2 8
インド 6,962 2.2 11 22.5 12
イタリア 5,617 1.8 12 14.0 19
台湾 5,449 1.7 13 6.1 25
スウェーデン 4,557 1.4 14 16.5 18
ベルギー 4,418 1.4 15 25.9 4
イスラエル 4,179 1.3 16 24.2 7
スペイン 3,689 1.2 17 24.8 6
オーストラリア 3,293 1.0 18 26.7 2
デンマーク 2,855 0.9 19 23.8 9
オーストリア 2,845 0.9 20 13.8 20
フィンランド 2,329 0.7 21 16.9 17
シンガポール 2,249 0.7 22 26.3 3
ロシア 1,688 0.5 23 21.8 14
サウジアラビア 1,146 0.4 24 42.4 1
アイルランド 1,131 0.4 25 22.5 11

2011-2018年(合計値)
(A)論文を引用しているパテントファミリー数 (B)パテントファ

ミリー数に占
める(A)の割合

(B)の
順位国・地域名

整数カウント

数 シェア 順位
米国 414,239 34.3 1 4.5 3
英国 83,695 6.9 2 3.4 11
ドイツ 82,269 6.8 3 3.4 12
日本 74,203 6.1 4 3.2 14
中国 62,593 5.2 5 2.0 21
フランス 53,384 4.4 6 3.0 16
カナダ 45,337 3.8 7 3.3 13
イタリア 37,713 3.1 8 2.9 17
オランダ 31,654 2.6 9 4.2 4
韓国 26,928 2.2 10 3.5 10
オーストラリア 26,330 2.2 11 2.8 19
スイス 25,875 2.1 12 4.5 2
スペイン 24,615 2.0 13 2.6 20
スウェーデン 20,717 1.7 14 3.7 8
ベルギー 16,552 1.4 15 4.0 5
インド 14,668 1.2 16 1.4 23
台湾 12,772 1.1 17 2.9 18
イスラエル 12,699 1.1 18 3.9 6
デンマーク 12,375 1.0 19 3.8 7
オーストリア 10,369 0.9 20 3.6 9
ブラジル 8,389 0.7 21 1.3 24
シンガポール 8,382 0.7 22 4.7 1
フィンランド 8,362 0.7 23 3.2 15
ポーランド 6,891 0.6 24 1.4 22
ロシア 6,590 0.5 25 0.6 25

1981-2018年(合計値)
(C)パテントファミリーに引用されている論文数 (D)論文数に

占める(C)の
割合

(D)の
順位国・地域名

整数カウント
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【【図図表表 44--33--44】】  主主要要国国間間のの科科学学とと技技術術ののつつななががりり  

注及び資料： 
図表 4-3-2 と同じ。 
参照：表 4-3-4 
 

 
(4)技術分野別に見た論文を引用しているパ

テントファミリー数割合 

主要国を対象に、論文を引用しているパテント

ファミリー数の割合を技術分野ごとに集計した結

果を図表 4-3-5 に示す。ここでは各国における

「バイオテクノロジー・医薬品」が 1 となるように正

規化した値を示している。 

論文を引用しているパテントファミリーの割合が

最も高い技術分野は、いずれの国においても「バ

イオテクノロジー・医薬品」であり、「化学」がそれ

につづく。これらの技術分野は、論文の知識に注

目し取り入れている分野であるといえる。他方、論

文を引用しているパテントファミリー数の割合が低

い技術分野は、「輸送用機器」、「その他」、「機械

工学」である。 

日本は図表 4-2-11 で見たように、「電気工学」、

「一般機器」、「機械工学」のパテントファミリー数

の割合が世界全体の割合と比べて高い。これらの

技術分野では、「バイオテクノロジー・医薬品」と比

べて論文を引用する度合いが小さいのに加えて、

同じ技術分野内でも論文を引用しているパテント

ファミリー数割合が欧米と比較して低い傾向があ

る。このことから、日本は技術分野のバランス、

個々の技術分野における論文の知識の利用の両

面で、科学と技術のつながりが構造的に小さくな

っている可能性がある。 

 
【【図図表表 44--33--55】】  技技術術分分野野別別論論文文をを引引用用ししてていいるる

パパテテンントトフファァミミリリーー数数割割合合((指指数数化化しし

たた値値))  

 
注： 
全パテントファミリー数(2011～2018 年の合計値)に占める論文を引用
しているパテントファミリー数(2011～2018 年の合計値)の割合を集計
し、各国におけるバイオテクノロジー・医薬品が 1 となるように正規化し
た。左記以外の注は図表 4-3-2 と同じ。 
資料： 
図表 4-3-2 と同じ。 
参照：表 4-3-5 

2266..77
4411..77

1100..44

6622..33

5522..11
1177..00

5500..33

5533..33

5544..99

4488..00

2211..00
4499..33

88..55

6655..22

77..66

5544..66
1166..88

5544..22

5577..55

4477..33

5533..00

単単位位（（％％））

1133..77

88..77

1100..22

技術分野 日本 米国 ドイツ フランス 英国 中国 韓国

バイオテクノロ
ジー・医薬品 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

化学 0.42 0.51 0.39 0.49 0.50 0.49 0.46

バイオ・
医療機器

0.35 0.39 0.34 0.40 0.33 0.29 0.32

一般機器 0.17 0.33 0.25 0.35 0.36 0.14 0.16

情報通信技術 0.17 0.22 0.25 0.28 0.22 0.12 0.11

電気工学 0.16 0.23 0.15 0.23 0.25 0.12 0.14

機械工学 0.05 0.11 0.04 0.07 0.08 0.07 0.07

その他 0.03 0.07 0.02 0.04 0.05 0.02 0.02

輸送用機器 0.03 0.06 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03
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(5)論文分野と技術分野のつながり 

図表 4-3-6 には、世界においてどの論文分野

がどの技術分野とつながっているのかを示す。 

パテントファミリーに多く引用されている論文分

野は、「基礎生命科学」、「臨床医学」、「化学」で

ある。また、これらの分野の論文を多く引用してい

る技術分野は、「バイオテクノロジー・医薬品」、

「化学」、「バイオ・医療機器」であることが分かる。 
 

【【図図表表 44--33--66】】  世世界界ににおおけけるる論論文文分分野野とと技技術術分分野野ののつつななががりり  

 
注及び資料： 
図表 4-3-2 と同じ。 
参照：表 4-3-6 

 
(6)日本の論文と主要国のパテントファミリー

のつながり 

日本の各分野の論文がどの国のパテントファミ

リーに引用されているのかについて、主要国から

引用されている割合を示す（図表 4-3-7)。 

日本の論文で自国のパテントファミリーに多く引

用されている分野は「物理学(47.0％)」と「材料科

学(39.0％)」である。他方、「臨床医学(12.9％)」、

「環境・地球科学 (13.2％ )」、「基礎生命科学

(13.3％)」は自国のパテントファミリーから引用され

ている割合は相対的に低い。 

日本は「臨床医学」の論文数は増加傾向にある

が(図表 4-1-9)、日本では、それを最も引用する

パテントファミリーの技術分野である「バイオテクノ

ロジー・医薬品」の割合は低いことから(図表 4-2-

11、図表 4-3-6)、現状では日本の科学知識が日

本の技術に十分に活用されていない可能性があ

る。 

  

【【図図表表 44--33--77】】  日日本本のの論論文文とと主主要要国国ののパパテテンントト

フファァミミリリーーののつつななががりり  

注及び資料： 
図表 4-3-2 と同じ。 
参照：表 4-3-7 

2244..77
2233..77

1199..99
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2211..11
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3311..00

6622..77

2233..55

4488..44
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1122..11
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3344..33
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2277..44
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5577..11

2299..00

4411..33

2222..00

2211..11

4477..11

単単位位（（％％））

1166..44

1144..00

1155..00

24.8 
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34.0 

13.2 

12.9 

13.3 

42.9 
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10.2 
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2.2 
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【【図図表表 44--33--44】】 主主要要国国間間のの科科学学とと技技術術ののつつななががりり

注及び資料：
図表 4-3-2 と同じ。
参照：表 4-3-4

(4)技術分野別に見た論文を引用しているパ

テントファミリー数割合

主要国を対象に、論文を引用しているパテント

ファミリー数の割合を技術分野ごとに集計した結

果を図表 4-3-5 に示す。ここでは各国における

「バイオテクノロジー・医薬品」が 1 となるように正

規化した値を示している。

論文を引用しているパテントファミリーの割合が

最も高い技術分野は、いずれの国においても「バ

イオテクノロジー・医薬品」であり、「化学」がそれ

につづく。これらの技術分野は、論文の知識に注

目し取り入れている分野であるといえる。他方、論

文を引用しているパテントファミリー数の割合が低

い技術分野は、「輸送用機器」、「その他」、「機械

工学」である。

日本は図表 4-2-11 で見たように、「電気工学」、

「一般機器」、「機械工学」のパテントファミリー数

の割合が世界全体の割合と比べて高い。これらの

技術分野では、「バイオテクノロジー・医薬品」と比

べて論文を引用する度合いが小さいのに加えて、

同じ技術分野内でも論文を引用しているパテント

ファミリー数割合が欧米と比較して低い傾向があ

る。このことから、日本は技術分野のバランス、

個々の技術分野における論文の知識の利用の両

面で、科学と技術のつながりが構造的に小さくな

っている可能性がある。

【【図図表表 44--33--55】】 技技術術分分野野別別論論文文をを引引用用ししてていいるる

パパテテンントトフファァミミリリーー数数割割合合((指指数数化化しし

たた値値))

注：
全パテントファミリー数(2011～2018 年の合計値)に占める論文を引用
しているパテントファミリー数(2011～2018 年の合計値)の割合を集計
し、各国におけるバイオテクノロジー・医薬品が 1 となるように正規化し
た。左記以外の注は図表 4-3-2 と同じ。
資料：
図表 4-3-2 と同じ。
参照：表 4-3-5

2266..77
4411..77

1100..44

6622..33

5522..11
1177..00

5500..33

5533..33

5544..99

4488..00

2211..00
4499..33

88..55

6655..22

77..66

5544..66
1166..88

5544..22

5577..55

4477..33

5533..00

単単位位（（％％））

1133..77

88..77

1100..22

技術分野 日本 米国 ドイツ フランス 英国 中国 韓国

バイオテクノロ
ジー・医薬品 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

化学 0.42 0.51 0.39 0.49 0.50 0.49 0.46

バイオ・
医療機器

0.35 0.39 0.34 0.40 0.33 0.29 0.32

一般機器 0.17 0.33 0.25 0.35 0.36 0.14 0.16

情報通信技術 0.17 0.22 0.25 0.28 0.22 0.12 0.11

電気工学 0.16 0.23 0.15 0.23 0.25 0.12 0.14

機械工学 0.05 0.11 0.04 0.07 0.08 0.07 0.07

その他 0.03 0.07 0.02 0.04 0.05 0.02 0.02

輸送用機器 0.03 0.06 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03
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(5)論文分野と技術分野のつながり

図表 4-3-6 には、世界においてどの論文分野

がどの技術分野とつながっているのかを示す。 

パテントファミリーに多く引用されている論文分

野は、「基礎生命科学」、「臨床医学」、「化学」で

ある。また、これらの分野の論文を多く引用してい

る技術分野は、「バイオテクノロジー・医薬品」、

「化学」、「バイオ・医療機器」であることが分かる。 

【【図図表表 44--33--66】】  世世界界ににおおけけるる論論文文分分野野とと技技術術分分野野ののつつななががりり  

注及び資料： 
図表 4-3-2 と同じ。 
参照：表 4-3-6 

(6)日本の論文と主要国のパテントファミリー

のつながり

日本の各分野の論文がどの国のパテントファミ

リーに引用されているのかについて、主要国から

引用されている割合を示す（図表 4-3-7)。 

日本の論文で自国のパテントファミリーに多く引

用されている分野は「物理学(47.0％)」と「材料科

学(39.0％)」である。他方、「臨床医学(12.9％)」、

「環境・地球科学 (13.2％ )」、「基礎生命科学

(13.3％)」は自国のパテントファミリーから引用され

ている割合は相対的に低い。 

日本は「臨床医学」の論文数は増加傾向にある

が(図表 4-1-9)、日本では、それを最も引用する

パテントファミリーの技術分野である「バイオテクノ

ロジー・医薬品」の割合は低いことから(図表 4-2-

11、図表 4-3-6)、現状では日本の科学知識が日

本の技術に十分に活用されていない可能性があ

る。 

【【図図表表 44--33--77】】  日日本本のの論論文文とと主主要要国国ののパパテテンントト

フファァミミリリーーののつつななががりり

注及び資料： 
図表 4-3-2 と同じ。 
参照：表 4-3-7 
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テテククニニカカルルノノーートト：：  パパテテンントトフファァミミリリーーのの集集計計  

特許出願数の国際比較可能性を向上させるために、

科学技術指標では、パテントファミリーによる分析を実

施している。 

パテントファミリーとは優先権によって直接、間接的に

結び付けられた 2 か国以上への特許出願の束である。

通常、同じ内容で複数の国に出願された特許は、同一

のパテントファミリーに属する。したがって、パテントファ

ミリーをカウントすることで、同じ出願を 2 度カウントする

ことを防ぐことが出来る。また、パテントファミリーをカウン

トすることで、特定の国への出願ではなく、世界中の特

許庁への出願をまとめてカウントすることが可能となる。 

しかしながら、パテントファミリーの分析結果について

は、利用したデータベース、パテントファミリーの定義の

仕方、パテントファミリーのカウント方法に依存する。 

そこで、以下では、他の分析との比較の際の参考と

するため、科学技術指標のパテントファミリーの分析に

用いた手法をまとめる。なお、説明の中で、「tlsXXX」と

して参照しているのは、PATSTAT に収録されているテ

ーブルの名称である。 

A) 分析に用いたデータベース 

欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を使

用した。PATSTAT には、主要な先進国および途上国

の 1 億件以上の特許統計データが含まれているとされ

る。 

B) パテントファミリーの定義 

パテントファミリーの定義にはさまざまなものが存在す

るが、科学技術指標では欧州特許庁が作成している

DOCDB パテントファミリー(tls201_appln)を分析に用い

ている。 

C) パテントファミリーのカウント 

パテントファミリーのカウントの際には、OECD Patent 

Statistics Manualに準拠し、ファミリーを構成する出願の

中で最も早い出願日、発明者の居住国を用いた。国を

単位とした整数カウントを行った。 

D) 発明者情報の取得方法 

PATSTAT の発明者情報や出願人情報には欠落が

多いことから、各パテントファミリーと国の対応付けは以

下のように行った。発明者情報及び出願人の情報は、

tls206_person、 tls207_pers_appln、 tls227_pers_publn を

用いて取得した。 

① パテントファミリーを構成する全ての特許出願を検

索し、発明者が居住する国の情報が入っている場

合は、それを用いた。 

② 発明者が居住する国の情報が入っていない場合

は、パテントファミリーを構成する全ての特許出願

を検索し、出願人が居住する国の情報が入って

いる場合は、それを用いた。 

③ 上記の手順でも国との対応付けが出来なかった

場合は、最初の出願は、出願人が居住する国に

行うと仮定して、最も早い出願の出願先の国の情

報を用いた。 

E) パテントファミリーの同定 

DOCDB パテントファミリーのうち、1 つの特許受理官

庁に出願されたものを単国出願、2 つ以上の特許受理

官庁に出願されたものをパテントファミリーとした。 

過去の指標では、PCT 国際出願制度による出願のう

ち、1 か国のみに国内移行したものも、データベース上

は受理官庁が 2 つ以上となるためにパテントファミリーと

して分析していたが、2019年度からは PCT国際出願制

度による出願についても、2 か国以上に国内移行したも

のをパテントファミリーとした。この結果として、パテントフ

ァミリー数が過去と比べて変化している。 

なお、国際公開された PCT 出願や国際調査報告書

等で論文が引用されることがあるので、サイエンスリンケ

ージの分析の際には、それらも含めて分析を行ってい

る。 

F) 技術分野の分類 

国際特許分類(IPC)を用いた技術分野の分類には、

WIPO が公表している IPC - Technology Concordance 

Table [http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/ 

technology_concordance.html] (February 2016)を用いた。 

一つの特許出願に複数の技術分野が付与されてい

る場合は分数カウントにより各分野に計上した。 

G) パテントファミリーの最新年 

パテントファミリーは、2 か国以上に出願されて初めて

計測対象となる。PCT 国際出願された特許出願が国内

移行するまでのタイムラグは 30 か月に及ぶ場合がある。
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したがって、パテントファミリー数が安定し分析可能な最

新値は 2018 である。なお、出願先の分析については

2017 年を最新値とした。パテントファミリー＋単国出願

については、2019 年を最新値とした。 

H) その他の留意点 

・ PATSTAT 中に出願情報は収録されているが

(tls201_appln にレコードはある)、公報等が出版さ

れていない出願(tls211_pat_publn に該当するレコ

ードがない)については、出願が取り下げられたと

考え分析対象から外した。 

・ オーストラリア特許庁のデータについては、集計

値が異常値と考えられたので、分析対象から外し

た。 

・ 短期特許、米国のデザイン特許や植物特許は分

析対象から外した。 
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テテククニニカカルルノノーートト：：  パパテテンントトフファァミミリリーーのの集集計計  

特許出願数の国際比較可能性を向上させるために、

科学技術指標では、パテントファミリーによる分析を実

施している。 

パテントファミリーとは優先権によって直接、間接的に

結び付けられた 2 か国以上への特許出願の束である。

通常、同じ内容で複数の国に出願された特許は、同一

のパテントファミリーに属する。したがって、パテントファ

ミリーをカウントすることで、同じ出願を 2 度カウントする

ことを防ぐことが出来る。また、パテントファミリーをカウン

トすることで、特定の国への出願ではなく、世界中の特

許庁への出願をまとめてカウントすることが可能となる。 

しかしながら、パテントファミリーの分析結果について

は、利用したデータベース、パテントファミリーの定義の

仕方、パテントファミリーのカウント方法に依存する。 

そこで、以下では、他の分析との比較の際の参考と

するため、科学技術指標のパテントファミリーの分析に

用いた手法をまとめる。なお、説明の中で、「tlsXXX」と

して参照しているのは、PATSTAT に収録されているテ

ーブルの名称である。 

A) 分析に用いたデータベース 

欧州特許庁の PATSTAT(2022 年秋バージョン)を使

用した。PATSTAT には、主要な先進国および途上国

の 1 億件以上の特許統計データが含まれているとされ

る。 

B) パテントファミリーの定義 

パテントファミリーの定義にはさまざまなものが存在す

るが、科学技術指標では欧州特許庁が作成している

DOCDB パテントファミリー(tls201_appln)を分析に用い

ている。 

C) パテントファミリーのカウント 

パテントファミリーのカウントの際には、OECD Patent 

Statistics Manualに準拠し、ファミリーを構成する出願の

中で最も早い出願日、発明者の居住国を用いた。国を

単位とした整数カウントを行った。 

D) 発明者情報の取得方法 

PATSTAT の発明者情報や出願人情報には欠落が

多いことから、各パテントファミリーと国の対応付けは以

下のように行った。発明者情報及び出願人の情報は、

tls206_person、 tls207_pers_appln、 tls227_pers_publn を

用いて取得した。 

① パテントファミリーを構成する全ての特許出願を検

索し、発明者が居住する国の情報が入っている場

合は、それを用いた。 

② 発明者が居住する国の情報が入っていない場合

は、パテントファミリーを構成する全ての特許出願

を検索し、出願人が居住する国の情報が入って

いる場合は、それを用いた。 

③ 上記の手順でも国との対応付けが出来なかった

場合は、最初の出願は、出願人が居住する国に

行うと仮定して、最も早い出願の出願先の国の情

報を用いた。 

E) パテントファミリーの同定 

DOCDB パテントファミリーのうち、1 つの特許受理官

庁に出願されたものを単国出願、2 つ以上の特許受理

官庁に出願されたものをパテントファミリーとした。 

過去の指標では、PCT 国際出願制度による出願のう

ち、1 か国のみに国内移行したものも、データベース上

は受理官庁が 2 つ以上となるためにパテントファミリーと

して分析していたが、2019年度からは PCT国際出願制

度による出願についても、2 か国以上に国内移行したも

のをパテントファミリーとした。この結果として、パテントフ

ァミリー数が過去と比べて変化している。 

なお、国際公開された PCT 出願や国際調査報告書

等で論文が引用されることがあるので、サイエンスリンケ

ージの分析の際には、それらも含めて分析を行ってい

る。 

F) 技術分野の分類 

国際特許分類(IPC)を用いた技術分野の分類には、

WIPO が公表している IPC - Technology Concordance 

Table [http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/ 

technology_concordance.html] (February 2016)を用いた。 

一つの特許出願に複数の技術分野が付与されてい

る場合は分数カウントにより各分野に計上した。 

G) パテントファミリーの最新年 

パテントファミリーは、2 か国以上に出願されて初めて

計測対象となる。PCT 国際出願された特許出願が国内

移行するまでのタイムラグは 30 か月に及ぶ場合がある。
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したがって、パテントファミリー数が安定し分析可能な最

新値は 2018 である。なお、出願先の分析については

2017 年を最新値とした。パテントファミリー＋単国出願

については、2019 年を最新値とした。 

H) その他の留意点 

・ PATSTAT 中に出願情報は収録されているが

(tls201_appln にレコードはある)、公報等が出版さ

れていない出願(tls211_pat_publn に該当するレコ

ードがない)については、出願が取り下げられたと

考え分析対象から外した。 

・ オーストラリア特許庁のデータについては、集計

値が異常値と考えられたので、分析対象から外し

た。 

・ 短期特許、米国のデザイン特許や植物特許は分

析対象から外した。 
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第第 55 章章  科科学学技技術術ととイイノノベベーーシショョンン  
科学技術の成果を、イノベーションに結びつける取組が、近年、強く求められており、科学技術がイノベー

ションに及ぼす影響を示す指標が重要になっている。そのような影響を把握することは困難を伴うが、可能な

範囲で指標の充実に取り組んでいる。 

この章では、技術の国際的な競争力を示す技術貿易と研究開発集約産業の全体的な状況を見るハイテク

ノロジー産業貿易及びミディアムハイテクノロジー産業貿易についての指標を示し、次に商標のデータとパテ

ントファミリーのデータにより、各国の国際的な事業展開の方向を考察する。また、主要国のイノベーション調

査結果に基づき、企業のイノベーション活動の国際比較を試みる。 

 
55..11 技技術術貿貿易易  

 
ポポイインントト  

○親子(関連)会社以外の技術貿易収支比をみると、日本は 2000 年代後半から 1 を超え増加し始めた後、

漸増傾向で推移している。2021 年度は 2.8 となった。長期的に見れば、日本の技術競争力は高くなって

いると考えられる。米国は 4 前後で推移していたが、近年は減少傾向である。2021 年では 2.9 である。 

○日本の産業分類別の技術貿易について親子会社間での状況を見ると、技術輸出額が最も多い産業は

「輸送用機械器具製造業」である。2021 年度で 1 兆 5,695 億円と全産業の 61％を占めている。2015 年

度をピークに減少傾向にあったが、最新年度では増加した。対前年度比率は 15％増である。技術輸入

額は、「情報通信業」が 2010 年度以降大きく増加した。2021 年度では 1,487 億円であり、対前年度比は

27％増である。 

○親子会社以外での技術輸出に関しては「医薬品製造業」、「輸送用機械器具製造業」、「情報通信機械

器具製造業」が多くを占める。「情報通信機械器具製造業」は年によって額の変化が大きく、2010 年半

ばから減少傾向にある。2021 年度では、「医薬品製造業」が 3,821 億円、「輸送用機械器具製造業」が

2,882 億円、「情報通信機械器具製造業」は 1,568 億円である。 

○親子会社以外での技術貿易収支（技術輸出－技術輸入）の状況を産業分類別に見ると、「輸送用機械

器具製造業」、「医薬品製造業」については、額も大きく、対象期間を通じてプラス計上されている。「情

報通信機械器具製造業」については、マイナス計上されていたが、2013 年度からは連続してプラスに計

上されている。 

55..11..11 日日本本とと米米国国のの親親子子会会社社以以外外ああるるいいはは関関

連連会会社社以以外外ででのの技技術術貿貿易易  

一般に、技術等を利用する権利 1を、対価を受け

取って外国にある企業や個人に対して与えることを

技術輸出といい、逆に、対価を支払って外国に居

住する企業や個人から権利を受け取ることを技術輸

入（技術導入）という。これらをあわせて技術貿易と

呼ぶ。技術知識の国際的な取引状況を示す技術貿

易額は、一国の技術水準を国際的に測る指標とし

 
1 特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権等の法律に基づいて与

えられる知的財産権および設計図、青写真、いわゆるノウハウ等の技術に

ても用いられ、特に技術輸出額（受取額）の技術輸

入額（支払額）に対する比（技術貿易収支比）は技

術力を反映する指標として用いられる。 

ただし、技術貿易に関するデータでは、国外の系

列会社間との技術貿易など企業グループ内での技

術移転が、国家間の技術貿易のかなりの部分を占

めていることが往々にしてある。系列会社間での技

術貿易は、技術知識の国際移転の指標ではあるも

のの、技術の国際的な競争力を示す指標という性

関する権利を含む。 
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第第 55 章章  科科学学技技術術ととイイノノベベーーシショョンン  
科学技術の成果を、イノベーションに結びつける取組が、近年、強く求められており、科学技術がイノベー

ションに及ぼす影響を示す指標が重要になっている。そのような影響を把握することは困難を伴うが、可能な

範囲で指標の充実に取り組んでいる。 

この章では、技術の国際的な競争力を示す技術貿易と研究開発集約産業の全体的な状況を見るハイテク

ノロジー産業貿易及びミディアムハイテクノロジー産業貿易についての指標を示し、次に商標のデータとパテ

ントファミリーのデータにより、各国の国際的な事業展開の方向を考察する。また、主要国のイノベーション調

査結果に基づき、企業のイノベーション活動の国際比較を試みる。 

 
55..11 技技術術貿貿易易  

 
ポポイインントト  

○親子(関連)会社以外の技術貿易収支比をみると、日本は 2000 年代後半から 1 を超え増加し始めた後、

漸増傾向で推移している。2021 年度は 2.8 となった。長期的に見れば、日本の技術競争力は高くなって

いると考えられる。米国は 4 前後で推移していたが、近年は減少傾向である。2021 年では 2.9 である。 

○日本の産業分類別の技術貿易について親子会社間での状況を見ると、技術輸出額が最も多い産業は

「輸送用機械器具製造業」である。2021 年度で 1 兆 5,695 億円と全産業の 61％を占めている。2015 年

度をピークに減少傾向にあったが、最新年度では増加した。対前年度比率は 15％増である。技術輸入

額は、「情報通信業」が 2010 年度以降大きく増加した。2021 年度では 1,487 億円であり、対前年度比は

27％増である。 

○親子会社以外での技術輸出に関しては「医薬品製造業」、「輸送用機械器具製造業」、「情報通信機械

器具製造業」が多くを占める。「情報通信機械器具製造業」は年によって額の変化が大きく、2010 年半

ばから減少傾向にある。2021 年度では、「医薬品製造業」が 3,821 億円、「輸送用機械器具製造業」が

2,882 億円、「情報通信機械器具製造業」は 1,568 億円である。 

○親子会社以外での技術貿易収支（技術輸出－技術輸入）の状況を産業分類別に見ると、「輸送用機械

器具製造業」、「医薬品製造業」については、額も大きく、対象期間を通じてプラス計上されている。「情

報通信機械器具製造業」については、マイナス計上されていたが、2013 年度からは連続してプラスに計

上されている。 

55..11..11 日日本本とと米米国国のの親親子子会会社社以以外外ああるるいいはは関関

連連会会社社以以外外ででのの技技術術貿貿易易  

一般に、技術等を利用する権利 1を、対価を受け

取って外国にある企業や個人に対して与えることを

技術輸出といい、逆に、対価を支払って外国に居

住する企業や個人から権利を受け取ることを技術輸

入（技術導入）という。これらをあわせて技術貿易と

呼ぶ。技術知識の国際的な取引状況を示す技術貿

易額は、一国の技術水準を国際的に測る指標とし

 
1 特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権等の法律に基づいて与

えられる知的財産権および設計図、青写真、いわゆるノウハウ等の技術に

ても用いられ、特に技術輸出額（受取額）の技術輸

入額（支払額）に対する比（技術貿易収支比）は技

術力を反映する指標として用いられる。 

ただし、技術貿易に関するデータでは、国外の系

列会社間との技術貿易など企業グループ内での技

術移転が、国家間の技術貿易のかなりの部分を占

めていることが往々にしてある。系列会社間での技

術貿易は、技術知識の国際移転の指標ではあるも

のの、技術の国際的な競争力を示す指標という性

関する権利を含む。 
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格は薄い。各国の技術力の指標として技術貿易を

用いる際には、企業グループ内での技術移転は除

外して考えるほうが自然である。そこでデータが利

用可能な日本と米国の技術輸出額・輸入額につい

て、系列会社間とそれ以外の技術貿易を比較する。 

日本の調査では「親子会社」を、技術輸出先また

は技術輸入元との資本関係について、出資比率が

50％を超える場合と定めて、親子会社間及びそれ

以外の技術貿易を調査している。 

図表 5-1-1(A)を見ると、2021 年度の日本の親子

会社以外の技術輸出額は 1 兆 576 億円である。推

移を見ると、年ごとの増減はあるものの、長期的に

は増加傾向にあったが、2013 年度以降はほぼ横ば

いである。輸出額の規模は親子会社間の方が大き

く、伸びも著しかったが、2015 年度以降は増減を繰

り返しながら漸減している。 

技術輸入額については、2021 年度の親子会社

以外の技術輸入額は 3,799 億円である。2005～

2011 年度にかけて減少した後、増減を繰り返しなが

ら、横ばいに推移している。 

米国のデータでは「関連会社」を、直接または間

接に 10％以上の株式あるいは議決権を保有してい

る会社等と定義して、関連会社間とそれ以外の技

術貿易を示している。 

米国の 2021 年の関連会社以外の技術輸出額は、

3 兆 6,729 億円である。長期的に増加傾向にあった

が、2010 年代に入っておおむね横ばいに推移して

いた。ただし、近年は減少傾向にある。技術輸入額

については、2021 年の関連会社以外の技術輸入

額は 1 兆 2,458 億円である。日本の技術輸入額の

ほとんどが、親子会社以外の取引であるのと比較し

て、米国の技術輸入額は関連会社間の取引の方が

多い。 

次に、親子会社以外あるいは関連会社以外の技

術貿易収支比を見ると（図5-1-1（B））、日本は2000

年代後半から 1 を超え増加し始めた後、漸増傾向

で推移している。2021 年度は 2.8 となった。長期的

に見れば、日本の技術競争力は高くなっていると考

えられる。米国は 4 前後で推移していたが、近年は

減少傾向である。2021 年では 2.9 である。 

日本、米国で親子会社あるいは関連会社の定義

が異なるため、単純な比較はできないが、技術貿易

という観点から見ると、長期的に日本の技術力は向

上しているとも考えられる（日本と米国の親子会社

の定義については図表 5-1-1(C)を参照のこと）。 

  

【【図図表表 55--11--11】】  日日本本とと米米国国のの技技術術貿貿易易額額のの推推移移

（（親親子子会会社社、、関関連連会会社社間間のの技技術術貿貿

易易ととそそれれ以以外外のの技技術術貿貿易易））  

  

((AA))技技術術貿貿易易額額  

((BB))技技術術貿貿易易収収支支比比  

（（親親子子会会社社以以外外、、関関連連会会社社以以外外のの技技術術貿貿易易））  
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((CC))資資本本関関係係にによよるる親親子子会会社社（（関関連連会会社社））のの  

定定義義とと技技術術貿貿易易額額  

  
注： 
1) 日本と米国の親子会社（関連会社）については定義が違うので国際

比較する際には注意が必要である。両国の違いについては以下のと
おり。また、購買力平価換算は参考統計 E を使用した。 

2) 日本の技術貿易の種類：①特許権、実用新案権、著作権、②意匠権、

③各技術上のノウハウの提供や技術指導（無償提供を除く）、④開発

途上国に対する技術援助（政府からの委託によるものも含む） 
3) 日本の親子会社とは出資比率が 50％超の場合を指す。 年度の値で

ある。 
4) 米国の技術貿易の種類 1)Trademarks, 2)Franchise fees, 3）

Outcomes of research and development include patents, industrial 
processes, and trade secrets, 4）Computer software, 5)Movies and 
television programming, 6)Books and sound recordings, 
7)Broadcasting and recording of live events  

5) 米国の関連会社とは直接または間接に 10％以上の株式あるいは議
決権を保有している関連会社等を指す。 

6) 米国については、合計値が合わない場合がある。年の値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
米国：U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, U.S. 
International Services  
参照：表 5-1-1 
 

5.1.2 日本の産業分類別の技術貿易 

日本の産業分類別技術貿易について親子会社

間と親子会社以外での状況を見る。 

親子会社間に注目すると（図表 5-1-2（A））、技

術輸出額が最も多い産業は「輸送用機械器具製造

業」である。2021 年度で 1 兆 5,695 億円と全産業の

61％を占めている。2015 年度をピークに減少傾向

にあったが、最新年度では増加した。対前年度比

率は 15％増である。次に多いのは「医薬品製造業」

の 3,289 億円である。対前年度比は 12％の増加で

ある。 

技術輸入額は、「情報通信業」が 2010 年度以降

大きく増加した。2021 年度では 1,487 億円であり、

対前年度比は 27％増である。「医薬品製造業」は

2017 年度の輸入額が突出して大きい。なお、2021

年度の「医薬品製造業」は出典である「科学技術研

究調査」において該当数値が秘匿され、値が掲載さ

れていなかった。この影響で 2021年度の「その他の

製造業」の値が大きくなっていることに留意されたい

（親子会社以外についても同様である）。 

親子会社以外の技術貿易を見ると（図表 5-1-2

（B））、技術輸出に関しては、「医薬品製造業」、「輸

送用機械器具製造業」、「情報通信機械器具製造

業」が多くを占める。ただし、「情報通信機械器具製

造業」は年によって額の変化が大きく 2010 年代半

ばから減少傾向である。2021 年度では、「医薬品製

造業」が 3,821 億円、「輸送用機械器具製造業」が

2,882 億円、「情報通信機械器具製造業」は 1,568

億円である。 

技術輸入に関しては、「情報通信機械器具製造

業」が大きかったが、2006 年度をピークに、減少傾

向にある。これに対して 2011 年度を境に増加傾向

にあるのは「医薬品製造業」であるが、2015 年度か

らは横ばいに推移している。 

親子会社以外での貿易収支の状況を見ることは、

国際的な技術競争力を現す指標と考えられる。そこ

で、親子会社以外について、技術貿易収支（技術

輸出－技術輸入）の状況を産業分類別に見ると（図

表 5-1-2（C））、「輸送用機械器具製造業」、「医薬

品製造業」については、額も大きく、対象期間を通

(単位：兆円）

日本(2021年度） 米国(2021年)
技術輸出 技術輸入 技術輸出 技術輸入

資本関係
50％以上↑↑ 9.1 3.2 資本関係

50％未満↓↓ ↑↑10％以上

1.1 0.4 ↓↓10％未満

2.6 0.2

3.7 1.2
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格は薄い。各国の技術力の指標として技術貿易を

用いる際には、企業グループ内での技術移転は除

外して考えるほうが自然である。そこでデータが利

用可能な日本と米国の技術輸出額・輸入額につい

て、系列会社間とそれ以外の技術貿易を比較する。 

日本の調査では「親子会社」を、技術輸出先また

は技術輸入元との資本関係について、出資比率が

50％を超える場合と定めて、親子会社間及びそれ

以外の技術貿易を調査している。 

図表 5-1-1(A)を見ると、2021 年度の日本の親子

会社以外の技術輸出額は 1 兆 576 億円である。推

移を見ると、年ごとの増減はあるものの、長期的に

は増加傾向にあったが、2013 年度以降はほぼ横ば

いである。輸出額の規模は親子会社間の方が大き

く、伸びも著しかったが、2015 年度以降は増減を繰

り返しながら漸減している。 

技術輸入額については、2021 年度の親子会社

以外の技術輸入額は 3,799 億円である。2005～

2011 年度にかけて減少した後、増減を繰り返しなが

ら、横ばいに推移している。 

米国のデータでは「関連会社」を、直接または間

接に 10％以上の株式あるいは議決権を保有してい

る会社等と定義して、関連会社間とそれ以外の技

術貿易を示している。 

米国の 2021 年の関連会社以外の技術輸出額は、

3 兆 6,729 億円である。長期的に増加傾向にあった

が、2010 年代に入っておおむね横ばいに推移して

いた。ただし、近年は減少傾向にある。技術輸入額

については、2021 年の関連会社以外の技術輸入

額は 1 兆 2,458 億円である。日本の技術輸入額の

ほとんどが、親子会社以外の取引であるのと比較し

て、米国の技術輸入額は関連会社間の取引の方が

多い。 

次に、親子会社以外あるいは関連会社以外の技

術貿易収支比を見ると（図5-1-1（B））、日本は2000

年代後半から 1 を超え増加し始めた後、漸増傾向

で推移している。2021 年度は 2.8 となった。長期的

に見れば、日本の技術競争力は高くなっていると考

えられる。米国は 4 前後で推移していたが、近年は

減少傾向である。2021 年では 2.9 である。 

日本、米国で親子会社あるいは関連会社の定義

が異なるため、単純な比較はできないが、技術貿易

という観点から見ると、長期的に日本の技術力は向

上しているとも考えられる（日本と米国の親子会社

の定義については図表 5-1-1(C)を参照のこと）。 

  

【【図図表表 55--11--11】】  日日本本とと米米国国のの技技術術貿貿易易額額のの推推移移

（（親親子子会会社社、、関関連連会会社社間間のの技技術術貿貿

易易ととそそれれ以以外外のの技技術術貿貿易易））  

  

((AA))技技術術貿貿易易額額  

((BB))技技術術貿貿易易収収支支比比  

（（親親子子会会社社以以外外、、関関連連会会社社以以外外のの技技術術貿貿易易））  
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((CC))資資本本関関係係にによよるる親親子子会会社社（（関関連連会会社社））のの  

定定義義とと技技術術貿貿易易額額  

  
注： 
1) 日本と米国の親子会社（関連会社）については定義が違うので国際

比較する際には注意が必要である。両国の違いについては以下のと
おり。また、購買力平価換算は参考統計 E を使用した。 

2) 日本の技術貿易の種類：①特許権、実用新案権、著作権、②意匠権、

③各技術上のノウハウの提供や技術指導（無償提供を除く）、④開発

途上国に対する技術援助（政府からの委託によるものも含む） 
3) 日本の親子会社とは出資比率が 50％超の場合を指す。 年度の値で

ある。 
4) 米国の技術貿易の種類 1)Trademarks, 2)Franchise fees, 3）

Outcomes of research and development include patents, industrial 
processes, and trade secrets, 4）Computer software, 5)Movies and 
television programming, 6)Books and sound recordings, 
7)Broadcasting and recording of live events  

5) 米国の関連会社とは直接または間接に 10％以上の株式あるいは議
決権を保有している関連会社等を指す。 

6) 米国については、合計値が合わない場合がある。年の値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
米国：U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, U.S. 
International Services  
参照：表 5-1-1 
 

5.1.2 日本の産業分類別の技術貿易 

日本の産業分類別技術貿易について親子会社

間と親子会社以外での状況を見る。 

親子会社間に注目すると（図表 5-1-2（A））、技

術輸出額が最も多い産業は「輸送用機械器具製造

業」である。2021 年度で 1 兆 5,695 億円と全産業の

61％を占めている。2015 年度をピークに減少傾向

にあったが、最新年度では増加した。対前年度比

率は 15％増である。次に多いのは「医薬品製造業」

の 3,289 億円である。対前年度比は 12％の増加で

ある。 

技術輸入額は、「情報通信業」が 2010 年度以降

大きく増加した。2021 年度では 1,487 億円であり、

対前年度比は 27％増である。「医薬品製造業」は

2017 年度の輸入額が突出して大きい。なお、2021

年度の「医薬品製造業」は出典である「科学技術研

究調査」において該当数値が秘匿され、値が掲載さ

れていなかった。この影響で 2021年度の「その他の

製造業」の値が大きくなっていることに留意されたい

（親子会社以外についても同様である）。 

親子会社以外の技術貿易を見ると（図表 5-1-2

（B））、技術輸出に関しては、「医薬品製造業」、「輸

送用機械器具製造業」、「情報通信機械器具製造

業」が多くを占める。ただし、「情報通信機械器具製

造業」は年によって額の変化が大きく 2010 年代半

ばから減少傾向である。2021 年度では、「医薬品製

造業」が 3,821 億円、「輸送用機械器具製造業」が

2,882 億円、「情報通信機械器具製造業」は 1,568

億円である。 

技術輸入に関しては、「情報通信機械器具製造

業」が大きかったが、2006 年度をピークに、減少傾

向にある。これに対して 2011 年度を境に増加傾向

にあるのは「医薬品製造業」であるが、2015 年度か

らは横ばいに推移している。 

親子会社以外での貿易収支の状況を見ることは、

国際的な技術競争力を現す指標と考えられる。そこ

で、親子会社以外について、技術貿易収支（技術

輸出－技術輸入）の状況を産業分類別に見ると（図

表 5-1-2（C））、「輸送用機械器具製造業」、「医薬

品製造業」については、額も大きく、対象期間を通

(単位：兆円）

日本(2021年度） 米国(2021年)
技術輸出 技術輸入 技術輸出 技術輸入

資本関係
50％以上↑↑ 9.1 3.2 資本関係

50％未満↓↓ ↑↑10％以上

1.1 0.4 ↓↓10％未満

2.6 0.2

3.7 1.2
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じてプラス計上されている。「情報通信機械器具製

造業」については、2002～2010 年度の間マイナス

計上されていたが、2013 年度からは連続してプラス

に計上されている。なお、「医薬品製造業」について

は、2021 年度の親子会社及び親子会社以外の技

術輸入額が不明であることから、収支についても不

明である。 

 

【【図図表表 55--11--22】】  日日本本のの産産業業分分類類別別のの技技術術貿貿易易  
 

((AA))全全体体ののううちち親親子子会会社社間間ででのの技技術術貿貿易易  

 
((BB))全全体体ののううちち親親子子会会社社以以外外ででのの技技術術貿貿易易  

  
((CC))全全体体ののううちち親親子子会会社社以以外外ででのの技技術術貿貿易易収収支支  

注： 
1) 項目名は最新年の科学技術研究調査の項目名を使用している。  
2) 産業分類は、日本標準産業分類に基づいた科学技術研究調査の産業分類を使用している。産業分類の改訂に伴い、2002、2008 年において変更され

ている。 
3) 技術貿易の対象は、図表 5-1-1 と同じ。 
4) 親子会社とは、出資比率が 50％を超える場合を指す。  
5) 2021 年度の医薬品製造業の輸入額における親子会社と親子会社以外の数値は無い。 
6) (A)(a)と(A)（b）の 2021 年度の「その他の製造業」には「医薬品製造業」を含む。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 5-1-2  
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5.1.3 日本と米国の相手先国・地域別の技術貿

易 

技術貿易統計を日本と米国の相手先国・地域別

に見ることにより、他国・地域との技術に関する関係

を明らかにする。 

図表 5-1-3 を見ると、日本の親子会社以外の取

引では、中国（3,218 億円）への技術輸出額が最も

多く、米国（2,837 億円）が続いている。なお、親子

会社での取引は米国が最も多く、群を抜いている。 

日本の技術輸入額（対価を支払った額）では、米

国が最も多く、また、約 6 割が親子会社以外での取

引（2,791 億円）である。2 位以降は欧州諸国が多い

が、米国と比較すると極めて少ない。 

米国の技術輸出額を見ると、関連会社以外での

取引では、中国（4,960 億円）、オランダ(3,069 億円)

への技術輸出額が多い。なお、関連会社間の取引

ではアイルランド（2.3 兆円）やスイス（1.8 兆円）で多

い。アイルランドやスイスは企業の法人税が欧州内

でも安い国・地域（2023 年時点）であり、関連会社

間での技術貿易は技術力以外の要因も含むことが

わかる。 

米国の技術輸入額を見ると、関連会社以外では、

英国が最も多く、関連会社では日本が最も多い。な

お、米国の技術輸入については、日本と異なり、関

連会社間で取引が多い。米国の技術輸入の相手

先としての中国の存在感は小さい。 
 

【【図図表表 55--11--33】】  日日本本とと米米国国のの相相手手先先国国・・地地域域別別技技術術貿貿易易額額  
 

((AA))日日本本（（22002211 年年度度））

((BB))米米国国（（22002211 年年））  

注： 
1) 日本と米国の親子会社（関連会社）については定義が違うので国際比較する際には注意が必要である。両国の違いについては以下のとおり。また、購

買力平価換算は参考統計Ｅを使用した。 
2) 日本の技術貿易の種類：①特許権、実用新案権、著作権、②意匠権、③各技術上のノウハウの提供や技術指導（無償提供を除く）、④開発途上国に

対する技術援助（政府からの委託によるものも含む） 
3) 日本の親子会社とは出資比率が 50％超の場合を指す。年度の値である。 
4) 米国の技術貿易の種類 1)Trademarks, 2)Franchise fees, 3）Outcomes of research and development include patents, industrial processes, and trade 

secrets, 4）Computer software, 5)Movies and television programming, 6)Books and sound recordings, 7)Broadcasting and recording of live events  
5) 米国の関連会社とは直接または間接に 10％以上の株式あるいは議決権を保有している関連会社等を指す。年の値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
米国：U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, U.S. International Services  
参照：表 5-1-3 
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じてプラス計上されている。「情報通信機械器具製

造業」については、2002～2010 年度の間マイナス

計上されていたが、2013 年度からは連続してプラス

に計上されている。なお、「医薬品製造業」について

は、2021 年度の親子会社及び親子会社以外の技

術輸入額が不明であることから、収支についても不

明である。 

 

【【図図表表 55--11--22】】  日日本本のの産産業業分分類類別別のの技技術術貿貿易易  
 

((AA))全全体体ののううちち親親子子会会社社間間ででのの技技術術貿貿易易  

 
((BB))全全体体ののううちち親親子子会会社社以以外外ででのの技技術術貿貿易易  

  
((CC))全全体体ののううちち親親子子会会社社以以外外ででのの技技術術貿貿易易収収支支  

注： 
1) 項目名は最新年の科学技術研究調査の項目名を使用している。  
2) 産業分類は、日本標準産業分類に基づいた科学技術研究調査の産業分類を使用している。産業分類の改訂に伴い、2002、2008 年において変更され

ている。 
3) 技術貿易の対象は、図表 5-1-1 と同じ。 
4) 親子会社とは、出資比率が 50％を超える場合を指す。  
5) 2021 年度の医薬品製造業の輸入額における親子会社と親子会社以外の数値は無い。 
6) (A)(a)と(A)（b）の 2021 年度の「その他の製造業」には「医薬品製造業」を含む。 
資料： 
総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 5-1-2  
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4) 米国の技術貿易の種類 1)Trademarks, 2)Franchise fees, 3）Outcomes of research and development include patents, industrial processes, and trade 

secrets, 4）Computer software, 5)Movies and television programming, 6)Books and sound recordings, 7)Broadcasting and recording of live events  
5) 米国の関連会社とは直接または間接に 10％以上の株式あるいは議決権を保有している関連会社等を指す。年の値である。 
資料： 
日本：総務省、「科学技術研究調査報告」 
米国：U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, U.S. International Services  
参照：表 5-1-3 

国際比較
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55..22 主主要要国国のの産産業業貿貿易易のの構構造造とと付付加加価価値値  

 
ポポイインントト  

○主要国の貿易額（輸出額）における製品とサービスのバランスに注目すると、各国最新年において、韓国

(14.7％)、日本(17.7％)、ドイツ(19.6％)はサービスの割合が小さく、英国(49.2％)、米国(31.4％)、フランス

(30.7％)ではサービスの割合が大きい。 

〇主要国の産業貿易の構造を見ると、ミディアムハイテクノロジー産業が最も多くを占める国が多い。各国

最新年においてミディアムハイテクノロジー産業の割合が大きな国は日本（55.7％）、次いでドイツ

（48.1％）である。中国ではミディアムハイテクノロジー産業の割合が 30.2％、ハイテクノロジー産業が

29.6％と同程度になっている。 

○ハイテクノロジー産業貿易収支比を見ると、日本は長期的に貿易収支を減少させている。2011 年以降 1

を下回り、入超となった。最新年の日本の収支比は 0.72 である。各国最新年を見ると、韓国は主要国中、

最も収支比が高く、1.54、これに、中国 1.24、ドイツ 1.13が続いている。最も低いのは米国であり、0.57で

ある。 

○最新年の日本のミディアムハイテクノロジー産業貿易収支比は 2.58 であり、主要国中第 1 位である。推

移を見ると、1990 年代中頃に、急激な減少を見せた後は漸減傾向にある。米国、ドイツ、フランス、英国

の貿易収支比が大きく変化しない中、貿易収支比を増加させているのは韓国、中国である。ただし、韓

国は 2014 年以降、微減に推移している。最新年の収支比は中国は 1.76、韓国は 1.56 である。 

〇全産業の総付加価値に対する「情報」産業付加価値の割合を見ると、各国最新年では、韓国（13.1％）

が最も大きく、米国（8.6％）、英国（6.9％）、日本（6.4％）と続く。 

〇「情報」産業の付加価値の内訳を見ると、日本は「コンピュータ、電子および光学製品」が減少し、「IT お

よびその他の情報サービス」が増加している。これに対して、韓国では「コンピュータ、電子および光学製

品」が最も多く、拡大し続けている。 

 
55..22..11 主主要要国国のの貿貿易易  

貿易の主たるものは製品であるが、目に見える

製品の輸出入以外にも、サービスの貿易が様々

な形態によって行われており、各国の国内におい

てもサービス分野の比重は高まっていると考えら

れる。ここでは主要国の貿易について、製品とサ

ービスに分類した輸出入額の推移を見る(図表 5-

2-1)。 

輸出入額全体の推移を見ると、ほとんどの国で

も増加傾向にあり、2009 年に一旦落ち込んだ後、

増加に転じている。また、中国の輸出を除いて、

2020 年に貿易額が減少した後、増加に転じてい

る。国によって程度の差はあるが、製品の方がサ

ービスより貿易額が多い。 

各国別に状況を見ると、日本の輸出額につい

ては、長期的には増加傾向にある。サービスの輸

出額の全体に占める割合は、長期的に増加傾向

にあったが、2019 年を境に減少に転じている。

2021年では17.7％となった。輸入額におけるサー

ビスの割合は輸出額におけるサービスの割合より

も大きい傾向にある。2021 年では 21.7％である。 

米国の輸出入額はともに増加しているが、製品

については輸入、サービスについては輸出の方

が伸びている。また、輸出額に占めるサービスの

割合は、長期的に増加傾向にあったが、近年は

減少しており、2021 年では 31.4％である。 

ドイツ、フランス、英国についても、輸出入額は

長期的に増加しており、2020 年の減少から回復し

た後の 2022 年では 3 か国ともに大きく伸びた。

2022 年のサービスの輸出額に注目すると、ドイツ

では輸出額全体の 19.6％、フランスでは 30.7％、

英国では 49.2％をサービスの輸出額が占めてい

る。ドイツ、フランス、英国ではサービスの輸出の

割合は長期的に伸びている。 
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韓国については、他の国と異なり、2012 年以降

は、輸出入額は増減しつつ、おおむね横ばいに

推移している。サービスの輸出額は、輸出額全体

の 14.7％(2021 年)であり、他の国と比較しても小

さい割合である。 

 

  

【【図図表表 55--22--11】】  主主要要国国ににおおけけるる貿貿易易額額のの推推移移  

 
注： 
1) 中国は「製品」と「サービス」に分類されたデータが記載されていなかった。 
2) ドイツの 2019 年以降、フランスの 2021 年以降、韓国の 2021 年は暫定値である。 
資料： 
OECD，“National Accounts” Gross domestic product (GDP)  
参照：表 5-2-1 

  

(1)主要国の産業貿易の構造 

ハイテクノロジー産業やミディアムハイテクノロジ

ー産業といった「研究開発集約活動 (R&D - 

intensive activities)」2の貿易については、技術貿

易のように科学技術知識の直接的なやり取りにつ

いてのデータではないが、実際に製品開発に活

用された科学技術知識の間接的な指標であると

考えられている。ここではまず、OECD の定義によ

る研究開発集約のレベル(研究開発費/粗付加価

値)にもとづき、産業を分類し、産業貿易のバラン

スを見る。 

図表 5-2-2 では、主要国の産業貿易のうち、輸

 
2 2019 年 5 月に入手した OECD，“STAN Bilateral Trade in Goods by 

Industry and End-use (BTDIxE), ISIC Rev.4”では、それまでの「研究開

発集約産業(R&D intensive industries)」から「研究開発集約活動(R&D 

出額について、①ハイテクノロジー産業（HT 産

業）、②ミディアムハイテクノロジー産業（MHT 産

業）、③ミディアムテクノロジー産業（MT 産業）、④

ミディアムロウテクノロジー産業（MLT 産業）、⑤そ

の他の 5 つに分類し、その構造を見た。 

日本では MHT 産業が最も大きく、2021 年では、

55.7％を占めている。他国と比較しても最も大きい。

次いで HT 産業が 16.0％、MT 産業が 14.6％、

MLT 産業は 5.5％である。時系列を見ると、MHT

産業は長期的には増加傾向にある。HT産業につ

いては、2000年以前は 30％程度で横ばいに推移

していたが、その後減少し、2010 年頃から再び横

- intensive activities)」に変更されていた。各レベルについて、対象とな

る産業は今までと同様である。 
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55..22 主主要要国国のの産産業業貿貿易易のの構構造造とと付付加加価価値値  

 
ポポイインントト  

○主要国の貿易額（輸出額）における製品とサービスのバランスに注目すると、各国最新年において、韓国

(14.7％)、日本(17.7％)、ドイツ(19.6％)はサービスの割合が小さく、英国(49.2％)、米国(31.4％)、フランス

(30.7％)ではサービスの割合が大きい。 

〇主要国の産業貿易の構造を見ると、ミディアムハイテクノロジー産業が最も多くを占める国が多い。各国

最新年においてミディアムハイテクノロジー産業の割合が大きな国は日本（55.7％）、次いでドイツ

（48.1％）である。中国ではミディアムハイテクノロジー産業の割合が 30.2％、ハイテクノロジー産業が

29.6％と同程度になっている。 

○ハイテクノロジー産業貿易収支比を見ると、日本は長期的に貿易収支を減少させている。2011 年以降 1

を下回り、入超となった。最新年の日本の収支比は 0.72 である。各国最新年を見ると、韓国は主要国中、

最も収支比が高く、1.54、これに、中国 1.24、ドイツ 1.13が続いている。最も低いのは米国であり、0.57で

ある。 

○最新年の日本のミディアムハイテクノロジー産業貿易収支比は 2.58 であり、主要国中第 1 位である。推

移を見ると、1990 年代中頃に、急激な減少を見せた後は漸減傾向にある。米国、ドイツ、フランス、英国

の貿易収支比が大きく変化しない中、貿易収支比を増加させているのは韓国、中国である。ただし、韓

国は 2014 年以降、微減に推移している。最新年の収支比は中国は 1.76、韓国は 1.56 である。 

〇全産業の総付加価値に対する「情報」産業付加価値の割合を見ると、各国最新年では、韓国（13.1％）

が最も大きく、米国（8.6％）、英国（6.9％）、日本（6.4％）と続く。 

〇「情報」産業の付加価値の内訳を見ると、日本は「コンピュータ、電子および光学製品」が減少し、「IT お

よびその他の情報サービス」が増加している。これに対して、韓国では「コンピュータ、電子および光学製

品」が最も多く、拡大し続けている。 

 
55..22..11 主主要要国国のの貿貿易易  

貿易の主たるものは製品であるが、目に見える

製品の輸出入以外にも、サービスの貿易が様々

な形態によって行われており、各国の国内におい

てもサービス分野の比重は高まっていると考えら

れる。ここでは主要国の貿易について、製品とサ

ービスに分類した輸出入額の推移を見る(図表 5-

2-1)。 

輸出入額全体の推移を見ると、ほとんどの国で

も増加傾向にあり、2009 年に一旦落ち込んだ後、

増加に転じている。また、中国の輸出を除いて、

2020 年に貿易額が減少した後、増加に転じてい

る。国によって程度の差はあるが、製品の方がサ

ービスより貿易額が多い。 

各国別に状況を見ると、日本の輸出額につい

ては、長期的には増加傾向にある。サービスの輸

出額の全体に占める割合は、長期的に増加傾向

にあったが、2019 年を境に減少に転じている。

2021年では17.7％となった。輸入額におけるサー

ビスの割合は輸出額におけるサービスの割合より

も大きい傾向にある。2021 年では 21.7％である。 

米国の輸出入額はともに増加しているが、製品

については輸入、サービスについては輸出の方

が伸びている。また、輸出額に占めるサービスの

割合は、長期的に増加傾向にあったが、近年は

減少しており、2021 年では 31.4％である。 

ドイツ、フランス、英国についても、輸出入額は

長期的に増加しており、2020 年の減少から回復し

た後の 2022 年では 3 か国ともに大きく伸びた。

2022 年のサービスの輸出額に注目すると、ドイツ

では輸出額全体の 19.6％、フランスでは 30.7％、

英国では 49.2％をサービスの輸出額が占めてい

る。ドイツ、フランス、英国ではサービスの輸出の

割合は長期的に伸びている。 
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韓国については、他の国と異なり、2012 年以降

は、輸出入額は増減しつつ、おおむね横ばいに

推移している。サービスの輸出額は、輸出額全体

の 14.7％(2021 年)であり、他の国と比較しても小

さい割合である。 

 

  

【【図図表表 55--22--11】】  主主要要国国ににおおけけるる貿貿易易額額のの推推移移  

 
注： 
1) 中国は「製品」と「サービス」に分類されたデータが記載されていなかった。 
2) ドイツの 2019 年以降、フランスの 2021 年以降、韓国の 2021 年は暫定値である。 
資料： 
OECD，“National Accounts” Gross domestic product (GDP)  
参照：表 5-2-1 

  

(1)主要国の産業貿易の構造 

ハイテクノロジー産業やミディアムハイテクノロジ

ー産業といった「研究開発集約活動 (R&D - 

intensive activities)」2の貿易については、技術貿

易のように科学技術知識の直接的なやり取りにつ

いてのデータではないが、実際に製品開発に活

用された科学技術知識の間接的な指標であると

考えられている。ここではまず、OECD の定義によ

る研究開発集約のレベル(研究開発費/粗付加価

値)にもとづき、産業を分類し、産業貿易のバラン

スを見る。 

図表 5-2-2 では、主要国の産業貿易のうち、輸

 
2 2019 年 5 月に入手した OECD，“STAN Bilateral Trade in Goods by 

Industry and End-use (BTDIxE), ISIC Rev.4”では、それまでの「研究開

発集約産業(R&D intensive industries)」から「研究開発集約活動(R&D 

出額について、①ハイテクノロジー産業（HT 産

業）、②ミディアムハイテクノロジー産業（MHT 産

業）、③ミディアムテクノロジー産業（MT 産業）、④

ミディアムロウテクノロジー産業（MLT 産業）、⑤そ

の他の 5 つに分類し、その構造を見た。 

日本では MHT 産業が最も大きく、2021 年では、

55.7％を占めている。他国と比較しても最も大きい。

次いで HT 産業が 16.0％、MT 産業が 14.6％、

MLT 産業は 5.5％である。時系列を見ると、MHT

産業は長期的には増加傾向にある。HT産業につ

いては、2000年以前は 30％程度で横ばいに推移

していたが、その後減少し、2010 年頃から再び横

- intensive activities)」に変更されていた。各レベルについて、対象とな

る産業は今までと同様である。 
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ばいに推移している。MT 産業は 2000 年代に割

合が増加した後、2011 年をピークに微減・横ばい

で推移している。 

米国は MHT 産業が最も大きく、2021 年では、

33.2％を占めている。次いでMLT産業が24.6％、

HT 産業が 22.1％、MT 産業が 9.5％となっている。

時系列を見ると、MHT 産業は 2000 年代半ばから

微減傾向にある。HT 産業は、2000 年代に入り減

少した後、2010年代前半は増加していたが、近年

では減少傾向にある。MLT 産業は 2000 年代後

半から長期的に増加している。MT 産業は漸増し

ていたが、2010 年代に入るとほぼ横ばいに推移し

ている。 

ドイツは MHT 産業が半数を占めており、2021

年では 48.1％である。次いで HT 産業が 18.2％、

MLT産業が 17.0％、MT産業が 11.3％となってい

る。時系列を見ると、ドイツは他国と比較すると変

化が少なく、MHT 産業、MLT 産業、MT 産業は横

ばい又は微減、HT 産業は 2000 年頃まで漸増し

た後は横ばい、2015 年頃から微増している。 

フランスは MHT 産業が最も多く、2021 年では

36.1％を占めている。次いでMLT産業が23.4％、

HT 産業 20.3％、MT 産業が 11.1％である。時系

列を見ると、MHT 産業は 2000 年代後半から減少

した後、2010 年代に入ってからはほぼ横ばい、

HT産業は長期的には増加していたが、2019年以

降減少した。MLT 産業、MT 産業は 2010 年頃か

らほぼ横ばいに推移している。 

英国は MHT 産業が最も大きく、2021 年で

31.3％である。次いで HT 産業が 20.5％、MT 産

業が 19.6％、MLT 産業が 18.0％である。時系列

を見ると、MHT 産業は長期的に見れば、微減傾

向にある。HT 産業は 2000 年頃まで増加した後は

減少に転じ、2013 年以降増加、2016 年から減少

している。MT産業は2013年に大きく増加した後、

減少に転じ、2020、2021 年と増加した。 

中国は 1993 年時点では MLT 産業が多くを占

めていた。その後、HT 産業、MHT 産業が増加す

る一方で MLT 産業は減少した。2005 年から、HT

産業が最も多い割合を持っていたが、2021 年で

は MHT 産業が 30.2％、HT 産業が 29.6％となっ

た。MLT 産業の減少は緩やかに続き、23.1％とな

った。 

韓国は、1990 年では MLT 産業が最も多くを占

めていたが、その後は 2010 年頃まで継続的に減

少が続き、これに代わって MHT 産業の増加が見

られた。HT 産業については、2004 年まで漸増し

た後は減少、2012 年を境に増加に転じている。

2020 年では、MHT 産業が最も大きく 39.7％であ

る。次いで HT 産業 33.5％、MT 産業 14.7％、

MLT 産業が 11.4％である。 

  

【【図図表表 55--22--22】】  主主要要国国のの産産業業貿貿易易輸輸出出割割合合  
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((CC))ドドイイツツ  

  

((EE))英英国国  

  

((GG))韓韓国国  

  

((DD))フフラランンスス  

  

((FF))中中国国  

  

((HH))産産業業貿貿易易のの内内訳訳  
 

項項目目  内内訳訳  

ハイテクノロジー産

業 
医薬品、電子機器、航空・宇宙 

ミディアムハイテクノ

ロジー産業 

化学品と化学製品、電気機器、機

械器具、自動車、その他輸送、そ

の他 

ミディアムテクノロジ

ー産業 

ゴム・プラスチック製品、金属、船

舶製造、その他 

ミディアムロウテクノ

ロジー産業 

繊維、食品・飲料・たばこ、金属加

工製品（機械器具等を除く）、その

他 

その他 上記以外の産業 

 
資料： 
OECD，“STAN Bilateral Trade in Goods by Industry and End-use (BTDIxE), ISIC Rev.4” 
参照：表 5-2-2 
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ばいに推移している。MT 産業は 2000 年代に割

合が増加した後、2011 年をピークに微減・横ばい

で推移している。 

米国は MHT 産業が最も大きく、2021 年では、

33.2％を占めている。次いでMLT産業が24.6％、

HT 産業が 22.1％、MT 産業が 9.5％となっている。

時系列を見ると、MHT 産業は 2000 年代半ばから

微減傾向にある。HT 産業は、2000 年代に入り減

少した後、2010年代前半は増加していたが、近年

では減少傾向にある。MLT 産業は 2000 年代後

半から長期的に増加している。MT 産業は漸増し

ていたが、2010 年代に入るとほぼ横ばいに推移し

ている。 

ドイツは MHT 産業が半数を占めており、2021

年では 48.1％である。次いで HT 産業が 18.2％、

MLT産業が 17.0％、MT産業が 11.3％となってい

る。時系列を見ると、ドイツは他国と比較すると変

化が少なく、MHT 産業、MLT 産業、MT 産業は横

ばい又は微減、HT 産業は 2000 年頃まで漸増し

た後は横ばい、2015 年頃から微増している。 

フランスは MHT 産業が最も多く、2021 年では

36.1％を占めている。次いでMLT産業が23.4％、

HT 産業 20.3％、MT 産業が 11.1％である。時系

列を見ると、MHT 産業は 2000 年代後半から減少

した後、2010 年代に入ってからはほぼ横ばい、

HT産業は長期的には増加していたが、2019年以

降減少した。MLT 産業、MT 産業は 2010 年頃か

らほぼ横ばいに推移している。 

英国は MHT 産業が最も大きく、2021 年で

31.3％である。次いで HT 産業が 20.5％、MT 産

業が 19.6％、MLT 産業が 18.0％である。時系列

を見ると、MHT 産業は長期的に見れば、微減傾

向にある。HT 産業は 2000 年頃まで増加した後は

減少に転じ、2013 年以降増加、2016 年から減少

している。MT産業は2013年に大きく増加した後、

減少に転じ、2020、2021 年と増加した。 

中国は 1993 年時点では MLT 産業が多くを占

めていた。その後、HT 産業、MHT 産業が増加す

る一方で MLT 産業は減少した。2005 年から、HT

産業が最も多い割合を持っていたが、2021 年で

は MHT 産業が 30.2％、HT 産業が 29.6％となっ

た。MLT 産業の減少は緩やかに続き、23.1％とな

った。 

韓国は、1990 年では MLT 産業が最も多くを占

めていたが、その後は 2010 年頃まで継続的に減

少が続き、これに代わって MHT 産業の増加が見

られた。HT 産業については、2004 年まで漸増し

た後は減少、2012 年を境に増加に転じている。

2020 年では、MHT 産業が最も大きく 39.7％であ

る。次いで HT 産業 33.5％、MT 産業 14.7％、

MLT 産業が 11.4％である。 

  

【【図図表表 55--22--22】】  主主要要国国のの産産業業貿貿易易輸輸出出割割合合  
 

((AA))日日本本  

 

((BB))米米国国  

  

    

16.0 

55.7

14.6 

5.5 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 95 00 05 10 15 20

日
本
の
産
業
貿
易
輸
出
割
合

2021年

その他

ミディアムロウテ

クノロジー産業

ミディアムテクノロ

ジー産業

ミディアムハイテ

クノロジー産業

ハイテクノロジー

産業
22.1

33.2

9.5

24.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 95 00 05 10 15 20

米
国
の
産
業
貿
易
輸
出
割
合

2021年

その他

ミディアムロウテ

クノロジー産業

ミディアムテクノロ

ジー産業

ミディアムハイテ

クノロジー産業

ハイテクノロジー

産業

 第 5 章 科学技術とイノベーション 

- 175 - 

((CC))ドドイイツツ  

  

((EE))英英国国  

  

((GG))韓韓国国  

  

((DD))フフラランンスス  

  

((FF))中中国国  

  

((HH))産産業業貿貿易易のの内内訳訳  
 

項項目目  内内訳訳  

ハイテクノロジー産

業 
医薬品、電子機器、航空・宇宙 

ミディアムハイテクノ

ロジー産業 

化学品と化学製品、電気機器、機

械器具、自動車、その他輸送、そ

の他 

ミディアムテクノロジ

ー産業 

ゴム・プラスチック製品、金属、船

舶製造、その他 

ミディアムロウテクノ

ロジー産業 

繊維、食品・飲料・たばこ、金属加

工製品（機械器具等を除く）、その

他 

その他 上記以外の産業 

 
資料： 
OECD，“STAN Bilateral Trade in Goods by Industry and End-use (BTDIxE), ISIC Rev.4” 
参照：表 5-2-2 
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(2)ハイテクノロジー産業貿易 

ハイテクノロジー産業とは OECD の定義（High 

R&D intensive industries）に基づいている。具体

的には「医薬品」、「電子機器」、「航空・宇宙」の 3

つの産業を指す。 

図表 5-2-3 は主要国のハイテクノロジー産業貿

易額の推移である。ほとんどの国・地域で 2009 年

及び 2020 年における減少、その後の増加が見ら

れた。また輸出入額ともに「電子機器」の割合が大

きい傾向にあったが、アジア諸国以外ではそのバ

ランスに変化が生じている。 

日本の輸出額は長期的に見ると、増減しながら

減少傾向、輸入額は 2012年まで増加傾向が続い

た以降は漸増に推移している。内訳を見ると、輸

出、輸入ともに「電子機器」が多くを占めているが、

割合は長期的に見ると微減している。また、「医薬

品」の輸入額が漸増している。 

米国は輸出、輸入額ともに長期的に拡大傾向

にあるが、伸びは輸入額の方が大きく 2000 年代

から入超である。米国の輸出は「航空・宇宙」が他

国と比較しても大きいことが特徴である。ただし、

その割合は 2019 年から 2020 年にかけて 10 ポイ

ント低下した。「電子機器」の割合は 1995 年では

約 8 割であったが、2021 年では約 6 割に減少し、

「医薬品」は同時期に 1 割未満から 2 割に増加し

た。 

ドイツの輸出入額は、長期的に見ると増加傾向

にある。ドイツの輸出は、「電子機器」の額が大き

いが、その割合は 1995 年から 2021 年にかけて 7

割から 5 割に減少した。それに対し「医薬品」は約

2 割から 4 割に増加した。なお、「医薬品」の輸出

額は、ここに示した国の中で最も大きい。 

フランスの輸出入の額は長期的に増加していた

が、2010 年代になって伸びは鈍化した。2020 年

に大きく減少し、2021 年に輸入については 2019

年の水準に戻したが、輸出は回復の度合いが小

さい。フランスの輸出は 1995 年時点では「航空・

宇宙」、「電子機器」、「医薬品」の割合がそれぞれ、

約 3 割、約 5 割、約 1 割であった。 

2021 年では、「航空・宇宙」が約 4 割、「電子機

器」、「医薬品」が約 3 割となっている。 

英国の輸出入額については、長期的には増加

傾向にあったが、2018 年をピークに減少傾向にあ

る。1995 年時点の輸出額のバランスは「航空・宇

宙」が約 2 割、「電子機器」が約 7 割、「医薬品」が

約 1 割であったが、2021 年では航空・宇宙」は約

4 割、「電子機器」、「医薬品」は約 3 割に変化して

いる。 

中国は輸出、輸入額ともに著しく拡大し、2000

年代後半に入ると輸出額は米国を上回り、大きく

伸びた。産業の構成を見ると、輸出、輸入ともに

「電子機器」が大部分を占めている。 

韓国についても、輸出、輸入額ともに「電子機

器」がほとんどを占めている。特に輸出額の増加

が著しい。 

BRICsのデータを見ると、ロシア、ブラジル、イン

ドともに輸入額が大きい。ブラジルは「航空・宇宙」

で出超であったが、2020 年では輸出額が大きく減

少する一方で、輸入額が大きく伸び、入超となっ

た。インドは「医薬品」で出超であり、輸出額も増

加傾向にある。 

図表 5-2-4 に、ハイテクノロジー産業全体の貿

易収支比の推移を示した。日本は長期的に貿易

収支を減少させている。2011年以降、1 を下回り、

入超となっている。2021 年の日本の収支比は

0.72 である。 

米国、ドイツ、フランス、英国の収支比は、1990

年代は、1 前後に推移していた。米国、英国につ

いては、2000 年前後から 1 を下回り、入超で推移

し続けている。2021 年では米国は 0.57、英国は

0.85 となっている。 

ドイツは 2000 年頃から 1 を上回り出超となり、

2012 年以降はほぼ横ばいに推移している。2021

年では 1.13 である。 

フランスは 1990 年代前半には 1 を上回り、出超

で、ほぼ横ばいに推移している。2021 年では輸出

額と輸入額が均衡しており収支比は 1.00 である。 

中国は収支比を上昇させていたが、2008 年以

降、微減傾向にある。2021 年では 1.24 である。 

韓国は主要国中、最も収支比が高い。2020 年
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で 1.54 となっている。 

【【図図表表 55--22--33】】  主主要要国国ににおおけけるるハハイイテテククノノロロジジーー産産業業貿貿易易額額のの推推移移  

 
資料： 
OECD，“STAN Bilateral Trade in Goods by Industry and End-use (BTDIxE), ISIC Rev.4” 
参照：表 5-2-3 

  

【【図図表表 55--22--44】】  主主要要国国ににおおけけるるハハイイテテククノノロロジジーー産産業業のの貿貿易易収収支支比比のの推推移移  
 

資料： 
図表 5-2-3 と同じ。  
参照：表 5-2-4 
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(2)ハイテクノロジー産業貿易 

ハイテクノロジー産業とは OECD の定義（High 

R&D intensive industries）に基づいている。具体

的には「医薬品」、「電子機器」、「航空・宇宙」の 3

つの産業を指す。 

図表 5-2-3 は主要国のハイテクノロジー産業貿

易額の推移である。ほとんどの国・地域で 2009 年

及び 2020 年における減少、その後の増加が見ら

れた。また輸出入額ともに「電子機器」の割合が大

きい傾向にあったが、アジア諸国以外ではそのバ

ランスに変化が生じている。 

日本の輸出額は長期的に見ると、増減しながら

減少傾向、輸入額は 2012年まで増加傾向が続い

た以降は漸増に推移している。内訳を見ると、輸

出、輸入ともに「電子機器」が多くを占めているが、

割合は長期的に見ると微減している。また、「医薬

品」の輸入額が漸増している。 

米国は輸出、輸入額ともに長期的に拡大傾向

にあるが、伸びは輸入額の方が大きく 2000 年代

から入超である。米国の輸出は「航空・宇宙」が他

国と比較しても大きいことが特徴である。ただし、

その割合は 2019 年から 2020 年にかけて 10 ポイ

ント低下した。「電子機器」の割合は 1995 年では

約 8 割であったが、2021 年では約 6 割に減少し、

「医薬品」は同時期に 1 割未満から 2 割に増加し

た。 

ドイツの輸出入額は、長期的に見ると増加傾向

にある。ドイツの輸出は、「電子機器」の額が大き

いが、その割合は 1995 年から 2021 年にかけて 7

割から 5 割に減少した。それに対し「医薬品」は約

2 割から 4 割に増加した。なお、「医薬品」の輸出

額は、ここに示した国の中で最も大きい。 

フランスの輸出入の額は長期的に増加していた

が、2010 年代になって伸びは鈍化した。2020 年

に大きく減少し、2021 年に輸入については 2019

年の水準に戻したが、輸出は回復の度合いが小

さい。フランスの輸出は 1995 年時点では「航空・

宇宙」、「電子機器」、「医薬品」の割合がそれぞれ、

約 3 割、約 5 割、約 1 割であった。 

2021 年では、「航空・宇宙」が約 4 割、「電子機

器」、「医薬品」が約 3 割となっている。 

英国の輸出入額については、長期的には増加

傾向にあったが、2018 年をピークに減少傾向にあ

る。1995 年時点の輸出額のバランスは「航空・宇

宙」が約 2 割、「電子機器」が約 7 割、「医薬品」が

約 1 割であったが、2021 年では航空・宇宙」は約

4 割、「電子機器」、「医薬品」は約 3 割に変化して

いる。 

中国は輸出、輸入額ともに著しく拡大し、2000

年代後半に入ると輸出額は米国を上回り、大きく

伸びた。産業の構成を見ると、輸出、輸入ともに

「電子機器」が大部分を占めている。 

韓国についても、輸出、輸入額ともに「電子機

器」がほとんどを占めている。特に輸出額の増加

が著しい。 

BRICsのデータを見ると、ロシア、ブラジル、イン

ドともに輸入額が大きい。ブラジルは「航空・宇宙」

で出超であったが、2020 年では輸出額が大きく減

少する一方で、輸入額が大きく伸び、入超となっ

た。インドは「医薬品」で出超であり、輸出額も増

加傾向にある。 

図表 5-2-4 に、ハイテクノロジー産業全体の貿

易収支比の推移を示した。日本は長期的に貿易

収支を減少させている。2011年以降、1 を下回り、

入超となっている。2021 年の日本の収支比は

0.72 である。 

米国、ドイツ、フランス、英国の収支比は、1990

年代は、1 前後に推移していた。米国、英国につ

いては、2000 年前後から 1 を下回り、入超で推移

し続けている。2021 年では米国は 0.57、英国は

0.85 となっている。 

ドイツは 2000 年頃から 1 を上回り出超となり、

2012 年以降はほぼ横ばいに推移している。2021

年では 1.13 である。 

フランスは 1990 年代前半には 1 を上回り、出超

で、ほぼ横ばいに推移している。2021 年では輸出

額と輸入額が均衡しており収支比は 1.00 である。 

中国は収支比を上昇させていたが、2008 年以

降、微減傾向にある。2021 年では 1.24 である。 

韓国は主要国中、最も収支比が高い。2020 年
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で 1.54 となっている。 

【【図図表表 55--22--33】】  主主要要国国ににおおけけるるハハイイテテククノノロロジジーー産産業業貿貿易易額額のの推推移移  

 
資料： 
OECD，“STAN Bilateral Trade in Goods by Industry and End-use (BTDIxE), ISIC Rev.4” 
参照：表 5-2-3 

  

【【図図表表 55--22--44】】  主主要要国国ににおおけけるるハハイイテテククノノロロジジーー産産業業のの貿貿易易収収支支比比のの推推移移  
 

資料： 
図表 5-2-3 と同じ。  
参照：表 5-2-4 

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

医薬品

電子機器

航空･宇宙

日本 ドイツ フランス 英国

輸
出
額

輸
入
額

韓国米国 中国

億ドル

ロシア ブラジル インド

グラフのデータは各国ごとに左から1995年～2021年、

韓国は1995年～2020年、ロシアは1996年～2021年

0

1

2

3

4

1990 95 00 05 10 15 20

ハ
イ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
産
業
貿
易
収
支
比

日本

米国

ドイツ

フランス

英国

中国

韓国

2021年

第
５
章　

　

科
学
技
術
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

179



第 5 章 科学技術とイノベーション 

- 178 - 

(3)ミディアムハイテクノロジー産業貿易 

図 5-2-2 で見たように、ミディアムハイテクノロジ

ー産業は主要国の多くで、輸出額において 1 番

の重みを持っており、その状況を把握する事は、

ハイテクノロジー産業貿易の状況を把握する事と

同様に重要である。 

ここでいうミディアムハイテクノロジー産業とは

OECD の 定 義 (Medium-high R&D intensive 

activities)に基づいており、国際標準産業分類第

4次改訂版(ISIC Rev.4)を用いたデータを使用した。

具体的には、「化学品と化学製品」、「電気機器」、

「機械器具」、「自動車」、「その他輸送」、「その他」

といった産業から構成される。 

図 5-2-5のミディアムハイテクノロジー産業貿易

の輸出額を見ると、2020年には常時、トップであっ

たドイツを中国が追い抜いた。これに米国、日本

が続いている。輸入額を見ると、米国が最も大き

い。過去はドイツが続いていたが、2010 年以降、

中国が上回っている。 

ほとんどの国・地域で輸出入額ともに 2009 年に

減少が起きた。また、2020 年の減少は、輸出額で

は中国以外の国・地域で、輸入額では韓国以外

の国・地域で起きた。ただし、その後は再び増加

に転じている。 

各国の輸出、輸入の内訳を見ると、日本の輸出

額の内訳は「自動車」が最も大きく、次いで「機械

器具」が大きい。全体の約7割を占めるこれらの産

業は、2000年代に入ってから急激な伸びを示した

後、2009 年に大きく減少した。その後、回復を見

せ、おおむね横ばいに推移していたが、2020 年

に減少し、2021 年には増加した。輸入額では「化

学品と化学製品」が最も大きく、次いで「機械器具」

が大きい。いずれの産業も2020年に減少し、2021

年には増加している。 

米国の輸出額（最新年）では、「化学品と化学

製品」が最も大きく、約 3 割を占めている。これに

「機械器具」、「自動車」が続く。輸入額では「自動

車」が最も大きい。1995 年時点では半数近くを占

めていたが、2021 年では約 3 割となっている。 

ドイツの輸出額は「自動車」が最も大きく、3割か

ら 4 割で推移している。次いで「機械器具」が大き

い。輸入額でも「自動車」が最も大きく 3 割から 4

割で推移している。これに「化学品と化学製品」が

続く。 

フランスでは輸出、輸入ともに、産業の種類別

の規模のバランスが他国と比べて似通っている。

輸出は 1995 年時点では「化学品と化学製品」より

「自動車」の方が大きかったが、その後は逆転し、

「化学品と化学製品」、「自動車」の順で大きくなっ

た。最新年の輸入は「自動車」、「化学品と化学製

品」の順で大きい。 

英国も輸出、輸入ともに産業の種類別の規模

のバランスが似ている。最新年では輸出、輸入共

に「自動車」が最も大きく、「化学品と化学製品」が

続く。 

中国においては輸出額では「電気機器」、「機

械器具」が大きく、輸入額では「化学品と化学製

品」、「機械器具」が大きい。なお、中国ではこれら

の大きな産業の 2019～2020 年の変化において、

他国のような大きな減少は見られなかった。 

韓国においては、輸出額では「化学品と化学製

品」と「自動車」が大きい。両者とも 2010 年頃まで

は大きく伸びていたが、2010年代に入って伸びは

鈍化した。輸入額では「機械器具」、「化学品と化

学製品」が大きい。 

ロシア、ブラジル、インドについては、その他の

国と比較すると規模が小さい。また全ての国で輸

入額の方が大きい。輸入額の内訳を見ると、ロシ

アでは「機械器具」、ブラジル、インドでは「化学品

と化学製品」が最も大きい。 

図表 5-2-6 に、ミディアムハイテクノロジー産業

全体の貿易収支比の推移を示した。 

2021 年の日本のミディアムハイテクノロジー産

業貿易収支比は 2.58 であり、主要国中第 1 位で

ある。推移を見ると、1990 年代中頃に、急激な減

少を見せた後は漸減傾向にある。 

韓国の収支比は長期的に増加傾向にあったが、

2014 年以降、微減している。2020 年では 1.56 を

示している。 

ドイツの 2021 年の収支比は 1.57 であり、継続

 第 5 章 科学技術とイノベーション 

 

- 179 - 

的に出超である。2000 年代半ば以降は、微減し

ている。 

中国の収支比は、長期的に増加傾向にある。

2021 年では 1.76 となっている。 

フランスの収支比は、長期的に減少しており、

2021 年では 0.85 である。 

英国の収支比は、1991 年以外は入超で推移し

ている。2021 年では 0.72 である。 

米国の収支比は未だ 1 を超えたことはなく、

2021 年では 0.62 である。 

 

【【図図表表 55--22--55】】  主主要要国国ににおおけけるるミミデディィアアムムハハイイテテククノノロロジジーー産産業業貿貿易易額額のの推推移移  

  
注： 
その他は「磁気、光学メディア」、「医療及び歯科用機器・備品」、「軍用戦闘車両」等である。 
資料： 
OECD，“STAN Bilateral Trade in Goods by Industry and End-use (BTDIxE), ISIC Rev.4”参照：表 5-2-6 

  

【【図図表表 55--22--66】】  主主要要国国ににおおけけるるミミデディィアアムムハハイイテテククノノロロジジーー産産業業のの貿貿易易収収支支比比のの推推移移  

 
資料： 
図表 5-2-5 と同じ。 
参照：表 5-2-6 
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(3)ミディアムハイテクノロジー産業貿易

図 5-2-2 で見たように、ミディアムハイテクノロジ

ー産業は主要国の多くで、輸出額において 1 番

の重みを持っており、その状況を把握する事は、

ハイテクノロジー産業貿易の状況を把握する事と

同様に重要である。

ここでいうミディアムハイテクノロジー産業とは

OECD の 定 義 (Medium-high R&D intensive

activities)に基づいており、国際標準産業分類第

4次改訂版(ISIC Rev.4)を用いたデータを使用した。

具体的には、「化学品と化学製品」、「電気機器」、

「機械器具」、「自動車」、「その他輸送」、「その他」

といった産業から構成される。

図 5-2-5のミディアムハイテクノロジー産業貿易

の輸出額を見ると、2020年には常時、トップであっ

たドイツを中国が追い抜いた。これに米国、日本

が続いている。輸入額を見ると、米国が最も大き

い。過去はドイツが続いていたが、2010 年以降、

中国が上回っている。

ほとんどの国・地域で輸出入額ともに 2009 年に

減少が起きた。また、2020 年の減少は、輸出額で

は中国以外の国・地域で、輸入額では韓国以外

の国・地域で起きた。ただし、その後は再び増加

に転じている。

各国の輸出、輸入の内訳を見ると、日本の輸出

額の内訳は「自動車」が最も大きく、次いで「機械

器具」が大きい。全体の約7割を占めるこれらの産

業は、2000年代に入ってから急激な伸びを示した

後、2009 年に大きく減少した。その後、回復を見

せ、おおむね横ばいに推移していたが、2020 年

に減少し、2021 年には増加した。輸入額では「化

学品と化学製品」が最も大きく、次いで「機械器具」

が大きい。いずれの産業も2020年に減少し、2021

年には増加している。

米国の輸出額（最新年）では、「化学品と化学

製品」が最も大きく、約 3 割を占めている。これに

「機械器具」、「自動車」が続く。輸入額では「自動

車」が最も大きい。1995 年時点では半数近くを占

めていたが、2021 年では約 3 割となっている。

ドイツの輸出額は「自動車」が最も大きく、3割か

ら 4 割で推移している。次いで「機械器具」が大き

い。輸入額でも「自動車」が最も大きく 3 割から 4

割で推移している。これに「化学品と化学製品」が

続く。

フランスでは輸出、輸入ともに、産業の種類別

の規模のバランスが他国と比べて似通っている。

輸出は 1995 年時点では「化学品と化学製品」より

「自動車」の方が大きかったが、その後は逆転し、

「化学品と化学製品」、「自動車」の順で大きくなっ

た。最新年の輸入は「自動車」、「化学品と化学製

品」の順で大きい。

英国も輸出、輸入ともに産業の種類別の規模

のバランスが似ている。最新年では輸出、輸入共

に「自動車」が最も大きく、「化学品と化学製品」が

続く。

中国においては輸出額では「電気機器」、「機

械器具」が大きく、輸入額では「化学品と化学製

品」、「機械器具」が大きい。なお、中国ではこれら

の大きな産業の 2019～2020 年の変化において、

他国のような大きな減少は見られなかった。

韓国においては、輸出額では「化学品と化学製

品」と「自動車」が大きい。両者とも 2010 年頃まで

は大きく伸びていたが、2010年代に入って伸びは

鈍化した。輸入額では「機械器具」、「化学品と化

学製品」が大きい。

ロシア、ブラジル、インドについては、その他の

国と比較すると規模が小さい。また全ての国で輸

入額の方が大きい。輸入額の内訳を見ると、ロシ

アでは「機械器具」、ブラジル、インドでは「化学品

と化学製品」が最も大きい。

図表 5-2-6 に、ミディアムハイテクノロジー産業

全体の貿易収支比の推移を示した。

2021 年の日本のミディアムハイテクノロジー産

業貿易収支比は 2.58 であり、主要国中第 1 位で

ある。推移を見ると、1990 年代中頃に、急激な減

少を見せた後は漸減傾向にある。

韓国の収支比は長期的に増加傾向にあったが、

2014 年以降、微減している。2020 年では 1.56 を

示している。

ドイツの 2021 年の収支比は 1.57 であり、継続
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的に出超である。2000 年代半ば以降は、微減し

ている。 

中国の収支比は、長期的に増加傾向にある。

2021 年では 1.76 となっている。 

フランスの収支比は、長期的に減少しており、

2021 年では 0.85 である。 

英国の収支比は、1991 年以外は入超で推移し

ている。2021 年では 0.72 である。 

米国の収支比は未だ 1 を超えたことはなく、

2021 年では 0.62 である。 

【【図図表表 55--22--55】】  主主要要国国ににおおけけるるミミデディィアアムムハハイイテテククノノロロジジーー産産業業貿貿易易額額のの推推移移  

注： 
その他は「磁気、光学メディア」、「医療及び歯科用機器・備品」、「軍用戦闘車両」等である。 
資料： 
OECD，“STAN Bilateral Trade in Goods by Industry and End-use (BTDIxE), ISIC Rev.4” 参
照：表 5-2-5 

【【図図表表 55--22--66】】  主主要要国国ににおおけけるるミミデディィアアムムハハイイテテククノノロロジジーー産産業業のの貿貿易易収収支支比比のの推推移移  

資料： 
図表 5-2-5 と同じ。 
参照：表 5-2-6 
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コラム：貿易額と輸入相手先国・地域

1. はじめに

「35 技術分類を用いたパテントファミリー分析」

のコラムでは、本編よりも細かい技術分類を用い

てパテントファミリーの分析を示した。その際、パテ

ントファミリーの価値の代理指標として他のパテン

トファミリーからの被引用数に注目し、被引用数が

高いパテントファミリーにおける日本、米国、中国

の分析を行った。 

本コラムでは、35 技術分類に関連があると考え

られる概況品(財務省貿易統計において、いくつ

かの統計品目をまとめて、一般的な名称を付した

もの)について貿易収支比を示す。また、入超の

概況品については、どこの国・地域からの輸入が

大きいかを示す。 

2. 分析対象とした概況品

日本の Top10％パテントファミリー数世界シェア

が特徴的な振舞いを見せていた技術分類に注目

する。具体的には、過去(2006～08 年平均)は世

界 1 位のシェアであったが最新値(2016～18 年平

均)ではシェアが低下傾向にある「AV 機器」、「半

導体」、「輸送」、過去も最新値も世界 1 位のシェ

アである「光学」、「織物および抄紙機」、過去も最

新値もシェアが低い「電気通信」、「デジタル通信」、

「医薬品」に注目する。 

これらの技術分類に関連があると思われる概況

品について、財務省貿易統計から貿易収支比の

データを取得した。分析対象とした技術分類と概

況品の対応表を図表 5-2-7 に示す。 

【【図図表表 55--22--77】】  技技術術分分類類とと概概況況品品  

技技術術分分類類 概概況況品品 

AV 機器 音響・映像機器（含部品） 

半導体 半導体等電子部品 
半導体等製造装置 

輸送 自動車 

光学 科学光学機器 

織物および抄紙機 繊維機械 

電気通信、デジタル
通信 

通信機 

医薬品 医薬品 

資料： 
WIPO, IPC - Technology Concordance Table、財務省貿易統計(2023
年 5 月 15 日取得)を基に、科学技術・学術政策研究所が作成。 

3. 貿易収支比

図表 5-2-8 は、2000 年～2022 年にかけての各

概況品の貿易収支比を示した結果である。 

「音響・映像機器（含部品）」は 2000年から 2009

年まで出超であったが、2010 年以降は輸出が減

少し、入超へと移行した。「半導体等電子部品」は

全期間を通して出超であるが、2010年代に入って

からは貿易収支比が低下傾向にある。「半導体等

製造装置」のデータは 2007 年からしかないが、そ

の全期間を通して出超である。「通信機」は 2000

年から 2005 年まで出過であったが、2007 年以降

は入超となり、入超の度合いが増している。2022

年における貿易収支比は 0.1 である。「科学光学

機器」は全期間を通して出超であるが、長期的に

貿易収支比が低下している。「医薬品」は全期間

を通じて入超である。「繊維機械」は全期間を通じ

て出超であるが、長期的に貿易収支比が低下し

ている。「自動車」は全期間を通じて大きく出超で

あり、その状況は一貫している。 

【【図図表表 55--22--88】】  概概況況品品毎毎のの貿貿易易収収支支比比  

資料： 
財務省貿易統計(2023 年 5 月 15 日取得)を基に、科学技術・学術政策
研究所が作成。 
参照：表 5-2-8 
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4. 輸入相手先国・地域

図表 5-2-9は、2022年時点で入超であった「音

響・映像機器（含部品）」、「通信機」、「医薬品」に

ついて、上位 5 の輸入相手先国・地域を示した結

果(2020～2022 年の 3 年間の平均)である。

「音響・映像機器（含部品）」では、中国が最大

の輸入先であり約 6 割を占める。これにマレーシ

ア、タイ、米国、ベトナムが続く。「通信機」でも、中

国が最大の輸入先であり約 7 割を占める。これに

ベトナム、タイ、マレーシア、台湾が続く。「医薬品」

については、米国が最大の輸入先であり、これに

ドイツ、ベルギー、アイルランド、スイスが続いてい

る。

5. まとめ

本コラムでは「35技術分類を用いたパテントファ

ミリー分析」のコラムで示した技術分類と関連があ

ると考えられる概況品について貿易収支比を見た。

「自動車」、「半導体等製造装置」、「繊維機械」

などは、依然として強い輸出を維持している。特に

「自動車」は全期間を通じて大きな出超を維持し

続けており、他と比較してもその輸出の強さが顕

著である。他方、「音響・映像機器（含部品）」や

「通信機」などは輸出が減少し、入超に転じている。

また、「医薬品」については、全期間を通じて入超

の状態が続いている。

パテントファミリーとの関係を見ると、Top10％パ

テントファミリー数シェアと貿易収支比の間には関

連性が見られる。特に Top10％パテントファミリー

数シェアが他の技術分野と比べて小さい「電気通

信」、「デジタル通信」や「医薬品」に関連すると考

えられる概況品である「通信機」、「医薬品」では貿

易収支比が小さい傾向がある。

2022 年時点で入超である概況品に注目すると

「音響・映像機器（含部品）」、「通信機」について

は、中国への依存度が大きな状況にある。輸入に

ついては、グローバル企業の生産体制とも関係し

ている。ただし、中国は「AV 機器」、「電気通信」、

「デジタル通信」において Top10％パテントファミリ

ー数シェアを増していることから、中国の技術力の

向上も影響していると考えられる。

（伊神 正貫）

【【図図表表 55--22--99】】 輸輸入入相相手手先先国国・・地地域域

注：
輸入額は 2020～2022 年の 3 年間の平均。
資料：
財務省貿易統計(2023 年 5 月 15 日取得)を基に、科学技術・学術政策研究所が作成。
参照：表 5-2-9
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コラム：貿易額と輸入相手先国・地域 

 

1. はじめに 

「35 技術分類を用いたパテントファミリー分析」

のコラムでは、本編よりも細かい技術分類を用い

てパテントファミリーの分析を示した。その際、パテ

ントファミリーの価値の代理指標として他のパテン

トファミリーからの被引用数に注目し、被引用数が

高いパテントファミリーにおける日本、米国、中国

の分析を行った。 

本コラムでは、35 技術分類に関連があると考え

られる概況品(財務省貿易統計において、いくつ

かの統計品目をまとめて、一般的な名称を付した

もの)について貿易収支比を示す。また、入超の

概況品については、どこの国・地域からの輸入が

大きいかを示す。 

 

2. 分析対象とした概況品 

日本の Top10％パテントファミリー数世界シェア

が特徴的な振舞いを見せていた技術分類に注目

する。具体的には、過去(2006～08 年平均)は世

界 1 位のシェアであったが最新値(2016～18 年平

均)ではシェアが低下傾向にある「AV 機器」、「半

導体」、「輸送」、過去も最新値も世界 1 位のシェ

アである「光学」、「織物および抄紙機」、過去も最

新値もシェアが低い「電気通信」、「デジタル通信」、

「医薬品」に注目する。 

これらの技術分類に関連があると思われる概況

品について、財務省貿易統計から貿易収支比の

データを取得した。分析対象とした技術分類と概

況品の対応表を図表 5-2-7 に示す。 

  

【【図図表表 55--22--77】】  技技術術分分類類とと概概況況品品  

  

技技術術分分類類 概概況況品品 

AV 機器 音響・映像機器（含部品） 

半導体 半導体等電子部品 
半導体等製造装置 

輸送 自動車 

光学 科学光学機器 

織物および抄紙機 繊維機械 

電気通信、デジタル
通信 

通信機 

医薬品 医薬品 

資料： 
WIPO, IPC - Technology Concordance Table、財務省貿易統計(2023
年 5 月 15 日取得)を基に、科学技術・学術政策研究所が作成。 
参照：表 5-2-7 

 

3. 貿易収支比 

図表 5-2-8 は、2000 年～2022 年にかけての各

概況品の貿易収支比を示した結果である。 

「音響・映像機器（含部品）」は 2000年から 2009

年まで出超であったが、2010 年以降は輸出が減

少し、入超へと移行した。「半導体等電子部品」は

全期間を通して出超であるが、2010年代に入って

からは貿易収支比が低下傾向にある。「半導体等

製造装置」のデータは 2007 年からしかないが、そ

の全期間を通して出超である。「通信機」は 2000

年から 2005 年まで出過であったが、2007 年以降

は入超となり、入超の度合いが増している。2022

年における貿易収支比は 0.1 である。「科学光学

機器」は全期間を通して出超であるが、長期的に

貿易収支比が低下している。「医薬品」は全期間

を通じて入超である。「繊維機械」は全期間を通じ

て出超であるが、長期的に貿易収支比が低下し

ている。「自動車」は全期間を通じて大きく出超で

あり、その状況は一貫している。 

 

【【図図表表 55--22--88】】  概概況況品品毎毎のの貿貿易易収収支支比比  

資料： 
財務省貿易統計(2023 年 5 月 15 日取得)を基に、科学技術・学術政策
研究所が作成。 
参照：表 5-2-8  
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4. 輸入相手先国・地域 

図表 5-2-9は、2022年時点で入超であった「音

響・映像機器（含部品）」、「通信機」、「医薬品」に

ついて、上位 5 の輸入相手先国・地域を示した結

果(2020～2022 年の 3 年間の平均)である。 

「音響・映像機器（含部品）」では、中国が最大

の輸入先であり約 6 割を占める。これにマレーシ

ア、タイ、米国、ベトナムが続く。「通信機」でも、中

国が最大の輸入先であり約 7 割を占める。これに

ベトナム、タイ、マレーシア、台湾が続く。「医薬品」

については、米国が最大の輸入先であり、これに

ドイツ、ベルギー、アイルランド、スイスが続いてい

る。 

 

5. まとめ 

本コラムでは「35技術分類を用いたパテントファ

ミリー分析」のコラムで示した技術分類と関連があ

ると考えられる概況品について貿易収支比を見た。 

「自動車」、「半導体等製造装置」、「繊維機械」

などは、依然として強い輸出を維持している。特に

「自動車」は全期間を通じて大きな出超を維持し

続けており、他と比較してもその輸出の強さが顕

著である。他方、「音響・映像機器（含部品）」や

「通信機」などは輸出が減少し、入超に転じている。

また、「医薬品」については、全期間を通じて入超

の状態が続いている。 

パテントファミリーとの関係を見ると、Top10％パ

テントファミリー数シェアと貿易収支比の間には関

連性が見られる。特に Top10％パテントファミリー

数シェアが他の技術分野と比べて小さい「電気通

信」、「デジタル通信」や「医薬品」に関連すると考

えられる概況品である「通信機」、「医薬品」では貿

易収支比が小さい傾向がある。 

2022 年時点で入超である概況品に注目すると

「音響・映像機器（含部品）」、「通信機」について

は、中国への依存度が大きな状況にある。輸入に

ついては、グローバル企業の生産体制とも関係し

ている。ただし、中国は「AV 機器」、「電気通信」、

「デジタル通信」において Top10％パテントファミリ

ー数シェアを増していることから、中国の技術力の

向上も影響していると考えられる。 

（伊神 正貫） 

  

【【図図表表 55--22--99】】  輸輸入入相相手手先先国国・・地地域域  

  

 
注： 
輸入額は 2020～2022 年の 3 年間の平均。 
資料： 
財務省貿易統計(2023 年 5 月 15 日取得)を基に、科学技術・学術政策研究所が作成。 
参照：表 5-2-9 
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55..22..22 付付加加価価値値  

この節は、特定の産業について、全産業の付

加価値に占める重みを見る。ここでいう付加価値

とは、その国の居住者による総産出（生産物）から

中間投入 3を控除して算出されたものである。 

 

(1)各産業の付加価値 

全産業の総付加価値に対する 6 つの産業の重

みを見る(図表 5-2-10)。 

「電子機器」の付加価値割合は韓国が最も大き

く、最新年では 8.5％である。日本と米国は 1.5％、

ドイツが 1.4％と続く。韓国の伸びが著しいのに対

して、他の国は微減もしくは横ばいである。 

「医薬品」の付加価値割合は、各国ともに 0.4％

から 1％からの間で推移している。最新年では大

きい順に米国、日本、ドイツ、英国、フランス、韓国

となっている。 

「自動車」の付加価値割合はドイツが最も大きく、

最新年では 4.3％である。これに次いで、日本、韓

国が 2.2％となっている。ドイツは 2009 年の落ち

込みを除いて長期的に増加傾向、日本と韓国は

漸増・横ばい傾向にあったが、いずれの国でも近

年減少している。英国、米国、フランスは最新年で

は 0.6 から 0.9％を示している。 

「化学と化学製品」の付加価値割合は韓国が最

も大きく、最新年では 2.3％である。ドイツが 1.5％、

日本が 1.3％と続く。多くの国で 2000 年代後半ま

で減少した後、微増もしくは横ばいに推移してい

る。 

「電気機器」の付加価値割合は韓国が最も大き

く、長期的に増加傾向にある。最新年では 1.7％

である。ドイツと日本は 1991 年時点ではそれぞれ

2.4％、2.0％と大きかったがその後は減少し、日

本は 1.3％、ドイツは 1.4％となった。米国、フラン

ス、英国は減少傾向にある。 

「機械器具」の付加価値割合はドイツが最も大

きく、最新年では 3.3％である。日本は 3.1％、韓

国は 2.5％と続く。ドイツ、日本、韓国は増加傾向

 
3 財貨・サービスを生産するために必要となる、コストとして投入される

生産物。 

であるのに対して、米国、フランス、英国は減少傾

向にある。 

 

【【図図表表 55--22--1100】】  主主要要国国ににおおけけるる総総付付加加価価値値にに

対対すするる各各産産業業ののシシェェアア  
 

((AA))電電子子機機器器  

 

((BB))医医薬薬品品  

 

((CC))自自動動車車  

 

((DD))化化学学とと化化学学製製品品  
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（（EE))電電気気機機器器  

 

（（FF))機機械械器器具具  

 
注： 
1) 電子機器とはコンピュータ、電子および光学製品である。 
2) 日本の 1991～1993 年、米国の 1991～1996 年、英国の 1991～

1994 年、韓国の 1991～2006 年は国民経済計算や STAN データ
の以前のデータに基づく推計。 

3) 韓国の 2007～2009 年、「医薬品」、「自動車」、「化学と化学製品」
における日本の 1994 年以降、韓国の 2010～2014 年は、詳細な企
業構造統計（SBS）や産業センサスデータに基づく推計。 

4) 韓国の「電子機器」、「電気機器」、「機械器具」の 2010～2014 年は
最新の定義に従って作成された公式の年次国民経済計算から得ら
れる他の関連指標に基づく推定値。 

5) 韓国の 2015 年以降は国の供給・使用表（SUT）または産業連関表
に基づく推計値。 

資料： 
OECD, “STAN Industrial Analysis” 
参照：表 5-2-10 

 

(2)「情報」産業の付加価値 

「情報」産業について、産業の総付加価値に対

する重みを見る。ここでいう「情報」産業とは「コン

ピュータ、電子および光学製品」、「通信」、「出版、

視聴覚および放送」、「IT およびその他の情報サ

ービス」を合計したものである。本分類については、

OECD, “Measuring the Digital Transformation”

に依拠した。 

図表 5-2-11（A）を見ると、1991 年では、米国が

7.0％と最も大きかったが、他の国も 5～6％台であ

り、差異は少なかった。その後、韓国は約 2 倍の

伸びを見せているのに対して、その他の国の伸び

は少ない。各国最新年における「情報」産業の付

加価値のシェアが最も大きい国は韓国（13.1％）

であり、米国（8.6％）、英国（6.9％）、日本（6.4％）

が続く。 

次に、主要国における「情報」産業の付加価値

の内訳を見ると（図表 5-2-11(B)）、日本は 1991年

では、「コンピュータ、電子および光学製品」が

3.3％と最も大きく「情報」産業全体の半数を占め

ていたが、その後は減少した。これに対して「IT お

よびその他の情報サービス」は 1991 年時点では

0.9％であったが、2019 年では 2.3％と大きく伸び

た。 

米国は 1991 年時点では、「コンピュータ、電子

および光学製品」、「通信」、「出版、視聴覚および

放送」の 3 つが多くを占めていた（それぞれ約

2％）。「IT およびその他の情報サービス」は 0.9％

であったが、その後は増加し、2019 年では 3.1％

と最も大きくなった。 

ドイツでは、「IT およびその他の情報サービス」

の伸びが著しく、2019 年では 3.0％を示している。

その他は、微減もしくは横ばいに推移しており、

「通信」は減少している。 

フランスは、1991 年時点で「IT およびその他の

情報サービス」が最も大きく、その後も増加し、

2019 年では 2.9％となった。その他は微減もしくは

横ばいに推移しており、「コンピュータ、電子およ

び光学製品」については減少している。 

英国は、1991 年時点では「通信」が最も大きか

ったが、その後は微減に推移した。これに対して

大きく伸びたのは、「IT およびその他の情報サー

ビス」である。2019 年では 2.9％とった。 

韓国は 1991 年時点では、「コンピュータ、電子

および光学製品」、「通信」がそれぞれ 2.6％、

2.1％と大きく、「IT およびその他の情報サービス」

は 0.5％と主要国中、最も小さかった。その後、「コ

ンピュータ、電子および光学製品」、「IT およびそ

の他の情報サービス」は大きく増加した。2018 年

では「コンピュータ、電子および光学製品」は

8.5％と、主要国中最も大きな規模となった。「IT

およびその他の情報サービス」は 1.9％となったが、

主要国中最も小さい。
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55..22..22 付付加加価価値値  

この節は、特定の産業について、全産業の付

加価値に占める重みを見る。ここでいう付加価値

とは、その国の居住者による総産出（生産物）から

中間投入 3を控除して算出されたものである。 

 

(1)各産業の付加価値 

全産業の総付加価値に対する 6 つの産業の重

みを見る(図表 5-2-10)。 

「電子機器」の付加価値割合は韓国が最も大き

く、最新年では 8.5％である。日本と米国は 1.5％、

ドイツが 1.4％と続く。韓国の伸びが著しいのに対

して、他の国は微減もしくは横ばいである。 

「医薬品」の付加価値割合は、各国ともに 0.4％

から 1％からの間で推移している。最新年では大

きい順に米国、日本、ドイツ、英国、フランス、韓国

となっている。 

「自動車」の付加価値割合はドイツが最も大きく、

最新年では 4.3％である。これに次いで、日本、韓

国が 2.2％となっている。ドイツは 2009 年の落ち

込みを除いて長期的に増加傾向、日本と韓国は

漸増・横ばい傾向にあったが、いずれの国でも近

年減少している。英国、米国、フランスは最新年で

は 0.6 から 0.9％を示している。 

「化学と化学製品」の付加価値割合は韓国が最

も大きく、最新年では 2.3％である。ドイツが 1.5％、

日本が 1.3％と続く。多くの国で 2000 年代後半ま

で減少した後、微増もしくは横ばいに推移してい

る。 

「電気機器」の付加価値割合は韓国が最も大き

く、長期的に増加傾向にある。最新年では 1.7％

である。ドイツと日本は 1991 年時点ではそれぞれ

2.4％、2.0％と大きかったがその後は減少し、日

本は 1.3％、ドイツは 1.4％となった。米国、フラン

ス、英国は減少傾向にある。 

「機械器具」の付加価値割合はドイツが最も大

きく、最新年では 3.3％である。日本は 3.1％、韓

国は 2.5％と続く。ドイツ、日本、韓国は増加傾向

 
3 財貨・サービスを生産するために必要となる、コストとして投入される

生産物。 

であるのに対して、米国、フランス、英国は減少傾

向にある。 

 

【【図図表表 55--22--1100】】  主主要要国国ににおおけけるる総総付付加加価価値値にに

対対すするる各各産産業業ののシシェェアア  
 

((AA))電電子子機機器器  

 

((BB))医医薬薬品品  

 

((CC))自自動動車車  

 

((DD))化化学学とと化化学学製製品品  
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（（EE))電電気気機機器器  

 

（（FF))機機械械器器具具  

 
注： 
1) 電子機器とはコンピュータ、電子および光学製品である。 
2) 日本の 1991～1993 年、米国の 1991～1996 年、英国の 1991～

1994 年、韓国の 1991～2006 年は国民経済計算や STAN データ
の以前のデータに基づく推計。 

3) 韓国の 2007～2009 年、「医薬品」、「自動車」、「化学と化学製品」
における日本の 1994 年以降、韓国の 2010～2014 年は、詳細な企
業構造統計（SBS）や産業センサスデータに基づく推計。 

4) 韓国の「電子機器」、「電気機器」、「機械器具」の 2010～2014 年は
最新の定義に従って作成された公式の年次国民経済計算から得ら
れる他の関連指標に基づく推定値。 

5) 韓国の 2015 年以降は国の供給・使用表（SUT）または産業連関表
に基づく推計値。 

資料： 
OECD, “STAN Industrial Analysis” 
参照：表 5-2-10 

 

(2)「情報」産業の付加価値 

「情報」産業について、産業の総付加価値に対

する重みを見る。ここでいう「情報」産業とは「コン

ピュータ、電子および光学製品」、「通信」、「出版、

視聴覚および放送」、「IT およびその他の情報サ

ービス」を合計したものである。本分類については、

OECD, “Measuring the Digital Transformation”

に依拠した。 

図表 5-2-11（A）を見ると、1991 年では、米国が

7.0％と最も大きかったが、他の国も 5～6％台であ

り、差異は少なかった。その後、韓国は約 2 倍の

伸びを見せているのに対して、その他の国の伸び

は少ない。各国最新年における「情報」産業の付

加価値のシェアが最も大きい国は韓国（13.1％）

であり、米国（8.6％）、英国（6.9％）、日本（6.4％）

が続く。 

次に、主要国における「情報」産業の付加価値

の内訳を見ると（図表 5-2-11(B)）、日本は 1991年

では、「コンピュータ、電子および光学製品」が

3.3％と最も大きく「情報」産業全体の半数を占め

ていたが、その後は減少した。これに対して「IT お

よびその他の情報サービス」は 1991 年時点では

0.9％であったが、2019 年では 2.3％と大きく伸び

た。 

米国は 1991 年時点では、「コンピュータ、電子

および光学製品」、「通信」、「出版、視聴覚および

放送」の 3 つが多くを占めていた（それぞれ約

2％）。「IT およびその他の情報サービス」は 0.9％

であったが、その後は増加し、2019 年では 3.1％

と最も大きくなった。 

ドイツでは、「IT およびその他の情報サービス」

の伸びが著しく、2019 年では 3.0％を示している。

その他は、微減もしくは横ばいに推移しており、

「通信」は減少している。 

フランスは、1991 年時点で「IT およびその他の

情報サービス」が最も大きく、その後も増加し、

2019 年では 2.9％となった。その他は微減もしくは

横ばいに推移しており、「コンピュータ、電子およ

び光学製品」については減少している。 

英国は、1991 年時点では「通信」が最も大きか

ったが、その後は微減に推移した。これに対して

大きく伸びたのは、「IT およびその他の情報サー

ビス」である。2019 年では 2.9％とった。 

韓国は 1991 年時点では、「コンピュータ、電子

および光学製品」、「通信」がそれぞれ 2.6％、

2.1％と大きく、「IT およびその他の情報サービス」

は 0.5％と主要国中、最も小さかった。その後、「コ

ンピュータ、電子および光学製品」、「IT およびそ

の他の情報サービス」は大きく増加した。2018 年

では「コンピュータ、電子および光学製品」は

8.5％と、主要国中最も大きな規模となった。「IT

およびその他の情報サービス」は 1.9％となったが、

主要国中最も小さい。
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【【図図表表 55--22--1111】】  主主要要国国ににおおけけるる「「情情報報」」産産業業付付

加加価価値値額額のの割割合合  

  

((AA))主主要要国国ににおおけけるる「「情情報報」」産産業業付付加加価価値値ののシシェェアア  

  

((BB))主主要要国国ににおおけけるる「「情情報報」」産産業業付付加加価価値値のの内内訳訳  

  

((aa))日日本本  

  

((bb))米米国国  

  

((cc))ドドイイツツ  

((dd))フフラランンスス  

((ee))英英国国  

  

((ff))韓韓国国  

 
注： 
1) 「情報」産業とは「コンピュータ、電子および光学製品」、「通信」、

「出版、視聴覚および放送」、「IT およびその他の情報サービス」で
ある。 

2) 日本の「コンピュータ、電子および光学製品」の 1991～1993 年、米
国の 1991～1996 年、英国の 1991～1994 年、韓国の 1991～2006
年は国民経済計算や STAN データの以前のデータに基づく推計。 

3) 日本の「コンピュータ、電子および光学製品」以外の産業について、
1991～2010 年は国民経済計算や STAN データの以前のデータに
基づく推計。2011 年以降は国の供給・使用表（SUT）または産業連
関表に基づく推計値。 

4) 韓国の 2007～2014 年は国の供給・使用表（SUT）または産業連関
表に基づく推計値。ただし、「コンピュータ、電子および工学製品」と
「通信」の 2010～2014 年は、最新の定義に従って作成された公式
の年次国民経済計算から得られる他の関連指標に基づく推定値。
2015 年以降は国の供給・使用表(SUT)または産業連関表に基づく
推計値。 

資料： 
OECD, “STAN Industrial Analysis” 
参照：表 5-2-11 
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55..33 商商標標出出願願のの状状況況  

 
ポポイインントト  

○主要国への商標出願数は、居住者からの出願が多くを占める。非居住者からの出願については多くの

国で 1～2 割程度であるが、米国や英国については約 4～5 割を占める。 

〇国境を越えた商標出願数と特許出願数(三極パテントファミリー数：日米欧に出願された同一内容の特

許)について、人口 100 万人当たりの値で比較すると、最新年で商標出願数よりも特許出願数が多い国

は、日本のみである。最新年で商標出願数の方が特許出願数より多い国は、英国、韓国、米国、ドイツ、

フランスである。韓国、英国、ドイツについては 2002～2020 年にかけて、商標の出願数を大きく増加させ

た。 

○日本は技術に強みを持つが、国全体で見ると、それらの新製品や新たなサービスの導入という形での国

際展開が他の主要国と比べて少ない可能性がある。 

 
5.3.1 世世界界ににおおけけるる商商標標出出願願  

企業が市場に新製品や新サービスを出す場合、

市場の中で差別化を行うことを目的として商標が

出願される。商標の出願数は、新製品や新サービ

スの導入という形でのイノベーションの具現化、あ

るいはそれらのマーケティング活動と関係があり、

その意味で、イノベーションと市場の関係を反映し

たデータであると考えられる。 

ここでは、WIPO(世界知的所有権機関 )，

“WIPO statistics database”を用いて、世界におけ

る商標出願の状況を見る。商標出願数は、商品

およびサービスの国際分類であるニース国際分

類 4で区分されたクラス数 5を計測している（図表 5

－3－3は除く）。具体的には一つの出願がふたつ

のクラスになされていた場合、2 件とカウントしてい

る。 

 

(1)世界での商標出願状況 

図表 5-3-1 は、世界における商標出願数を、

「出願人が居住している国・地域へ出願した商標

数」と「出願人が居住していない国・地域へ出願し

た商標数」に分類し、示したものである。 

2021 年における世界の商標出願数は約 1,800

万件である。内訳を見ると、居住者からの商標出

願数が約 1,500 万件、非居住者からの出願は約

300 万件である。2004 年から 2009 年にかけては

 
4 「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース

協定」に基づく、国際的に共通の商標登録のための分類

（https://www.wipo.int/classifications/nice）。 

緩やかな伸びであったが、2009 年から 2014 年に

かけて伸びが加速し、その後は更に大きく伸びて

いる。特に、居住者からの出願の伸びが著しく、

2004 年と比較すると約 5 倍となっている。 

  

【【図図表表 55--33--11】】  世世界界のの商商標標出出願願数数のの推推移移  

 
注： 
1) マドリッド制度を利用した国際登録の出願（国際出願）と直接出願で

ある。 
2) クラス数を計測している。Absolute count である。 
資料： 
WIPO，“WIPO statistics database”(Last updated: February 2023) 
参照：表 5-3-1 

  

5 ニース国際分類に基づくもので、指定商品・役務を分野別に大きく区

切られている。第 1 類から第 45 類まであり、出願人が出願時に指定す

る。全ての商標がいずれかの区分に属している。 
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【【図図表表 55--22--1111】】  主主要要国国ににおおけけるる「「情情報報」」産産業業付付

加加価価値値額額のの割割合合  

  

((AA))主主要要国国ににおおけけるる「「情情報報」」産産業業付付加加価価値値ののシシェェアア  

  

((BB))主主要要国国ににおおけけるる「「情情報報」」産産業業付付加加価価値値のの内内訳訳  

  

((aa))日日本本  

  

((bb))米米国国  

  

((cc))ドドイイツツ  

((dd))フフラランンスス  

((ee))英英国国  

  

((ff))韓韓国国  

 
注： 
1) 「情報」産業とは「コンピュータ、電子および光学製品」、「通信」、

「出版、視聴覚および放送」、「IT およびその他の情報サービス」で
ある。 

2) 日本の「コンピュータ、電子および光学製品」の 1991～1993 年、米
国の 1991～1996 年、英国の 1991～1994 年、韓国の 1991～2006
年は国民経済計算や STAN データの以前のデータに基づく推計。 

3) 日本の「コンピュータ、電子および光学製品」以外の産業について、
1991～2010 年は国民経済計算や STAN データの以前のデータに
基づく推計。2011 年以降は国の供給・使用表（SUT）または産業連
関表に基づく推計値。 

4) 韓国の 2007～2014 年は国の供給・使用表（SUT）または産業連関
表に基づく推計値。ただし、「コンピュータ、電子および工学製品」と
「通信」の 2010～2014 年は、最新の定義に従って作成された公式
の年次国民経済計算から得られる他の関連指標に基づく推定値。
2015 年以降は国の供給・使用表(SUT)または産業連関表に基づく
推計値。 

資料： 
OECD, “STAN Industrial Analysis” 
参照：表 5-2-11 
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55..33 商商標標出出願願のの状状況況  

 
ポポイインントト  

○主要国への商標出願数は、居住者からの出願が多くを占める。非居住者からの出願については多くの

国で 1～2 割程度であるが、米国や英国については約 4～5 割を占める。 

〇国境を越えた商標出願数と特許出願数(三極パテントファミリー数：日米欧に出願された同一内容の特

許)について、人口 100 万人当たりの値で比較すると、最新年で商標出願数よりも特許出願数が多い国

は、日本のみである。最新年で商標出願数の方が特許出願数より多い国は、英国、韓国、米国、ドイツ、

フランスである。韓国、英国、ドイツについては 2002～2020 年にかけて、商標の出願数を大きく増加させ

た。 

○日本は技術に強みを持つが、国全体で見ると、それらの新製品や新たなサービスの導入という形での国

際展開が他の主要国と比べて少ない可能性がある。 

 
5.3.1 世世界界ににおおけけるる商商標標出出願願  

企業が市場に新製品や新サービスを出す場合、

市場の中で差別化を行うことを目的として商標が

出願される。商標の出願数は、新製品や新サービ

スの導入という形でのイノベーションの具現化、あ

るいはそれらのマーケティング活動と関係があり、

その意味で、イノベーションと市場の関係を反映し

たデータであると考えられる。 

ここでは、WIPO(世界知的所有権機関 )，

“WIPO statistics database”を用いて、世界におけ

る商標出願の状況を見る。商標出願数は、商品

およびサービスの国際分類であるニース国際分

類 4で区分されたクラス数 5を計測している（図表 5

－3－3は除く）。具体的には一つの出願がふたつ

のクラスになされていた場合、2 件とカウントしてい

る。 

 

(1)世界での商標出願状況 

図表 5-3-1 は、世界における商標出願数を、

「出願人が居住している国・地域へ出願した商標

数」と「出願人が居住していない国・地域へ出願し

た商標数」に分類し、示したものである。 

2021 年における世界の商標出願数は約 1,800

万件である。内訳を見ると、居住者からの商標出

願数が約 1,500 万件、非居住者からの出願は約

300 万件である。2004 年から 2009 年にかけては

 
4 「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース

協定」に基づく、国際的に共通の商標登録のための分類

（https://www.wipo.int/classifications/nice）。 

緩やかな伸びであったが、2009 年から 2014 年に

かけて伸びが加速し、その後は更に大きく伸びて

いる。特に、居住者からの出願の伸びが著しく、

2004 年と比較すると約 5 倍となっている。 

  

【【図図表表 55--33--11】】  世世界界のの商商標標出出願願数数のの推推移移  

 
注： 
1) マドリッド制度を利用した国際登録の出願（国際出願）と直接出願で

ある。 
2) クラス数を計測している。Absolute count である。 
資料： 
WIPO，“WIPO statistics database”(Last updated: February 2023) 
参照：表 5-3-1 

  

5 ニース国際分類に基づくもので、指定商品・役務を分野別に大きく区

切られている。第 1 類から第 45 類まであり、出願人が出願時に指定す

る。全ての商標がいずれかの区分に属している。 
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(2)主要国の商標出願状況 

この節では日本、米国、ドイツ、フランス、英国、

中国、韓国への商標出願数と主要国からの商標

出願状況を見た。 

図表 5-3-2（A）では、主要国への商標出願数

を居住者と非居住者からの出願に分類した。日本

とフランスについては、出典となる WIPO のデータ

で居住者と非居住者の内訳が、利用可能な 2013

年以降について値を示している。 

日本への出願数は、中国、米国に次ぐ規模で

ある。2021 年では約 36 万件である。推移を見ると、

2019 年をピークに減少している。大きく減少した

のは居住者からの出願（対前年比率：21％減）で

あり、非居住者からの出願は増加している（対前

年比率：21％増）。 

米国への出願数は 2009 年に落ち込んだ後は

順調に増加し、2021 年では約 90 万件である。非

居住者からの出願数も伸びており、全体の約 4 割

を占め、他国と比較してもその割合は大きい。 

ドイツへの出願数は、2007 年をピークに減少し、

その後 2012 年を境に増加している。2021 年は約

27 万件、居住者からの出願数が多く、全体の 9 割

を占める。 

フランスへの出願数は、2021 年で約 31 万件で

ある。居住者からの出願が多く、全体の 9 割以上

を占める。 

英国については、2021 年までは、外国の商標

権者は欧州連合知的財産庁（EUIPO：European 

Union Intellectual Property Office）を通じて英国

に商標の保護を拡大することができた。しかしなが

ら、英国はもはや欧州連合（EU）の加盟国ではな

いため、英国で商標保護を求める所有者は、英

国知的財産庁（Intellectual Property Office）に直

接出願するか、英国を指定して WIPO が管理する

マドリッドシステムを経由して出願する必要が出て

きた。そのため、2021 年の非居住者からの出願が

大きく増加した。2021 年の出願数はで約 45 万件、

非居住者からの出願数は 23 万件であり、全体の

半数を占めている。 

韓国への出願数は長期的に見て増加傾向にあ

る。2021 年では約 36 万件である。居住者からの

出願が多く、全体の約 8 割を占める。 

中国への出願数は、2021 年では 945 万件と主

要国中トップの規模である。居住者からの出願数

が多く、全体の 97％を占めている。非居住者から

の出願数の割合は 3％であるがその数は主要国と

比較しても多く約 26 万件である。 

 

【【図図表表 55--33--22】】  主主要要国国へへのの商商標標出出願願状状況況とと主主要要国国かかららのの商商標標出出願願状状況況  
 

((AA))主主要要国国へへのの出出願願数数 
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図表 5-3-2（B）では、主要国からの商標出願数

を居住国への出願、非居住国への出願に分類し

た。日本とフランスの居住国への出願数のデータ

は 2013 年以降の値を示している。 

日本は居住国への出願数が多く、非居住国へ

の出願数は少ないが、非居住国への出願数は長

期的には増加傾向にある。最新年の 2021 年は約

12 万件である。 

米国は、居住国への出願と非居住国への出願

数の規模の差異が少ない。非居住国への出願数

は増加傾向にある。2021 年では大きく伸びて約

48 万件、中国に次ぐ規模である。 

ドイツでは非居住国への出願数が居住国への

出願数より多い。非居住国への出願数は 2021 年

で約 31 万件、中国、米国に次ぐ規模である。 

フランスは 2004 年時点では非居住国への出願

数がドイツ、米国に次いで多かった。その後の伸

びは緩やかであり、2018 年をピークに減少に転じ

ていたが、2021 年では増加し、約 16 万件となっ

た。 

英国では非居住国への出願数は長期的には

増加傾向にある。2019年で大きく伸びた後はほぼ

横ばいに推移し、2021 年では約 22 万件となった。 

韓国では、非居住国への出願数は居住国への

出願数より少ないが、長期的には増加傾向にある。

2021 年では約 7 万件である。 

中国では、非居住国への出願数は 2021 年で、

約 51 万件、主要国中トップの規模である。ただし、

居住国への出願数と比較すると極めて少なく、全

体の 5％である。 

  

【【図図表表 55--33--22】】  主主要要国国へへのの商商標標出出願願状状況況とと主主要要国国かかららのの商商標標出出願願状状況況（（続続きき））  

  

((BB))主主要要国国かかららのの出出願願数数  

  
 
注： 
1) 出願数の内訳は、日本を例に取ると、以下に対応している。 

「居住者からの出願」：日本に居住する出願人が日本特許庁に出願したもの。 
「非居住者からの出願」：日本以外に居住（例えば米国）する出願人が日本特許庁に出願したもの。 
「居住国への出願」：日本に居住する出願人が日本特許庁に出願したもの。 
「非居住国への直接出願」：日本に居住する出願人が日本以外（例えば米国特許商標庁）に出願したもの。 

2) マドリッド制度を利用した国際登録の出願（国際出願）と直接出願である。 
3) クラス数を計測している。Absolute count である。 
4) (A)主要国への出願数については、日本、フランスの 2004 年～2012 年、英国の 2009 年は示していない。 
5) (B)主要国からの出願数については、日本、フランスの 2004 年～2012 年、英国の 2009 年の居住国への出願は示していない。 
資料： 
WIPO，“WIPO statistics database”(February 2023) 
参照：表 5-3-2 
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(2)主要国の商標出願状況 

この節では日本、米国、ドイツ、フランス、英国、

中国、韓国への商標出願数と主要国からの商標

出願状況を見た。 

図表 5-3-2（A）では、主要国への商標出願数

を居住者と非居住者からの出願に分類した。日本

とフランスについては、出典となる WIPO のデータ

で居住者と非居住者の内訳が、利用可能な 2013

年以降について値を示している。 

日本への出願数は、中国、米国に次ぐ規模で

ある。2021 年では約 36 万件である。推移を見ると、

2019 年をピークに減少している。大きく減少した

のは居住者からの出願（対前年比率：21％減）で

あり、非居住者からの出願は増加している（対前

年比率：21％増）。 

米国への出願数は 2009 年に落ち込んだ後は

順調に増加し、2021 年では約 90 万件である。非

居住者からの出願数も伸びており、全体の約 4 割

を占め、他国と比較してもその割合は大きい。 

ドイツへの出願数は、2007 年をピークに減少し、

その後 2012 年を境に増加している。2021 年は約

27 万件、居住者からの出願数が多く、全体の 9 割

を占める。 

フランスへの出願数は、2021 年で約 31 万件で

ある。居住者からの出願が多く、全体の 9 割以上

を占める。 

英国については、2021 年までは、外国の商標

権者は欧州連合知的財産庁（EUIPO：European 

Union Intellectual Property Office）を通じて英国

に商標の保護を拡大することができた。しかしなが

ら、英国はもはや欧州連合（EU）の加盟国ではな

いため、英国で商標保護を求める所有者は、英

国知的財産庁（Intellectual Property Office）に直

接出願するか、英国を指定して WIPO が管理する

マドリッドシステムを経由して出願する必要が出て

きた。そのため、2021 年の非居住者からの出願が

大きく増加した。2021 年の出願数はで約 45 万件、

非居住者からの出願数は 23 万件であり、全体の

半数を占めている。 

韓国への出願数は長期的に見て増加傾向にあ

る。2021 年では約 36 万件である。居住者からの

出願が多く、全体の約 8 割を占める。 

中国への出願数は、2021 年では 945 万件と主

要国中トップの規模である。居住者からの出願数

が多く、全体の 97％を占めている。非居住者から

の出願数の割合は 3％であるがその数は主要国と

比較しても多く約 26 万件である。 

 

【【図図表表 55--33--22】】  主主要要国国へへのの商商標標出出願願状状況況とと主主要要国国かかららのの商商標標出出願願状状況況  
 

((AA))主主要要国国へへのの出出願願数数 
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図表 5-3-2（B）では、主要国からの商標出願数

を居住国への出願、非居住国への出願に分類し

た。日本とフランスの居住国への出願数のデータ

は 2013 年以降の値を示している。 

日本は居住国への出願数が多く、非居住国へ

の出願数は少ないが、非居住国への出願数は長

期的には増加傾向にある。最新年の 2021 年は約

12 万件である。 

米国は、居住国への出願と非居住国への出願

数の規模の差異が少ない。非居住国への出願数

は増加傾向にある。2021 年では大きく伸びて約

48 万件、中国に次ぐ規模である。 

ドイツでは非居住国への出願数が居住国への

出願数より多い。非居住国への出願数は 2021 年

で約 31 万件、中国、米国に次ぐ規模である。 

フランスは 2004 年時点では非居住国への出願

数がドイツ、米国に次いで多かった。その後の伸

びは緩やかであり、2018 年をピークに減少に転じ

ていたが、2021 年では増加し、約 16 万件となっ

た。 

英国では非居住国への出願数は長期的には

増加傾向にある。2019年で大きく伸びた後はほぼ

横ばいに推移し、2021 年では約 22 万件となった。 

韓国では、非居住国への出願数は居住国への

出願数より少ないが、長期的には増加傾向にある。

2021 年では約 7 万件である。 

中国では、非居住国への出願数は 2021 年で、

約 51 万件、主要国中トップの規模である。ただし、

居住国への出願数と比較すると極めて少なく、全

体の 5％である。 

  

【【図図表表 55--33--22】】  主主要要国国へへのの商商標標出出願願状状況況とと主主要要国国かかららのの商商標標出出願願状状況況（（続続きき））  

  

((BB))主主要要国国かかららのの出出願願数数  

  
 
注： 
1) 出願数の内訳は、日本を例に取ると、以下に対応している。 

「居住者からの出願」：日本に居住する出願人が日本特許庁に出願したもの。 
「非居住者からの出願」：日本以外に居住（例えば米国）する出願人が日本特許庁に出願したもの。 
「居住国への出願」：日本に居住する出願人が日本特許庁に出願したもの。 
「非居住国への直接出願」：日本に居住する出願人が日本以外（例えば米国特許商標庁）に出願したもの。 

2) マドリッド制度を利用した国際登録の出願（国際出願）と直接出願である。 
3) クラス数を計測している。Absolute count である。 
4) (A)主要国への出願数については、日本、フランスの 2004 年～2012 年、英国の 2009 年は示していない。 
5) (B)主要国からの出願数については、日本、フランスの 2004 年～2012 年、英国の 2009 年の居住国への出願は示していない。 
資料： 
WIPO，“WIPO statistics database”(February 2023) 
参照：表 5-3-2 
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55..33..22 国国境境をを越越ええたた商商標標出出願願とと特特許許出出願願  

図表 5-3-3 は主要国の国境を越えた商標の出

願数と特許出願数の推移である。商標、特許の値

とも各国の人口で規格化されている。 

これまで見てきたように、商標を出願する際に

は自国への出願が多くなる傾向があり、また、国

の規模や制度の違いにより出願数に差異がある。

そこで、日、独、仏、英、韓については、米国特許

商標庁へ、米国については日本と欧州へ出願し

た商標の数を補正した値（図表 5-3-3 注：1 参照

のこと）を使用し、国境を越えた商標出願とした。 

国境を越えた特許出願は、三極パテントファミリ

ーを使用した。特許も自国への出願の有利さがあ

り、また、地理的位置の影響のためにバイアスが

かかる事があるため、それらの影響を受けにくい

三極パテントファミリー数を使用している。 

主要国の状況を見ると、最新年で商標出願数

よりも特許出願数が多い国は、日本のみである。

最新年で商標出願数の方が特許出願数より多い

国は、英国、韓国、米国、ドイツ、フランスである。 

2002 年から 2020 年の推移を見ると、日本は、

商標出願数は微増、特許出願数は横ばいである。

ただし、特許出願数が顕著に大きい状況に変化

はない。 

米国、ドイツ、フランス、英国は、商標出願数は

増加、特許出願数は減少している。なお、商標出

願数が最も大きいのは英国である。韓国について

は、商標出願数が大きく増加し、特許出願数も増

加している。 

以上の事から、日本は技術に強みを持っている

が、新製品や新たなサービスの導入などといった

活動の国際的な展開に課題があり、この状況に大

きな変化は見られないと考えられる。 

英国は他国と比べて新製品や新たなサービス

の導入などといった活動に特に重みを持っており、

国際的な展開も進展していると考えられる。 

ドイツは、特許出願に見る技術の強みは弱まっ

ているが、新製品や新たなサービスの導入などと

いった活動において国際的な展開が進んでいる

と考えられる。韓国については、技術の強みは維

持しつつ、国境を越えた商標出願が増えている。 

本指標については、製造業に強みを持つ国で

は、商標よりも特許の出願数が多くなり、サービス

業の比重が多い国では、商標出願数が多くなる

傾向が過去には見られていた。しかし、2002 年と

比べると、韓国、ドイツは商標を大きく伸ばしてい

ることから、製品を用いたサービスの国際展開を

はかっている可能性がある。 

次に、米国へ出願された商標は、どのような産

業に関連しているのかを見るために、産業分類に

ニース国際分類のクラス番号を対応させ、産業分

類ごとの商標数のバランスと特化係数を見た（図

表 5-3-4）。 

多くの国で「科学研究、情報通信技術」の産業

に関連する商標出願の割合が最も大きい。日本、

ドイツ、フランスの場合、二番目に大きい割合の産

業は「医薬品、保健、化粧品」である。米国、英国

については「レジャー、教育、トレーニング」に関

連する産業の割合が大きい。なお、中国の商標出

願については、「家庭用機器」に関連する産業の

割合が最も大きく、次いで「テキスタイル-衣類とア

クセサリー」となっており、他国とは異なる傾向を見

せている。 

特化係数をみると、各国において最も特化して

いるのは、日本とフランスは「化学品」、ドイツは

「輸送とロジスティック」、英国は「科学研究、情報

通信技術」、中国は「家庭用機器」、韓国では「医

薬品、保健、化粧品」である。米国は「管理、通信、

不動産、金融サービス」が最も特化している。 
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【【図図表表 55--33--33】】  国国境境をを越越ええたた商商標標出出願願**とと特特許許出出願願****((人人口口 110000 万万人人当当たたりり))  

  
注： 
1) ＊国境を越えた商標数(Cross-border trademarks)の定義は OECD,“Measuring Innovation: A New Perspective”に従った。具体的な定義は以下のとお

り。日本、ドイツ、フランス、英国、韓国の商標数については米国特許商標庁（USPTO）に出願した数。 
米国の商標数については①と②の平均値。 
①欧州連合知的財産庁(EUIPO)に対する日本と米国の出願比率を基に補正を加えた米国の出願数＝（米国が EUIPO に出願した数/日本が EUIPO に
出願した数）×日本が USPTO に出願した数。 
②日本特許庁(JPO)に対する欧州と米国の出願比率を基に補正を加えた米国の出願数＝(米国が JPO に出願した数/EU15 が JPO に出願した数)×
EU15 が USPTO に出願した数。 

2) ＊＊国境を越えた特許出願数とは三極パテントファミリー(日米欧に出願された同一内容の特許)数(Triadic patent families)を指す。 
資料： 
商標出願数：WIPO, “WIPO statistics database”(Last updated: February 2023) 
三極パテントファミリー数及び人口：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 5-3-3 

  

【【図図表表 55--33--44】】  主主要要国国かからら米米国国へへのの商商標標出出願願ににおおけけるるニニーースス国国際際分分類類ククララススにによよるる産産業業分分類類のの構構成成  
 

((AA))ニニーースス国国際際分分類類ククララススにによよるる産産業業分分類類のの構構成成  ((BB))ニニーースス国国際際分分類類ククララスス番番号号とと産産業業分分類類のの対対応応表表  

 

  

産業分類 ニース国際分類

農業製品・サービス 29, 30, 31, 32, 33, 43

管理、通信、不動産、金融サービス 35, 36

化学品 1, 2, 4

テキスタイル–衣類とアクセサリー 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34

建設、インフラ 6, 17, 19, 37, 40

医薬品、保健、化粧品 3, 5, 10, 44

家庭用機器 8, 11, 20, 21

レジャー、教育、トレーニング 13, 15, 16, 28, 41

科学研究、情報通信技術 9, 38, 42, 45

輸送とロジスティクス 7, 12, 39
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55..33..22 国国境境をを越越ええたた商商標標出出願願とと特特許許出出願願  

図表 5-3-3 は主要国の国境を越えた商標の出

願数と特許出願数の推移である。商標、特許の値

とも各国の人口で規格化されている。 

これまで見てきたように、商標を出願する際に

は自国への出願が多くなる傾向があり、また、国

の規模や制度の違いにより出願数に差異がある。

そこで、日、独、仏、英、韓については、米国特許

商標庁へ、米国については日本と欧州へ出願し

た商標の数を補正した値（図表 5-3-3 注：1 参照

のこと）を使用し、国境を越えた商標出願とした。 

国境を越えた特許出願は、三極パテントファミリ

ーを使用した。特許も自国への出願の有利さがあ

り、また、地理的位置の影響のためにバイアスが

かかる事があるため、それらの影響を受けにくい

三極パテントファミリー数を使用している。 

主要国の状況を見ると、最新年で商標出願数

よりも特許出願数が多い国は、日本のみである。

最新年で商標出願数の方が特許出願数より多い

国は、英国、韓国、米国、ドイツ、フランスである。 

2002 年から 2020 年の推移を見ると、日本は、

商標出願数は微増、特許出願数は横ばいである。

ただし、特許出願数が顕著に大きい状況に変化

はない。 

米国、ドイツ、フランス、英国は、商標出願数は

増加、特許出願数は減少している。なお、商標出

願数が最も大きいのは英国である。韓国について

は、商標出願数が大きく増加し、特許出願数も増

加している。 

以上の事から、日本は技術に強みを持っている

が、新製品や新たなサービスの導入などといった

活動の国際的な展開に課題があり、この状況に大

きな変化は見られないと考えられる。 

英国は他国と比べて新製品や新たなサービス

の導入などといった活動に特に重みを持っており、

国際的な展開も進展していると考えられる。 

ドイツは、特許出願に見る技術の強みは弱まっ

ているが、新製品や新たなサービスの導入などと

いった活動において国際的な展開が進んでいる

と考えられる。韓国については、技術の強みは維

持しつつ、国境を越えた商標出願が増えている。 

本指標については、製造業に強みを持つ国で

は、商標よりも特許の出願数が多くなり、サービス

業の比重が多い国では、商標出願数が多くなる

傾向が過去には見られていた。しかし、2002 年と

比べると、韓国、ドイツは商標を大きく伸ばしてい

ることから、製品を用いたサービスの国際展開を

はかっている可能性がある。 

次に、米国へ出願された商標は、どのような産

業に関連しているのかを見るために、産業分類に

ニース国際分類のクラス番号を対応させ、産業分

類ごとの商標数のバランスと特化係数を見た（図

表 5-3-4）。 

多くの国で「科学研究、情報通信技術」の産業

に関連する商標出願の割合が最も大きい。日本、

ドイツ、フランスの場合、二番目に大きい割合の産

業は「医薬品、保健、化粧品」である。米国、英国

については「レジャー、教育、トレーニング」に関

連する産業の割合が大きい。なお、中国の商標出

願については、「家庭用機器」に関連する産業の

割合が最も大きく、次いで「テキスタイル-衣類とア

クセサリー」となっており、他国とは異なる傾向を見

せている。 

特化係数をみると、各国において最も特化して

いるのは、日本とフランスは「化学品」、ドイツは

「輸送とロジスティック」、英国は「科学研究、情報

通信技術」、中国は「家庭用機器」、韓国では「医

薬品、保健、化粧品」である。米国は「管理、通信、

不動産、金融サービス」が最も特化している。 
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【【図図表表 55--33--33】】  国国境境をを越越ええたた商商標標出出願願**とと特特許許出出願願****((人人口口 110000 万万人人当当たたりり))  

  
注： 
1) ＊国境を越えた商標数(Cross-border trademarks)の定義は OECD,“Measuring Innovation: A New Perspective”に従った。具体的な定義は以下のとお

り。日本、ドイツ、フランス、英国、韓国の商標数については米国特許商標庁（USPTO）に出願した数。 
米国の商標数については①と②の平均値。 
①欧州連合知的財産庁(EUIPO)に対する日本と米国の出願比率を基に補正を加えた米国の出願数＝（米国が EUIPO に出願した数/日本が EUIPO に
出願した数）×日本が USPTO に出願した数。 
②日本特許庁(JPO)に対する欧州と米国の出願比率を基に補正を加えた米国の出願数＝(米国が JPO に出願した数/EU15 が JPO に出願した数)×
EU15 が USPTO に出願した数。 

2) ＊＊国境を越えた特許出願数とは三極パテントファミリー(日米欧に出願された同一内容の特許)数(Triadic patent families)を指す。 
資料： 
商標出願数：WIPO, “WIPO statistics database”(Last updated: February 2023) 
三極パテントファミリー数及び人口：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
参照：表 5-3-3 

  

【【図図表表 55--33--44】】  主主要要国国かからら米米国国へへのの商商標標出出願願ににおおけけるるニニーースス国国際際分分類類ククララススにによよるる産産業業分分類類のの構構成成  
 

((AA))ニニーースス国国際際分分類類ククララススにによよるる産産業業分分類類のの構構成成  ((BB))ニニーースス国国際際分分類類ククララスス番番号号とと産産業業分分類類のの対対応応表表  

 

  

産業分類 ニース国際分類

農業製品・サービス 29, 30, 31, 32, 33, 43

管理、通信、不動産、金融サービス 35, 36

化学品 1, 2, 4

テキスタイル–衣類とアクセサリー 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34

建設、インフラ 6, 17, 19, 37, 40

医薬品、保健、化粧品 3, 5, 10, 44

家庭用機器 8, 11, 20, 21

レジャー、教育、トレーニング 13, 15, 16, 28, 41

科学研究、情報通信技術 9, 38, 42, 45

輸送とロジスティクス 7, 12, 39
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【【図図表表 55--33--44】】  主主要要国国かからら米米国国へへのの商商標標出出願願ににおおけけるるニニーースス国国際際分分類類ククララススにによよるる産産業業分分類類のの構構成成（（続続きき））  

  

((CC))特特化化係係数数  

  
注： 
1) 2019-2021 年の合計値での割合である。 
2) ニース国際分類と産業分類の対応表は WIPO, “World Intellectual Property Indicators 2020”の“Annex B. Composition of industry sectors by Nice 

goods and services classes”を参照した。日本語訳は科学技術・学術政策研究所が仮訳した。 
3) マドリッド制度を利用した国際登録の出願（国際出願）と直接出願である。 
4) クラス数を計測している。Absolute count である。 
5) 特化係数＝各国の産業分類の構成比/全世界の産業分類の構成比 
資料： 
WIPO，“WIPO statistics database”(February 2023) 
参照：表 5-3-4 
 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

農業製

品・サー

ビス
管理、通

信、不動

産、金融

サービス

化学品

テキスタ

イル–衣

類とアク

セサリー

建設、イ

ンフラ

医薬品、

保健、化

粧品

家庭用機

器

レジャー、

教育、ト

レーニン

グ

科学研

究、情報

通信技術

輸送とロ

ジスティク

ス

((bb))米米国国

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

農業製

品・サービ

ス
管理、通

信、不動

産、金融

サービス

化学品

テキスタイ

ル–衣類と

アクセサ

リー

建設、イン

フラ

医薬品、

保健、化

粧品

家庭用機

器

レジャー、

教育、ト

レーニン

グ

科学研

究、情報

通信技術

輸送とロ

ジスティク

ス

((aa))日日本本

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

農業製

品・サービ

ス
管理、通

信、不動

産、金融

サービス

化学品

テキスタイ

ル–衣類と

アクセサ

リー

建設、イン

フラ

医薬品、

保健、化

粧品

家庭用機

器

レジャー、

教育、ト

レーニン

グ

科学研

究、情報

通信技術

輸送とロ

ジスティク

ス

((cc))ドドイイツツ

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

農業製

品・サービ

ス
管理、通

信、不動

産、金融

サービス

化学品

テキスタイ

ル–衣類と

アクセサ

リー

建設、イン

フラ

医薬品、

保健、化

粧品

家庭用機

器

レジャー、

教育、ト

レーニン

グ

科学研

究、情報

通信技術

輸送とロ

ジスティク

ス

((ff))中中国国

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

農業製

品・サービ

ス
管理、通

信、不動

産、金融

サービス

化学品

テキスタイ

ル–衣類と

アクセサ

リー

建設、イン

フラ

医薬品、

保健、化

粧品

家庭用機

器

レジャー、

教育、ト

レーニン

グ

科学研

究、情報

通信技術

輸送とロ

ジスティク

ス

((dd))フフラランンスス

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

農業製

品・サービ

ス
管理、通

信、不動

産、金融

サービス

化学品

テキスタイ

ル–衣類と

アクセサ

リー

建設、イン

フラ

医薬品、

保健、化

粧品

家庭用機

器

レジャー、

教育、ト

レーニン

グ

科学研

究、情報

通信技術

輸送とロ

ジスティク

ス

((ee))英英国国

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

農業製

品・サービ

ス
管理、通

信、不動

産、金融

サービス

化学品

テキスタイ

ル–衣類と

アクセサ

リー

建設、イン

フラ

医薬品、

保健、化

粧品

家庭用機

器

レジャー、

教育、ト

レーニン

グ

科学研

究、情報

通信技術

輸送とロ

ジスティク

ス

((gg))韓韓国国

 第 5 章 科学技術とイノベーション 

 

- 191 - 

55..44 研研究究開開発発ととイイノノベベーーシショョンン  

ポポイインントト  

○各主要国におけるプロダクト・イノベーション実現企業割合を 1 として、企業規模別の状況を見ると、ほと

んどの国で大規模企業における数値が高い傾向にある。このことは中小規模企業より大規模企業にお

いてイノベーションが実現されていることを示唆している。 

○日米英の最新年度の大学における知的財産権収入を見ると、日本は 61 億円である。英国は 295 億円

であり、日本は 2005 年と比較すると約 7 倍となっている。また、米国は 2,739 億円と桁違いの規模を持っ

ている。 

○日本の大学発ベンチャー企業数は順調に増加しており、2022 年度では 3,782 社、ベンチャーの定義別

の内訳では「研究成果ベンチャー」が全体の 50.6％と半数を占めている。また、大学発ベンチャー企業

全体での従業員に占める博士号保持者の割合は 20％であり、一般企業の研究者のうちの博士号保持

者の割合（4％）と比較しても、博士号保持者の割合は大きい。 

○日本は開業率、廃業率共に、他の主要国と比較して低い。 

○世界におけるユニコーン企業数は 2020 年から 2021 年にかけて大きく増加した後、2022 年では大きく減

少した（104 社→518 社→258 社） 

55..44..11 主主要要国国ににおおけけるる企企業業ののイイノノベベーーシショョンン実実

現現状状況況  

イノベーションの定義は、「オスロ・マニュアル（イ

ノベーションに関するデータの収集、報告及び利用

のためのガイドライン）」に基づいている。「オスロ・マ

ニュアル」は、1992 年に初版が公表され、その後、

1997 年、2005 年にそれぞれ改訂版が公表され、

2018 年 10 月に公表された第 4 版が最新の「オス

ロ・マニュアル 2018」である。 

 
6 新しい又は改善されたプロダクト又はプロセス（又はそれの組合せ）であ

って、当該単位の以前のプロダクト又はプロセスとかなり異なり、かつ潜在

「オスロ・マニュアル」第 3 版でのイノベーション実

現企業とは、「自社にとって新しいものを導入するこ

と」、「他社が導入していても、自社にとって新しけれ

ば良い」ことを前提にし、4 類型のイノベーション（①

プロダクト、②プロセス、③組織、④マーケティング）

を導入した企業を指した。 

「オスロ・マニュアル 2018」では、一般的な「イノベ

ーション」の定義がされている 6とともに、企業部門に

的利用者に対して利用可能とされているもの（プロダクト）又は当該単位 

により利用に付されているもの（プロセス）である。 

【【図図表表 55--44--11】】  イイノノベベーーシショョンンにに関関連連すするる内内容容  

  

 
 
資料： 
文部科学省科学技術・学術政策研究所、「全国イノベーション調査 2018 年調査統計報告」及び「STI Horizon 2019 Vol.5 No.1」  

イノベーション実現企業（プロダクト・イノベーションやビジネス・プロセス・イノベーションを実現した企業）

イノベーション活動実行企業（イノベーション活動を実行した企業）

イノベーション活動
・ 研究及び試験的開発（R&D）活動 ・ エンジニアリング、デザイン及び他の創造的作業活動 ・ マーケティング及びブランド・エクイティ活動
・ 知的財産（IP）関連活動 ・ 従業員訓練活動 ・ ソフトウェア開発及びデータベース活動
・ 有形資産の取得又はリースに関連する活動 ・ イノベーション・マネジメント活動

ビジネス・イノベーション
• 新しい又は改善されたプロダクト又はビジネス・プロセス（又はそれの組合

せ）であって、当該企業の以前のプロダクト又はビジネス・プロセスとはかな
り異なり、かつ市場に導入されているもの又は当該企業により利用に付され
ているもの。

プロダクト・イノベーション
• 新しい又は改善された製品又はサービスであって、当該企業の以前の製品

又はサービスとはかなり異なり、かつ市場に導入されているもの。

ビジネス・プロセス・イノベーション
• 1つ以上のビジネス機能についての新しい又は改善されたビジネス・プロセス

であって、当該企業の以前のビジネス・プロセスとはかなり異なり、かつ当該
企業によって利用に付されているもの。
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【【図図表表 55--33--44】】  主主要要国国かからら米米国国へへのの商商標標出出願願ににおおけけるるニニーースス国国際際分分類類ククララススにによよるる産産業業分分類類のの構構成成（（続続きき））  

  

((CC))特特化化係係数数  

  
注： 
1) 2019-2021 年の合計値での割合である。 
2) ニース国際分類と産業分類の対応表は WIPO, “World Intellectual Property Indicators 2020”の“Annex B. Composition of industry sectors by Nice 

goods and services classes”を参照した。日本語訳は科学技術・学術政策研究所が仮訳した。 
3) マドリッド制度を利用した国際登録の出願（国際出願）と直接出願である。 
4) クラス数を計測している。Absolute count である。 
5) 特化係数＝各国の産業分類の構成比/全世界の産業分類の構成比 
資料： 
WIPO，“WIPO statistics database”(February 2023) 
参照：表 5-3-4 
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55..44 研研究究開開発発ととイイノノベベーーシショョンン  

ポポイインントト  

○各主要国におけるプロダクト・イノベーション実現企業割合を 1 として、企業規模別の状況を見ると、ほと

んどの国で大規模企業における数値が高い傾向にある。このことは中小規模企業より大規模企業にお

いてイノベーションが実現されていることを示唆している。 

○日米英の最新年度の大学における知的財産権収入を見ると、日本は 61 億円である。英国は 295 億円

であり、日本は 2005 年と比較すると約 7 倍となっている。また、米国は 2,739 億円と桁違いの規模を持っ

ている。 

○日本の大学発ベンチャー企業数は順調に増加しており、2022 年度では 3,782 社、ベンチャーの定義別

の内訳では「研究成果ベンチャー」が全体の 50.6％と半数を占めている。また、大学発ベンチャー企業

全体での従業員に占める博士号保持者の割合は 20％であり、一般企業の研究者のうちの博士号保持

者の割合（4％）と比較しても、博士号保持者の割合は大きい。 

○日本は開業率、廃業率共に、他の主要国と比較して低い。 

○世界におけるユニコーン企業数は 2020 年から 2021 年にかけて大きく増加した後、2022 年では大きく減

少した（104 社→518 社→258 社） 

55..44..11 主主要要国国ににおおけけるる企企業業ののイイノノベベーーシショョンン実実

現現状状況況  

イノベーションの定義は、「オスロ・マニュアル（イ

ノベーションに関するデータの収集、報告及び利用

のためのガイドライン）」に基づいている。「オスロ・マ

ニュアル」は、1992 年に初版が公表され、その後、

1997 年、2005 年にそれぞれ改訂版が公表され、

2018 年 10 月に公表された第 4 版が最新の「オス

ロ・マニュアル 2018」である。 

 
6 新しい又は改善されたプロダクト又はプロセス（又はそれの組合せ）であ

って、当該単位の以前のプロダクト又はプロセスとかなり異なり、かつ潜在

「オスロ・マニュアル」第 3 版でのイノベーション実

現企業とは、「自社にとって新しいものを導入するこ

と」、「他社が導入していても、自社にとって新しけれ

ば良い」ことを前提にし、4 類型のイノベーション（①

プロダクト、②プロセス、③組織、④マーケティング）

を導入した企業を指した。 

「オスロ・マニュアル 2018」では、一般的な「イノベ

ーション」の定義がされている 6とともに、企業部門に

的利用者に対して利用可能とされているもの（プロダクト）又は当該単位 

により利用に付されているもの（プロセス）である。 

【【図図表表 55--44--11】】  イイノノベベーーシショョンンにに関関連連すするる内内容容  

  

 
 
資料： 
文部科学省科学技術・学術政策研究所、「全国イノベーション調査 2018 年調査統計報告」及び「STI Horizon 2019 Vol.5 No.1」  

イノベーション実現企業（プロダクト・イノベーションやビジネス・プロセス・イノベーションを実現した企業）

イノベーション活動実行企業（イノベーション活動を実行した企業）

イノベーション活動
・ 研究及び試験的開発（R&D）活動 ・ エンジニアリング、デザイン及び他の創造的作業活動 ・ マーケティング及びブランド・エクイティ活動
・ 知的財産（IP）関連活動 ・ 従業員訓練活動 ・ ソフトウェア開発及びデータベース活動
・ 有形資産の取得又はリースに関連する活動 ・ イノベーション・マネジメント活動

ビジネス・イノベーション
• 新しい又は改善されたプロダクト又はビジネス・プロセス（又はそれの組合

せ）であって、当該企業の以前のプロダクト又はビジネス・プロセスとはかな
り異なり、かつ市場に導入されているもの又は当該企業により利用に付され
ているもの。

プロダクト・イノベーション
• 新しい又は改善された製品又はサービスであって、当該企業の以前の製品

又はサービスとはかなり異なり、かつ市場に導入されているもの。

ビジネス・プロセス・イノベーション
• 1つ以上のビジネス機能についての新しい又は改善されたビジネス・プロセス

であって、当該企業の以前のビジネス・プロセスとはかなり異なり、かつ当該
企業によって利用に付されているもの。

第
５
章　

　

科
学
技
術
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

193



第 5 章 科学技術とイノベーション 

- 192 - 

おけるイノベーションを実現するための“プロセス”と

しての「イノベーション活動」が、「企業によって着手

された、当該企業にとってのイノベーションに帰着

することが意図されている、あらゆる開発上、財務上

及び商業上の活動を含む」と定義されている。企業

におけるイノベーション活動、すなわち「ビジネス・イ

ノベーション活動」について、その構成要素を図表

5-4-1 に示した。なお、第 3 版での 4 類型のイノベ

ーションのうち②、③、④の 3 類型が、第 4 版の「ビ

ジネス・プロセス・イノベーション」とおおむね対応す

るものとなっている。 

この節では、プロダクト・イノベーションに着目し、

主要国における企業部門のイノベーション実現状

況を紹介する。なお、ここでの「単位」は「企業」であ

る（従業者数等で考える企業規模にかかわらず、1

社は 1 単位である）ことから、企業数の多い相対的

に規模が小さい企業の状況が反映されるとともに、

プロダクト・イノベーション実現が、市場に導入され

た新たな 1 つの製品に対応しているわけではないこ

とに留意する必要がある。 

 
(1)プロダクト・イノベーション実現企業割合 

研究開発は、イノベーションの実現と関連してい

る可能性が高い活動である。しかし、企業によって

は研究開発活動を実行しない戦略を取る企業もあ

るだろうし、また、研究開発活動を実行している企業

でもイノベーションを実現しているとは限らない。そ

こで、研究開発活動の実行の有無別にプロダクト・

イノベーションを実現した企業の割合を見ると(図表

5-4-2(A))、全ての国において、研究開発活動を実

行した企業の方が、プロダクト・イノベーション実現

企業割合が高い。最も高い国はフランスであり

71.8％、次いでドイツ 69.0％、英国 65.7％、韓国

39.0％、日本 36.4％となっている。なお、本データ

の出典は OECD の Innovation Indicators 2021 であ

り、日本、ドイツ、フランス、英国は「オスロ・マニュア

ル 2018」に準拠した調査に基づく結果が掲載され

ている。 

研究開発活動を実行しなくとも、プロダクト・イノベ

ーションを実現した企業もある。ドイツは、研究開発

活動を実行しなかった企業のうち、28.2％がプロダ

クト・イノベーションを実現しており、他国と比較する

と高い数値である。最も低い国は韓国であり、0.3％

と研究開発活動を実行しなかった企業は、ほぼプロ

ダクト・イノベーションを実現しなかったことがわかる。 

なお、当該国の企業部門において、研究開発活

動を実行した企業の割合を見積もると、フランスが

32.3％と最も高い。次いで、ドイツが 29.3％、韓国

29.2％、英国 25.4％、日本 9.9％である。欧米で国

全体としてのプロダクト・イノベーション実現企業の

割合が高いのは、このように企業の研究開発活動

の実行割合が高いことも要因の一つと考えられる。 
 

【【図図表表 55--44--22】】  研研究究開開発発活活動動別別主主要要国国ののププロロダダクク

トト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現企企業業割割合合  
 

((AA))研研究究開開発発活活動動実実行行別別  

ププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現企企業業割割合合  

 

((BB))研研究究開開発発活活動動をを実実行行ししたた企企業業のの割割合合  

 
注： 
1) CIS(欧州共同体イノベーション調査)が指定した中核対象産業のみを

対象としている。 
2) (B)研究開発を実行した企業の割合は推計値である。 
3) 米国は研究開発を実行した企業及びしなかった企業の数値は掲載さ

れていなかった。 
4) 韓国は「製造業」は 2017-2019 年、「サービス業」は 2018-2020 年を

参照。 
資料： 
OECD,“Innovation indicators 2021” 
参照：表 5-4-2 
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次に、各国のプロダクト・イノベーション実現企業

割合を 1として、企業規模別、製造業、コアサービス

業、その他の非製造業の状況を見る。 

企業規模別に見ると、ほとんどの国で大規模企

業における数値が高い傾向にある。このことは中小

規模企業より大規模企業において、より多くの割合

の企業でプロダクト・イノベーションを実現しているこ

とを示している。日本は他国と比べて中小規模企業

と大規模企業におけるプロダクト・イノベーション実

現企業割合の差が比較的大きいことがわかる。大

規模企業と中小規模企業における数値の差が少な

いのは、英国、米国である。 

製造業ではいずれの国も 1 を上回っており、韓国、

日本は比較的高い傾向にある。コアサービス業で

は、1 に近いのは米国のみである。英国、ドイツ、フ

ランスでは 0.9、日本、韓国では 0.8である。また、そ

の他の非製造業では、いずれの国でも 1 を下回っ

ている。最も高いのはフランス、最も低いのは米国

である。 

多くの国で、コアサービス業、その他の非製造業

においてプロダクト・イノベーション実現企業の割合

は製造業より相対的に少ないことを示している。 

  

【【図図表表 55--44--33】】  主主要要国国ののププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現企企業業割割合合  

（（ププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現企企業業割割合合をを 11 ととししたた企企業業規規模模別別、、産産業業別別））  
 

 
注： 
1) CIS(欧州共同体イノベーション調査)が指定した中核対象産業（ISIC Rev.4/NACE Rev.2）のみを対象としている。 
2) コアサービス業には、国際標準産業分類第 4 次改訂版（ISIC Rev.4）/北米産業分類第 2 次改訂版（NACE Rev.2） Section and Divisions G46（卸売業

（自動車及びオートバイを除く。））、H(運輸・保管業)、J（情報通信業）、K（金融・保険業）、M71（建築・エンジニアリング業及び技術試験・分析業）、M72
（科学研究・開発業）、M73（広告・市場調査業）が含まれる。 

3) 韓国は「製造業」は 2017-2019 年、「サービス業」は 2018-2020 年を参照。「その他の非製造業」の値は記載されていなかった。 
資料： 
OECD, “Innovation indicators 2021” 
参照：表 5-4-3 
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おけるイノベーションを実現するための“プロセス”と

しての「イノベーション活動」が、「企業によって着手

された、当該企業にとってのイノベーションに帰着

することが意図されている、あらゆる開発上、財務上

及び商業上の活動を含む」と定義されている。企業

におけるイノベーション活動、すなわち「ビジネス・イ

ノベーション活動」について、その構成要素を図表

5-4-1 に示した。なお、第 3 版での 4 類型のイノベ

ーションのうち②、③、④の 3 類型が、第 4 版の「ビ

ジネス・プロセス・イノベーション」とおおむね対応す

るものとなっている。 

この節では、プロダクト・イノベーションに着目し、

主要国における企業部門のイノベーション実現状

況を紹介する。なお、ここでの「単位」は「企業」であ

る（従業者数等で考える企業規模にかかわらず、1

社は 1 単位である）ことから、企業数の多い相対的

に規模が小さい企業の状況が反映されるとともに、

プロダクト・イノベーション実現が、市場に導入され

た新たな 1 つの製品に対応しているわけではないこ

とに留意する必要がある。 

 
(1)プロダクト・イノベーション実現企業割合 

研究開発は、イノベーションの実現と関連してい

る可能性が高い活動である。しかし、企業によって

は研究開発活動を実行しない戦略を取る企業もあ

るだろうし、また、研究開発活動を実行している企業

でもイノベーションを実現しているとは限らない。そ

こで、研究開発活動の実行の有無別にプロダクト・

イノベーションを実現した企業の割合を見ると(図表

5-4-2(A))、全ての国において、研究開発活動を実

行した企業の方が、プロダクト・イノベーション実現

企業割合が高い。最も高い国はフランスであり

71.8％、次いでドイツ 69.0％、英国 65.7％、韓国

39.0％、日本 36.4％となっている。なお、本データ

の出典は OECD の Innovation Indicators 2021 であ

り、日本、ドイツ、フランス、英国は「オスロ・マニュア

ル 2018」に準拠した調査に基づく結果が掲載され

ている。 

研究開発活動を実行しなくとも、プロダクト・イノベ

ーションを実現した企業もある。ドイツは、研究開発

活動を実行しなかった企業のうち、28.2％がプロダ

クト・イノベーションを実現しており、他国と比較する

と高い数値である。最も低い国は韓国であり、0.3％

と研究開発活動を実行しなかった企業は、ほぼプロ

ダクト・イノベーションを実現しなかったことがわかる。 

なお、当該国の企業部門において、研究開発活

動を実行した企業の割合を見積もると、フランスが

32.3％と最も高い。次いで、ドイツが 29.3％、韓国

29.2％、英国 25.4％、日本 9.9％である。欧米で国

全体としてのプロダクト・イノベーション実現企業の

割合が高いのは、このように企業の研究開発活動

の実行割合が高いことも要因の一つと考えられる。 
 

【【図図表表 55--44--22】】  研研究究開開発発活活動動別別主主要要国国ののププロロダダクク

トト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現企企業業割割合合  
 

((AA))研研究究開開発発活活動動実実行行別別  

ププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現企企業業割割合合  

 

((BB))研研究究開開発発活活動動をを実実行行ししたた企企業業のの割割合合  

 
注： 
1) CIS(欧州共同体イノベーション調査)が指定した中核対象産業のみを

対象としている。 
2) (B)研究開発を実行した企業の割合は推計値である。 
3) 米国は研究開発を実行した企業及びしなかった企業の数値は掲載さ

れていなかった。 
4) 韓国は「製造業」は 2017-2019 年、「サービス業」は 2018-2020 年を

参照。 
資料： 
OECD,“Innovation indicators 2021” 
参照：表 5-4-2 
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次に、各国のプロダクト・イノベーション実現企業

割合を 1として、企業規模別、製造業、コアサービス

業、その他の非製造業の状況を見る。 

企業規模別に見ると、ほとんどの国で大規模企

業における数値が高い傾向にある。このことは中小

規模企業より大規模企業において、より多くの割合

の企業でプロダクト・イノベーションを実現しているこ

とを示している。日本は他国と比べて中小規模企業

と大規模企業におけるプロダクト・イノベーション実

現企業割合の差が比較的大きいことがわかる。大

規模企業と中小規模企業における数値の差が少な

いのは、英国、米国である。 

製造業ではいずれの国も 1 を上回っており、韓国、

日本は比較的高い傾向にある。コアサービス業で

は、1 に近いのは米国のみである。英国、ドイツ、フ

ランスでは 0.9、日本、韓国では 0.8である。また、そ

の他の非製造業では、いずれの国でも 1 を下回っ

ている。最も高いのはフランス、最も低いのは米国

である。 

多くの国で、コアサービス業、その他の非製造業

においてプロダクト・イノベーション実現企業の割合

は製造業より相対的に少ないことを示している。 

  

【【図図表表 55--44--33】】  主主要要国国ののププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現企企業業割割合合  

（（ププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現企企業業割割合合をを 11 ととししたた企企業業規規模模別別、、産産業業別別））  
 

 
注： 
1) CIS(欧州共同体イノベーション調査)が指定した中核対象産業（ISIC Rev.4/NACE Rev.2）のみを対象としている。 
2) コアサービス業には、国際標準産業分類第 4 次改訂版（ISIC Rev.4）/北米産業分類第 2 次改訂版（NACE Rev.2） Section and Divisions G46（卸売業

（自動車及びオートバイを除く。））、H(運輸・保管業)、J（情報通信業）、K（金融・保険業）、M71（建築・エンジニアリング業及び技術試験・分析業）、M72
（科学研究・開発業）、M73（広告・市場調査業）が含まれる。 

3) 韓国は「製造業」は 2017-2019 年、「サービス業」は 2018-2020 年を参照。「その他の非製造業」の値は記載されていなかった。 
資料： 
OECD, “Innovation indicators 2021” 
参照：表 5-4-3 
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(2)市場にとって新しいプロダクト・イノベーショ

ン実現企業割合 

前述したように、プロダクト・イノベーションには

「自社にとって新しいもの」も含まれている。ここでは、

プロダクト・イノベーションの新規性の程度をより詳し

く見るために、「市場にとって新しい」プロダクト・イノ

ベーションの実現企業割合を見ることとし、図表 5-

4-4 にその状況を示した。 

日本のプロダクト・イノベーション実現企業のうち、

市場にとって新しいプロダクト・イノベーションを実現

した企業の割合は54.7％であり、主要国中最も高い

フランス（72.1％）に次いで、高い数値を示している。

英国は 47.4％、米国は 34.4％、ドイツは 32.0％であ

り、韓国は 24.3％と他国と比較すると低い数値とな

っている。 

このように、プロダクト・イノベーションの実現とい

っても、市場にとって新しいものか、自社にとって新

しいものかの傾向は、国によって異なることがわかる。 

  

【【図図表表 55--44--44】】  主主要要国国ののププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン

実実現現企企業業ののううちち市市場場ににととっってて新新しし

いいププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現

企企業業のの割割合合  

 
 

 
注： 
プロダクト・イノベーション実現企業を対象としている。その他の注は図表
5-4-2 と同じ。 
資料： 
OECD, “Innovation indicators 2021” 
参照：表 5-4-4 
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(3)国全体でのプロダクト・イノベーションの経

済効果の測定 

この節では、国全体でのプロダクト・イノベーショ

ンの経済効果を測定する 2 つの指標を示す。一つ

目は①「国民総企業新規プロダクト・イノベーション

売上高(GTNTFInno)7」である。これは、国内企業全

体による、企業にとって新しい（市場にとって新しい

か否かは問わない）プロダクト・イノベーションによる

総売上高である。この場合、市場には既に、他社に

よるプロダクトが存在する可能性があり、「二番手」

や「模倣品」も含まれた売上高を指す。従って、この

指標は国全体の経済に占める企業によるプロダク

ト・イノベーションの取り組みの規模を表していると

考えることが出来る。 

二つ目の②「国民総市場新規プロダクト・イノベ

ーション売上高(GTNTMInno)8」とは、国内企業全体

による、市場にとって新しいプロダクト・イノベーショ

ンによる総売上高である。この場合、企業によって

「市場」の指す範囲が異なるという点で留保はあるも

のの、国内の企業の視点に基づいて、市場におい

て、未だ他社によるプロダクトが存在していなかった

プロダクト・イノベーションによる売上高を指す。従っ

て、この指標は国全体の経済に占めるプロダクト・イ

ノベーションの実現の範囲の大きさを表していると

考えることが出来る。 

図表 5-4-5 に「国民総企業新規プロダクト・イノベ

ーション売上高(GTNTFInno)」を縦軸に、母集団企

業数を横軸に示した。これを見ると、各国の中では

米国(170.6 兆円)が最も多い。これに、日本(122.0

兆円)、ドイツ(97.8 兆円)、英国（89.7 兆円）と続いて

いる。 

図表 5-4-6 に「国民総市場新規プロダクト・イノベ

ーション売上高(GTNTMInno)」を縦軸に、母集団企

業数を横軸に示した。これを見ると、各国の中では

米国(83.6 兆円)が最も多い。次に多いのは英国

（35.9 兆円）である。その後は日本(29.0 兆円)、ドイ

ツ(23.0 兆円)と続く。 

日本は、企業によるプロダクト・イノベーション実

 
7 “Gross National Turnover from New-to-Firm Product Innovation 

(GTNTFInno)” 

現の規模は、米国に次ぐ規模を持っており、新規性

の高いプロダクト・イノベーション実現の規模も、米

国、英国に次ぐことを示唆している。 

  

【【図図表表 55--44--55】】  国国民民総総企企業業新新規規ププロロダダククトト・・イイノノベベ

ーーシショョンン売売上上高高((GGTTNNTTFFIInnnnoo))：：国国際際

比比較較（（22001188 年年））  

注： 
1) 中核産業を対象としている。中核産業については、資料 1）報告書

P.31 を参照のこと。https://doi.org/10.15108/rm277 
2) 日本の母集団は中核産業に含まれる常用雇用者 10 人以上の企業

である。2017 年の数値である。 
3) 米国の母集団は中核産業に含まれる従業者 5 人以上の企業である。

2014 年の数値である。 
4) 英国は 2014 年の数値である。 
5) その他の国・地域の母集団は各国とも中核産業に含まれる従業者 10

人以上の企業である。 
6) プロダクト・イノベーションによる売上高は、円対ユーロの為替レートで

円に換算した後、日本を 100 とする購買力平価（価格水準指数）
（2017 PPP Benchmark Results）で調整した。なお、適用した為替レー
トは 1 ユーロ=126.7 円（2017 年の Exchange rates, period-average）で
ある。 

資料： 
1) 池田雄哉・伊地知寛博、文部科学省科学技術・学術政策研究所、「国

民総市場新規プロダクト・イノベーション売上高：新プロダクトの市場へ
の導入の経済効果に関する新たな指標の提案と試行的推計」 

2) 日本：科学技術・学術政策研究所が計測した。 
3) 米国、英国の数値は上記資料 1）を使用した。 
4) その他の国・地域：Eurostat, “Community innovation survey 2018” 
5) 購買力平価（価格水準指数）及び為替レート： OECD, ”Purchasing 

Power Parities (PPP) Statistics” 
参照：表 5-4-5 
 

【【図図表表 55--44--66】】  国国民民総総市市場場新新規規ププロロダダククトト・・イイノノベベ

ーーシショョンン売売上上高高 ((GGTTNNTTMMIInnnnoo))：：国国

際際比比較較（（22001188 年年））  

注及び資料： 
図表 5-4-5 と同じ。 
参照：5-4-5  

8 “Gross National Turnover from New-to-Market Product Innovation 

(GTNTMInno)” 
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(2)市場にとって新しいプロダクト・イノベーショ

ン実現企業割合 

前述したように、プロダクト・イノベーションには

「自社にとって新しいもの」も含まれている。ここでは、

プロダクト・イノベーションの新規性の程度をより詳し

く見るために、「市場にとって新しい」プロダクト・イノ

ベーションの実現企業割合を見ることとし、図表 5-

4-4 にその状況を示した。 

日本のプロダクト・イノベーション実現企業のうち、

市場にとって新しいプロダクト・イノベーションを実現

した企業の割合は54.7％であり、主要国中最も高い

フランス（72.1％）に次いで、高い数値を示している。

英国は 47.4％、米国は 34.4％、ドイツは 32.0％であ

り、韓国は 24.3％と他国と比較すると低い数値とな

っている。 

このように、プロダクト・イノベーションの実現とい

っても、市場にとって新しいものか、自社にとって新

しいものかの傾向は、国によって異なることがわかる。 

  

【【図図表表 55--44--44】】  主主要要国国ののププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン

実実現現企企業業ののううちち市市場場ににととっってて新新しし

いいププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現

企企業業のの割割合合  

 
 

 
注： 
プロダクト・イノベーション実現企業を対象としている。その他の注は図表
5-4-2 と同じ。 
資料： 
OECD, “Innovation indicators 2021” 
参照：表 5-4-4 
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(3)国全体でのプロダクト・イノベーションの経

済効果の測定 

この節では、国全体でのプロダクト・イノベーショ

ンの経済効果を測定する 2 つの指標を示す。一つ

目は①「国民総企業新規プロダクト・イノベーション

売上高(GTNTFInno)7」である。これは、国内企業全

体による、企業にとって新しい（市場にとって新しい

か否かは問わない）プロダクト・イノベーションによる

総売上高である。この場合、市場には既に、他社に

よるプロダクトが存在する可能性があり、「二番手」

や「模倣品」も含まれた売上高を指す。従って、この

指標は国全体の経済に占める企業によるプロダク

ト・イノベーションの取り組みの規模を表していると

考えることが出来る。 

二つ目の②「国民総市場新規プロダクト・イノベ

ーション売上高(GTNTMInno)8」とは、国内企業全体

による、市場にとって新しいプロダクト・イノベーショ

ンによる総売上高である。この場合、企業によって

「市場」の指す範囲が異なるという点で留保はあるも

のの、国内の企業の視点に基づいて、市場におい

て、未だ他社によるプロダクトが存在していなかった

プロダクト・イノベーションによる売上高を指す。従っ

て、この指標は国全体の経済に占めるプロダクト・イ

ノベーションの実現の範囲の大きさを表していると

考えることが出来る。 

図表 5-4-5 に「国民総企業新規プロダクト・イノベ

ーション売上高(GTNTFInno)」を縦軸に、母集団企

業数を横軸に示した。これを見ると、各国の中では

米国(170.6 兆円)が最も多い。これに、日本(122.0

兆円)、ドイツ(97.8 兆円)、英国（89.7 兆円）と続いて

いる。 

図表 5-4-6 に「国民総市場新規プロダクト・イノベ

ーション売上高(GTNTMInno)」を縦軸に、母集団企

業数を横軸に示した。これを見ると、各国の中では

米国(83.6 兆円)が最も多い。次に多いのは英国

（35.9 兆円）である。その後は日本(29.0 兆円)、ドイ

ツ(23.0 兆円)と続く。 

日本は、企業によるプロダクト・イノベーション実

 
7 “Gross National Turnover from New-to-Firm Product Innovation 

(GTNTFInno)” 

現の規模は、米国に次ぐ規模を持っており、新規性

の高いプロダクト・イノベーション実現の規模も、米

国、英国に次ぐことを示唆している。 

  

【【図図表表 55--44--55】】  国国民民総総企企業業新新規規ププロロダダククトト・・イイノノベベ

ーーシショョンン売売上上高高((GGTTNNTTFFIInnnnoo))：：国国際際

比比較較（（22001188 年年））  

注： 
1) 中核産業を対象としている。中核産業については、資料 1）報告書

P.31 を参照のこと。https://doi.org/10.15108/rm277 
2) 日本の母集団は中核産業に含まれる常用雇用者 10 人以上の企業

である。2017 年の数値である。 
3) 米国の母集団は中核産業に含まれる従業者 5 人以上の企業である。

2014 年の数値である。 
4) 英国は 2014 年の数値である。 
5) その他の国・地域の母集団は各国とも中核産業に含まれる従業者 10

人以上の企業である。 
6) プロダクト・イノベーションによる売上高は、円対ユーロの為替レートで

円に換算した後、日本を 100 とする購買力平価（価格水準指数）
（2017 PPP Benchmark Results）で調整した。なお、適用した為替レー
トは 1 ユーロ=126.7 円（2017 年の Exchange rates, period-average）で
ある。 

資料： 
1) 池田雄哉・伊地知寛博、文部科学省科学技術・学術政策研究所、「国

民総市場新規プロダクト・イノベーション売上高：新プロダクトの市場へ
の導入の経済効果に関する新たな指標の提案と試行的推計」 

2) 日本：科学技術・学術政策研究所が計測した。 
3) 米国、英国の数値は上記資料 1）を使用した。 
4) その他の国・地域：Eurostat, “Community innovation survey 2018” 
5) 購買力平価（価格水準指数）及び為替レート： OECD, ”Purchasing 

Power Parities (PPP) Statistics” 
参照：表 5-4-5 
 

【【図図表表 55--44--66】】  国国民民総総市市場場新新規規ププロロダダククトト・・イイノノベベ

ーーシショョンン売売上上高高 ((GGTTNNTTMMIInnnnoo))：：国国

際際比比較較（（22001188 年年））  

注及び資料： 
図表 5-4-5 と同じ。 
参照：5-4-5  

8 “Gross National Turnover from New-to-Market Product Innovation 

(GTNTMInno)” 
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ココララムム：：産産業業別別ののププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現企企業業割割合合とと日日本本のの特特徴徴  
 

本コラムでは、OECD の“Business innovation 

statistics and indicators”に掲載されているデータを

用いて、産業別プロダクト・イノベーション実現の状

況を示す。 

本編で見たようにプロダクト・イノベーション実現

企業割合は国によって異なる。ここでは、どの産業

においてプロダクト・イノベーション実現企業割合が

相対的に高いかを見るために、国全体と各産業の

プロダクト・イノベーション実現企業割合の差分に注

目する。また、日本の特徴も見る。産業分類としては

図表 5-4-7 に示す 32 産業分類、国としては OECD

加盟国を中心とした 40 か国を対象としている。 

 

(1) 産業分類ごとのプロダクト・イノベーション

実現企業割合 

図表 5-4-7 に産業分類ごとのプロダクト・イノベー

ション実現企業割合(国全体の平均からの差分)の

分布を箱ひげ図で示す。箱の底・上辺は第 1・3 四

分位値、赤色の線は中央値、ひげの上・下端はデ

ータの最大・最小値（外れ値を除く）、赤色のマーカ

は日本の値を示している。 

中央値に注目すると、「コンピュータ・電子製品・

光学製品製造業」、「コークス・精製石油製品・化学

製品製造業」、「情報・通信技術サービス業」、「科

学研究・開発業」、「基礎医薬品・医薬調合品製造

業」において、プロダクト・イノベーション実現企業割

合が国全体より20～30％ポイント高い。他方で、「陸

運業，パイプライン輸送業，水運業，航空運送業」、

「鉱業，採石業」、「運輸・倉庫業」などで、プロダク

ト・イノベーション実現企業割合は国全体と比べて

低い傾向が見られる。 

 

(2) 日本の特徴 

図表 5-4-8 には、各国のプロダクト・イノベーショ

ン実現企業割合の産業分類による標準偏差を示す。

ここでは、図表 5-4-7で示した産業の内、20産業以

上についてデータが利用可能な 36 か国の分析を

 
9 淺羽[1]によれば、ヒット商品の模倣、事業展開の類似性、投資や海外進

出の同時性などが、日本企業の同質的行動の例として挙げられている。 

行っている。 

ルクセンブルグ、オーストリア、スイスなどで標準

偏差が大きい。つまり、これらの国では、プロダクト・

イノベーション実現企業割合の産業分類による差が

大きい。他方で、日本は標準偏差が 2 番目に小さ

い。これは、図表 5-4-7 で示したように、日本はプロ

ダクト・イノベーション実現企業割合の産業分類によ

る差が小さいためである。 

 

(3) まとめ 

本コラムでは、産業別のプロダクト・イノベーション

実現企業割合を比較し、産業分類によってプロダク

ト・イノベーション実現企業割合が異なることを見た。

特に「コンピュータ・電子・光学製品」で、その割合

が高く、新しい製品・サービスの導入が相対的に多

くなされている。 

本コラムでは 1 時点の状況を示したが、時系列を

見ることで、どの産業分類においてプロダクト・イノ

ベーション実現がなされているかの時間的な変化が

観測できると考えられる。 

また、日本については産業分類による差異が他

国より小さい傾向が見られた。これには 2 つの要因

が考えられる。 

一つ目は構造的な要因である。図表 5-4-8 から

分かるように、産業分類によるプロダクト・イノベーシ

ョン実現企業割合のバラツキは経済規模が小さい

国で大きい傾向がある。これらの国では自国でカバ

ーできる産業が限られているので、プロダクト・イノベ

ーション実現企業割合の産業分類間の差が大きく

なり、その結果として標準偏差が大きくなっている可

能性がある。 

もう一つは企業の行動特性に起因するものである。

日本企業はライバル企業間で同質的行動 9をとると

の指摘がある。同質的行動は競争を通じて企業の

競争力を高める側面もあるが、企業の事業展開の

選択肢を狭くする可能性もある。この同質的行動が、

日本において製品・サービスの導入という点で突出
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した産業が無い要因である可能性もある。 

（伊神 正貫） 

[1] 淺羽 茂, 日本企業の競争原理―同質的行動

の実証分析，東洋経済新報社 (2002)． 

 

  

【【図図表表 55--44--77】】  産産業業分分類類ごごととののププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現企企業業割割合合  

資料： 
OECD, “Business innovation statistics and indicators”を基に、科学技術・学術政策研究所が作成。 
参照：表 5-4-7 

 

【【図図表表 55--44--88】】  各各国国ののププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現企企業業割割合合のの産産業業にによよるる標標準準偏偏差差  

注： 
図表 5-4-7 で示した産業の内、20 産業以上についてデータが利用可能な 36 か国について分析を行った。 
資料： 
OECD, “Business innovation statistics and indicators”を基に、科学技術・学術政策研究所が作成。 
参照：表 5-4-8
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ココララムム：：産産業業別別ののププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現企企業業割割合合とと日日本本のの特特徴徴  
 

本コラムでは、OECD の“Business innovation 

statistics and indicators”に掲載されているデータを

用いて、産業別プロダクト・イノベーション実現の状

況を示す。 

本編で見たようにプロダクト・イノベーション実現

企業割合は国によって異なる。ここでは、どの産業

においてプロダクト・イノベーション実現企業割合が

相対的に高いかを見るために、国全体と各産業の

プロダクト・イノベーション実現企業割合の差分に注

目する。また、日本の特徴も見る。産業分類としては

図表 5-4-7 に示す 32 産業分類、国としては OECD

加盟国を中心とした 40 か国を対象としている。 

 

(1) 産業分類ごとのプロダクト・イノベーション

実現企業割合 

図表 5-4-7 に産業分類ごとのプロダクト・イノベー

ション実現企業割合(国全体の平均からの差分)の

分布を箱ひげ図で示す。箱の底・上辺は第 1・3 四

分位値、赤色の線は中央値、ひげの上・下端はデ

ータの最大・最小値（外れ値を除く）、赤色のマーカ

は日本の値を示している。 

中央値に注目すると、「コンピュータ・電子製品・

光学製品製造業」、「コークス・精製石油製品・化学

製品製造業」、「情報・通信技術サービス業」、「科

学研究・開発業」、「基礎医薬品・医薬調合品製造

業」において、プロダクト・イノベーション実現企業割

合が国全体より20～30％ポイント高い。他方で、「陸

運業，パイプライン輸送業，水運業，航空運送業」、

「鉱業，採石業」、「運輸・倉庫業」などで、プロダク

ト・イノベーション実現企業割合は国全体と比べて

低い傾向が見られる。 

 

(2) 日本の特徴 

図表 5-4-8 には、各国のプロダクト・イノベーショ

ン実現企業割合の産業分類による標準偏差を示す。

ここでは、図表 5-4-7で示した産業の内、20産業以

上についてデータが利用可能な 36 か国の分析を

 
9 淺羽[1]によれば、ヒット商品の模倣、事業展開の類似性、投資や海外進

出の同時性などが、日本企業の同質的行動の例として挙げられている。 

行っている。 

ルクセンブルグ、オーストリア、スイスなどで標準

偏差が大きい。つまり、これらの国では、プロダクト・

イノベーション実現企業割合の産業分類による差が

大きい。他方で、日本は標準偏差が 2 番目に小さ

い。これは、図表 5-4-7 で示したように、日本はプロ

ダクト・イノベーション実現企業割合の産業分類によ

る差が小さいためである。 

 

(3) まとめ 

本コラムでは、産業別のプロダクト・イノベーション

実現企業割合を比較し、産業分類によってプロダク

ト・イノベーション実現企業割合が異なることを見た。

特に「コンピュータ・電子・光学製品」で、その割合

が高く、新しい製品・サービスの導入が相対的に多

くなされている。 

本コラムでは 1 時点の状況を示したが、時系列を

見ることで、どの産業分類においてプロダクト・イノ

ベーション実現がなされているかの時間的な変化が

観測できると考えられる。 

また、日本については産業分類による差異が他

国より小さい傾向が見られた。これには 2 つの要因

が考えられる。 

一つ目は構造的な要因である。図表 5-4-8 から

分かるように、産業分類によるプロダクト・イノベーシ

ョン実現企業割合のバラツキは経済規模が小さい

国で大きい傾向がある。これらの国では自国でカバ

ーできる産業が限られているので、プロダクト・イノベ

ーション実現企業割合の産業分類間の差が大きく

なり、その結果として標準偏差が大きくなっている可

能性がある。 

もう一つは企業の行動特性に起因するものである。

日本企業はライバル企業間で同質的行動 9をとると

の指摘がある。同質的行動は競争を通じて企業の

競争力を高める側面もあるが、企業の事業展開の

選択肢を狭くする可能性もある。この同質的行動が、

日本において製品・サービスの導入という点で突出
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した産業が無い要因である可能性もある。 

（伊神 正貫） 

[1] 淺羽 茂, 日本企業の競争原理―同質的行動

の実証分析，東洋経済新報社 (2002)． 

 

  

【【図図表表 55--44--77】】  産産業業分分類類ごごととののププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現企企業業割割合合  

資料： 
OECD, “Business innovation statistics and indicators”を基に、科学技術・学術政策研究所が作成。 
参照：表 5-4-7 

 

【【図図表表 55--44--88】】  各各国国ののププロロダダククトト・・イイノノベベーーシショョンン実実現現企企業業割割合合のの産産業業にによよるる標標準準偏偏差差  

注： 
図表 5-4-7 で示した産業の内、20 産業以上についてデータが利用可能な 36 か国について分析を行った。 
資料： 
OECD, “Business innovation statistics and indicators”を基に、科学技術・学術政策研究所が作成。 
参照：表 5-4-8

0%

5%

10%

15%

20%

25%

ル
ク
セ
ン
ブ
ル

グ

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ス
イ
ス

ス
ロ
ベ
ニ
ア

ベ
ル

ギ
ー

ブ
ラ
ジ
ル

ド
イ
ツ

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

エ
ス
ト
ニ
ア

チ
ェ
コ

ポ
ル

ト
ガ
ル

イ
タ
リ
ア

ブ
ル

ガ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

リ
ト
ア
ニ
ア

ア
イ
ル

ラ
ン
ド

ラ
ト
ビ
ア

デ
ン
マ
ー
ク

オ
ラ
ン
ダ

ノ
ル

ウ
ェ
ー

フ
ラ
ン
ス

カ
ナ
ダ

ス
ペ
イ
ン

ポ
ー
ラ
ン
ド

キ
プ
ロ
ス

ト
ル

コ

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ハ
ン
ガ
リ
ー

英
国

ギ
リ
シ
ャ

ス
ロ
バ

キ
ア

チ
リ

米
国

日
本

ロ
シ
ア

各
国
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
実
現
企
業
割
合
の

産
業
に
よ
る
標
準
偏
差

第
５
章　

　

科
学
技
術
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

199



第 5 章 科学技術とイノベーション 

 

 

- 198 - 

55..44..22 知知識識のの流流れれととししててのの産産学学連連携携  

産学連携として、共同研究や受託研究、大学等

の特許出願数、特許権実施等収入に注目する。 

ここでは、産学連携による研究資金等受入額や

実施件数は、知識交換への投資の指標、特許出願

数は産業応用を意識した新しい技術知識が、大学

等からどの程度生み出されているかの指標であると

考えた。また、特許権実施等収入や大学発ベンチ

ャー企業は、知識の価値、広がりを見る指標である

と考えた。 

 

(1)日本の産学連携の実施状況 

2021 年度の日本の大学の民間企業等との共同

研究等にかかる受入額(内訳)と実施件数を見ると

(図表 5-4-9)、受入額が最も大きいのは「共同研究」

であり 924 億円、実施件数は 3.0 万件である。大企

業からの受入が多く、同年度で 711 億円である。推

移を見ると、「共同研究」の受入額・実施件数ともに

継続的に増加していたが、2019 年度以降実施件数

はほぼ横ばい、受入額は増加はしているが増加の

度合いは小さくなった。 

「受託研究」の受入額は 141 億円、実施件数は

0.8 万件である。大企業からの受け入れが多く、同

年度で 98 億円である。推移を見ると、2019 年度以

降の受入額は微減、実施件数はほぼ横ばいである。 

「治験等」の受入額は 204 億円、実施件数 2.3 万

件である。治験の件数は年度の差が著しい。大企

業からの受入が多く、同年度で 169 億円である。 

「寄附講座・寄附研究部門」については、2017 年

度から、国立大学だけでなく、公立、私立大学につ

いても調査されることになった。2021 年度の受入額

は 264 億円であり、国立大学の受け入れ額が多い

（196 億円）。実施件数は 1,442 件であり、うち国立

大学は 764 件である。1 件当たりの規模は国立大学

で 2,562 万円である。 

なお、「共同研究」および「受託研究」について、

「直接経費 10に対する間接経費 11の比率」は、順調

に伸びている（図表 5-4-9（B）。2006 年度と 2021 年

度を比較すると、共同研究では 8.5％から 22.8％

（172億円）へ、受託研究では 10.1％から 19.1％（23

億円）と大きく増加した。 

 

【【図図表表 55--44--99】】  日日本本のの大大学学等等のの民民間間企企業業等等ととのの共共同同研研究究等等のの状状況況  
 

((AA))受受入入額額((内内訳訳))とと実実施施件件数数のの推推移移  

  

 
10 当該共同研究に直接的に必要となる経費 

 

11 産学連携の推進を図るための経費や直接経費以外に必要となる経費

及び管理的経費等といった名目の経費 
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((BB))間間接接経経費費のの状状況況

((aa))共共同同研研究究  ((bb))受受託託研研究究  

 
注： 
1) 共同研究：機関と民間企業等とが共同で研究開発することであり、相手側が経費を負担しているもの。受入額及び件数は、2008 年度まで中小企業、

小規模企業、大企業に分類されていた。 
2) 受託研究：大学等が民間企業等からの委託により、主として大学等が研究開発を行い、そのための経費が民間企業等から支弁されているもの。 
3) 治験等：大学等が外部からの委託により、主として大学等のみが医薬品及び医療機器等の臨床研究を行い、これに要する経費が委託者から支弁され

ているもの、病理組織検査、それらに類似する試験・調査。 
4) 寄附講座・寄附研究部門：2016 年度まで国立大学のみの値。2017 年度から公立、私立大学の値が計測されるようになった。寄附講座・寄附研究部門

の「実施件数」は「講座・部門数」である。 
5) 国内企業の内訳については 2006 年時点では大企業、中小企業、小規模企業とあったが、小規模企業は 2008 年度まで、外資系企業は 2019、2020

年度のみデータが提供されている。 
資料： 
文部科学省、「大学等における産学連携等実施状況について」の個票データ（2023 年 3 月 9 日入手）を使用し、科学技術・学術政策研究所が再計算し
た。 
参照：表 5-4-9 
 

 

(2)日本の産学連携等特許出願数 

大学等における特許出願を国内、外国に分類し、

その傾向を見ると（図表 5-4-10）、国内への特許出

願数の方が外国への特許出願数より多い。国内に

出願した特許数は、2010 年度まで減少傾向にあっ

たが、その後はほぼ横ばいに推移しており、2021 年

度では 6,645 件である。外国へ出願した特許数は、

2011 年度を境にほぼ横ばいに推移していた。2016

年度以降は増加傾向にあったが、近年は横ばいに

推移し、2021 年度は 3,534 件となった。 

2011 年度からは特許出願に関して、発明の元と

なる研究及び相手先組織等といった内訳がわかる

ようになった。そこで、「民間企業との共同研究や受

託研究が発明の元」となった特許出願、「寄付金に

よる研究が発明の元」となった特許出願、「その他の

研究が発明の元」となった特許出願に分類し、その

傾向を見た。 

2021 年度の民間企業との研究が元となった発明

は、国内出願では 2,924 件であり、国内出願の約 4

割を占めている。外国出願での民間企業は、1,896

件、外国出願の約 5 割を占めている。民間企業との

研究が元となった発明が占める割合は、国内への

出願より外国への出願のほうが高い傾向が見られる。

また、2011 年度から 2021 年度の推移を見ると、国

内出願、外国出願のいずれでも、民間企業との研

究が元となった発明の割合が増加している。 

 
【【図図表表 55--44--1100】】  大大学学等等ににおおけけるる特特許許出出願願数数のの推推移移  

 
注： 
発明の元となった研究（共同研究、受託研究、補助金、寄附金、左記以
外（運営費交付金等））の相手先等である。 
資料： 
文部科学省、「大学等における産学連携等実施状況について」 
参照：表 5-4-10 
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55..44..22 知知識識のの流流れれととししててのの産産学学連連携携  

産学連携として、共同研究や受託研究、大学等

の特許出願数、特許権実施等収入に注目する。 

ここでは、産学連携による研究資金等受入額や

実施件数は、知識交換への投資の指標、特許出願

数は産業応用を意識した新しい技術知識が、大学

等からどの程度生み出されているかの指標であると

考えた。また、特許権実施等収入や大学発ベンチ

ャー企業は、知識の価値、広がりを見る指標である

と考えた。 

 

(1)日本の産学連携の実施状況 

2021 年度の日本の大学の民間企業等との共同

研究等にかかる受入額(内訳)と実施件数を見ると

(図表 5-4-9)、受入額が最も大きいのは「共同研究」

であり 924 億円、実施件数は 3.0 万件である。大企

業からの受入が多く、同年度で 711 億円である。推

移を見ると、「共同研究」の受入額・実施件数ともに

継続的に増加していたが、2019 年度以降実施件数

はほぼ横ばい、受入額は増加はしているが増加の

度合いは小さくなった。 

「受託研究」の受入額は 141 億円、実施件数は

0.8 万件である。大企業からの受け入れが多く、同

年度で 98 億円である。推移を見ると、2019 年度以

降の受入額は微減、実施件数はほぼ横ばいである。 

「治験等」の受入額は 204 億円、実施件数 2.3 万

件である。治験の件数は年度の差が著しい。大企

業からの受入が多く、同年度で 169 億円である。 

「寄附講座・寄附研究部門」については、2017 年

度から、国立大学だけでなく、公立、私立大学につ

いても調査されることになった。2021 年度の受入額

は 264 億円であり、国立大学の受け入れ額が多い

（196 億円）。実施件数は 1,442 件であり、うち国立

大学は 764 件である。1 件当たりの規模は国立大学

で 2,562 万円である。 

なお、「共同研究」および「受託研究」について、

「直接経費 10に対する間接経費 11の比率」は、順調

に伸びている（図表 5-4-9（B）。2006 年度と 2021 年

度を比較すると、共同研究では 8.5％から 22.8％

（172億円）へ、受託研究では 10.1％から 19.1％（23

億円）と大きく増加した。 

 

【【図図表表 55--44--99】】  日日本本のの大大学学等等のの民民間間企企業業等等ととのの共共同同研研究究等等のの状状況況  
 

((AA))受受入入額額((内内訳訳))とと実実施施件件数数のの推推移移  

  

 
10 当該共同研究に直接的に必要となる経費 

 

11 産学連携の推進を図るための経費や直接経費以外に必要となる経費

及び管理的経費等といった名目の経費 
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((BB))間間接接経経費費のの状状況況

((aa))共共同同研研究究  ((bb))受受託託研研究究  

 
注： 
1) 共同研究：機関と民間企業等とが共同で研究開発することであり、相手側が経費を負担しているもの。受入額及び件数は、2008 年度まで中小企業、

小規模企業、大企業に分類されていた。 
2) 受託研究：大学等が民間企業等からの委託により、主として大学等が研究開発を行い、そのための経費が民間企業等から支弁されているもの。 
3) 治験等：大学等が外部からの委託により、主として大学等のみが医薬品及び医療機器等の臨床研究を行い、これに要する経費が委託者から支弁され

ているもの、病理組織検査、それらに類似する試験・調査。 
4) 寄附講座・寄附研究部門：2016 年度まで国立大学のみの値。2017 年度から公立、私立大学の値が計測されるようになった。寄附講座・寄附研究部門

の「実施件数」は「講座・部門数」である。 
5) 国内企業の内訳については 2006 年時点では大企業、中小企業、小規模企業とあったが、小規模企業は 2008 年度まで、外資系企業は 2019、2020

年度のみデータが提供されている。 
資料： 
文部科学省、「大学等における産学連携等実施状況について」の個票データ（2023 年 3 月 9 日入手）を使用し、科学技術・学術政策研究所が再計算し
た。 
参照：表 5-4-9 
 

 

(2)日本の産学連携等特許出願数 

大学等における特許出願を国内、外国に分類し、

その傾向を見ると（図表 5-4-10）、国内への特許出

願数の方が外国への特許出願数より多い。国内に

出願した特許数は、2010 年度まで減少傾向にあっ

たが、その後はほぼ横ばいに推移しており、2021 年

度では 6,645 件である。外国へ出願した特許数は、

2011 年度を境にほぼ横ばいに推移していた。2016

年度以降は増加傾向にあったが、近年は横ばいに

推移し、2021 年度は 3,534 件となった。 

2011 年度からは特許出願に関して、発明の元と

なる研究及び相手先組織等といった内訳がわかる

ようになった。そこで、「民間企業との共同研究や受

託研究が発明の元」となった特許出願、「寄付金に

よる研究が発明の元」となった特許出願、「その他の

研究が発明の元」となった特許出願に分類し、その

傾向を見た。 

2021 年度の民間企業との研究が元となった発明

は、国内出願では 2,924 件であり、国内出願の約 4

割を占めている。外国出願での民間企業は、1,896

件、外国出願の約 5 割を占めている。民間企業との

研究が元となった発明が占める割合は、国内への

出願より外国への出願のほうが高い傾向が見られる。

また、2011 年度から 2021 年度の推移を見ると、国

内出願、外国出願のいずれでも、民間企業との研

究が元となった発明の割合が増加している。 

 
【【図図表表 55--44--1100】】  大大学学等等ににおおけけるる特特許許出出願願数数のの推推移移  

 
注： 
発明の元となった研究（共同研究、受託研究、補助金、寄附金、左記以
外（運営費交付金等））の相手先等である。 
資料： 
文部科学省、「大学等における産学連携等実施状況について」 
参照：表 5-4-10 
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(3)知識の価値の広がり：日米英比較 

大学等で生み出された知識の価値の広がりを測

る一つの指標として、大学における特許権を含めた

知的財産件収入を見る。また、その収入額はどの程

度であるかを測るために、米国や英国との比較を試

みる。 

図表 5-4-11 を見ると、日本の大学における知的

財産権収入は長期的に見ると増加傾向にあり、

2021 年度では 61 億円である。2005 年度と比較す

ると約 7 倍となっている。 

英国の知的財産権収入は、長期的に増加傾向

であるが、最新年では減少し、295 億円となった。 

米国は、日本、英国と比較すると、桁違いに大き

く、2021 年度では 2,739 億円である。長期的には、

2008 年度での一時的な増加を除けば、3，000 億円

程度で推移している。 

  

【【図図表表 55--44--1111】】  日日米米英英のの知知的的財財産産権権収収入入のの推推移移  
 

 
注： 
1) 日本の知的財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作

権、その他知的財産（育成者権、回路配置利用権等）、ノウハウ等、
有体物（マテリアル等）を含む。 

2) 米国の知的財産権とは、ランニングロイヤリティ、ライセンス収入、ライ
センス発行手数料、オプションに基づく支払い、ソフトウェア及び生物
学的物質のエンドユーザーライセンス(100 万ドル以上)等である。 

3) 英国の知的財産権とは、特許権、著作権、意匠、商標等を含む。 
4) 購買力平価換算は参考統計 E を使用した。 
資料： 
日本：文部科学省、「大学等における産学連携等実施状況等について」 
米国：AUTM, “AUTM STATT database” 
英国：HESA, “Higher education-business and community interaction 
survey (HE-BCI)” 
参照：表 5-4-11 

 
12 NPO 法人、一般社団・財団法人や個人事業主等を含み、海外に設立

されたものも対象とする。「大学」には、高等専門学校も含む。 

(4)日本の大学発ベンチャー企業 

大学発ベンチャー企業は、大学に潜在する研究

成果を活用し、新市場の創出を目指す「イノベーシ

ョンの担い手」として期待されている。この節では大

学発ベンチャー企業の外観とそこで活躍する高度

研究人材について注目し、その状況を見る。なお、

ここでの大学発ベンチャーとは図表 5-4-12（B）のい

ずれかに当てはまる企業と定義している 12。 

図表5-4-12（A）を見ると、日本の大学発ベンチャ

ー企業数は順調に増加しており、2022 年度では

3,782 社、ベンチャーの定義別の内訳では「研究成

果ベンチャー」が全体の 50.6％と半数を占めている。

次いで多いのは「学生ベンチャー」である（同年

24.6％）。なお、定義別の割合で増加しているのは

「関連ベンチャー」である。 

 

【【図図表表 55--44--1122】】  大大学学発発ベベンンチチャャーー企企業業のの状状況況  
 

((AA))企企業業数数のの推推移移  

  

((BB))大大学学発発ベベンンチチャャーーのの定定義義  

 
注： 
2009 年度から 2013 年度調査は実施されていない。 

 

ベンチャーの種類 定義

学生ベンチャー
・大学と深い関連のある学生ベンチャー。現役の
学生が関係する（した）もののみが対象。

関連ベンチャー
・大学からの出資がある等その他、大学と深い関
連のあるベンチャー。

研究成果ベンチャー
・大学で達成された研究成果に基づく特許や新た
な技術・ビジネス手法を事業化する目的で新規に
設立されたベンチャー。

共同研究ベンチャー

・創業者の持つ技術やノウハウを事業化するため
に、設立5年以内に大学と共同研究等を行ったベ
ンチャー。
・設立時点では大学と特段の関係がなかったもの
も含む。

技術移転ベンチャー

・既存事業を維持・発展させるため、設立5年以内
に大学から技術移転等を受けたベンチャー。
・設立時点では大学と特段の関係がなかったもの
も含む。
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資料： 
経済産業省、「大学発ベンチャー設立状況調査（2023 年 6 月）」、「令和
元年度産業技術調査（大学発ベンチャー実態等調査）報告書」、「平成 29
年度産業技術調査（大学発ベンチャー・研究シーズ実態等調査）」 
参照：表 5-4-12 

 

大学発ベンチャー企業の業種別の状況を見ると

（図表 5-4-13）、2022 年度では、「その他サービス」

が最も多く、「IT（アプリケーション、ソフトウェア）」、

「バイオ・ヘルスケア・医療機器」と続いている。なお、

2021 年度と比較すると最も伸びているのは「その他

サービス」である。 

 

【【図図表表 55--44--1133】】  業業種種別別大大学学発発ベベンンチチャャーー企企業業数数のの推推移移  

 
注： 
複数回答である。 
資料： 
経済産業省、「大学発ベンチャー設立状況調査（2023 年 6 月）」 
参照：表 5-4-13 

 

経済産業省では「大学発ベンチャー設立状況調

査」によって把握された大学発ベンチャー企業のう

ち連絡先が把握できた企業に対して「大学発ベン

チャーの実態に関する調査」を実施し、基本情報や

資金・人材に関する回答を得ている 13。ここでは大

学発ベンチャー企業における博士人材に着目する。 

大学発ベンチャー企業の従業員に占める博士号

保持者の割合を定義別に見ると（図表 5-4-14（A））、

「研究成果ベンチャー」の割合が最も大きく 27％を

占める。なお、一般企業の研究者のうちの博士号保

持者の割合は 4％14である。単純に比較することは

できないが、大学発ベンチャー企業全体での従業

員に占める博士号保持者の割合は 20％であり、大

学発ベンチャー企業に高度研究人材が多く所属し

ていることがわかる。 

次に、主力製品・サービス関連技術分野別での

 
13 回収数は 569/3,779 件、回収率 15.1％である。 
14 総務省、「科学技術研究調査報告（2022 年）」の企業における研究者

博士号保持者の割合を見ると（図表 5-4-14（B））、

「医療機器」（36％）での割合が最も大きく、「バイ

オ・ヘルスケア」（28％）、「素材」（24％）が続く。 

 

【【図図表表 55--44--1144】】  大大学学発発ベベンンチチャャーー企企業業のの従従業業員員

数数にに占占めめるる博博士士号号保保持持者者数数のの割割

合合（（22002222 年年度度））  

  

((AA))ベベンンチチャャーーのの定定義義別別  

  

((BB))主主力力製製品品・・ササーービビスス関関連連技技術術分分野野別別  

 
 
注： 
（）内の数値は従業員数、「一般企業の研究者」については研究者数であ
る。技術移転ベンチャーは従業員数が少ないので掲載していない。 
資料： 
ベンチャー企業：経済産業省、「大学発ベンチャーの実態に関する調査
（2023 年 6 月）」 
一般企業：総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 5-4-14  

（HC）のうち博士号保持者の割合である。 
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(3)知識の価値の広がり：日米英比較 

大学等で生み出された知識の価値の広がりを測

る一つの指標として、大学における特許権を含めた

知的財産件収入を見る。また、その収入額はどの程

度であるかを測るために、米国や英国との比較を試

みる。 

図表 5-4-11 を見ると、日本の大学における知的

財産権収入は長期的に見ると増加傾向にあり、

2021 年度では 61 億円である。2005 年度と比較す

ると約 7 倍となっている。 

英国の知的財産権収入は、長期的に増加傾向

であるが、最新年では減少し、295 億円となった。 

米国は、日本、英国と比較すると、桁違いに大き

く、2021 年度では 2,739 億円である。長期的には、

2008 年度での一時的な増加を除けば、3，000 億円

程度で推移している。 

  

【【図図表表 55--44--1111】】  日日米米英英のの知知的的財財産産権権収収入入のの推推移移  
 

 
注： 
1) 日本の知的財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作

権、その他知的財産（育成者権、回路配置利用権等）、ノウハウ等、
有体物（マテリアル等）を含む。 

2) 米国の知的財産権とは、ランニングロイヤリティ、ライセンス収入、ライ
センス発行手数料、オプションに基づく支払い、ソフトウェア及び生物
学的物質のエンドユーザーライセンス(100 万ドル以上)等である。 

3) 英国の知的財産権とは、特許権、著作権、意匠、商標等を含む。 
4) 購買力平価換算は参考統計 E を使用した。 
資料： 
日本：文部科学省、「大学等における産学連携等実施状況等について」 
米国：AUTM, “AUTM STATT database” 
英国：HESA, “Higher education-business and community interaction 
survey (HE-BCI)” 
参照：表 5-4-11 

 
12 NPO 法人、一般社団・財団法人や個人事業主等を含み、海外に設立

されたものも対象とする。「大学」には、高等専門学校も含む。 

(4)日本の大学発ベンチャー企業 

大学発ベンチャー企業は、大学に潜在する研究

成果を活用し、新市場の創出を目指す「イノベーシ

ョンの担い手」として期待されている。この節では大

学発ベンチャー企業の外観とそこで活躍する高度

研究人材について注目し、その状況を見る。なお、

ここでの大学発ベンチャーとは図表 5-4-12（B）のい

ずれかに当てはまる企業と定義している 12。 

図表5-4-12（A）を見ると、日本の大学発ベンチャ

ー企業数は順調に増加しており、2022 年度では

3,782 社、ベンチャーの定義別の内訳では「研究成

果ベンチャー」が全体の 50.6％と半数を占めている。

次いで多いのは「学生ベンチャー」である（同年

24.6％）。なお、定義別の割合で増加しているのは

「関連ベンチャー」である。 

 

【【図図表表 55--44--1122】】  大大学学発発ベベンンチチャャーー企企業業のの状状況況  
 

((AA))企企業業数数のの推推移移  

  

((BB))大大学学発発ベベンンチチャャーーのの定定義義  

 
注： 
2009 年度から 2013 年度調査は実施されていない。 

 

ベンチャーの種類 定義

学生ベンチャー
・大学と深い関連のある学生ベンチャー。現役の
学生が関係する（した）もののみが対象。

関連ベンチャー
・大学からの出資がある等その他、大学と深い関
連のあるベンチャー。

研究成果ベンチャー
・大学で達成された研究成果に基づく特許や新た
な技術・ビジネス手法を事業化する目的で新規に
設立されたベンチャー。

共同研究ベンチャー

・創業者の持つ技術やノウハウを事業化するため
に、設立5年以内に大学と共同研究等を行ったベ
ンチャー。
・設立時点では大学と特段の関係がなかったもの
も含む。

技術移転ベンチャー

・既存事業を維持・発展させるため、設立5年以内
に大学から技術移転等を受けたベンチャー。
・設立時点では大学と特段の関係がなかったもの
も含む。
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資料： 
経済産業省、「大学発ベンチャー設立状況調査（2023 年 6 月）」、「令和
元年度産業技術調査（大学発ベンチャー実態等調査）報告書」、「平成 29
年度産業技術調査（大学発ベンチャー・研究シーズ実態等調査）」 
参照：表 5-4-12 

 

大学発ベンチャー企業の業種別の状況を見ると

（図表 5-4-13）、2022 年度では、「その他サービス」

が最も多く、「IT（アプリケーション、ソフトウェア）」、

「バイオ・ヘルスケア・医療機器」と続いている。なお、

2021 年度と比較すると最も伸びているのは「その他

サービス」である。 

 

【【図図表表 55--44--1133】】  業業種種別別大大学学発発ベベンンチチャャーー企企業業数数のの推推移移  

 
注： 
複数回答である。 
資料： 
経済産業省、「大学発ベンチャー設立状況調査（2023 年 6 月）」 
参照：表 5-4-13 

 

経済産業省では「大学発ベンチャー設立状況調

査」によって把握された大学発ベンチャー企業のう

ち連絡先が把握できた企業に対して「大学発ベン

チャーの実態に関する調査」を実施し、基本情報や

資金・人材に関する回答を得ている 13。ここでは大

学発ベンチャー企業における博士人材に着目する。 

大学発ベンチャー企業の従業員に占める博士号

保持者の割合を定義別に見ると（図表 5-4-14（A））、

「研究成果ベンチャー」の割合が最も大きく 27％を

占める。なお、一般企業の研究者のうちの博士号保

持者の割合は 4％14である。単純に比較することは

できないが、大学発ベンチャー企業全体での従業

員に占める博士号保持者の割合は 20％であり、大

学発ベンチャー企業に高度研究人材が多く所属し

ていることがわかる。 

次に、主力製品・サービス関連技術分野別での

 
13 回収数は 569/3,779 件、回収率 15.1％である。 
14 総務省、「科学技術研究調査報告（2022 年）」の企業における研究者

博士号保持者の割合を見ると（図表 5-4-14（B））、

「医療機器」（36％）での割合が最も大きく、「バイ

オ・ヘルスケア」（28％）、「素材」（24％）が続く。 

 

【【図図表表 55--44--1144】】  大大学学発発ベベンンチチャャーー企企業業のの従従業業員員

数数にに占占めめるる博博士士号号保保持持者者数数のの割割

合合（（22002222 年年度度））  

  

((AA))ベベンンチチャャーーのの定定義義別別  

  

((BB))主主力力製製品品・・ササーービビスス関関連連技技術術分分野野別別  

 
 
注： 
（）内の数値は従業員数、「一般企業の研究者」については研究者数であ
る。技術移転ベンチャーは従業員数が少ないので掲載していない。 
資料： 
ベンチャー企業：経済産業省、「大学発ベンチャーの実態に関する調査
（2023 年 6 月）」 
一般企業：総務省、「科学技術研究調査報告」 
参照：表 5-4-14  

（HC）のうち博士号保持者の割合である。 
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5.4.3 主要国における起業の状況 

(1)開廃業率の国際比較 

この節では、企業の開業率、廃業率を見ることに

より、企業の新陳代謝が活発に行われているかどう

かを見る。 

図表 5-4-15 に主要国の開業率、廃業率を示し

た。日本の場合、「雇用保険事業年報」をもとにして

おり、事業所における雇用関係の成立、消滅をそれ

ぞれ開廃業とみなしている。他国については、各国

で計測方法が異なる点には留意が必要である。 

各国最新年の開業率を見ると（図表5-4-15(A)）、

日本の開業率は 4.4％であり他国と比較して最も低

い数値である。最も高いのは英国であり 12.4％、次

いでフランスが 11.3％、米国が 9.3％、ドイツが

7.2％となっている。 

各国最新年の廃業率を見ると（図表 5-4-15(B)）、

日本は 3.1％であり、開業率と同様に他国と比較し

て最も低い数値である。最も高いのは英国であり

11.1％、次いでドイツが 9.5％、米国が 9.4％、フラン

スは 3.9％となっている。 

【【図図表表 55--44--1155】】  主主要要国国ににおおけけるる開開廃廃業業率率のの推推移移  

  

((AA))開開業業率率  

  

((BB))廃廃業業率率  

 
注： 
1) 企業の開廃業率の算出方法は、国によって異なるため、国際比較す

るには注意が必要である。 
2) 日本は年度の値。 
3) ドイツの 2019 年において時系列の連続性は失われている。 
資料： 
日本：中小企業庁、「中小企業白書」 
米国：United States Census Bureau, “Business Dynamics Statistics” 
ドイツ、フランス：Eurostat, “Structural business statistics” 
英国：ONS, “Business demography” 
参照：表 5-4-15 
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(2)ユニコーン企業数 

この節では、米国 CB Insights の調査においてユ

ニコーン企業とされた企業価値が 10 億ドル以上の

未上場企業のデータ（2023 年 5 月 8 日入手）を使

用し、世界におけるユニコーン企業の状況を見る。 

図表 5-4-16 を見ると、ユニコーン企業数は 2020

年から 2021 年にかけて大きく増加した後、減少した。

2022 年は 258 社であり、2021 年の半分である。CB 

Insights による分類で見ると、2017、2018 年時点で

10％前後の割合を持つ分類が多かったが、2019 年

になると「フィンテック」が 20％と最も多くを占めるよう

になり、2020年では、「インターネットソフトウェアとサ

ービス」が 18％となった。2021 年、2022 年について

も「フィンテック」、「インターネットソフトウェアとサー

ビス」が多くを占めており、最新年ではそれぞれ

26％、20％となった。 

次に分類別・国別にユニコーン企業数の状況を

見ると（図表 5-4-17）、最もユニコーン企業数が多

いのは米国であり、645 社となっている。次いで中国

が 168 社であり、3 位のインド（70 社）と大きく離れて

いる。日本は 6 社であり、他の国・地域と比較すると

極めて少ない。 

分類別で見ると、米国では「インターネットソフトウ

ェアとサービス」が最も多く、「フィンテック」、「保健」

がそれに続く。中国では「E コマースと D2C」が最も

多く、「人工知能」、「ハードウェア」がそれに続く。イ

ンドでは「フィンテック」、「E コマースと D2C」が最も

多くなってる。英国では「フィンテック」が最も多い。 

  

【【図図表表 55--44--1166】】  新新たたななユユニニココーーンン企企業業数数のの推推移移  

 
注： 
1) CB Insights の調査においてユニコーン企業とされた企業価値が 10

億ドル以上の未上場企業（2023 年 4 月 7 日現在）のデータを基に科
学技術・学術政策研究所が作成。 

2) 分類については CB Insights が提示した項目を科学技術・学術政策研
究所が仮訳した。D2C は direct-to-consumer の略である。 

3) CB Insights に企業価値が 10 億ドル以上と判断された年である。 
資料： 
CB Insights のウェブサイトより 2023 年 5 月 8 日入手。 
参照：表 5-4-16 

  

【【図図表表 55--44--1177】】  分分類類別別・・国国・・地地域域別別ユユニニココーーンン企企業業数数（（22000077～～22002222 年年のの合合計計））  

注及び資料： 
図表 5-4-16 と同じ。 
参照：表 5-4-17 
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5.4.3 主要国における起業の状況 

(1)開廃業率の国際比較 

この節では、企業の開業率、廃業率を見ることに

より、企業の新陳代謝が活発に行われているかどう

かを見る。 

図表 5-4-15 に主要国の開業率、廃業率を示し

た。日本の場合、「雇用保険事業年報」をもとにして

おり、事業所における雇用関係の成立、消滅をそれ

ぞれ開廃業とみなしている。他国については、各国

で計測方法が異なる点には留意が必要である。 

各国最新年の開業率を見ると（図表5-4-15(A)）、

日本の開業率は 4.4％であり他国と比較して最も低

い数値である。最も高いのは英国であり 12.4％、次

いでフランスが 11.3％、米国が 9.3％、ドイツが

7.2％となっている。 

各国最新年の廃業率を見ると（図表 5-4-15(B)）、

日本は 3.1％であり、開業率と同様に他国と比較し

て最も低い数値である。最も高いのは英国であり

11.1％、次いでドイツが 9.5％、米国が 9.4％、フラン

スは 3.9％となっている。 

【【図図表表 55--44--1155】】  主主要要国国ににおおけけるる開開廃廃業業率率のの推推移移  

  

((AA))開開業業率率  

  

((BB))廃廃業業率率  

 
注： 
1) 企業の開廃業率の算出方法は、国によって異なるため、国際比較す

るには注意が必要である。 
2) 日本は年度の値。 
3) ドイツの 2019 年において時系列の連続性は失われている。 
資料： 
日本：中小企業庁、「中小企業白書」 
米国：United States Census Bureau, “Business Dynamics Statistics” 
ドイツ、フランス：Eurostat, “Structural business statistics” 
英国：ONS, “Business demography” 
参照：表 5-4-15 
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(2)ユニコーン企業数 

この節では、米国 CB Insights の調査においてユ

ニコーン企業とされた企業価値が 10 億ドル以上の

未上場企業のデータ（2023 年 5 月 8 日入手）を使

用し、世界におけるユニコーン企業の状況を見る。 

図表 5-4-16 を見ると、ユニコーン企業数は 2020

年から 2021 年にかけて大きく増加した後、減少した。

2022 年は 258 社であり、2021 年の半分である。CB 

Insights による分類で見ると、2017、2018 年時点で

10％前後の割合を持つ分類が多かったが、2019 年

になると「フィンテック」が 20％と最も多くを占めるよう

になり、2020年では、「インターネットソフトウェアとサ

ービス」が 18％となった。2021 年、2022 年について

も「フィンテック」、「インターネットソフトウェアとサー

ビス」が多くを占めており、最新年ではそれぞれ

26％、20％となった。 

次に分類別・国別にユニコーン企業数の状況を

見ると（図表 5-4-17）、最もユニコーン企業数が多

いのは米国であり、645 社となっている。次いで中国

が 168 社であり、3 位のインド（70 社）と大きく離れて

いる。日本は 6 社であり、他の国・地域と比較すると

極めて少ない。 

分類別で見ると、米国では「インターネットソフトウ

ェアとサービス」が最も多く、「フィンテック」、「保健」

がそれに続く。中国では「E コマースと D2C」が最も

多く、「人工知能」、「ハードウェア」がそれに続く。イ

ンドでは「フィンテック」、「E コマースと D2C」が最も

多くなってる。英国では「フィンテック」が最も多い。 

  

【【図図表表 55--44--1166】】  新新たたななユユニニココーーンン企企業業数数のの推推移移  

 
注： 
1) CB Insights の調査においてユニコーン企業とされた企業価値が 10

億ドル以上の未上場企業（2023 年 4 月 7 日現在）のデータを基に科
学技術・学術政策研究所が作成。 

2) 分類については CB Insights が提示した項目を科学技術・学術政策研
究所が仮訳した。D2C は direct-to-consumer の略である。 

3) CB Insights に企業価値が 10 億ドル以上と判断された年である。 
資料： 
CB Insights のウェブサイトより 2023 年 5 月 8 日入手。 
参照：表 5-4-16 

  

【【図図表表 55--44--1177】】  分分類類別別・・国国・・地地域域別別ユユニニココーーンン企企業業数数（（22000077～～22002222 年年のの合合計計））  

注及び資料： 
図表 5-4-16 と同じ。 
参照：表 5-4-17 
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ココララムム：：デデジジタタルル化化のの進進展展とと格格差差((11))  

  

デジタル化は暮らし方、働き方、学び方など多く

の面で社会経済を大きく変えている。経済協力開

発機構（OECD）が公表する Going Digital Toolkit

データのうち、生活基盤としてのデジタル化の進展

やデジタル化の仕事への浸透の他、デジタル格差

に関する指標を取り上げ、他国と比べた日本の状

況を把握する。 

なお、本コラムの図表では主要国の値を示すが、

位置づけ（低位、中位、高位）については、対象国・

地域全ての中での位置付けを示している。 

 

((11)) 生活基盤としてのデジタル化の進展 

デジタル化の基盤となるインターネット接続性の

指標を見ると、人口あたりの固定ブロードバンド契約

数、モバイルブロードバンド契約数、4G 以上のモバ

イルネットワークのカバー率において、日本は対象

国・地域の中で、中～高位の位置にある。他方、IoT

（Internet of Things）の進展の指標として使われてい

る、機械に搭載されている SIM カード数（人口 100

人当たり）においては、日本は中国や米国に比して

小さく、その他の主要国とは同程度である（図表 5-

5-1 参照）。 

また、デジタルサービスの提供状況として、ウェブ

を開設している企業の割合は日本では高く、オンラ

イン購入をしている消費者の割合は主要国の中で

は低いが、全体では中位である。 

政府サービスのデジタル化に関して、デジタル技

術の採用やデータ活用に対する政府全体の取組

状況を総合的に指標化した OECD デジタル政府指

標を見ると、日本は、韓国・英国に比べると低いが、

フランス・ドイツよりも高位に位置している。その一方

で、公的サービスをオンラインで利用している割合

は、主要国の中で一番小さい。 

 

【【図図表表 55--55--11】】  デデジジタタルル技技術術・・ササーービビススへへののアアククセセ

スス状状況況  
 

注： 
1) データ年次は国・指標毎に異なるが、2019～2022 年の間で入手可能

な最新年を用いている。 
2) 各指標は、ここに掲載されていない国・地域も含む Going Digital 

Toolkit 対象国・地域全てで 0～100 の間でスコア化されている。 
3) 固定ブロードバンド契約数、モバイルブロードバンド契約数、M2M SIM

カード数については、人口 100 人当たりの指標。 
4) ウェブサイト開設企業割合は、ウェブサイト、ホームページ、他の事業

体（関連事業を含む）のウェブサイト上での掲載を含み、オンライン・デ
ィレクトリへの掲載や、事業者がページ内容を管理していないその他
のウェブページは除外されている。 

5) OECD デジタル政府指数は、デジタル・バイ・デザイン、データ駆動型
公共部門、プラットフォームとしての政府、デフォルトでのオープン性、
ユーザードリブン、積極性という 6 つの観点から、政府横断的かつ一
貫性のある公共部門オペレーション・サービスデザインが実施されて
いるかについて政府を対象とした OECD 調査に基づく。 

6) オンライン購入をしている割合は、過去 12 カ月においてオンラインで
購入したことのあるインターネットユーザーの割合。 

7) 公的機関オンラインサービス利用割合については、国ごとに定義は異
なるものの、概ね、成人（16-75 歳）において、過去 12 カ月の間に、私
的な目的のため、地方・地域・国レベルの公共サービスをオンラインで
利用した割合であり、公的機関ウェブサイトを通じてフォームの提出等
を含み、E-mail の利用は除外されている。 

資料： 
OECD, “Going Digital Toolkit” 
参照：表 5-5-1 

 
((22)) 仕事におけるデジタル化の浸透 
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ータは 2018 年であり他国の 2021 年の値とは単純

な比較はできないが、高位の英国・米国及び中位

のフランス・ドイツに比べて低い傾向にある。また、

デジタル化進展により労働市場が大きく変化する中

で、ICT スキル訓練などの積極的な労働市場政策
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への支出割合については、日本は低位である。 

デジタル技術の利活用に関しての潜在的能力と

いう観点から、科学・数学・読解において好成績な

学生（15-16 歳）の割合（2018 年）を見ると、韓国の

次に日本は高位に位置している。その一方で、高

等教育機関における STEM関連の卒業生の割合は、

ドイツ・韓国より大きく低く、フランス・英国・米国に比

べても低い（図表 5-5-2 参照）。 

 

【【図図表表 55--55--22】】  デデジジタタルル関関連連のの能能力力・・雇雇用用  

 
注： 
1) データ年次は国・指標毎に異なるが、2017～2022 年の間で入手可能

な最新年を用いている。 
2) 各指標は、ここに掲載されていない国・地域も含む Going Digital 

Toolkit 対象国・地域全てで 0～100 の間でスコア化されている。 
3) 各部門のデジタル集約度については OECD 調査・分析に基づき定義

されており、高集約度部門は、輸送用機器・電気電信・IT 及びその他

情報サービス・金融・保険活動、専門科学技術活動、管理・支援サー

ビス活動、その他サービス活動を含む。中～高集約部門は、木材・紙

製品、印刷、機械・設備、家具、その他の製造、機械・設備の修理・設

置等を含む。 
4) 雇用全体に占める ICT タスク集約型雇用の割合については、OECD

成人スキル調査（PIAAC）のデータに基づき、異なる職業における ICT
タスクの頻度の因子分析を用いて特定された ICT タスク集約型雇用
のデータを用いている。 

5) 15-16 歳の生徒の科学・数学・読解の成績上位者の割合は、PISA デ

ータに基づく。 

6) 積極的労働市場政策への公的支出とは、中央政府・地方政府による

失業者・雇用されてはいるが非自発的失業の危機にあるもの等に対

する措置への支出割合（対 GDP）であり、多くの国では、ICT スキルを

含む仕事に必要とされる訓練が主体である。 
7) 高等教育機関新卒者に占める STEM 割合とは、科学・技術・工学（情

報通信含む）・数学分野学位取得者の新卒者の割合。 
資料：図表 5-5-1 と同じ。 
参照：表 5-5-2 

 
((33)) デジタル格差に関する指標 

デジタル化に付随する格差の問題も長年注目さ

れているが、主要国においてはインターネット接続

はすでに生活に浸透しており、性差及び地域格差

は概して小さくなっている（図表 5-5-3 参照）。 
 

【【図図表表 55--55--33】】  イインンタターーネネッットト接接続続にに関関連連すするる性性

差差・・地地域域格格差差  

 
 
注：データ年次は国・指標毎に異なるが、2020～2022 年の間で入手可能
な最新年を用いている。 
資料：図表 5-5-1 と同じ。 
参照：表 5-5-3 

 
((44)) まとめ 

ここでは生活や仕事におけるデジタル化の進展

と格差について、OECD 諸国を中心とした国際比較

可能なデータに基づき概観した。 

生活基盤としてのデジタル化に関して、日本はデ

ジタル技術・サービスへのアクセスは中位～高位で

あり、また政府サービスのデジタル化の取組は進む

ものの、その利用率は他国・地域と比して著しく低

いことも観察した。また、デジタル化担い手の潜在

能力という観点では、日本は 15-16 歳時の科学・数

学・読解の成績上位者の割合は高いものの、STEM

卒業生の割合は低い。デジタル集約度の高い産業

の総雇用に占める割合は高い一方で、仕事内容に

おける ICT タスク集約型の雇用割合は低く、ICT ス

キル訓練などの積極的な労働市場政策への支出

割合についても低位である。 

デジタル格差については、インターネット接続に

関連する性差や地方―都市間の格差は主要国内

では小さいが、収入階層等の観点から、より詳細に

状況を把握する必要がある。 

（岡村 麻子） 
全体注： 
OECD Going Digital Toolkit は、各国政府がデジタル時代に適した政策
設計・実施するための補助となるよう、次の 7 つの観点から収集されたデ
ータを提供している。①通信インフラへのアクセス、②デジタル技術とデー
タの効果的利用、③データ主導のデジタルイノベーション、④すべての人
に良い仕事をもたらす、⑤社会の繁栄と包摂性、⑥デジタル時代への信
頼、⑦デジタルビジネス環境における市場の開放性。7 つの政策的観点
ごとに収集された指標をウェブ上でマップ化及びインタラクティブに探索で
きる。2023 年 6 月時点で、OECD 加盟国及び非加盟 5 国の 43 か国・地
域のデータとともに、参照値として OECD 加盟国平均・EU 平均のデータ
が掲載されている。（https://goingdigital.oecd.org/） 
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ココララムム：：デデジジタタルル化化のの進進展展とと格格差差((11))  

  

デジタル化は暮らし方、働き方、学び方など多く

の面で社会経済を大きく変えている。経済協力開

発機構（OECD）が公表する Going Digital Toolkit

データのうち、生活基盤としてのデジタル化の進展

やデジタル化の仕事への浸透の他、デジタル格差

に関する指標を取り上げ、他国と比べた日本の状

況を把握する。 

なお、本コラムの図表では主要国の値を示すが、

位置づけ（低位、中位、高位）については、対象国・

地域全ての中での位置付けを示している。 

 

((11)) 生活基盤としてのデジタル化の進展 

デジタル化の基盤となるインターネット接続性の

指標を見ると、人口あたりの固定ブロードバンド契約

数、モバイルブロードバンド契約数、4G 以上のモバ

イルネットワークのカバー率において、日本は対象

国・地域の中で、中～高位の位置にある。他方、IoT

（Internet of Things）の進展の指標として使われてい

る、機械に搭載されている SIM カード数（人口 100

人当たり）においては、日本は中国や米国に比して

小さく、その他の主要国とは同程度である（図表 5-

5-1 参照）。 

また、デジタルサービスの提供状況として、ウェブ

を開設している企業の割合は日本では高く、オンラ

イン購入をしている消費者の割合は主要国の中で

は低いが、全体では中位である。 

政府サービスのデジタル化に関して、デジタル技

術の採用やデータ活用に対する政府全体の取組

状況を総合的に指標化した OECD デジタル政府指

標を見ると、日本は、韓国・英国に比べると低いが、

フランス・ドイツよりも高位に位置している。その一方

で、公的サービスをオンラインで利用している割合

は、主要国の中で一番小さい。 

 

【【図図表表 55--55--11】】  デデジジタタルル技技術術・・ササーービビススへへののアアククセセ

スス状状況況  
 

注： 
1) データ年次は国・指標毎に異なるが、2019～2022 年の間で入手可能

な最新年を用いている。 
2) 各指標は、ここに掲載されていない国・地域も含む Going Digital 

Toolkit 対象国・地域全てで 0～100 の間でスコア化されている。 
3) 固定ブロードバンド契約数、モバイルブロードバンド契約数、M2M SIM

カード数については、人口 100 人当たりの指標。 
4) ウェブサイト開設企業割合は、ウェブサイト、ホームページ、他の事業

体（関連事業を含む）のウェブサイト上での掲載を含み、オンライン・デ
ィレクトリへの掲載や、事業者がページ内容を管理していないその他
のウェブページは除外されている。 

5) OECD デジタル政府指数は、デジタル・バイ・デザイン、データ駆動型
公共部門、プラットフォームとしての政府、デフォルトでのオープン性、
ユーザードリブン、積極性という 6 つの観点から、政府横断的かつ一
貫性のある公共部門オペレーション・サービスデザインが実施されて
いるかについて政府を対象とした OECD 調査に基づく。 

6) オンライン購入をしている割合は、過去 12 カ月においてオンラインで
購入したことのあるインターネットユーザーの割合。 

7) 公的機関オンラインサービス利用割合については、国ごとに定義は異
なるものの、概ね、成人（16-75 歳）において、過去 12 カ月の間に、私
的な目的のため、地方・地域・国レベルの公共サービスをオンラインで
利用した割合であり、公的機関ウェブサイトを通じてフォームの提出等
を含み、E-mail の利用は除外されている。 

資料： 
OECD, “Going Digital Toolkit” 
参照：表 5-5-1 
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は高位に位置していると言える。その一方で、ICT
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への支出割合については、日本は低位である。 

デジタル技術の利活用に関しての潜在的能力と

いう観点から、科学・数学・読解において好成績な

学生（15-16 歳）の割合（2018 年）を見ると、韓国の

次に日本は高位に位置している。その一方で、高

等教育機関における STEM関連の卒業生の割合は、

ドイツ・韓国より大きく低く、フランス・英国・米国に比

べても低い（図表 5-5-2 参照）。 

 

【【図図表表 55--55--22】】  デデジジタタルル関関連連のの能能力力・・雇雇用用  

 
注： 
1) データ年次は国・指標毎に異なるが、2017～2022 年の間で入手可能

な最新年を用いている。 
2) 各指標は、ここに掲載されていない国・地域も含む Going Digital 

Toolkit 対象国・地域全てで 0～100 の間でスコア化されている。 
3) 各部門のデジタル集約度については OECD 調査・分析に基づき定義

されており、高集約度部門は、輸送用機器・電気電信・IT 及びその他

情報サービス・金融・保険活動、専門科学技術活動、管理・支援サー

ビス活動、その他サービス活動を含む。中～高集約部門は、木材・紙

製品、印刷、機械・設備、家具、その他の製造、機械・設備の修理・設

置等を含む。 
4) 雇用全体に占める ICT タスク集約型雇用の割合については、OECD

成人スキル調査（PIAAC）のデータに基づき、異なる職業における ICT
タスクの頻度の因子分析を用いて特定された ICT タスク集約型雇用
のデータを用いている。 

5) 15-16 歳の生徒の科学・数学・読解の成績上位者の割合は、PISA デ

ータに基づく。 

6) 積極的労働市場政策への公的支出とは、中央政府・地方政府による

失業者・雇用されてはいるが非自発的失業の危機にあるもの等に対

する措置への支出割合（対 GDP）であり、多くの国では、ICT スキルを

含む仕事に必要とされる訓練が主体である。 
7) 高等教育機関新卒者に占める STEM 割合とは、科学・技術・工学（情

報通信含む）・数学分野学位取得者の新卒者の割合。 
資料：図表 5-5-1 と同じ。 
参照：表 5-5-2 
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は概して小さくなっている（図表 5-5-3 参照）。 
 

【【図図表表 55--55--33】】  イインンタターーネネッットト接接続続にに関関連連すするる性性

差差・・地地域域格格差差  

 
 
注：データ年次は国・指標毎に異なるが、2020～2022 年の間で入手可能
な最新年を用いている。 
資料：図表 5-5-1 と同じ。 
参照：表 5-5-3 
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と格差について、OECD 諸国を中心とした国際比較

可能なデータに基づき概観した。 

生活基盤としてのデジタル化に関して、日本はデ
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ものの、その利用率は他国・地域と比して著しく低

いことも観察した。また、デジタル化担い手の潜在
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割合についても低位である。 
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関連する性差や地方―都市間の格差は主要国内

では小さいが、収入階層等の観点から、より詳細に

状況を把握する必要がある。 

（岡村 麻子） 
全体注： 
OECD Going Digital Toolkit は、各国政府がデジタル時代に適した政策
設計・実施するための補助となるよう、次の 7 つの観点から収集されたデ
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頼、⑦デジタルビジネス環境における市場の開放性。7 つの政策的観点
ごとに収集された指標をウェブ上でマップ化及びインタラクティブに探索で
きる。2023 年 6 月時点で、OECD 加盟国及び非加盟 5 国の 43 か国・地
域のデータとともに、参照値として OECD 加盟国平均・EU 平均のデータ
が掲載されている。（https://goingdigital.oecd.org/） 
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ココララムム：：デデジジタタルル化化のの進進展展とと格格差差((22))  

  

デジタル化により暮らし方、働き方、学び方など

が大きく変貌する一方で、デジタル技術との接触や

デジタル化の便益の享受においては、性・年齢・地

域・社会経済状況等の違いによる格差（デジタル格

差）が生じていると言われている。「デジタル化の進

展と格差（１）」においては、インターネット接続にお

ける性差・地域差を紹介したが、主要国ではすでに

インターネットが浸透しているため、大きな格差はみ

られず、より詳細な観点から格差の状況を見ていく

必要がある。 

ここでは、年齢階層及び収入階層により、特定の

デジタル技術の認知度・利用度や、関連知識・スキ

ル獲得の状況に差異があるのか、日本家計パネル

調査 (JHPS/KHPS)のデータから紹介する。 

 

((11)) デジタル技術の認知度及び利用経験 

まず、特定のデジタル技術についての認知度及

び利用経験について年齢階層及び収入階層別の

データを見る。 

図表 5-5-4 は、「クラウド」「人工知能（AI）」「機械

学習」の認知度及び利用経験を、年齢階層別に表

示している。3 つの用語のうち人工知能（AI）の認知

度がいずれの年齢層でも最も高く、機械学習の認

知度及び利用経験が最も低い。クラウドについては、

20 代から 50 代で、実際に利用経験があると答える

層が一定程度おり、一部に浸透していることが窺わ

れる。すべての用語において、高齢者層ほど認知

度及び利用経験が低い一方で、低年齢層ほど高く

なる傾向がみられる。 

収入別に見ると、全てのデジタル技術において、

収入階層が高いほど、認知度及び利用経験が高い

（図表 5-5-5）。全収入階層で認知度が最も高いの

は人工知能でる一方で、利用経験が最も高いのは

クラウドであり、1000 万円以上の階層では 2 割以上

が利用経験を持つ。ここでの収入は前年度の主な

仕事からの収入を用いており、低収入層における認

知度・利用経験の低さの一因は、高齢者層が多く含

まれていることによると考えられる。 

【【図図表表 55--55--44】】  デデジジタタルル技技術術のの認認知知度度・・利利用用経経験験

（（年年齢齢階階層層別別））（（22002211 年年））  

注： 
「以下の情報技術について、どれくらいご存知ですか。」の返答を年齢階
層別に集計したもの。「無回答」は除いている。 
資料：日本家計パネル調査 (JHPS/KHPS) JHPS2021_wave13 及び 
KHPS2021_wave18 
参照：表 5-5-4 

  

【【図図表表 55--55--55】】  デデジジタタルル技技術術のの認認知知度度・・利利用用経経験験

（（収収入入階階層層別別））（（22002211 年年））  

 
注： 
「以下の情報技術について、どれくらいご存知ですか。」の返答を前年度
の主な仕事からの収入別に集計したもの。「無回答」は除いている。 
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資料：図表 5-5-4 と同じ。 
参照：表 5-5-5 
 
 

((22)) 新しい技術に関する知識・スキル獲得の

状況 

次に、新しい技術に関する知識・スキルを習得す

るための対応・準備の状況について、年齢階層及

び収入階層別のデータをみる。 

まず年齢階層別にみると、「対応・準備はしてい

ない」と答える割合がどの年齢層でも一番大きく、20

代でも 5 割以上を占めているが、年齢層が上がるほ

ど、その割合が高くなっている（図表 5-5-6）。これに

続いて「知識をニュース等で得る」という割合がどの

年齢層でも多くなるが、年齢層が上がるほど、その

割合は低くなる傾向を持つ。より対応・準備をしてい

る状況である「自己啓発を行っている」や「勤務先企

業・団体による研修を受けている」割合は低く、これ

らの割合が最も高い 20 代でも 1 割程度である。 

 

【【図図表表 55--55--66】】  知知識識・・ススキキルル獲獲得得のの状状況況（（年年齢齢階階

層層別別））（（22002211 年年））  

 
注： 
「あなたは新しい技術に関する知識・スキルを習得するために対応・準備
をしていますか。」の返答を年齢階層別に集計したもの。「無回答」は除い
ている。 
資料：図表 5-5-4 と同じ。 
参照：表 5-5-6 

 

同じ質問について収入階層別のデータを見ると、

どの階層においても、「対応・準備はしていない」と

答える割合が最も高いが、低収入階層ほど、その割

合が高くなる（図表 5-5-7 参照）。一方、「勤務先企

業・団体による研修を受けている」「自己啓発を行っ

ている」と答える比率は、高収入階層ほど大きくなる

傾向がある。 

【【図図表表 55--55--77】】  知知識識・・ススキキルル獲獲得得のの状状況況（（収収入入階階

層層別別））（（22002211 年年））  

 
注： 
「あなたは新しい技術に関する知識・スキルを習得するために対応・準備
をしていますか。」の返答を前年度の収入階層別に集計したもの。「無回
答」は除いている。 
資料：図表 5-5-4 と同じ。 
参照：表 5-5-7 

 

((33)) まとめ 

ここでは日本のデータにより、デジタル技術の認

知度・利用経験や新しい知識・スキル獲得の状況を、

年齢階層及び収入階層別に観察した。 

低年齢層及び高収入階層ほどデジタル技術の

認知度・利用経験が高く、知識・スキル獲得への自

発的取組みも多く行い、また勤務先企業等による研

修の機会も多く持つ傾向がある。低収入階層には

多くの高年齢層が含まれるため、年齢による影響を

除外するためには、年齢階層内での格差の状況を

見る必要がある。全体の傾向としては、年齢や収入

によるデジタル技術への接触や知識・スキル獲得に

おける格差はより拡大する方向に向かう可能性が大

きいことが予想される。 

（岡村 麻子） 

 
全体注： 
本コラムで用いたデータは、慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センタ
ーが提供する日本家計パネル調査(JHPS/KHPS)を用いている。パネル
調査とは、同一の個人を継続的に追跡することで、経済主体の動学的な
行動の分析や観察できない異質性を考慮した分析を可能にするという点
で、今日の社会科学における研究・政策評価に不可欠な調査方法とされ
ている。慶應義塾家計パネル調査」(KHPS)は、社会全体の人口構成を反
映した家計パネル調査として、全国約 4,000 世帯、7,000 人を対象に 2004
年から継続して実施されている（標本の脱落を補うため、2007年に新たに
約 1,400 人、2012 年には約 1,000 人を対象に追加）。日本家計パネル調
査（JHPS）は、2009 年より新たに全国 4,000 人の男女を対象として実施さ
れている。2014 年以降は、これらが統合し、日本家計パネル調査 
(JHPS/KHPS)に名称が変更されている。https://www.pdrc.keio.ac.jp/ 
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ココララムム：：デデジジタタルル化化のの進進展展とと格格差差((22))  

  

デジタル化により暮らし方、働き方、学び方など

が大きく変貌する一方で、デジタル技術との接触や

デジタル化の便益の享受においては、性・年齢・地

域・社会経済状況等の違いによる格差（デジタル格

差）が生じていると言われている。「デジタル化の進

展と格差（１）」においては、インターネット接続にお

ける性差・地域差を紹介したが、主要国ではすでに

インターネットが浸透しているため、大きな格差はみ

られず、より詳細な観点から格差の状況を見ていく

必要がある。 

ここでは、年齢階層及び収入階層により、特定の

デジタル技術の認知度・利用度や、関連知識・スキ

ル獲得の状況に差異があるのか、日本家計パネル

調査 (JHPS/KHPS)のデータから紹介する。 

 

((11)) デジタル技術の認知度及び利用経験 

まず、特定のデジタル技術についての認知度及

び利用経験について年齢階層及び収入階層別の

データを見る。 

図表 5-5-4 は、「クラウド」「人工知能（AI）」「機械

学習」の認知度及び利用経験を、年齢階層別に表

示している。3 つの用語のうち人工知能（AI）の認知

度がいずれの年齢層でも最も高く、機械学習の認

知度及び利用経験が最も低い。クラウドについては、

20 代から 50 代で、実際に利用経験があると答える

層が一定程度おり、一部に浸透していることが窺わ

れる。すべての用語において、高齢者層ほど認知

度及び利用経験が低い一方で、低年齢層ほど高く

なる傾向がみられる。 

収入別に見ると、全てのデジタル技術において、

収入階層が高いほど、認知度及び利用経験が高い

（図表 5-5-5）。全収入階層で認知度が最も高いの

は人工知能でる一方で、利用経験が最も高いのは

クラウドであり、1000 万円以上の階層では 2 割以上

が利用経験を持つ。ここでの収入は前年度の主な

仕事からの収入を用いており、低収入層における認

知度・利用経験の低さの一因は、高齢者層が多く含

まれていることによると考えられる。 

【【図図表表 55--55--44】】  デデジジタタルル技技術術のの認認知知度度・・利利用用経経験験

（（年年齢齢階階層層別別））（（22002211 年年））  

注： 
「以下の情報技術について、どれくらいご存知ですか。」の返答を年齢階
層別に集計したもの。「無回答」は除いている。 
資料：日本家計パネル調査 (JHPS/KHPS) JHPS2021_wave13 及び 
KHPS2021_wave18 
参照：表 5-5-4 

  

【【図図表表 55--55--55】】  デデジジタタルル技技術術のの認認知知度度・・利利用用経経験験

（（収収入入階階層層別別））（（22002211 年年））  

 
注： 
「以下の情報技術について、どれくらいご存知ですか。」の返答を前年度
の主な仕事からの収入別に集計したもの。「無回答」は除いている。 
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資料：図表 5-5-4 と同じ。 
参照：表 5-5-5 
 
 

((22)) 新しい技術に関する知識・スキル獲得の

状況 

次に、新しい技術に関する知識・スキルを習得す

るための対応・準備の状況について、年齢階層及

び収入階層別のデータをみる。 

まず年齢階層別にみると、「対応・準備はしてい

ない」と答える割合がどの年齢層でも一番大きく、20

代でも 5 割以上を占めているが、年齢層が上がるほ

ど、その割合が高くなっている（図表 5-5-6）。これに

続いて「知識をニュース等で得る」という割合がどの

年齢層でも多くなるが、年齢層が上がるほど、その

割合は低くなる傾向を持つ。より対応・準備をしてい

る状況である「自己啓発を行っている」や「勤務先企

業・団体による研修を受けている」割合は低く、これ

らの割合が最も高い 20 代でも 1 割程度である。 

 

【【図図表表 55--55--66】】  知知識識・・ススキキルル獲獲得得のの状状況況（（年年齢齢階階

層層別別））（（22002211 年年））  

 
注： 
「あなたは新しい技術に関する知識・スキルを習得するために対応・準備
をしていますか。」の返答を年齢階層別に集計したもの。「無回答」は除い
ている。 
資料：図表 5-5-4 と同じ。 
参照：表 5-5-6 

 

同じ質問について収入階層別のデータを見ると、

どの階層においても、「対応・準備はしていない」と

答える割合が最も高いが、低収入階層ほど、その割

合が高くなる（図表 5-5-7 参照）。一方、「勤務先企

業・団体による研修を受けている」「自己啓発を行っ

ている」と答える比率は、高収入階層ほど大きくなる

傾向がある。 

【【図図表表 55--55--77】】  知知識識・・ススキキルル獲獲得得のの状状況況（（収収入入階階

層層別別））（（22002211 年年））  

 
注： 
「あなたは新しい技術に関する知識・スキルを習得するために対応・準備
をしていますか。」の返答を前年度の収入階層別に集計したもの。「無回
答」は除いている。 
資料：図表 5-5-4 と同じ。 
参照：表 5-5-7 

 

((33)) まとめ 

ここでは日本のデータにより、デジタル技術の認

知度・利用経験や新しい知識・スキル獲得の状況を、

年齢階層及び収入階層別に観察した。 

低年齢層及び高収入階層ほどデジタル技術の

認知度・利用経験が高く、知識・スキル獲得への自

発的取組みも多く行い、また勤務先企業等による研

修の機会も多く持つ傾向がある。低収入階層には

多くの高年齢層が含まれるため、年齢による影響を

除外するためには、年齢階層内での格差の状況を

見る必要がある。全体の傾向としては、年齢や収入

によるデジタル技術への接触や知識・スキル獲得に

おける格差はより拡大する方向に向かう可能性が大

きいことが予想される。 

（岡村 麻子） 

 
全体注： 
本コラムで用いたデータは、慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センタ
ーが提供する日本家計パネル調査(JHPS/KHPS)を用いている。パネル
調査とは、同一の個人を継続的に追跡することで、経済主体の動学的な
行動の分析や観察できない異質性を考慮した分析を可能にするという点
で、今日の社会科学における研究・政策評価に不可欠な調査方法とされ
ている。慶應義塾家計パネル調査」(KHPS)は、社会全体の人口構成を反
映した家計パネル調査として、全国約 4,000 世帯、7,000 人を対象に 2004
年から継続して実施されている（標本の脱落を補うため、2007年に新たに
約 1,400 人、2012 年には約 1,000 人を対象に追加）。日本家計パネル調
査（JHPS）は、2009 年より新たに全国 4,000 人の男女を対象として実施さ
れている。2014 年以降は、これらが統合し、日本家計パネル調査 
(JHPS/KHPS)に名称が変更されている。https://www.pdrc.keio.ac.jp/ 
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参参考考統統計計 AA  主主要要国国のの人人口口  

 
注： 

b：時系列の連続性は失われている。 

e：見積り値 

ドイツ：1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。  

資料： 

日本：総務省統計局、「人口推計」(web サイト) 

1981～1999 年：我が国の推計人口（大正 9 年～平成 12 年）第 1 表（各年 10 月 1 日現在） 

2000～2015 年：長期時系列データ（平成 12 年～27 年）第１表（各年 10 月 1 日現在） 

2016 年：各年 10 月 1 日現在人口 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031560310&fileKind=0 

2017 年：各年 10 月 1 日現在人口 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031690314&fileKind=0 

2018 年：各年 10 月 1 日現在人口 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031807138&fileKind=0 

2019 年：各年 10 月 1 日現在人口 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031921670&fileKind=0 

2020 年：各年 10 月 1 日現在人口 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032153669&fileKind=4 

2021 年：各年 10 月 1 日現在人口 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031921670&fileKind=0 

米国、ドイツ、フランス、英国、中国、韓国、EU-27：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 

 

（単位：千人）

年 日本 米国 ドイツ フランス 英国 中国 韓国 EU-27

1981 117,902 230,008 61,682 55,470 56,358 1,000,720 38,723 -
1982 118,728 232,218 61,638 55,805 56,291 1,016,540 39,326 -
1983 119,536 234,333 61,423 56,107 56,316 1,030,080 39,910 -
1984 120,305 236,394 61,175 56,381 56,409 1,043,570 40,406 -
1985 121,049 238,506 61,024 56,663 56,554 1,058,510 40,806 -
1986 121,660 240,683 61,066 56,953 56,684 1,075,070 41,214 -
1987 122,239 242,843 61,077 57,263 56,804 1,093,000 41,622 -
1988 122,745 245,061 61,450 57,594 56,916 1,110,260 42,031 -
1989 123,205 247,387 62,063 57,938 57,077 1,127,040 42,449 -
1990 123,611 250,181 63,254 58,256 57,238 1,143,330 42,869 -
1991 124,101 253,530 79,973 b 58,548 57,439 1,158,230 43,296 422,050 e

1992 124,567 256,922 80,500 58,839 57,585 1,171,710 43,748 422,832 e

1993 124,938 260,282 80,946 59,095 57,714 1,185,170 44,195 423,831 e

1994 125,265 263,455 81,147 59,315 57,862 1,198,500 44,642 424,647 e

1995 125,570 266,588 81,308 59,530 58,025 1,211,210 45,093 425,294 e

1996 125,859 269,714 81,466 59,742 58,164 1,223,890 45,525 425,871 e

1997 126,157 272,958 81,510 59,955 58,314 1,236,260 45,954 426,407 e

1998 126,472 276,154 81,446 60,176 58,475 1,247,610 46,287 426,884 e

1999 126,667 279,328 81,422 60,487 58,684 1,257,860 46,617 427,454 e

2000 126,926 282,398 81,457 60,903 58,886 1,267,430 47,008 428,324 e

2001 127,316 285,225 81,517 61,348 59,113 1,276,270 47,370 428,910 e

2002 127,486 287,955 81,578 61,796 59,366 1,284,530 47,645 429,711 e

2003 127,694 290,626 81,549 62,235 59,637 1,292,270 47,892 431,297 e

2004 127,787 293,262 81,456 62,695 59,950 1,299,880 48,083 432,851 e

2005 127,768 295,993 81,337 63,168 60,413 1,307,560 48,185 434,473 e

2006 127,901 298,818 81,173 63,609 60,827 1,314,480 48,438 435,844 e

2007 128,033 301,696 80,992 64,003 61,319 1,321,290 48,684 437,374 e

2008 128,084 304,543 80,764 64,361 61,824 1,328,020 49,055 438,838 e

2009 128,032 307,240 80,483 64,692 62,261 1,334,500 49,308 440,215 e

2010 128,057 309,839 80,284 65,011 62,760 1,340,910 49,554 440,962 e

2011 127,834 312,295 80,275 65,330 63,285 1,349,160 49,937 441,564 e

2012 127,593 314,725 80,426 65,651 63,705 1,359,220 50,200 442,228 e

2013 127,414 317,099 80,646 65,991 64,106 1,367,260 50,429 442,688 e

2014 127,237 319,601 80,983 66,312 64,597 1,376,460 50,747 443,256 e

2015 127,095 322,113 81,687 66,581 65,110 1,383,260 51,015 444,181 e

2016 126,933 324,609 82,349 66,831 65,648 1,392,320 51,218 445,187 e

2017 126,706 326,860 82,657 67,116 66,040 1,400,110 51,362 445,910 e

2018 126,443 328,794 82,906 67,449 66,436 1,405,410 51,585 446,757 e

2019 126,167 330,513 83,093 67,762 66,797 1,410,080 51,765 447,781 e

2020 126,146 331,761 83,161 68,004 67,081 1,412,120 51,836 448,235 e

2021 125,502 332,213 83,196 68,217 67,351 1,412,600 51,745 447,962 e
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参参考考統統計計 AA  主主要要国国のの人人口口  

 
注： 

b：時系列の連続性は失われている。 

e：見積り値 

ドイツ：1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。  

資料： 

日本：総務省統計局、「人口推計」(web サイト) 

1981～1999 年：我が国の推計人口（大正 9 年～平成 12 年）第 1 表（各年 10 月 1 日現在） 

2000～2015 年：長期時系列データ（平成 12 年～27 年）第１表（各年 10 月 1 日現在） 

2016 年：各年 10 月 1 日現在人口 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031560310&fileKind=0 

2017 年：各年 10 月 1 日現在人口 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031690314&fileKind=0 

2018 年：各年 10 月 1 日現在人口 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031807138&fileKind=0 

2019 年：各年 10 月 1 日現在人口 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031921670&fileKind=0 

2020 年：各年 10 月 1 日現在人口 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032153669&fileKind=4 

2021 年：各年 10 月 1 日現在人口 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031921670&fileKind=0 

米国、ドイツ、フランス、英国、中国、韓国、EU-27：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 

 

（単位：千人）

年 日本 米国 ドイツ フランス 英国 中国 韓国 EU-27

1981 117,902 230,008 61,682 55,470 56,358 1,000,720 38,723 -
1982 118,728 232,218 61,638 55,805 56,291 1,016,540 39,326 -
1983 119,536 234,333 61,423 56,107 56,316 1,030,080 39,910 -
1984 120,305 236,394 61,175 56,381 56,409 1,043,570 40,406 -
1985 121,049 238,506 61,024 56,663 56,554 1,058,510 40,806 -
1986 121,660 240,683 61,066 56,953 56,684 1,075,070 41,214 -
1987 122,239 242,843 61,077 57,263 56,804 1,093,000 41,622 -
1988 122,745 245,061 61,450 57,594 56,916 1,110,260 42,031 -
1989 123,205 247,387 62,063 57,938 57,077 1,127,040 42,449 -
1990 123,611 250,181 63,254 58,256 57,238 1,143,330 42,869 -
1991 124,101 253,530 79,973 b 58,548 57,439 1,158,230 43,296 422,050 e

1992 124,567 256,922 80,500 58,839 57,585 1,171,710 43,748 422,832 e

1993 124,938 260,282 80,946 59,095 57,714 1,185,170 44,195 423,831 e

1994 125,265 263,455 81,147 59,315 57,862 1,198,500 44,642 424,647 e

1995 125,570 266,588 81,308 59,530 58,025 1,211,210 45,093 425,294 e

1996 125,859 269,714 81,466 59,742 58,164 1,223,890 45,525 425,871 e

1997 126,157 272,958 81,510 59,955 58,314 1,236,260 45,954 426,407 e

1998 126,472 276,154 81,446 60,176 58,475 1,247,610 46,287 426,884 e

1999 126,667 279,328 81,422 60,487 58,684 1,257,860 46,617 427,454 e

2000 126,926 282,398 81,457 60,903 58,886 1,267,430 47,008 428,324 e

2001 127,316 285,225 81,517 61,348 59,113 1,276,270 47,370 428,910 e

2002 127,486 287,955 81,578 61,796 59,366 1,284,530 47,645 429,711 e

2003 127,694 290,626 81,549 62,235 59,637 1,292,270 47,892 431,297 e

2004 127,787 293,262 81,456 62,695 59,950 1,299,880 48,083 432,851 e

2005 127,768 295,993 81,337 63,168 60,413 1,307,560 48,185 434,473 e

2006 127,901 298,818 81,173 63,609 60,827 1,314,480 48,438 435,844 e

2007 128,033 301,696 80,992 64,003 61,319 1,321,290 48,684 437,374 e

2008 128,084 304,543 80,764 64,361 61,824 1,328,020 49,055 438,838 e

2009 128,032 307,240 80,483 64,692 62,261 1,334,500 49,308 440,215 e

2010 128,057 309,839 80,284 65,011 62,760 1,340,910 49,554 440,962 e

2011 127,834 312,295 80,275 65,330 63,285 1,349,160 49,937 441,564 e

2012 127,593 314,725 80,426 65,651 63,705 1,359,220 50,200 442,228 e

2013 127,414 317,099 80,646 65,991 64,106 1,367,260 50,429 442,688 e

2014 127,237 319,601 80,983 66,312 64,597 1,376,460 50,747 443,256 e

2015 127,095 322,113 81,687 66,581 65,110 1,383,260 51,015 444,181 e

2016 126,933 324,609 82,349 66,831 65,648 1,392,320 51,218 445,187 e

2017 126,706 326,860 82,657 67,116 66,040 1,400,110 51,362 445,910 e

2018 126,443 328,794 82,906 67,449 66,436 1,405,410 51,585 446,757 e

2019 126,167 330,513 83,093 67,762 66,797 1,410,080 51,765 447,781 e

2020 126,146 331,761 83,161 68,004 67,081 1,412,120 51,836 448,235 e

2021 125,502 332,213 83,196 68,217 67,351 1,412,600 51,745 447,962 e
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参参考考統統計計 BB  主主要要国国のの労労働働力力人人口口  
 

 
注： 
b：時系列の連続性は失われている。 
e：見積り値 
1) 日本は、1982 年から 5 年ごとに算出の基礎となるベンチマーク人口の基準を切り替えており、それぞれ切替えに伴う変動がある。2022 年 1 月結果か

らは、算出の基礎となるベンチマーク人口を、2015 年国勢調査結果を基準とする推計人口（旧基準）から 2020 年国勢調査結果を基準とする推計人口
（新基準）に切り替えた。 これに伴い 2015 年から 2021 年までの数値については、比率を除き、新基準のベンチマーク人口に基づいて遡及又は補正し
た時系列接続用数値に置き換えて掲載した。また、2005 年から 2009 年までの数値については、2010 年国勢調査基準のベンチマーク人口に基づく時
系列接続用数値、2010 年から 2014 年までの数値については 2015 年国勢調査基準のベンチマーク人口に基づく時系列接続用数値を掲載している。 

2) ドイツ：1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。  
資料： 
日本：総務省、「労働力調査」長期時系列データ年平均結果 
米国：Bureau of Labor Statistics，U.S. Department of Labor，Current Population Survey  
ドイツ、フランス、英国、中国、韓国、EU-27：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 

（単位：千人）

年 日本 米国 ドイツ フランス 英国 中国 韓国 EU-27

1981 57,070 108,670 28,305 24,637 26,740 - 14,683 -
1982 57,740 110,204 28,558 24,764 26,678 - 15,032 -
1983 58,890 111,550 28,605 24,801 26,610 - 15,118 -
1984 59,270 113,544 28,298 24,913 27,235 - 14,997 -
1985 59,630 115,461 28,434 25,070 27,486 - 15,592 -
1986 60,200 117,834 28,768 25,288 27,491 - 16,116 -
1987 60,840 119,865 29,036 25,318 27,943 - 16,873 -
1988 61,660 121,669 29,220 25,311 28,345 - 17,305 -
1989 62,700 123,869 29,624 25,492 28,764 - 18,023 -
1990 63,840 125,840 30,771 25,416 28,909 653,230 18,539 -
1991 65,050 126,346 39,577 b 25,471 28,545 660,910 19,109 194,970 e

1992 65,780 128,105 39,490 25,594 28,306 667,820 19,499 194,279 e

1993 66,150 129,200 39,557 25,536 28,103 674,680 19,806 192,158 e

1994 66,450 131,056 39,492 25,713 28,052 681,350 20,353 191,789 e

1995 66,660 132,304 39,376 25,771 28,024 688,550 20,845 191,667 e

1996 67,110 133,943 39,550 25,976 28,134 697,650 21,288 192,275 e

1997 67,870 136,297 39,804 26,111 28,252 708,000 21,782 193,350 e

1998 67,930 137,673 40,131 26,403 28,223 720,870 21,428 195,123 e

1999 67,790 139,368 39,614 26,798 28,508 727,910 21,666 196,070 e

2000 67,660 142,583 39,533 27,062 28,740 739,920 22,134 197,536 e

2001 67,520 143,734 39,686 27,320 28,774 738,840 22,471 198,484 e

2002 66,890 144,863 39,641 27,559 29,030 744,920 22,921 199,116 e

2003 66,660 146,510 39,507 27,762 29,587 749,110 22,956 199,520 e

2004 66,420 147,401 39,948 27,916 29,801 752,900 23,417 201,237 e

2005 66,510 149,320 40,928 28,102 30,133 761,200 23,743 203,520 e

2006 66,640 151,428 41,429 28,359 30,680 763,150 23,978 205,660 e

2007 66,840 153,124 41,590 28,518 30,865 765,310 24,216 207,379 e

2008 66,740 154,287 41,677 28,491 31,283 770,460 24,347 209,088 e

2009 66,500 154,142 41,699 28,673 31,416 775,100 24,394 209,604 e

2010 66,320 153,889 41,684 28,754 31,560 783,880 24,748 208,887 e

2011 65,960 153,617 41,186 28,938 31,868 785,790 25,099 208,336 e

2012 65,650 154,975 41,330 29,209 32,129 788,940 25,501 209,739 e

2013 65,930 155,389 41,693 29,400 32,347 793,000 25,873 210,181 e

2014 66,090 155,922 41,943 29,430 e 32,639 796,900 26,536 210,714 e

2015 66,250 157,130 42,142 e 29,526 e 32,924 e 800,910 26,913 211,109 e

2016 66,780 159,187 43,022 e 29,581 e 33,234 e 792,820 b 27,247 212,195 e

2017 67,320 160,320 43,266 e 29,622 e 33,390 e 790,420 27,573 e 213,282 e

2018 68,490 162,075 43,364 e 29,738 e 33,674 e 786,530 27,725 e 213,807 e

2019 69,120 163,539 43,754 e 29,672 e 33,958 e 789,850 28,004 e 214,622 e

2020 69,020 160,742 43,121 e 29,399 e 33,914 e 783,920 27,836 e 212,053 e

2021 69,070 161,204 43,019 e 30,123 e 33,786 e 780,240 28,117 e 213,526 e

2022 69,020 164,287 - - - - - -
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参参考考統統計計 CC  主主要要国国のの国国内内総総生生産産((GGDDPP))  
 

 
  

(A)各国通貨

日本 米国 ドイツ フランス 英国 中国 韓国 EU-27

(10億円) (10億ドル) (10億ユーロ) (10億ユーロ) (10億ポンド) (10億元) (10億ウォン) (10億ドル)

1981 264,642 3,207 826 510 269 494 49,670 -
1982 276,163 3,344 860 586 295 537 57,287 -
1983 288,773 3,634 898 651 323 602 68,080 -
1984 308,238 4,038 942 707 347 728 78,591 -
1985 330,397 4,339 984 758 381 910 88,130 -
1986 342,266 4,580 1,037 815 410 1,038 102,986 -
1987 362,297 4,855 1,065 856 456 1,217 121,698 -
1988 387,686 5,236 1,123 925 512 1,518 145,995 -
1989 415,885 5,642 1,201 997 567 1,718 165,802 -
1990 451,683 5,963 1,307 1,054 616 1,887 200,556 -
1991 473,608 6,158 1,586 b 1,092 648 2,201 242,481 6,573 e

1992 483,256 6,520 1,702 1,131 672 2,719 277,541 6,783 e

1993 482,608 6,859 1,751 1,142 708 3,567 315,181 6,907 e

1994 511,959 7,287 1,830 1,180 745 4,864 372,493 7,246 e

1995 525,300 7,640 1,895 1,218 853 6,134 436,989 7,570 e

1996 538,660 8,073 1,921 1,252 911 7,181 490,851 7,835 e

1997 542,508 8,578 1,961 1,293 954 7,972 542,002 8,153 e

1998 534,564 9,063 2,014 1,352 999 8,520 537,215 8,550 e

1999 530,299 9,631 2,059 1,401 1,044 9,056 591,453 8,896 e

2000 537,614 10,251 2,109 1,479 1,101 10,028 651,634 9,478 e

2001 527,411 10,582 2,173 1,538 1,145 11,086 707,021 9,961 e

2002 523,466 10,929 2,198 1,588 1,192 12,172 784,741 10,422 e

2003 526,220 11,457 2,212 1,631 1,260 13,742 837,365 10,684 e

2004 529,638 12,217 2,263 1,704 1,323 16,184 908,439 11,226 e

2005 534,106 13,039 2,288 1,766 1,400 18,732 957,448 11,680 e

2006 537,258 13,816 2,385 1,848 1,473 21,944 1,005,602 12,726 e

2007 538,486 14,474 2,500 1,941 1,546 27,009 1,089,660 13,609 e

2008 516,175 14,770 2,546 1,992 1,595 31,924 1,154,217 14,293 e

2009 497,364 14,478 2,446 1,936 1,552 34,852 1,205,348 14,029 e

2010 504,874 15,049 2,564 1,995 1,612 41,212 1,322,611 14,505 e

2011 500,046 15,600 2,694 2,058 1,664 48,794 1,388,937 15,186 e

2012 499,421 16,254 2,745 2,089 1,713 53,858 1,440,111 15,416 e

2013 512,678 16,843 2,811 2,117 1,782 59,296 1,500,819 15,961 e

2014 523,423 17,551 2,927 2,150 1,863 64,356 1,562,929 16,442 e

2015 540,741 18,206 3,026 2,198 1,921 68,886 1,658,020 16,992 e

2016 544,830 18,695 3,135 2,234 1,999 74,640 1,740,780 18,074 e

2017 555,713 19,477 3,267 2,297 2,085 83,204 1,835,698 19,041 e

2018 556,571 20,533 3,365 2,363 2,157 91,928 1,898,193 19,954 e

2019 556,836 21,381 3,473 2,438 2,238 98,652 1,924,498 21,244 e

2020 537,562 21,061 3,405 2,310 2,110 101,357 1,940,726 20,543 e

2021 550,530 23,315 3,602 2,501 2,270 114,367 2,071,658 21,900 e

2022 - 25,463 3,867 2,643 2,482 121,337 e 2,172,869 e -

年
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参参考考統統計計 BB  主主要要国国のの労労働働力力人人口口  
 

 
注： 
b：時系列の連続性は失われている。 
e：見積り値 
1) 日本は、1982 年から 5 年ごとに算出の基礎となるベンチマーク人口の基準を切り替えており、それぞれ切替えに伴う変動がある。2022 年 1 月結果か

らは、算出の基礎となるベンチマーク人口を、2015 年国勢調査結果を基準とする推計人口（旧基準）から 2020 年国勢調査結果を基準とする推計人口
（新基準）に切り替えた。 これに伴い 2015 年から 2021 年までの数値については、比率を除き、新基準のベンチマーク人口に基づいて遡及又は補正し
た時系列接続用数値に置き換えて掲載した。また、2005 年から 2009 年までの数値については、2010 年国勢調査基準のベンチマーク人口に基づく時
系列接続用数値、2010 年から 2014 年までの数値については 2015 年国勢調査基準のベンチマーク人口に基づく時系列接続用数値を掲載している。 

2) ドイツ：1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。  
資料： 
日本：総務省、「労働力調査」長期時系列データ年平均結果 
米国：Bureau of Labor Statistics，U.S. Department of Labor，Current Population Survey  
ドイツ、フランス、英国、中国、韓国、EU-27：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 

（単位：千人）

年 日本 米国 ドイツ フランス 英国 中国 韓国 EU-27

1981 57,070 108,670 28,305 24,637 26,740 - 14,683 -
1982 57,740 110,204 28,558 24,764 26,678 - 15,032 -
1983 58,890 111,550 28,605 24,801 26,610 - 15,118 -
1984 59,270 113,544 28,298 24,913 27,235 - 14,997 -
1985 59,630 115,461 28,434 25,070 27,486 - 15,592 -
1986 60,200 117,834 28,768 25,288 27,491 - 16,116 -
1987 60,840 119,865 29,036 25,318 27,943 - 16,873 -
1988 61,660 121,669 29,220 25,311 28,345 - 17,305 -
1989 62,700 123,869 29,624 25,492 28,764 - 18,023 -
1990 63,840 125,840 30,771 25,416 28,909 653,230 18,539 -
1991 65,050 126,346 39,577 b 25,471 28,545 660,910 19,109 194,970 e

1992 65,780 128,105 39,490 25,594 28,306 667,820 19,499 194,279 e

1993 66,150 129,200 39,557 25,536 28,103 674,680 19,806 192,158 e

1994 66,450 131,056 39,492 25,713 28,052 681,350 20,353 191,789 e

1995 66,660 132,304 39,376 25,771 28,024 688,550 20,845 191,667 e

1996 67,110 133,943 39,550 25,976 28,134 697,650 21,288 192,275 e

1997 67,870 136,297 39,804 26,111 28,252 708,000 21,782 193,350 e

1998 67,930 137,673 40,131 26,403 28,223 720,870 21,428 195,123 e

1999 67,790 139,368 39,614 26,798 28,508 727,910 21,666 196,070 e

2000 67,660 142,583 39,533 27,062 28,740 739,920 22,134 197,536 e

2001 67,520 143,734 39,686 27,320 28,774 738,840 22,471 198,484 e

2002 66,890 144,863 39,641 27,559 29,030 744,920 22,921 199,116 e

2003 66,660 146,510 39,507 27,762 29,587 749,110 22,956 199,520 e

2004 66,420 147,401 39,948 27,916 29,801 752,900 23,417 201,237 e

2005 66,510 149,320 40,928 28,102 30,133 761,200 23,743 203,520 e

2006 66,640 151,428 41,429 28,359 30,680 763,150 23,978 205,660 e

2007 66,840 153,124 41,590 28,518 30,865 765,310 24,216 207,379 e

2008 66,740 154,287 41,677 28,491 31,283 770,460 24,347 209,088 e

2009 66,500 154,142 41,699 28,673 31,416 775,100 24,394 209,604 e

2010 66,320 153,889 41,684 28,754 31,560 783,880 24,748 208,887 e

2011 65,960 153,617 41,186 28,938 31,868 785,790 25,099 208,336 e

2012 65,650 154,975 41,330 29,209 32,129 788,940 25,501 209,739 e

2013 65,930 155,389 41,693 29,400 32,347 793,000 25,873 210,181 e

2014 66,090 155,922 41,943 29,430 e 32,639 796,900 26,536 210,714 e

2015 66,250 157,130 42,142 e 29,526 e 32,924 e 800,910 26,913 211,109 e

2016 66,780 159,187 43,022 e 29,581 e 33,234 e 792,820 b 27,247 212,195 e

2017 67,320 160,320 43,266 e 29,622 e 33,390 e 790,420 27,573 e 213,282 e

2018 68,490 162,075 43,364 e 29,738 e 33,674 e 786,530 27,725 e 213,807 e

2019 69,120 163,539 43,754 e 29,672 e 33,958 e 789,850 28,004 e 214,622 e

2020 69,020 160,742 43,121 e 29,399 e 33,914 e 783,920 27,836 e 212,053 e

2021 69,070 161,204 43,019 e 30,123 e 33,786 e 780,240 28,117 e 213,526 e

2022 69,020 164,287 - - - - - -

参考統計 

- 211 - 

参参考考統統計計 CC  主主要要国国のの国国内内総総生生産産((GGDDPP))  
 

 
  

(A)各国通貨

日本 米国 ドイツ フランス 英国 中国 韓国 EU-27

(10億円) (10億ドル) (10億ユーロ) (10億ユーロ) (10億ポンド) (10億元) (10億ウォン) (10億ドル)

1981 264,642 3,207 826 510 269 494 49,670 -
1982 276,163 3,344 860 586 295 537 57,287 -
1983 288,773 3,634 898 651 323 602 68,080 -
1984 308,238 4,038 942 707 347 728 78,591 -
1985 330,397 4,339 984 758 381 910 88,130 -
1986 342,266 4,580 1,037 815 410 1,038 102,986 -
1987 362,297 4,855 1,065 856 456 1,217 121,698 -
1988 387,686 5,236 1,123 925 512 1,518 145,995 -
1989 415,885 5,642 1,201 997 567 1,718 165,802 -
1990 451,683 5,963 1,307 1,054 616 1,887 200,556 -
1991 473,608 6,158 1,586 b 1,092 648 2,201 242,481 6,573 e

1992 483,256 6,520 1,702 1,131 672 2,719 277,541 6,783 e

1993 482,608 6,859 1,751 1,142 708 3,567 315,181 6,907 e

1994 511,959 7,287 1,830 1,180 745 4,864 372,493 7,246 e

1995 525,300 7,640 1,895 1,218 853 6,134 436,989 7,570 e

1996 538,660 8,073 1,921 1,252 911 7,181 490,851 7,835 e

1997 542,508 8,578 1,961 1,293 954 7,972 542,002 8,153 e

1998 534,564 9,063 2,014 1,352 999 8,520 537,215 8,550 e

1999 530,299 9,631 2,059 1,401 1,044 9,056 591,453 8,896 e

2000 537,614 10,251 2,109 1,479 1,101 10,028 651,634 9,478 e

2001 527,411 10,582 2,173 1,538 1,145 11,086 707,021 9,961 e

2002 523,466 10,929 2,198 1,588 1,192 12,172 784,741 10,422 e

2003 526,220 11,457 2,212 1,631 1,260 13,742 837,365 10,684 e

2004 529,638 12,217 2,263 1,704 1,323 16,184 908,439 11,226 e

2005 534,106 13,039 2,288 1,766 1,400 18,732 957,448 11,680 e

2006 537,258 13,816 2,385 1,848 1,473 21,944 1,005,602 12,726 e

2007 538,486 14,474 2,500 1,941 1,546 27,009 1,089,660 13,609 e

2008 516,175 14,770 2,546 1,992 1,595 31,924 1,154,217 14,293 e

2009 497,364 14,478 2,446 1,936 1,552 34,852 1,205,348 14,029 e

2010 504,874 15,049 2,564 1,995 1,612 41,212 1,322,611 14,505 e

2011 500,046 15,600 2,694 2,058 1,664 48,794 1,388,937 15,186 e

2012 499,421 16,254 2,745 2,089 1,713 53,858 1,440,111 15,416 e

2013 512,678 16,843 2,811 2,117 1,782 59,296 1,500,819 15,961 e

2014 523,423 17,551 2,927 2,150 1,863 64,356 1,562,929 16,442 e

2015 540,741 18,206 3,026 2,198 1,921 68,886 1,658,020 16,992 e

2016 544,830 18,695 3,135 2,234 1,999 74,640 1,740,780 18,074 e

2017 555,713 19,477 3,267 2,297 2,085 83,204 1,835,698 19,041 e

2018 556,571 20,533 3,365 2,363 2,157 91,928 1,898,193 19,954 e

2019 556,836 21,381 3,473 2,438 2,238 98,652 1,924,498 21,244 e

2020 537,562 21,061 3,405 2,310 2,110 101,357 1,940,726 20,543 e

2021 550,530 23,315 3,602 2,501 2,270 114,367 2,071,658 21,900 e

2022 - 25,463 3,867 2,643 2,482 121,337 e 2,172,869 e -

年
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注： 
2008SNA による（日本は 1994 年から）。 
b：時系列の連続性は失われている。 
e：見積り値 
1) 日本は各年とも年度データである。1993 年度までは 2000 年基準（93SNA）、1994 年度からは 2015 年基準(2008SNA) 
2) ドイツ：1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。  
資料： 
日本：内閣府経済社会総合研究所、「国民経済計算（93ＳＮＡ）」 
米国：Bureau of Economic Analysis，“National Economic Accounts” 
ドイツ、フランス、英国、中国、韓国、EU：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
 

(B)OECD購買力平価換算

日本 米国 ドイツ フランス 英国 中国 韓国 EU-27

(10億円) (10億円) (10億円) (10億円) (10億円) (10億円) (10億円) (10億円)

1981 264,642 734,609 183,511 135,390 121,307 80,296 24,628 -
1982 276,163 734,069 186,003 141,224 125,904 89,078 27,151 -
1983 288,773 774,776 190,667 144,293 132,428 99,579 31,066 -
1984 308,238 842,728 198,852 148,571 137,369 116,348 34,835 -
1985 330,397 888,941 206,046 152,885 144,870 133,638 38,039 -
1986 342,266 934,537 214,157 158,981 151,843 147,944 43,031 -
1987 362,297 965,285 216,804 162,787 159,769 164,921 48,427 -
1988 387,686 1,011,733 226,212 171,548 169,958 184,546 54,562 -
1989 415,885 1,070,604 239,890 182,703 177,946 196,289 59,630 -
1990 451,683 1,118,756 258,971 192,867 183,848 209,019 67,201 -
1991 473,608 1,150,007 313,739 b 200,550 187,101 235,012 76,606 1,227,501 e

1992 483,256 1,210,484 325,136 207,175 191,002 272,944 82,719 1,259,313 e

1993 482,608 1,250,379 323,662 206,960 196,792 312,482 88,875 1,259,242 e

1994 511,959 1,303,170 332,022 212,237 204,743 353,880 97,294 1,295,852 e

1995 525,300 1,331,143 335,384 215,573 208,513 390,588 106,090 1,318,965 e

1996 538,660 1,375,209 335,993 217,408 217,758 427,430 113,951 1,334,576 e

1997 542,508 1,443,625 339,272 224,492 226,557 469,266 121,593 1,372,205 e

1998 534,564 1,507,906 346,010 233,933 230,715 505,950 115,325 1,422,515 e

1999 530,299 1,560,599 349,757 238,277 233,102 537,954 126,954 1,441,543 e

2000 537,614 1,585,741 345,949 245,876 241,779 569,796 134,810 1,466,181 e

2001 527,411 1,583,495 349,640 252,443 246,753 610,597 139,818 1,490,618 e

2002 523,466 1,571,323 346,050 253,463 248,319 650,215 146,570 1,498,373 e

2003 526,220 1,599,088 344,558 244,777 252,676 708,316 147,706 1,491,290 e

2004 529,638 1,642,008 347,503 244,912 258,593 771,181 153,635 1,508,833 e

2005 534,106 1,689,254 339,690 249,631 256,249 854,024 157,227 1,513,197 e

2006 537,258 1,719,336 350,149 257,036 263,129 953,278 162,061 1,583,756 e

2007 538,486 1,741,528 359,222 262,845 262,267 1,081,258 170,250 1,637,379 e

2008 516,175 1,725,801 362,685 263,985 265,556 1,173,460 171,646 1,670,070 e

2009 497,364 1,668,153 347,439 258,556 251,827 1,273,992 167,643 1,616,458 e

2010 504,874 1,681,117 355,838 260,802 256,486 1,382,983 175,683 1,620,345 e

2011 500,046 1,676,255 366,959 262,884 253,277 1,487,636 174,643 1,631,777 e

2012 499,421 1,694,869 363,628 257,974 254,615 1,577,096 175,656 1,607,464 e

2013 512,678 1,706,261 367,583 264,250 259,693 1,639,590 174,940 1,616,857 e

2014 523,423 1,808,636 392,331 274,328 274,851 1,764,383 184,731 1,694,374 e

2015 540,741 1,883,765 402,401 281,281 287,004 1,841,419 200,067 1,758,127 e

2016 544,830 1,972,698 439,507 302,219 306,392 1,974,491 213,885 1,907,134 e

2017 555,713 2,047,101 461,054 313,520 320,096 2,090,165 221,098 2,001,219 e

2018 556,571 2,138,700 476,636 325,535 326,753 2,264,048 231,278 2,078,380 e

2019 556,836 2,228,758 497,153 354,744 343,394 2,443,587 234,241 2,214,468 e

2020 537,562 2,162,148 482,178 333,885 315,881 2,490,188 237,870 2,108,968 e

2021 550,530 2,385,575 500,401 355,967 342,945 2,794,590 248,252 2,240,829 e

2022 - 2,430,798 508,046 364,164 355,916 2,880,108 e 254,417 e -

年
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参参考考統統計計 DD  主主要要国国のの国国内内総総生生産産ののデデフフレレーータタ  

 
注： 
2008SNA による。 
b：時系列の連続性は失われている。 
e：見積り値 
ドイツ：1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。  
資料： 
OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023”  

 

年 日本 米国 ドイツ フランス 英国 中国 韓国
1981 96.4 44.2 54.9 43.1 30.6 17.8 26.5
1982 98.0 46.9 57.4 48.3 32.9 17.8 28.2
1983 99.0 48.7 59.0 52.9 34.5 18.0 29.5
1984 100.4 50.5 60.2 56.7 36.3 18.9 30.9
1985 101.6 52.1 61.4 59.8 38.3 20.8 32.1
1986 103.3 53.1 63.3 62.8 39.9 21.8 33.7
1987 103.1 54.5 64.1 64.3 42.1 22.9 35.3
1988 103.7 56.4 65.2 66.4 44.7 25.7 37.8
1989 105.9 58.6 67.1 68.5 48.2 27.9 40.1
1990 108.6 60.8 69.3 70.4 52.0 29.5 44.2
1991 111.7 62.8 71.5 b 72.2 55.4 31.5 48.2
1992 113.6 64.3 75.3 73.6 57.2 34.1 51.9
1993 114.2 65.8 78.2 74.8 58.8 39.2 55.2
1994 114.4 67.2 79.8 75.5 59.6 47.3 59.7
1995 113.8 68.6 81.4 76.3 66.5 53.8 63.9
1996 113.3 69.9 81.9 77.4 69.7 57.3 66.5
1997 113.9 71.1 82.1 78.0 69.9 58.2 69.2
1998 113.9 71.9 82.7 78.8 70.9 57.7 72.3
1999 112.5 72.9 82.9 78.9 72.0 57.0 71.4
2000 111.0 74.5 82.5 80.2 72.9 58.1 72.1
2001 109.7 76.2 83.6 81.8 74.2 59.3 74.6
2002 108.2 77.4 84.8 83.5 75.9 59.7 76.9
2003 106.5 78.9 85.9 85.0 77.8 61.2 79.5
2004 105.3 81.0 86.8 86.4 79.8 65.5 82.0
2005 104.0 83.6 87.2 88.1 82.2 68.0 82.9
2006 103.1 86.2 87.5 90.0 84.7 70.7 82.7
2007 102.4 88.5 89.1 92.3 86.7 76.2 84.7
2008 101.5 90.2 89.9 94.4 89.6 82.1 87.1
2009 100.9 90.8 91.5 94.5 91.3 82.0 90.2
2010 99.0 91.9 92.1 95.5 92.6 87.6 92.7
2011 97.4 93.8 93.1 96.4 94.6 94.7 93.9
2012 96.7 95.5 94.5 97.5 96.0 96.9 95.1
2013 96.3 97.2 96.4 98.3 98.0 99.0 96.0
2014 97.9 99.0 98.2 98.9 99.3 100.0 96.9
2015 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2016 100.4 101.0 101.3 100.5 101.9 101.4 102.0
2017 100.3 102.9 102.9 101.0 103.7 105.7 104.3
2018 100.3 105.4 104.9 102.0 105.5 109.4 104.8
2019 101.0 107.3 107.1 103.4 107.7 110.6 103.9
2020 101.9 108.7 109.1 106.2 114.1 111.2 e 105.5
2021 101.7 113.6 112.4 107.6 114.1 116.1 e 108.1
2022 101.4 e 121.4 e 118.6 110.9 119.9 119.2 e 110.4 e
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注： 
2008SNA による（日本は 1994 年から）。 
b：時系列の連続性は失われている。 
e：見積り値 
1) 日本は各年とも年度データである。1993 年度までは 2000 年基準（93SNA）、1994 年度からは 2015 年基準(2008SNA) 
2) ドイツ：1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。  
資料： 
日本：内閣府経済社会総合研究所、「国民経済計算（93ＳＮＡ）」 
米国：Bureau of Economic Analysis，“National Economic Accounts” 
ドイツ、フランス、英国、中国、韓国、EU：OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023” 
 

(B)OECD購買力平価換算

日本 米国 ドイツ フランス 英国 中国 韓国 EU-27

(10億円) (10億円) (10億円) (10億円) (10億円) (10億円) (10億円) (10億円)

1981 264,642 734,609 183,511 135,390 121,307 80,296 24,628 -
1982 276,163 734,069 186,003 141,224 125,904 89,078 27,151 -
1983 288,773 774,776 190,667 144,293 132,428 99,579 31,066 -
1984 308,238 842,728 198,852 148,571 137,369 116,348 34,835 -
1985 330,397 888,941 206,046 152,885 144,870 133,638 38,039 -
1986 342,266 934,537 214,157 158,981 151,843 147,944 43,031 -
1987 362,297 965,285 216,804 162,787 159,769 164,921 48,427 -
1988 387,686 1,011,733 226,212 171,548 169,958 184,546 54,562 -
1989 415,885 1,070,604 239,890 182,703 177,946 196,289 59,630 -
1990 451,683 1,118,756 258,971 192,867 183,848 209,019 67,201 -
1991 473,608 1,150,007 313,739 b 200,550 187,101 235,012 76,606 1,227,501 e

1992 483,256 1,210,484 325,136 207,175 191,002 272,944 82,719 1,259,313 e

1993 482,608 1,250,379 323,662 206,960 196,792 312,482 88,875 1,259,242 e

1994 511,959 1,303,170 332,022 212,237 204,743 353,880 97,294 1,295,852 e

1995 525,300 1,331,143 335,384 215,573 208,513 390,588 106,090 1,318,965 e

1996 538,660 1,375,209 335,993 217,408 217,758 427,430 113,951 1,334,576 e

1997 542,508 1,443,625 339,272 224,492 226,557 469,266 121,593 1,372,205 e

1998 534,564 1,507,906 346,010 233,933 230,715 505,950 115,325 1,422,515 e

1999 530,299 1,560,599 349,757 238,277 233,102 537,954 126,954 1,441,543 e

2000 537,614 1,585,741 345,949 245,876 241,779 569,796 134,810 1,466,181 e

2001 527,411 1,583,495 349,640 252,443 246,753 610,597 139,818 1,490,618 e

2002 523,466 1,571,323 346,050 253,463 248,319 650,215 146,570 1,498,373 e

2003 526,220 1,599,088 344,558 244,777 252,676 708,316 147,706 1,491,290 e

2004 529,638 1,642,008 347,503 244,912 258,593 771,181 153,635 1,508,833 e

2005 534,106 1,689,254 339,690 249,631 256,249 854,024 157,227 1,513,197 e

2006 537,258 1,719,336 350,149 257,036 263,129 953,278 162,061 1,583,756 e

2007 538,486 1,741,528 359,222 262,845 262,267 1,081,258 170,250 1,637,379 e

2008 516,175 1,725,801 362,685 263,985 265,556 1,173,460 171,646 1,670,070 e

2009 497,364 1,668,153 347,439 258,556 251,827 1,273,992 167,643 1,616,458 e

2010 504,874 1,681,117 355,838 260,802 256,486 1,382,983 175,683 1,620,345 e

2011 500,046 1,676,255 366,959 262,884 253,277 1,487,636 174,643 1,631,777 e

2012 499,421 1,694,869 363,628 257,974 254,615 1,577,096 175,656 1,607,464 e

2013 512,678 1,706,261 367,583 264,250 259,693 1,639,590 174,940 1,616,857 e

2014 523,423 1,808,636 392,331 274,328 274,851 1,764,383 184,731 1,694,374 e

2015 540,741 1,883,765 402,401 281,281 287,004 1,841,419 200,067 1,758,127 e

2016 544,830 1,972,698 439,507 302,219 306,392 1,974,491 213,885 1,907,134 e

2017 555,713 2,047,101 461,054 313,520 320,096 2,090,165 221,098 2,001,219 e

2018 556,571 2,138,700 476,636 325,535 326,753 2,264,048 231,278 2,078,380 e

2019 556,836 2,228,758 497,153 354,744 343,394 2,443,587 234,241 2,214,468 e

2020 537,562 2,162,148 482,178 333,885 315,881 2,490,188 237,870 2,108,968 e

2021 550,530 2,385,575 500,401 355,967 342,945 2,794,590 248,252 2,240,829 e

2022 - 2,430,798 508,046 364,164 355,916 2,880,108 e 254,417 e -

年
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参参考考統統計計 DD  主主要要国国のの国国内内総総生生産産ののデデフフレレーータタ  

 
注： 
2008SNA による。 
b：時系列の連続性は失われている。 
e：見積り値 
ドイツ：1990 年までは旧西ドイツ、1991 年以降は統一ドイツ。  
資料： 
OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023”  

 

年 日本 米国 ドイツ フランス 英国 中国 韓国
1981 96.4 44.2 54.9 43.1 30.6 17.8 26.5
1982 98.0 46.9 57.4 48.3 32.9 17.8 28.2
1983 99.0 48.7 59.0 52.9 34.5 18.0 29.5
1984 100.4 50.5 60.2 56.7 36.3 18.9 30.9
1985 101.6 52.1 61.4 59.8 38.3 20.8 32.1
1986 103.3 53.1 63.3 62.8 39.9 21.8 33.7
1987 103.1 54.5 64.1 64.3 42.1 22.9 35.3
1988 103.7 56.4 65.2 66.4 44.7 25.7 37.8
1989 105.9 58.6 67.1 68.5 48.2 27.9 40.1
1990 108.6 60.8 69.3 70.4 52.0 29.5 44.2
1991 111.7 62.8 71.5 b 72.2 55.4 31.5 48.2
1992 113.6 64.3 75.3 73.6 57.2 34.1 51.9
1993 114.2 65.8 78.2 74.8 58.8 39.2 55.2
1994 114.4 67.2 79.8 75.5 59.6 47.3 59.7
1995 113.8 68.6 81.4 76.3 66.5 53.8 63.9
1996 113.3 69.9 81.9 77.4 69.7 57.3 66.5
1997 113.9 71.1 82.1 78.0 69.9 58.2 69.2
1998 113.9 71.9 82.7 78.8 70.9 57.7 72.3
1999 112.5 72.9 82.9 78.9 72.0 57.0 71.4
2000 111.0 74.5 82.5 80.2 72.9 58.1 72.1
2001 109.7 76.2 83.6 81.8 74.2 59.3 74.6
2002 108.2 77.4 84.8 83.5 75.9 59.7 76.9
2003 106.5 78.9 85.9 85.0 77.8 61.2 79.5
2004 105.3 81.0 86.8 86.4 79.8 65.5 82.0
2005 104.0 83.6 87.2 88.1 82.2 68.0 82.9
2006 103.1 86.2 87.5 90.0 84.7 70.7 82.7
2007 102.4 88.5 89.1 92.3 86.7 76.2 84.7
2008 101.5 90.2 89.9 94.4 89.6 82.1 87.1
2009 100.9 90.8 91.5 94.5 91.3 82.0 90.2
2010 99.0 91.9 92.1 95.5 92.6 87.6 92.7
2011 97.4 93.8 93.1 96.4 94.6 94.7 93.9
2012 96.7 95.5 94.5 97.5 96.0 96.9 95.1
2013 96.3 97.2 96.4 98.3 98.0 99.0 96.0
2014 97.9 99.0 98.2 98.9 99.3 100.0 96.9
2015 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2016 100.4 101.0 101.3 100.5 101.9 101.4 102.0
2017 100.3 102.9 102.9 101.0 103.7 105.7 104.3
2018 100.3 105.4 104.9 102.0 105.5 109.4 104.8
2019 101.0 107.3 107.1 103.4 107.7 110.6 103.9
2020 101.9 108.7 109.1 106.2 114.1 111.2 e 105.5
2021 101.7 113.6 112.4 107.6 114.1 116.1 e 108.1
2022 101.4 e 121.4 e 118.6 110.9 119.9 119.2 e 110.4 e
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参参考考統統計計 EE  主主要要国国のの購購買買力力平平価価  
 

 
資料： 
OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2023”  

年
日本

［円／円］
米国

［円／ドル］
ドイツ

［円／ユーロ］
フランス

［円／ユーロ］
英国

［円／ポンド］
中国

［円／元］
韓国

［円／ウォン］
1981 1.0000 229.0642 222.2249 265.4784 450.8143 162.6812 0.4958
1982 1.0000 219.5314 216.2294 241.0010 427.0636 165.7760 0.4739
1983 1.0000 213.2021 212.2602 221.8142 409.9926 165.3892 0.4563
1984 1.0000 208.7201 211.0957 210.1340 395.9380 159.8514 0.4432
1985 1.0000 204.8722 209.3095 201.7785 379.9857 146.8709 0.4316
1986 1.0000 204.0652 206.4899 195.1653 370.0674 142.5802 0.4178
1987 1.0000 198.8146 203.5470 190.1752 350.3977 135.4628 0.3979
1988 1.0000 193.2116 201.3839 185.4138 332.1623 121.5687 0.3737
1989 1.0000 189.7696 199.7983 183.2306 314.1077 114.2565 0.3596
1990 1.0000 187.6131 198.1901 183.0650 298.6134 110.7507 0.3351
1991 1.0000 186.7471 197.8430 183.7032 288.7516 106.7966 0.3159
1992 1.0000 185.6486 191.0252 183.1811 284.1579 100.3675 0.2980
1993 1.0000 182.3082 184.8555 181.2071 278.0600 87.5957 0.2820
1994 1.0000 178.8300 181.4776 179.8819 274.7504 72.7586 0.2612
1995 1.0000 174.2403 177.0203 176.9501 244.4246 63.6760 0.2428
1996 1.0000 170.3446 174.8709 173.6113 238.9647 59.5194 0.2321
1997 1.0000 168.3017 172.9964 173.6513 237.4935 58.8680 0.2243
1998 1.0000 166.3841 171.7666 173.0407 230.8708 59.3869 0.2147
1999 1.0000 162.0357 169.8277 170.0768 223.2454 59.4002 0.2146
2000 1.0000 154.6914 164.0275 166.2916 219.5713 56.8205 0.2069
2001 1.0000 149.6419 160.9362 164.1161 215.4444 55.0766 0.1978
2002 1.0000 143.7742 157.4301 159.6288 208.4057 53.4201 0.1868
2003 1.0000 139.5791 155.7980 150.1087 200.5885 51.5431 0.1764
2004 1.0000 134.4013 153.5913 143.7260 195.3974 47.6508 0.1691
2005 1.0000 129.5520 148.4460 141.3616 183.0815 45.5920 0.1642
2006 1.0000 124.4489 146.8081 139.0773 178.6547 43.4417 0.1612
2007 1.0000 120.3195 143.7148 135.3923 169.6648 40.0329 0.1562
2008 1.0000 116.8458 142.4253 132.4971 166.5203 36.7574 0.1487
2009 1.0000 115.2191 142.0594 133.5224 162.2723 36.5546 0.1391
2010 1.0000 111.7096 138.7607 130.7089 159.0731 33.5578 0.1328
2011 1.0000 107.4543 136.2355 127.7148 152.1903 30.4881 0.1257
2012 1.0000 104.2740 132.4542 123.5034 148.6159 29.2825 0.1220
2013 1.0000 101.3027 130.7496 124.8119 145.7073 27.6508 0.1166
2014 1.0000 103.0521 134.0189 127.6084 147.5453 27.4159 0.1182
2015 1.0000 103.4694 132.9733 127.9463 149.4033 26.7315 0.1207
2016 1.0000 105.5195 140.2051 135.2737 153.2371 26.4537 0.1229
2017 1.0000 105.1019 141.1175 136.4767 153.5229 25.1211 0.1204
2018 1.0000 104.1586 141.6262 137.7457 151.4562 24.6285 0.1218
2019 1.0000 104.2401 143.1373 145.5279 153.4141 24.7699 0.1217
2020 1.0000 102.6636 141.5910 144.5094 149.7355 24.5686 0.1226
2021 1.0000 102.3189 138.9328 142.3372 151.0608 24.4353 0.1198
2022 1.0000 e 95.4651 131.3782 e 137.7995 e 143.3915 e 23.7365 e 0.1171 e
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参参考考統統計計 EE  主主要要国国のの購購買買力力平平価価  
 

 
資料： 
OECD，“Main Science and Technology Indicators March 2022”  

年
日　本

［円／円］
米　国

［円／ドル］
ドイツ

［円／ユーロ］
フランス

［円／ユーロ］
英国

［円／ポンド］
中　国

［円／元］
韓　国

［円／ウォン］
1981 1.0000 224.2221 217.3988 259.7130 440.4378 159.2423 0.4854
1982 1.0000 214.8601 211.5033 235.7335 417.1741 162.2484 0.4639
1983 1.0000 208.7169 207.6721 217.0196 400.5973 161.9099 0.4467
1984 1.0000 204.4173 206.6219 205.6806 387.0318 156.5561 0.4341
1985 1.0000 200.6479 204.8726 197.5012 371.4365 143.8425 0.4227
1986 1.0000 199.8578 202.1131 191.0285 361.7420 139.6406 0.4092
1987 1.0000 194.7270 199.2443 186.1552 342.5350 132.6777 0.3897
1988 1.0000 189.2684 197.1573 181.5225 324.7589 119.0876 0.3661
1989 1.0000 185.9692 195.6814 179.4550 307.2266 111.9683 0.3524
1990 1.0000 183.9292 194.1837 179.3644 292.1882 108.6264 0.3285
1991 1.0000 183.1216 193.8876 180.0304 282.6025 104.7719 0.3098
1992 1.0000 182.0254 187.1865 179.5000 278.0776 98.4543 0.2922
1993 1.0000 178.8213 181.2127 177.6363 272.2182 85.9601 0.2766
1994 1.0000 178.8300 181.3704 179.7756 274.2232 72.7924 0.2612
1995 1.0000 174.2403 176.9157 176.8455 244.2802 63.7056 0.2428
1996 1.0000 170.3446 174.8188 173.5596 238.8935 59.5470 0.2321
1997 1.0000 168.3017 172.9929 173.6479 237.4888 58.9322 0.2243
1998 1.0000 166.3841 171.7588 173.0328 230.8603 59.4517 0.2147
1999 1.0000 162.0357 169.8277 170.0768 223.2454 59.4852 0.2146
2000 1.0000 154.6914 164.0050 166.2688 219.5413 56.8851 0.2069
2001 1.0000 149.6419 160.9109 164.0903 215.4105 55.1072 0.1978
2002 1.0000 143.7742 157.4301 159.6288 208.4057 53.4619 0.1868
2003 1.0000 139.5791 155.7912 150.1022 200.5798 51.5246 0.1764
2004 1.0000 134.4013 153.5905 143.7253 195.3964 47.6372 0.1691
2005 1.0000 129.5520 148.4460 141.3616 183.0815 45.5698 0.1642
2006 1.0000 124.4489 146.8294 139.0976 178.6808 43.3956 0.1612
2007 1.0000 120.3195 143.6988 135.3773 169.6460 39.9841 0.1562
2008 1.0000 116.8458 142.4253 132.4971 166.5203 36.7224 0.1487
2009 1.0000 115.2191 142.0517 133.5152 162.2636 36.5638 0.1391
2010 1.0000 111.7096 138.7627 130.7108 159.0754 33.5542 0.1328
2011 1.0000 107.4543 136.2355 127.7148 152.1903 30.4881 0.1257
2012 1.0000 104.2740 132.4542 123.5034 148.6159 29.2825 0.1220
2013 1.0000 101.3027 130.7496 124.8119 145.7073 27.6508 0.1166
2014 1.0000 103.0521 134.0189 127.6084 147.5453 27.4159 0.1182
2015 1.0000 103.4694 132.9733 127.9463 149.4033 26.7315 0.1207
2016 1.0000 105.5195 140.2051 135.2737 153.2371 26.4537 0.1229
2017 1.0000 105.1019 141.1175 136.4767 153.5229 25.1211 0.1204
2018 1.0000 104.1586 141.6262 137.7457 151.4562 24.6313 0.1218
2019 1.0000 104.3058 138.8711 141.2088 151.5944 24.7873 0.1206
2020 1.0000 101.2404 137.1168 139.1981 146.9406 24.1885 0.1228
2021 1.0000 96.7594 132.2558 137.3113 144.8787 23.1482 0.1197
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